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章名  １ 計画の基本的事項  

節名   

 

１ 計画策定の趣旨  

 

人口減少・高齢化が着実に進みつつあり、医療ニーズの質・量が徐々に変化するとともに、今後

は、特に生産年齢人口の減少に対応するマンパワー確保や医師の働き方改革に伴う対応が必要に

なるなど、本県の保健医療を取り巻く環境は著しく変化しています。 

 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地

域における入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化、連携等の重要性、地域医療全体を視野に

入れた適切な役割分担の下で必要な医療を面として提供することの重要性などが改めて認識されま

した。 

 

国においては、すべての国民が、それぞれの地域において、質の高い医療・介護サービスを必要に

応じて受けることのできる体制を確保していく観点から、医療の機能分化と連携の更なる推進、医療・

介護人材の確保・育成、働き方改革に力を注ぐとともに、医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の

著しい進展に対応した医療・介護サービス提供体制の改革を進めていくことが必要との基本的方向

が示されており、本県においても、これに沿って取組を進める必要があります。 

 

 こうした中、県民一人ひとりが健やかで生きがいのある幸せな生活を送るためには、保健・医療・福

祉が連携を取りながら、質の高いサービスを地域において切れ目なく提供するための体制を確立する

ことが求められています。 

 

 また、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的・効率的に提供するために

は、医療機能の分化・連携を進めるとともに、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス

提供体制を充実させていくことが求められています。 

 

 これらの課題に適切に対応するため、国の定めた「医療提供体制の確保に関する基本方針」及び

「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」（以下「医療介護総合確保

方針」という。）を踏まえて、本計画と同時に策定を進めた「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険

事業支援計画」及び「市町村介護保険事業計画」との整合※を図りつつ、第９次の「岡山県保健医

療計画」を策定しました。 

 

※ 介護保険事業（支援）計画との整合  

医療介護総合確保方針に基づき、県や市町村の医療・介護担当者に県医師会等の有識者を交

えた「医療及び介護の体制整備に係る協議の場」を設置し、在宅医療の整備目標や介護サービスの

種類ごとの量の見込みに関する調整・協議を行いました。 
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２ 計画の基本理念  

 

本県では、県政の最上位計画である「第３次晴れの国おかやま生き活きプラン」において、県民誰

もが良質な保健･医療･福祉サービスを受けられ、地域全体で、すべての人の自立と支え合い、安全・

安心をつくり出す地域共生社会の実現を目指すこととしています。 

 

これを踏まえた本計画の基本理念は、「すべての県民が生き活きと安心して住み続けられる、良質

な保健医療サービスが受けられる体制の確保」とし、限られた医療資源を効果的・効率的に活用し

ながら、住民・患者の視点に立った医療情報の提供や、疾病の予防から治療、リハビリテーション、介

護まで、地域におけるより良質で効率的な保健医療体制の確立を目指します。 

 

 

３ 計画の性格  

 

 本計画は、次のような性格を有するものです。 

 

 （１） 医療法（昭和２３（１９４８）年法律第２０５号）第３０条の４第１項に基づき、都道府県が策定す

る医療計画です。また、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医

療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成３０（２０１８）年法律

第１０４号）に基づく、本県の計画としての性格を併せ持ちます。 

 （２） 県民の高い健康水準の確保を目指し、少子化や高齢化に対応した長期的、包括的な保健

医療体制の整備を推進するための基本指針となる計画であり、県の保健医療行政の基本とな

る計画です。 

 （３） 市町村においては、保健医療行政の計画的な推進のための指針となることを期待するもの 

です。 

 （４） 県民、関係機関、関係団体等においては、この計画に沿った自主的、積極的な活動が展開

されることを期待するものです。 

 

 

４ 計画の期間  

 

 令和６（２０２４）年度から令和１１（２０２９）年度までの６年間とします。 

 ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応

するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。 

 また、計画期間の中間年にあたる３年目に在宅医療等について、調査、分析及び評価を行い、必

要があると認めるときは、計画を変更することとします。 

 なお、「第５章  地域医療構想」については、令和７（２０２５）年を目標年次としていることから、第９

次計画策定時には見直しを行わず、引き続き、現構想の下で着実に取組を進めることとしています。

新たな構想については、今後、国において行われる中長期的課題についての整理等を踏まえ、令和

７（２０２５）年度において、策定する予定です。 
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１ 人口及び世帯数  

 

（１）人口の推移 

令和４（２０２２）年１０月１日現在の本県の人口は、１８６万２，０１２人（男性８９万５，４０９人、女

性９６万６，６０３人）となっています。 

これを過去の推移からみると、昭和４５（１９７０）年の国勢調査以降ほぼ一貫して増加を続けてきま

したが、平成１７（２００５）年をピークに、その後は減少傾向となっています。 

平成２７（２０１５）年の国勢調査から令和２（２０２０）年の国勢調査までの５年間では、人口は   

３９，１６９人減少しています。 

都道府県別将来推計人口（平成３０（２０１８）年３月推計、国立社会保障・人口問題研究所）に

よると、令和２７（２０４５）年には岡山県の人口は１６２万３１人になると予測されており、人口が減少し

ていく傾向は今後長期的に続くものと考えられます。 

 

（２）年齢階級別人口 

令和４（２０２２）年の人口を年齢３区分にしてみると、年少人口（０～１４歳）は２２万１，８８６人、生

産年齢人口（１５～６４歳）は１０１万３，４９１人、老年人口（６５歳以上）は５５万７，９４０人で、県人

口に占める割合はそれぞれ１２．４％、５６．５％、３１．１％となっています。 

全国の年齢３区分割合をみると、それぞれ１１．６％、５９．４％、２９．０％となっており、岡山県は全

国値と比べ高齢化が進んでいることがわかります。 

また、平成２７（２０１５）年の年齢３区分割合と比べると、年少人口は０．６ポイントの低下、生産年

齢人口は、１．８ポイントの低下、老年人口は２．４ポイントの上昇となっています。 

年少人口及び老年人口の割合は、令和７（２０２５）年にはそれぞれ１２．１％、３１．３％、令和２７

（２０４５）年には１１．６％、３６．０％と、より一層の少子化と高齢化が進むと予測されています。 

 

（３）世帯数            

令和２（２０２０）年１０月１日現在の本県における一般世帯数は７９万９，６１１世帯で、一世帯当た

りの人員は２．３０人となっています。 

世帯数は、昭和４５（１９７０）年以降増加を続けていますが、逆に、一世帯当たりの人員は減少し

ています。 

 

 

 

 

 

 

章名 ２ 岡山県の保健医療の現状 

節名 １ 人口等の状況 
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図 表 2-1-1-1  人口の推移及び年齢構成 

 

（資料：総務省統計局「国勢調査」 

    国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成３０（２０１８）年３月推計）） 

 

 

図 表 2-1-1-2 令和４（２０２２）年保健医療圏別人口構成（令和４（２０２２）年１０月１日現在）  

 

（資 料 ：総 務 省 統 計 局 「人 口 推 計 」、岡 山 県 統 計 分 析 課 「岡 山 県 毎 月 流 動 人 口 調 査 」）  

(注 )総 数 は年 齢 不 詳 を含 んでいるため、年 齢 別 人 口 の計 とは合 致 しない。  

(注 )構 成 比 については、分 母 から年 齢 不 詳 を除 いて算 出 している。  

 

 

 

 

 

人口（人） 構成比（％） 人口（人） 構成比（％） 人口（人） 構成比（％）

県 南 東 部 保 健 医 療 圏 905,945 109,224 12.4 515,945 58.4 258,109 29.2

県 南 西 部 保 健 医 療 圏 690,613 83,351 12.9 363,123 56.1 200,674 31.0

高 梁 ・ 新 見保 健医 療圏 54,329 4,697 8.7 26,056 48.4 23,065 42.9

真 庭 保 健 医 療 圏 42,011 4,691 11.2 20,006 47.8 17,200 41.1

津 山 ・ 英 田保 健医 療圏 169,114 19,923 11.9 88,361 52.9 58,892 35.2

合　　　　計 1,862,012 221,886 12.4 1,013,491 56.5 557,940 31.1

全　　　　国 124,947,000 14,503,000 11.6 74,208,000 59.4 36,236,000 29.0

０～１４歳
年少人口

１５～６４歳
生産年齢人口

６５歳以上
老年人口二次保健医療圏 総　　数

（人） 
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図表 2-1-1-3 一般世帯数の推移            図表 2-1-1-4 

令和２（２０２０）年保健医療圏別世帯数 

（資 料 ：総 務 省 統 計 局 「令 和 ２（２０２０）年

国 勢 調 査 」）  

（資 料 ：総 務 省 統 計 局 「国 勢 調 査 」）   

 

（４）平均寿命 

本県における令和２（２０２０）年の平均寿命は、男性８１．９０年、女性８８．２９年となっており、昭

和４５（１９７０）年と比較してみると、男性１１．２１年、女性１１．９２年延びています。 

また、昭和４５（１９７０）年以降、男性、女性とも図表 2-1-1-5 のとおり全国値を上回っています。 

 

図表 2-1-1-5 平均寿命の推移 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 「完 全 生 命 表 」、「都 道 府 県 別 生 命 表 」、「令 和 3(20２１)年 簡 易 生 命 表 」）  

 

２ 人口動態  

（１）出生 

令和３（２０２１）年の出生数は１万３，１０７人で、年次推移をみると、昭和５０（１９７５）年を境に減

少に転じ、近年においては多少の増減はあるものの緩やかな減少傾向となっています。 

区　　　分 一般世帯数 一世帯当たりの人員

昭和４５(1970)年 493,819 3.41

　　　５０(1975)年 537,829 3.32

　　　５５(1980)年 560,043 3.29

　　　６０(1985)年 582,128 3.24

平成  ２(1990)年 607,668 3.11

　　　　７(1995)年　　 656,761 2.92

　　　１２(2000)年 689,733 2.77

　　　１７(2005)年 724,474 2.63

　　　２２(2010)年 752,878 2.52

　　　２７(2015)年 771,242 2.43

令和　２(2020)年 799,611 2.30

二次保健医療圏 一般世帯数

県 南 東 部 保 健 医 療 圏 404,396

県 南 西 部 保 健 医 療 圏 285,134

高 梁 ・ 新 見 保 健 医 療 圏 24,125

真 庭 保 健 医 療 圏 16,112

津 山 ・ 英 田 保 健 医 療 圏 69,844

合　　　　計 799,611

全　　　　国 55,704,949

全　国 岡山県 順位 全　国 岡山県 順位

昭和４５(1970)年 69.31 70.69 5 74.66 76.37 1

　　　５０(1975)年 71.73 72.25 7 76.89 77.76 4

　　　５５(1980)年 73.35 74.21 7 78.76 79.78 2

　　　６０(1985)年 74.78 75.28 13 80.48 81.31 5

平成  ２(1990)年 75.92 76.32 16 81.90 82.70 5

　　　　７(1995)年　　 76.38 77.03 14 82.85 83.81 6

　　　１２(2000)年 77.72 77.80 21 84.60 85.25 6

　　　１７(2005)年 78.56 79.22 11 85.52 86.49 4

　　　２２(2010)年 79.55 79.77 15 86.30 86.93 8

　　　２７(2015)年 80.75 81.03 13 86.99 87.67 2

令和　２(2020)年 81.49 81.90 10 87.60 88.29 1

令和　３(2021)年 81.47 ー ー 87.57 ー ー

年　　　次
男　　　性 女　　　性
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また、合計特殊出生率（１人の女性が一生の間に産む子どもの数）は、令和３（２０２１）年では  

１．４５（全国１５位）と全国値の１．３０を上回っています。 

 

図表 2-1-2-1 出生数及び合計特殊出生率の年次推移  

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

（２）死亡 

 ア 死亡数と死亡率の推移 

死亡数の年次推移をみると、昭和５０（１９７５）年代半ばから、人口の高齢化を反映してゆるやか

な増加傾向にあります。 

令和３（２０２１）年の死亡数は２万２，８５７人、死亡率（人口千対）は１２．４（全国１９位）で全国値

の１１．７と比べ０．７ポイント高くなっています。 

 

図 表 2-1-2-2 死亡数及び死亡率 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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 イ 主な死因別の死亡率   

令和３（２０２１）年の主な死因別の割合をみると、図表 2-1-2-3 のようになっています。 

主な死因別死亡率をみると、昭和５７（１９８２）年から死亡順位の第１位になっている悪性新生物

は、上昇傾向が続いており、令和３（２０２１）年では人口１０万対で３０７．３（死亡数５，６７５人）となっ

ています。 

第２位は心疾患１８６．０（３，４３６人）、第３位は老衰１３３．３（２，４６２人）となっています。 

 

図表 2-1-2-3  令和３（２０２１）年 主な死因の内訳 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

図表 2-1-2-4  主な死因別の死亡率 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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ウ 標準化死亡比※ 

悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患並びに悪性新生物を部位別にみた標準化死亡比は図表

2-1-2-5 のとおりです。平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年で見ると、県全体では肝及び肝内胆管

の悪性新生物及び急性心筋梗塞で全国値を上回っています。 

 

図表 2-1-2-5 保健医療圏別の標準化死亡比（平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年） 

 
（資 料 ：厚 生 労 働 省 「平 成 ２５（２０１３）年 ～２９（２０１７）年 人 口 動 態 統 計 特 殊 報 告 」）  

 

 
※ 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

死亡率を比較する場合、老齢人口の多い市町村では死亡数が大きくなり、その結果、死
亡数を 人口で単純に割る死亡率の算出方法では、死亡率はおのずと高くなります。 

    このような人口構成の違いによる死亡率の高低を補正する方法の一つとして、「標準化死
亡比（ＳＭＲ）」があります。 

この指標は、それぞれの地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出
されたそれぞれの地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比を示したもので
す。 

各保健医療圏のＳＭＲが１００より大きい場合は全国の死亡率より高く、１００より小さい場
合は全国の死亡率より低いことを示します。 

 

 

（３）乳児死亡 

乳児死亡（生後１年未満の死亡）数及び乳児死亡率（出生千対）並びに新生児死亡（生後２８日

未満の死亡）数及び新生児死亡率（出生千対）の年次推移は、図表 2-1-2-6、図表 2-1-2-7 の

とおりです。 

令和３（２０２１）年の乳児死亡数は２０人、乳児死亡率は１.５（全国１４位）で全国値の１．７と比べ

０．２ポイント低くなっています。また、新生児死亡数は９人、新生児死亡率（出生千対）は０．７ （全

国１５位）で全国値の０．８と比べ０．１ポイント低くなっています。 

 

 

 

 

 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

97.8 95.9 93.9 91.2 87.4 93.6 79.0 81.2 113.3 107.1 98.4 86.7 97.9 97.0 172.1 162.1 96.5 95.2

岡 山 市 94.9 93.7 94.3 93.6 85.9 95.5 84.2 87.5 118.2 110.7 95.6 88.7 93.4 89.0 170.6 160.9 93.4 94.0

岡 山 市 以 外 101.1 99.0 92.5 89.9 75.8 99.8 78.6 77.2 103.3 99.7 108.0 84.6 105.9 99.2 175.4 171.7 90.5 87.4

倉 敷 市 95.4 94.3 93.8 89.7 88.9 90.4 78.9 84.0 106.9 90.8 96.1 96.9 92.8 99.8 150.8 144.0 94.4 90.3

倉 敷 市 以 外 98.0 97.5 96.3 93.4 95.8 90.6 77.3 78.3 116.3 119.8 104.9 79.5 94.3 98.6 154.8 142.5 106.2 111.1

96.4 93.5 91.1 89.3 96.1 93.6 66.2 75.4 123.1 113.7 91.3 79.1 101.7 102.1 219.9 188.8 98.2 100.5

99.6 94.7 87.9 86.2 84.2 96.4 74.8 70.7 100.0 84.8 86.8 90.7 104.6 101.4 162.0 131.7 112.4 97.3

106.0 100.0 95.5 89.7 88.0 90.4 77.9 76.2 121.3 125.4 99.0 77.2 110.0 103.4 216.7 204.5 96.0 92.6

全死因
悪　　性　　新　　生　　物 心　　疾　　患

脳血管疾患
二次保健医療圏 胃 大腸 肝及び肝内胆管 気管、気管支及び肺 急性心筋梗塞

岡　山　県

県 南 東 部
保 健 医 療 圏

県 南 西 部
保 健 医 療 圏

高梁・新見保健医療圏

真       庭保健医療圏

津山・英田保健医療圏
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図表 2-1-2-6 乳児死亡数及び乳児死亡率（出生千対）の年次推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

図表 2-1-2-7 新生児死亡数及び新生児死亡率（出生千対）の年次推移  

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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（４）周産期死亡 

周産期死亡（妊娠満２２週以後の死産と生後７日未満の早期新生児死亡を合わせたもの）数及

び周産期死亡率（出産（出生＋妊娠満２２週以後の死産）千対）の年次推移は図表 2-1-2-8 のと

おりで、平成１２（２０００）年頃までは減少傾向にありましたが、以後ほぼ横ばい傾向になっています。 

令和３（２０２１）年の周産期死亡数は３８胎・人、周産期死亡率は２．９（全国８位）で全国値の 

３．４と比べ、０．５ポイント低くなっています。 

 

図表 2-1-2-8 周産期死亡数及び周産期死亡率（出生千対）の年次推移  

 
 （資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

（５）死産 

死産（妊娠満１２週以後の死児の出産）数及び死産率（出産（出生＋死産）千対）の年次推移

は、図表 2-1-2-9 のとおりで、平成７（１９９５）年までの減少傾向と比べると、近年は緩やかな減少

傾向になっています。 

令和３（２０２１）年の死産数は２５１胎、死産率は１８．８（全国１７位）で、全国値の１９．７と比べ

０．９ポイント低くなっています。 
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図表 2-1-2-9 死産数及び死産率（出生千対）の年次推移 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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１ 医療施設  

（１）病院 

令和３（２０２１）年１０月１日現在の本県の病院数は１５９施設、人口１０万対では８．５施設で全国

値の６．５施設を上回っています。 

病院の種別では、全病院数の８９．９％にあたる１４３施設が一般病院で、１６施設が精神科病院

です。 

また、病床数は２７，１８６床、人口１０万対は１，４４９．３床で全国値の１，１９５．２床を上回ってい

ます。 

病床の種類別では、一般病床、精神病床、結核病床の人口１０万対病床数が全国値を上回って

います。 

 

図 表 2-2-1-1 病 院 施 設 数 及 び病 院 病 床 数 （令 和 ３（２０２１）年 １０月 １日 現 在 ） 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（備 考 ：上 段 は実 数 、下 段 は人 口 １０万 対 ）  

 

（２）一般診療所 

令和３（２０２１）年１０月１日現在の本県の一般診療所数は１，６３６施設、人口１０万対は８７．２

施設で全国値の８３．１施設を上回っています。 

病床数は１，９１８床、人口１０万対は１０２．３床で全国値の６６．７床を上回っています。 

 

 

病院施設数 病院病床数

75 69 6 13,853 9,338 1,460 2,967 80 8

8.2 7.6 0.7 1,520.4 1,024.9 160.2 325.6 8.8 0.9

53 47 6 9,468 6,538 1,532 1,363 25 10

7.6 6.8 0.9 1,363.0 941.2 220.6 196.2 3.6 1.4

8 7 1 872 399 233 240

14.3 12.5 1.8 1,562.9 715.1 417.6 430.2

7 6 1 729 383 176 170

16.4 14.0 2.3 1,703.3 894.9 411.2 397.2

16 14 2 2,264 1,097 614 535 10 8

9.3 8.2 1.2 1,321.0 640.1 358.2 312.2 5.8 4.7

159 143 16 27,186 17,755 4,015 5,275 115 26

8.5 7.6 0.9 1,449.3 946.6 214.0 281.2 6.1 1.4

8,205 7,152 1,053 1,500,057 886,056 284,662 323,502 3,944 1,893

6.5 5.7 0.8 1,195.2 706.0 226.8 257.8 3.1 1.5

津山・英田
保健医療圏

合     計

全　　国

精神病床 結核病床 感染症病床

県南東部
保健医療圏

県南西部
保健医療圏

高梁・新見
保健医療圏

真庭
保健医療圏

二次保健
医療圏 一般病院 精神科病院 一般病床 療養病床

章名  ２ 岡山県の保健医療の現状  

節名  ２ 保健医療資源の状況  
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（３）歯科診療所 

令和３（２０２１）年１０月１日現在の本県の歯科診療所数は１，００１施設、人口１０万対は５３．４

施設で全国値の５４．１施設を下回っています。 

 

図表 2-2-1-2 診療所施設数及び診療所病床数（令 和 ３（２０２１）年 １０月 １日 現 在 ） 

 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 「令 和 ３（２０２１）年 医 療 施 設 調 査 」、  

岡 山 県 統 計 分 析 課 「岡 山 県 毎 月 流 動 人 口 調 査 」）  

（備 考 ：上 段 は実 数 、下 段 は人 口 １０万 対 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科診療所

施設数 施設数

868 987 174 552

95.3 108.3 19.1 60.6

506 594 79 328

72.8 85.5 11.4 47.2

61 48 25

109.3 86.0 44.8

42 19 19

98.1 44.4 44.4

159 270 38 77

92.8 157.5 22.2 44.9

1,636 1,918 291 1,001

87.2 102.3 15.5 53.4

104,292 83,668 6,310 67,899

83.1 66.7 5.0 54.1
全　　国

一般診療所

うち療養病床数
病床数

津山・英田
保健医療圏

合     計

県南東部
保健医療圏

県南西部
保健医療圏

高梁・新見
保健医療圏

真庭
保健医療圏

二次保健
医療圏
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（４）診療科目   

令和２（２０２０）年の県内の診療科目別にみた病院及び一般診療 所 数（重複計上）は図表   

2-2-1-3 のとおりです。 

 

図表 2-2-1-3 保健医療圏別、診療科目別にみた病院及び一般診療所数（重複計上） 

（令和２（２０２０）年１０月１日現在） 

 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 「令 和 ２（２０２０）年 医 療 施 設 調 査 」）  

 

 

県南東部
保健医療圏

76 66 25 39 33 12 21 12 3 32 4 13 1 22 27 14 44 7 12 7 2 18

県南西部
保健医療圏

53 47 19 28 26 8 17 12 3 27 5 9 - 19 15 3 36 6 5 8 1 18

高梁・新見
保健医療圏

8 7 2 5 2 1 1 4 2 4 - 2 - 2 2 2 6 1 - 2 - 2

真庭
保健医療圏

7 6 4 3 3 1 2 3 - 4 2 2 - 1 1 1 6 1 2 1 - 4

津山・英田
保健医療圏

17 15 3 8 8 3 4 4 1 4 - - 2 5 2 1 8 1 4 1 - 3

合　　計 161 141 53 83 72 25 45 35 9 71 11 26 3 49 47 21 100 16 23 19 3 45

県南東部
保健医療圏

869 558 86 101 156 19 19 41 7 104 78 45 3 185 67 50 104 3 5 5 1 15

県南西部
保健医療圏

505 335 50 62 96 8 13 18 5 47 52 30 5 123 27 21 50 - - 2 2 5

高梁・新見
保健医療圏

61 55 1 1 2 - 1 - - 2 - 2 - 13 3 1 9 - - - - -

真庭
保健医療圏

44 39 2 6 7 1 1 1 - 3 1 1 - 9 1 - 13 - - - - -

津山・英田
保健医療圏

158 121 11 18 27 5 3 7 2 11 7 4 3 33 8 4 18 - - 2 1 -

合　　計 1,637 1,108 150 188 288 33 37 67 14 167 138 82 11 363 106 76 194 3 5 9 4 20

県南東部
保健医療圏

28 9 25 46 17 3 31 18 2 9 3 12 54 37 33 9 3 10 20 1 1 2

県南西部
保健医療圏

22 13 18 33 9 4 18 16 2 9 1 4 37 28 21 3 2 4 18 3 2 6

高梁・新見
保健医療圏

3 1 3 5 2 - 3 3 - - - 2 5 5 1 - - - 1 - - -

真庭
保健医療圏

2 4 4 6 1 - 4 1 - 1 - 2 5 3 4 - - - - - - -

津山・英田
保健医療圏

4 1 4 7 2 - 4 5 1 2 - - 11 8 4 1 - 1 4 - - 1

合　　計 59 28 54 97 31 7 60 43 5 21 4 20 112 81 63 13 5 15 43 4 3 9

県南東部
保健医療圏

34 20 11 107 13 11 63 53 3 22 2 16 131 59 19 - - 1 18 1 2 2

県南西部
保健医療圏

23 7 13 61 6 2 46 37 - 10 2 5 88 34 7 - - 1 5 - - -

高梁・新見
保健医療圏

- - 1 2 - - 3 2 - 2 - 1 3 2 - - - - 2 1 - -

真庭
保健医療圏

3 3 1 7 1 1 3 3 1 - - - 4 1 - - - - 2 - - -

津山・英田
保健医療圏

4 2 2 18 3 - 9 4 - 4 - - 10 5 6 - - - 2 - 1 -

合　　計 64 32 28 195 23 14 124 99 4 38 4 22 236 101 32 － － － 29 2 3 2
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２ 保健関係施設  

（１）市町村保健センター 

市町村保健センターは、全県で６４か所設置されており、市町村が設置する地域保健活動の拠点

施設として位置付けられており、生活習慣病対策や母子保健事業等の対人保健サービスを行ってい

ます。 

 

図 表 2-2-2-1 市 町 村 保 健 センター設 置 数 （令和５（２０２３）年４月１日現在） 

（資 料 ：岡 山 県 福 祉 企 画 課 ）  

 

（２）保健所 

保健所は、県内に県保健所が５か所、政令指定都市である岡山市及び中核市である倉敷市に 

市保健所がそれぞれ１か所設置されています。 

保健所では、感染症対策、精神保健、難病など広域的で専門的な対人保健サービスや、医薬、

食品衛生、生活衛生施策などを行っています。また、これらに加え、市保健所では、母子健康相談、

一般栄養相談、乳幼児健康診査、歯科相談なども行っています。 

 

図 表 2-2-2-2  保健所設置数（令和５（２０２３）年４月１日現在） 

保  健  医  療  圏 県南東部 県南西部 高梁･新見 真  庭 津山･英田 計 

県 保 健 所 １ １ １ １ １ ５ 

市 保 健 所 １ １ ０ ０ ０ ２ 

（資 料 ：岡 山 県 福 祉 企 画 課 ）  
 

（３）その他の施設 

 
名   称 

 

 
施   設   の   概   要 

 

 

岡山県精神保健福祉センター 

岡山市こころの健康センター             

 

精神保健及び精神障害のある人の福祉に関する総合

的な技術的中核機関として、知識の普及、調査研究や相

談指導事業を行うとともに、保健所等に対する技術支援を

行っています。 

 

岡 山 県 環 境 保 健 センター 

試験研究・検査業務の技術的中枢機関として、保健衛

生、環境行政上必要となる検査や、調査研究を行うほか、

保健所等の技術職員に対する研修指導も行っています。 

 

岡山県南部健康づくりセンター 

 

健康づくりの専門的な拠点施設として、主に生活習慣病

のリスク保有者、生活習慣病患者、高齢者等を対象に、メ

ディカルチェック、ヘルスチェックを行い、センター内の設備

を使って専門的な健康づくり指導を行っています。 

 

岡山県動物愛護センター 

 

動物行政の拠点施設として、狂犬病予防業務や動物取

扱業者等の指導を行うとともに、犬のしつけ方教室や動物

ふれあい教室、譲渡事業等も実施し、動物愛護思想の普

及啓発を行っています。 

保  健  医  療  圏 県南東部 県南西部 高梁･新見 真  庭 津山･英田 計 

市 町 村 保 健 センター  15 15 8 8 18 64 
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３ 保健医療従事者  

（１）医師、歯科医師、薬剤師  

令和２（２０２０）年１２月３１日現在の本県の医師・歯科医師・薬剤師数は図表 2-2-3-1 のとおり

です。人口１０万対のそれぞれの人数を全国値と比較してみると、医師・歯科医師は３３４．２人と  

９６．０人で全国値を上回っていますが、薬剤師は２２７．４人で、全国値を下回っています。 

 

図 表 2-2-3-1 医師、歯科医師、薬剤師数（登録者数）（令和２（２０２０）年１２月３１日現在） 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年医師・歯科医師・薬剤師調査」、 

岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（備考：上段は実数、下段は人口１０万対） 

 

（２）保健師、助産師、看護師、准看護師  

令和４（２０２２）年１２月３１日現在の本県の保健師、助産師、看護師、准看護師数は図表   

2-2-3-2 のとおりです。人口１０万対のそれぞれの人数を全国値と比較してみると、保健師数と看護

師数が全国値を上回っています。 

 

図 表 2-2-3-2 保 健 師 、助 産 師 、看 護 師 、准 看 護 師 数 （従 事 者 数 ）（令 和 ４（２０２２）年 １２月 ３１日 現 在 ）  

 

（資 料 ：衛 生 行 政 報 告 例 、岡 山 県 統 計 分 析 課 「岡 山 県 毎 月 流 動 人 口 調 査 」）  

（備 考 ：上 段 は実 数 、下 段 は人 口 １０万 対 ）  

二次保健医療圏 医師 歯科医師 薬剤師

3,547 1,117 2,492

389.1 122.5 273.4

2,211 521 1,313

316.8 74.6 188.1

101 35 99

177.6 61.5 174.0

79 22 69

182.6 50.8 159.5

352 112 308

203.9 64.9 178.4

6,290 1,807 4,281

334.2 96.0 227.4

339,623 107,443 321,982

269.2 85.2 255.2

津山・英田保健医療圏

合　　計

全　　国

県南東部保健医療圏

県南西部保健医療圏

高梁・新見保健医療圏

真庭保健医療圏

560 24,654 3,641

30.5 1,049.8 203.5

30.1 1,324.1 195.5

38,063 1,311,687 254,329

23 2,079 368

546

13.6 1,229.3 217.6

373.6

1,270.6

89

28.6 1,299.7 211.8

135

79.8

1,477

31.1 1,394.5 163.0

232 8,775 1,504

12,633

217.8

11 621 203

20.2 1,143.0

12

77

141.7

57

135.7

全国

二次保健医療圏 保健師 助産師 看護師

県南東部保健医療圏

県南西部保健医療圏

高梁・新見保健医療圏

真庭保健医療圏

津山・英田保健医療圏

合計
1,159

62.2

60,299

48.3

282

准看護師

535

59.1

355

51.4 33.6
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１ 県内の患者数及び受療率 

（１）推移 

県内の推計患者数（「患者調査」の調査日１日当たり）の推移をみると、平成２９（２０１７）年

時点に比べ令和２（２０２０）年では入院患者が１千人の減、外来患者が０．２千人の増となって

います。 

 

図表 2-3-1-1 県内推計患者数の推移 

 

（資料：厚生労働省「患者調査」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千人)

総　数 病　院 一般診療所 総　数 病　院 一般診療所 歯科診療所

昭和59（1984）年 25.9 23.5 2.5 110.7 31.3 62.5 16.9

　　　62（1987）年 25.6 23.7 2.0 109.3 32.7 60.6 16.0

平成 2（1990）年 26.5 25.5 1.0 115.6 36.4 61.4 17.8

　　　 5（1993）年 26.1 23.8 2.2 123.8 38.9 63.8 21.2

       8（1996）年 26.7 24.9 1.8 120.8 39.2 66.2 15.4

     11（1999）年 26.5 24.7 1.9 108.6 36.8 58.2 13.6

     14（2002）年 26.1 24.0 2.1 100.2 34.3 49.7 16.2

     17（2005）年 25.1 24.0 1.1 119.8 33.8 63.0 23.0

     20（2008）年 24.8 23.8 1.1 105.3 30.1 57.0 18.2

     23（2011）年 24.1 22.7 1.4 122.8 30.8 71.9 20.1

     26（2014）年 22.6 21.4 1.2 107.5 30.3 60.1 17.1

     29（2017）年 22.4 21.8 0.6 110.0 29.1 63.7 17.2

令和 2（2020）年 21.4 20.3 1.1 110.2 27.1 61.8 21.3

入　　　院 外　　　来

章名 ２ 岡山県の保健医療の現状 

節名 ３ 受療の状況 
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全国と本県の入院、外来の受療率（人口１０万人に対する推計患者数）の推移をみると、  

本県の受療率は、病院においては入院受療率、外来受療率とも、全国値を上回っています。 

 

図表 2-3-1-2 受療率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「患者調査」） 
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（２）傷病分類別の受療率及び患者数 

令和２（２０２０）年調査による全国及び県内の患者の受療率（人口１０万対）及び県内の推計

患者数を傷病の種類別に示すと図表 2-3-1-3 のとおりです。 

 

図表 2-3-1-3 傷病分類別の受療率と推計患者数 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

入院 外来 入院 外来 入院 外来

総　　　数 960 5,658 1,135 5,836 21,400 110,200

・ 感染症及び寄生虫症 13 103 22 96 400 1,800
　腸管感染症 (再掲) 3 16 3 17 100 300
　結核 (再掲) 2 1 1 0 0 0
　皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 (再掲) 1 42 2 32 0 600
　真菌症 (再掲) 1 24 0 26 0 500

・ 新生物 100 196 117 225 2,200 4,300
　悪性新生物 (再掲) 89 144 104 168 2,000 3,200
　胃の悪性新生物 (再掲) 8 13 13 16 200 300
　結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲) 14 21 15 33 300 600
　気管，気管支及び肺の悪性新生物 (再掲) 13 15 15 17 300 300

・ 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 4 14 5 27 100 500
・ 内分泌，栄養及び代謝疾患 24 343 33 371 600 7,000

　甲状腺障害 (再掲) 1 26 1 34 0 600
　糖尿病 (再掲) 12 170 16 190 300 3,600

・ 精神及び行動の障害 188 211 181 201 3,400 3,800
　統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲) 113 40 102 43 1,900 800
　気分［感情］障害躁うつ病を含む (再掲) 22 72 25 36 500 700

　神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害 (再掲) 5 50 4 37 100 700

・ 神経系の疾患 100 131 145 201 2,700 3,800
・ 眼及び付属器の疾患 8 237 19 240 400 4,500

　白内障 (再掲) 5 51 15 45 300 800
・ 耳及び乳様突起の疾患 2 76 1 109 0 2,000
・ 循環器系の疾患 157 652 162 618 3,100 11,700

　高血圧性疾患 (再掲) 4 471 4 408 100 7,700
　心疾患高血圧性のものを除く (再掲) 46 103 49 95 900 1,800
　虚血性心疾患 (再掲) 9 42 7 34 100 600
　脳血管疾患 (再掲) 98 59 99 95 1,900 1,800

・ 呼吸器系の疾患 59 371 74 405 1,400 7,700
　急性上気道感染症 (再掲) 1 128 - 148 - 2,800
　肺炎 (再掲) 19 3 24 2 500 0
　急性気管支炎及び急性細気管支炎 (再掲) 1 37 2 38 0 700
　気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 (再掲) 5 14 5 20 100 400
　喘息 (再掲) 1 71 1 55 0 1,000
消化器系の疾患 48 1,007 63 1,185 1,200 22,400
　う蝕 (再掲) 0 231 - 241 - 4,600
　歯肉炎及び歯周疾患 (再掲) 0 401 - 475 - 9,000
　胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (再掲) 2 9 3 9 100 200
　胃炎及び十二指腸炎 (再掲) 0 48 0 53 0 1,000
　肝疾患 (再掲) 5 20 6 33 100 600
皮膚及び皮下組織の疾患 9 247 9 219 200 4,100
筋骨格系及び結合組織の疾患 59 718 67 638 1,300 12,000
　炎症性多発性関節障害 (再掲) 3 42 6 36 100 700
　関節症 (再掲) 14 155 14 137 300 2,600
　脊柱障害 (再掲) 19 345 20 267 400 5,000
　骨の密度及び構造の障害 (再掲) 1 51 3 54 0 1,000
腎尿路生殖器系の疾患 41 241 49 234 900 4,400
　糸球体疾患，腎尿細管間質性疾患及び腎不全 (再掲) 27 106 34 56 600 1,100
　前立腺肥大症 (再掲) 1 28 2 27 0 500
　乳房及び女性生殖器の疾患 (再掲) 2 70 2 99 0 1,900
妊娠，分娩及び産じょく 11 10 18 13 300 300
　妊娠高血圧症候群 (再掲) 0 0 1 - 0 -
周産期に発生した病態 5 3 5 1 100 0
先天奇形，変形及び染色体異常 4 11 7 12 100 200

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されな
いもの

10 59 12 90 200 1,700

損傷，中毒及びその他の外因の影響 107 229 142 240 2,700 4,500
　骨折 (再掲) 77 77 101 73 1,900 1,400

健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 8 794 4 711 100 13,400

　歯の補てつ (再掲) 0 195 - 202 - 3,800

(単位：患者数は人、受療率は人口10万対）

傷　　病　　分　　類
全国受療率 県内受療率 県内推計患者数
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図表 2-3-1-4 入院受療率 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

 

ア 入院受療率 

人口１０万人当たりの傷病分類別の入院受療率（全国、県）の状況は図表 2-3-1-4 のとおりです。

「精神及び行動の障害」「循環器系の疾患」の受療率が高く、全国と比較した場合、ほとんどの疾病で

全国値を上回っています。 
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イ 外来受療率 

人口１０万人当たりの傷病分類別の外来受療率（全国、県）の状況は図表 2-3-1-5 のとおり

です。「消化器系の疾患」や「筋骨格系及び結合組織の疾患」が全国同様高くなっています。 

 

図表 2-3-1-5 外来受療率 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 
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（３）年齢階級別の受療率 

県内の受療率を年齢階級別にみると、入院では５～１４歳で最も低くなり、以降年齢が高くな

るほど受療率も高くなっています。また、外来では、乳幼児期の受療率が高く、１５～２４歳で最

も低くなり、以降年齢が高くなるほど受療率も高くなっています。 

 

図表 2-3-1-6 年齢階級別の受療率 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

年齢階級別入院受療率 

年齢階級別外来受療率 
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２ 地域別の受療動向（入院患者） 

 県内の病院に入院している患者の住所地別に、どこの保健医療圏で受療しているかを示す

割合は、図表 2-3-2-1 のとおりです。 

自圏内での受療が県南東部では９２．２％、県南西部では８６．８％となっていますが、津山・

英田で８１．４％、真庭で６４．８％、最も低い高梁・新見では６３．６％となっており、岡山県全体

では８６．８％にとどまっています。 

 

図表 2-3-2-1 病院の推計入院患者数の構成割合 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

 

３ 地域別の病床利用率・平均在院日数 

令和３（２０２１）年の病床利用率及び平均在院日数は図表 2-3-3-1 のとおりです。 

都道府県別に病床利用率を見ると図表2-3-3-2のとおりで、岡山県の７２．６％に対し、全国

が７６．１％となっています。 

都道府県別に平均在院日数を見ると図表 2-3-3-3 のとおりで、全病床では岡山県の２７．１

日に対し全国が２７．５日となっています。 

 

図表 2-3-3-1 令和３（２０２１）年の病床利用率及び平均在院日数の状況 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年病院報告」） 

 

 

 

（単位：％）

二次保健医療圏内 二次保健医療圏外

岡山県 86.8 13.2

県南東部保健医療圏 92.2 7.8

県南西部保健医療圏 86.8 13.2

高梁・新見保健医療圏 63.6 36.4

真庭保健医療圏 64.8 35.2

津山・英田保健医療圏 81.4 18.6

患者住所地
受療地

一般病床 療養病床 精神病床 一般病床 療養病床 精神病床

県 南 東 部 保 健 医 療 圏 70 .1 65 .6 85 .7 26 .7 18 .0 121 .0

県 南 西 部 保 健 医 療 圏 74 .1 69 .5 87 .1 25 .1 17 .2 119 .3

高 梁 ・新 見保 健医 療圏 81 .2 82 .0 67 .0 43 .9 22 .3 92 .8

真 庭 保 健 医 療 圏 67 .2 63 .7 69 .1 35 .6 20 .6 78 .4

津 山 ・英 田保 健医 療圏 80 .3 76 .0 84 .7 32 .6 16 .7 107 .5

岡　山　県 72 .6 68 .0 84 .3 78 .9 27 .1 17 .7 114 .3 234 .0

全　　　　国 76 .1 69 .8 85 .8 83 .6 27 .5 16 .1 131 .1 275 .1

二次保健医療圏

病床利用率（％） 平均在院日数（日）

総数 総数
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図表 2-3-3-2 都道府県別病床利用率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 26 －



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年病院報告」） 
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図表 2-3-3-3 都道府県別平均在院日数 
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（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年病院報告」） 
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章名  ３ 保健医療圏  

節名  １ 圏域設定の趣旨  

 

 

 県民が住み慣れたところで安心して生活していくためには、必要な保健医療サービスを適切に受け

られることが重要です。 

 保健医療圏は、こうした県民の保健医療需要に的確に応えるために、保健医療資源の効率的か

つ適正な配置を図るとともに、保健医療機関相互の機能分化と連携を推進し、保健医療提供体制

の体系化を図るための地域的単位です。 

 なお、圏域の範囲については、固定するものではなく、今後の社会情勢や地域事情の変化に対応

し、必要に応じて見直すこととします。 
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章名  ３ 保健医療圏  

節名  ２ 保健医療圏の設定  

 

１ 一次保健医療圏 

 

 一次保健医療圏は、地域住民の日常的な健康相談、健康管理や頻度の高い一般的な傷病の

治療、在宅でのリハビリテーション・緩和ケアを提供する機能などに対応する基礎的な圏域であり、そ

の体制の整備を図るための地域的単位です。 

 頻度の高い一般的な傷病に対応する医療は、身近なところで受けられるかかりつけ医療機関※を

中心とした地域医療体制が必要です。また、健康増進事業や母子保健事業、介護保険事業など住

民に身近な保健、福祉サービスは市町村が実施主体となっており、保健・医療・福祉が連携した地

域包括ケアシステムが整備・充実される必要があることから、一次保健医療圏は、市町村の区域とし

ます。 

 
※ かかりつけ医療機関 
  日常的な診療を受けていて、病気や健康管理について気軽に相談ができ、必要に応じ 

 て専門医を紹介してくれる身近なかかりつけの医療機関をいいます。 

 

 

 

２ 二次保健医療圏（医療法第３０条の４第２項第１４号に規定する区域） 

 

 二次保健医療圏は、主として病院の病床（診療所の病床を含む。）の整備を図るべき地域的単位

です。 

 原則として、入院医療の需要に対応し、比較的専門性の高い領域も含めて、一般的な保健医療

が概ね完結できる体制づくりを目指す地域的単位で、本計画の最も基本となる圏域として位置付け

られるものです。 

 本県では、住民の日常生活行動の状況、交通事情、保健医療関係の既存の地域ブロック、保健

医療資源の分布等の要素を勘案し、県内に５圏域を設定しています。（図表 3-2-2-1、図表

3-2-2-2） 

 一方、医療計画作成指針では、人口２０万人未満の二次医療圏について、流入患者割合が２０

％未満であり、かつ、流出患者割合が２０％以上である場合に、医療圏設定の見直しの検討を求め

ています。 

 本県においては、３つの二次保健医療圏（「高梁・新見」、「真庭」、「津山・英田」）がこの見直しの

基準に該当しますが、現時点では、いずれの医療圏においても医療需要が一定程度充足されてお

り、機能分化・連携の協議も継続的に進められるなど、直ちに広域化が必要ではない状況です。 

むしろ性急な広域化により、病床の地域偏在が拡大し、県民が身近なところで医療が受けにくくな

る懸念があることから、医療圏の見直しは行わないこととします。 
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３ 三次保健医療圏（医療法第３０条の４第２項第１５号に規定する区域） 

 

 三次保健医療圏は、高度又は特殊な保健医療サービスを提供する圏域であり、その体制を整備

していくための地域的単位として県全域とします。 
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図表 3-2-2-1 二次保健医療圏 

 

区  分 

 

 

構  成  市  町  村 

（令和５（２０２３）年４月１日現在） 

 

面  積 

 

 

人  口 

 

 

人口密度 

１㎢当たり     
 

 

県 南 東 部      

保健医療圏 

 

 

 

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市  

赤磐市、和気町、吉備中央町  

 

 

７市町（５市２町） 

 

㎢ 

 

1,906.53 

 

 

 

人 

 

905,945 

 

 

 

人 

 

475.18 

 

 

 

 

県 南 西 部      

保健医療圏 

 

 

 

倉敷市、笠岡市、井原市、総社市  

浅口市、早島町、里庄町、矢掛町  

 

 

８市町（５市３町） 

 

 

 

1,124.68 

 

 

 

 

 

690,613 

 

 

 

 

 

614.05 

 

 

 

 

高梁・新見 

保健医療圏 

 

 

 

高梁市、新見市 

 

 

 

２市 

 

 

 

1,340.28 

 

 

 

 

 

54,329 

 

 

 

 

 

40.54 

 

 

 

 

真   庭 

保健医療圏 

 

 

 

真庭市、新庄村 

 

 

 

２市村（１市１村） 

 

 

 

895.64 

 

 

 

 

 

42,011 

 

 

 

 

 

46.91 

 

 

 

 

津山・英田 

保健医療圏 

 

 

 

津山市、美作市、鏡野町、勝央町  

奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町  

 

 

８市町村（２市５町１村） 

 

 

 

1,847.66 

 

 

 

 

 

169,114 

 

 

 

 

 

91.53 

 

 

 

 

合  計   ２７市町村（１５市１０町２村） 

 

 

 

 

7,114.79 

 

 

 

 

1,862,012 

 

 

 

 

261.71 

 

 

（資料：国土交通省国土地理院、岡山県毎月流動人口調査（令和４（２０２２）年１０月１日現在）） 
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柵原町

久米町

久米南町

旭町 中央町

英田町

作東町
美作町

西粟倉村

東粟倉村

大原町

奈義町

勝央町

勝田町

鏡野町

阿波村

上齋原村

奥津町

富村

加茂町

中和村

八束村

川上村

新庄村

美甘村

久世町

湯原町

落合町

勝山町

哲西町

哲多町

神郷町

大佐町

備中町

川上町

成羽町

賀陽町

北房町

有漢町

真備町

芳井町

美星町

矢掛町

寄島町

金光町

船穂町

山手村

早島町

灘崎町

長船町

邑久町

牛窓町

和気町

佐伯町
吉永町

日生町

吉井町

熊山町

赤坂町

山陽町
瀬戸町

加茂川町
建部町

御津町

備前市

新見市

高梁市

総社市

井原市

笠岡市 玉野市

津山市

倉敷市

岡山市

清
音
村

鴨
方

里
庄
町

勝
北
町

高梁・新見保健医療圏
吉備中央町

美咲町

久米南町

西粟倉村
奈義町

勝央町

鏡野町新庄村

矢掛町

里庄町

早島町

和気町

浅口市

美作市

真庭市

赤磐市

瀬戸内市

備前市

新見市

高梁市

総社市

井原市

笠岡市

玉野市

津山市

倉敷市

岡山市

真庭保健医療圏

県南西部保健医療圏

県南東部保健医療圏

岡山県二次保健医療圏設定図

（平成２１年４月１日現在）新たな保健所・支所の位置図
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okayamaken
長方形

okayamaken
テキストボックス
令和５（２０２３）年４月１日現在

okayamaken
テキストボックス
津山・英田保健医療圏

okayamaken
テキストボックス
真庭保健医療圏

okayamaken
テキストボックス
高梁・新見保健医療圏

okayamaken
テキストボックス
県南東部保健医療圏

okayamaken
テキストボックス
県南西部保健医療圏

okayamaken
テキストボックス
図表 3-2-2-2
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章名  ４ 基準病床数  

節名   

 

１ 基準病床数の算定  

 基準病床数は、病院及び診療所の病床の適正配置を図ることを目的として、医療法第 30   

条の 4 第 2 項第 17 号の規定により定めるものです。 

  病院及び診療所の療養病床及び一般病床に係る基準病床数は二次保健医療圏ごとに、   

精神病床、感染症病床及び結核病床に係る基準病床数は県全域で定めるものです。 

 病床は、医療資源の中で重要な位置を占めるもので、その運用には多くの人的・物的資源が必要

です。したがって、病床は、入院医療を必要とする患者が入院治療に必要な期間利用できるよう、効

率的かつ適切に活用されなければなりません。 

このため、入院医療の確保にあたっては、医療機関相互の機能の分化と連携を一層促進   

するなど、医療資源の有効活用を図るとともに、病床が本来の入院医療を適切に提供できる   

よう、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの医療・介護施設及び訪問診療・訪問看護な

どの在宅サービスとの機能分化と連携を図っていく必要があります。 

なお、本計画で定められた基準病床数により、いわゆる病床過剰地域における病院の開    

設、増床若しくは病床の種別の変更、又は診療所の病床の設置若しくは増床に関して、知事   

は、必要がある場合には、それぞれの行為の中止等の勧告を行います。 

 

 基準病床数は、次のとおりとします。 

図表 4-1-1-1 療養病床及び一般病床                      （参考）    （単位：床） 

保健医療圏 基準病床数  

 

 

 

 

 

 

既存病床数 

県南東部保健医療圏 9,635    10,012    

県南西部保健医療圏 7,311    8,175    

高梁・新見保健医療圏 447    700    

真 庭 保 健 医 療 圏 434    566    

津山・英田保健医療圏 1,609    1,918    

合 計 19,436    21,371    

                                                       （令和 5(2023)年 1 月現在） 

 

図表 4-1-1-2 精神病床、感染症病床及び結核病床         （参考）    (単位：床) 

圏 域 病床種別 基準病床数  

 

 

 

既存病床数 

 

県  全  域 

 

精 神 病 床 3,931    5,239    

感染症病床 26    26    

結 核 病 床 37    115    

                                                         （令和 5(2023)年 1 月現在） 
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図表 4-1-1-3 岡山県における療養病床数の推移                  （単位：床） 

区 分 

平成29年 

(2017) 

平成30年 

(2018) 

令和元年 

(2019) 

令和2年 

(2020) 

令和3年 

(2021) 

4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 4月1日 

 5,111  4,969  4,743  4,601  4,298  

療養病床数 
うち医療療養病床 4,559  4,441  4,241  4,149  4,027  

うち介護療養病床 552  528  502  452  271  

 

区 分 

令和4年 

(2022) 

令和5年 

(2023) 

4月1日 4月1日 

 4,293  4,122  

療養病床数 
うち医療療養病床 4,082  3,977  

うち介護療養病床 211  145  

（資料：岡山県医療推進課） 

－ 38 －



 

章名  ５ 地域医療構想  

節名   

 

１ 構想の基本的事項  

（１）地域医療構想策定の趣旨  

今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で世界に冠たる日本の

社会保障制度を堅持するため、また医療費や保険料の担い手としての「現役世代」の納得を

得るためにも、限られた社会保障財源を最大限有効に活用することが必要です。一般病床と

療養病床で行われる入院医療についても、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な

医療を効果的かつ効率的に提供する体制の構築が求められています。  

そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適

切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び

介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。  

こうしたことから、令和７（2025）年における医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含

めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に促進するための地

域医療構想を策定します。  

 

（２）地域医療構想実現の目標年次  

令和７（2025）年  

 

（３）構想区域の設定  

構想区域は、二次保健医療圏とします。  

この区域は、保健・医療・介護（福祉）の総合的な連携を図るため、岡山県高齢者保健福

祉計画・介護保険事業支援計画における老人福祉圏域と一致しています。  

 

２ 病床機能報告制度  

（１）制度の概要  

平成 26（2014）年度に開始された病床機能報告制度は、一般病床・療養病床を有する

医療機関（病院・有床診療所）が、病棟ごとに図表 5-1-2-1の４つの機能の中から、自らの

判断により、その有する病床において担っている医療機能の「現状」と「今後の方向」を選択す

るほか、医療機関ごとに構造設備、人員配置等に関する項目及び具体的な医療の内容に関

する項目を都道府県に報告するものです。  

医療機関が報告し、都道府県が令和７（2025）年の必要量を定めることとなる病床の医療

機能は、次の４つの区分です。（図表 5-1-2-1） 
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図表 5-1-2-1 病床機能報告制度における医療機能  

区 分 医療機能の内容 

高度急性期 

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供す
る機能  

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例  
救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復
室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療
密度が特に高い医療を提供する病棟  

※算定する特定入院料の例  
・救命救急入院料  ・特定集中治療室管理料  
・ハイケアユニット入院医療管理料  ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料  
・小児特定集中治療室管理料  ・新生児特定集中治療室管理料  
・総合周産期特定集中治療室管理料  ・新生児治療回復室入院医療管理料   

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもって、
ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など実際に提
供されている医療内容の観点から高度急性期機能と判断されるものについて、適切に報
告すること。 

 ・一般病棟入院基本料（７対１）    ・特定機能病院入院基本料（７対１） 
 ・専門病院入院基本料（７対１） 

急 性 期 

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能  
※算定する特定入院料の例  
 ・地域包括ケア病棟入院料  
※以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもって、
ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など実際に提供され
ている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて、適切に報告すること。  
・一般病棟入院基本料（７対１、１０対１） 
・特定機能病院入院基本料（７対１、１０対１） 
・専門病院入院基本料（７対１、１０対１） 
・一般病棟入院基本料（１３対１） 
・専門病院入院基本料（１３対１） 

回 復 期 

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能  
○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や
在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーショ
ン機能） 

※算定する特定入院料の例  
・地域包括ケア病棟入院料       ・回復期リハビリテーション病棟入院料  

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など実際に提供されている医療
内容の観点から回復期機能と判断されるものについては、適切に報告すること。  

  ・一般病棟入院基本料（１０対１、１３対１、１５対１） 
  ・特定機能病院入院基本料（１０対１） 
  ・専門病院入院基本料（１０対１、１３対１） 

慢 性 期 

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能  
○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む。）、筋ジストロフィ
ー患者又は難病患者等を入院させる機能  

※算定する特定入院料の例  
 ・特殊疾患入院医療管理料        ・特殊疾患病棟入院料  
 ・療養病棟入院基本料           （・地域包括ケア病棟入院料） 
※以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など実際に提供されている医療
内容の観点から慢性期機能と判断されるものについては、適切に報告すること。  

  ・一般病棟入院基本料（１３対１、１５対１） 
  ・専門病院入院基本料（１３対１） 

（資料：厚生労働省「平成 29（2017）年度病床機能報告マニュアル」）  
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（２）平成28（2016）年度病床機能報告の状況  

本県の平成28（2016）年度病床機能報告における一般病床、療養病床別の医療機能の

集計結果は、次のとおりです。（図表 5-1-2-2） 

 

図表 5-1-2-2 平成28（2016）年７月１日時点の医療機能  

（単位：床）

二次保健医療圏 医療機能 一般病床 療養病床 計 構成比 病床数 構成比 病床数

高度急性期 2,384 0 2,384 21.2% 21.9%

急性期 4,189 14 4,203 37.4% 43.3%

回復期 1,189 161 1,350 12.0% 11,245 9.4% 11,050

慢性期 1,304 1,618 2,922 26.0% 23.2%

休棟・無回答等 365 21 386 3.4% 2.3%

高度急性期 1,758 0 1,758 19.6% 24.2%

急性期 3,367 12 3,379 37.8% 34.4%

回復期 901 304 1,205 13.5% 8,950 12.4% 8,666

慢性期 726 1,534 2,260 25.3% 25.8%

休棟・無回答等 329 19 348 3.9% 3.1%

高度急性期 6 0 6 0.7% 0.0%

急性期 336 0 336 41.4% 46.4%

回復期 86 27 113 13.9% 811 13.9% 812

慢性期 0 322 322 39.7% 39.7%

休棟・無回答等 23 11 34 4.2% 0.0%

高度急性期 0 0 0 0.0% 0.0%

急性期 389 0 389 56.3% 56.3%

回復期 42 0 42 6.1% 691 8.1% 678

慢性期 50 172 222 32.1% 32.7%

休棟・無回答等 34 4 38 5.5% 2.8%

高度急性期 125 0 125 5.8% 21.4%

急性期 1,001 0 1,001 46.2% 32.2%

回復期 138 64 202 9.3% 2,167 11.1% 2,307

慢性期 67 709 776 35.8% 33.7%

休棟・無回答等 45 18 63 2.9% 1.7%

高度急性期 4,273 0 4,273 17.9% 21.3%

急性期 9,282 26 9,308 39.0% 39.4%

回復期 2,356 556 2,912 12.2% 23,864 10.8% 23,513

慢性期 2,147 4,355 6,502 27.2% 26.0%

休棟・無回答等 796 73 869 3.6% 2.4%

平成26年7月1日

岡山県

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

 

※ 平成28（2016）年７月１日現在の病床機能報告による。  

（資料：岡山県医療推進課）  
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図表 5-1-2-3 ６年が経過した日（令和４（2022）年７月１日）時点の医療機能  

（単位：床）

二次保健医療圏 医療機能 一般病床 療養病床 計 構成比 病床数 構成比 病床数

高度急性期 2,508 0 2,508 22.3% 24.0%

急性期 4,104 75 4,179 37.2% 38.4%

回復期 1,347 167 1,514 13.5% 11,245 12.4% 11,050

慢性期 1,349 1,499 2,848 25.3% 25.0%

休棟・無回答等 123 73 196 1.7% 0.1%

高度急性期 1,930 0 1,930 21.6% 26.2%

急性期 3,247 12 3,259 36.4% 32.6%

回復期 1,079 304 1,383 15.5% 8,950 16.3% 8,666

慢性期 709 1,492 2,201 24.6% 24.7%

休棟・無回答等 116 61 177 2.0% 0.2%

高度急性期 6 0 6 0.7% 0.0%

急性期 294 0 294 36.3% 46.4%

回復期 96 27 123 15.2% 811 13.9% 812

慢性期 32 291 323 39.8% 39.7%

休棟・無回答等 23 42 65 8.0% 0.0%

高度急性期 0 0 0 0.0% 0.0%

急性期 307 0 307 44.4% 32.7%

回復期 61 0 61 8.8% 691 22.9% 678

慢性期 132 172 304 44.0% 41.6%

休棟・無回答等 15 4 19 2.7% 2.8%

高度急性期 125 0 125 5.8% 23.3%

急性期 987 0 987 45.5% 27.4%

回復期 127 60 187 8.6% 2,167 14.0% 2,307

慢性期 80 715 795 36.7% 33.6%

休棟・無回答等 57 16 73 3.4% 1.7%

高度急性期 4,569 0 4,569 19.1% 23.3%

急性期 8,939 87 9,026 37.8% 35.3%

回復期 2,710 558 3,268 13.7% 23,864 14.3% 23,513

慢性期 2,302 4,169 6,471 27.1% 26.7%

休棟・無回答等 334 196 530 2.2% 0.4%

岡山県

平成26年7月1日

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

 

※ 平成28（2016）年７月１日現在の病床機能報告による。  

（資料：岡山県医療推進課）  
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図表 5-1-2-4 全国集計値との比較  

 

 

（資料：厚生労働省「第９回医療計画の見直し等に関する検討会参考資料」） 

 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟・無回答等 計

一般病床 4,273 9,282 2,356 2,147 796 18,854

療養病床 0 26 556 4,355 73 5,010

合 計 4,273 9,308 2,912 6,502 869 23,864

構 成 比 17.9% 39.0% 12.2% 27.2% 3.6% 100.0%

岡山県全体

 

※ 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも１００．０とはな

らない。 

（資料：岡山県医療推進課）  
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３ 各構想区域の現状  

（１）受療動向  

各構想区域における各種入院医療の自己完結率を受療動向可視化ツール（ＮＤＢ（ナショナルデ

ータベース）のレセプトデータ※）を活用して示します。また、各構想区域における救急搬送時間（消防

庁データ）を示します。 

入院全般では、県南東部、県南西部で９割以上の自己完結率ですが、津山・英田が８割、真庭

が７割、高梁・新見が６割となっています。（図表5-1-3-1） 

療養病棟入院では、全構想区域で８割以上であり、自己完結率が高くなっています。（図表

5-1-3-2） 

救命救急入院では、県南東部、県南西部で９割以上、津山・英田が８割以上、真庭が６割、高梁・

新見が３割の自己完結率になっています。（図表5-1-3-3） 

救急搬送時間の覚知から収容までの平均時間は、全構想区域で３２分から３４分、覚知から現場

到着までの平均時間は、７分から１０分、現場到着から収容までの平均時間は、２５分から２９分とな

っています。（図表5-1-3-4） 

 

図表 5-1-3-1 平成26（2014）年度  NDB データ（流出）一般入院基本料、全年齢、入院  

 

合計 / 総件数 医療機関二次医療圏名
負担者二次医療圏名 3301 県南東部 3302 県南西部 3303 高梁・新見 3304 真庭 3305 津山・英田 KG28 兵庫県 KG31 鳥取県 KG34 広島県 KG37 香川県 総計
3301 県南東部 93.59% 4.81% 0.33% 0.08% 0.18% 0.79% 0.02% 0.12% 0.07% 85,276
3302 県南西部 4.02% 91.53% 0.14% 0.02% 0.04% 0.08% 4.12% 0.05% 70,610
3303 高梁・新見 9.92% 16.68% 65.73% 4.44% 0.34% 1.27% 1.53% 0.09% 11,255
3304 真庭 9.57% 2.04% 0.70% 75.71% 7.00% 4.98% 7,704
3305 津山・英田 12.90% 1.14% 0.06% 2.17% 81.29% 1.93% 0.41% 0.08% 22,174

総計 87,366 71,021 7,843 6,900 18,785 1,154 639 3,204 107 197,019  

（資料：厚生労働省「平成 27（2015）年度医療計画作成支援データブック」） 

 

※ ＮＤＢ（ナショナルデータベース）のレセプトデータ  

ＮＤＢ（Ｎａｔｉｏｎａｌ  Ｄａｔａｂａｓｅ）とは、レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称で

あり、厚生労働大臣が医療保険者等より収集する診療報酬明細書及び調剤報酬明細書に

関する情報並びに特定健康診査・特定保健指導に関する情報をＮＤＢに格納し管理していま

す。なお、診療報酬明細書及び調剤報酬明細書はレセプトと呼ばれています。  
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図表 5-1-3-2 平成 26（2014）年度  NDB データ（流出）療養病棟入院基本料、全年齢、入院  

 

合計 / 総件数 医療機関二次医療圏名
負担者二次医療圏名 3301 県南東部 3302 県南西部 3303 高梁・新見 3304 真庭 3305 津山・英田 KG28 兵庫県 KG31 鳥取県 KG34 広島県 KG37 香川県 総計
3301 県南東部 92.98% 4.04% 1.31% 0.13% 0.95% 0.48% 0.11% 14,827
3302 県南西部 3.54% 93.50% 0.13% 0.25% 2.48% 0.11% 14,959
3303 高梁・新見 8.21% 4.88% 83.96% 1.83% 1.12% 3,933
3304 真庭 8.28% 1.23% 1.37% 86.75% 1.09% 1.28% 2,114
3305 津山・英田 2.69% 0.40% 2.35% 93.28% 1.12% 0.16% 7,740

総計 15,021 14,834 3,545 2,107 7,384 195 56 415 16 43,573  

（資料：厚生労働省「平成 27（2015）年度医療計画作成支援データブック」） 

 

図表 5-1-3-3  平成 26（2014）年度 NDB データ（流出）救命救急、全年齢、入院  

 

合計 / 総件数 医療機関二次医療圏名
負担者二次医療圏名 3301 県南東部 3302 県南西部 3303 高梁・新見 3304 真庭 3305 津山・英田 KG28 兵庫県 KG31 鳥取県 KG34 広島県 総計
3301 県南東部 92.77% 6.25% 0.12% 0.06% 0.20% 0.59% 21,696
3302 県南西部 3.77% 93.10% 3.13% 20,792
3303 高梁・新見 12.46% 46.48% 35.98% 3.21% 0.62% 1.25% 2,087
3304 真庭 13.45% 6.18% 59.98% 15.48% 4.91% 1,182
3305 津山・英田 9.08% 2.46% 2.70% 85.76% 5,519

総計 21,831 21,893 778 937 4,973 129 58 677 51,276  

（資料：厚生労働省「平成 27（2015）年度医療計画作成支援データブック」） 
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図表 5-1-3-4 平成 26（2014）年度  消防庁・救急搬送人員データベース  

年齢階級：全体

二次医療圏 搬送件数
覚知から現場到着

平均（分）
現場到着から
収容平均（分）

覚知から収容
平均（分）

県南東部 36,129 8 27 33

県南西部 28,436 7 25 32

高梁・新見 3,258 10 29 32

真庭 2,295 10 25 32

津山・英田 8,686 10 28 34
 

（資料：厚生労働省「平成 28（2016）年度医療計画作成支援データブック」） 

 

（２）介護における施設・居住系サービス  

介護における施設・居住系サービスの現状について、第７期岡山県高齢者保健福祉計画・

介護保険事業支援計画（計画期間：平成３０（２０１８）年度～令和２（２０２０）年度）から抜

粋して示します。（図表 5-1-3-5） 

 

図表 5-1-3-5 平成29（2017）年度施設・居住系サービスの入所（利用）定員総数  

（単位：人）

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・勝英 計

介護老人福祉施設 4,219 3,025 740 415 1,419 9,818

介護老人保健施設 3,085 2,564 320 220 722 6,911

介護療養型医療施設 107 344 38 11 62 562

介護専用型特定施設入居
者生活介護

0 30 0 0 0 30

混合型特定施設入居者生
活介護

2,137 2,177 88 40 381 4,823

地域密着型介護老人福祉
施設

1,142 586 86 135 158 2,107

認知症対応型共同生活介
護

2,328 1,977 216 144 693 5,358

地域密着型特定施設入居
者生活介護

0 58 0 20 111 189

計 13,018 10,761 1,488 985 3,546 29,798

広域型施
設及び居
住系サー
ビス

地域密着
型施設及
び居住系
サービス

区分

 

※ 平成29（2017）年度に整備に着手し、平成 30（2018）年度中に指定される見込みのもの

を含む。 

（資料 ：岡山県長寿社会課「第７期岡山県高齢者保健福祉計画 ・介護保険事業支援計

画」） 
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４ 令和７（2025）年の医療需要と医療提供体制  

（１）令和７（2025）年の医療需要の推計方法  

① 構想区域ごとに医療需要を推計  

令和７（2025）年における一般病床及び療養病床に係る病床の機能区分（高度急性

期、急性期、回復期及び慢性期）ごとの医療需要（推計入院患者数）については、国から

示される構想区域ごとの基礎データに基づき、県が推計します。  

このうち、主に一般病床に対応する高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の

医療需要については、平成25（2013）年度のＮＤＢ（ナショナルデータベース）のレセプトデー

タ及びＤＰＣデータ※１を患者住所地別に配分した上で、当該構想区域ごと、性・年齢階級

別の年間入院患者延べ数（人）を３６５（日 ）で除して１日当たり入院患者延べ数を求め、

これを性・年齢階級別の人口で除して入院受療率を求めます。  

この性・年齢階級別入院受療率を病床の機能区分ごとに算定し、これに当該構想区

域の令和７（2025）年における性・年齢階級別人口を乗じて総和することによって将来の

医療需要を推計します。 

なお、慢性期機能の医療需要については、全国の入院受療率に地域差が生じているこ

とから、この差を一定の幅の中で解消させることとします。  

 

※１ ＤＰＣデータ 

ＤＰＣ（Ｄｉａｇｎｏｓｉｓ  Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ  Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）とは、診断と処置の組み合わせによる診

断群分類のことで、ＤＰＣを利用した包括支払システムをＤＰＣ／ＰＤＰＳ（Ｐｅｒ－Ｄｉｅｍ  Ｐａｙｍ

ｅｎｔ  Ｓｙｓｔｅｍ：１日当たり包括支払い制度）といいます。ＤＰＣ／ＰＤＰＳ参加病院は、退院し

た患者の病態や実施した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子

データとして提出しています。  

 

令和７（2025）年の病床の機能区分ごとの医療需要の推計方法  

構想区域の令和７（2025）年の医療需要  ＝ 

［当該構想区域の平成 25（2013）年度の性・年齢階級別の入院受療率  × 

当該構想区域の令和７（2025）年の性・年齢階級別人口］を総和したもの   

 

② 高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要推計の考え方  

病床機能報告制度において、高度急性期機能は「急性期の患者に対し、状態の早期

安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能」、急性期機能は「急性期の

患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供する機能」、回復期機能は「急性期

を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能、特に、急

性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬ（日常生活におけ

る基本的な動作を行う能力）の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に

提供する機能（回復期リハビリテーション機能）」と定義されています。（図表 5-1-2-1参

照） 

主に一般病床に対応する高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需

要については、患者に対して行われた医療の内容に着目することで、患者の状態や診療の

実態を勘案した推計になると考えられることから、患者に対して行われた診療行為を診療

報酬の出来高点数で換算した値（医療資源投入量 ※２）を用いて分析しています。なお、

看護体制等を反映する入院基本料を含めた場合、同じような診療行為を行った場合でも

医療資源投入量に差が出ることから、入院基本料相当分は含まないこととしています。  
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この医療資源投入量を基に、患者がどの機能区分に該当するか振り分けを行います。  

患者を振り分ける境界点については、高度急性期機能と急性期機能を区分する境界

点（Ｃ１）を３，０００点、急性期機能と回復期機能を区分する境界点（Ｃ２）を６００点、回

復期機能と慢性期機能及び在宅医療等とを区分する境界点（Ｃ３）を２２５点（在宅復帰

に向けた調整を要する幅を見込み１７５点で区分します。）とし、１７５点未満の患者数につ

いては、慢性期機能及び在宅医療等の患者数として一体的に推計します。  

 

図表 5-1-4-1 高度急性期機能、急性期機能、回復期機能の医療需要の推計イメージ 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン」） 
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※２ 医療資源投入量  

患者に対して行われた診療行為を１日当たりの診療報酬の出来高点数で換算した値（入

院基本料相当分及びリハビリテーション料の一部を除く。）。  

 

③ 慢性期機能の医療需要推計の考え方  

病床機能報告制度において、慢性期機能は「長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機

能、長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患

者又は難病患者等を入院させる機能」と定義されています。（図表5-1-2-1参照） 

慢性期機能の医療需要の推計については、主に慢性期機能を担っている療養病床の診療報

酬が包括算定であるために、一般病床のように医療資源投入量に基づく分析が困難であること

や、地域によって在宅医療の充実状況や介護施設等の整備状況なども異なっている中で、療養

病床数に大きな地域差があることから、慢性期機能の中に在宅医療等で対応することが可能と

考えられる患者数を一定数見込むという前提に立った上で、療養病床の入院受療率の全国の

地域差を解消するように一定の幅の中で推計することとされています。 

具体的には、平成25（2013）年度のＮＤＢ（ナショナルデータベース）のレセプトデータによる療

養病床の入院患者数のうち、「医療区分１※３の患者の７０％を在宅医療等で対応する患者数」と

して推計し、「その他の入院患者数については、入院受療率の地域差を解消していく」観点から医

療需要を推計します。 

一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊

疾患入院医療管理料を算定している患者）については、慢性期機能の医療需要とします。 

地域差を解消するための入院受療率については、構想区域ごとに以下のパターンＡからパター

ンＢの範囲内で定めることとされています。 

なお、一定の要件に該当する場合には、入院受療率の達成年次を令和７（2025）年から令和

12（2030）年とすることができます。（特例：パターンＣ「以下パターンＣという。」） 

パターンＡ：全ての構想区域の入院受療率を全国最小値（県単位）まで低下させる  

パターンＢ：構想区域ごとの入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解

消させる  

パターンＣ：パターンＢの入院受療率の達成年次を、令和 ７（2025 ）年から令和 12

（2030）年とする 

［パターンＣの要件］  

・パターンＢにより入院受療率を定めた場合における当該構想区域の慢性期病床の

減少率が全国中央値よりも大きいこと。  

・当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きいこと。  

本県においては、高梁・新見、真庭、津山・英田の３つの構想区域において、パターンＣ

による入院受療率を用いて医療需要を推計しています。県南東部、県南西部の２つの構

想区域は、パターンＢにより医療需要を推計しています。  
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※３ 医療区分  

療養病床のうち医療療養病床に入院する患者については、その患者への医療の必要度に

応じて診療報酬の入院基本料が医療区分１～３の３つに分けられており、医療の必要度が高

い順に医療区分３、医療区分２、医療区分１と設定されています。  

 

図表 5-1-4-2 入院受療率の地域差の解消目標  

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン」） 

 

（資料：厚生労働省「第９回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」参考資料 ） 

 

④ 在宅医療等の医療需要推計の考え方  

在宅医療等の医療需要については、次のア～オを合計することで推計します。  

ア 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の７０％  

イ  療養病床の入院患者数のうち、ア以外の入院患者数について、入院受療率の地

域差解消分  

ウ 一般病床の入院患者数（回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者数

を除く。）のうち、医療資源投入量が１７５点未満の患者数  

エ  平成 25（2013）年に在宅患者訪問診療料を算定している患者数の性・年齢階

級別の割合を算出し、これに当該構想区域の令和７（2025）年における性・年齢

階級別人口を乗じて総和することによって推計される患者数  

オ  平成 25（2013）年の介護老人保健施設の施設サービス受給者数の性・年齢階

級別の割合を算出し、これに当該構想区域の令和７（2025）年における性・年齢

階級別人口を乗じて総和することによって推計される患者数  
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なお、地域医療構想において在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護

老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を

受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場

所において提供される医療を指しており、現在の療養病床以外でも対応可能な患者の

受け皿となることも想定しています。  

 

図表 5-1-4-3 慢性期機能及び在宅医療等の医療需要のイメージ  

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定ガイドライン」） 

 

（２）令和７（2025）年における病床数の必要量（必要病床数）  

① 医療需要及び医療供給の考え方  

医療需要及び医療供給数の推計には、「患者住所地別（患者の流出入がなく、入院が

必要な患者は住所地の構想区域の医療機関に入院するものとして推計）」と「医療機関

所在地別（患者の流出入が現状のまま継続するものとして推計）」の２つの考え方がありま

す。 

 

② 県内構想区域間の医療需要調整  

患者がどこの医療機関を受診するかについては、構想区域をまたがってなされるのが現

実であり、限られた医療資源を有効に活用する観点からも合理的です。  

また、県としては、県内５構想区域で統一して医療機関所在地別か患者住所地別のい

ずれかを選択する必要があります。以上から、５構想区域すべてで、医療機関所在地別の

医療需要によることとしました。  

 

③ 都道府県間の医療需要調整  

上記②を踏まえ、１日当たりの入院患者の流出入が１０人以上の兵庫県、広島県及び

香川県と調整した結果、医療機関所在地別の医療需要によることとなりました。  

なお、鳥取県については、１日当たりの入院患者の流出入が１０人未満のため、調整対

象外です。  

 

④ 令和７（2025）年における病床数の必要量（必要病床数）  

令和７（2025）年の医療需要の推計は、「図表 5-1-4-4 各構想区域における令和７

－ 51 －



（2025）年の各機能区分別の医療需要に対する医療供給」のとおり、「㋐平成 25（2013）

年における医療需要＜医療機関所在地別＞」データを基に、「㋑令和７（2025）年におけ

る医療需要（当該構想区域に居住する患者の医療需要）＜患者住所地別＞」「㋒㋑の

医療需要に対し、現在の医療提供体制が変わらないと仮定した場合の他の構想区域に

所在する医療機関により供給される量を増減したもの＜医療機関所在地別＞」を推計し、

「㋓将来の目指すべき医療提供体制を踏まえ他の構想区域に所在する医療機関により

供給される量を増減したもの」を検討します。  

将来の目指すべき医療提供体制は、上記②、③の理由により、医療機関所在地別の

医療需要に基づき確保することとします。  

そして、令和７（2025）年における病床数の必要量（必要病床数）は、㋓により算出され

た医療需要を病床稼働率（高度急性期７５％、急性期７８％、回復期９０％、慢性期９２

％）で割り戻して求めます。  

以上の考え方及び手順に基づいて推計すると、令和７（2025）年における本県の必要

病床数は２０，１７４床となり、医療機能別では高度急性期２，２４９床、急性期６，８３８

床、回復期６，４８０床、慢性期４，６０７床となります。  

本県では、この推計値を必要病床数とし、不足する機能を充足するよう病床の機能の

分化及び連携を促進します。  
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図表 5-1-4-4 各構想区域における令和７（2025）年の各機能区分別の医療需要に対する医療供給  

現在の医療提供体制
が 変 わ らな いと 仮定
した場合の他の構想
区域に所在する医療
機関により供給される
量 を 増 減 し た も の

将 来 の 目 指 す べ き
医 療 提 供 体 制 を 踏
ま え 他 の 構 想 区 域
に 所 在 す る 医 療
機 関 に よ り 供給 され
る 量 を増 減 し た も の

病床の必要量
（必要病床数）

医療機関所在地別
㋐（人／日）

患者住所地別
㋑（人／日）

医療機関所在地別
㋒（人／日）

医療機関所在地別
㋓（人／日）

㋓／病床稼働率（床）
＝㋔

高度急性期 844 789 890 890 1,187

急 性 期 2,315 2,450 2,601 2,601 3,335

回 復 期 2,250 2,568 2,634 2,634 2,927

慢 性 期 1,990 1,931 1,867 1,867 2,029

計 7,399 7,737 7,992 7,992 9,478

高度急性期 647 586 666 666 888

急 性 期 1,856 1,968 2,123 2,123 2,722

回 復 期 2,060 2,322 2,485 2,485 2,761

慢 性 期 1,896 1,595 1,717 1,717 1,866

計 6,459 6,471 6,991 6,991 8,237

高度急性期 14 52 13 13 17

急 性 期 101 186 96 96 123

回 復 期 128 205 121 121 134

慢 性 期 256 207 176 176 192

計 499 650 406 406 466

高度急性期 20 37 19 19 25

急 性 期 128 151 123 123 157

回 復 期 162 184 158 158 175

慢 性 期 142 109 98 98 106

計 452 481 397 397 463

高度急性期 102 138 99 99 132

急 性 期 401 479 391 391 501

回 復 期 438 524 435 435 483

慢 性 期 557 419 381 381 414

計 1,498 1,560 1,305 1,305 1,530

高度急性期 1,627 1,603 1,686 1,686 2,249

急 性 期 4,801 5,233 5,334 5,334 6,838

回 復 期 5,039 5,803 5,833 5,833 6,480

慢 性 期 4,841 4,260 4,238 4,238 4,607

計 16,307 16,899 17,090 17,090 20,174

県 南 東 部

県 南 西 部

高梁・新見

真 庭

津山・英田

合 計

構想区域 区　分

令和７（2025）年における医療供給（医療供給体制）

令 和 ７ （ 2025 ） 年
に お け る 医 療 需 要
（当該構想区域に居住
する患者の医療需要）

平 成 25 （ 2013 ） 年
に お け る 医 療 需 要

 

※１  病床稼働率は高度急性期機能７５％、急性期機能７８％、回復期機能９０％、慢性期

機能９２％とする。  

※２  慢性期機能の医療需要・必要病床数は、県南東部、県南西部はパターンＢ、高梁・新

見、真庭、津山・英田はパターンＣで推計している。 

※３  医療需要（㋐～㋓ ）及び必要病床数（㋔＝㋓／病床稼働率）は小数点以下を四捨五

入により、数値を表示している。そのため、表の各項目の計と合計、㋓を病床稼働率で割

り戻した数値と必要病床数（㋔ ）が一致しない場合がある。  

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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○ 現在の許可病床数と必要病床数の比較  

平成 29（2017）年４月１日現在の病床数は、許可病床数に合わせるため、平成 28

（2016）年７月１日現在の病床機能報告の数値をもとに、県において調整しました。  

また、医療機能については、病床機能報告では、医療機関が自ら選択していますが、

令和７（2025）年の必要病床数の推計にあたっては、ＮＤＢ（ナショナルデータベース）の

レセプトデータ等を活用して、患者に対して行われた診療行為を、診療報酬の出来高点

数で換算した値（医療資源投入量）により区分しています（慢性期を除く。）。したがって、

医療機能の捉え方が異なっていることに留意する必要があります。  

 

※ 図表5-1-4-5 構想区域別許可病床数の現況と必要病床数推計の比較  

※ 図表 5-1-4-6 令和４（2022）年度の構想区域別病床機能報告の状況と必要病

床数推計の比較  

※ 図表5-1-4-7  （参考）令和７（2025）年における必要病床数推計  

※ 図表5-1-4-8  （参考）令和７（2025）年の居宅等における医療需要推計  

 

○ 令和７（2025）年における区域別、機能別流入・流出の状況  

構想区域ごと、医療機能別の流入・流出の状況について、国から提供された地域医

療構想策定支援ツールにより推計したものです。  

 

※ 図表 5-1-4-9 令和７（2025）年度区域別、機能別  １日当たり医療需要の流出

入の割合の推計  

※  図表 5-1-4-10 令和７（2025）年度区域別、機能別  １日当たり医療需要の流

出入の人数の推計  
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図表 5-1-4-5 構想区域別許可病床数の現況と必要病床数推計の比較  

病院 診療所 合計 H25(2013) R7(2025) R22(2040）

① ② ③

高度急性期 2,369 2,369 1,125 1,187 1,146 ▲ 1,182 50.1%

急性期 3,723 459 4,182 2,968 3,335 3,318 ▲ 847 79.7%

回復期 1,215 135 1,350 2,500 2,927 2,969 1,577 216.8%

慢性期 2,228 243 2,471 2,163 2,029 2,052 ▲ 442 82.1%

休棟・無回答等 583 231 814 ▲ 814

計 10,118 1,068 11,186 8,756 9,478 9,485 ▲ 1,708 84.7%

高度急性期 1,661 1,661 863 888 830 ▲ 773 53.5%

急性期 3,129 330 3,459 2,380 2,722 2,644 ▲ 737 78.7%

回復期 1,059 142 1,201 2,289 2,761 2,742 1,560 229.9%

慢性期 2,067 131 2,198 2,061 1,866 1,876 ▲ 332 84.9%

休棟・無回答等 324 128 452 ▲ 452

計 8,240 731 8,971 7,593 8,237 8,092 ▲ 734 91.8%

高度急性期 18 17 15 17

急性期 313 29 342 130 123 113 ▲ 219 36.0%

回復期 113 113 143 134 122 21 118.6%

慢性期 322 322 279 192 178 ▲ 130 59.6%

休棟・無回答等 34 34 ▲ 34

計 748 63 811 570 466 428 ▲ 345 57.4%

高度急性期 26 25 22 25

急性期 352 37 389 163 157 144 ▲ 232 40.4%

回復期 42 42 180 175 160 133 416.7%

慢性期 172 172 155 106 100 ▲ 66 61.6%

休棟・無回答等 31 38 69 ▲ 69

計 597 75 672 524 463 426 ▲ 209 68.9%

高度急性期 125 125 137 132 118 7 105.6%

急性期 877 119 996 514 501 460 ▲ 495 50.3%

回復期 187 11 198 487 483 452 285 243.9%

慢性期 682 99 781 605 414 411 ▲ 367 53.0%

休棟・無回答等 63 63 ▲ 63

計 1,871 292 2,163 1,743 1,530 1,441 ▲ 633 70.7%

高度急性期 4,155 4,155 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,906 54.1%

急性期 8,394 974 9,368 6,155 6,838 6,679 ▲ 2,530 73.0%

回復期 2,616 288 2,904 5,599 6,480 6,445 3,576 223.1%

慢性期 5,471 473 5,944 5,263 4,607 4,617 ▲ 1,337 77.5%

休棟・無回答等 938 494 1,432 ▲ 1,432

計 21,574 2,229 23,803 19,186 20,174 19,872 ▲ 3,629 84.8%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 1,230 1,230

22,804 2,229 25,033 19,186 20,174 19,872

(単位：床）

構想区域 区　分

平成29（2017）年４月１日現在の病床数

［病床機能報告（調整後）］
必要病床数

［地域医療構想策定支援ツールから］

②-① ②/①

合計

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

小計

 

※１  平成 29（2017）年４月１日現在の病床数は、許可病床数の数値に合わせるため、平成

28（2016）年７月１日現在の病床機能報告の数値をもとに、県において調整した数値で

ある。 

※２  H25(2013)、R7（2025）及び R22（2040）の数値は、厚生労働省提供の地域医療構

想策定支援ツールの医療機関所在地別、県南東部、県南西部はパターンＢ、高梁・新

見、真庭、津山・英田はパターンＣの数値である。 

※３ ハンセン病療養所の病床は、医療保険適用分以外は推計の対象外とされている。  

（資料：岡山県医療推進課）   
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図表 5-1-4-6 構想区域別許可病床数の現況と必要病床数推計の比較（令和４（2022）年度）  

病院 診療所 合計 H25(2013) R7(2025) R22(2040）

① ② ③

高度急性期 1,993 0 1,993 1,125 1,187 1,146 ▲ 806 59.6%

急性期 3,773 366 4,139 2,968 3,335 3,318 ▲ 804 80.6%

回復期 1,904 77 1,981 2,500 2,927 2,969 946 147.8%

慢性期 2,001 208 2,209 2,163 2,029 2,052 ▲ 180 91.9%

休棟・無回答等 236 216 452 ▲ 452

計 9,907 867 10,774 8,756 9,478 9,485 ▲ 1,296 88.0%

高度急性期 1,757 0 1,757 863 888 830 ▲ 869 50.5%

急性期 2,695 217 2,912 2,380 2,722 2,644 ▲ 190 93.5%

回復期 1,331 139 1,470 2,289 2,761 2,742 1,291 187.8%

慢性期 1,937 93 2,030 2,061 1,866 1,876 ▲ 164 91.9%

休棟・無回答等 303 78 381 ▲ 381

計 8,023 527 8,550 7,593 8,237 8,092 ▲ 313 96.3%

高度急性期 0 0 18 17 15 17

急性期 231 29 260 130 123 113 ▲ 137 47.3%

回復期 163 0 163 143 134 122 ▲ 29 82.2%

慢性期 234 0 234 279 192 178 ▲ 42 82.1%

休棟・無回答等 0 19 19 ▲ 19

計 628 48 676 570 466 428 ▲ 210 68.9%

高度急性期 0 0 26 25 22 25

急性期 110 18 128 163 157 144 29 122.7%

回復期 235 0 235 180 175 160 ▲ 60 74.5%

慢性期 162 1 163 155 106 100 ▲ 57 65.0%

休棟・無回答等 40 0 40 ▲ 40

計 547 19 566 524 463 426 ▲ 103 81.8%

高度急性期 124 0 124 137 132 118 8 106.5%

急性期 701 90 791 514 501 460 ▲ 290 63.3%

回復期 384 19 403 487 483 452 80 119.9%

慢性期 499 44 543 605 414 411 ▲ 129 76.2%

休棟・無回答等 0 114 114 ▲ 114

計 1,708 267 1,975 1,743 1,530 1,441 ▲ 445 77.5%

高度急性期 3,874 0 3,874 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,625 58.1%

急性期 7,510 720 8,230 6,155 6,838 6,679 ▲ 1,392 83.1%

回復期 4,017 235 4,252 5,599 6,480 6,445 2,228 152.4%

慢性期 4,833 346 5,179 5,263 4,607 4,617 ▲ 572 89.0%

休棟・無回答等 579 427 1,006 ▲ 1,006

計 20,813 1,728 22,541 19,186 20,174 19,872 ▲ 2,367 89.5%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 876 876

21,689 1,728 23,417 19,186 20,174 19,872合計

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

小計

(単位：床）

構想区域 区　分

令和４（2022）年7月１日現在の病床数

［病床機能報告］
必要病床数

［地域医療構想策定支援ツールから］

②-① ②/①

 

※１ 令和４（2022）年７月１日現在の病床機能報告による。  

※２  H25(2013)、R7（2025）及び R22（2040）の数値は、厚生労働省提供の地域医療構

想策定支援ツールの医療機関所在地別、県南東部、県南西部はパターンＢ、高梁・新

見、真庭、津山・英田はパターンＣの数値である。 

※３ ハンセン病療養所の病床は、医療保険適用分以外は推計の対象外とされている。  

（資料：岡山県医療推進課）   
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図表 5-1-4-7 （参考）令和７（2025）年における必要病床数推計  

（単位：床）

パターンA パターンB パターンC 構成比※ パターンA パターンB パターンC 構成比※

高度急性期 1,187 1,187 1,187 12.5% 1,052 1,052 1,052 11.5%

急性期 3,335 3,335 3,335 35.2% 3,141 3,141 3,141 34.3%
県南東部 回復期 2,927 2,927 2,927 30.9% 2,854 2,854 2,854 31.2%

慢性期 1,891 2,029 2,029 21.4% 1,966 2,099 2,099 22.9%
計 9,340 9,478 9,478 100.0% 9,013 9,146 9,146 100.0%

高度急性期 888 888 888 10.8% 782 782 782 10.3%
急性期 2,722 2,722 2,722 33.0% 2,523 2,523 2,523 33.1%

県南西部 回復期 2,761 2,761 2,761 33.5% 2,580 2,580 2,580 33.9%
慢性期 1,679 1,866 1,866 22.7% 1,545 1,733 1,733 22.7%
計 8,050 8,237 8,237 100.0% 7,430 7,618 7,618 100.0%

高度急性期 17 17 17 3.6% 69 69 69 9.1%

急性期 123 123 123 26.4% 238 238 238 31.3%
高梁・新見 回復期 134 134 134 28.8% 228 228 228 30.0%

慢性期 130 158 192 41.2% 150 183 225 29.6%
計 404 432 466 100.0% 685 718 760 100.0%

高度急性期 25 25 25 5.4% 49 49 49 8.7%
急性期 157 157 157 33.9% 193 193 193 34.2%

真庭 回復期 175 175 175 37.8% 204 204 204 36.1%
慢性期 75 91 106 22.9% 87 104 119 21.1%
計 432 448 463 100.0% 533 550 565 100.0%

高度急性期 132 132 132 8.6% 184 184 184 10.0%
急性期 501 501 501 32.7% 614 614 614 33.5%

津山・英田 回復期 483 483 483 31.6% 582 582 582 31.7%
慢性期 248 323 414 27.1% 279 357 455 24.8%
計 1,364 1,439 1,530 100.0% 1,659 1,737 1,835 100.0%

高度急性期 2,249 2,249 2,249 11.1% 2,136 2,136 2,136 10.7%
急性期 6,838 6,838 6,838 33.9% 6,709 6,709 6,709 33.7%

岡山県 回復期 6,480 6,480 6,480 32.1% 6,448 6,448 6,448 32.4%
慢性期 4,023 4,467 4,607 22.8% 4,027 4,476 4,631 23.2%
計 19,590 20,034 20,174 100.0% 19,320 19,769 19,924 100.0%

区域 区分
医療機関所在地別 患者住所地別

慢性期の推計方法

【パターンＡ】
　全ての構想区域が全国最小値（県単位）まで入院受療率を低下する。
【パターンＢ】
　構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解消させることとするが、その割合
については、全国最大値（県単位）が全国中央値（県単位）にまで低下する割合を一律に用いる。
【パターンＣ】
　構想区域の慢性期病床の減少率が、全国中央値よりも大きく、かつ、高齢者単身世帯の割合が全国平均
よりも大きい構想区域は、令和12（2030）年から比例的に逆算した入院受療率とすることができる。
  「高梁・新見」「真庭」「津山・英田」の３区域が該当する。

※　構成比の欄は、パターンＣにおける数値である。なお、パターンＣ欄の「県南東部」「県南西部」について
　　 は、パターンＢを選択している。
※　構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも１００．０とはならない。

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-8 （参考）令和７（2025）年の居宅等における医療需要推計  

パターンA パターンB パターンC パターンA パターンB パターンC

在宅医療等 13,820 13,692 13,692 13,652 13,530 13,530
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 8,317 8,317 8,317 8,207 8,207 8,207

在宅医療等 10,387 10,215 10,215 10,410 10,237 10,237
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 5,344 5,344 5,344 5,361 5,361 5,361

在宅医療等 935 909 878 1,043 1,013 974
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 283 283 283 348 348 348

在宅医療等 825 810 796 850 834 820
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 375 375 375 397 397 397

在宅医療等 2,964 2,896 2,812 3,100 3,027 2,937
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 1,474 1,474 1,474 1,551 1,551 1,551

在宅医療等 28,931 28,522 28,393 29,055 28,641 28,498
（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 15,793 15,793 15,793 15,864 15,864 15,864

患者住所地別

（単位：人/日）

県南東部

県南西部

高梁・新見

医療機関所在地別

真庭

津山・英田

岡山県

区域 区分

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-9 令和７（2025）年度区域別、機能別  １日当たり医療需要の流出入の割合の推計  

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 86.8% 5.9% 1.5% 4.3% 1.5% 100.0%

流出 92.0% 8.0% 100.0%

流入 89.6% 4.2% 1.0% 0.7% 2.9% 0.4% 0.8% 0.4% 100.0%

流出 93.3% 6.1% 0.6% 100.0%

流入 91.2% 3.6% 0.8% 0.6% 2.7% 0.6% 0.5% 100.0%

流出 92.5% 7.0% 0.5% 100.0%

慢性期 流入 88.8% 7.2% 1.4% 0.8% 1.8% 100.0%

パターンＢ 流出 85.9% 12.1% 1.2% 0.8% 100.0%

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 10.1% 82.4% 4.1% 3.5% 100.0%

流出 8.3% 87.6% 4.1% 100.0%

流入 7.1% 86.1% 2.8% 0.5% 1.1% 0.5% 1.9% 100.0%

流出 5.4% 91.7% 3.0% 100.0%

流入 7.2% 88.0% 2.3% 0.5% 0.6% 1.3% 100.0%

流出 4.0% 93.2% 2.8% 100.0%

慢性期 流入 13.6% 84.7% 1.1% 0.6% 100.0%

パターンＢ 流出 8.4% 90.5% 1.1% 100.0%

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 100.0% 100.0%

流出 24.9% 52.2% 22.8% 100.0%

流入 100.0% 100.0%

流出 14.4% 34.3% 51.3% 100.0%

流入 100.0% 100.0%

流出 10.1% 28.8% 55.5% 5.6% 100.0%

慢性期 流入 16.4% 83.6% 100.0%

パターンＢ 流出 16.2% 11.6% 72.2% 100.0%

慢性期 流入 13.5% 86.5% 100.0%

パターンＣ 流出 15.3% 10.7% 74.0% 100.0%

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 100.0% 100.0%

流出 100.0% 100.0%

流入 90.4% 9.6% 100.0%

流出 13.2% 7.5% 69.9% 9.4% 100.0%

流入 7.1% 83.5% 9.4% 100.0%

流出 9.2% 7.1% 75.6% 8.2% 100.0%

慢性期 流入 100.0% 100.0%

パターンＢ 流出 17.6% 82.4% 100.0%

慢性期 流入 100.0% 100.0%

パターンＣ 流出 16.5% 83.5% 100.0%

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 100.0% 100.0%

流出 28.4% 71.6% 100.0%

流入 3.5% 96.5% 100.0%

流出 15.4% 4.9% 2.3% 77.4% 100.0%

流入 3.3% 96.7% 100.0%

流出 13.6% 3.1% 2.9% 80.5% 100.0%

慢性期 流入 5.4% 94.6% 100.0%

パターンＢ 流出 10.6% 89.4% 100.0%

慢性期 流入 4.2% 95.8% 100.0%

パターンＣ 流出 9.1% 90.9% 100.0%

真
庭

高度急性期

急性期

回復期

区　　分

高
梁
・
新
見

高度急性期

急性期

回復期

回復期

区　　分

区　　分

区　　分

県
南
西
部

高度急性期

急性期

高度急性期

県
南
東
部

急性期

回復期

区　　分

津
山
・
英
田

高度急性期

急性期

回復期

 

※ 各区分における1日当たり10人未満の医療需要は、非公表のためカウントしていない。  

※ 構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100.0とはなら

ない。 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-10 令和７（2025）年度区域別、機能別  １日当たり医療需要の流出入の人数の推計  

（単位:人／日）
区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 710.7 48.3 12.2 35.3 12.4 818.7

流出 710.7 61.9 772.6

流入 2,252.3 104.8 24.3 18.8 72.3 10.9 20.4 11.2 2,515.0

流出 2,252.3 148.2 13.4 2,414.0

流入 2,337.8 92.1 19.8 15.6 68.6 16.1 12.2 2,562.2

流出 2,337.8 176.7 13.5 2,528.0

慢性期 流入 1,616.7 131.7 26.4 15.1 32.6 1,822.5

パターンＢ 流出 1,616.7 227.4 23.1 15.6 1,882.8

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 61.9 507.1 25.5 21.3 615.7

流出 48.3 507.1 23.8 579.2

流入 148.2 1,788.0 57.6 10.6 23.0 11.4 38.9 2,077.8

流出 104.8 1,788.0 57.7 1,950.5

流入 176.7 2,144.0 56.4 12.0 15.7 32.7 2,437.5

流出 92.1 2,144.0 63.6 2,299.6

慢性期 流入 227.4 1,420.3 18.9 10.4 1,677.0

パターンＢ 流出 131.7 1,420.3 16.6 1,568.6

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 11.1 11.1

流出 12.2 25.5 11.1 48.8

流入 86.1 86.1

流出 24.3 57.6 86.1 168.0

流入 108.7 108.7

流出 19.8 56.4 108.7 10.9 195.9

慢性期 流入 23.1 117.7 140.8

パターンＢ 流出 26.4 18.9 117.7 163.0

慢性期 流入 23.1 148.4 171.5

パターンＣ 流出 30.8 21.5 148.4 200.6

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 15.0 15.0

流出 15.0 15.0

流入 99.4 10.6 110.0

流出 18.8 10.6 99.4 13.3 142.2

流入 10.9 128.5 14.5 153.9

流出 15.6 12.0 128.5 13.9 170.0

慢性期 流入 70.5 70.5

パターンＢ 流出 15.1 70.5 85.6

慢性期 流入 82.4 82.4

パターンＣ 流出 16.3 82.4 98.7

区域 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 西播磨 尾三 福山・府中 高松 合計

流入 88.9 88.9

流出 35.3 88.9 124.2

流入 13.3 362.9 376.3

流出 72.3 23.0 10.6 362.9 468.8

流入 13.9 406.5 420.4

流出 68.6 15.7 14.5 406.5 505.3

慢性期 流入 15.6 274.1 289.7

パターンＢ 流出 32.6 274.1 306.7

慢性期 流入 15.6 357.1 372.6

パターンＣ 流出 35.6 357.1 392.6

区　　分

区　　分

県
南
東
部

高度急性期

急性期

回復期

区　　分

県
南
西
部

高度急性期

急性期

回復期

津
山
・
英
田

高度急性期

急性期

回復期

高
梁
・
新
見

高度急性期

急性期

回復期

区　　分

区　　分

真
庭

高度急性期

急性期

回復期

 

※ 各区分における1日当たり10人未満の医療需要は、非公表のためカウントしていない。  

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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○ 入院患者数の推計  

・将来の入院患者数について、国から提供された地域医療構想策定支援ツールにより

推計したものです。 

・将来の入院患者数の推計については、県南東部、県南西部では増加傾向にあります

が、令和 12（2030）年をピークに減少に転じます。高梁・新見、真庭、津山・英田で

は、すでに減少傾向にあります。 

・将来の慢性期患者数の推計については、県南東部、県南西部ではほぼ横ばい、高

梁・新見、真庭、津山・英田では令和７（2025）年まで減少傾向にあり、その後はほぼ

横ばいです。 

・在宅医療等患者数の推計では、全構想区域で増加傾向にありますが、県南東部の

ピークは令和 17（2035）年、他の構想区域のピークは令和 12（2030）年を境に減少

に転じます。  

 

図表 5-1-4-11 将来の入院患者数の推計（各区域）  

（医療機関所在地別：高度急性期、急性期、回復期、慢性期（パターンＢ又はパターンＣ）の

計）  

 

 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-12 将来の慢性期及び在宅医療等患者数の推計（県南東部） 

（医療機関所在地別、慢性期はパターンＢ）  

 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-13 将来の慢性期及び在宅医療等患者数の推計（県南西部） 

（医療機関所在地別、慢性期はパターンＢ）  

 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-14 将来の慢性期及び在宅医療等患者数の推計（高梁・新見） 

（医療機関所在地別、慢性期はパターンＣ） 

 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-15 将来の慢性期及び在宅医療等患者数の推計（真庭） 

（医療機関所在地別、慢性期はパターンＣ） 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-16 将来の慢性期及び在宅医療等患者数の推計（津山・英田） 

（医療機関所在地別、慢性期はパターンＣ） 

 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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○ 疾病別入院医療需要の推計  

・将来の疾病別医療需要について、国から提供された地域医療構想策定支援ツール

により推計したものです。（ただし、１日当たり患者数が１０人未満となる場合は非表

示） 

・がんについては、県南東部、県南西部では令和７（2025）年まで微増、以下微減の

傾向です。津山・英田ではすでに微減傾向にあります。  

・脳卒中については、県南東部、県南西部は令和 12（2030）年まで増加傾向にあり、

以後横ばい、津山・英田はほぼ横ばいです。  

・成人肺炎については、県南東部 、県南西部では増加傾向にありますが、令和 12

（2030）年をピークに以後、微減傾向にあります。高梁・新見、真庭は、ほぼ横ばいで

す。津山・英田は増加傾向にありますが、令和 12（2030）年をピークに減少に転じま

す。 

・大腿骨骨折については、県南東部、県南西部は令和 12（2030）年まで増加傾向に

あり、以後横ばい、津山・英田はほぼ横ばいです。  

・慢性期機能は、疾病別の推計ができません。  

 

図表 5-1-4-17 がんの入院医療需要推計① （県南東部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-18 がんの入院医療需要推計② （県南西部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-19 がんの入院医療需要推計③ （津山・英田） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

高梁・新見、真庭は、１日当たりの患者が１０未満のため非掲載 
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図表 5-1-4-20 脳卒中の入院医療需要推計① （県南東部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-21 脳卒中の入院医療需要推計② （県南西部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-22 脳卒中の入院医療需要推計③ （津山・英田） 

 

 

 
※ 高度急性期は１０未満のため非表示 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

高梁・新見、真庭は、１日当たりの患者が１０未満のため非掲載 

 

図表 5-1-4-23 成人肺炎の入院医療需要推計① （県南東部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-24 成人肺炎の入院医療需要推計② （県南西部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-25 成人肺炎の入院医療需要推計③ （高梁・新見） 

 

 

 

※ 高度急性期は１０未満のため非表示 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

  

令 和 ７年 度      令 和 １２年 度       令 和 １７年 度     令 和 ２２年 度  

(2025)           (2030)             (2035)          (2040) 
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図表 5-1-4-26 成人肺炎の入院医療需要推計④ （真庭） 

 

 

 

※ 高度急性期は１０未満のため非表示 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-27 成人肺炎の入院医療需要推計⑤ （津山・英田） 

 

 

 

※ 高度急性期は１０未満のため非表示 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

  

令 和 ７年 度      令 和 １２年 度       令 和 １７年 度     令 和 ２２年 度  

(2025)           (2030)             (2035)          (2040) 

令 和 ７年 度      令 和 １２年 度       令 和 １７年 度     令 和 ２２年 度  

(2025)           (2030)             (2035)          (2040) 
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図表 5-1-4-28 大腿骨骨折の入院医療需要推計① （県南東部） 

 

 

 
（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 5-1-4-29 大腿骨骨折の入院医療需要推計② （県南西部） 

 

 

 
※ 平成25（2013）年度、令和７（2025）年度の高度急性期は１０未満のため非表示  

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
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図表 5-1-4-30 大腿骨骨折の入院医療需要推計③ （津山・英田） 

 

 

 
※ 高度急性期は１０未満のため非表示 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

高梁・新見、真庭は、１日当たりの患者が１０未満のため非掲載 
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５ 目指すべき医療提供体制を実現するための施策  

（１）医療の役割分担と連携の促進  

病床機能報告で得られた医療設備・人員配置・診療実績等データの分析・評価・公開を進め、地

域医療構想調整会議等において、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させながら、病床の機能の分化と

連携の促進やその実現に必要な地域医療介護総合確保基金を活用した施策について、協議を進

めます。 

協議にあたっては、介護医療院等新たな施設類型への療養病床からの移行状況を踏まえるととも

に、在宅医療や介護との連携の観点から、例えば市町村ごとに協議の場を設定するなど、丁寧に進

めます。 

病床機能報告での病床数と必要病床数の乖離や、必要病床数の現在から将来に向けての増減

を見据えて、地域の関係者間で十分に協議を行い、病院及び有床診療所が有する病床の医療機

能の分化・連携を進めます。 

本県の病床利用率は、平成28（2016）年病院報告によれば、全国的にも下から２番目に低く、特

に一般病床が十分に活用されていません。こうした実態を理解した上で、各医療機関の機能分化と

連携について協議を行います。 

県南東部、県南西部については、必要病床数と比較して、高度急性期・急性期の病床数が多く、

回復期の病床数が少ないことから、実際に提供している医療を検証した上で、必要な病床への転換

等を促進します。 

必要病床数は構想区域ごとに算定していますが、その配置については、地域の実情に応じて、各

圏域で丁寧に議論しながら、適切に進めていきます。 

高度急性期から慢性期の各病床機能に応じた入院患者の状態像の収れんを進めるため、診療

科または主な疾患ごとの観点での役割分担を進めていきます。 

慢性期医療については、在宅医療等や介護サービスの整備（地域包括ケアシステムの構築）と一

体的に推進します。 

不足している病床機能への転換など、病床の機能分化、連携を推進する取組を、地域医療介護

総合確保基金の活用により、必要に応じて支援します。 

高梁・新見、真庭などでは、必ずしも専門医が常勤している状況ではないことから、一人の医師が

幅広い分野をカバーしながら、必要に応じて圏域外の専門的医療機能を有する医療機関と連携する

ことにより、医療資源が少ない地域においても、質の高い医療が提供できるよう、体制の整備を図りま

す。 

圏域内で完結できていない医療機能については、圏域内での整備や県境を越えた医療連携も視

野に入れて検討します。 

地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域の医療機関相互の機能の分担及び業

務の連携を推進して、質の高い医療を効率的に提供するため、新たに地域医療連携推進法人制度

が創設されました。この制度は、医師のキャリアパスの構築や中山間地域等における医師の確保に資

することも期待されています。地域においては、こうしたことも視野に入れて協議を行います。 

一般病床と療養病床の機能の分化と連携の促進にあたって、精神科医療との連携は重要である

ことから、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」（平成26

（2014）年厚生労働省告示第231号）等の方向性を踏まえた連携を進めます。 

また、認知症対策についても、「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」の方向性を踏まえ

た役割分担と連携を進めます。 
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（２）公的病院等の役割の明確化  

公的病院等は、各構想区域における基幹病院としての役割を果たすことはもとより、地域の特性に

応じて、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療、精神疾患の医療等の分野で

中心的役割を担います。 

公立病院は、国が平成２７（２０１５）年３月に示した「新公立病院改革ガイドライン」に沿って、地域

医療構想を踏まえ、その策定する「新公立病院改革プラン（以下、「新改革プラン」という。）」において

果たすべき役割を明確化するとともに、経営の効率化、再編・ネットワーク化などに取り組みます。な

お、新改革プラン策定後に、地域医療構想調整会議の合意事項と齟齬が生じた場合には、公立病

院は速やかに新改革プランを修正する必要があるとされています。 

公的医療機関等（医療法第７条の２第１項各号に掲げる者が開設する医療機関）、独立行政法

人国立病院機構及び独立行政法人労働者健康安全機構が開設する医療機関、地域医療支援病

院、特定機能病院は、その策定する「公的医療機関等２０２５プラン」※において、地域医療構想の達

成に向けた将来の方向性を示します。なお、策定した「公的医療機関等２０２５プラン」については、地

域医療構想調整会議における協議の方向性との齟齬が生じた場合には見直しを行うなど、地域の他

の医療機関との役割分担や連携体制も含め、構想区域全体における医療提供体制との整合性を

図ることとされています。 

地域医療支援病院は、切れ目のない医療提供体制と在宅医療を推進していくため、紹介患者に

対する医療提供等を通じて、かかりつけ医を支援する役割を担います。 

公的病院等と地域の医療機関との機能分化と相互連携の強化を図り、へき地医療や救急医療

など、地域において必要とされる医療を提供する体制の確保に努めます。 

 

（３）在宅医療の充実及び地域包括ケアシステムの深化・推進  

＊第７章第２節７「在宅医療等」及び第９章第５節１「地域包括ケアシステムの深化・推進」におい

て記述しています。 

 

（４）医療従事者の確保・養成  

＊第１０章「保健医療従事者の確保と資質の向上」において記述しています。 

 

※「公的医療機関等２０２５プラン」の策定対象は、以下のとおりです。 

○公的医療機関（日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会

等が開設する医療機関）（公立病院を除く） 

○医療法第７条の２第１項第２号から第８号に掲げる者（共済組合、健康保険組合、地域医療機

能推進機構等）が開設する医療機関 

○その他の独立行政法人（国立病院機構、労働者健康安全機構）が開設する医療機関  

○地域医療支援病院 

○特定機能病院 
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図表 5-1-5-1 二次保健医療圏別公的病院等設置状況（平成 29（2017）年４月１日現在） 

国 県 市町
その他
公　的

計
許可

病床数

県南東部 4 1 9 4 18 4,520 （33.9％） 13,334

県南西部 1 4 5 1,089 （11.3％） 9,675

高梁・新見 1 1 96 （ 9.7％） 988

真庭 1 1 105 （13.7％） 767

津山・英田 2 2 168 （ 6.8％） 2,454

合計 5 1 17 4 27 5,978 （22.0％） 27,218

二次保健医療圏

病　院　数 病床数

公的病院等
病床数

 

※ 病床数には、精神病床、感染症病床及び結核病床を含む。 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

図表 5-1-5-2 地域医療支援病院 （平成 29（2017）年４月１日現在） 

二次保健医療圏 病　院　名 承認年月日

岡山中央病院 平成13(2001)年 3月30日

赤磐医師会病院 平成16(2004)年 7月 1日

（独）国立病院機構岡山医療センター 平成19(2007)年10月 2日

（独）労働者健康安全機構岡山労災病院 平成19(2007)年10月 2日

心臓病センター榊原病院 平成19(2007)年10月 2日

岡山赤十字病院 平成23(2011)年 7月29日

岡山旭東病院 平成23(2011)年 7月29日

岡山済生会総合病院 平成24(2012)年 5月25日

岡山市立市民病院 平成25(2013)年10月11日

川崎医科大学総合医療センター 平成27(2015)年 6月 2日

県南西部保健医療圏
（公財）大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院

平成20(2008)年 6月 5日

津山・英田保健医療圏 津山中央病院 平成23(2011)年 7月29日

県南東部保健医療圏

 
（資料：岡山県医療推進課） 

 

（５）地域医療構想の実現に向けた推進体制 

地域医療構想の実現に向けては、地域の医療を支える医療関係機関や市町村、医療保険者等

の関係者が地域の医療提供に関する現状と課題、将来の目指すべき姿を共有し、取組を進めていく

ことが重要です。 

特に、回復期、慢性期、在宅医療等の機能分化・連携を進めていくにあたっては、市町村が主体

となる地域包括ケアシステムの構築が前提となっていることから、市町村の果たす役割は大きく、県と

しても市町村における地域包括ケアシステムの構築が進むよう支援を行っていく必要があります。 

このようなことを踏まえ、本県では、各構想区域に設置した地域医療構想調整会議において、地

域の医療提供に関する現状について認識共有するとともに、課題や今後の方向性について協議を行

っています。 

地域医療構想調整会議等の開催にあたっては、地域包括ケアシステムの構築はもとより、精神疾

患と身体疾患を重複する患者への対応や、認知症対策等も視野に入れ、また、協議の内容によって
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は、構想区域を越える医療提供体制が課題となったり、一方で在宅医療など、更に区域を分割して

協議を行う方が望ましいこともあると想定されることから、複数の地域医療構想調整会議の合同開催

や部会、ワーキンググループの設置を行うなど、柔軟に対応していきます。 

また、地域医療構想調整会議において、構想の進捗状況の情報共有を図るとともに、岡山県医

療審議会地域医療構想部会において、県内全域の地域医療構想の進行管理を行うなど、ＰＤＣＡ

サイクルに基づく地域医療構想の実現に向けた検討を行います。 

 

（６）取組の進め方 

地域医療構想は、地域ごとに異なる人口構造の変化、すなわち医療需要の将来の変化に対し

て、地域の実情に応じて、それに見合った医療資源の効果的かつ効率的な配置を促し、急性期から

回復期、慢性期、在宅医療等まで、患者の状態にふさわしい、より良質な医療サービスを受けられる

体制を構築することを目的としています。 

この目的を達成するためには、限られた医療資源を有効に活用して病床の機能の分化及び連携

を促進していくことが必要であり、地域の医療関係者が地域医療構想で示される将来の医療提供体

制の姿を認識しつつ、まずは、各医療機関の自主的な取組によって進めていくことが重要です。 

また、構想区域ごとの地域医療構想調整会議において、毎年度、構想の進捗状況を確認するとと

もに、構想の実現に向けた課題や今後の取組について協議を行い、その協議結果を踏まえて病床の

機能分化・連携を進めていきます。 

① 医療機関の自主的な取組 

構想区域の令和７（2025）年の病床の機能区分ごとの必要病床数を把握します。 

病床機能報告データにより、同一構想区域内の他の医療機関の病床の機能区分の選択状

況や他の医療機関が提供している医療の内容等を把握し、構想区域内における自院の病床機

能の相対的位置付けを客観的に把握します。 

構想区域内での令和７（2025）年に向けた自院の病床機能や医療提供の在り方について検

討します。 

検討結果を踏まえ、他の医療機関との連携を図りつつ、自院内の病床機能に応じた医療提供

を行います。 

② 県の取組 

地域医療構想調整会議等による関係者の協議を促進する観点から、必要な情報・データ等

の提供に努め、地域医療構想の実現に向けた意見集約、合意形成に努めます。 

地域医療構想の実現に向け不足する病床機能への転換等を行う医療機関に対して、地域医

療介護総合確保基金を活用して支援を行います。 

毎年度、構想の実現に向けた進捗状況について点検を実施し、岡山県医療審議会地域医療

構想部会に報告・説明を行うとともに、進捗状況等について県民への公開に努めます。 

③ 地域医療構想調整会議における協議 

医療機関の自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議において、不足している病床機

能への機能転換や構想区域内での医療提供に係る役割分担等について協議を行い、病床の機

能分化・連携を促進します。 

このほか、在宅医療を含む地域包括ケアシステム、医療従事者の確保、診療科ごとの連携な

ど、地域医療構想の実現に向けて必要となる事項について協議を行います。 
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（７）病床機能報告データ等の活用 

平成26（2014）年度に開始された病床機能報告制度は、一般病床・療養病床を有する医療機

関（病院・有床診療所）が、その有する病床において担っている病床の機能の「現状」と「今後の方

向」を選択し、病棟単位で、毎年度、都道府県に報告するものです。 

また、併せて報告対象医療機関は、構造設備、人員配置等に関する項目及び具体的な医療の

内容に関する項目を報告することとなっています。 

このため、各医療機関においては、病床機能報告データにより、同一構想区域内の他の医療機関

が担っている病床の機能や病床数、提供されている医療の内容を把握することができ、地域における

自院の相対的な位置付けを客観的に把握することが可能となっています。 

一方で、病床機能報告制度は、各医療機関が選択する病床の機能の定義が定性的な文言に留

まり、定量的かつ客観的な基準が示されていないこと、病棟を単位として病床の機能を選択すること

から、地域医療構想で示す将来の必要病床数と単純に比較ができないことなど、その取扱いに注意

を要する部分があります。 

県では、病床機能報告データについて、国における制度改善の状況を踏まえながら、各医療機関

及び県民へのわかりやすい形での提供に努めます。 

地域医療構想調整会議においては、毎年度の病床機能報告データ等を用いて地域医療構想に

おける病床数の必要量と現況を比較し、不足する医療機能の充足等について地域の関係者が協議

を行います。 

また、地域医療構想の実現に向けた協議を行っていくにあたっては、病床機能報告データのみなら

ず、ＮＤＢ（ナショナルデータベース）のレセプトデータ、ＤＰＣデータといった地域医療に係る様々なデー

タの収集・分析・提供が求められます。 

これらのデータについては、毎年度、国から「医療計画作成支援データブック」として提供される予

定であることから、県では、最新のデータが提供され次第、地域医療構想調整会議等において関係

者に提供します。 
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（８）平成30（2018）年度以降の取組スケジュール 

 

図表 5-1-5-3 平成30（2018）年度以降の取組スケジュール（イメージ） 

 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

６ 構想区域ごとの地域医療構想 

＊第１１章「地域保健医療計画」において記述しています。 
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章名  第６章 医療提供体制の整備  

節名  第１節 安全・安心な医療の提供  

 

１ 医療の安全確保 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）医療安全相談体制等 

現状 課題 

○県庁に「医療安全支援センター」を設置し、看

護師資格を持つ専任の相談員２名を配置す

るとともに、保健所に医療安全相談窓口を設

置し、患者・家族等からの苦情・相談への対応

や医療機関への情報提供を行っています。 

（図表6-1-1-1、図表6-1-1-2） 

○病院における相談窓口設置割合は91.9％とな

っています。（令和５(２０２３)年３月末現在） 

 

○医療提供者と患者等の問題解決が円滑に

行えるよう、医療安全支援センターや医療安

全相談窓口において、適切な相談対応や助

言、情報提供等を行う必要があります。 

 

 

○医療提供者には、医療を提供するに当たって

適切な説明を行い、患者又はその家族の理

解を得るよう努めることが求められています。 

 

          図表 6-1-1-1 医療安全相談件数の推移      （単位：件） 

 年度 H30 R1 R2 R3 R4 

 件数 785 811 703 817 865 

               （資料：岡山県医療推進課） 

 

         図表 6-1-1-2 医療相談の相談内容の推移      （単位：件） 

区  分 H30 R1 R2 R3 R4 

 診断・治療への不信等 76  134  133  209 302 

 職員の態度・言動 343  369  257  317 316 

 院内感染・医療事故等 44  16  27  21 19 

 その他医療法上の問題点 4  4  14  5 22 

 医師法上の問題点 5  2  7  5 7 

 診療報酬・自己負担等 37  48  67  75 85 

 その他 276  238  198  185 114 

   合  計 785  811  703  817 865 

        （資料：岡山県医療推進課） 
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（２）医療の安全確保対策 

現状 課題 

○医療法により、病院、診療所又は助産所の管

理者は、医療の安全を確保するための指針の

策定、従業者に対する研修の実施その他の医

療の安全を確保するための措置を講じなけれ

ばならないとされています。 

○病院が提供する医療サービスについて、公益

財団法人日本医療機能評価機構等が第三  

者の立場で行う「病院機能評価事業」が実  

施されており、45病院が評価を受けています。

（令和5（2023）年3月現在） 

○平成27（2015）年10月から、医療事故※が発

生した医療機関において院内調査を行い、そ

の調査報告を民間の第三者機関（医療事故

調査・支援センター）が収集・分析することで再

発防止につなげる「医療事故調査制度」が導

入されています。 

 

○医療機関等には、医療の安全を確保するた

めの取組を継続的かつ確実に実施し、患者

が安心して医療を受けることができるようにす

ることが求められています。 

 

○病院が提供する医療の質を高め、安全と信

頼を確保する上で、安全確保や倫理面、患

者への診療・ケアの実践状況等について、

第三者機関の客観的な評価を受け、必要な

改善等に取り組むことが有効です。 

○病院、診療所又は助産所の管理者は、医療

事故を未然に防ぐとともに、万一、発生した場

合は、医療事故調査制度に沿って、適切に

対応する必要があります。 

 

 

 

※ 医療事故 

病院、診療所又は助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると

疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして

厚生労働省令で定めるもの 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

医療安全相談体制

等 

 

 

 

 

○研修会や関係機関による連絡会議の開催等を通じ、医療安全相談に従

事する職員の資質向上を図り、適切な相談対応や助言につなげることに

より、患者・家族等の不安解消や、患者と医療機関との信頼関係の構築

を支援します。 

○すべての病院に相談窓口の設置と適切な運用を働きかけることにより、各

病院での患者や家族からの相談対応の充実を図ります。 

医療の安全確保対

策 

○保健所による定期的な立入検査等を通じ、医療機関の医療安全対策の

実施状況を把握し、必要に応じて助言を行うことにより、各医療機関に自

主的な取組を促します。 

○関係団体等と連携し、病院に対し医療安全対策に関する第三者評価の

受審やその結果の公表を促します。 

○病院、診療所又は助産所の管理者に対し、医療事故調査制度の周知

徹底を図り、万一の医療事故発生時の適切な対応を促します。 
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 ３ 数値目標   

 

項目 現状 
令和１１年度末目標 

（２０２９） 

病院における相談窓口設置割合  

 

 

147病院 92.5％ 

R5.3 

（2023） 

全病院100％ 

 

 

病院における第三者評価（（公財）日本医療機能

評価機構又はJCI）による認定病院割合 

 

28.3％（45病院） 

R5.3 

（2023） 

全病院の50％ 
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章名  ６ 医療提供体制の整備  

節名  １ 安全・安心な医療の提供  

 

２ 医療機能情報の提供  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○医療機能情報提供制度及び薬局機能情報

提供制度※により、病院等（病院、診療所、薬

局）から報告された病院等の機能等の情報が

WEBサイトで公表されています。 

○令和３年度の年間の報告率は、病院100％、

診療所99.8％、歯科診療所99.5％、助産所

100％、薬局97％となっています。 

  （令和４（２０２２）年３月３１日現在） 

○医療を受ける者による医療機関等の適切

な選択に必要な情報について、医療機関・

薬局から確実に報告を受け、広く県民に情報

発信する必要があります。 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

医療機能及び薬局

機能の情報提供 

○医療機関・薬局に対し、医療機能情報提供制度及び薬局機能情報提

供制度の周知徹底を図り、その有する機能等の確実な報告を求めて、

WEBサイトで公表することにより、医療を受ける者による医療機関や薬局

の適切な選択につなげます。 

 

※ 医療機能情報提供制度及び薬局機能情報提供制度 

 病院、診療所、助産所及び薬局の管理者には、医療を受ける者による医療機関等の

適切な選択を支援するために必要な情報を県へ報告するとともに、自らの病院等で閲

覧に供することが義務付けられており、県はその情報を公表しなければなりません。 

   公表項目は、管理及び運営に関する事項、提供サービスや医療連携体制に関する

事項、医療の実績等に関する事項に分類され、病院 58項目、一般診療所 53項目、

歯科診療所 36項目、助産所 28項目、薬局41項目を定めています。 
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章名  ６ 医療提供体制の整備  

節名  ２ 医薬分業の定着支援  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）処方箋応需体制の整備 

現状 課題 

○薬局は医療提供施設として位置づけられてお

り、開局時間以外でも調剤を行うことができる

体制が求められています。 

○令 和 ５（２０２３）年 １月 から、電 子 処 方 箋 管

理 サービスの運 用 が開 始 されています。 

 

○医師・歯科医師が安心して処方箋を発行し、

患者が安心して調剤を受けられるよう、処方

箋受入体制の整備に努める必要があります。 

○電 子 処 方 箋 に対 応 している医 療 機 関 等 は

まだ少 なく、普 及 拡 大 が課 題 となっていま

す。 

 

 （２）かかりつけ薬局の定着化 

現状 課題 

○病院、診療所の周辺に位置する薬局（いわゆ

る門前薬局）が多く見受けられ、患者の服薬

情報の一元的な把握などの機能が必ずしも発

揮できていない状況です。 

〇院内投薬に比べて薬局調剤の患者負担が大

きく、それに見合うサービスの向上や分業の効

果などが実感できていないと指摘 されていま

す。 

 

 

○かかりつけ薬局 ※1を持つことのメリットについ

て、県民に理解を深めてもらう必要がありま

す。 

〇薬局の休日・夜間対応、在宅対応の体制を

整えるとともに、地域の医療機関や訪問看護

ステーション等の多職種・他機関との連携を

積極的に行っていく必要があります。 

 

 

 

                                                                               

（３）認定薬局の育成 

現状 課題 

○令和３（２０２１）年８月から、特定の機能を有

する薬局を地域連携薬局及び専門医療機関

連携薬局※２として認定する制度が開始されま

した。 

○地 域 連 携 薬 局 及 び専 門 医 療 機 関 連 携

薬 局 の認 知 度 の向 上 と医 療 機 関 等 との

連 携 の強 化 が課 題 となっています。 
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 ※１ かかりつけ薬局 

  複数の医療機関が発行した処方箋の調剤や服薬指導、その患者の薬歴管理が一

元的に行われ、地域住民が信頼して医薬品について相談できる機能を持った薬局のこ

とです。メリットとしては、薬剤師が薬歴管理や服薬指導を行うことにより、薬物療法の有

効性と安全性が向上すること、また、医師・歯科医師と薬剤師で相互に確認が行われ

ることにより、投与薬剤間の相互作用、重複投与等が未然に防止できることや、効能・

効果、副作用等に関する情報の交換を通じて、より安全性の高い薬の投与が期待でき

ることなどが挙げられます。 

   

 ※２ 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局 

   地 域 連 携 薬 局 は、外 来 受 診 時 だけではなく、在 宅 医 療 への対 応 や入 退 院 時

を含 め、他 の医 療 提 供 施 設 との服 薬 情 報 の一 元 的 ・継 続 的 な情 報 連 携 に対 応

できる薬 局 です。専 門 医 療 機 関 連 携 薬 局 は、がん等 の専 門 的 な薬 学 管 理 が必

要 な患 者 に対 して、がん診 療 連 携 拠 点 病 院 等 との密 な連 携 を行 いつつ、より高

度 な薬 学 管 理 や、高 い専 門 性 が求 められる特 殊 な調 剤 に対 応 できる薬 局 です。

県内における令和５（２０２３）年３月末時点の認定数は、地域連携薬局４６件、専門医

療機関連携薬局２件となっており、WEBサイトで公表しています。 

 

 

（４）効果的な普及啓発の実施 

現状 課題 

○お薬手帳※をまだ持っていない、又は複数

冊持っている場合には、適切な薬学的管

理・指導ができないおそれがあります。 

 

○より安全な薬物療法を進めるため、お薬手帳

の重要性を普及啓発する必要があります。 

〇お薬手帳の一冊化・集約化などの取組を行う

必要があります。 

 

  ※ お薬手帳 

  お薬手帳は、処方された薬の名前や用法・用量などの記録（薬歴といいます）を残す

ための手帳です。病院等で受診する場合や薬局で調剤してもらう場合などにお薬手帳

を提示することで、投与薬剤間の相互作用、重複投与等を確認することができ、適切

な医療を受けることができます。電子版お薬手帳は、長期の服用歴管理が可能で、携

帯性が高く、忘れにくいなどのメリットがあり、電子処方箋管理サービスのお薬のデータを

表示することもできます。 
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（５）地域の実情に応じた医薬分業の推進 

現状 課題 

○処方箋受取率※は、全国平均75.3％に比

べ67.5％と低く、特に県南地域で低い状況

にあります。 

 （図表6-2-1-2） 

○地域の実情に応じた医薬分業を進める必要 

があります。 

 

 

 

図表 6-2-1-1 処方箋枚数の推移                                    （単位：千枚） 

年度 
昭和４９ 

(１９７４) 
昭和６０ 

(１９８５) 
平成１０ 

(１９９８) 
平成２９ 

(２０１７) 
平成３０ 

(２０１８) 
令和元 

(２０１９) 
令和２ 

(２０２０) 
令和３ 

(２０２１) 

岡山県 １６８ １，９００ ５，５７２ １１，２７９ １１，２６３ １１，３７８ １０，２８０ １０，５９７ 

全 国 ７，３００ １１０，７０１ ４００，０６１ ８０３，８５６ ８１２，２８９ ８１８，０２６ ７３１，１５６ ７７１，４３３ 

（資料：岡山県薬剤師会、日本薬剤師会） 

 

図表 6-2-1-2 処方箋受取率の推移                （単位：％） 

年  度 
平成２９ 

(２０１７) 

平成３０ 

(２０１８) 

令和元 

(２０１９) 

令和２ 

(２０２０) 

令和３ 

(２０２１) 

二 
次 
保 
健 
医 
療 
圏 

県南東部      ６２．８ ６４．１ ６５．７ ６７．４ ６７．４ 

県南西部      ５６．６ ５７．３ ５８．２ ５８．５ ５８．８ 

高梁・新見      ７５．９ ７６．４ ７６．９ ７６．６ ７６．５ 

真  庭 ７１．４ ７１．１ ７２．１ ７１．３ ７１．２ 

津山・英田      ７９．４ ８０．４ ８１．３ ８２．５ ８２．２ 

岡 山 県       ６４．９ ６５．８ ６７．０ ６７．６ ６７．５ 

全 国       ７２．８ ７４．０ ７４．９ ７５．５ ７５．３ 

（資料：岡山県医薬安全課、長寿社会課、日本薬剤師会） 

（注）二次保健医療圏の数値は、国保分のみです。 

 

 ※ 処方箋受取率 

  病院・診療所の外来患者のうち、投薬の対象となる患者に対し、実際に保険薬局で調

剤を受けた割合をもって受取率とするものです。 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

処方箋応需体制の

整備・充実 

〇薬局における医薬品の備蓄や医薬品情報の収集・提供、休日・夜間の

処方箋応需などの体制の整備・充実を支援します。 
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かかりつけ薬局の定

着化 

○岡山県薬剤師会と連携して、薬局におけるかかりつけ機能の充実化を

図るとともに、県民への普及・定着に努めます。 

 

認定薬局の育成 ○地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局のない地域の未認定薬局

に対し、積極的な認定取得を働きかけるとともに、県民への普及・定着

に努めます。 

効果的な普及啓発

の実施 

 

 

 

○かかりつけ薬局のメリットが県民に正しく理解されるよう「薬と健康の週間」

（１０月１７日～２３日）事業や新聞、ラジオ、テレビ等の広報媒体などあ

らゆる機会を活用し、積極的な啓発活動に取り組みます。 

○お薬手帳（電子版を含む）の重要性・有益性について広く周知するととも

に、医療機関・薬局間におけるより安全な薬物療法の推進に努めます。 

地域の実情に応じ

た医薬分業の推進 

○地域における医師会、歯科医師会及び薬剤師会など関係者と連携し、

 地域の実情に応じた医薬分業を推進します。 

 

 

 ３ 数値目標         

 

項目 現状 
令和１１年度末目標 

（２０２９） 

処方箋受取率 

 

 

６７．５％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

７０．０％ 
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章名  6 医療提供体制の整備 

節名  3 外来医療に係る医療提供体制の確保  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○外来医師偏在指標※によれば、県内では県南

東部、県南西部の各保健医療圏が外来医師

多数区域となっており、また、無床診療所の開

設状況に、地域的な偏りが見られます。 

○診療所の診療科の専門分化が進む一方、地

域によって、軽度の救急患者に対する夜間及

び休日等の初期救急医療や在宅医療、産業

医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る外

来医療機能の不足が生じています。 

○さらなる高齢化によって需要が高まる在宅医

療の充実や放射線装置等、CTやMRI等、医療

機器の共同利用等の仕組みづくりが個々の医

療機関の自主的な取組に委ねられています。 

○患者が医療機関を選択するにあたり、外来

機能の情報が十分得られず、また、大病院

等、一部の医療機関に外来患者が集中し、

患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負

担等の課題が生じています。 

○新たに開業しようとする医療関係者等に対

し、外来医師の偏在状況など、外来医療提

供体制の現状に関する情報を提供し、適切

な経営判断を促す必要があります。 

○新たに開業しようとする医療関係者等に対

し、地域で不足する外来医療機能の確保に

ついて、協力を求める必要があります。 

 

 

○地域での外来医療の提供が効果的かつ効

率的に行われるよう、医療機関相互の連携を

促す必要があります。 

 

○専門的治療の提供など、医療機関が地域で

担う外来医療機能を明確化し、住民に周知

することにより、患者の流れを円滑化する必

要があります。 

 

※ 外来医師偏在指標 

外来医療機能の偏在等の可視化に当たっては、外来医療のサービスの提供主体が医師であ

ることから、医師数に基づく指標（以下「外来医師偏在指標」という。）を算出します。具体的に

は、医療需要（ニーズ）及び人口構成とその変化、患者の流出入等、へき地等の地理的条件、

医師の性別・年齢分布、医師偏在の種別（区域、入院／外来）の５つの要素を勘案した人口１０

万人対診療所医師数を用います。外来医師偏在指標の値が、全国の二次医療圏の中で上位

33.3％に該当する二次医療圏を外来医師多数区域として設定します。 
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図表 6-3-1-1 外来医師偏在指標【国の算定結果】 

 

○県内各二次医療圏における外来医師偏在指標は、次のとおりとなっています。 

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 

138.2 113.8 107.7 106.2 106.4 

   全国上位１／３  107.8 

 

（資料：厚生労働省「外来医師偏在指標」）  

 

図表 6-3-1-2 外来医師偏在指標【国の算定結果】 

 

（資料：厚生労働省「外来医師偏在指標」）  

 

○外来医師偏在指標の算定方法（概要） 

 

 

 

 

                  ＝ 

 

 

 

 

 

全国 00 全国 00全国 112.2 107,226 1,266.5 1.000 75.5%

都道府県 33 岡山県 33岡山県 124.6 1,717 18.9 1.027 70.9%

二次医療圏 33 岡山県 3301県南東部 138.2 967 9.1 1.007 75.1%

二次医療圏 33 岡山県 3302県南西部 113.8 554 7.1 1.017 67.7%

二次医療圏 33 岡山県 3303高梁・新見 107.7 30 0.6 1.185 49.7%

二次医療圏 33 岡山県 3304真庭 106.2 31 0.5 1.153 58.4%

二次医療圏 33 岡山県 3305津山・英田 106.4 135 1.8 1.085 70.3%

標準化外来

受療率比

診療所外来

患者数割合
圏域区分 都道府県名 圏域名

外来医師偏在

指標

標準化診療所

従事医師数

（人）

2021年1月1日

時点人口

（10万人）

 

                     

 

 

 

 

 

（※1）標準化診療所医師数：性・年齢階級別の医師の平均労働時間を基に、地域内の診療所医師数を再計算したもの  

（※2）標準化受療率比：性・年齢階級別の全国受療率等を基に、地域内で期待される外来受療者の割合  

（※3）外来診療所患者対応割合：診療所と病院の外来延べ患者数に対する診療所の外来延べ患者数の割合  

Ａ地域の 
外来医師偏在指標  

Ａ地域の標準化診療所医師数（※1） 

（Ａ地域の人口／10 万）×Ａ地域の標準化受療率比（※2） 
×Ａ地域の診療所の外来患者対応割合（※3） 
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図表 6-3-1-3 市町村別診療所従事医師数   図表 6-3-1-4 市町村別一般診療所数  

（資料：厚生労働省「令和2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師調査」、「令和3（2021）年医療施設

調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健医療圏別 市町村別 診療所数 人口10万対

岡山市 700 97.0

玉野市 49 88.3

備前市 33 104.6

瀬戸内市 28 78.3

赤磐市 34 80.3

和気町 12 89.3

吉備中央町 12 112.6

小計 868 95.3

倉敷市 347 73.3

笠岡市 41 90.7

井原市 31 81.7

総社市 47 67.7

浅口市 17 52.4

早島町 10 80.8

里庄町 5 45.9

矢掛町 8 60.4

小計 506 72.8

高梁市 32 113.0

新見市 29 105.6

小計 61 109.3

真庭市 41 97.6

新庄村 1 126.9

小計 42 98.1

津山市 95 95.9

美作市 25 97.8

鏡野町 11 92.4

勝央町 7 65.0

奈義町 5 91.0

西粟倉村 1 72.6

久米南町 4 90.0

美咲町 11 85.8

小計 159 92.8

1,636 87.2県　計

県南東部

保健医療圏

県南西部

保健医療圏

高梁・新見

保健医療圏

真庭

保健医療圏

津山・英田

保健医療圏

保健医療圏別 市町村別 診療所従事医師数 人口10万対

岡山市 847 117.6

玉野市 42 73.9

備前市 22 68.2

瀬戸内市 27 75.5

赤磐市 30 70.7

和気町 5 37.2

吉備中央町 5 47.1

小計 978 107.3

倉敷市 399 84.0

笠岡市 25 53.9

井原市 30 78.0

総社市 58 84.8

浅口市 18 54.9

早島町 12 95.4

里庄町 4 36.5

矢掛町 8 60.2

小計 554 79.4

高梁市 17 58.4

新見市 14 50.4

小計 31 54.5

真庭市 32 75.4

新庄村 0 0.0

小計 32 74.0

津山市 95 95.3

美作市 20 78.0

鏡野町 6 50.1

勝央町 3 27.4

奈義町 7 126.5

西粟倉村 0 0.0

久米南町 2 44.8

美咲町 4 30.8

小計 137 79.4

1,732 92.0県　計

県南東部

保健医療圏

県南西部

保健医療圏

高梁・新見

保健医療圏

真庭

保健医療圏

津山・英田

保健医療圏
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図表 6-3-1-5 市町村別の医療機器・設備の保有状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和4年度外来機能報告） 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

外来医療に係る医

療提供体制の確保 

 

○新たに開業しようとする医療関係者等に対し、外来医師の偏在状況や医

療機器の設置状況など、地域の外来医療提供体制の現状に関する情

報を提供し、適切な経営判断を促すとともに、地域で不足する外来医療

機能の確保への協力を求め、必要な外来医療機能の確保を図ります。 

○地域医療構想調整会議等の協議の場を活用し、不足する外来医療機

能の確保や医療機器等の共同利用など、外来医療に関する地域課題に

ついての協議を深め、地域の外来医療提供体制の充実を図ります。 

○健康に関することをなんでも相談でき、必要な時には専門医療機関を紹

介してくれる「かかりつけ医」の普及を図ります。また、専門的な医療の提

供を地域で基幹的に担う「紹介受診重点医療機関」を明確化し、患者

が症状に応じて適切に医療を受けられる環境を整えます。 

保健医療圏別 市町村別

マルチ

スライ

スＣＴ

64列以

上

マルチ

スライ

スＣＴ

16列以

上64列

未満

マルチ

スライ

スＣＴ

16列未

満

その他

のＣＴ

（多列

検出器

ＣＴ以

外のＣ

Ｔ）

ＭＲＩ

3テス

ラ以上

ＭＲＩ

1.5テ

スラ以

上3テ

スラ未

満

ＭＲＩ

1.5テ

スラ未

満

血管連

続撮影

装置

ＳＰＥ

ＣＴ

ＰＥＴ ＰＥＴ

ＣＴ

ＰＥＴ

ＭＲＩ

ガンマ

ナイフ

サイ

バーナ

イフ

強度変

調放射

線治療

器

遠隔操

作式密

封小線

源治療

装置

内視鏡

手術用

支援機

器（ダ

ヴィン

チ）

岡山市 40 33 8 4 16 18 2 46 13 0 3 0 1 1 7 1 4

玉野市 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備前市 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赤磐市 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和気町 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉備中央町 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 46 42 8 6 16 27 3 47 13 0 3 0 1 1 7 1 4

倉敷市 23 17 6 0 9 17 1 20 8 0 4 0 0 0 6 2 5

笠岡市 3 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

井原市 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

早島町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

里庄町 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

矢掛町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 32 23 9 0 10 23 4 23 8 0 4 0 0 0 6 2 5

高梁市 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 1 7 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

真庭市 3 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新庄村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 3 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

津山市 5 5 0 0 1 3 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1

美作市 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

鏡野町 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勝央町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

奈義町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

西粟倉村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

久米南町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

美咲町 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

小計 8 9 0 1 1 4 2 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1

90 85 17 7 28 59 11 77 22 0 8 0 1 1 14 3 10県　計

県南東部

保健医療圏

県南西部

保健医療圏

高梁・新見

保健医療圏

真庭

保健医療圏

津山・英田

保健医療圏
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

１ がんの医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）予防対策 

現状 課題 

○がんの罹患数（令和元 (2019)年）は、男性 

9,110人、女性6,617人、計15,727人です。

また、がんの罹患数を部位別にみると、男性では

胃がんが最も多く、女性では乳がんが最も多く

なっています。（図表7-1-1-1、図表7-1-1-2） 

○令和4(2022)年のがんによる死亡数は、5,715

人で、死亡総数に占める割合は、 23.0％ 

(全国24.6％）と、昭和57(1982)年以降、死

亡原因の第1位です。（図表7-1-1-3、図表

7-1-1-4） 

○がんの死亡数(令和4(2022)年)を部位別にみ

ると、男性では肺がんが最も多く、女性では大腸

がんが最も多くなっています。（図表7-1-1-5） 

○がんと関連する生活習慣として、食生活では

食塩摂取量は、日本人の食事摂取基準の目

標量よりも多く摂取している者の割合が男性

で、87.9％ 女性で87％と高くなっていました。

野菜の摂取についても野菜の目標量（１日

350ｇ）以上の割合は、男性で18.2％ 女性で

17.7％と低くなっています。 

○発がんに大きく寄与するウイルスや細菌として

は、子宮頸がんと関連するヒトパピローマウイル

ス、肝がんと関連する肝炎ウイルス、ＡＬＴ（成

人Ｔ細胞白血病）と関連するヒトＴ細胞白血病

1型、胃がんと関連するヘリコバクター・ピロリ等

があります。 

○子宮頸がん予防のため、市町村が、予防接種法

に基づいて、ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）感

染症の定期の予防接種を実施しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○肺がんをはじめ、種々のがんの原因となるたば

こについて、喫煙率の低下や受動喫煙の防

止をさらに進める必要があります。 

○食塩摂取量については、成人男性 7.5ｇ未

満、成人女性6.5ｇ未満を満たしていない者

の割合が高い状況であり、野菜の摂取につい

ても１日の摂取目標である350ｇに届いていな

い状況であることから、食生活の改善に関す

る普及啓発が必要です。 

 

○ウイルスや細菌の感染と関連するがんにつ

いて理解が深まるよう、正しい知識の普及

啓発が必要です。  

 

 

 

○長期間、接種勧奨が差控えられていたＨＰ

Ｖワクチンについて、接種率の向上を図る

必要があります。  
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（２）早期発見 

現状 課題 

○年齢別のがん罹患状況では、肺がん、胃がん

などでは50歳代～60歳代以降に発症する傾

向があるのに対して、子宮がんは20歳代から、

乳がんは40歳代から罹患が増えています。

（図表7-1-1-6、図表7-1-1-7） 

○がん検診の受診率は、胃がん・肺がん・大腸が

ん・子宮頸がん・乳がんの各検診とも全国と比

較して高くなっていますが、目標とする60％に

は届かない状況です。（図表7-1-1-8）  

○がん検診を受けない理由は、「受ける時間が 

ないから」、「健康状態に自信があり、必要性を

感じないから」、「心配なときはいつでも医療機

関を受診できるから」というものが上位を占めて

います。 （令和元(2019)年7月がん対策に関

する世論調査） 

 

 

 

 

 

○がん検診の受診率が目標に達していないた

め、市町村や関係団体等と連携し、効果的

な受診勧奨や普及啓発を行う必要がありま

す。 

 

 図表 7-1-1-1 岡山県におけるがんの罹患数の推移               （単位 ：人 ）  

区分  
 

平成26年 
( 2014)  

平成27年 
( 2015)  

平成28年 
( 2016)  

平成29年 
( 2017)  

平成30年 
( 2018)  

令和元年 
( 2019)  

罹患数  15，344 14，079 15，109 15，207 15，224 15，727 

（資料：岡山県医療推進課「岡山県におけるがん登録  2019(令和元年)」） 

 

 

図表 7-1-1-2 がんの部位別罹患数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「岡山県におけるがん登録  2019(令和元年)」） 

 

胃

1,434人

16%

肺

1,409人

15%

前立腺

1,393人

15%
大腸

1,346人

15%

肝臓

447人

5%

悪性リンパ腫

358人

4%

腎など

354人

4%

食道

350人

4%

膵臓

316人

3%

膀胱

271人

3%

その他

1,432人

16%

男性

（９，１１０人）

乳房

1,394人

21%

大腸

1,041人

16%

胃

688人

10%

肺

614人

9%

子宮

406人

6%
膵臓

367人

6%

悪性リンパ腫

284人

4%

甲状腺

231人

4%

肝臓

225人

3%

皮膚

212人

3%

その他

1,155人

18%

女性

（６，６１７人）
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図表 7-1-1-3 岡山県におけるがんの死亡数の推移                （単位 ：人 ）  

区分  
 

平成29年 
( 2017)  

平成30年 
( 2018)  

令和元年 
( 2019)  

令和2年 
( 2020)  

令和3年 
( 2021)  

令和4年 
( 2022)  

死亡数  5，569 5，679 5，691 5，665 5，675 5，715 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

 

図表 7-1-1-4 死亡数及び割合（令和４（2022）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

 

図表 7-1-1-5 がんの部位別死亡数及び割合（令和４（2022）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

悪性新生物

5,715人

23.0%

心疾患

3,868人

15.5%

脳血管疾患

1,632人

6.6%肺炎

1,307人

5.2%

その他

12,379人

49.7%

岡山県の死亡数

24,901人

悪性新生物

385,797人

24.6%

心疾患

232,964人

14.8%
脳血管疾患

107,481人

6.9%肺炎

74,013人

4.7%

その他

768,795人

49.0%

全国の死亡数

1,569,050人

肺

809人

25.2%

胃

383人

11.9%

大腸

355人

11.0%

膵臓

317人

9.9%

肝臓

251人

7.8%

前立腺

170人

5.3%

食道

130人

4.0%

胆嚢・胆道

129人

4.0%

悪性リンパ腫

102人

3.2%

膀胱

92人

2.9%
その他

474人

14.8%

岡山県の男性の

がんの死亡数

3,212人

肺

53,750人

24.1%

大腸

28,099人

12.6%

胃

26,455人

11.9%

膵臓

19,608人

8.8%

肝臓

15,717人

7.0%

前立腺

13,439人

6.0%

胆嚢・胆道

9,470人

4.2%

食道

8,790人

3.9%

悪性リンパ腫

7,826人

3.5%

膀胱

6,388人

2.9%
その他

33,749人

15.1%

全国の男性の

がんの死亡数

223,291人
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

図表 7-1-1-6 男性の年齢階級別がんの罹患率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「岡山県におけるがん登録 2019(令和元年)」） 

 

 

図表 7-1-1-7 女性の年齢階級別がんの罹患率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「岡山県におけるがん登録 2019(令和元年)」  
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(人口10万対)

大腸

胃

肺

肝臓

前立腺
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(人口10万対)

大腸

胃

肺

膵臓

乳房

子宮

大腸

348人

13.9%

膵臓

330人

13.2%

肺

306人

12.2%

乳房

236人

9.4%

胃

215人

8.6%
胆嚢・胆道

143人

5.7%

悪性リンパ腫

136人

5.5%

肝臓

133人

5.3%

子宮

97人

3.9%

卵巣

83人

3.3%

その他

476人

19.0%

岡山県の女性の

がんの死亡数

2,503人

大腸

24,989人

15.4%

肺

22,913人

14.1%

膵臓

19,860人

12.2%
乳房

15,912人

9.8%

胃

14,256人

8.8%
胆嚢・胆道

8,286人

5.1%

肝臓

7,903人

4.9%

子宮

7,157人

4.4%

悪性リンパ腫

6,405人

3.9%

卵巣

5,182人

3.2%
その他

29,643人

18.2%

全国の女性の

がんの死亡数

162,506人
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図表 7-1-1-8 がん検診の受診率 

 

（資料：厚生労働省「令和４（2022）年国民生活基礎調査」） 

 

図表 7-1-1-9 子宮頸がん予防ワクチンの接種者数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

（３）診断・治療に関する医療水準の向上  

現状 課題 

○がん診療連携拠点病院※1の県拠点（県がん

診療連携拠点病院）として岡山大学病院が、

地域拠点（地域がん診療連携拠点病院）とし

て、岡山済生会総合病院、岡山赤十字病

院、(独 )国立病院機構岡山医療センター、倉

敷中央病院、川崎医科大学附属病院、津山

中央病院の６病院が、国の指定を受けていま

す。また、地域がん診療病院※2として高梁中

○最新の診療ガイドラインに沿ったがん医療が

地域の多くの医療機関で提供されるよう、が

ん診療連携拠点病院は、地域の医療関係

者に対する情報提供等の取組が必要です。 
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央病院、金田病院が指定を受けています。 

○県独自にがん診療連携推進病院※3として、

(独)労働者健康安全機構岡山労災病院、岡

山市立市民病院、川崎医科大学総合医療セ

ンター、倉敷成人病センターの4病院を認

定しています。 （図表 7-1-1-10 、図表

7-1-1-11） 

○がんゲノム中核医療拠点病院※4として、岡山

大学病院が国の指定を受けています。 

○がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院

及びがん診療連携推進病院（以下「拠点病

院等」という。）は、それぞれの地域のが

ん医療の均てん化を図っています。また、

拠点病院等や県では、緩和ケア研修会を開

催し、緩和ケアに携わる医師の増加と資質向

上を図っています。 

○県がん診療連携拠点病院に設置された岡山

県がん診療連携協議会※5（以下「連携協議

会」という。）において、地域がん診療連携拠点

病院、地域がん診療病院、がん診療連携推

進病院が参加し、がん診療の質の向上及びが

ん医療の連携協力体制構築を目的に情報交

換が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○緩和ケア研修会を修了した医師は、確実に

増えていますが、緩和ケアチームの有無や介

入状況などにより、施設間で緩和ケアの提供

状況に差が生じています。また、精神症状の

緩和に対する医師の苦手意識や、患者がつ

らい症状を主治医に伝えられないことなどの

課題もあります。 

○連携協議会において、地域の医療機関との

連携のあり方や情報共有も含めた課題につ

いて協議を行い、地域で適切な医療が提供

される必要があります。 

○感染症の発生・まん延時や災害時において

も、適切ながん医療を提供する必要がありま

す。 

 

 ※１ がん診療連携拠点病院 

   国(厚生労働大臣)が指定する病院であり、がんについて、手術、放射線療法及び薬物療法

を効果的に組み合わせた集学的治療や緩和ケアを提供すること、相談支援センターを設置す

ることなどが義務付けられています。 

 ※２ 地域がん診療病院 

     がん診療連携拠点病院が無い地域（がん医療圏）に国(厚生労働大臣 )が指定する病院で

あり、隣接する地域のがん診療連携拠点病院のグループとして指定され、拠点病院と連携し

つつ、専門的ながん医療の提供、相談支援や情報提供などの役割を担っています。 

 ※３ がん診療連携推進病院 

     国が指定するがん診療連携拠点病院に準じる病院として、県が認定する病院であり、がん

診療の中核的な役割を担っています。 

※４ がんゲノム医療中核拠点病院  

    ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けられる体制を

構築するため、国(厚生労働大臣)が全国に13箇所指定しています。 
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 ※５ 岡山県がん診療連携協議会 

   県がん診療連携拠点病院が、がん医療の均てん化や、がん診療の連携協力体制の構築を

目的に設置する協議会です。この協議会には、がん相談支援、がん看護、緩和ケア、がん登

録などの部会があります。  

 

図表 7-1-1-10 岡山県のがん医療体制 

県・地域がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院・がん診療連携推進病院  

（令和 5（2023）年 4 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課） 

  

県がん診療連携拠点病院

地域がん診療連携拠点病院

がん診療連携推進病院

岡山大学病院

津山中央病院

岡山医療センター

岡山済生会総合病院

岡山赤十字病院

川崎医科大学総合医療センター

岡山市立市民病院

岡山労災病院

金田病院

倉敷成人病センター

川崎医科大学附属病院

倉敷中央病院
地域がん診療病院

高梁中央病院

（ｸﾞﾙｰﾌﾟ指定先：岡山医療センター、津山中央病院）

（ｸﾞﾙｰﾌﾟ指定先：川崎医大病院、岡山大学病院）

真庭がん医療圏
津山・英田がん医療圏

高梁・新見がん医療圏

県南西部がん医療圏

県南東部がん医療圏
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図表 7-1-1-11 岡山県が目指すがんの医療連携体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課） 

・手術、放射線療法、薬物療法を組み合わせた集学的治療

・がんと診断された時からの緩和ケア、緩和ケアチームに

よる専門的な緩和ケア

・がん相談支援センターの設置

・院内がん登録

・地域連携支援

・研修会の開催

・がん診療に携わる医療従事者の人材育成

・がん診療連携協議会
・院内がん登録 など

がん診療連携拠点病院 地域がん診療病院

グループ指定・支援

在宅での療養生活

在宅サービス
提供事業者
・訪問看護

・訪問介護

・訪問リハビリ

・通所介護 など

薬局
緩和ケア等の在宅療

養に用いる薬剤の供

給と調剤など

相
談

情
報

紹介・転院・退院時の連携

紹介・転院・退院時の連携

発
見
・
精
密

検
査
受
診 受

診

処
方

サービスの

提供予防・早期発見
・健康おかやま21の推進

・検診受診率の向上

緩和ケア

時 間 の 流 れ

発
見
・
精
密
検
査
受
診

連携

訪
問
診
療
・
在
宅
療
養
支
援

連
携

紹介・転院・

退院時の連携

連
携

がん診療を実施する医療機関

・精密検査や確定診断

・診療ガイドラインに準じた診療

・喪失した機能のリハビリテーション

・治療の初期段階からの緩和ケア

・専門治療後の経過観察

・院内がん登録 など

医

療

機

能
かかりつけ医療機関・歯科医（歯科往診サポートセンター）

・予防のための生活指導

・一次検診

・精密検査や確定診断

・がん登録

・退院後の患者の経過観察

・患者の意向を踏まえた、在宅等の生活の場での療養支援

・在宅緩和ケア

・口腔機能の低下・誤嚥性肺炎予防、訪問歯科診療 など

服
薬
指
導

連
携

（がん診療連携拠点病院に準じる病院として、がん診療の中核的な役割を担う）

・５大がんのうち診療するがんについて、集学的治療及び緩和ケアの提供

・がん医療連携、院内がん登録、がん相談支援等の実施 など

がん診療連携推進病院

【国指定】

【県認定】

がん治療
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（４）患者・家族への支援 

現状 課題 

○拠点病院等には、がん相談支援センターが設

置され、がん患者及びその家族からの相談を

受けています。 

 

 

 

○県内のがん患者団体も、研修会や講習会の

開催、がんサロンの運営、ピア・サポート※１活動

等、様々なサポート活動を行っています。 

○県ホームページ「岡山がんサポート情報」（がん

患者支援情報提供サイト）で、がんの診断・治

療から療養生活まで幅広く情報を提供してい

ます。 

○がんと診断された後の就労状況について「影

響があった」方が、自営業者で約50％、自営

業以外で約34％います。  （令和5(2023)年

度就労・療養に関するアンケート調査） 

○がんは小児・AYA世代※２の病死の主な原因

の１つであり、多種多様ながん種を多く含むこと

や成長発達の過程においても、乳幼児から小

児期、活動性の高い思春期・若年成人世代と

いった特徴あるライフステージで発症することか

ら、成人の希少がんと異なる対策が求められて

います。 

○本県では、小児がん連携病院である岡山大学

病院、(独)国立病院機構岡山医療センター、

倉敷中央病院が、広島大学病院（小児がん

拠点病院）を中心とした小児がん中国・四国ネ

ットワーク※３に参加しています。 

○高齢のがん患者は、複数の慢性疾患を有して

いる場合や、介護事業所等に入所している場

合があります。 

 

○相談内容が就労や経済面等、多岐にわたる

ため、相談対応の質の向上を図る必要があり

ます。 

○小児がん患者とその家族にとって、相談する

場やセカンドオピニオンへの対応は不足してい

る状況です。 

○がん患者団体は小規模な団体が多いため、

その地道な活動を継続するための支援を行う

必要があります。 

 

 

 

 

○がん患者が安心して治療と仕事の両立を図

るためには、社会や職場の理解が必要です。 

 

 

○各ライフステージやがん種に応じたがん対策

が求められています。当事者や関係者の意

見を聞きながら、課題解決に向けた取組を行

う必要があります。 

 

 

 

○小児がんの患者・家族は、支援施策の情報

が十分に提供されていないことや、闘病中の

教育の確保、妊孕性温存※４など様々な課題

を抱えており、解決に向けた取組を行う必要

があります。 

○高齢のがん患者が、それぞれの状況に応じ

た、適切な支援が受けられるよう、拠点病院

等は、かかりつけ医等との連携体制の整備が

必要です。 

 

※１ ピア・サポート 

患者・経験者やその家族がピア（仲間）として体験を共有し、ともに考えることで、患者や家族  

等を支援することです。     
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※２ ＡＹＡ世代  

    Adolescent and Young Adult の略語で、「思春期・若年成人世代」の意味で使われます。

一般的には15歳から39歳までとされています。 

※３ 小児がん中国・四国ネットワーク 

    広島大学病院（拠点病院）を中心に中国・四国ブロック内の小児がん診療病院（連携病

院）間でネットワークを形成し、診療連携と人材育成の観点からさまざまな協力・連携体制を構

築しています。 

※４ 妊孕性温存  

   薬物療法や放射線療法は、がん患者の生殖機能に障害をもたらす可能性があり、子

どもを持つ機会を失うおそれがあるため、がん治療を開始する前に精子や卵子等を凍結

し、保存しておくことです。  

 

（５）がん登録 

現状 課題 

○平成28（2016）年1月に全国がん登録が開始

され、診断症例の届出件数は増加してきてい

ます。 

○登録情報について、高い精度を維持すること

が必要です。 

  

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

第4次岡山県がん対

策推進計画（計画期

間：令和6（2024）年

～令 和 11 （ 2029 ）

年） 

 

○平成20(2008)年度に第1次がん対策推進計画を策定して以降、がん対

策を総合的に推進してきたところです。令和6年度からは、「がん予防・が

ん検診の充実等による罹患率・死亡率の減少」、「切れ目のない医療提

供体制の整備、全てのがん患者とその家族等の苦痛の軽減並びに療養

生活の質（ＱＯＬ）の維持向上」及び「がんになっても安心して生活し、がん

とともに自分らしく生きることのできる地域共生社会の実現」を全体目標と

する第4次がん対策推進計画に基づき、県、医療関係者、関係団体等

が一体となって、着実にがん対策を推進します。 

予防対策 

 

○市町村・関係機関・団体と協働して、たばこ対策の推進、感染症対策の

推進、生活習慣の改善に取り組みます。 

○ウイルスや細菌の感染と関連するがんについて理解が深まるよう、正しい

知識の普及啓発を行います。 

〇子宮頸がん予防ワクチンの正確な情報を広め、ワクチンの積極的勧奨の

差控えにより接種機会を逃した方を含めた対象者に対して、接種の機会

を逃すことのないよう普及啓発を行います。 

早期発見 

 

 

○がんの早期発見・早期治療に結びつくよう、がん検診の必要性について

市町村、関係団体と協働して効果的な普及啓発や受診勧奨を行いま

す。また、要精密検査対象者の精密検診受診についても、必要性につい
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ての普及啓発を行うとともに、市町村、精密検診機関からの受診勧奨が

強力になされるよう働きかけます。 

○生活習慣病検診等管理指導協議会の各部会において、引き続き全市

町村が、がん検診チェックリストを用いた精度管理を行うなど、質の高い

検診体制の充実を図ります。 

○休日・夜間検診の実施や複数検診の同時実施など、市町村と連携して

受診しやすい検診体制を整備します。 

○地域保健と職域保健との連携を図り、地域、職域を問わずがん検診の受

診が可能となるような検診体制づくりを検討するなど、受診しやすい環境

を整備します。 

○子宮頸がん及び乳がんについては、若い世代も含めたがん検診の受診促

進を図ります。 

診断・治療に関する

医療水準の向上 

 

 

 

 

 

 

 

○最新の診療ガイドラインに関して医療従事者に対して行う研修会や

合同カンファレンスの開催などの、拠点病院等の取組を支援します。 

○拠点病院等と連携しながら、医師を対象に緩和ケア研修を開催し、治療の

初期段階から、適切な緩和ケアを提供する体制の整備をさらに推進します。 

○がん患者が地域で安心して療養生活を送ることができるよう、拠点病院

等と地域の医療機関、県医師会等、介護関係団体、市町村等関係機

関との連携を強化するとともに、在宅医療の普及を推進します。 

○感染症の発生・まん延時や災害時でも、適切ながん医療が提供できるよ

う、非常時における施設間での連携体制の構築について検討します。 

患者・家族への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者からの医療、福祉、就労等に関することや、小児がん患者の将来に

関することなど多岐にわたる相談に対応できるよう、がん相談支援センタ

ーの担当者の資質向上に向けた拠点病院等の取組を支援します。 

○がん患者会が開催する研修会や講習会への講師派遣等、がん患者会

の活動を支援します。 

○職場におけるがん患者への正しい理解の普及や社会保険労務士会、経

済団体連絡協議会などとの連携により、働く意欲のあるがん患者が安心

して働くことのできる環境を整備します。 

○がん患者が、ライフステージに応じた必要な情報を正しく入手できるよう、

引き続き情報提供を行うとともに、がん相談支援センターやがんサポート

情報の周知に努めます。 

○小児がんの当事者や医療関係者の意見を聞きながら、課題解決に向け

て検討します。 

○個々の高齢のがん患者の状態に応じた、適切な医療や支援の提供がな

されるよう、拠点病院等とかかりつけ医等の連携体制の構築について検

討します。 

がん登録 ○関係機関と連携しながら、高い精度が維持されるよう努めます。 
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３ 数値目標 

 

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

全てのがん検診受診率  

（国民生活基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 

胃がん  ：51.8％ 

肺がん  ：59.1％ 

大腸がん ：50.9％ 

女性 

胃がん  ：43.4％ 

肺がん  ：56.3％ 

大腸がん ：47.3％ 

子宮頸がん：49.4％ 

乳がん  ：52.7％ 

Ｒ4年 

(2022) 

60.0％以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診精密検査受診率  

（市町村実施分） 

 

 

 

 

 

胃がん  ：85.2％ 

肺がん  ：79.8％ 

大腸がん ：75.0％ 

子宮頸がん：83.6％ 

乳がん  ：93.7％ 

Ｒ2年度 

(2020) 

90.0％以上  

 

 

 

 

 

 

がんの７５歳未満の年齢調整死亡率※１ 

（人口１０万対） 

※基準人口は、昭和 60(1985)年モデル人口

を使用  

61.4 

（全国4位） 

Ｒ4年 

(2022) 

56.7 

 

 

緩和ケア研修修了医師等数（累計） 

 

 

3,200人 

Ｒ4年度 

(2022) 

4,500人 

 

 

がん患者の在宅死亡割合  

（在宅＝自宅＋老人ホーム＋老健） 

 

22.8％ 

Ｒ4年 

(2022) 

27.0％ 

 

 

がん患者の専門的な看護を行う 

専門看護師※２・認定看護師※３・特定認定看護

師※４の増加 

83人 

Ｒ4.12 

 (2022) 

110人 

 

 

がん相談支援センターの相談件数  

 

 

15,525件 

Ｒ4年度 

(2022) 

18,000件 
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がん登録精度（ＤＣＩ割合※５） 

  

 

2.3％ 

Ｒ元年 

(2019) 

2.1％以下 

 

 

がん登録精度（ＤＣＯ割合※６） 

 

 

1.3％ 

Ｒ元年 

(2019) 

1.0％以下 

 

 

「岡山がんサポート情報」の閲覧件数  

 

 

411件/月 

Ｒ4年度 

(2022) 

650件/月 

 

 

                                                                                 

※１  年齢調整死亡率 

都道府県別に、死亡数を人口で除した通常の死亡率を比較すると、各都道府県の年齢構

成に差があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなる

傾向があります。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、年齢

構成を調整した死亡率が「年齢調整死亡率」（人口１０万対）です。 

※２ 専門看護師 

複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効

率よく提供するため、特定の専門看護分野の知識・技術を有し、日本看護協会が実施する認

定審査に合格した看護師です。がん関係には「がん看護」専門看護師があります。 

※３ 認定看護師 

特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要と

する対象に、水準の高い看護実践をするために、特定行為研修を組み込んでいないA課程（令

和８（2026）年度をもって教育を終了）を受講し、日本看護協会が実施する認定審査に合格し

た看護師です。がん関係には「緩和ケア」、「がん化学療法看護」、「がん性疼痛看護」、「乳が

ん看護」、「がん放射線療法看護」認定看護師があります。 

※４ 特定認定看護師 

認定看護師（A課程認定看護師）で特定行為研修の修了者または、特定行為研修を組み

込んでいるB課程の認定看護師教育の受講者で、日本看護協会が実施する認定審査に合格

した看護師です。がん関係には「緩和ケア」、「がん薬物療法看護」、「乳がん看護」、「がん放

射線療法看護」特定認定看護師があります。 

※５ ＤＣＩ割合 

市町村への死亡票（死亡診断書）情報で初めて登録されたがん患者で、補充調査（当該が

ん患者を診療した医療機関に対して行う確認調査のこと。）で把握された患者及び死亡票情

報のみの患者の割合です。  

※６  ＤＣＯ割合 

死亡票情報で初めて登録されたがん患者で、かつ、補充調査（当該がん患者を診療した医

療機関に対して行う確認調査のこと。）を行っても診断や治療の情報が医療機関から届出され

ないために経過が不明の患者の割合です。 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

２ 脳卒中の医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）予防対策 

現状 課題 

○令和４(2022)年の脳血管疾患（脳卒中）によ

る死亡数は1,632人です。全死因に占める脳

血管疾患の割合は6.6％（全国6.9％）で、死

亡原因の第4位です。また、脳血管疾患のうち

脳梗塞による死亡数は942人です。全死因に

占める脳梗塞の割合は3.8％（全国3.8％）で、

全国と同様の割合となっています。（令和

4(2022)年人口動態統計） 

○令和4(2022)年度に脳卒中で急性期の医療

機関に新規入院した延べ患者数は5,251人

で 、その内訳は脳梗塞 68.3％、脳内出血  

21.0％、くも膜下出血6.9％、一過性脳虚血

発作3.8％です。（岡山県医療推進課調査） 

○脳卒中の危険因子である高血圧、糖尿

病、脂質異常症等を早期に発見し、生活

習慣を改善する機会となる特定健康診

査の実施率 （受診率 ）が53.3％（令和 ３

(2021)年度 ）（全国 56.2％）、特定保健

指導の実施率 （終了率 ）31.7％（令和３

(2021)年度 ）（全国 24.7％）となっている

状況から、予防対策の強化が必要です。

（厚生労働省調査）  

 

  

（２）救護・救急体制 

現状 課題 

○令和３ (2021)年の脳疾患による救急搬送人

員 は 3,950 人 で 、 急 病 に よ る 搬 送 人 員

（49,610人）の8.0％を占めています。（岡山県

消防保安課調査） 

○令和３ (2021)年度の脳梗塞の新規入院

患者（紹介入院を除く）のうち、t-PA療法※

を実施 した割合は 7.6％（ 275件 ）です。

（岡山県医療推進課調査）  

○本人や現場に居合わせた方が脳卒中に

早く気付き、速やかに救急要請し、適切な

医療機関に救急搬送される体制の整備

が必要です。  

  

 ※ ｔ－ＰＡ療法（血栓溶解療法・静脈内投与） 

   脳梗塞の特徴である脳の血栓（血のかたまり）を溶かす療法で、ｔ－ＰＡ療法の適応判定をし

た上で、発症から 4.5時間以内に静脈注射することにより、脳の血流を再開させ、脳細胞の壊死

を防ぐ治療です。 

－ 107 －



（３）医療連携体制 

現状 課題 

○脳卒中の急性期、回復期、維持期の経過に

応じて医療機関等に求められる医療機能の要

件（図表7-1-2-2）を定め、各期の医療機能

を満たす医療機関から届出をしてもらい、県民

に情報提供しています。急性期30機関、回復

期49機関、維持期99機関が届出をしており 

（令和５(2023)年4月1日現在）、そのうち、脳

卒中の発症後4.5時間以内にt-PA療法等の

専門的な治療ができる超急性期の医療機関

は15機関です。 

○中山間地域等、専門医が必ずしもいない

地域においても、脳卒中患者の診断を迅

速かつ正確に行うための連携体制の構築

が必要です。  

○感染症発生 ・まん延時や災害時等の有

事においても、急性期医療機関へ患者を

迅速かつ適切に搬送したり、地域の医療

資源を有効に活用するための体制を構築

する必要があります。  

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

予防対策 ○「第３次健康おかやま21」に基づいて、生活習慣の改善を推進します。 

救護・救急体制の充 

実 

 

 

○早期に救急要請できるよう、脳卒中を疑う症状や発症初期の症状、早期

の医療機関受診の必要性等について、県民への普及啓発を推進します。 

○発症直後の患者を急性期医療機関へ迅速に搬送する体制の整備を 

推進します。 

医療連携体制の構

築 

 

○脳卒中の医療連携体制を協議する岡山県脳卒中連携体制検討会議に

おいて、医療連携に参加する医療機関の診療実績等について検討を行

い、課題を抽出するとともに、円滑な連携体制の構築を図ります。 

○脳卒中診療の地域格差を解消し、均てん化を進めるため、デジタル技術

の活用も含め連携体制の構築について検討します。 

○感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、急性期医療

機関へ患者を迅速かつ適切に搬送したり、地域の医療資源を有効

に活用するための体制構築について検討します。  
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 ３ 数値目標   

 

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

脳梗塞の新規入院患者（紹介入院を除く）のうち、

t-PA療法を実施した割合 

 

７．３％ 

Ｒ４年度  

(2022) 

７．５％以上  

 

 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

 

 

男性９１．０ 

女性５０．９ 

Ｒ２年  

(2020) 

男性７６．２ 

女性４５．５ 

 

 

脳梗塞の年齢調整死亡率（人口10万対） 

 

男性５１．６ 

女性２６．６ 

Ｒ２年  

(2020) 

男性４１．７ 

女性２２．０ 

 

 

 

 

－ 109 －



　　　　図表7-1-2-1　岡山県の目指すべき脳卒中の医療連携体制

　　　
　

　
　　受診

迅速な診断・専門的な治療等

基礎疾患管理

再発予防

本人・家族への

　　　※　医療機関名については、県のホームページに掲載しています。
　　　     ＨＰアドレス　：　http://www.pref.okayama.jp/page/detail-23286.html

（資料：岡山県医療推進課）

脳卒中の医療連携体制

住　　　　　民　　　　　　（患者、家族）

急性期　医療機関
救急搬送・紹介

退院紹介

第３次健康おかやま２１推進団体

      　　   回復期　医療機関

維持期　医療機関・施設

指導・助言

　　　　救急医療機関

地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス

啓

発

急

性

期

回

復

期

(

在
宅
療
養
を
含
む
）

転院紹介

退院紹介

転院紹介 退院紹介

地域連携クリティカルパス

転院紹介

救急搬送

居宅介護支援事業所
ケアプラン作成等

地域包括支援センター
高齢者の総合相談

在宅サービス
訪問看護、訪問リハ
通所リハ等

かかりつけ歯科医
口腔ケア、機能改善等

維

持

期
・
生

活

期

ドクターヘリ等の活用

薬 局

かかりつけ医療機関

（病院・診療所）

予防、普及啓発

救急搬送

在宅での療養生活 ＡＤＬ維持、ＱＯＬ向上

受診

画像伝送等を利用した連携
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図表7-1-2-2　脳卒中の医療体制に求められる医療機能等

【予防】 【救護】 【回復期】

機
能

発症予防
応急手当
・病院前
救護

      Ａ
 専門的な診療(t-PA
 静脈内投与等)が24
 時間可能

      Ｂ
 専門的な診療(t-PA
 静脈内投与の適応
 の判定等)が24時間
 可能

      Ｃ
 専門的な診療(t-PA
 静脈内投与の適応
 の判定等)が診療時
 間内に可能

 生活機能を回復させ
 るリハビリテーショ
 ン

 日常生活への復帰及
 び維持のためのリハ
 ビリテーション

  《在宅医療》
 生活の場での在宅療
 養支援

目
 

標

●脳卒中
  の発症
  を予防
  するこ
  と

●発症後
  迅速に
  急性期
  病院へ
  搬送す
  ること

●t-PA静注療法の適
　応となる患者に少
　しでも早く治療を
　開始すること

●機械的血栓回収療
　法の実施も検討し
　適応となる患者に
　対して、速やかな
　治療を開始するこ
　と

●廃用症候群や誤嚥
  性肺炎等の合併症
  の予防､早期自立
  のためのリハビリ
  テーションを実施
  すること

●脳卒中(疑)患者に
  対する専門的な診
  療が24時間実施可
  能であること

●廃用症候群や誤嚥
  性肺炎等の合併症
  の予防､早期自立
　のためのリハビリ
  テーションを実施
  すること

●画像伝送等の遠隔
　医療を利用し、治
　療が実施可能な医
　療機関と連携を図
　ること

●脳卒中(疑)患者に
  対する専門的な診
  療が診療時間内に
  実施可能であるこ
  と

●廃用症候群や誤嚥
  性肺炎等の合併症
  の予防､早期自立
　のためのリハビリ
  テーションを実施
  すること

●画像伝送等の遠隔
　医療を利用し、治
　療が実施可能な医
　療機関と連携を図
　ること

●生活機能の早期改
  善のための集中的
  なリハビリテーシ
  ョンを実施するこ
  と

●再発予防治療､基
  礎疾患・危険因子
  の管理を実施する
  こと

●誤嚥性肺炎等の合
  併症の予防を図る
  こと

●生活機能の維持・
  向上のためのリハ
  ビリテーションを
  実施すること

●在宅等への復帰及
  び日常生活の継続
  を支援すること

●誤嚥性肺炎等の合
  併症の予防を図る
  こと

●患者が在宅等の生
  活の場で療養でき
  るよう、介護・福
  祉サービス等と連
  携して医療を実施
  すること

●最期まで在宅等で
  の療養を望む患者
  に対する看取りを
  行うこと

●誤嚥性肺炎等の合
  併症の予防を図る
  こと

（資料：岡山県医療推進課）

●再発予防の治療
  （抗血小板療法、
  抗凝固療法等）が
  可能であること

●基礎疾患・危険因
  子に対する管理が
  可能であること

●抑うつ状態への対
  応が可能であるこ
  と

●重度の後遺障害等
　を生じた患者であ
　っても、急性期病
　院からの受け入れ
　が可能となるよう
　、医療提供体制を
　強化すること

●専門医療スタッフ
  によるリハビリテ
  ーションが集中的
　に実施可能である
  こと

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●急性期や維持期を
  担う医療機関等と
  診療情報や治療計
　画を共有するなど
  して連携している
  こと

●再発予防治療､基
  礎疾患・危険因子
  の管理が可能であ
  ること

●抑うつ状態への対
  応が可能であるこ
  と

●生活機能の維持・
  向上のためのリハ
  ビリテーション（
　訪問及び通所リハ
  ビリテーションを
  含む)が実施可能
  であること

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●口腔ケア、摂食機
　能の維持・向上を
　行っていること

●介護支援専門員が
  自立生活又は在宅
  療養を支援するた
　めの居宅介護サー
  ビスを調整するこ
  と

●急性期や回復期を
  担う医療機関と診
  療情報や治療計画
　を共有するなどし
  て連携しているこ
  と
　
●患者の就労支援を
　推進し、生活の質
　の向上を図ること

●再発予防治療､基
  礎疾患・危険因
  子の管理が可能で
  あること

●抑うつ状態への対
  応が可能であるこ
  と

●生活機能の維持・
  向上のためのリハ
  ビリテーション（
  訪問及び通所リハ
  ビリテーションを
  含む)が実施可能
  であること

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●口腔ケア、摂食機
　能の維持・向上を
　行っていること

●介護支援専門員等
  と連携し居宅介護
  サービスを調整す
　ること

●急性期や回復期あ
  るいは診療所等の
  維持期を担う医療
　機関と診療情報や
  治療計画を共有す
  るなどして連携し
　ていること
 
●通院が困難な患者
  に対して､訪問看
  護ステーション、
  薬局等と連携して
  在宅医療を実施す
  ること

●認知症高齢者グル
  ープホーム、有料
  老人ホーム、ケア
  ハウス等自宅以外
  の居宅において、
  希望する患者には
  これらの居宅で看
  取りまでを行うこ
  と

【急性期】 【維持期・生活期】

求
　
め
　
ら
　
れ
　
る
　
事
　
項

●基礎疾
  患・危
  険因子
  の管理
  が可能
  である
  こと

●突然の
  症状出
　現時の
　対応に
  ついて
  、教育
　・啓発
　を実施
　するこ
　と

●突然の
  症状出
  現時に
　おける
　急性期
　病院へ
　の受診
　勧奨を
　行うこ
　と

【本人･周囲

にいる者】

●発症後
  速やか
  に救急
  搬送の
  要請を
  行うこ
  と

【救急救命
士を含む救

急隊員】

●適切な
  観察・
  判断・
  処置を
　行うこ
  と

●病院前
　救護の
　スクリ
　ーニン
　グに基
　づき、
　搬送先
　選定が
　可能な
　救護体
　制を構
　築する
　こと

●急性期
  病院に
  発症後
  迅速に
  搬送す
  ること

●血液検査が24時間
  実施可能であるこ
  と

●画像検査(CT又は
  MRI検査)が24時間
  可能であること

●脳卒中(疑)患者に
  対する専門的な診
  療が24時間実施可
  能であること

●発症後4.5時間以
  内にt-PAの静脈
  内投与による血栓
  溶解療法が実施可
  能であること

●外科的治療が必要
  と判断した場合に
  はその後２時間以
  内の治療開始が可
  能であること

●全身管理（呼吸管
  理､循環管理、栄
  養管理等）及び合
  併症に対する診療
  が可能であること

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●早期リハビリテー
  ション（早期座位
  ・立位、摂食・嚥
  下訓練、早期歩行
  訓練等）が実施可
  能であること

●回復期、維持期を
  担う他の医療機関
  等と診療情報や治
  療計画を共有する
  などして連携して
  いること

●血液検査が24時間
  実施可能であるこ
  と

●画像検査(CT又は
  MRI検査）が24時
  間可能であること

●脳卒中(疑)患者に
  対する専門的な診
  療が24時間実施可
  能であること

●t-PAの静脈内投与
  の適応の判定や外
  科的治療の適応の
  判定及びこれらが
  可能な医療機関へ
  の転院等が迅速に
  行える体制が確保
  されていること

●全身管理（呼吸管
  理、循環管理、栄
  養管理等）及び合
  併症に対する診療
  が可能であること

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●早期リハビリテー
  ション（早期座位
  ・立位、摂食・嚥
　下訓練、早期歩行
  訓練等）が実施可
  能であること

●回復期、維持期を
  担う他の医療機関
  等と診療情報や治
  療計画を共有する
  などして連携して
  いること

●血液検査が直ちに
  実施可能であるこ
  と

●画像検査(CT又は
  MRI検査）が直ち
  に可能であること

●脳卒中(疑)患者に
  対する専門的な診
  療が直ちに実施可
  能であること

●t-PAの静脈内投与
  の適応の判定や外
  科的治療の適応の
  判定及びこれらが
  可能な医療機関へ
  の転院等が迅速に
  行える体制が確保
  されていること

●全身管理（呼吸管
  理、循環管理、栄
  養管理等）及び合
　併症に対する診療
  が可能であること

●誤嚥性肺炎予防の
  ため、病院内の歯
  科や歯科医療機関
　等を含め、多職種
  間で連携している
  こと

●早期リハビリテー
  ション（早期座位
  ・立位、摂食・嚥
　下訓練、早期歩行
  訓練等）が実施可
  能であること

●回復期、維持期を
  担う他の医療機関
  等と診療情報や治
　療計画を共有する
  などして連携して
  いること
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

３ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）予防対策 

現状 課題 

○令和４（２０２２）年の心疾患による死亡数は 

３，８６８人です。全死因に占める心疾患の割

合は１５．５％（全国１４．８％）で、平成１０  

（１９９８）年以降、死亡原因の第２位になって

います。 

○心疾患のうち急性心筋梗塞による死亡数は 

１，１５０人です。全死因に占める急性心筋梗

塞の割合は４．６％（全国２．０％）で、近年は 

５％前後で横ばいに推移しており、減少傾向に

ありますが、全国よりも高い状況です。また、心

疾患のうち心不全による死亡数は１，７９８人で 

す。全死因に占める心不全の割合は７．２％ 

（全国６．３％）でこちらも全国よりも高い状況で

す。（令和４（２０２２）年人口動態統計） 

〇令和４（２０２２）年の大動脈瘤及び解離による

死亡数は２９８人です。全死因に占める大動

脈瘤及び解離の割合は１．２％（全国１．３％）

で、全国と同程度です。（令和４（２０２２）年 

人口動態統計） 

〇大動脈瘤及び解離の継続的な医療を受けて

いる患者数は約千人と推計されています。（令

和２（２０２０）年厚生労働省「患者調査」） 

 

〇心疾患の危険因子である高血圧、糖尿病、

脂質異常症等を早期に発見し、生活習慣を

改善する機会となる特定健康診査の実施率

（受診率）が５３．３％（令和３（２０２１）年度）

（全国５６．２％）、特定保健指導の実施率

（終了率）３１．７％（令和３（２０２１）年度）

（全国２４．７％）となっているなどの状況から、

予防対策の強化が必要です。 

〇慢性心不全は主として高齢者の疾患であり、

高齢化の進展により、心不全患者数の爆発

的増加が予想されています。 

〇心不全の増悪には、医学的要因に加えて、

塩分・水分制限の不徹底や服薬中断等の患

者要因、社会的支援の欠如等の社会的要

因があり、多職種による連携した取組が必要

です。 

 

 

 

〇急性大動脈解離は、死亡率が高 く予後

不良な疾患であり、発症後の死亡率は１

時間毎に１～２％ずつ上昇すると言われてお

り、迅速な診断と治療が重要です。  
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（２）救護・救急体制 

現状 課題 

〇令和３（２０２１）年の心疾患による救急搬送人員

は５，０４２人で、急病による搬送人員（４９，６１０

人）の１０．２％を占めています。（岡山県消防

保安課調査） 

○急性心筋梗塞等の重篤な疾患が疑われる

患者が、速やかに、適切な医療機関に搬送

される体制の整備が必要です。 

  

（３）医療連携体制 

現状 課題 

○心血管疾患においては、各医療機関が、対応

可能な医療機関への搬送を行っています。 

 

 

 

○急性心筋梗塞の急性期、回復期、再発予防

の経過に応じて医療機関等に求められる医療

機能の要件を定め、各期の医療機能を満たす

医療機関から届出をいただき、県民に情報提

供しています。急性期１３機関、回復期２６機

関、再発予防９５機関が届出をしています。  

（令和５（２０２３）年４月１日現在） 

○急性心筋梗塞医療連携パスを運用しており、

２８９医療機関がパス運用の届出をしていま 

す。（令和５（２０２３）年４月１日現在） 

 

〇心血管疾患は、発症後、早期かつ適切な治

療が重要である死亡率の高い疾患であるた

め、速やかに専門的な治療を開始する体制

整備及び救急搬送体制の充実を図る必要

があります。 

○急性心筋梗塞医療連携パスの運用が、急性

期から回復期を担う医療機関では積極的に

行われていますが、再発予防を担う医療機

関ではいまだ低調であることから、地域の医

療連携のあり方について検討し、適切な医療

連携体制の構築を図る必要があります。 

 

〇急性心筋梗塞だけでなく、他の心疾患につい

ても、併せて体制整備が必要です。 

 

〇感染症発生・まん延時や災害時等の有事に

おいても、急性期医療機関へ患者を迅速か

つ適切に搬送したり、地域の医療資源を有効

に活用するための体制を構築する必要があり

ます。 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

予防対策 

 

○「第３次健康おかやま２１」に基づいて、生活習慣の改善を推進します。 

〇心不全の増悪予防のため薬物療法や運動療法、患者教育、カウンセリン 

グなど多面的な支援が適切に行われるよう、医師、看護師、薬剤師、栄  

養士、理学療法士など多職種間の連携や、基幹病院とかかりつけ医との 

連携を促進します。 
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救護・救急体制の充

実 

○急性心筋梗塞及び大動脈解離が疑われる患者が、速やかに専門

的な治療を受けられるよう、消防機関等と連携しながら救急搬送体

制の整備を推進します。 

 

医療連携体制の構

築 

 

○岡山県急性心筋梗塞等医療連携体制検討会議において、医療連

携に参加する医療機関の診療実績等について検討を行い、課題を

抽出するとともに、急性期以降の転院先となる病院や在宅医療の医

療提供体制強化のため、医療連携パスの更なる運用拡大を図りま

す。  

○心血管疾患診療の地域格差を解消し、均てん化を進めるとともに、

急性期医療機関からの円滑な診療の流れの確保に向けて、デジタ

ル技術の活用も含め連携体制の構築について検討します。 

○感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、急性期医療

機関へ患者を迅速かつ適切に搬送したり、地域の医療資源を有効

に活用するための体制の構築について検討します。  

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

急性心筋梗塞医療連携パスの参加届出医療機

関数 

２８９機関  

R５．４．１ 

（２０２３） 

２８９機関  

 

心疾患の年齢調整死亡率  

（人口１０万対） 

 

男性 １８０．７ 

女性 １１２．２ 

R２年  

（２０２０） 

男性１６０．９ 

女性８６．０ 

急性心筋梗塞の年齢調整死亡率  

（人口１０万対） 

 

男性 ７０．４ 

女性 ３１．４ 

R２年  

（２０２０） 

男性６６．８ 

女性２４．２ 

大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率 

（人口１０万対） 

 

男性 １４．７ 

女性 ８．５ 

R２年  

（２０２０） 

男性１４．２ 

女性８．０ 

                                                                                 

－ 115 －



　　  図表7-1-3-1　岡山県の目指すべき心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

　
　　

迅速な診断・専門的な治療

本人・家族への
指導・助言

　　　※　医療機関名については、県のホームページに掲載しています。
　　　     ＨＰアドレス　：　https://www.pref.okayama.jp/page/580906.html

（資料：岡山県医療推進課）

心筋梗塞等の心血管疾患の医療連携体制

住　　　　　民　　　　　　（患者、家族）

　　救急医療機関

急性期　医療機関

第３次健康おかやま２１推進団体

再発予防

　　　薬　　局
サービス提供

　　地域連携クリティカルパス

回復期　医療機関
基礎疾患管理

　　 訪問看護

地
域
連
携
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス

啓

発

急

性

期

回

復

期

再

発

予

防

受診

継続的な
療養指導

予防、普及啓発

救急搬送

かかりつけ医療機関

（病院・診療所）

再発予防
医療機関

在宅での療養生活 ＡＤＬ維持、ＱＯＬ向上

受診

転院紹介

転院紹介

ＡＥＤの活用
ドクターヘリ等の活用

救急搬送

救急搬送・紹介

退院紹介

退院紹介

画像伝送等を利用した連携
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図表7-1-3-2　心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制に求められる医療機能等

【予防】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

機
能

発症予防の機能
 応急手当・病院前
 救護の機能

  救急医療の機能
 合併症や再発の予防、身体機能
を回復させる心血管疾患リハビリ
テーションを実施する機能

 日常生活への復帰及び維持のた
めのリハビリテーションを実施す
る機能

目
 
 
標

●心筋梗塞等の心
　血管疾患の発症
　を予防すること

●心筋梗塞等の心
　血管疾患が疑わ
　れる患者ができ
　るだけ早期に疾
　患に応じた専門
　的な診療が可能
　な医療機関に到
　着できること

●患者の来院後速やかに初期治
　療を開始するとともに３０分
　以内に専門的な治療を開始す
　ること
　
●合併症や再発の予防、在宅復
　帰のための心血管疾患リハビ
　リテーションを実施すること

●再発予防の定期的専門的検査
　を実施すること

●画像伝送等の遠隔医療を利用
　し、治療が実施可能な医療機
　関と連携をとること

●再発予防の治療や基礎疾患・
　危険因子の管理を実施する
　こと

●合併症や再発の予防、在宅復
　帰のための心血管疾患リハビ
　リテーションを入院又は通院
　により実施すること

●在宅等生活及び就労の場への
　復帰を支援すること

●患者に対し、再発予防などに
　関し必要な知識を教えること

●画像伝送等の遠隔医療を利用
　し、治療が実施可能な医療機
　関と連携をとること

●再発予防の治療や基礎疾患・
　危険因子の管理を実施するこ
　と

●在宅療養を継続できるよう支
　援すること

求
　
め
　
ら
　
れ
　
る
　
事
　
項

●診療ガイドライ
　ンに準じた診療
　を行っている
　こと

●高血圧、脂質異
　常症、喫煙、糖
　尿病等の危険因
　子の管理が可能
　であること
　
●初期症状出現時
　の対応につい
　て、本人及び家
　族等患者の周囲
　にいる者に対す
　る教育・啓発を
　実施すること
　
●初期症状出現時
　に急性期医療を
　担う医療機関へ
　の受診勧奨を行
　うこと

【本人及び家族等
　周囲にいる者】
●発症後速やかに
　救急要請を行う
　こと

●心肺停止が疑わ
　れる者に対し
　て、ＡＥＤ（自
　動体外式除細動
　器）の使用を含
　めた救急蘇生法
　等適切な処置を
　行うこと

【救急救命士を含
　む救急隊員】
●地域メディカル
　コントロール協
　議会によるプロ
　トコール（活動
　基準）に則し薬
　剤投与等の特定
　行為を含めた救
　急蘇生法等適切
　な観察・判断・
　処置を実施する
　こと
　
●急性期医療を担
　う医療機関へ速
　やかに搬送する
　こと

●診療ガイドラインに準じた診
　療を行っていること

●心電図検査､血液生化学検査､
　心臓超音波検査、エックス線
　検査、ＣＴ検査、心臓カテー
　テル検査、機械的補助循環装
　置等必要な検査及び処置が24
　時間対応可能であること
　
●心筋梗塞等の心血管疾患が疑
　われる患者について、専門的
　な診療を行う医師等が24時間
　対応可能であること
　
●ST上昇型心筋梗塞の場合、冠
　動脈造影検査及び適応があれ
　ばPCIを行い、来院後90分以
　内の冠動脈再疎通が実施可能
　であること
　
●慢性心不全の急性増悪の場
　合、状態の安定化に必要な内
　科的治療が可能であること

●呼吸管理、疼痛管理等の全身
　管理やﾎﾟﾝﾌﾟ失調､心破裂等の
　合併症治療が可能であること

●虚血性心疾患に対する冠動脈
　バイパス術や大動脈解離に対
　する大動脈人工血管置換術等
　の外科的治療が可能または外
　科的治療が可能な施設との連
　携体制がとれていること

●電気的除細動、機械的補助循
　環装置、緊急ぺ－シングへの
　対応が可能なこと
　
●運動耐容能等に基づいた運動
　処方により合併症を防ぎつ
　つ、運動療法を含めた多面
　的・包括的なリハビリテー
　ションを実施可能であること

●抑うつ状態等の対応が可能で
　あること

●回復期（又は在宅医療）の医
　療機関と診療情報や治療計画
　を共有する等して連携してい
　ること、またその一環として
　再発予防の定期的、専門的検
　査を実施していること

　

●診療ガイドラインに準じた診
　療を行っていること

●再発予防の治療や基礎疾患・
　危険因子の管理、抑うつ状態
　等の対応等が可能であること
　
●心電図検査、電気的除細動等
　急性増悪時の対応が可能であ
　ること
　
●合併症併発時や再発時に緊急
　の内科的、外科的治療が可能
　な医療機関と連携している
　こと
　
●運動耐容能を評価の上で、運
　動療法、食事療法、患者教育
　等の心血管疾患リハビリテー
　ションが実施可能であること
　
●心筋梗塞等の心血管疾患の再
　発や重症不整脈等発生時にお
　ける対応法について、患者及
　び家族等への教育を行ってい
　ること

●急性期の医療機関及び二次予
　防の医療機関と診療情報や治
　療計画を共有する等して連携
　していること

●患者の就労支援を推進し、生
　活の質の向上を図ること

●診療ガイドラインに準じた診
　療を行っていること

●再発予防のための治療や基礎
　疾患・危険因子の管理、抑う
　つ状態等への対応が可能であ
　ること

●緊急時の除細動等急性増悪時
　の対応が可能であること

●合併症併発時や再発時に緊急
　の内科的・外科的治療が可能
　な医療機関と連携しているこ
　と

●急性期の医療機関や介護保険
　サービス事業所等と再発予防
　の定期的専門的検査、合併症
　併発時や再発時の対応を含め
　た診療情報や治療計画を共有
　する等して連携していること

●在宅での運動療法、再発予防
　のための管理を医療機関と訪
　問看護事業所・かかりつけ薬
　剤師・薬局が連携し実施でき
　ること
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

４ 糖尿病の医療  

 

 １ 現状と課題 

 

(1)予防対策、早期発見 

現状 課題 

○県民健康調査では、糖尿病※が強く疑われる

者の割合が男性 15.5％、女性 7.4％であり、5

年前の同調査（男性  17.3％、女性 10.0％）

と比べ減少していますが、10 年前の同調査

（男性 13.4％、女性 5.7％と比べ増加していま

す。また、医療機関や健診で糖尿病といわれ

たことのある者のうち、29．2％が治療を受けて

いない状況です。 （令和 3（2021）年県民健

康調査） 

○糖尿病の合併症の一つである糖尿病性腎症  

は、新規透析導入の約４割を占め、原因疾 

患の第１位となっています。糖尿病の発症予  

防及び重症化予防のために、医療保険者にお

いては、平成３０年からは岡山県糖尿病性腎

症重症化予防プログラムに基づき、健診結果

やレセプト情報等から、ハイリスク者を抽出し、

適切な受診と、治療を継続するための働きか

けを行うとともに、必要に応じて、保健指導や

健康教育を行っています。 

○発病予防やスティグマの払拭等に向けた普

及啓発、早期発見に向けた健診の受診勧奨

が必要です。 

さらには、健診で明らかになった患者等への

保健指導や要医療患者への受診勧奨が必

要です。 

  また、糖尿病の発症予防や重症化予防を行

う医療保険者が、地域の医療機関等と情報

共有を行い、協力体制を構築することが重要

です。 

 

 

(２)医療連携体制の状況 

現状 課題 

○日常の診療を担うかかりつけ医と合併症の治

療などに対応する専門治療医療機関のお互

いのメリットを生かした連携診療により糖尿病の

改善・悪化防止を進めるため、県医師会や県

歯科医師会、岡山大学病院等と協力し、医

療 連 携 体 制 を構 築 し て い ま す 。 （ 図 表

7-1-4-1） 

○糖尿病患者が透析を要する腎障害、失明、

心疾患、脳卒中などの重度合併症を発症す

ることを阻止するために、適切な糖尿病の管

理・治療が継続して行われることが必要で

す。 
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○糖尿病の総合管理（かかりつけ医）、専門治

療、慢性合併症治療、急性増悪時治療の経

過に応じて医療機関等に求められる医療機能

の要件（図表7-1-4-2）を定め、各期の医療

機能を満たす医療機関から届出をしてもらい、

県民に情報提供しています。（図表7-1-4-3）

二次保健医療圏ごとに、医療機関の認定が

進められています。（図表7-1-4-4） 

○糖尿病の医療体制構築に係る指針における、

医療体制の目指すべき方向として、糖尿病の

予防が可能な体制、糖尿病の治療・重症化

予防が可能な体制、専門的治療を必要とする

患者への対応や急性合併症の治療が可能な

体制、慢性合併症の発症予防・治療・重症化

予防が可能な体制、他疾患の治療のために

入院中の患者の血糖管理を行う体制が求め

られています。 

○医科歯科連携について、紹介状の作成、研修

会の開催等の取組みを進めていますが、紹介

件数や実施医療機関数について、低調な状

況が続いています。 

○県内の糖尿病診療レベルの均てん化と地域チ

ーム医療の確立を目的として、岡山県糖尿病

医療連携体制では、情報発信力の強化を行

っています。 

○質の高い医療を受けられるように、総合管理

医療機関及び慢性合併症治療（歯周病）医

療機関の認定・更新の要件として研修会の受

講を追加し、県医師会や県歯科医師会、岡

山大学病院等と協力した各地域での研修会

によって質の向上を図っています。 

また、糖尿病診療レベルを向上させることを目

的とし、糖尿病専門メディカルスタッフ（おかや

ま糖尿病サポーター）の養成と認定を行ってい

ます。 

○糖尿病による高血糖状態が続くと、腎機能が

悪化します。近年急増している「CKD（慢性腎

臓病）・CVD（心血管疾患）」に関しても岡山県

内全域にCKD医療連携体制が構築され、医

療連携パスの作成や研修会の開催を行ってい

○総合管理医療機関認定数の維持と、機能の

充実による質の向上が必要です。 

 

 

 

 

 

 

○国指針に示された機能の整備について、岡

山県糖尿病医療連携体制検討会議等にお

いて、検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

○連携の必要性について、医科・歯科での共通

認識を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

○診療に携わる医師だけでなく、診療等をサ

 ポートする幅広いメディカルスタッフの資質  

 向上が必要です。  
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ます。糖尿病性腎症が増悪した際にはこれら

の医療連携体制との密な協力のもと、重症化

予防の徹底を図っています。 

 

※ 糖尿病 

   糖尿病は、高血圧症、脂質異常症などを合併し、進行すると、腎症、網膜症、神経症、心疾

患や脳血管疾患などの重大な合併症を引き起こし、生活の質の低下の大きな原因になります。 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

予防対策・早期発見 

 

○保健所（支所）・市町村及び関係団体と連携し、糖尿病やＣＫＤ等の生  

活習慣病の発病や重症化予防の必要性について県民に広く啓発し、予

防と早期発見に努めます。 

○栄養、喫煙等、生活習慣の改善に関する取組みの推進に努めます。 

○市町村での岡山県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの実施を支援し、

特定健康診査の実施率（受診率）の向上や、特定保健指導の実施率

（終了率）の向上に努めます。 

医療連携体制構築

の推進 

 

○「岡山県糖尿病医療連携体制検討会議」等において、円滑な連携に対

する方策や医療体制の機能整備について協議するとともに、県医師会の

取組と協調しつつ、医師及びメディカルスタッフの技能の向上を図ります。 

○糖尿病患者が、質の高い医療を身近な環境で受けられるよう、地域の医

師、メディカルスタッフを中心とした全県的な医療連携体制の構築をさら

に進めます。 

○医科と歯科のより円滑な連携体制の構築を図ります。 

○引き続き、関係機関・関係団体と連携し、ＣＫＤ医療連携体制の強化や

研修等を通じた資質向上に取り組み、重症化予防を図ります。 
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 ３ 数値目標   

 

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

糖尿病が強く疑われる者の割合  男性 15.5％ 

女性 7.4% 

R3 年度 

（2021） 

減少  

治療継続者の割合  

 

70.8％ 

R3 年度 

（2021） 

75％ 

糖尿病性腎症の新規人工透析導入患者数及び

割合  

２６８人 

41．6％ 

R3 年 

（2021） 

減少  
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図表 7－1－4－1 糖尿病の医療連携体制  

糖尿病の医療連携体制

健康おかやま２１

推進団体

県保健所（支所）
市町村

（啓発、相談窓口）

医療保険者

健診（早期発見） 保健指導（食事、運動、禁酒・禁煙）

総合管理を行う医療機関

かかりつけ医（診療所・一般病院）
・継続的な療養指導
・生活習慣病の指導

・糖尿病治療の総合管理

専門治療を行う医療機関

血糖コントロール不良患者に対する医療
・教育入院による治療（専門職種連携）
・血糖コントロール（治療、管理）

急性増悪時の治療を行う医療機関

・糖尿病性昏睡等急性合併症の治療

慢性合併症治療を行う医療機関

慢性合併症の専門治療の実施

・糖尿病網膜症

・糖尿病腎症

・糖尿病神経障害

・動脈硬化性疾患

・歯周疾患

眼科、神経内科、歯科、

透析ベッドを有する
医療機関等

住
民

患
者

在
宅
で
の
生
活

引
き
続
き
在
宅
で
の
生
活

生
活
Q

O

L
維
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図表 7－1－4－2 岡山県の糖尿病医療体制に求められる機能  

【総合管理
（かかりつけ医）】

【専門治療】 【慢性合併症治療】 【急性増悪時治療】

機
能

　
合併症の発症を予防するための糖
尿病治療の総合管理を行う

血糖コントロール不良例の治療を行う
糖尿病治療の総合管理を行う医療機
関への協力、又は、糖尿病患者の治
療方針の決定を行う

 
糖尿病の慢性合併症の治療を行う

　
急性合併症の治療を行う

目
標

● 糖尿病の診断及び生活習慣の指
導を実施すること
● 良好な血糖コントロールを目指し
た治療を実施すること
● 患者に対して必要により専門治療
慢性合併症治療を行う医療機関へ
のを受診を促すこと

　
● 血糖コントール指標を改善するた
めに、教育入院等の集中的な治療を
実施すること
●1型糖尿病や妊娠糖尿病・糖尿病
合併症妊娠に対する専門的な治療を
実施すること

　
● 糖尿病の慢性合併症の専門的な
治療・検査・指導を実施すること

　
● 糖尿病昏睡時等急性合併症の
治療を実施すること

備
考

※「糖尿病診療ガイドラインに則した
診療を行っていること」に包含される
事柄
（●外来栄養食事指導や外来療養指
導等の指導を行える体制があること
●高血圧症、脂質異常症の治療や
禁煙指導等、包括的な危険因子の
管理を行うこと
●糖尿病の発症初期から定期的に
慢性合併症の検査を行うとともに、継
続的な眼科受診、歯科受診を促すこ
と
●関連学会で整理された紹介基準
等も踏まえて適切に専門医療機関を
紹介すること
●健診受診後の受診勧奨により医
療機関を受診した対象者に対する適
切な対応等、糖尿病の発症予防の
取組と連携した医療を行うこと）

　
※「糖尿病診療ガイドラインに則した
診療を行っていること」に包含される
事柄
（● 75ｇOGTT、HbA1c等糖尿病の評
価に必要な検査が実施可能であるこ
と
● 各専門職種のチームによる食事療
法、運動療法、薬物療法 等を組み合
わせた教育入院等の集中的な治療
（心理問題を含む）が実施可能である
こと
●定期的に慢性合併症の検査を行う
とともに、継続的な眼科受診、歯科受
診を促すこと）

求
め
ら
れ
る
事
項

● 糖尿病ガイドラインに則した診療
を行っていること※
● 糖尿病の診断及び一般的な患者
教育が可能であること
● 食事療法、運動療法及び薬物療
法による血糖コントロールが実施可
能であること
● メタボリックシンドローム や歯周
病治療に関する連携・指導が可能で
あること
● 低血糖時及びシックデイの対応が
可能であること
● 専門治療を行う医療機関、慢性合
併症治療を行う医療機関及び急性増
悪時治療を行う医療機関と診療情報
や治療計画を共有するなどして連携
していること
●高齢者糖尿病の管理に関しては、
在宅医療や訪問看護、介護サービス
等を行う事業者等との連携が可能で
あること
●糖尿病対策推進会議や糖尿病性
腎症重症化予防プログラム等、保険
者や関係団体等と連携した取組を実
施していること

● 糖尿病診療ガイドラインに則した
診療を行っていること※
● １型糖尿病に対する専門的な治療
が可能であること
●妊娠糖尿病・糖尿病合併症妊娠に
対する専門的な治療が可能であるこ
と
● 糖尿病の総合管理を行う医療機
関、慢性合併症治療を行う医療機関
及び急性増悪時治療を行う医療機関
と診療情報や治療計画を共有するな
どして連携していること
●高齢者糖尿病の管理に関しては、
在宅医療や訪問看護、介護サービス
等を行う事業者等との連携が可能で
あること
●糖尿病対策推進会議や糖尿病性
腎症重症化予防プログラム等、保険
者や関係団体等と連携した取組を実
施していること

●糖尿病診療ガイドラインに則した
診療を行っていること
●食事療法、運動療法及び薬物療法
による血糖コントロールが実施可能
であること
●糖尿病の慢性合併症（糖尿病網膜
症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害、
動脈硬化性疾患等）ついてそれぞ
れ、 専門的な検査治療が実施可能
であること(単一医療機関で全ての合
併症治療が可能である必要はない）
●糖尿病網膜症治療の場合、蛍光眼
底造影検査、光凝固療法、硝子体出
血・網 膜剥離の手術等が実施可能で
あること
●糖尿病腎症の場合、尿一般検査、
尿中微量アルブミン量検査、腎生検、
腎臓 超音波検査、血液透析等が実
施可能であること
●糖尿病神経障害や足病変につい
て専門的な検査・治療が実施可能で
あること
●動脈硬化性疾患（冠動脈硬化症・
脳血管障害・下肢閉塞性動脈硬化
症）の診断と治療が可能であること
●歯周病の場合、糖尿病診療の歯科
治療に実績があり計画的管理が可能
であること
●糖尿病の総合管理を行う医療機
関、専門治療を行う医療機関及び急
性増悪時治療を行う医療機関と診療
情報や治療計画を共有するなどして
連携していること
●外来栄養食事指導や外来療養指
導、糖尿病透析予防指導等の指導を
行える体制があること

● 糖尿病診療ガイドラインに則し
た診療を行っていること
● 糖尿病の昏睡等急性合併症の
治療が24時間実施可能であること
● 糖尿病の総合管理を行う医療
機関、専門治療を行う医療機関及
び慢性合併症治療を行う医療機関
と診療情報や治療計画を共有する
などして連携していること
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図表 7－1－4－3 糖尿病医療連携体制を担う医療機関数  

 

（資料：岡山県健康推進課）    （令和５（２０２３）年３月末現在）  

 

図表 7－1－4－4   保健医療圏別の医療機関数  

 

 

（資料：岡山県健康推進課）  

機能区分  届出数 (件 ) 

 総合管理  311 

 専門治療  27 

 慢性合併症・糖尿病網膜症  28 

 慢性合併症・糖尿病腎症  27 

 慢性合併症・糖尿病神経障害  35 

 慢性合併症・動脈硬化  17 

 慢性合併症・歯周病  293 

 急性増悪時治療  18 

 計  756 
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図表 7-1-4-5 各年新規透析導入患者数  

（資料：一般社団法人日本透析医学会統計調査委員会新規導入患者原疾患糖尿病性腎症岡山

県数値抜粋）  

  

図表 7-1-4-6 糖尿病が強く疑われる者の割合  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和 3（2021）年県民健康調査」） 

※ 「糖尿病が強く疑われる者」の該当者  

平成 28（2016）年：ヘモグロビン A1c 値（NGSP）が 6.5％以上、または質問票で「現在糖尿病の治療

を受けている」と回答した者の割合  

令和 3(2021)年：質問票で「現在糖尿病の治療を受けている」と回答した者の割合  
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図表 7-1-4-7 糖尿病の年齢調整死亡率※ 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告  都道府県別年齢調整死亡率（都道府県別年齢調

整死亡率）」  

 

 
※ 年齢調整死亡率  

   都道府県別に、死亡数を人口で除した通常の死亡率を比較すると、各都道府県の年齢構

成に差があるため、高齢者の多い都道府県では高くなり、若年者の多い都道府県では低くなる

傾向があります。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、年齢

構成を調整した死亡率が「年齢調整死亡率」（人口 10 万対）です。 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精 神 疾 患 の医 療  

（１）予 防 ・アクセス 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○厚生労働省の令和2年（2020）年患者調査に

よると、県内の医療機関を受診している精神

疾患の患者数は約88,000人、うち、うつ病を

含む気分障害の患者数は約12,000人、統合

失調症の患者数は約11,000人と推計されま

す。（図表7-1-5-1） 

○また、令和4（2022）年度の障害者自立支援

医療（精神通院）受給者数は、33,959人で、

平成29（2017）年度から約1.2倍に増加して

います。（図表7-1-5-2） 

○精 神 保 健 福 祉 手 帳 の交 付 者 数 は、令 和 4

（2022）年 度 で、1級 1,535人 、2級 11,589

人、3級5,364人で、合計18,488人です。 

（図表7-1-5-3） 

○うつ病と密接な関係があると言われている自殺

について、愛育委員、栄養委員、民生委員等

の訪問声かけ活動が地域の絆を強固にするこ

とで、本県における自殺死亡率の低下に大きく

寄与しています。平成元年以降、県の自殺死

亡率は全国を下回り、令和3(2023)年の県の

自殺死亡率（人口10万人あたり死亡者数）は

16.3であり、これは全都道府県で低い方から

24番目です。（図表7-1-5-4、図表7-1-5-

5） 

○保健所や精神保健福祉センターでは、HP等で

広く相談窓口を周知するとともに、心の健康づ

くり県民講座の実施、パンフレット配布等、心の

健康に関する普及啓発を実施しています。 

○本県のひきこもりの状態にある者の数は、令和

○心の健康の保持・増進を図る予防対策に努

めるとともに早期対応のための相談窓口の充

実など体制の整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自殺の背景として、うつ病等の心の問題のほ

か、家庭や学校、職場、地域などの社会的要

因が複雑に関係することから、県民への普及

啓発や相談体制の充実に加え、多方面の関

係者の連携を強化し、効果的な予防対策を

着実に実施する必要があります。 

 

 

 

 

○精神疾患に関する知識の普及啓発や偏見の

解消は、県民が早期に必要な精神科医療を

受けることのできる環境づくりに資するものであ

り、継続していく必要があります。 

○ひきこもりの状態にある方への支援は、個々の
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4(2022）年に国が行った実態調査等を基に､

約2万人と推計しています。 

 

○精神保健福祉センターに依存症コーディネー

ターを配置し、大学・企業を対象に適切な飲

酒の理解促進、危険飲酒者の早期発見・早

期介入を行っています。（6大学312人、2企

業36人参加）(健康推進課・令和４年(2022)

年度実績) 

○保健 所、精神保健福祉 センター、市町村で

は、精神保健福祉に係る指導を16,068人(実

人数)に対し実施しており、うち4,300人は訪問

による指導です。（厚生労働省「令和3(2021)

年度地域保健・健康増進事業報告」） 

 

 

○地域での困難事例については、精神保健福祉

センター、保健所等による多職種・多機関によ

るアウトリーチ※（訪問）支援により、地域生活

支援を図っています。（図表7-1-5-6） 

○公立学校において、スクールカウンセラーが児

童生徒や保護者の相談等に応じる中で、精神

疾患の可能性が疑われる場合は、教育分野

の知識に加え、社会福祉等の専門的な知識

や技術を有するスクールソーシャルワーカー等

と連携し、医療・福祉等の関係機関へつなぐな

ど、児童生徒や保護者への支援を行っていま

す。 

○内科医等かかりつけ医によるうつ病など精神疾

患の早期発見を目的とし、平成20(2008)年

度よりかかりつけ医向けの精神疾患に係る研

修を実施しており、累計928人が受講していま

す。（健 康 推 進 課 ・令 和 4(2022)年 度 末 実

績） 

ケースに応じて、保健、医療、福祉､教育等の

関係機関が連携して支援していく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

○保健所、精神保健福祉センター、市町村など

の地域保健は、精神疾患の発症予防・早期

発見に重要な役割を担っており、心の健康に

関する指導助言をするとともに、医療や障害

福祉サービスと連携し、住民の状態に応じた

サービスへ適切につないでいく必 要がありま

す。 

○多職種チームによるアウトリーチ支援は、今後

も、ますます重要になります。 

 

 

○問題行動や不登校等の未然防止の観点か

ら、スクールカウンセラーの配置拡充などの教

育相談体制の充実や、スクールソーシャルワ

ーカー事業の一層の充実により、医療・福祉

等の関係機関等と連携した児童生徒や保護

者 等 への支 援 体 制 の更 なる強 化 が必 要 で

す。           

 

○かかりつけ医による早期発見が重要であること

から、さらなる受講者の増加を図る必要があり

ます。 

○かかりつけ医等と精神科医との連携の強化が

必要です。 

 

※アウトリーチ 

未 治 療 の者 や治 療 中 断 等 の者 に対 して、多 職 種 による専 門 職 がチームを組 んで、必

要 に応 じて訪 問 を行 い、保 健 ・医 療 ・福 祉 サービスを包 括 的 に提 供 することにより、在 宅

生 活 の継 続 が可 能 となるよう働 きかけることをいう。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

発症予防 

早期発見 

早 期 治 療  

○心 の健 康 の保 持 ・増 進 に関 して、職 域 や教 育 機 関 等 と連 携 し、研

修 や相 談 窓 口 の充 実 を図 ります。 

○保 健 所 ・精 神 保 健 福 祉 センター・市 町 村 は、保 健 活 動 の中 で精 神

科 医 療 が必 要 な人 に対 する相 談 ・受 療 勧 奨 や訪 問 （アウトリーチ）支

援 を実 施 します。また、市 町 村 が行 う精 神 保 健 に課 題 を抱 える人 へ

の相 談 支 援 に対 して、当 該 者 への適 切 な支 援 が確 保 されるよう保

健 所 ・精 神 保 健 福 祉 センターが中 心 となって、必 要 な支 援 を行 いま

す。 

○精 神 疾 患 に関 する正 しい知 識 の普 及 啓 発 や偏 見 の解 消 により、誰

もが精 神 科 医 療 を受 診 しやすい環 境 づくりを図 ります。 

○保 健 所 ・精 神 保 健 福 祉 センターが中 心 となって、住 民 の心 の健 康 づ

くりや精 神 疾 患 の早 期 発 見 に取 り組 み、必 要 な医 療 や福 祉 サービス

が円 滑 に提 供 される体 制 を構 築 します。 

○保 健 、医 療 、福 祉 ､教 育 等 の関 係 機 関 が連 携 して実 態 把 握 に努 め

るとともに、ひきこもり地 域 支 援 センターや保 健 所 ・支 所 、市 町 村 など

において、ひきこもりに悩 む家 族 や本 人 の相 談 に早 期 に対 応 し、必 要

なサービスにつながるよう支 援 します。 

○精 神 疾 患 の早 期 発 見 ・早 期 治 療 ができるよう、かかりつけ医 や精 神

保 健 福 祉 等 関 係 者 を対 象 とした精 神 疾 患 に関 する知 識 ・技 術 等 に

係 る研 修 の充 実 を図 ります。 

○精 神 科 の医 療 機 関 の偏 在 に対 応 するため、精 神 科 の的 確 な医 療

が受 診 できるようにＩＣＴなどの活 用 も検 討 しながら地 域 医 療 の連 携

体 制 の構 築 を図 ります。 

○精 神 科 医 療 機 関 の偏 在 に対 応 するため、精 神 科 病 院 等 と連 携 して

訪 問 診 療 ・訪 問 看 護 など、精 神 科 医 療 が受 診 できる体 制 が整 備 さ

れるよう進 めます。 

○公 認 心 理 師 や臨 床 心 理 士 等 の専 門 家 が、生 徒 ・保 護 者 に対 するカ

ウンセリングや教 職 員 に対 する助 言 等 を行 うなど、早 期 対 応 に向 けた

教 育 相 談 体 制 の充 実 を図 ります。 

自 殺 予 防  ○うつ病による自殺を予防するために、うつ病について普及啓発に努めると

ともに、相談体制の充実と診療体制の強化を図ります。 

○自殺総合対策大綱（令和 4(2022)年 9 月閣議決定）を踏まえた自殺対

策に総合的に取り組み、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

を目指します。 

○岡山県自殺対策推進センターにおいて、各種情報の提供や普及啓発事
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業を行うとともに、関係機関・団体等のネットワーク化の推進や市町村職

員をはじめ関係機関・団体の担当者等の人材育成を図ります。 

○自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺の危険

を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につな

ぎ、見守るゲートキーパーの役割を担う人材等を養成します。 

○医療、教育、労働関係など様々な分野の構成員からなる自殺対策連絡

協議会において、今後の県及び関係団体の取組について検討を行い、

自殺予防の対策に取り組みます。 

                                                                               

図表 7-1-5-1 県内における医療機関にかかっている精神疾患患者数の推移 

（資料：厚生労働省「患者調査」） 

 

図表 7-1-5-2 障害者自立支援医療費（精神通院）受給者の推移 

 

（資料：岡山県健康推進課） 
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図表 7-1-5-3 精神保健福祉手帳所持者数の推移 

 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

図表 7-1-5-4 自殺死亡率の推移 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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図表 7-1-5-5 自殺者の状況 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

図表 7-1-5-6 アウトリーチによる多職種連携の状況 

 
（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

平成28年
(2016)

平成29年
(2017)

平成30年
(2018)

令和元年
(2019)

令和2年
(2020)

令和3年
(2021)

自殺者数（人） 21,021 20,468 20,031 19,425 20,243 20,291

死亡率（人口10万人対） 16.8 16.4 16.1 15.7 16.4 16.5

自殺者数（人） 298 264 254 266 257 301

死亡率（人口10万人対） 15.7 14.0 13.5 14.3 13.8 16.3

死亡率全国順位 12位 1位 4位 6位 2位 24位

岡山県

全　国

（単位：人）

地　　　　域

実人員 延人員

県北（委託） 5 107

県南（委託） 2 18

県南（精神保健福祉センター） 31 625

計 38 750

令和４年度
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精神疾患の医療  

（２）治療・地域移行  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○県 内 の精 神 科 医 療 施 設 は、精 神 病 床 のあ

る病 院 が23施 設 、その他 精 神 科 を標 榜 す

る医 療 施 設 は106施 設 となっており、人 口

10 万 人 当 た り の精 神 病 床 数 は 279.2 で、

全 国 平 均 257.2を上 回 っています。（図 表

7-1-5-7） 

○精 神 科 病 院 へ勤 務 する 医 師 数 は全 県 で

193.6人 （常 勤 換 算 ）、人 口 10万 人 当 たり

10.3 で 、 全 国 (7.9) を 上 回 っ て い ま す 。 ま

た、看 護 師 は1,068.2人 、精 神 保 健 福 祉

士 は128.8人 となっています。（図 表 7-1-

5-8） 

○病 院 及 び診 療 所 の適 正 配 置 を図 ることを

目 的 として、医 療 法 の規 定 に基 づき定 めら

れた精 神 病 床 の基 準 病 床 数 は3,931床 で

す。また、精 神 科 病 院 の入 院 患 者 数 は、令

和 4（2022）年 6月 30日 現 在 で3,740人 で

す。（図 表 7-1-5-9、図 表 7-1-5-10） 

 

○年 間 の医 療 保 護 入 院 患 者 数 は、人 口 10

万 人 当 たり189.1で、全 国 （147.2）と比 べ

多 く な っ て い ま す 。 （ 厚 生 労 働 省 「 令 和 3 

(2021)年 度 ・衛 生 行 政 報 告 例 」） 

○医 療 保 護 入 院 により１年 以 上 入 院 している

患 者 の割合 は15.2％であり、全国 （17.7％）

より低 くなっています。（厚 生 労 働 省 「精 神

保 健 福祉 資 料 」（令 和2～4(2020～2022)

年 度 平 均 ） 

○保 護 室 隔 離 を受 けている患 者 の割 合 は、

○人 口 10万 人 当 たりの精 神 病 床 数 は、県

全 域 では全 国 を上 回 る精 神 病 床 が確 保

できていますが、地 域 により偏 りが認 められ

るため、地 域 間 の連 携 が必 要 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県 全 域 を単 位 とした基 準 病 床 数 は充 足 し

ているとともに、入 院 患 者 は地 域 移 行 の促

進 により減 少 傾 向 となることが見 込 まれる

ことから、地 域 の実 情 に応 じた病 床 の機 能

分 化 の方 策 を検 討 する必 要 があります。 

○退 院 促 進 には、地 域 住 民 や当 事 者 の家

族 などの理 解 を得 る必 要 があります。 

○入 院 医 療 については、人 権 に配 慮 した、適

切 な制 度 運 用 が求 められます。 
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7.4％で、全 国 （4.7％）と比 べ多 くなってい

ます。（厚 生 労 働 省 「令 和 4(2022)年 度 精

神 保 健 福 祉 資 料 」） 

〇身 体 拘 束 を受 けている患 者 の割 合 は、0.9

％で、全 国 （4．2％）と比 べ少 なくなっていま

す。（厚 生 労 働 省 「令 和 4(2022)年 度 精 神

保 健 福 祉 資 料 」） 

○入 院 後 3ヶ月 時 点 の退 院 率 は67％であり、

全 国 (64％)より高 くなっています。入 院 後 6

ヶ月 時 点 の退 院 率 は82％であり、全 国 (80

％)より高 くなっています。入 院 後 12ヶ月 時

点 の退 院 率 は89％であり、全 国 （88％）より

高 くなっています。（厚 生 労 働 省 「令 和 元

（2019）年 度 精 神 保 健 福 祉 資 料 、ナショナ

ルデータベース」） 

 

 

○令 和 4（2022）年 6月 30日 における入 院 患

者 3,740人 のうち、3か月 未 満 の在 院 患 者

は 全 体 の25.3 ％の 948 人 、１ 年 未 満 の 在

院 患 者 は全 体 の44％の1,648人 となってい

ます。（図 表 7-1-5-10） 

○令 和 4（2022）年 6月 の１か月 間 に退 院 した

患 者 の退 院 先 は、家 庭 復 帰 と障 害 福 祉 施

設 をあわせると、66.8％となります。（図 表

7-1-5-11） 

○令 和 4（2022）年 6月 30日 における入 院 患

者 のうち1年 以 上 在 院 者 は2,092人 で全 入

院 患 者 の約 6割 です。また、65歳 以 上 の在

院 者 は、2,463人 で約 7割 です。（図 表 7-

1-5-12） 

○県 で指 定 をしている指 定 自 立 支 援 医 療 機

関 (精 神 通 院 医 療 )は、令 和 5（2023）年 4

月 1日 現 在 で、病 院 58カ所 、診 療 所 78カ

所 、薬 局 461カ所 、訪 問 看 護 ステーション

67カ所 です。(図 表 7-1-5-13） 

○精 神 科 入 院 患 者 のうち、身 体 合 併 症 により

一 般 科 で入 院 治 療 を受 けた患 者 数 は338

人 、人 口 10万 人 あたり件 数 は18.2と全 国

（12.7 ）より 高 い水 準 にあります。（令 和 元

 

 

 

 

 

 

 

○入 院 期 間 が長 期 化 した場 合 、精 神 障 害

のある人 の社 会 復 帰 が難 しくなる傾 向 があ

ることを踏 まえ、できるだけ早 期 に退 院 でき

るよう、精 神 障 害 のある人 の退 院 に向 けた

取 組 を行 いつつ、必 要 な医 療 を提 供 する

ための体 制 を確 保 する必 要 があります。 

○早 期 治 療 や入 院 時 の手 厚 い医 療 、地 域

生 活 への移 行 に向 けた支 援 を充 分 に行 う

こと等 により、入 院 の長 期 化 を防 ぐ必 要 が

あります。 

 

 

 

 

 

○地 域 で生 活 するための在 宅 医 療 （外 来 医

療 を含 む）の充 実 と、保 健 ・医 療 ・福 祉 関

係 機 関 の機 能 強 化 と連 携 強 化 が必 要 で

す。 

○関 係 機 関 と連 携 し、日 常 の地 域 保 健 活

動 を充 実 させる必 要 があります。 

○長 期 入 院 から地 域 生 活 への移 行 に向 けた

生 活 調 整 や障 害 福 祉 サービスとの連 携 が

重 要 です。 

○訪 問 看 護 や薬 局 による在 宅 での服 薬 指

導 などにより、服 薬 及 び受 診 の中 断 を防 ぐ

取 組 が必 要 です。 

 

 

○地 域 で生 活 する患 者 に必 要 な医 療 が提

供 され、保 健 ・福 祉 サービスとの連 携 が行

われ、患 者 が身 近 な地 域 で暮 らせる体 制

の整 備 が必 要 です。 

－ 136 －



（2019）年 ・ナショナルデータベース） 

○令 和 3(2021)年 6月 の１ヶ月 あたりの精 神

科 訪 問 看 護 利 用 実 人 員 は 1,197 人 、 10

万 人 当 たり利 用 者 数 に換 算 すると、63.8で

あり、全 国 （46.5）を上 回 っています。(厚 生

労 働 省 「令 和 3(2021)年 度 精 神 保 健 福 祉

資 料 」) 

○精 神 障 害 のある人 が自 立 し、社 会 参 加 でき

るよう「岡 山 県 障 害 福 祉 計 画 」に沿 って障

害 福 祉 サービスの整 備 などにより、地 域 生

活 の支 援 を進 めています。 

○家 主 などが精 神 疾 患 に対 する誤 解 により不

安 を抱 いたり、保 証 人 を確 保 することが困

難 なことなどにより、精 神 疾 患 のある人 が住

居 を確 保 することは依 然 として難 しい状 況 に

あります。 

○医 療 導 入 や治 療 継 続 が困 難 な精 神 障 害

のある人 に対 する包 括 的 支 援 を行 うため、

保 健 所 ・精 神 保 健 福 祉 センター中 心 に精

神 科 在 宅 支 援 （アウトリーチ）事 業 を実 施 し

ています。 

○自 ら障 害 のある当 事 者 がピアサポーターと 

なって行 う相 談 、支 援 や普 及 啓 発 が、精 神

障 害 のある人 の不 安 解 消 、精 神 障 害 のあ

る 人 へ の 偏 見 解 消 等 に 有 効 で あ る こ と か

ら、県 内 で活 動 しているピアサポーターを派

遣 し、地 域 移 行 ・地 域 定 着 を促 進 するとと

もに、新 たにピアサポーターを養 成 すること

で、地 域 のピアサポーターの確 保 と活 動 の

活 性 化 を図 っています。 

○地 域 移 行 促 進 センター事 業 として、ホステ

ル事 業 、24時 間 電 話 相 談 事 業 を実 施 して

います。 

○岡 山 県 精 神 障 害 者 家 族 会 連 合 会 や各 地

域 の家 族 会 は、共 同 作 業 所 を運 営 するな

ど、精 神 障 害 のある人 の社 会 参 加 のための

取 組 を行 っています。 

 

 

 

 

 

 

 

○地 域 生 活 支 援 サービスの充 実 を図 ってい

く必 要 があります。 

 

 

○地 域 生 活 への移 行 を進 める上 で、住 居 の

確 保 は重 要 な課 題 です。 

 

 

 

○緊 急 の入 院 等 を回 避 する必 要 があること

から、関 係 機 関 と連 携 し、訪 問 ・調 整 等 の

日 常 の地 域 保 健 活 動 を充 実 する必 要 が

あります。 

 

○精 神 障 害 のある人 への偏 見 を解 消 するた

めの更 なる普 及 啓 発 が必 要 です。 

○ピアサポーターの養 成 及 び派 遣 を実 施 して

いますが、ピアサポーターの活 動 の場 の拡

大 のための取 組 が必 要 です。 

 

 

 

 

○退 院 後 の地 域 生 活 に移 行 する上 で必 要

な訓 練 や支 援 を行 う必 要 があります。 

 

○精 神 障 害 のある人 とその家 族 の支 援 を進

めるため、岡 山 県 精 神 障 害 者 家 族 会 連

合 会 をはじめ地 域 の家 族 会 を支 援 していく

ことが必 要 です。 

○精神障害のある人の地域生活を支援していく

ためには、関係機関や家族会などの関係者が、

協 力 して支 援 を行 っていくことが必 要 です。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

早 期 退 院 の促 進  

 

○入院初期における手厚い医療の提供や、退院後の地域生活に必要な

福祉サービスの確保などに医師、看護職員、精神保健福祉士など多職

種チームで取り組むことにより、入院期間の短縮を図るよう、精神科医

療機関等に働きかけます。 

○入院医療から地域生活への移行を推進するため、精神障害のある人の

退院後の地域生活の支援が強化されるように、外来診療、デイケア、訪

問診療・訪問看護などの在宅医療の充実に努めながら、地域の実情に

応じた病床の機能分化の方策を検討します。 

○「岡山県障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び

地域生活支援事業の提供体制の確保を進めるとともに、関係機関等と

連携し、社会的入院の解消を図ります。 

地 域 移 行 ・定 着 の

ための体 制 整 備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地 域 で生 活 していくために必 要 な外 来 受 診 の継 続 が困 難 な人 に対

して、保 健 所 等 による訪 問 活 動 や、医 療 機 関 等 によるアウトリーチ

（訪 問 支 援 ）が提 供 される体 制 を整 備 します。 

○退 院 後 の生 活 環 境 にも配 慮 しながら、入 院 前 に診 療 を行 っていた医

療 機 関 等 との連 携 を深 めるため、かかりつけ医 などへの研 修 を行 いま

す。 

○訪 問 看 護 や薬 局 による服 薬 指 導 などにより、服 薬 及 び受 診 の中 断

を防 ぐ取 組 を推 進 します。 

○精 神 障 害 のある人 が地 域 で適 切 な医 療 が受 けられるよう、心 身 障

害 者 医 療 費 公 費 負 担 制 度 に精 神 障 害 のある人 に対 する医 療 費 助

成 の枠 組 みを新 たに設 けるとともに、市 町 村 や保 健 ・医 療 ・福 祉 関

係 機 関 とのさらなる連 携 強 化 を図 ります。 

○地 域 で生 活 する精 神 障 害 のある人 が不 安 定 になった場 合 への支 援

として、一 時 休 息 のために入 所 するホステル事 業 や、24時 間 電 話 相

談 事 業 を実 施 します。 

○一 般 県 民 への普 及 啓 発 に加 え、医 療 機 関 において、当 事 者 の家 族

に対 する教 育 を行 い、精 神 障 害 への理 解 を深 めることにより、精 神 障

害 のある人 が地 域 へ受 け入 れられやすい環 境 づくりを推 進 します。 

○医 療 、福 祉 、当 事 者 団 体 、行 政 等 の関 係 者 等 で構 成 する検 討 委

員 会 を設 置 し、長 期 入 院 の解 消 に向 けた連 携 強 化 等 を図 ります。 

○「１年 未 満 入 院 者 平 均 退 院 率 」等 が向 上 するよう、各 医 療 機 関 にお

ける地 域 移 行 に向 けたケア会 議 などに、福 祉 サービス事 業 者 が参 加

するような仕 組 みづくりを進 めます。 
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適 正 な入 院 医 療  

 

○精 神 医 療 審 査 会 ・実 地 審 査 等 により、人 権 に配 慮 した適 切 な医 療

の提 供 と入 院 環 境 の確 保 を推 進 します。特 に人 権 侵 害 を疑 わせる

案 件 に対 しては、行 政 や精 神 医 療 審 査 会 等 関 係 者 が一 体 となっ

て厳 正 に対 応 します。 

制度の周知 ○精神障害者保健福祉手帳制度や自立支援医療（精神通院医療）制度

など、精神疾患のある人を支援する制度が支援を必要とする人に行き届

くよう、当事者だけでなく、サービスを提供する関係者に対しても周知を図

ります。 

住居の確保 ○不動産業の関係者などへの普及啓発を通じ、精神疾患のある人が住居

を確保しやすい環境づくりを進めます。 

○知事が指定した住宅確保要配慮者居住支援法人（居住支援法人）によ

る、精神疾患のある人の住居確保に向けた取組を支援します。 

当事者・家族との協

働、家族支援 

○施策の推進にあたっては、当事者やその家族の意見を反映し、サービス

利用者のニーズにあったものになるよう努めるとともにピアサポートを通じた

サービス及びプログラムが充実するように当事者及び家族と協働します。 

○ピアサポーターの確保、ピアサポーター活動の活性化のための支援を進

めるとともに、家族等からの相談に対応する体制が充実するよう努めま

す。 

○精神障害のある人やその家族の自立を促進するとともに孤立化を防ぐた

めに患者会や家族会交流会等を開催します。 

 

図 表 7-1-5-7 人 口 10 万 人 あたりの病 床 数  

 
（資料：厚生労働省「医療施設調査」） 
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図 表 7-1-5-8 精 神 科 病 院 の医 師 、看 護 師 、その他 の従 事 者 の常 勤 換 算 数  

 
（資料：厚生労働省「病院報告」（～平成 28 年）、「医療施設調査」（平成 29 年～）） 

 

図 表 7-1-5-9 入 院 患 者 （在 院 患 者 ）数 の推 移  

 

（資料：厚生労働省「精神保健福祉資料」） 

 

図 表 7-1-5-10 精 神 科 病 院 の入 院 患 者 の状 況  

 

（資料：厚生労働省「令和 4（2022）年度精神保健福祉資料」） 

   区分
   平成28年

  (2016)
  平成29年

（2017）
  令和2年
（2020）

 医師(常勤＋非常勤) 173.9 184.8 193.6

 薬剤師 58.6 55.6 49.6

 看護師 1234.1 1231.8 1068.2

 准看護師 376.1 364.0 221.0

 作業療法士 151.7 154.7 125.2

 精神保健福祉士 146.4 150.1 128.8

 介護福祉士 135.1 157.0 88.6

4,313

4,260 4,275

3,739 3,740

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

H30

(2018)

R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

（人） （各年6月30日時点）

(令和４(2022)年6月30日現在)

区分 区分の小計による率

①１か月未満 479 （ 12.8% ）  

②１か月以上３か月未満 469 （ 12.5% ） ３か月未満計：948人　(①+②の計) 25.3%

③３か月以上６か月未満 307 （ 8.2% ） 6か月未満計：1,255人(①+②の計) 33.5%

④６か月以上１年未満 393 （ 10.5% ） １年未満計　：1,648人(①～④の計) 44.0%

⑤１年以上５年未満 1,189 （ 31.8% ）

⑥５年以上１０年未満 492 （ 13.2% ） 　

⑦１０年以上２０年未満 257 （ 6.9% ） 　

⑧２０年以上 154 （ 4.1% ）   

  合計 3,740 （ 100% ）  

人数（構成比）
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図 表 7-1-5-11 各 年 6 月 の１か月 間 の精 神 科 病 院 からの退 院 状 況  

 

（資料：厚生労働省「精神保健福祉資料」） 

 

図 表 7-1-5-12 １年 以 上 在 院 患 者 数 の推 移  

 
（資料：厚生労働省「精神保健福祉資料」） 

 

図 表 7-1-5-13 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 （精 神 通 院 医 療 ）の指 定 状 況  

 

（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

独居 90 ( 17.6% ) 87 ( 16.7% )

家族と同居 216 ( 42.2% ) 217 ( 41.7% )

8 ( 1.6% ) 14 ( 2.7% ) 18 ( 3.5% )

3 ( 0.6% ) 4 ( 0.8% ) 3 ( 0.6% )

71 ( 14.6% ) 79 ( 15.4% ) 67 ( 12.9% )

グループホーム 15 ( 2.9% ) 32 ( 6.1% )

グループホーム以外 4 ( 0.8% ) 12 ( 2.3% )

－ ( 0.0% ) 9 ( 1.8% ) 3 ( 0.6% )

57 ( 11.7% ) 43 ( 8.4% ) 46 ( 8.8% )

31 ( 6.4% ) 38 ( 7.4% ) 36 ( 6.9% )

0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

合計 487 ( 100.0% ) 512 ( 100.0% ) 521 ( 100.0% )

令和4(2022)年度

死亡

不明

区分

)

他院の精神病床

自院の精神病床以外の病床

他院の精神病床以外の病床

その他施設等
（救護施設・母子寮・司法関係）

介護施設

)61.6%

障害福祉施設 17 ( 3.5%

令和2(2020)年度 令和3(2021)年度

在宅 300 (

各年４月１日の状況

区分
令和元年度

(2019)
令和2年度

（2020）
令和3年度

（2021）
令和4年度

（2022）
令和5年度

（2023）

 病　院 60カ所 59カ所 58カ所 59カ所 58カ所

 診療所 80カ所 82カ所 81カ所 86カ所 78カ所

 薬　局 450カ所 449カ所 455カ所 463カ所 461カ所

 訪問看護
 ｽﾃｰｼｮﾝ

54カ所 57カ所 61カ所 64カ所 67カ所

 合　計 644カ所 647カ所 655カ所 672カ所 664カ所

※指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請書による集計取りまとめ
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精神疾患の医療  

（３）精神科救急  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○県 内 を2圏 域 に分 け、指 定 病 床 を持 つ二

次 救 急 の11病 院 （県 南 7病 院 、県 北 4病

院 ）で病 院 群 輪 番 体 制 を組 むとともに、平

成 21（2009）年 度 から岡 山 県 精 神 科 医 療

セ ン タ ー が バ ッ ク ア ッ プ を 行 い 、 令 和 4

（2022）年 度 には、岡 山 県 精 神 科 救 急 医

療 システム整 備 事 業 を介 した救 急 ・急 性 期

患 者 の約 8割 を同 センターで対 応 していると

ころであり、病 床 や医 療 従 事 者 を確 保 し救

急 患 者 の受 入 体 制 を整 備 しています。 

○病 院 群 輪 番 体 制 での、休 日 夜 間 入 院 者

数 は579人 であり、救 急 受 診 を要 する患 者

の受 入 れを行 っています。（令 和 4（2022）

年 度 実 績 、図 表 7-1-5-14） 

○夜 間 及 び休 日 の相 談 に応 じる精 神 科 救 急

情 報 センターを設 置 し、24時 間 365日 相 談

に 応 じ る 体 制 を 整 備 し て い ま す 。 令 和 4

（2022）年 度 における精 神 科 救 急 情 報 セン

ターへの相 談 件 数 は4,223件 であり、休 日 ・

夜 間 の症 状 悪 化 などの対 応 に苦 慮 している

患 者 や 家 族 を積 極 的 に支 援 していま す。

（図 表 7-1-5-15、図 表 7-1-5-16） 

○精 神 科 救 急 情 報 センターにおいて、身 体 科

救急病院等からの相談等に対し、情報収集・

調 整 を行 うことにより、身 体 科 救 急 病 院 等

と連 携 できるよう取 り組 んでいます。 

○県 が指 定 する救 命 救 急 センターは5施 設 あ

り、そのうち精 神 病 床 を有 するのは3施 設 で

す。 

○救 急 受 診 を要 する患 者 の受 入 れが迅 速

かつ円 滑 に行 えるよう、引 き続 き取 り組 む

必 要 があります。また、救 急 体 制 は地 域 に

より偏 りがあるため、その対 応 に取 り組 み、

現 行 の救 急 医 療 体 制 を維 持 する必 要 が

あります。 

 

○緊 急 の入 院 等 を回 避 する必 要 があること

から、関 係 機 関 と連 携 し、日 常 の地 域 保

健 活 動 を充 実 させる必 要 があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○精 神 疾 患 と身 体 疾 患 を合 併 した救 急 患

者 に適 切 に対 応 するため、一 般 病 院 と精

神 科 病 院 との連 携 をより一 層 強 化 する必

要 があります。 

○自 殺 未 遂 など重 篤 な身 体 合 併 症 患 者 に

対 応 する救 急 隊 員 など医 師 以 外 の関 係

者 も、精 神 疾 患 についての理 解 を深 める
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○令 和 3 (2021)年 度 の年 間 の措 置 入 院 患

者 数 は 、 人 口 10 万 人 当 た り 2.3 で 、 全 国

（5.9）と比 べ低 くなっています。また、令 和 4 

(2022)年 度 の 通 報 ・ 届 出 件 数 は 年 間 約

300件 で、措 置 入 院 件 数 は49件 となってい

ます。（図 表 7-1-5-17、図 表 7-1-5-18） 

 

 

 

必 要 があります。 

○措 置 入 院 後 の入 院 患 者 の退 院 に向 けた

支 援 と退 院 後 の地 域 生 活 定 着 のための

支 援 が重 要 です。 

○措 置 入 院 や医 療 保 護 入 院 を利 用 しなけ

ればならないほど症 状 を重 症 化 させないた

めには、地 域 生 活 を支 える保 健 ・医 療 ・福

祉 サービスの充 実 が必 要 です。 

○訪 問 看 護 や薬 局 に よる在 宅 での服 薬 指

導 など、服 薬 及 び受 診 の中 断 を防 ぐ取 組

が必 要 です。【再 掲 】 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

救 急 体 制 の充 実  

 

○指 定 病 床 を持 つ二 次 救 急 病 院 による病 院 群 輪 番 体 制 を運 営 しま

す。 

○夜 間 ・休 日 に迅 速 かつ適 切 な医 療 を提 供 するため、精 神 科 救 急 情

報 センターを運 営 します。 

○精 神 科 救 急 医 療 体 制 の地 域 による偏 在 への対 応 や、現 行 の体 制

維 持 のための施 策 に取 り組 みます。 

○精 神 科 救 急 医 療 システム連 絡 調 整 委 員 会 を開 催 し、円 滑 に患 者

の受 入 れが行 われるよう、体 制 の充 実 ・強 化 を図 ります。 

○精 神 科 病 院 において、自 院 の患 者 やその関 係 者 からの相 談 等 に対

し、夜 間 ・休 日 も対 応 できる体 制 を整 備 するよう働 きかけます。 

○精 神 科 診 療 所 において、精 神 科 救 急 情 報 センターからの自 院 の患

者 に関 する問 合 わせに対 し、夜 間 ・休 日 も対 応 できる体 制 を整 備 す

るよう働 きかけます。 

救急における身体合

併症 

○精 神 科 以 外 の医 師 による身 体 合 併 症 患 者 への対 応 力 向 上 のた

め、かかりつけ医 への精 神 疾 患 に関 する研 修 を継 続 します。 

○救 急 隊 員 など医 師 以 外 の関 係 者 へも、精 神 疾 患 に関 する普 及 啓

発 などを実 施 します。 

○自 殺 未 遂 者 や身 体 合 併 症 患 者 へ適 切 に対 応 するため、身 体 疾 患

に対 応 する医 療 機 関 と精 神 科 医 療 機 関 との連 携 体 制 を構 築 しま

す。 

措 置 入 院 等 への対

応  

○措 置 入 院 等 緊 急 時 の対 応 においては、当 事 者 の負 担 を最 小 限 とす

るため、平 素 からの地 域 保 健 活 動 と一 連 の円 滑 な対 応 となるよう、

保 健 所 は積 極 的 に関 与 するものとします。 

○措 置 入 院 した患 者 が退 院 後 に社 会 復 帰 のために必 要 な医 療 や地
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域 生 活 定 着 のための支 援 を確 実 に受 けることができるよう、措 置 入

院 中 から退 院 後 支 援 計 画 を作 成 し、県 、市 町 村 をはじめ、医 療 機

関 や保 健 医 療 及 び福 祉 サービス事 業 所 など関 係 機 関 と連 携 を図 り

ながら、退 院 後 の生 活 を支 援 します。 

○診 察 により措 置 入 院 不 要 と診 断 された場 合 においても、地 域 保 健 活

動 への引 継 が速 やかに行 われるよう、保 健 所 は関 係 機 関 と綿 密 な

連 携 を図 るものとします。 

 

図 表 7-1-5-14 精 神 科 病 院 群 輪 番 体 制 の入 院 者 数 の推 移 （各 年 度 末 ） 

  

（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

 

図 表 7-1-5-15 精 神 科 救 急 情 報 センターの相 談 件 数 の推 移 （各 年 度 末 ） 

  
（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 
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図 表 7-1-5-16 精 神 科 救 急 情 報 センターの相 談 件 数 の内 訳 （令 和 ４（２０２２）年 度 ） 

  

（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

図 表 7-1-5-17 岡 山 県 内 における措 置 入 院 件 数 の推 移  

 

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」） 

図 表 7-1-5-18 岡 山 県 内 における通 報 件 数 と措 置 入 院 件 数  

 
（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

本人

75.8%

家族

14.4%

知人・友人

1.3%

救急隊

0.4%

医療機関(精
神科）
1.2%

医療機関(精神
科以外）
2.1%

警察

0.5%
保健所

0.3%

その他関係

機関
2.2%

その他

0.6% 不明

1.3%

申請・通報 診察の必要

年度 ・届出件数 なし　　　　　  ２９条該当  ２９条該当

 (措置入院)  なし

平成３０(2018)年度 ３１５件 ２１４件 １０１件 ４６件 ５５件

令和元(2019)年度 ３５３件 ２１３件 １４０件 ５４件 ８７件

令和２(2020)年度 ４４５件 ２８２件 １６３件 ６７件 ９６件

令和３(2021)年度 ３３９件 ２０３件 １３６件 ４３件 ９３件

令和４(2022)年度 ３２６件 ２０９件 １１７件 ４９件 ６８件

診察を受けた者
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築 

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精 神 疾患 の医 療 

（４）身 体 合併 症 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○精 神 科 入 院 患 者 のうち、身 体 合 併 症 により

一 般 科 で入 院 治 療 を受 けた患 者 数 は338

人 、人 口 １０万 人 あたり件 数 は18.2と全 国

（12.7）より高 い水 準 であり、一 般 科 医 療 機

関 で精 神 科 疾 患 患 者 の受 け入 れ体 制 が充

実 しています。（令 和 元 （2019）年 ・ナショナ

ルデータベース） 【再 掲 】 

○精 神 科 入 院 患 者 で重 篤 な身 体 合 併 症 の診

療 を受 けた患 者 数 は1,018人 、人 口 10 万

人 あたり件 数 は54.6と全 国 （34.5）より高 い

水 準 であり、精 神 科 医 療 機 関 で内 科 ・外 科

などの医 療 を提 供 する体 制 が全 国 より充 実

しています。 （令 和 元 （2019）年 ・ナショナ

ルデーターベース） 

○精 神 科 救 急 情 報 センターにおいて、身 体 科

救 急 病 院 等 からの相 談 等 に対 し、情 報 収

集 ・調 整 を行 うことにより、身 体 科 救 急 病 院

等と連携できるよう取り組んでいます。【再掲】 

○精 神 科 医 師 は、がん、糖 尿 病 等 の生 活

習 慣 病 の予 防 と重 症 化 防 止 のため、生

活 習 慣 病 を合 併 する患 者 の他 、急 性 の

身 体 疾 患 患 者 にも対 応 する能 力 や、身

体 科 医 師 と の 連 携 が 必 要 と な っ て い ま

す。 

○身 体 科 の医 師 は、患 者 が併 せ持 つ精 神

疾 患 に対 応 する能 力 または精 神 科 の医

師 との連 携 が求 められています。 

○透 析 治 療 や歯 科 疾 患 など、精 神 疾 患 の

ある人 で専 門 的 かつ定 期 的 に治 療 を施

す必 要 がある患 者 には、専 門 医 療 機 関 と

の連 携 により対 応 する必 要 があります。 

  

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

身 体 合 併 症  

 

○関 係 機 関 と連 携 して精 神 科 医 師 の身 体 合 併 症 への対 応 力 向 上 を

図 るとともに、精 神 科 医 療 機 関 と身 体 科 医 療 機 関 の連 携 体 制 を構

築 します。 

○精 神 科 以 外 の医 師 による身 体 合 併 症 患 者 への対 応 力 向 上 のた

め、かかりつけ医 への精 神 疾 患 に関 する研 修 を実 施 します。 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精神疾患の医療  

（５）専門医療  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○児 童 思 春 期 精 神 科 医 療 については、子 ども

の心 の診 療 拠 点 病 院 である岡 山 県 精 神 科

医 療 センターを中 核 とした医 療 提 供 体 制 が

整 備 されています。重 度 の患 者 に対 しては

入 院 によるケアも行 っています。 

○摂 食 障 害 については、厚 生 労 働 科 学 研 究

において、摂 食 障 害 患 者 は、女 子 中 学 生

の100人 に1～2人 、男 子 中 学 生 の1,000

人 に 2～5人 いると推 計 されており、県 内 の

中 学 生 数 にあてはめると300人 ～700人 程

度 が摂 食 障 害 を抱 えていることになります。

（令 和 3(2021)年 度 岡 山 県 学 校 基 本 調 査

結 果 より推 計 ） 

○統 合 失 調 症 については、岡 山 県 精 神 科 医

療 センターにおいて、平 成 26（2014）年 度

より精 神 病 床 に入 院 中 の難 治 性 患 者 に対

して、精 神 科 病 院 と他 の医 療 機 関 とのネッ

トワーク等 、地 域 での支 援 体 制 を構 築 し、

難 治 性 患 者 の地 域 生 活 への移 行 を支 援

することを目 的 とした、難 治 性 精 神 疾 患 地

域 移 行 促 進 事 業 を行 っています。 

○重 度 アルコール依 存 症 入 院 医 療 管 理 加 算

届 出 医 療 機 関 が7 施 設 あり ま す（ 令 和 元

(2019)年 ）。その他 薬 物 等 依 存 症 について

は、岡 山 県 精 神 科 医 療 センターを中 心 に

医 療 が提 供 されています。依 存 症 に関 する

専 門 的 な相 談 支 援 、関 係 機 関 との連 携 調

整 等 を実 施 する「依 存 症 治 療 拠 点 機 関 」と

して岡 山 県 精 神 科 医 療 センターを指 定 して

○現 在 整 備 されている専 門 医 療 を担 当 する

医 療 機 関 と、他 の医 療 機 関 との連 携 によ

り、専 門 医 療 が全 県 で共 有 される必 要 が

ありますが、その提 供 体 制 には地 域 による

偏 りがあります。 

○摂 食 障 害 患 者 が早 期 に適 切 な支 援 を受

けられるよう、摂 食 障 害 に対 応 できる専 門

職 の養 成 や多 職 種 連 携 ・多 施 設 連 携 の

推 進 が必 要 です。 

 

 

 

 

○統 合 失 調 症 患 者 が早 期 に適 切 な支 援 を

受 けられるよう、専 門 職 の養 成 、治 療 抵

抗 性 統 合 失 調 症 治 療 薬 等 による専 門 的

治 療 の普 及 を推 進 するための多 職 種 連

携 ・多 施 設 連 携 体 制 の構 築 が必 要 です

が、その体 制 には地 域 による偏 りがありま

す。 

 

○依 存 症 （アルコール・薬 物 ・ギャンブル等 ）

に対 応 できる専 門 職 の養 成 、発 生 予 防 ・

進 行 予 防 ・再 発 予 防 の各 段 階 での医 療

や相 談 支 援 体 制 の構 築 が必 要 です。 

○依 存 症 に対 する正 しい知 識 の普 及 啓 発 が

必 要 です。 
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おり、地 域 における依 存 症 の治 療 ・回 復 支

援 体 制 の構 築 を図 っています。 

○高 次 脳 機 能 障 害 については、支 援 拠 点 機

関 である川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院 及 び旭

川 荘 を中 心 に、地 域 の医 療 機 関 や行 政 機

関 等 とも連 携 して支 援 しています。 

○て んかん患 者 に ついて は、平 成 27(2015)

年 度 に小 児 神 経 科 、脳 神 経 内 科 、脳 神 経

外 科 、精 神 科 神 経 科 などが連 携 した高 度

な専 門 治 療 に取 り組 む岡 山 大 学 病 院 を県

のてんかん診 療 拠 点 機 関 として指 定 し、て

んかんに関 する知 識 の普 及 啓 発 、患 者 ・家

族 の相 談 支 援 ・治 療 、医 療 従 事 者 への研

修 、地 域 連 携 支 援 体 制 の構 築 のための協

議 会 の開 催 等 に取 り組 んでいます。 

○医 療 観 察 法 対 象 者 に対 して人 権 に配 慮 し

た医 療 を提 供 するため、岡 山 県 精 神 科 医

療 センターが指 定 入 院 医 療 機 関 に指 定 さ

れています。また、保 護 観 察 所 と県 内 10か

所 の指 定 通 院 医 療 機 関 、保 健 所 、精 神 保

健 福 祉 センター、市 町 村 等 が連 携 し、対 象

者 の地 域 生 活 移 行 を支 援 しています。 

〇小 児 科 医 や乳 幼 児 健 診 に携 わる医 師 に対

する研 修 を実 施 するなど、発 達 障 害 の早 期

発  見 及 び早 期 支 援 のための体 制 整 備 を

進 めています。 

 

 

○地 域 における関 係 機 関 との連 携 及 び支 援

手 法 の普 及 を強 化 し、支 援 体 制 の充 実 を

図 ることが必 要 です。 

 

○てんかん診 療 拠 点 機 関 （岡 山 大 学 病 院 ）

を中 心 とした県 内 医 療 機 関 や教 育 機 関

等 との連 携 強 化 によるてんかん患 者 への

適 切 な支 援 が必 要 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乳 幼 児 健 診 等 を通 じて発 達 障 害 の疑 い

のある子 どもを早 期 に把 握 し、確 実 に診 断

や療 育 等 の適 切 な支 援 につなげる必 要 が

あります。  

○早 期 療 育 のほか、就 学 期 や成 人 期 におい

て必 要 な支 援 が受 けられるよう、各 地 域 に

おいて適 切 に発 達 障 害 の診 断 や発 達 支

援 ができる専 門 的 な医 療 機 関 や支 援 機

関 を確 保 する必 要 があります。 

  

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

専 門 医 療  

 

○児 童 思 春 期 精 神 医 療 、治 療 抵 抗 性 統 合 失 調 症 、依 存 症 、高 次 脳

機 能 障 害 、てんかん、発 達 障 害 等 、専 門 的 な医 療 の提 供 にあたっ

ては、地 域 間 の医 療 提 供 体 制 の偏 在 の軽 減 が図 られるよう、専 門

医 療 機 関 と他 の医 療 機 関 との一 層 の連 携 を進 め、必 要 な専 門 医
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療 が受 けられる体 制 の整 備 に取 り組 みます。 

○児 童 思 春 期 精 神 医 療 については、多 職 種 によるチーム医 療 や学 校

との連 携 などの成 果 を活 かしつつ、対 象 者 の成 長 段 階 に応 じた医 療

の提 供 を目 指 します。 

○岡 山 県 精 神 科 医 療 センターや民 間 医 療 機 関 において、アルコール・

薬 物 等 依 存 症 患 者 や児 童 思 春 期 事 例 、治 療 抵 抗 性 統 合 失 調 症

等 の専 門 医 療 の対 応 を行 っていますが、その中 で特 に対 応 困 難 な

事 例 を精 神 科 医 療 センターにおいて対 応 しています。さらに、他 の精

神 科 医 療 機 関 等 との連 携 を推 進 するとともに、生 活 の場 でも継 続 し

た適 切 な医 療 が提 供 できるよう取 組 を行 っていきます。 

○第 2期 岡 山 県 アルコール健 康 障 害 対 策 推 進 計 画 に基 づき、不 適 切

な飲 酒 の影 響 による心 身 の健 康 障 害 や、さらにはそこから引 き起 こさ

れるアルコールに関 連 する社 会 問 題 （飲 酒 運 転 、暴 力 、虐 待 、自 殺

等 ）、節 度 ある飲 酒 習 慣 、アルコールに頼 ってしまわない余 暇 の過 ご

し方 等 について、市 町 村 や関 係 団 体 とともに、広 く県 民 に理 解 を深

めてもらうよう取 り組 みます。 

○てんかんについては、てんかん診 療 拠 点 機 関 （岡 山 大 学 病 院 ）が県

内 医 療 機 関 等 との連 携 強 化 によりてんかん診 療 の拠 点 施 設 として

機 能 するよう、連 携 を強 化 して取 組 を促 進 します。 

○発 達 障 害 の疑 いのある子 どもを早 期 に把 握 し、確 実 に専 門 機 関 での

診 断 や療 育 等 の適 切 な支 援 につなげるための取 組 を進 めます。 

○子 どもの心 の診 療 拠 点 病 院 を中 心 に、各 地 域 において、発 達 障 害

に専 門 的 に携 わる医 師 や関 係 専 門 職 の育 成 等 を図 り、全 県 的 なネ

ットワークの構 築 を進 めます。 

○発 達 障 害 について身 近 に相 談 できるかかりつけ医 等 の医 療 従 事 者

を養 成 するための研 修 を実 施 します。 

○専 門 医 療 にかかる患 者 についても、障 害 福 祉 サービス事 業 者 等 との

連 携 により早 期 に退 院 し、地 域 で生 活 ができる体 制 の整 備 を進 めま

す。 
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図 表 7-1-5-19 精 神 疾 患 に係 る医 療 連 携 体 制 （認 知 症 を除 く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

 

 

○医療の提供   
精神科医療機関 
 

・医師、看護師、作業療法士、
心理専門職、精神保健福祉
士､薬剤師等で構成される
多職種チームによる、早期
退院に向けた総合的な医療
の提供 

・地域移行に向けた、相談支援
事業所などの障害福祉サー
ビス事業所との連携 

 
○権利擁護 
 精神医療審査会 
 法務局・県関係部所 等 

 

 
○医療の提供   
精神科医療機関 
薬局 
精神科デイケア 
訪問看護ステーション 
等 

 
 
・アウトリーチ等、多職

種チームによる医療の
提供 

・地域定着に向けた、相
談支援事業などの障害
福祉サービス事業所と
の連携 

 
○生活支援 

当事者・家族会  
相談支援事業所  
障害福祉サービス事業所  
入居支援センター  等  

○地域保健 
保健所  
精神保健福祉センター 
市町村  

 
○健康教育・普及啓発・早期相談 
 医療機関（かかりつけ医等） 
 企業・学校 
 保健所、精神保健福祉センター 
 市町村 

 
○精神科救急体制 

精神科救急医療施設 
○相談窓口 
 精神科救急情報センター 
 精神科病院・診療所 

入院医療 外来診療等 

精神科医療 

地域 予防 

専門医療機関(児童思春期精神科医療､依存症､てんかん､ 

高次脳機能障害､発達障害､医療観察法による医療) 

 

精神科医療機関、救命救急センター、一般の医療機関、 

消防署 等 

  
○早期発見・早期治療 
 医療機関（かかりつけ医等） 
  薬局  
 保健所、精神保健福祉センター 
 市町村  

アクセス 

精神科救急 

できるだけ 

早期の退院 

情報の共有と 

顔の見える連携 

専門医療 

身体合併症 
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図 表 7-1-5-20 地 域 包 括 ケアシステムにおける精 神 障 害 のある人 への支 援  

安心して自分らしく暮らすために･･･

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育

住まい

企業、ピア・サポート活動、自治会、ボランティア、NPO等

・精神保健福祉センター（複雑困難な相談）
・発達障害者支援センター（発達障害）
・保健所（精神保健専門相談）
・障害者就業・生活支援センター（就労）
・ハローワーク（就労）

病気になったら･･･

医療

お困りごとはなんでも相談･･･

様々な相談窓口 日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・精神科デイケア・精神科訪問看護
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

病院：
急性期、回復期、慢性期

介護・訓練等の支援が必要になったら･･･

障害福祉・介護

（介護保険サービス）
■在宅系：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介
護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス 等
■介護予防サービス

■地域生活支援拠点

（障害福祉サービス）
■在宅系：
・居宅介護 ・生活介護
・短期入所
・就労継続支援
・自立訓練 等

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護 等

■施設・居住系サービス
・施設入所支援
・共同生活援助
・宿泊型自立訓練 等

通所・入所通院・入院

訪問

・自宅（持ち家・借家・公営住宅等）
・サービス付き高齢者向け住宅
・グループホーム 等

訪問

・市町村（精神保健・福祉一般相談）
・基幹相談支援センター（障害）

・地域包括支援センター（高齢）

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。
訪問相談にも対応します。

精神障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、市町村が主体となり、県精神保健福祉センターや保健所と連携を図りつつ、精
神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、当事者・ピアサポーター、家族、居住支援関係者などとの重層的な連携による支援体制
を構築していくための取組を実施しています。

市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

保健所ごとの地域包括ケアシステムの構築に資する取組の推進、体制整備

地域包括ケアシステムの構築に資する取組の推進、体制整備（岡山県）
１ 保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置 ２ 普及啓発に係る事業
３ 精神障害者の家族支援に係る事業 ４ ピアサポートの活用に係る事業
５ 医療連携体制の構築に係る事業 ６ 精神障害者の地域移行・地域支援定着関係職員に対する研修に係る事業
７ 地域移行促進センター事業 ８ アウトリーチ支援に係る事業

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要

圏域の考え方

日常生活圏域

基本圏域（市町村）

※ 地域包括ケアシステムは、日常生活圏
域単位での構築を想定

※ 精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築にあたっては、障害保健
福祉圏域ごとに、精神科医療機関・そ
の他の医療機関・地域援助事業者・市
町村による連携支援体制を確保

障害保健福祉圏域

 

  （資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  １ 医療法で定める５疾病  

 

５ 精神疾患の医療  

（６）認知症  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○県内における「認知症高齢者の日常生活自立

度Ⅱ」以上の認知症の人の数は、令和７(2025)

年度には約79,000人と推計されます。（長寿

社会課「第7期岡山県高齢者保健福祉計画・

介護保険事業支援計画」（平成30(2018)年

3月） 

 

 

 

 

○認知症の大部分を占めるアルツハイマー病や

脳血管性認知症は、生活習慣病（高血圧

症、糖尿病、脂質異常症など）との関連がある

とされています。 

○若年性認知症の人の数は、日本医療研究開

発機構認知症研究開発事業によって実施し

た調査によると、18～64歳人口における人口

10万人当たり50．9人と推計されています。

（日本医療研究開発機構認知症研究開発事

業による「若年性認知症の有病率・生活実態

把握と多元的データ共有システムの開発」（令

和2（2020）年3月）） 

○認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医

の相談役や、医療機関と地域包括支援セ

ンター等との連携の推進役となる認知症サ

ポート医を養成しています。 (長寿社会課・

令和 4（2022）年度末実績・図表 7-1-5-

21) 

○かかりつけ医による早期診断・早期対応を

○認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を

持って暮らすことができるよう、「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法

（令和 5年法律第 65号 ）」の基本理念に

基づき、良質かつ適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスが切れ目なく提供さ

れる体制の構築等を図る必要があります。 

○認知症は早期診断・早期対応により、未治

療の場合と比べ、長い期間症状の軽い状

態で地域生活を維持することができます。  

○認知症の発症予防のためには、健康なラ

イフスタイル（運動・栄養）を推進する必要

があります。 

 

○若年性認知症に関する普及啓発を行い、

早期診断・早期対応へとつなげる必要が

あります。 

○居場所づくり・就労・社会参加支援など若

年性認知症の特性に配慮した支援を行う

必要があります。 

 

 

○認知症サポート医の養成は、地域バランス

も考慮する必要があります。  

 

 

 

 

○かかりつけ医による早期診断・早期対応と
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推進するため、かかりつけ医に対する研修を

実 施 しています。 (長 寿 社 会 課 ・令 和 4

（2022）年度末実績・図表 7-1-5-21) 

 

 

○歯科医師による口腔機能の管理や薬剤師

による服薬指導等を通じた早期発見を推

進するため、歯科医師及び薬剤師に対す

る研修を実施しています。（長寿社会課 ・

令和 4（2022）年度末実績・図表 7-1-5-

21） 

○県内 9医療機関を認知症疾患医療セン

ターに指定し、周辺症状や身体合併症を

伴う認知症の人の受入体制を整備するとと

もに、認知症の鑑別診断や、認知症に関

する研修会等を実施しています。  

 

○一般病院において認知症の人が適切な医

療を受けることができるよう、病院に勤務す

る医療従事者や看護職員向けの研修を実

施しています。(長寿社会課・令和4（2022）

年度末実績・図表 7-1-5-21) 

○認知症介護に携わる人材の資質向上を図

り、適切なケアが行われるよう、国の研修体

系に沿って介護従事者への研修を実施し

ています。 (長寿社会課・令和 4（2022）年

度末実績・図表 7-1-5-21) 

○医療・介護等の連携を推進するため、認知

症地域連携パスや認知症ケアパスの作成 、

運用体制の構築に係る経費への補助を行

っています。 

 

 

 

 

○認知症を正しく理解し、認知症の人とその

家族を温かく見守る認知症サポーターの養

成に取り組んでおり、これまで累計 224,978

人が養成講座を受講しています。（長寿社会

課・令和4（2022）年度末実績）  

日常の健康管理が重要であることから、更

なる受講者の増加を図る必要があります。  

○かかりつけ医等と認知症に関する専門的

知識を有する医師との連携を促進する必

要があります。 

○歯科医師、薬剤師が、認知症の疑いのあ

る人に早期に気づき、かかりつけ医等と連

携して対応できるよう体制を整備する必要

があります。 

 

 

○他の認知症疾患医療センターや医療機

関等と連携しながら、地域の拠点としての

機能を確保する必要があります。 

○保健医療・介護・福祉関係者と認知症疾

患医療センターの連携体制を構築する必

要があります。 

○認知症の人が身体合併症を併発 したと

き、外来診療や入院治療に対応可能な

医療機関を確保する必要があります。 

 

 

○良質なケアを担う介護人材を質・量ともに

確保する必要があります。  

 

 

 

○ 認知症の発症初期から終末期に至るまで、

容態に応じた適切な医療 ・介護 ・福祉サ

ービスが切れ目なく提供される体制を構

築する必要があります。  

○認知症の人が安心して在宅で生活できる

よう、在宅療養を支える看護 ・介護従事

者は認知症ケアの知識・技術を修得する

必要があります。  

○認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を

持って暮らすことができるよう、認知症に関

する正しい知識・理解について、引き続き 、

県民への普及啓発を行う必要があります。 
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○認知症サポーター養成講座の講師役を担

うキャラバン・メイトの養成研修を実施してお

り、累計 3 ,249人が受講しています。 (長寿

社会課・令和4（2022）年度末実績 ) 

○「認知症コールセンター」を運営し、認知症

の人とその家族からの相談に応じています。  

○認知症の人とその家族の交流事業を実施

しています。 

○認知症の疑いのある人等への訪問支援を

行う認知症初期集中支援チームが25市

町に、医療 ・介護等の連携を推進する認

知症地域支援推進員が26市町村に配置

されています。（長寿社会課・令和4（2022）

年度末実績）  

○認知症サポーターの量的な拡大に加え、

認知症の人とその家族の支援ニーズとサ

ポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み

（チームオレンジ）を整備する必要があります。 

○認知症の人を身近で支える家族への支援

を継続する必要があります。  

 

 

○認知症初期集中支援チームと認知症地

域支援推進員による地域の実状に応じた

効果的な活動を推進する必要がありま

す。 

 

 

図表 7-1-5-21 認知症ケアに携わる人材育成について 

研 修 名  修了者数  概 要  

認知症サポート医養成研修  ２７７人  
かかりつけ医の相談役や、医療と介護の連
携の推進役となる人材を養成するもの 

かかりつけ医認知症対応力向上研
修  

１,９４１人  
かかりつけ医が、適切な認知症診療の知
識・技術等を学ぶもの 

歯科医師認知症対応力向上研修  ９１３人  
歯科医師が、認知症の人や家族を支えるた
めに必要な基本知識等を学ぶもの 

薬剤師認知症対応力向上研修  ２,０６３人  
薬剤師が、認知症の人や家族を支えるため
に必要な基本知識等を学ぶもの 

病院勤務の医療従事者向け 
認知症対応力向上研修  

２,２３４人  
一般病院の医師や看護師等が、認知症の
症状の特徴や適切な対応方法等を学ぶも
の 

看護職員認知症対応力向上研修  ５５８人  
看護職員が、認知症ケアの基本知識や認
知症の特徴に対する実践的な対応力等を
学ぶもの 

認知症介護実践研修（実践者研修） １０,３５５人  
介護保険施設・事業所等の従事者が、認
知症介護の理念、知識及び技術を学ぶもの 

認知症介護実践研修  
（実践リーダー研修） 

１,３５２人  
実践者研修修了者が、ケアチームのリー
ダーとなるための知識及び技術を学ぶもの 

認知症介護指導者養成研修  ４９人  
認知症介護実践研修を企画・立案し、講義
を行うことのできる人材を養成するもの 

                     ※修了者数は、令和 4 年度末時点  

（資料：岡山県長寿社会課） 
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２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

発症予防  

早期診断  

早期対応  

 

○ 運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防等が 、

認知症の発症を遅らせることができる可能性が示唆されていることか

ら、規則正しくバランスの取れた食生活や運動習慣の定着、適正体

重の維持、禁煙の促進、多量飲酒の防止などを通じて、生活習慣

病の発症予防、重度化予防に努めます。  

○県民への普及啓発により、自身や身近な人の認知症に早期に気付

いて速やかに適切な機関に相談できる意識の醸成を図ります。  

○かかりつけ医が、認知症の疑いがある人を必要に応じて専門医療機

関につなぐとともに、診断後の日常の健康管理を適切に行えるよう研

修を実施します。  

○若年性認知症の人が適切な支援を受けられるよう、相談窓口となる

市町村や地域包括支援センターの職員等への研修を実施します。  

医療 ・介護連携体

制の整備  

○認知症疾患医療センターを中核として、各二次保健医療圏ごとに

適切な鑑別診断や、周辺症状と身体合併症への急性期対応がで

きる体制を整備します。  

○各二次保健医療圏において、認知症疾患医療センターが中心とな

り、保健医療・介護・福祉関係者に対する研修や連携協議会等を

開催し、地域の関係者の資質向上と連携強化を図ります。  

○地域の実情に応じた認知症地域医療体制が構築されるよう、医師

会や市町村と連携して、認知症サポート医の養成を進めます。  

○かかりつけ医が、認知症の初期症状や発症後の対応から家族支援

の方法まで幅広く学び、認知症への対応力が向上するよう研修を実

施します。  

○身体合併症を伴う認知症の人が、入院した時に認知症が悪化する

ことなく、適切な治療とケアを受けることができるよう、一般病院に勤

務する医療従事者や看護職員に対する研修を実施します。  

○認知症の人が、本人主体の適切なケアを受けることができるよう、認

知症介護従事者に対する研修を実施します。  

○認知症の人の在宅療養を支える看護・介護従事者、歯科医師、薬

剤師に対する研修を実施します。  

○認知症地域連携パスの普及や事例検討会の開催等を通じて医療

と介護の連携を推進します。  

地域生活支援  ○認知症サポーターやキャラバン・メイトの養成、県民への普及啓発等

により、認知症の人を地域で支えることができる意識の醸成を図ると

ともに、チームオレンジを整備する市町村の取組を支援します。  

○「認知症コールセンター」の運営や、家族交流会の開催などにより、
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認知症の人やその家族を支援します。  

○「おかやま若年性認知症支援センター」の運営及び若年性認知症

支援コーディネーターの配置、当事者及び家族の集いの開催などに

より、若年性認知症の人とその家族等を支援します。  

○市町村に配置される認知症初期集中支援チームや認知症地域支

援推進員が地域の実情に応じて効果的に機能するよう、先進事例

の紹介や人材育成等を通じて市町村の取組を支援します。  

 

 

図表 7-1-5-22 地域包括ケアシステムにおける認知症の人への支援  

 

 （資料：岡山県長寿社会課） 
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 ３ 数値目標  

 

項  目 現  状 
令和11年度末目標 

(２０２９） 

自殺死亡率（人口１０万対） １６．３ 

Ｒ３年（２０２１） 

１３．０以下  

 Ｒ７年（２０２５） 

入院後３か月時点の退院率  ６７％ 

Ｒ元年度（２０１９） 

６８．９％ 

Ｒ８年度（２０２６） 

入院後６か月時点の退院率  ８２％ 

Ｒ元年度（２０１９） 

８４．５％ 

Ｒ８年度（２０２６）  

入院後１２か月時点の退院率  ８９％ 

Ｒ元年度（２０１９） 

９１．０％ 

Ｒ８年度（２０２６）  

退院後１年以内の地域生活における平均生活日

数 

３２０日  

Ｒ元年度（２０１９） 

３２５．３日  

Ｒ８年度（２０２６） 

精神病床における慢性期（１年以上）入院患者

数 

＜６５歳以上＞ 

１，４４１人  

＜６５歳未満＞ 

６５１人  

Ｒ４年度（２０２２） 

＜６５歳以上＞ 

１，４１８人以下  

＜６５歳未満＞ 

６０７人以下  

Ｒ８年度（２０２６） 

ピアサポーター登録数  ３８人 

R５．３末（２０２３） 

８０人  

 

認知症サポート医養成研修修了者数（累計） 

２７７人  

R５．３末 

（２０２３） 

３６５人  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数  

（累計） 

１ ,９４１人  

R５．３末 

（２０２３） 

２ ,２００人以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

歯科医師認知症対応力向上研修修了者数

（累計）  

９１３人  

R５．３末 

（２０２３） 

１ ,３６０人以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

薬剤師認知症対応力向上研修修了者数   

（累計）  

２ ,０６３人  

R５．３末 

（２０２３） 

３ ,０３０人以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力

向上研修修了者数（累計）  

２ ,２３４人  

R５．３末  

（２０２３） 

２ ,９００人以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

看護職員認知症対応力向上研修修了者数

（累計）  

５５８人  

R５．３末 

（２０２３） 

７３０人以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 
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認知症疾患医療センター数  

９か所  

Ｒ５．４．１ 

（２０２３） 

二次保健医療圏  

ごとに１か所以上  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

認知症サポーター養成講座受講者数（累計）  

２２４ ,９７８人  

R５．３末 

（２０２３） 

２８０ ,０００人  

Ｒ９．３末  

 (２０２７) 

                                                                                 

（参考）精神疾患の医療に係る医療機関等   （令和５(２０２３)年４月１日現在）  

医療機関名等  備  考  

措置入院患者を受け入れることができる病院  

岡山大学病院  

 岡山県精神科医療センター  

 河田病院  

 慈圭病院  

 万成病院  

 林精神医学研究所附属林道倫精神科神経科病院  

 山陽病院  

 倉敷仁風ホスピタル  

 ももの里病院  

 さきがけホスピタル  

 積善病院  

 希望ヶ丘ホスピタル  

 

応急入院指定病院  

 岡山県精神科医療センター  

 慈圭病院  

 林精神医学研究所附属林道倫精神科神経科病院  

希望ヶ丘ホスピタル  

 

精神科救急情報センターを運営している病院  

 岡山県精神科医療センター（公募による選定）  

 

認知症疾患医療センター 

岡山大学病院  

慈圭病院  

川崎医科大学附属病院  

倉敷平成病院  

きのこエスポアール病院  

さきがけホスピタル  

向陽台病院  

積善病院  

岡山赤十字病院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市  
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

１ 救急医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）病院前救護活動 

① 県民への救命処置の普及 

現状 課題 

○ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法や

救急蘇生法に関する講習会については、各消

防本部や日本赤十字社岡山県支部等が開

催していますが、令和３(2021)年中の本県に

おける県民の講習受講者数は、人口１万人当

たり26.8人と全国平均の37.1人を下回ってい

ます。 

○令和３(2021)年における一般県民による除細

動実施件数は、人口10万人当たり0.6件であ

り、全国平均（1.4件）を下回っています。 

○平 成 24（2012）年 から令 和 ３（2021）年 の

１０か年 の集 計 では、本 県 における「心 臓 が

原 因 で心 肺 機 能 が停 止 した時 点 が一 般 市

民 により目 撃 された人 」の１か月 後 生 存 率

は13.1％、１か月 後 社 会 復 帰 率 は8.7％と

い ずれも 全 国 平 均 （そ れぞれ 12.7 ％、8.2

％）を上 回 っています。 

○ＡＥＤの使用方法や救急蘇生法について、広

く普及啓発する必要があります。 
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② 消防機関による救急搬送と救急救命士等 

現状 課題 

○令和３（2021）年中の傷病者の搬送人員数

は、人 口 10万 人 当 たり4,280人 と全 国 平 均

（4,336人）を下回っています。 

傷病者の搬送人員数を平成28（2016）年と

比べると1,691人減少しており、新型コロナウイ

ルス感染症による外出自粛の影響が、一般傷

病等の減少につながったと考えられます。（図

表7-2-1-1） 

○令和３（2021）年中の救急搬送に要する時間

（覚知から医療機関への収容まで）は、39.6分

と 全 国 平 均 を 下 回 っ て い ま す が 、 平 成 28

（2016）年と比べると1.9分延びており、新型コ

ロナウイルス感染 症の影響と考えられます。

（図表7-2-1-2） 

○令和３（2021）年中の重症以上傷病者の搬送

（12,770件）に係る受入困難事案の発生状況

は、現場滞在時間30分以上の場合が1,133

件（11.0％）と全国平均（7.7％）を大きく上回

り、医療機関への受入照会回数が４回以上の

場合が432件（4.2％）と全国平均（4.3％）を

下回っています。（図表7-2-1-3） 

また、平成30（2018）年中の状況（それぞれ

2.5％、2.8％）と比較すると、現場滞在時間

30分以上の事案の発生割合は増加傾向にあ

ります。（図表7-2-1-3） 

○消防機関の救急救命士は平成30（2018）年

の475人が、令和４（2022）年には516人に増

加しています。（図表7-2-1-4） 

また、救急隊のうち救急救命士が常時救急車

に同 乗 している割 合 は、95.1％と全 国 平 均

（93.2％）を上回っています。 

〇令和３(2021)年に施行された改正救急救命

士法により、救急救命士の活動範囲が「病院

前」から「救急外来まで」に拡大されました。 

○適切な救急搬送体制を維持するため、県内

の各地域において、傷病者の搬送及び受入

れが円滑に行われているか、引き続き検証す

る必要があります。 

○傷病者が適切な医療機関で治療を受けられ

るよう、地元消防本部と医療機関等が十分

連携し、より円滑な搬送体制を確保するため

の環境を整える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○現場滞在時間30分以上の事案の発生割合

が増加傾向にあることから、消防法に基づき

策定した「傷病者の搬送及び受入れの実施

に関する基準」の効果を検討する必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

○さらなる高齢化の進展等に伴い救急患者の

搬送人員の増加が見込まれるため、救急救

命士の役割が増大していくなか、救急救命士

の確保とメディカルコントロール※体制のもとで

の資質向上が求められています。 

 

〇救 急 救 命 士 の活 動 範 囲 が拡 大 されたこと

を受 け、病 院 で勤 務 する救 急 救 命 士 が行

う業 務 の質 を担 保 する仕 組 みの整 備 が求

められます。 
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図表 7-2-1-1 救急自動車による事故種別救急搬送人員の状況  

 

（資料：岡山県消防保安課「岡山県消防防災年報」） 

 

図表 7-2-1-2 搬送の平均時間（覚知から医療機関への収容までの時間）      （単位：分） 

 平成 28 年 

(2016) 

平成 29 年 

(2017) 

平成 30 年 

(2018) 

令和元年 

(2019) 

令和２年 

(2020) 

令和３年 

(2021) 

岡山県  ３７．７ ３７．３ ３７．２ ３７．２ ３８．３ ３９．６ 

全  国 ３９．３ ３９．３ ３９．５ ３９．５ ４０．６ ４２．８ 

（資料：消防庁「救急・救助の現況」） 

 
 

図表 7-2-1-3 重症以上傷病者の搬送に係る医療機関への受入照会回数４回以上又は現場滞

在時間 30 分以上の事案の占める割合                   （単位：％） 

 ４回以上  ３０分以上  

平成 30 年  

(2018) 

令和元年  

(2019) 

令和２年  

(2020) 

令和３年  

(2021) 

平成 30 年  

(2018) 

令和元年  

(2019) 

令和２年  

(2020) 

令和３年  

(2021) 

岡山県  ２．５ ２．９ ３．６ ４．２ ２．８ ３．４ ３．９ １１．０ 

全  国 ２．４ ２．４ ３．０ ４．３ ５．１ ５．２ ６．１ ７．７ 

（資料：消防庁「令和３(2021)年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」） 

  

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

令和3

(2021)年

令和2

(2020)年

令和元

(2019)年

平成30

(2018)年

平成29

(2017)年

平成28

(2016)年

49,610 

47,613 

53,630 

54,802 

50,859 

49,727 

5,843 

5,956 

7,266 

7,777 

8,197 

8,455 

12,875 

12,350 

13,027 

12,790 

12,679 

12,061 

11,956 

11,546 

12,868 

12,970 

12,281 

11,732 

急病 交通事故 一般負傷 その他

（単位：人）

合計数

81,975

84,016

88,339

86,791

77,465

80,284

※ メディカルコントロール 

救急救命士を含む救急隊員が救急現場で行う応急措置等の質を医学的観点から保障する 

ことです。 
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図表 7-2-1-4 県内消防機関救急救命士の数                     （単位：人） 

 H30.4.1 

(2018) 

H31.4.1 

(2019) 

R２ .4 .1 

(2020) 

R３ .4 .1 

(202１) 

R4.4.1 

(2022) 

救 急 救 命 士 数  ４７５ ４９５ ５００ ４８８ ５１６ 

うち気 管 挿 管 認 定  ３５３ ３６７ ３８１ ３７１ ３６６ 

うちアドレナリン投 与 認 定  ４２５ ４５４ ４７１ ４７１ ４７９ 

うちビデオ喉 頭 鏡 認 定  １７１ １７７ ２１１ ２２８ ２２５ 

うちブドウ糖 投 与 認 定  ４０４ ４１９ ４３７ ４４７ ４６０ 

うちＣＰＡ前 静 脈 路 確 保 認 定  ３７２ ４１９ ４３７ ４４７ ４６０ 

（資料：消防庁「救急・救助の現況」） 

 

③ ドクターヘリ等の活用 

現状 課題 

○救 急 現 場 から治 療 を開 始 し、短 時 間 で医

療 機 関 等 に収容するために、川 崎 医 科 大

学 附 属 病 院 が運 航 するドクターヘリを活 用

し、救 命 率 の向 上 や後 遺 障 害 の軽 減 を図

っています。（図 表 7-2-1-5） 

○ドクターヘリは年 間 350～400件 程 度 出 動 し

ており、そのうち約 ５割 が県 北 ３保 健 医 療 圏

に出 動 するとともに、約 ２割 は施 設 間 搬 送 と

なっています。搬 送 に時 間 を要 する中 山 間

部 等 の救 急 医 療 体 制 の強 化 に大 きく貢 献

しています。（図 表 7-2-1-6） 

○平 成 29（2017）年 に中 国 ５県 、関 西 広 域

連 合 及 び各 ドクターヘリの基 地 病 院 で、令

和 ５（2023）年 ３月 に香 川 県 及 び各 基 地 病

院 で、それぞれドクターヘリの相互利 用 等 を

定 めた広 域 連 携 に係 る協 定 を締 結 し、救

急 医 療 体 制 の充 実 を図 っています。  

○ドクターヘリと併 せて消 防 防 災 ヘリ等 も救 急

患 者 の搬送に活 用 されており、岡 山 県 消 防

防 災 ヘリ「きび」は県 内 で年 間 10件 程 度 、

救 急 活 動 のため出 動 しています。  

○診療を行う医師を派遣するための緊急搬送が

可能なドクターカーが、一部の救命救急センター

で導入され、搬送中から病院到着前まで早期

の診療開始につながっています。 

○ドクターヘリの運航に当たっては、消防本部等

関係機関との連携により、安全運航確保に

努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ドクターヘリの重複要請等に備え、引き続き、

県境を越えた広域連携が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ドクターカーの活用について、地域において検

討することが求められています。 
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図表 7-2-1-5  ドクターヘリの救急患者発生現場への出動の例 

 

(資 料 ：岡 山 県 医 療 推 進 課 ) 

 

図表 7-2-1-6  ドクターヘリ運航件数                       （単 位 ：件 数 ）  

年  度  
H28 年度 

(2016) 

H29 年度 

(2017) 

H30 年度 

(2018) 

R 元年度 

(2019) 

R2 年度 

(2020) 

R3 年度 

(2021) 

R4 年度 

(2022) 

出 動 件 数  ３７６ ３６２ ３４０ ４１４ ３９６ ３７８ ３５３ 

 うち現 場 出 動  ２８０ ２４２ ２３２ ３３０ ２７１ ２８３ ２７４ 

うち施 設 間 搬 送  ９６ １２０ １０８ ８４ ６８ ６１ ４８ 

（資 料 ：学 校 法 人 川 崎 学 園 川 崎 医 科 大 学 附 属 病 院 「ドクターヘリ運 航 実 績 報 告 書 」）  

※１  平 成 ２８年 度 から令 和 元 年 度 の「うち現 場 出 動 」、「うち施 設 間 搬 送 」の件 数 にはミッショ

ン中 止 （出 動 あり）の件 数 を含 んでいます。  

※2 岡 山 県 ドクターヘリの活 動 の詳 細 については、県 のホームページに掲 載 しています。  

ＨＰアドレス：https://www.pref.okayama.jp/page/543885.html  

 

④ 救急医療情報システムの整備  

現状 課題 

○県 民 に対 して、休 日 夜 間 の救 急 医 療 情 報

を提 供 するとともに、消 防 機 関 に対 して、救

急 患 者 の搬 送 先 の選 定 に必 要 な医 療 機

関 の応 需 情 報 の提 供 を行 い、さらに、消 防

機 関 の搬 送 情 報 を関 係 機 関 で共 有 する救

急 医 療 情 報 システムを運 用 しています。  

○医 療 機 関 と消 防 機 関 が情 報 を入 力 しやす

い環境を整 え、積 極 的 な情 報 入 力 を働 き

かける必 要 があります。  

  

救急患者発生現場

地元消防本部

最寄りの臨時発着場

川崎医科大学附属病院 高度救命救急センター

＜ドクターヘリ常駐＞

⑤救急車搬送

②救急車出動①通報 ⑥ドクターヘリ搬送

（医師等同乗）

③ドクターヘリ出動要請

④ドクターヘリ出動
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（２）救急医療体制 

① 救急医療体制の整備 

現状 課題 

○県内の救急医療体制は、患者の緊急度や重

症度に応じて、軽症患者への外来診療を行う

初期救急医療体制、入院や手術等を必要と

する救 急 患 者 に対 応 する二 次 救 急 医 療 体

制、重篤な救急患者に24時間体制で高度な

医療を提供する三次救急医療体制と計画的

かつ体系的に整備されています。（図表7-2-

1-7） 

 

○「小児救急電話相談事業（#8000）」を実施し

ており、令和３年度は約10,500件の相談があ

りました。 

 

○初期、二次の救急医療体制を県内５保健医

療圏ごとに、三次の救急医療体制を全県で

整備していますが、搬送人員の増加や救急

医療機関の減少が懸念されるなか、新興感

染症が発生・まん延した場合、コロナ禍同様

の機能低下が救急医療機関に生じるおそれ

もあることから、より一層救急医療施設相互

の役割分担と連携の促進に努める必要があ

ります。 

〇市 町 村 や関 係 団 体 と連 携 して県 民 に対

し、適 切 な医 療 機 関 の受 診 や救 急 車 の利

用 を促 すことが求 められます。  

 

② 初期救急医療体制 

現状 課題 

○軽 症 患 者 への外 来 診 療 を行 う初 期 救 急 医

療 体 制 として、23の郡 市 地 区 医 師 会 が休

日 日 中 を中 心 に在 宅 当 番 医 制 を実 施 する

とともに、岡 山 市 、倉 敷 市 及 び新 見 市 が休

日 （準 ）夜 間 急 患 センターを運 営 しています

（新 見 市 の準 夜 間 診 療 は休 止 中 ）。（図 表

7-2-1-8） 

〇救急搬送での軽症者のうち18歳未満、18歳

以上65歳未満、65歳以上の各年齢区分の

占める割合は、平成28年にそれぞれ13.3

％、43.3％、43.3％でしたが、令和３年に

は、11.6％、39.1％、49.3％と65歳以上の

高齢者の占める割合が拡大しています。 

○一 般 診 療 所 のうち、初 期 救 急 医 療 に参 画

す る 診 療 所 の 割 合 は 29.9 ％ で 全 国 平 均

（13.5％）を大 きく上 回 っています。  

○救 急 搬 送 の人 員 のうち、軽 症 者 が占 める

割 合 は４割 を超 えていることから、県 民 に

対 して、救 急 車 のより適 切 な利 用 を普 及

啓 発 する必 要 があります。（図 表 7-2-1-

9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県 北 を中 心 に医 師 の高 齢 化 等 による診

療 所 の減 少 が見 られ 、初 期 救 急 医 療 の

体 制 維 持 が懸 念 されます。 
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図表 7-2-1-7 救急医療体制（フロー） 

　

（資料：岡山県医療推進課）

○軽症患者を受け入れる初期救急医療体制、入院の必要な患者等を受け入れる
　二次救急医療体制、重篤な患者等を受け入れる三次救急医療体制で対応

軽

度

○ 二次救急医療
救急車により直接搬送されてくる、又は初期救急医療機関から
転送されてくる救急患者への初期診療と応急処置を行い、必要
に応じて入院治療を行う。

・病院群輪番制病院 ２７病院
・協力病院当番制病院 ４４病院
・その他救急告示病院等 ２３病院、４診療所

○ 三次救急医療
重篤な救急患者に２４時間体制で対応する救命救急センターとして、地域の救急患者を最終的
に受け入れる役割を果たす。
・救命救急センター（岡山赤十字病院、倉敷中央病院、津山中央病院）
・高度救命救急センター（岡山大学病院、川崎医科大学附属病院）
・小児救命救急センター（岡山大学病院）

救急医療情報システム

「休日・夜間当番医を探す」メニュー
その他市町村等の広報紙など

受診

搬送（連携）

搬送（連携）

日常的な疾患

住民等
・ＡＥＤの使用を含めた救急蘇生法の実施
・搬送要請

消防・救急
・救急救命士の救命処置等

救急医療情報システム

○ 初期救急医療
主に、自ら来院する軽度の救急患者への

夜間及び休日における外来診療を行う。

＜郡市地区医師会の協力を得て、市町村が実施＞

・休日・夜間急患センター ３カ所

・休日歯科診療所 ３カ所

・在宅当番医制に参加する病院・診療所

２３郡市地区医師会で運営

搬送

診療応需情報の入力（救急病院等）
閲覧（消防機関）

重

度

住 民 （患 者）

ドクターヘリ・

ドクターカーの活用

高所からの落下、自動車の正面衝突等の事故

脳卒中、急性心筋梗塞等の疾患

搬送
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図表 7-2-1-8 救急医療体制（圏域図、圏域別施設数の表） 

休日 夜間 休日 夜間 休日 夜間 休日 夜間 休日 夜間

1 ○ △ 1 ○ △ 1 ○ － － － － － － － 3

1 ○ － 1 ○ － － － － － － － 1 ○ － 3

10 ○ － 9 ○ △
児島・玉島

2 ○ － 1 ○ － 5 ○ △
津山

23

37 ○ ○ 35 ○ ○ 5 ○ ○ 5 ○ ○ 7 ○ ○ 89

病院群輪番制病院 6 ○ ○ 2 ○ ○ 7 ○ － 5 ○ － 7 ○ － 27

協力病院当番制病院 26 ○ － 18 ○ － － － － － － － － － － 44

その他救急告示病院等 10 ○ ○ 15 ○ ○ － － － － － － 2 ○ ○ 27

－ － － － － － － － － － － － 1 ○ ○ 1

2 ○ ○ 1 ○ ○ － － － － － － 1 ○ ○ 4

2 ○ ○ 2 ○ ○ － － － － － － 1 ○ ○ 5

1 ○ ○ － － － － － － － － － － － － 1

     　 複数の圏域で在宅当番医を実施する郡市地区医師会があるため、医師会数の計は一致しません。

（資料：岡山県医療推進課）

小児救急医療拠点病院

小児救急医療支援病院

救命救急センター（高度含む）

小児救命救急センター

（注） 「△」については、準夜間（深夜を除く時間帯）の対応を表します。

二

次
救
急

岡山県救急圏域図
   （令和5(2023)年8月1日現在）   

（施設数、郡市地区医師会数）

県南東部圏域 県南西部圏域 高梁・新見圏域 真庭圏域 津山・英田圏域
計

休日夜間急患センター

休日歯科診療所

在宅当番医(郡市地区医師会）

救急告示医療機関

岡山大学病院高度救命救急センター

岡山大学病院小児救命救急センター

倉敷中央病院救命救急センター

（鳥取県）

東部圏域
（鳥取県）

中部圏域

（鳥取県）

西部圏域

津山・英田圏域

真庭圏域

高梁・新見圏域 県南東部圏域

県南西部圏域

（
広
島
県
）

福
山
・
府
中
圏
域

（
広
島
県
）

備
北
圏
域

（
兵
庫
県
）

播
磨
姫
路
圏
域
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図表 7-2-1-9 傷病程度別搬送人員                            （単位：人、％） 

平成30年
（2018）

令和元年
（2019）

令和２年
（2020）

令和３年
（2021）

88,339 86,791 77,465 80,284

    死　亡     1,868 1,811 1,723 1,863

    重　症     11,061 11,100 10,542 10,907

    中等症     34,071 34,405 32,105 33,335

    軽　症     41,322 39,464 33,084 34,166

    その他     17 11 11 13

　軽症の占める割合 46.8% 45.5% 42.7% 42.6%

　合　計

 

（資料：消防庁「救急・救助の現況」） 

 

 

 

③ 二次救急医療体制 

現状 課題 

○入院や手術等を必要とする救急患者に対応

する二次救急医療体制として、県内５つの二

次保健医療圏で27病院による病院群輪番制

度※１が実施されるとともに、病院群輪番制度

を補完するため、県南の２保健医療圏で44病

院による協力病院当番制度 ※２が実施されて

います。 

○「救急病院等を定める省令」（昭和39(1964)

年厚生省令第８号）に基づき、救急隊によって

搬送される患者を受け入れる医療機関を確保

するため、89の病院等を救急告示施設として

認定しています。（図表7-2-1-8） 

○傷病者の搬送人員数が増加し、二次救急医

療等を担う医療機関の負担が大きくなってい

ます。（図表7-2-1-1） 

 

 

 

 

〇医師の時間外労働の上限規制の開始を受

け、大病院からの派遣医師数が減少するお

それがあり、二次救急体制の維持が困難とな

る懸念があります。 

 

※１ 病院群輪番制度 

重症救急患者の医療を確保するため、二次保健医療圏内の二次救急医療を担う病院が

相互に連携し、休日及び夜間を輪番で担当することにより、診療を行う制度です。 

※２ 協力病院当番制度 

二次保健医療圏内の人口密度及び病院群輪番制病院までの距離等を考慮し、必要な

地域について病院群輪番制度を補完するため、協力病院による休日日中の当番制を実施

し、圏域における二次救急医療体制の充実を図るための制度です。 

  

（注）傷病程度は入院加療の必要程度を基準に区分しているため、骨折等で入院の必要はない
が、通院による治療が必要な者は軽症として分類されています。 
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④ 三次救急医療体制 

現状 課題 

○重篤な救急患者に 24 時間体制で高度な医

療を提供する三次救急医療体制として、５施

設 (川崎医科大学附属病院、岡山赤十字病

院、津山中央病院、岡山大学病院及び倉敷

中央病院)を救命救急センターに指定していま

す。 

また、広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の

特殊疾病患者を受け入れる高度救命救急セ

ンターとして、川崎医科大学附属病院及び岡

山大学病院を指定しています。（図表 7-2-1-

8） 

○救命救急センターが重篤な患者を 24 時間

体制で円滑に受け入れられるよう、二次救急

医療機関との連携を図る必要があります。 

○救急勤務医の確保や、急性期を脱した患者

の適切な転院搬送を促進することで、負担を

軽減し、重篤な救急患者の受入体制を維持

する必要があります。 

○医師の時間外労働の上限規制の開始を受

け、三次救急医療体制の維持が困難となる

懸念があります。 

 

⑤ 県境部における救急医療体制の整備  

現状 課題 

○平成29（2017)年から令和４（2022）年までの

６か年平均の県外への救急患者搬送は1,281

人であり、救急患者搬送全体の1.5％を占めて

います。このうち、広島県への搬送の割合が８

割近くとなっています。 

○県境部における救急医療体制について協議を

行うため、隣県、隣接市、関係郡市地区医師

会などとともに県境を越えた医療広域連携会

議を開催しています。 

 

 

 

 

 

○県境部においては、県内の多くの軽症患者等

が隣県医療機関を受診することで当該医療

機関の負担が大きくなること等が課題となっ

ており、この解決に取り組む必要があります。 
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（３）新興感染症の発生・まん延時の救急医療  

現状 課題 

○新型コロナウイルス感染症により、救急搬送

困難事例が増加しました。今後、新興感染

症が発生・まん延した場合、救急隊及び救

急医療機関に大きな負担がかかると考えら

れます。 

○新興感染症の発生・まん延に伴う搬送困難

事例に対応できる体制づくりに取り組む必要

があります。 

 

２ 施策の方向  

 

項目 施策の方向 

県 民 への 救 命 処 置

の普及 

○市町村（消防本部を含む。）、日本赤十字社岡山県支部等と連携しなが

ら、県民を対象に、ＡＥＤ使用等の一次救命処置（ＢＬＳ）の普及啓発を

図ることにより、住民等の救命活動への参加を促進します。 

消防機関による救急

搬送と救急救命士 

○救急搬送体制連絡協議会（岡山県メディカルコントロール協議会）におい

て、関係者間で病院前救護活動の充実に係る課題等について協議し、

迅速に搬送が行える体制の整備に努めます。 

○救急隊による傷病者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切

な実施を図るため、消防法に基づき策定した「傷病者の搬送及び受入れ

の実施に関する基準」について、必要に応じて岡山県メディカルコントロー

ル協議会で運用状況及び効果を検討し、随時見直します。 

○救急医療機関、消防本部等と連携し、救急救命士の養成確保に努める

とともに、各地域メディカルコントロール協議会等を通じて、救急救命士及

び救急医療従事者の資質向上に努めます。 

ドクターヘリ等の活用 ○ドクターヘリ運航調整委員会、ドクターヘリ活動検証会等を通じて、ドクター

ヘリと消防機関、救急医療機関等との連携を促進し、安全運航確保に

努めるとともに、隣接県とのドクターヘリの相互利用などによる県境を越え

た広域的な連携等、効果的・効率的な事業実施に向けた調整を行いま

す。 

〇三次救急医療機関で運用するドクターカーの導入への支援を引き続き実

施します。 

救急医療情報システ

ムの整備 

○救急医療情報システム運営委員会等を通じて、医療機関や消防機関か

らの意見を集約し、適宜、救急医療情報システムの改修や、運用方針の

調整を行い、救急隊による傷病者搬送の円滑化を図ります。 

－ 173 －



 

項目 施策の方向 

救 急 医 療 体 制 の整

備 

○傷病者の症状に応じて、初期、二次、三次の救急医療機関が相互に連

携しながら救急患者を受け入れることができる体制の充実に向けて、救

急医療機関ごとの役割分担と相互連携について、各保健医療圏で検討

し、地域の実情を反映した救急医療体制の整備を図ります。 

〇県民を対象に、適切な救急医療機関の利用等についての普及啓発を図

ります。 

○#8000（小児救急電話相談）のさらなる活用に向け、応答率の把握や対

応者研修等を通じ、相談者への応対の質の向上を図るとともに、市町村

や関係団体等と連携して保護者に周知します。 

〇救急医療のかかり方等について県民の理解をより深めることで、適切な救

急医療機関の利用を促進します。 

また、医師の時間外労働の上限規制等を踏まえ、医療関係者等の意見

を聞きながら、救急搬送に係る課題の解決に向けた検討を進めます。 

○医師の高齢化等により診療所の減少が進むなか、地域の実情に応じた

初期救急医療体制の維持に向け、郡市地区医師会と連携しながら市町

村が行う体制のあり方について、検討を行います。 

〇川崎医科大学の寄附講座「救急総合診療医学講座」の指導医が中山

間地域等に赴き、救急総合診療を担う医師等を対象とした研修会の開

催等により、救急総合診療の地域への普及を図ります。 

〇医師の時間外労働の上限規制の開始を受け、病院で勤務する救急救

命士が行う業務の質を担保する仕組みの整備を進めます。 

○二次・三次救急医療機関に勤務する医師の処遇改善、適切な転院搬

送の促進、地域における連携体制の構築及び関係機関の情報共有等

により、二次・三次救急医療機関の負担軽減に努めます。 

○県境地域において、患者の流出や流入など地域の実情に応じた円滑な

患者搬送等について検討するとともに、県境を越えた医療広域連携会議

を今後も開催し、課題を抽出して必要な対策を検討します。 

新興感染症の発生・

まん延時の救急医療 

○新興感染症の発生・まん延時においても、必要な救急医療が提供できる

よう、救急医療機関ごとの役割分担と相互連携や消防機関等との連携

についてあらかじめ協議します。 

○新興感染症の発生・まん延時に備え、「傷病者の搬送及び受入れの実

施に関する基準」を適宜見直し、患者受入体制の整備を図ります。 

＊精 神 科 救 急 医 療 は、本 章 第 １節 、５精 神 疾 患 の医 療 （３）精 神 科 救 急 医 療 において、小 児 救 急 医 療 は、  

本 章 第 ２節 、５小 児 医 療 （小 児 救 急 医 療 を含 む）において記 述 しています。  
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

２ 災害時における医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）災害時における医療の提供  

現状 課題 

〇平成 30（2018）年７月の西日本豪雨災害

においては、本県においても、倉敷市真備

地区を中心に甚大な被害が発生しました。

今後も地球温暖化の進行に伴う気候変動

を原因とする風水害の発生に加え、南海ト

ラフ地震等の発生が懸念されています。 

○医療救護活動を開始する必要がある場合

は、岡山県地域防災計画等に基づき、災

害保健医療福祉調整本部及び地域災害

保健医療福祉調整本部を設置し、関係機

関と連携して災害時医療救護体制を構築

し、被災者の救護を行うこととしています。  

（図表 7-2-2-1） 

○災害時に、迅速かつ的確な医療救護活動

が行えるよう、日本赤十字社岡山県支部、

岡山県医師会、岡山県看護協会及び災

害拠点病院と連携し、災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）、医療救護班や災害支援ナー

スを派遣する体制を整備しています。  

○災害時には、広域災害 ・救急医療情報シ

ステム※により、医療機関の被災状況、患

者受入状況、支援要否等の情報を関係

機関で共有する体制を整備しています。  

○中国・四国９県、兵庫県との間で、災害時

の医療救護活動について相互応援協定を

締結しています。  

 

○災害時でも人工透析、難病患者等に対し

て、継続的な医療を提供できるよう、岡山

〇大規模災害の発生を想定した災害時の医療

提供体制の整備が必要です。 

 

 

 

 

○災害時には、関係機関が連携しながら、被災

者の医療救護活動に取り組む必要があるた

め、平時から、災害を想定した訓練や研修等

により、「顔の見える関係」づくりを行うととも

に、災害時の対応能力を高めておく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時には、複数の通信手段を確保しておく

必要があります。 

 

 

○大規模災害が発生した場合に、国や他の都

道府県と連携して広域医療搬送を実施する

ための具体的な手順等を確認しておく必要が

あります。 

○平時から、災害時を想定し、関係機関との連

絡体制等を確認しておく必要があります。 

－ 175 －



県医師会透析医部会、市町村等と連携し

た医療供給体制を確立しています。  

○災害時の救急医薬品等については、岡山

県薬剤師会等関係団体の協力により、確

保・供給体制を確立しています。  

○災害時の医療用血液については、災害拠

点病院、日本赤十字社岡山県支部、岡

山県赤十字血液センター等関係機関と確

保・供給体制を確立しています。  

○災害時には、災害派遣精神医療チーム（Ｄ

ＰＡＴ）の派遣要請をはじめ、広域災害・救

急医療情報システムにより、被災地の状況

等の情報を共有する体制を整備していま

す。 

 

 

○災害時に、必要な数量の救急医薬品や医療

用血液を迅速に確保できるよう関係機関との

連絡体制等を確認しておく必要があります。 

 

 

 

 

○災害発生に伴う被災者等への心のケア対策

を進める必要があります。 

 

 

  

 ※ 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ（イーミス）） 

     県では、災害発生時に医療機関の被災状況、傷病者の受け入れ状況、支援の要否等の

情報を、消防機関、県医師会・地区医師会、災害拠点病院、救急医療機関等と共有するた

めに、国が整備運用している「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」を活用しています。 

    当該システムの情報は、国や他の都道府県と共有できるため、県域をまたぐ連携にも利用で

きます。 
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図表 7-2-2-1  災害医療の連携体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図表 7-2-2-1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 《災害拠点病院》 基幹：１病院 地域：１１病院 

 《ＤＭＡＴ派遣機能》  

・被災地に対し、自己完結型の医療救護チーム（ＤＭＡＴ）を派遣する。 

・被災者を受け入れる他の医療機関に被災者等が集中した場合等において、医療従事者の応援派遣を行う。  

・多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診療機能 

・患者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能 

・自己完結型の医療救護チームの派遣機能 

・地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能 

重症患者搬送 

重症患者搬送 

県外の災害拠点病院等 

広域搬送拠点（岡山空港） 

災害発生 
《被災地域（県内）》 

【被災地域内の医療機関】災害により負傷した傷病者の受入れと治療（近隣同士の相互協力） 

【救急医療機関】近隣医療機関からの転送を含む傷病者の受入れと治療 等 

【救護所、避難所】応急治療、感染症のまん延防止、衛生面のケア、メンタルヘルスケアを適切に実施  

医薬品・医療資器
材・ライフライン
の確保・供給 

医療救護班 
派遣 

その他保健医療
福祉に係る各種

支援 

地域災害保健医療福祉調整本部（県民局） 

県災害保健医療福祉調整本部 

（岡山県庁） 

重症患者 

搬送 

応急資機材

の貸出し 

ＤＭＡＴ 

派遣 

県災害対策本部 

【災害医療コーディネーター】 
【災害薬事コーディネーター】 

【小児周産期リエゾン】 

ＤＭＡＴ 
県調整本部 
（岡山県庁） 

【県医師会 

他リエゾン】 

 

<目標> 
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（２）災害拠点病院・災害拠点精神科病院 

現状 課題 

○災害拠点病院※１として、県内 12 病院を指定

しています。（県南東部保健医療圏では７病

院、県南西部保健医療圏では２病院） 

 

○県内の災害拠点病院及び救命救急センター

の耐震化率は 90.9％で全国平均（95.4％）を

下回っています。 

〇災害拠点精神科病院※２として、岡山県精神

科医療センターを指定し、大規模災害発生時

における精神科医療の提供・調整、災害派遣

精神医療チーム（ＤＰＡＴ）に関する調整を行う

体制を構築しています。 

 

〇災害拠点病院を中心として、各病院の機能

や役割に応じ、災害時の医療提供を行うこと

ができる体制の構築を進めることが求められ

ます。 

○耐震化が未了の施設では、災害発生時に被

災者等への医療を提供できないおそれがある

ため、耐震化を進める必要があります。 

○大規模災害に対応した心のケア体制の構

築が重要です。  

 

※１ 災害拠点病院 

災害拠点病院とは、地域の災害医療の拠点となり、中心的な役割を担う医療機関とし

て都道府県知事が指定するもので、主に次のような機能を有しています。 

   ・災害時に多発する重篤救急患者（多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等）の救命  

医療を行うための高度な診療機能  

    ・傷病者等の受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能  

    ・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等自己完結型の医療救護チームの派遣機能  

    ・地域の医療機関への応急用資器材の貸出し機能  

また、災害拠点病院は、「地域災害拠点病院」と、その機能を強化し、災害医療に関し 

て都道府県の中心的な役割を果たす「基幹災害拠点病院」に区分されます。 

 

※２ 災害拠点精神科病院 

災害拠点精神科病院とは、災害時の心のケアに関する中心的な役割を担う医療機関

として都道府県知事が指定するもので、主に次のような機能を有しています。 

   ・災害発生時における精神科医療の提供 

  ・県内精神科医療施設の被災により入院患者の転院が必要となったときの転院調整  

  ・被災した精神科医療施設への支援  

  ・災害派遣精神医療チーム(ＤＰＡＴ)の受入・派遣調整 

  ・災害時の対応に係る研修等の開催 
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図表 7-2-2-2 岡山県の災害拠点病院・災害拠点精神病院一覧表 

（令和５(2023)年４月１日現在） 

区 分 医療機関名 所在市町村 備 考 

 基幹災害拠点病院  岡山赤十字病院 岡山市北区 全  県 

 地域災害拠点病院  岡山済生会総合病院 〃 県南東部 

        〃      岡山医療センター 〃 〃 

        〃         岡山大学病院 〃 〃 

        〃         岡山市立市民病院 〃 〃 

        〃         川崎医科大学総合医療センター 〃 〃 

      〃  岡山西大寺病院 岡山市東区 〃 

        〃         川崎医科大学附属病院 倉敷市 県南西部 

        〃        倉敷中央病院  〃 〃 

        〃         高梁中央病院 高梁市 高梁・新見 

        〃         総合病院落合病院 真庭市 真    庭 

        〃         津山中央病院 津山市 津山・英田 

災害拠点精神科病院  岡山県精神科医療センター 岡山市北区 全   県 

（資料：岡山県医療推進課、健康推進課）  

 

（３）災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ※１） ・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ※２） 

現状 課題 

○災害拠点病院において、国や県が実施する養

成研修等、専門的トレーニングを受けた災害Ｄ

ＭＡＴの確保を進めています。 

○県と災害拠点病院との間で「おかやまＤＭＡＴ

の出動に関する協定」を締結し、関係機関が

連携して組織的な活動を行う体制を整備して

います。 

 

 

○災害拠点精神科病院において、災害時の医

療提供・調整、ＤＰＡＴに関する体制を整備し

ています。 

○災害のみならず、新興感染症にかかる患者が

増加し、医療提供体制の機能維持が困難な

場合は、ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴ・災害支援ナース※３

が対応することが求められています。       

 

○おかやまＤＭＡＴ隊員として、現在、291 人が

災害拠点病院に勤務していますが、さらにＤ

ＭＡＴ隊員の養成確保に努める必要がありま

す。 

○ＤＭＡＴが関係機関と連携しながら災害発生

後の急性期において、迅速かつ適切な活動

ができる、そして急性期以降の医療につなぐ

ことができる体制の整備を進める必要がありま

す。 

○大規模災害に対応した精神科医療及び精

神保健活動の支援を行える連携体制の構

築を進める必要があります。 

○新興感染症の発生に対する、ＤＭＡＴ・ＤＰＡ

Ｔ・災害支援ナースの体制の構築を進める必

要があります。 
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 ※１ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ（ディーマット） Disaster Medical Assistance Team） 

災害発生後の急性期（概ね 48時間以内）及び新興感染症等のまん延時に活動できる機

動性を持った、救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療従事者で編成されるチー

ムです。 

岡山県では全ての災害拠点病院がＤＭＡＴを保有しており、２９１名がおかやまＤＭＡＴ隊

員として登録されています（令和５(2023)年４月１日現在）。 

ＤＭＡＴが災害の急性期から迅速に活動できるよう、県と災害拠点病院との間でＤＭＡＴの

出動に関する協定を締結しています。 

 

※２ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ（ディーパット） Disaster Psychiatric Assistance  

Team） 

大規模災害等の後に被災者及び支援者に対して、被災地域の精神保健医療ニーズの把

握、他の保健医療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神

保健医療の提供と精神保健活動の支援のため、研修・訓練を受けたチームです。 

 

※３ 災害支援ナース 

大規模自然災害が発生した地域や新興感染症がまん延した地域に派遣され、地域住民

の健康維持・確保に必要な看護を提供するとともに、看護職員の心身の負担を軽減し支え

ることを行う看護職員のことです。国が実施する災害支援ナース養成研修を修了し、登録さ

れる必要があります。   

 

図表 7-2-2-3 岡山県のＤＭＡＴ指定機関一覧表（令和５(2023)年４月１日現在） 

区 分 医療機関名 所在市町村 
おかやま 

ＤＭＡＴ隊員数 

基幹災害拠点病院  岡山赤十字病院 岡山市北区 37 

地 域（県南東部）  岡山済生会総合病院 〃 26 

〃  岡山医療センター 〃 17 

〃  岡山大学病院 〃      26 

〃  岡山市立市民病院 〃      27 

〃  川崎医科大学総合医療センター 〃 25 

〃  岡山西大寺病院 岡山市東区  5 

地 域（県南西部）  川崎医科大学附属病院 倉敷市 30 

〃 倉敷中央病院  〃 41 

地 域（高梁・新見）  高梁中央病院 高梁市 10 

地   域（真 庭）  総合病院落合病院 真庭市 22 

地  域（津山・英田）  津山中央病院 津山市 25 

（資料：岡山県医療推進課） 
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（４）ＳＣＵ（Staging Care Unit：広域搬送拠点臨時医療施設） 

現状 課題 

○県内で災害が発生した場合に、傷病者を、被

災地外の航空搬送拠点や災害拠点病院等

に、航空搬送による医療搬送を行う必要があ

れば、そのための拠点施設として、岡山空港に

医療資機材を備えたＳＣＵを設置することとして

います。 

○ＳＣＵの設置・運営は、（独）国立病院機構岡

山医療センター、岡山大学病院、川崎医科

大学附属病院が中心となり行いますが、平時

の訓練により、それに慣れておく必要がありま

す。また、これらの病院が被災した場合に備

えて、他の災害拠点病院でも設置・運営が可

能な体制を整備する必要があります。 

 

（5）ＮＢＣ災害・テロ対策 

現状 課題 

○放射性物質による災害等に対応できるよう、

原子力災害拠点病院及び原子力災害医療

協力機関、そして緊急被ばく医療活動マニュ

アルを定める等、被ばく医療体制を整備してい

ます。 

○生物及び化学物質による災害等に対応できる

よう、原因物質特定のため川崎医科大学附

属病院に化学中毒物質解析機器を整備する

とともに、川崎医科大学附属病院、岡山赤十

字病院及び津山中央病院と連携することとし、

資機材等を整備しています。 

○ＮＢＣ（Ｎ：核物質、Ｂ：生物剤、Ｃ：化学剤）に

よる災害・テロには、特別な対応が求められる

ことから、訓練等を通じ、医療従事者の対応

力向上を図る必要があります。 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

災害時における医療

の提供体制の構築 

 

○災害発生時には、様々な医療ニーズが急増することから、ニーズに

応じた迅速かつ的確な医療救護活動が行えるよう、災害医療コー

ディネーター※１による調整業務を円滑に遂行できる体制の確保に努

めるとともに、災害拠点病院と地域の医療機関等による傷病者等の

受入・搬送体制の構築を推進します。また、県医師会等と連携し、

日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）※２や医療救護班など医療

従事者の確保を図ります。  

〇災害が沈静化した後においても、被災地の医療提供体制が復旧す

るまでの間、避難所や救護所等に避難した住民等に対する健康管

理を中心とした医療が必要となるため、様々な保健医療活動チーム

（ＪＭＡＴ、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）※３、その他
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の災害医療に係る保健医療活動を行うチーム）について、ＤＭＡＴ、

ＤＰＡＴとの連携体制の構築を図ります。  

○令和４年の改正医療法により、新興感染症等まん延時でのＤＭＡＴ

の役割が追加されたことから、医療機関との間でＤＭＡＴ派遣に係る

協定を締結するとともに、研修・訓練を実施します。  

○令和４年の改正医療法により、災害支援ナースが「災害・感染症医

療業務従事者」に位置付けられたことから、医療機関との間で災害

派遣ナース派遣に係る協定を締結するとともに、災害時・新興感染

症発生時の看護ニーズに迅速に対応できるよう研修・訓練の支援

等により、災害支援ナースの確保に努めます。 

〇ＤＭＡＴ・ＤＰＡＴが感染症の専門家とともに入院調整やクラスター発

生機関の支援等を行う体制の整備を進めます。  

○医療機関の被災情報等を共有できるよう、広域災害・救急医療情

報システム、防災行政無線、衛星携帯電話等を用いた各種訓練

や研修等を実施します。 

○訓練の実施により、ＳＣＵの設置・運営能力の向上に努めます。  

○医療機関と消防本部等との連携強化を図るため、災害現場におけ

る本部・救護所等の設営訓練やトリアージ※４、応急処置、傷病者の

搬送訓練等を実施し、災害発生時の対応能力の強化に努めます。  

○国が実施する大規模地震時医療活動訓練等に参加し、広域搬送

を実施するための具体的な手順を確認し、広域搬送体制の強化を

図ります。  

○災害時に人工透析、難病患者等へ必要な医療の提供が確実にな

されるよう、関係機関と連携し、患者情報の把握、受入体制の整備

に努めます。 

○災害時に救急医薬品、医療用血液等の確保・供給が確実になされ

るよう、岡山県医薬品卸業協会、岡山県薬剤師会、岡山県赤十

字血液センター等関係団体と連絡手順等の確認を行うとともに、災

害薬事コーディネーター※５を育成し、体制強化に努めます。  

○ＤＰＡＴの研修会を実施するなど、行政機関、県内医療機関との連

携強化に努めます。  

○災害時に医療の支援が必要となる妊産婦・新生児等について、適

切に対応できるよう、小児・周産期医療に特化した調整役である災

害時小児周産期リエゾン※６の養成訓練を通じて、実働可能な体制

を整えます。  

災害拠点病院等の

整備 

○災害時にも切れ目なく医療を提供できるよう災害拠点病院や災害時に

重要な役割を担う地域の中核病院等の耐震化や浸水対策等に係る施

設及び設備整備を促進します。 

〇各病院のＢＣＰの策定を促進するととともに、地域全体での医療機能継続

に向けた支援について、訓練等を通じ、平時より体制整備を図ります。 
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ＤＭＡＴの整備 

 

○被災者の救命率向上を図るため、ＤＭＡＴ隊員の養成・確保に努めるとと

もに、ＤＭＡＴ隊員の技能維持・向上及び消防等関係機関との連携強化

に取り組みます。 

ＮＢＣ災害・テロ対策 ○ＮＢＣ災害やテロに備え、災害拠点病院等と連携し災害等発生時におけ

る連携体制や対応能力の強化を図ります。 

災害時における心の

ケア 

○災害拠点精神科病院を中心にＤＰＡＴの体制整備を図る中で、心的外

傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）などに対する被災者の心のケア対策が実施で

きる体制づくりを進めます。 

 

 

 ※１ 災害医療コーディネーター 

    災害発生時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療活動の総合調整等を適

切かつ円滑に実施できるよう、保健医療福祉調整本部において、被災地の保健医療ニー

ズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援等を行うため、知事が

委嘱した医師等です。 

 

※２ 日本医師会災害医療チーム(ＪＭＡＴ（ジェイマット（Japan Medical Association Team））) 

被災者の生命及び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療の再生を支援

することを目的としています。JMATの活動内容は、主に災害急性期以降における、避難

所・救護所での医療や健康管理、被災地の病院・診療所の支援です。 

 

※３ 災害時健康危機管理支援チーム(ＤＨＥＡＴ（ディヒート（Disaster Health Emergency  

Assistance Team）)) 

災害が発生した際に、保健医療福祉調整本部及び保健所が担う保健医療福祉行政

の指揮調整機能等を応援するため、専門的な研修・訓練を受けた派遣応援チームです。 

 

※４ トリアージ 

災害発生時など多数の傷病者が発生した場合に、効率的に搬送や治療を行うため、傷

病の程度や処置の緊急度に応じて治療・搬送の優先順位を決定することです。 

 

※５ 災害薬事コーディネーター 

災害発生時に、保健医療福祉調整本部において、医薬品の確保と供給、薬剤師の確

保と適正配置をコーディネートするため、知事が委嘱した薬剤師等です。 

 

※６ 災害時小児周産期リエゾン 

大規模災害の発生時に小児・妊産婦に関する情報を収集し、他機関での医療が必要

な場合には、災害医療コーディネーターと連携して被災地内外の適切な医療機関への搬

送をコーディネートする調整役です。 

－ 183 －



 ３ 数値目標   

 

項目 現状 
令和１１年度末目標 

（2029） 

災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率 

90.9% 

R４年度 

(2022) 

100% 

ＤＭＡＴ隊員数 

291名 

R５年度 

(2023) 

570名 

ＤＰＡＴ先遣隊を有する医療機関 

１ 
R４年度 
(2022) 

２ 
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章名 ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名 ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

３ へき地の医療 

 

 １ 現状と課題 

 

(1)へき地医療を支える医師の確保 

現状 課題 

○県内には、無医地区※1が９市町村21地区、無

医地区に準じる地区※2が８市町村21地区あり

ます。 

○本県の人口10万人当たりの医療施設従事医師

数は、320.1人で全国平均の256.6人を上回っ

ています。 

○自治医科大学において、卒業後、へき地に勤務

する医師を養成しており、卒業後は県が県職

員として採用し、研修を除く義務年限※３期間

中、へき地医療拠点病院等に配置しています。 

 

〇大学医学部に地域枠を設置し、卒業後は研修

を除く義務年限期間中、へき地を含む県北等

の医師不足地域で幅広い診療に対応できる医

師を養成しています。 

 

○岡山市、倉敷市、津山市及び早島町を除く市

町村で人口10万人当たりの医師数が全国平

均を下回り地域偏在が解消されていないこ

とから、医師確保計画と連動し、地域の状況

に応じた医師の確保が必要です。 

 

○義務年限終了後の自治医師の県内定着率は

60.8％で、全国平均の68.8％を下回っている

ことから、義務年限終了後の地域枠卒業医師

と併せ、地域に定着する取組が求められてい

ます。（図表7-2-3-1） 
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 ※１ 無医地区 

医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径４㎞の区域

内に５０人以上が居住している地区であって、かつ、容易に医療機関を利用することができ

ない地区。 

 ※２ 無医地区に準じる地区 

    無医地区の定義には該当しないものの、無医地区に準じた医療の確保が必要と認めらる

地区。 

 ※３  義務年限 

    自治医科大学等卒業後、知事の指定する医療機関で医師として勤務する期間。この期間

を終了すると、大学在学中に貸与された修学資金の返還が免除されます。 
 

 

図表 7-2-3-1 義務年限終了後の自治医科大学卒業医師の勤務状況（令和５（2023）年度） 

区    分 人  数 県内定着率 全国平均 

義務年限終了者 74人   

 

 

県内勤務 45人 60.8％ 68.8％ 

 へき地医療機関勤務 17人   

（資料：岡山県医療推進課） 

 

(2)へき地における診療体制の確保 

現状 課題 

○へき地医療拠点病院を県内９か所指定すると

ともに、岡山済生会総合病院にへき地医療支援

機構を設置し、へき地医療に係る計画・立案、

事業調整等を実施しています。 

（図表7-2-3-2） 

〇へき地医療拠点病院において、無医地区等へ

の巡回診療（検診）や、へき地診療所への医師

派遣等を行っています。 

 

 

○離島住民の健康を守るため、社会福祉法人恩

賜財団済生会により、瀬戸内海巡回診療船「済

生丸」が運営されています。 

○川崎医科大学附属病院により、ドクターヘリ

が運航されており、医師の少ない県北３保健

医療圏の患者の搬送が、県全体の約５割を占

めています。 

○救急医療やへき地医療に貢献する病院を開設

する医療法人を「社会医療法人※」として認定

しています。 

 

○へき地診療所については、人口の減少等から

効率的な運営が困難なため、医師派遣に対す

る支援が必要です。 

 

 

〇へき地医療拠点病院からへき地診療所の半

分程度へ医師を派遣しており、引き続き診療

所への派遣が必要です。また、医療アクセス

に困難を生じている医師不足地域の状況に

応じて、必要な対応が求められています。 
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 ※ 社会医療法人 

    救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要とされている医療の提供を担 

  う、一定の要件を満たした医療法人を社会医療法人として認定し、良質かつ適切な医療 

  を効率的に提供する体制の確保を図るものです。 

 

(3)へき地に勤務する医師の支援体制 

現状 課題 

○へき地医療支援機構により、へき地診療所へ

の代診医派遣の調整やへき地勤務医師等を対

象とした研修などを実施しています。 

 

○へき地に勤務する医師が、最新の知識や技術

を習得する機会を得られるなどキャリアア

ップを支援する枠組みづくりが求められて

います。 
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図表 7-2-3-2 へき地医療支援体制 
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図表 7-2-3-3  へき地保健医療対策現況図 
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２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

へき地医療を支える

医師の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大学病院や臨床研修病院、へき地医療拠点病院等と連携しながら、医師

の少ない県北等における医療提供体制を確保します。 

○自治医科大学卒業医師をへき地医療拠点病院に配置し、へき地診療所に

派遣します。また、へき地診療所を運営する市町村等との連携を図りな

がら、へき地勤務医師の確保・定着に努めます。 

○大学医学部の地域枠や寄付講座などにより、地域医療（へき地を含む）

を担う医師の養成、確保に努めるとともに、大学や研修病院等と連携し、

幅広い診療能力を有する医師の育成を図ります。 

○自治医科大学学生や自治医科大学卒業医師と地域枠の医学生、地域枠卒

業医師等との交流を深めます。また、医師本人が描くキャリアと医師不

足地域における勤務との両立を支援するとともに、働きやすい環境づく

りに努め、義務年限終了後の医師の県内定着を推進します。 

へき地における診療

体制の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○へき地医療拠点病院による巡回診療やへき地診療所への医師派遣を継

続します。また、オンライン診療は、地域における医療人材の効率的な

活用に資することから、医療アクセスに困難を生じている医師不足地域

の実情に応じて、オンライン診療を含む遠隔医療の活用の可能性を検討

します。 

○へき地診療所等のオンライン診療を含む遠隔診療に必要な設備整備の

支援などにより、診療機能の充実を図ります。 

○へき地医療支援機構において、地域医療支援センターとのより緊密な連

携を図りながら、医師派遣調整やへき地勤務医師のキャリア形成支援な

ど、へき地医療対策の企画・調整等を行います。 

○瀬戸内海に離島を有する４県と連携して、瀬戸内海巡回診療船「済生丸」

運営事業への支援を行い、離島等の住民の健康管理と医療の確保に努め

ます。                                             

○へき地では救急患者の搬送に長時間を要するため、消防機関等と連携し

てドクターヘリ等を積極的に活用します。                       

へき地に勤務する医

師の支援体制の確保 

 

 

○へき地に勤務する医師が、学会や研修へ出席しやすくなるよう、代診医

の派遣を行います。 

○地域医療支援センターや大学医学部の寄付講座、へき地医療拠点病院等

と連携しながら、へき地医療を担う医師のキャリア形成を支援します。 
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 ３ 数値目標 

 

項目 現状 
令和11年度末目標 

（2029） 

義務年限終了後も県内に定着している自治医科

大学卒業医師の割合 

60.8％ 

Ｒ５年度 

（2023) 

62.2％ 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療 
 

４ 周産期医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）周産期医療従事者の状況  

現状 課題 

○県内の産科・産婦人科医師は、令和2（2020）

年は174人で、近年、減少傾向が続いていま

す。（図表7-2-4-１） 

○産科・婦人科医師の時間外労働時間は、他

の診療科の医師と比べ高い水準にあることが

指摘されています。(平成29年（2017年）9月

21日「第2回  医師の働き方改革※1に関する

検討会」資料) 

○県内の助産師は、令和4（2022）年は560人、

小児科の医師は、令和2（2020）年は323人

で、近年やや増加しています。 

○常勤換算※2した新生児担当医師数は、年

によってばらつきが見られます。（図表7-2-4

-3） 

○今後のさらなる人口減少や少子化によって、

周産期医療※3従事者の確保が困難になるこ

とが考えられます。 

○産科・婦人科医師等の勤務環境の改善

を図りつつ、周産期医療の提供に必要な

医療従事者を継続的に確保、育成してい

く必要があります。 

 

 

 

※1 医師の働き方改革  

医師が健康に働き続けることのできる環境を整備し、患者・国民に対して提供される医療の 

質・安全を確保するとともに、持続可能な医療提供体制を維持していくことを目的として、令和

６年（2024）年４月から医師に対する時間外労働の上限規制等が適用されることから、医療

機関には、勤務医の適切な労務管理やタスクシフト/シェアの推進などの取組が求められてい

ます。 

  ※2 常勤換算  

医療機関ごとに、以下の計算式で求めた人数を平均したもの  

「非常勤医師の勤務時間の合計」÷「常勤医師１人当たりの通常の勤務時間」＋常勤医師の人数  

※3 周産期医療  

周産期とは妊娠後期から新生児早期まで（一般には、妊娠 22 週から出生後 7 日未満）の

お産にまつわる時期のことをいい、周産期医療とは妊娠、分娩に関わる母体・胎児管理と出

生後の新生児管理を総合的に行う医療のことをいいます。 
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図表 7-2-4-1  産科・産婦人科医師、小児科医師、助産師数の推移（岡山県）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」‥‥主たる診療科が産科又は産婦人科の医師数）  

（注）主たる診療科：複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、１診療科のみに従

事している場合の診療科である。 

 

図表 7-2-4-2  出産千人当たり産科・産婦人科医師数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」、厚生労働省「人口動態統計」） 

 

図表 7-2-4-3  新生児担当医師数（常勤換算）                 （単位：人）  

区        分  H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

周産期母子医療センター 45.0 45.3 44.6 44.9 43.6 42.5 47.4 

病院（上記以外）  23.4 27.6 21.1 31.9 21.7 23.4 23.7 

診   療   所  11.4 10.2 7.4 12.2 12.4 15.5 17.7 

小        計  34.8 37.8 28.5 44.1 34.1 38.9 41.4 

合        計  79.8 83.1 73.1 89.0 77.7 81.4 88.8 

 （資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」）  
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（2）周産期医療体制 

現状 課題 

○分娩取扱施設は、令和5（2023）年1月1日 

現在、周産期母子医療センター6施設、地域

の病院及び診療所28施設、助産所6施設の

合計40施設です。（図表7-2-4-4） 

○ハイリスクの妊娠・分娩に対応する医療機関と

して、２施設を総合周産期母子医療センター

に指定し、４施設を地域周産期母子医療セン

ターに認定しています。(図表7-2-4-5、図表

7-2-4-6) 

 

○令和３（2021）年に、周産期母子医療センター

において、460件の母体搬送と274件の新生

児搬送を受け入れています。（医療推進課調

査） 

○県内の出生総数が減少傾向にある中で、低出

生体重児（2,500g未満）、極低出生体重児 

（1,500g未満）の出生割合は横ばい傾向が続

いています。（図表7-2-4-9） 

○精神疾患を含むハイリスク妊産婦については、

「気になる母子支援連絡票」により、産科医療

機関から市町村・保健所等へ情報提供されて

います。県内の総合周産期母子医療センター

では、センター専任の公認心理師、臨床心理

士を複数配置し、産前産後の妊産婦のメンタ

ルヘルスケアに対応しています。 

○周産期医療の専門家が県内の体内死亡例、

新生児死亡例等を定期的に検証し、結果を

分娩取扱施設に情報提供することにより、周

産期医療の充実を図っており、本県の周産期

死亡率、新生児死亡率、乳児死亡率は、長

期的に低位で推移しています。 (図表7-2-4

-12、図表7-2-4-13､図表7-2-4-14) 

○県内でも、オープンシステム※2 やセミオープン

システム※3 を導入し、周産期母子医療セン

ターと地域の分娩取扱施設が適切に機能分

担を図っている事例があります。 

○新型コロナウイルス感染症への対応において

は、周産期母子医療センターを中心として、各

分娩取扱機関が緊密に連携し、陽性妊産婦

のケアや出産に対応しました。 

 

○今後、人口減少や少子化、開業医の高齢化

等に伴い、地域によって病院や診療所が従

来どおりの機能を維持できなくなる可能性が

考えられます。 

○ハイリスク分娩を取り扱う周産期母子医療セ

ンター等に負担を集中させないよう、医療機

関等が適切に役割分担する仕組みづくりが

必要です。また、周産期母子医療センターに

は、周産期医療を支える人材育成への貢献

が期待されています。 

○居住地にかかわらず、ハイリスクな母体・新生

児を円滑に高次医療機関等へ救急搬送で

きる体制の整備が必要です。 

 

 

 

 

 

○妊娠合併症に加え、うつ病等※1の精神疾患

を含めた産科合併症以外の疾患・合併症、

胎児・新生児異常（超低出生体重児、先天

異常児等）等のハイリスクな母体・新生児へ

の対応が必要です。また、社会的ハイリスク

妊産婦に対しても、関係機関と連携した対応

が求められています。 

○質の高い医療の提供による周産期死亡率等

の低減に加え、妊婦のメンタルヘルスケア

等、安心して出産できる環境づくりを進めてい

く必要があります。 

 

 

 

○医療資源が限られる中にあっても、地域で必

要な周産期医療をできる限り提供していくた

めの体制づくりが求められています。 

 

○新型コロナウイルス感染症対応での教訓を踏

まえ、新興感染症の発生・まん延時に産科

的緊急措置が必要な妊産婦等に対応するた

めの体制づくりを進めておく必要があります。 
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○我が国において、深刻さを増す少子化の進行

や人口減少等の諸課題に対応するための成

育基本法が令和元（2019）年 12 月に施行さ

れました。 

○地域の医療、保健 、福祉等の関係者が

連携し、母子に対する切れ目のない支援

を提供する体制の整備が必要です。 

 

※1 妊産婦のうつ病 

うつ病になると、自分自身や自分の置かれている状況を悪くとらえる傾向が強くなり、出産

後であれば、子育てに自信が持てなくなったり、赤ちゃんの世話ができなくなったりして、自分を

責める気持ちが起こり、睡眠も十分にとれず、食欲まで落ち、元気がなくなってしまう場合があ

ります。うつ病を軽く考え、治療せず放置すると、重症化したり再発を繰り返したりすることから、

専門医による適切な治療を受けることが、ご本人とお子さんの双方にとってとても重要です。 

※2 オープンシステム 

地元で妊産婦の健康診断を担当した医師・助産師が、分娩時に連絡を受け、周産期母子

医療センター等の連携病院に出向き、出産に対応する仕組みのことです。 

※3 セミオープンシステム 

地元の産科診療所等が妊産婦の健康診断を行い、周産期母子医療センター等の連携病

院の医師・助産師が出産に対応する仕組みのことです。 

 

 

図表 7-2-4-4  分娩を取り扱う病院・診療所・助産所  

                       （令和 3(2021)年、令和 4(2022)年 1 月 1 日現在）  

区  分  県南東部  県南西部  高梁・新見 真庭  津山・英田 合計  

周産期母子  

医療センター  

施設数  3 2 - - 1 6 

産科医師数  38.1 30.2 - - 5.1 73.4 

助産師数  98.3 62.2 - - 12.5 173.0 

分娩数  932 1,075 - - 178 2,185 

病院  

(上記以外 ) 

施設数  6 3 - 1 - 10 

産科医師数  25.5 21.7 - 3.0 - 50.2 

助産師数  56.9 74.1 - 7.0 - 138.0 

分娩数  1,692 2,540 - 163 - 4,395 

診療所  施設数  9 5 1 - 3 18 

産科医師数  24.3 6.3 1.3 - 5.3 37.2 

助産師数  70.4 38.1 4.5 - 12.8 125.8 

分娩数  4,232 1,430 51 - 1,102 6,815 

助産所  施設数  1 4 - - 1 6 

助産師数  1.2 16.8 - - 1.0 19.0 

分娩数  13 160 - - 6 179 

 （資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」）  

 （注）施設数、産科医師数、助産師数は令和 4(2022)年 1 月 1 日現在、分娩数は令和  

    3(2021)年の状況を記載しています。  
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図表 7-2-4-5  総合周産期母子医療センターの状況  （令和 4(2022)年 1 月 1 日現在） 

 （単位：床 ) 

医療機関名  総病床数 
産   科  

病床数  

MFICU※1 

病床数  

NICU※2 

病床数  

GCU※3 

病床数  

（独）国立病院機構  

岡山医療センター  
609 ４6 ６ １８ ３２ 

（公財）大原記念倉敷中央医療機構 

倉敷中央病院  
1,172 ３４ ６ ２１ ３０ 

合  計  1,781 ８0 １２ ３９ ６２ 

 （資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」）  

 

図表 7-2-4-6  地域周産期母子医療センターの状況（令和 4(2022)年 1 月 1 日現在）  

（単位：床）  

医療機関名  総病床数 
産   科  

病床数  

MFICU 

病床数  

NICU 

病床数  

GCU 

病床数  

岡山大学病院  853 42 ０ 6 0 

岡山赤十字病院  500 20 ２ 3 7 

川崎医科大学附属病院           1,182 48 ０ 12 0 

津山中央病院  515 25 ０ 3 (NICU と一体 ) 

合  計  3,050 135 ２ 24 7 

 （資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」 ) 

 （注）川崎医科大学附属病院の産科病床数は女性医療ｾﾝﾀｰの病床  

※1 MFICU（Maternal Fetal Intensive Care Unit）：母体・胎児集中治療室  

    ハイリスク出産など、危険度の高い母体や胎児の対応をするための集中治療室です。  

※2 NICU（Neonatal Intensive Care Unit）：新生児集中治療室  

    低出生体重児や重篤な疾患がある新生児に対応するための集中治療室です。  

※3 GCU（Growing Care Unit）：回復期治療室  

    出生時・出生後に生じた問題が解決・改善した新生児の経過を観察する保育室です。  

 

図表 7-2-4-7  出生数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）  
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 図表 7-2-4-8  出生率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）   

 

図表 7-2-4-9  低出生体重児が出生総数に占める割合             （単位：人 ) 

    区   分      

 

平成１７年  

(2005) 

平成 22 年  

(2010) 

平成 27 年  

(2015) 

令和元年  

(2019) 

令和 2 年  

(2020) 

令和 3 年  

(2021) 

出生数  16,688 16,759 15,599 13,695 13,521 13,107 

低出生体重児    1,493   1,472   1,429 1,085 1,177 1,191 

極低出生体重児     107     127     106  81 92 93 

低出生体重児の 

出生割合 (％) 
   8.9    8.8    9.2 7.9 8.7 9.1 

極低出生体重児の 

出生割合 (％) 
  0.64   0.76   0.73 0.59 0.68 0.71 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）  

 

図表 7-2-4-10  分娩の状況   （令和 3(2021)年） 

区        分  施設数  分娩数  
施設別  

分娩割合  
帝王切開数 帝王切開率 

周産期母子医療センター 6 2,181 16.1 728 33.4 

病院（上記以外）  10 4,420 32.5 853 19.3 

診   療   所  18 6,801 50.1 802 11.8 

助   産   所  6 179 1.3 0 0.0 

合     計  40 13,581 100.0 2383 17.5 

 （資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」）  

 ※分娩数には、県外住所の方を含むこと等により、人口動態統計の分娩数とは一致しない。  
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図表 7-2-4-11  母の出産年齢別出生数の構成比  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）   

 

図表 7-2-4-12  周産期死亡率※の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

  ※周産期死亡率（出産千対）：妊娠満 22 週以降の死産＋早期新生児（生後 7 日未満）死亡 

  ※順位は数値が低いものから並べた場合のものである。 

 

図表 7-2-4-13 新生児死亡率※の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

  ※新生児死亡率（出生千対）：生後 28 日未満の死亡 

  ※順位は数値が低いものから並べた場合のものである。 
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図表 7-2-4-14  乳児死亡率※の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）  

  ※乳児死亡率（出生千対）：生後 1 年未満の死亡 

  ※順位は数値が低いものから並べた場合のものである。 

 

図表 7-2-4-15  妊産婦死亡率の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省「人口動態統計」）  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

周産期医療従事者

の確保 

 

 

○医療機関での産科・婦人科医師等の処遇改善や研修、医師の働き方

改革を進めるための取組に対する支援や、総合周産期母子医療セン

ターの機能強化等に関係機関と連携して計画的に取り組むことにより、地

域の周産期医療を担う人材の確保・育成に努めます。 

周産期医療体制の

確保  

 

○医師の働き方改革に対応しつつ、オープンシステム・セミオープンシス

テム、院内助産の活用や非分娩取扱施設の役割の明確化等、周産期

医療機関が緊密に連携し、それぞれの人材や機能を最大限生かし、機

能分担しながら、地域全体で周産期医療を支える持続的な周産期医療

提供体制の構築を目指します。 

○連絡会議等の開催を通じ、ハイリスクな母体・新生児を安全かつ迅速

に搬送するための、周産期医療機関及び消防機関の連携強化や

情報共有の円滑化を図ります。 

○周産期母子医療センターを中心として、精神疾患を含めた合併症妊娠

や胎児・新生児異常等の母体又は児のリスクが高い妊娠に対応する体

制の充実を図ります。 

○周産期死亡例の検証や研修会の開催等を通じ、分娩取扱施設での質

の高い医療の提供、周産期死亡率等の低減を図るとともに、妊産婦のメ

ンタルヘルスケアへの対応や分娩時の家族の立会い、面会の方針等に

関する事前の情報提供など、安心して出産できる環境づくりを進めます。 

○災害時や新興感染症の発生・まん延時においても、必要な周産期医療

が提供できるよう、産科的緊急処置が必要な妊産婦の受入れ医療機関

を含め、周産期医療機関相互の役割分担や消防機関等との情報共有

の方法等についてあらかじめ協議しておくとともに、研修等を通じ、災害時

小児周産期リエゾンを養成します。 

○岡山県周産期医療協議会を中心に、小児医療関係者に加え、市町村

を含めた母子保健・福祉等の関係者と連携しながら、社会的ハイリスク妊

産婦や産後ケア等、諸課題への対応策を検討し、母子に対する切れ目

のない支援を提供する体制の整備に向け、協働して取り組みます。 

                                                           

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

周産期死亡率（出産千対） 

 

 

２．９ 

（全国８位） 

Ｒ３ 

（２０２１） 

低下 

（全国１位） 

 

出産千人当たりの産科・産婦人科医師数  １４．０人 

Ｒ２ 

（２０２０） 

 

現状維持または増加  
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   図表 7-2-4-16 

 

周 産 期 医 療 体 制 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域周産期母子医療センター 

 

ＮＩＣＵを有し、比較的リスクの高い妊

娠に対する医療を提供  

 

総合周産期母子医療センター 

 

・ＭＦＩＣＵ、ＮＩＣＵを有し、ハイリスクな母

体・新生児に対する高度な医療を提供  

・産科合併症以外の合併症（脳血管疾

患、心疾患、精神疾患等）を有する母

体に対応  

産 科 病 院 ・ 診 療 所 

(正常分娩・リスクの低い分娩) 

 

 

 

重症心身障害

児施設等 

(療養・療育支援

を担う施設) 

 

助 産 所 

(正常分娩) 

 

日常の妊婦の健

康状態の相談や

それに伴う保健

指導など 

妊  婦 

連携・協力  

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
婦
・

新
生
児
の
搬
送 

転
院 

妊
婦
健
康
診
査
・
出
産 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
婦
の
健
康
診
査
・
出
産 

救
急
車
に
よ
る
搬
送 

 

入
所 

妊
婦
健
康
診
査
・
出
産 

高度な医療を要するハイリスクな母体・新生児 

ハ
イ
リ
ス
ク
妊
婦
・

新
生
児
の
搬
送 

在宅で療養・療

育している児の

家族への支援 

連
携 

在宅療養児  

・岡山赤十字病院  

・川崎医科大学附属病院  

・津山中央病院  

・岡山大学病院（～R7.3.31） 

 ・国立病院機構岡山医療センター 

 ・倉敷中央病院  

 

〔・岡山大学病院（R7.4.1～）〕 

産後ケア事業  

（人材確保・育成の強化） 
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

５ 小児医療（小児救急医療を含む） 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）小児（救急）医療体制の確保  

現状 課題 

○小児の入院対応が可能な救急医療機関、救

命救急センターや総合周産期母子医療セン

ター機能を有する医療機関、ＰＩＣＵ（小児集中

治療室）など高度・専門機能を有する医療機

関等が相互に連携しながら、小児の救急患者

が適切に入院や治療などが受けられる体制を

確保しています。 

○小児の二次救急医療を担う小児救急医療拠

点病院※1の運営を支援し、休日や夜間におけ

る小児救急医療体制の確保を図っています。 

○県内の年少人口１万人当たりの小児科医師

数は13.9人と全国平均 (12.0人)を上回ってい

るものの、高梁・新見、真庭、津山・英田保健

医療圏は全国平均以下となっており、地域格

差が見られます。また、小児科を標榜する医

療機関数も地域により状況が大きく異なりま

す。（図表7-2-5-4） 

○県内における満18歳未満のけがや病気による

救急搬送患者（年間約5,000人）のうち、約75

％が軽症患者です。また、小児救急医療実態

調査※2によると、休日や夜間における小児救

急患者のうち入院の必要な患者は5.3％で、

軽症の場合でも二次・三次救急医療を担う医

療機関を受診している事例があります。（図表

7-2-5-１、図表7-2-5-2） 

○診療時間外に保護者が子どもの体調不良に

ついて相談できる「小児救急電話相談事業  

（#8000）」を実施しています。令和4(2022)年

度には約11,900件の相談がありました。発熱

や嘔吐、けがなどの相談が多く、その多くが看

護師等の助言で解決 しています。 （図表

7-2-5-3） 

○令和2（2020）年2月に岡山県災害時小児周

○今後、人口減少や少子化、開業医の高齢化

等に伴い、地域によって病院や診療所が従

来どおりの機能を維持できなくなる可能性が

考えられます。 

○関係機関の緊密な連携と適切な機能分担を

図りながら、質の高い、持続的な医療提供体

制を構築していく必要があります。 

○医師の時間外労働の上限規制にも対応した

休日夜間の小児救急医療提供体制の整備

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

○急な子どもの体調不良等による保護者の過

度な不安を和らげ、適切な救急医療機関の

利用を促す必要があります。 

 

 

 

 

 

○#8000（小児救急電話相談）の電話のつな

がりにくさの有無を確認するとともに、研修等

により相談者への対応の質の向上を図る必

要があります。 

 

 

 

○災害時等に即時に対応できるよう、計画的に
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産期リエゾン設置要綱を制定し、災害時に対

応できる体制構築を進めており、令和4（2022）

年度末までに２４人を災害時小児周産期リエ

ゾンに委嘱しています。 

○新型コロナウイルス感染症への対応では、小児

医療関係者による連絡会議を通じ、情報共有

や連携を図るとともに、一部の医療機関では電

話等による診療を実施しました。 

 

○我が国において、深刻さを増す少子化の進行

や人口減少等の諸課題に対応するための成

育基本法が令和元（2019）年12月に施行さ

れました。 

○令和４（2022）年４月に「岡山県医療的ケア児

支援センター」を設置し、医療的ケア児等に対

する相談支援や情報の集約点としての活動を

行っています。 

小児周産期リエゾンを養成する必要がありま

す。 

 

 

○新興感染症の発生・まん延時においても、必

要な小児医療が確保できるよう、新型コロナ

ウイルス感染症対応での教訓を踏まえ、医療

機関や消防機関等と連携し、必要な体制整

備を進めておく必要があります。 

○地域の医療、保健 、福祉等の関係者が

連携し、母子に対する切れ目のない支援

を提供する体制を構築していく必要があり

ます。 

 

 

※1 小児救急医療拠点病院  

     休日夜間の診療体制を常時整え、原則として初期救急医療施設及び救急搬送機

関から転送された小児重症救急患者を受け入れています。  

                              

図表 7-2-5-1 満１８歳未満の傷病程度別搬送人員の状況 (令和 2(2020)年１月～12 月 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県消防保安課「令和 2（2020）年度岡山県消防防災年報」） 
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図表 7-2-5-2 県内の二次救急病院等における小児救急患者の受入状況  

          〔時間別年齢層別受診状況(18 時～17 時)〕           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔年齢層別受診状況〕       （単位：人）   〔入院の要・不要の状況〕      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「令和 3（2021）年度小児救急医療実態調査」） 

 

※2 小児救急医療実態調査 

   1)調査対象医療機関 

     病院群輪番制病院(28)、協力病院当番制病院(44)、休日夜間急患センター(3)、その

    他救急告示病院(27)、岡山大学病院の計103医療機関 

   2)対象期間・患者  

     令和4（2022）年11月26日(土)～12月2日(金)(土日は全時間帯、平日は0時～8時、 

18時～24時)における小児科応需患者又は小児科応需が望ましい患者  
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図表 7-2-5-3 小児救急医療電話相談の状況(令和 4(2022)年度) 

 〔時間帯別相談状況〕                        （単位：件）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔相談への対応状況〕                                 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：岡山県医療推進課） 

 

図表 7-2-5-4 医療施設に従事する小児科医師の状況                  （単位：人） 

区 分 県南東部  県南西部  高梁・新見  真庭 津山・英田  計 

医師数  177 117 6 2 21 323 

年少人口1万人

当たり医師数 
15.7 13.2 11.6 4.0 10.0 13.9 

  （資料：厚生労働省「令和 2（2020）年  医師・歯科医師・薬剤師調査」） 

 

 

図表 7-2-5-5 県内の小児科を標榜する医療機関の状況             （単位：施設） 

区 分 県南東部  県南西部  高梁・新見  真庭 津山・英田  計 

病 院  22  19  2  1  5  49 

診療所  185 123 13  9 33 363 

計 207 142 15 10 38 412 

  （資料：厚生労働省「令和 2（2020）年医療施設調査」） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

小児（救急）医療体

制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

○研修会等を通じた地域の内科医師等が小児の初期救急医療に対応で

きる体制整備や、診療所小児科医師の小児救急外来への参画促進、

小児医療関係機関の連携強化などにより、各二次保健医療圏において、

日常的な初期（救急）医療が提供され、高度な医療提供が必要なときに

は、高次の基幹病院と連携し、速やかに対応できる医療連携体制の維

持・確保に取り組みます。 

○小児救急医療の提供において、特に重要な役割である休日や夜間の小

児救急医療を担う基幹病院に必要な医師等が確保されるよう、関係者

と連携して取り組みます。 

○かかりつけ医を持つことの重要性に加え、救急医療のかかり方や急病時

の対処法など、緊急時に必要な情報が得られる信頼性の高い情報サイト

等を保護者等に十分に周知することにより、家庭での看護力を高め、適

切な救急医療の利用につなげます。 

○#8000（小児救急電話相談）のさらなる活用に向け、応答率の把握や対

応者研修等を通じ、相談者への応対の質の向上を図るとともに、市町村

や関係団体等と連携して保護者に周知します。 

○災害時や新興感染症の発生・まん延時において、医療需要が増加した

場合にも必要な小児医療が提供できるよう、救急医療を含め、医療機関

相互の役割分担や消防機関等との連携についてあらかじめ協議しておく

とともに、研修等を通じ、災害時小児周産期リエゾンを養成します。 

○岡山県小児医療協議会を中心に、周産期医療関係者に加え、市町村

を含めた母子保健・福祉等の関係者と連携しながら、医療的ケア児へ

の対応を含め、小児医療を取り巻く諸課題への対応策を検討するなど、

母子に対する切れ目のない支援を提供する体制の整備に向け、協働し

て取り組みます。 

 

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

年少人口１万人当たりの小児科医師数  

 

 

１３．９人 

Ｒ２ 

（２０２０） 

現状維持または増加 
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搬
送
要
請受

診

相
談

軽
度

重
度

子ども・子どもの保護者、住民等

助言、アドバイス救急蘇生法
等の周知

搬送

搬送

小児（救急）医療体制

受療に関する啓発等

小児救急医療電話相談

相
談
支
援
等

一
般
小
児
医
療

○小児救急医療支援病院 ○高度・専門病院

連携・協力

○初期救急医療機関
・診療所小児科等

休日夜間診
療への協力

（救急診療へ
の参画）

岡
山
県
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
よ
る
情
報
提
供

消防機関
・救急搬送、救命処置等

高

度

な

小

児

医

療

○二次（入院）救急医療機関
・病院群輪番制病院
・協力病院当番制病院
・その他救急告示病院等

○休日・夜間の初期救急医療
・在宅当番医制（23地区医師会）
・休日夜間急患センター（3機関）

一般小児医療を行う機関では対応が困
難な小児専門医療の実施
入院を要する小児救急医療を24時間体
制で提供

・国立病院機構岡山医療センター
・倉敷中央病院
・岡山赤十字病院
・津山中央病院

重篤な小児救急患者を２４時間体制で
受け入れ、ＰＩＣＵなどによる高度・専門
医療を提供
小児救命救急センター
・岡山大学病院
高度救命救急センター
・川崎医科大学附属病院

連携・協力

（小児地域医療センター） （小児中核病院）

図表7-2-5-6 小児(救急)医療体制

連携・協力

搬送

小児地域支援病院

搬送

（資料：岡山県医療推進課）

受
診
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図表7-2-5-7　小児医療の医療連携体制

入院が必要な医療 高度な入院医療 高度・専門医療

機
能

健康相談等の支援
日常的な小児医療
小児初期救急医療

入院小児医療
小児専門医療

小児救命救急医療
高度小児専門医療

小児高度救命救急医療
●子どもの急病時の対応支
援
●家庭の看護力の向上
●かかりつけ医を持つこと及
び適正な受療行動

●地域に必要な一般小児医
療の実施
●初期救急医療の実施

●一般の小児医療機関では
対応が困難な患者に対する
医療の実施

●地域の小児医療機関では
対応が困難な患者に対する
医療の実施

●地域の小児医療機関では
対応が困難な患者に対する
高度・専門医療の実施

●迅速な救命処置等の実施 ●療養・療育が必要な小児に
対する支援

●入院を要する小児救急医
療の実施

●入院を要する小児救急医
療又は小児の救命救急医療
の24時間体制での実施

●入院を要する小児救急医
療又は小児の高度救命救急
医療の24時間体制での実施

●地域の医療資源、福祉
サービス等についての情報
提供

（家族等周囲にいる者）
・必要に応じた小児救急電話
相談の活用
・不慮の事故の原因となるリ
スクの排除

〈一般小児医療〉
・一般的な小児医療に必要と
される診断・検査・治療

・一般の小児医療を行う医療
機関では対応が困難な患者
や常時監視・治療の必要な患
者等に対する入院治療

・高度の診断・検査・治療や
勤務医の専門性に応じた専
門医療

・広範囲の臓器専門医療を含
めた高度専門的な診断・検
査・治療

・救急蘇生法等の適切な処置
の実施

・軽症患者の入院治療 ・地域の小児医療機関との連
携

・24時間365日体制での入院
を要する小児救急医療又は
重篤な小児患者に対する救
命救急医療

・24時間365日体制での入院
を要する小児救急医療又は
重篤な小児患者に対する高
度救命救急医療

（消防機関等）
・心肺蘇生法や不慮の事故
予防に関する必要な知識の
家族等への啓発

・療養・療育が必要な小児に
対する支援

・地域の医療機関との連携 ・地域の医療機関との連携

・救急医療情報システムを活
用した適切な医療機関への
速やかな搬送

・医療、介護及び福祉サービ
スの調整及び医療と保健・福
祉・教育との連携促進

・高次機能病院との連携 ・小児救急医療機能病院との
連携

・医療的ケア児、慢性疾患児
等の急変時に備えた、対応可
能な医療機関との連携

・地域の医療機関に対する小
児救急医療に関する助言

・地域の医療機関に対する小
児救急医療に関する助言

（行政機関）
・小児救急電話相談の実施と
その充実 〈初期小児救急医療〉
・保護者に対する小児の急病
等への対応に必要な知識の
啓発

・平日昼間における初期小児
救急医療の実施
・夜間休日における初期小児
救急医療

・児童及びその家族が必要と
する地域の医療資源、福祉
サービス等に関する情報提
供

・緊急手術や入院等を要する
場合に備えた、対応可能な医
療機関との連携

・医療・保健・福祉の関係者
間の連携体制の構築

・開業医等による休日夜間急
患センターや地域連携小児
夜間・休日診療等への参画

・必要に応じた高次医療機関
等の紹介

連
携

・岡山赤十字病院 【小児救命救急センター】

・津山中央病院 ・岡山大学病院

・小児地域支援病院
・国立病院機構岡山医療セン
ター

〈休日・夜間〉 ・倉敷中央病院 【高度救命救急センター】

・在宅当番医制に参加してい
る医療機関等

・川崎医科大学附属病院

・終日の対応が可能な医療機
関

・協力病院当番制に参加して
いる医療機関

・休日夜間急患センター

(資料：岡山県医療推進課)

目
標

病
期

相談支援等 一般小児医療
高度な小児医療

求
め
ら
れ
る
要
件

医
療
機
関
等

・二次（入院）救急医療実施
医療機関

・病院群輪番制に参加してい
る医療機関

〈平日昼間〉
・小児科を標榜する医療機関
（小児かかりつけ医を含む。）

より専門的な医療を要するなど対応が困難な患者に係る連携

療養・療育支援を要する小児の退院支援や在宅生活支援に係る連携

災害時や新興感染症発生・まん延時の小児医療の確保に係る連携
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

６ 新興感染症発生・まん延時における医療  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応 

現状 課題 

○中国湖北省武漢市で令和元年１２月以降、病

原体不明の肺炎患者が発生し、後に新型コロ

ナウイルスによるものであることが判明しました。

その後、新型コロナウイルス感染症は、全世界

に拡大し、多大な影響をもたらしました。 

○県内では、令和２年３月２２日に初めて感染者

が確認され、その後幾度も感染の波を起こしな

がら、流行を繰り返しました。３年以上が経過し

た令和５年５月８日に、重症化、死亡率の状況

などを考慮し、５類感染症に移行しました。 

○入院体制について、当初、第一種及び第二種

感染症指定医療機関、新型インフルエンザ協

力医療機関へ働きかけ、病床確保を行いまし

た。その後、他の医療機関へも働きかけ、順次

病床を増床し、最大で６２９床の病床を確保し

ました。 

○外来体制について、まずは二次医療圏ごとに1

か所ずつ帰国者・接触者外来を開設、その

後、診療体制が整った医療機関に順次拡大し

ました。名前を新型コロナウイルス外来、診療・

検査医療機関と変えながら、最大６６３医療機

関が体制を整備しました。 

○患者の増加に備え、中等症・重症患者を優先

する医療提供体制へ移行する必要があったた

め、宿泊療養施設を開設しました。また、基礎

疾患などの重症化リスクがない軽症者は自宅

や入所している高齢者施設等で療養することと

なりました。それに伴い、宿泊・自宅・施設療

養者への健康観察、生活支援等を行いました。 

○新興感染症発生後速やかに、発熱症状のあ

る患者の診療を行う医療機関や感染症患者

の入院病床を確保する医療機関を整備し、そ

の後、感染状況を見ながら順次増やしていく

必要があります。 

○医療人材の応援体制を整備しておく必要があ

ります。 

 

 

 

○病床確保の際は、重症者用の病床も確保す

るとともに、透析患者、精神疾患を有する患

者、妊産婦など、特別な配慮が必要な患者

の受入医療機関を確保する必要があります。 

 

 

○外来対応を行う医療機関の体制を整備す

るとともに、検査体制を速やかに整備できる

よう、平時から計画的に準備を行う必要が

あります。 

 

 

○平時から、宿泊施設、自宅、高齢者施設

や障害者施設での療養体制の整備が必

要です。 

○体調悪化時に、適切な医療に繋げることが

できる健康観察体制の整備、薬物療養を

適切 に受けられる体制 の整備が必要 で

す。 
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○高齢者施設等で患者が発生し、施設療養を行

う際に、施設所管課、保健所、岡山県クラスタ

ー対策班（ＯＣＩＴ）※が連携を図り、感染管理、

トリアージ、健康観察等の支援を行いました。 

○マスク等の医療資材が不足したため、県から

医療機関や福祉施設にマスクや手指消毒

用のエタノールを供給しました。  

 

○施設で療養する場合は、施設内で感染が

まん延しない環境を構築する必要がありま

す。 

 

○感染症対策物資等が不足しないよう、県

や医療機関において平時から備蓄を行う

必要があります。  

 

 

 

※ 岡山県クラスター対策班（ＯＣＩＴ）  

医療機関や福祉施設において、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合に、速や

かに感染拡大防止対策を講じられるよう、感染症対策に係る専門家チームやクラスターの

発生要因等について分析を行う疫学チーム、現地でトリアージや無症状者・軽症者に対する

医療の提供等を行う現地医療提供チーム、必要に応じ精神面の支援等を行う精神科医

療チームを編成し、派遣しました。また、福祉施設や事業所などを対象とした研修を実施し、

感染予防対策への助言等を行いました。  

 

 

図表７－２－３－１ 

新型コロナウイルス感染症  感染の各波における感染状況、医療提供体制等  

 

（資料：岡山県新型コロナウイルス感染症対策室） 

 

 

 

 

 

病床数
最大
使用率

病床数
最大
使用率

第１波 2020/1/30 2020/5/31 25人 2人 25人 0人 0人 0件 42 120床 － － － 78室

第２波 2020/6/1 2020/9/30 132人 10人 126人 20人 1人 3件 398 250床 － 37床 － 207室

第３波 2020/10/1 2021/3/31 2,536人 111人 1,057人 647人 34人 51件 538 412床 47.3% 43床 56.8% 207室

第４波 2021/4/1 2021/6/30 4,897人 189人 1,180人 1,486人 91人 59件 538 492床 84.5% 58床 69.7% 404室

第５波 2021/7/1 2021/12/31 7,965人 307人 1,278人 2,169人 10人 77件 561 557床 51.0% 68床 32.4% 507室

第６波 2022/1/1 2022/6/30 88,979人 1,458人 2,620人 3,236人 116人 536件 601 557床 57.2% 68床 26.5% 629室

第７波 2022/7/1 2022/10/31 188,399人 4,399人 2,946人 1,816人 172人 621件 631 629床 65.2% 67床 23.5% 629室

第８波 2022/11/1 2023/5/7 201,280人 5,323人 6,996人 2,246人 433人 870件 663 624床 72.8% 67床 28.4% 629室

計 494,213人 16,228人 11,620人 857人 2,217件

宿泊療養
室数

発熱外来波 始期 終期
確保病床 重症病床

1日あたり最
大陽性者数

陽性者数 総入院者数
宿泊療養
者数

死亡者数
クラス
ター
件数
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図表７－２－３－２ 

新型コロウイルス感染症新規陽性者の推移とコロナ対応の変遷  

 

（資料：岡山県新型コロナウイルス感染症対策室） 
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（２）新興感染症医療の提供体制 

現状 課題 

○新興感染症の入院を担当する医療機関として

、第一種感染症指定医療機関1機関、第2種

感染症指定医療機関3機関を指定し、26床の

感染症病床を確保しています。 

 

○新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた改

正感染症法に基づき、平時から医療措置協

定を締結するなど、新興感染症医療の提供

体制を整備する必要があります。 

 

 

図表７－２－３－３ 

感染症指定医療機関の指定状況一覧（Ｒ５．４．１現在） 

（１）第一種感染症指定医療機関（感染症病床） 

第一種感染症指定医療機関  病床数  

岡山大学病院  ２床  

（２）第二種感染症指定医療機関（感染症病床） 

二次医療圏  第二種感染症指定医療機関  病床数  

県南東部  岡山市立市民病院  ６床  

県南西部  

高梁･新見  

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構  

倉敷中央病院  
１０床 

真庭  

津山･英田  
津山中央病院  ８床  

（資料：岡山県健康推進課） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

新興感染症に係る医療提供の

考え方 

○「岡山県感染症予防計画」、「岡山県新型インフルエンザ等行

動計画」に基づき、新興感染症医療の提供体制を整備しま

す。 

 

新興感染症患者の入院に必要

な医療を提供する機能（病床確

保） 

○新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間※に新興感

染症患者の入院を担当する医療機関と、平時に医療措置協

定を締結し、第一種協定指定医療機関に指定します。 

○流行初期に対応するため、公表後１週間で体制整備を行う医

療機関と特別な協定を締結します。 

○重症者用の病床の確保を行うとともに、透析患者や精神疾患

を有する患者、妊産婦等特に配慮が必要な患者、感染症以

外の患者への対応を含め、切れ目のない医療提供体制の整

備を図ります。 

 

新興感染症の疑似症患者等の

診療を行う機能（発熱外来） 

○新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に新興感染症

の発熱外来を担当する医療機関と、平時に医療措置協定を

締結し、第二種協定指定医療機関に指定します。 

○流行初期に対応するため、公表後１週間で体制整備を行う医

療機関と特別な協定を締結します。 

○検査体制を速やかに整備できるよう、民間検査機関や医

療機関と検査等措置協定を締結します。  

 

居宅又は高齢者施設等で療養

する新興感染症患者に対し医

療を提供する機能（自宅療養

者等への医療の提供） 

○新型インフルエンザ等感染症発生等公表期間に新興感染症

の自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬

局、訪問看護事業所等と、平時に医療措置協定を締結し、

第二種協定指定医療機関に指定します。 

○新型コロナウイルス感染症対応における岡山県クラスター対策

班（ＯＣＩＴ）の経験を生かし、高齢者施設等や障害者施設等

において、感染対策の助言等を行える体制を確保します。 

 

新興感染症患者以外の患者に

対し医療を提供する機能（後方

支援） 

○感染症指定医療機関や協定締結医療機関に代わって患者

を受け入れる医療機関や、感染症から回復後に入院が必要

な患者を受け入れる医療機関と、平時に医療措置協定を締

結します。 

 

 

－ 215 －



新興感染症に対応する医療従

事者を確保し、医療機関その他

の機関に派遣する機能（医療人

材派遣） 

○感染症指定医療機関や協定締結医療機関等に感染症医療

担当従事者等を派遣する医療機関と、平時に医療措置協定

を締結します。 

 

 

 

 

※ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114

号）  の規定により、厚生労働大臣から新型インフルエンザ等感染症等（新型インフルエンザ

等、指定感染症、新感染症）が発生した旨の公表が行われたときから、新型インフルエンザ

等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの期間を指します。  

 

 

 

 

 ３ 数値目標  

 

項目 現状  
令和１１年度末目標 

(２０２９） 

入院確保病床数  － ５９０床  

発熱外来医療機関数 － ６１７機関  

自宅・宿泊施設・高齢者施設での療養者への医

療提供を行う医療機関数 
－ １，００７機関  

後方支援医療機関数 － ８８機関  

派遣可能な医療人材数 － 

医師     ９２人  

看護師  １５４人  

その他    ４１人  
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章名  ７ 疾病又は事業ごとの医療連携体制の構築  

節名  ２ 医療法で定める６事業及び在宅医療  

 

７ 在宅医療等  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）プライマリ・ケア 

現状 課題 

○生活習慣病の治療や管理だけでなく、健康問

題の相談等にも対応するプライマリ・ケア※の中

心的な役割を担っているのが、かかりつけ医及

びかかりつけ歯科医（以下「かかりつけ医等」と

いう。）です。 

○医師臨床研修では、プライマリ・ケアの基本的

な診療能力（態度、技能、知識）を修得するた

めに、「地域医療」が必修科目とされています。 

〇県では、平成２７（２０１５）年度から、県医師会

が実施する「かかりつけ医認定事業」への補助

を通して、かかりつけ医の普及を図っています。 

○かかりつけ医等は、必要に応じて専門医療機

関や訪問看護、介護事業所との連携のもと、

適切な対応を行う必要がありますが、このた

めの研鑽を積む機会は限られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ プライマリ・ケア 

   プライマリ・ケアとは、国民のあらゆる健康上の問題、疾病に対し、地域の保健医療福祉機能を

活用して、総合的・継続的、そして全人的に対応することです。 

  （日本プライマリ・ケア連合学会の健康格差に対する見解と行動指針第二版参照） 

 

 （２）在宅医療の推進 

現状 課題 

〇県が令和５（２０２３）年度に実施した「県民

満足度調査同時調査 」では、余命６ヶ月

程度あるいはそれより短いと告げられた場  

合、５６．８％の人が自宅で過ごしたいと希

望しています。（図表 7-2-7-1） 

〇県民が、人生の最終段階における療養生活

の過ごし方や医療などについて、家族や医師

等と話し合い、その希望がかなえられる環境

を整えることが必要です。 
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〇令和４（２０２２）年の全死亡者のうち、在宅死

亡者の割合※１は、介護老人保健施設等が

5.0%、老人ホームが9.2％、自宅が14.8％と

なっています。（図表 7-2-7-8） 

〇同調査では、ご自身の死が近い場合に受け

たい医療や受けたくない医療について、ご家

族と話し合ったことがある６０歳以上の方は、

47.６％となっています。  

（図表 7-2-7-2） 

 

〇退院支援担当者を配置している医療機関

は、診療所 12施設、病院 98施設の計 110

施設です。 

（令和２（2020）年医療施設調査）  

 

 

〇入退院支援加算が算定 された回数 は、

56,930回となっており、人口 10万対で比

較した場合、全国よりも高い状況となってい

ます。 （令和２（2020）年NDB） 

 

 

〇訪問診療を実施している医療機関は、515

施設（28.6％）です。往診を実施している医

療機関は４２３施設（23.5％）です。 

（令和２（２０２０）年医療施設調査） 

○在宅療養支援診療所は286施設、在宅療養

支援病院は62施設となっています。 

（図表7-2-7-3） 

〇歯科診療所 941施設のうち、在宅療養支

援歯科診療所（以下「支援歯科診療所」と

いう。）は、令和５（2023）年４月１日現在147

施設（15.6％）であり、令和３（2021）年  

４月 １日現在の140施設から７か所増加 （

0.72％増）しています。 

 （図表 7-2-7-4） 

〇支援歯科診療所は県南に偏在しているた

め、県 では、往 診 を希 望 する患 者 等 に対

し、往診が可能な地域の歯科医師を紹介

〇在宅医療※２に従事する医師は、在宅医療チ

ームのリーダーとしての役割が大きく、プライマ

リ・ケアの実践、アドバンス・ケア・プランニング

（ACP）※３への取組、在宅看取りへの対応が

求められています。 

 

 

 

 

 

〇高齢化の進展による慢性疾患患者の増加に

伴い、在宅での医療や看取り等の需要が高

まることから、病院完結型の医療から地域完

結型の医療に転換するために、入院医療機

関と在宅医療機関間の連携を強化する必要

があります。 

〇医療機関では、全国に比べて退院支援を実

施しているものの、在宅医療関係者からは退

院支援はいまだ不十分という声も強いことから

入院医療機関における退院支援機能や医

療機関と介護支援専門員等の関係機関間

の連携強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

〇口腔機能の低下や誤嚥を予防することで、食

べる楽しみの確保に加え、食介護負担の軽

減や誤嚥性肺炎の防止による生活の質の維

持・向上につなげるため、在宅療養患者が訪

問歯科診療を利用しやすくする必要がありま

す。 

 

〇在宅歯科医療については、支援歯科診療所

が少ない圏域における歯科往診ニーズに対

応するため、県北圏域の支援歯科診療所の
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する「歯科往診サポートセンター」を県歯科

医師会に委託して設置し、センターに登録

する歯科診療所と調整して、歯科治療や

口腔ケア指導等を提供しています。現在、

県内の登録歯科診療所は415施設（41.7

％）あります。圏域別には、高梁・新見では

17施設、真庭では16施設、津山・英田で

は26施設が登録しており、支援歯科診療

所の少ない圏域をカバーしています。  

 （図表 7-2-7-5） 

〇在宅療養患者を訪問して薬剤管理指導を

する薬局は 786施設であり、県内全薬局

852施設の92.3％でほとんどの薬局で訪問

薬剤管理指導が可能です。 

 （図表 7-2-7-6） 

〇24時間体制を含む基準調剤加算の届出

を行っている薬局は320施設で、県内全薬

局の28.8％です。（令和３（２０２１）年 NDB） 

〇麻薬の調剤及び訪問薬剤管理指導が算

定された回数は、158回となっています。ま

た、無菌調剤（TPN輸液を含む）の調剤及

び訪問薬剤管理指導が算定された回数は

199回となっています。また、小児の訪問薬

剤管理指導を受けた患者数は、594人とな

っています。 

（令和3（2021）年NDB） 

〇訪問看護事業所の数は、介護保険制度

発足時に613事業所であったものが、令和

５（2023）年 ４月には、1 ,712事業所に増

加しています。このうち、訪問看護ステーショ

ンの数も年々増加し、現在 207事業所が活

動しています。（図表 7-2-7-7）また、訪問

看護の平均利用回数は、令和３（2021）

年度 67 ,900回 /月と令和５（2023）年度

目標に比べ約 87％の利用になっています。

（介護保険事業状況報告）  

〇診療報酬上の在宅患者訪問栄養食事指

導料を算定している診療所・病院は４施設

です。（令和３（2021）年 NDB） 

増加とサポートセンター登録歯科診療所の増

加による支援体制の整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇実際に訪問指導や夜間の調剤を実施してい

るのは、一部の薬局にとどまっているため、こう

した取組を積極的に行うよう促していく必要が

あります。また、小児や若年層についても、今

後、在宅医療の需要の増加が予想されること

から、幅広い年代に対応できる薬局の機能が

求められています。 

 

○麻薬調剤や無菌製剤調剤等の高度な薬学

管理を充実させる観点が必要になります。 

 

 

 

 

 

 

〇在宅医療等を必要とする一日あたりの患者

数は、平成２５（２０１３）年を１とした場合、令

和７（２０２５）年には１．３２と推計されており、

今後も増加が見込まれることから、適切に訪

問看護が利用されるよう県民や医療・介護

関係者へ周知を図るとともに、業務効率化に

よる安定的な訪問看護のサービス提供体制

の強化を図っていく必要があります。 

 

 

〇在宅療養・居宅要介護者の増加に伴い、栄

養ケアサービスの需要の増大が見込まれるた

め、栄養指導が必要な人への栄養指導実施
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  また、診療報酬上の管理栄養士居宅療

養管理指導を算定している診療所 ・病院

は８施設となっています。            

（令和３（２０２１）年介護 DB） 

〇訪問リハビリテーションでは、介護予防給付

において 3,147 人 、介 護 給 付 において 、

16,205人が利用しています。  

（令和２（2020）年介護保険事業報告）  

 

 

〇団 塊 の世 代 が後 期 高 齢 者 となる令 和 ７

（2025）年には、県においても高齢化率が

31.3％になると予想されています。  

 

 

 

〇ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）退院児の

約 65％は家庭へ帰っていますが、人工呼

吸器を装着するなど、高度な医療管理を

必要としながら在宅での生活を行っている

児がいます。（令和４（2022）年周産期医

療体制に係る県独自調査）  

 

○訪問診療を実施している医療機関は、５１５施

設（28.6％）です。往診を実施している医療

機関は、423施設（23.5％）です。 

（令和２（2020）年医療施設調査）【再掲】  

○在宅療養支援診療所は286施設、在宅療養

支援病院は62施設となっています。 

（図表7-2-7-3）【再掲】 

〇在宅医療を担当する常勤の医師を確保し

ており、過去１年間に緊急往診の実績があ

る機能強化型在宅療養支援病院は18施

設、機能強化型在宅療養支援診療所は

46施設となっています。（令和５（2023）年

診療報酬施設基準）  

 

〇在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院で、

令和３（2021）年７月～令和４（2022）年６月

体制の整備が必要です。 

 

 

 

〇在宅療養者が居宅において生活機能の回復・

維持を図る観点を踏まえ、医療機関における

リハビリテーションから、地域における居住生

活の維持向上を目指す生活期リハビリテーシ

ョンを切れ目なく提供できる体制の整備が必

要です。 

〇団塊の世代の高齢化が進むにつれ、認知症

患者の増加が予測されます。 

〇在宅の認知症患者への支援のため、在宅療

養を支える医療従事者・介護従事者が認知

症に関する正しい知識と支援技術を習得す

る必要があります。 

〇医療依存度が高く、長期入院をしている児が

スムーズに在宅へ移行することを支援するた

め、ハイリスク新生児に対して、関係機関が

連携を図りながら、継続して支援を行う体制

の整備が必要です。 

 

 

○患者の病状急変時にその状態に応じて、円

滑な入院医療に繋げるため、２４時間対応が

可能となるよう、関係機関の連携体制の構

築が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇在宅医療に従事する医師は、在宅医療チー

ムのリーダーとしての役割が大きく、プライマリ・
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の１年間に看取りの実績のあった２６６施設のう

ち、64施設（24.1％）が在宅看取りを行ってい

ます。 

（資料：中国四国厚生局岡山事務所：在宅療

養支援診療所等に係る７月報告書） 

〇県が令和５（2023）年度に実施した「県民

満足度調査同時調査 」では、ご自身の死

が近い場合に受けたい医療や受けたくない

医療について、ご家族と話し合ったことがあ

る60歳以上の方は47.6％になっています。

（図表 7-2-7-2）【再掲】  

〇ターミナルケアに対応する訪問看護ステー

ションは、157施設となっています。 

（令和３（2021）年介護サービス施設・事業

所調査） 

 

 

〇令和４（2022）年の全死亡者のうち、在宅

死亡者の割合は、介護老人保健施設等

が5.0%、老人ホームが9.2％、自宅が14 .8

％となっています。（図表 7-2-7-8）【再掲】 

ケアの実践、アドバンス・ケア・プランニング（A

CP）への取組、在宅看取りへの対応等が求

められています。【再掲】 

 

 

〇県民が、人生の最終段階における療養生活

の過ごし方や医療などについて、家族や医療・

介護関係者と繰り返し話し合い、その希望が

かなえられる環境を整えることが必要です。 

【再掲】 

 

〇在宅医療等を必要とする一日あたりの患者

数は、平成２５（2013）年を１とした場合、令

和７（2025）年には1.32と推計されており、今

後も増加が見込まれることから、適切に訪問

看護が利用されるよう県民や介護関係者へ

周知を図るとともに、業務効率化による安定

的な訪問看護のサービス提供体制の強化を

図っていく必要があります。【再掲】 

〇本人や家族等が満足できる看取り※４が行わ

れるよう、在宅医療に従事する者の確保と資

質向上を図る必要があります。 

 

※１ 在宅死亡者の割合  

   在宅死亡者割合は「死亡したところの種別」の介護医療院・介護老人保健施設、老人ホーム

及び自宅で死亡した者の割合を指します。（厚生労働省：「人口動態統計」） 

※２ 在宅医療  

   在宅医療とは、居宅、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホ

ーム等、医療提供施設以外における医療です。 

   （平成２４（２０１２）年３月３０日付け医政発０３３０第２８号厚生労働省医政局通知）  

※３ アドバンス・ケア・プランニング（ACP） 

   アドバンス・ケア・プランニングとは、患者本人が意思決定できなくなったときに備えて、患者の目

標や価値観などを、実際に受ける医療・ケアに反映させるために、今後の治療・療養について、患

者・家族、医療・介護関係者があらかじめ話し合う自発的なプロセスです。このプロセスには、患者

に成り代わって意思決定を行う信用できる人もしくは人々を選定しておくことも含まれます。  

※４ 看取り 

   看取りとは、本人の尊厳を保つとともに、安らかな死を迎えるための終末期にふさわしい最善の

医療、看護、介護、リハビリテーション等を行う一連の過程をいいます。 

   （一般社団法人日本医療・病院管理学会ホームページより抜粋）  
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図表７‐２‐７‐１ 人生の最終段階における療養場所に関する希望  

 余命が６ヶ月程度あるいはそれより短いと告げられた場合、療養生活は最期までどこで送りたいですか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県「県民満足度調査同時調査（人生の最終段階における医療等編）」（R5（2023）年）） 

 

図表７‐２‐７‐２ 人生の最終段階で受けたい医療等についての話し合い 

あなたは、ご自身の死が近い場合に受けたい医療や受けたくない医療について、ご家族とどのくらい話し合

ったことがありますか。（60 歳以上の県民） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県「県民満足度調査同時調査（人生の最終段階における医療等編）」（R5（2023）年）） 
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図表７‐２‐７‐３ 在宅療養支援診療所・病院数の推移  

  

  

県南東部  

保健医療圏  

県南西部  

保健医療圏  

高梁・新見  

保健医療圏  

真庭  

保健医療圏  

津山・英田  

保健医療圏  

合計  

在宅療養支

援診療所  

R3（2021） 189 76 6 12 29 312 

R4（2022） 188 76 6 12 29 311 

R5（2023） 171 73 6 10 26 286 

在宅療養支

援病院  

R3（2021） 17 19 1 2 4 43 

R4（2022） 18 22 1 3 4 48 

R5（2023） 24 25 3 3 7 62 

在宅療養支

援診療所・病

院の計  

R3（2021） 206 95 7 14 33 355 

R4（2022） 206 98 7 15 33 359 

R5（2023） 195 98 9 13 33 348 

人口 10 万対  

(R4 岡山県流

動人口調査） 

R4 

(2022) 
22.7 14.2 12.9 35.7 19.5 19.3 

（資料：中国四国厚生局岡山事務所  施設基準届出一覧  各年４月１日現在）  

 

図表７‐２‐７‐４ 在宅療養支援歯科診療所の推移  

  県南東部  

保健医療圏  

県南西部  

保健医療圏  

高梁・新見  

保健医療圏  

真庭  

保健医療圏  

津山・英田  

保健医療圏  

合計 

R3（2021） 77 44 9 0 10 140 

R4（2022） 77 46 9 0 11 143 

R5（2023） 80 48 8 0 11 147 

人口 10 万対  

(R4 岡山県流動  

人口調査）  

8.5 6.7 16.6 - 6.5 7.7 

（資料：中国四国厚生局岡山事務所  施設基準届出一覧  各年４月１日現在）  

 

図表７‐２‐７‐５ 歯科往診サポートセンターに登録する歯科診療所数  

圏域別  歯科医療機関数※A  登録歯科診療所数※B  

県南東部  ５４３ ２０８（３７．３％） 

県南西部  ３３０ １４８（４４．８％） 

高梁・新見  ２５ １７（６８．０％） 

真庭  ２０ １６（８０．０％） 

津山・英田  ７８ ２６（３３．３％） 

合計  ９９６ ４１５（４１．７％） 

（資料：A:厚生労働省「令和２（２０２０）年医療施設調査」B：県歯科医師会 R５（２０２３．３）） 
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図表７‐２‐７‐６ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出施設数の推移  

  県南東部  

保健医療圏  

県南西部  

保健医療圏  

高梁・新見  

保健医療圏  

真庭  

保健医療圏  

津山・英田  

保健医療圏  

合計 

R3（2021） 405 241 19 24 89 778 

R4（2022） 408 245 19 24 92 788 

R5（2023） 406 245 20 24 91 786 

R4 人口 10 万対  

(R4 岡山県流動

人口調査） 

45.0 35.5 35.0 57.1 54.4 42.2 

（資料：中国四国厚生局岡山事務所  施設基準届出一覧  各年４月１日現在）  

 

図表７‐２‐７‐７ 訪問看護事業所数  

    県南東部  県南西部  高梁・新見  真庭  津山・英田  合計  

H18 

(2006) 

訪問看護事業所  559 352 43 28 105 1,087 

うち訪問看護ステーション 12 6 1 1 2 22 

H24 

(2012) 

訪問看護事業所  662 413 36 29 116 1,256 

うち訪問看護ステーション 55 36 5 5 13 114 

H29 

(2017) 

訪問看護事業所  798 478 43 31 133 1,483 

うち訪問看護ステーション 74 42 5 5 15 141 

R3 

(2021) 

訪問看護事業所  883 518 44 33 144 1,622 

うち訪問看護ステーション 93 50 5 6 16 170 

R4 

(2022) 

訪問看護事業所  906 564 44 31 144 1,689 

うち訪問看護ステーション 101 54 6 6 14 181 

R5 

(2023) 

訪問看護事業所  948 541 46 32 145 1,712 

うち訪問看護ステーション 119 59 8 6 15 207 

（資料：岡山県指導監査室）  
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図表７‐２‐７‐８ 全死亡者に占める在宅死亡者の場所別割合の推移（H30～R4） 
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」）  

 

（３）在宅医療連携体制の構築 

現状 課題 

○高齢化の進展に伴い、今後、訪問診療及び

訪問看護の利用者数の増加が見込まれてい

ます。 

○在宅療養支援診療所は286施設、在宅療養

支援病院は62施設となっています。（令和５ 

（２０２３）年中国四国厚生局岡山事務所施設

基準届出一覧）【再掲】 

○在宅医療を担当する常勤の医師を確保してお

り、過去１年間に看取りの実績がある機能強化

型在宅療養支援病院は18施設、機能強化

型在宅療養支援診療所は46施設となってい

ます。（令和５（２０２３）年診療報酬施設基準）

【再掲】 

〇訪問薬剤管理指導料届出施設は、令和３ 

（２０２１）年度が778施設であったものが、令和

５（２０２３）年度には786施設に増加していま 

す。また、訪問看護事業所も年々増加してい

ます。 

○２４時間体制での在宅医療の提供や、多職

種連携の支援を行う病院・診療所を、在宅

医療において積極的役割を担う医療機関と

して位置付ける必要があります。 

 （図表7-2-7-9） 
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〇在宅療養のニーズの多様化により、継続的な

医療的処置を必要とする在宅療養者が増加

することが見込まれます。 

〇自然災害発生時や新興感染症発生時にお

いても継続して医療を提供することができるよ

う、事業継続計画（ＢＣＰ）策定に取り組む必

要があります。 

 

図表７‐２‐７‐９ 在宅医療の提供体制  

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

プライマリ・ケア ○県民に対し、かかりつけ医等を持つよう周知を図るとともに、おかやま医療

情報ネット等により、適切な医療機関等の選択を支援します。  

〇在宅医療に関する研修や関係機関への支援を通じて、プライマリ・ケアを

担う医師の資質向上を図ります。また、地域での研修や会議等を通じて、

２４時間体制での在宅医療や症状悪化時の緊急入院、在宅看取りなど

を適切に提供できる体制の構築を図ります。 

在宅医療の推進 ○医療機関、県医師会等、介護関係団体、市町村等関係機関と連携を

図りながら、県民への在宅医療の普及啓発を進めます。 

〇地域包括ケアシステムの構築に向けた取組等について、郡市等医師会

や地域の医療機関を支援する県医師会の取組を支援します。 

〇県・保健所と職能団体・関係団体等が協働で、多職種連携を推進する

ための在宅医療に関する研修会等を開催し、関係職能の資質向上と連

携を図ります。 

〇市町村が開催する地域包括ケアシステム構築のための会議や研修への
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参画や、先進事例を紹介する研修会の開催等により、市町村の取組を

支援します。 

〇訪問歯科医療や訪問看護を行う機関を紹介する窓口を設置運営し、在

宅医療の普及を図ります。 

○医療と介護に関わる職能団体の代表者等で構成する「岡山県在宅医療

推進協議会」において、各職種の役割や多職種連携のあり方、各団体の

取組等について協議し、協働に向けた合意形成と医療・介護関係団体

間の連携を図ります。 

○県医師会と協働して、医師の在宅医療への対応及び質の向上を図りま

す。 

 

○入院から在宅療養・施設入所等への円滑な移行を促進します。また、質

の高い在宅医療を行うために、その中核となるかかりつけ医や訪問看護

ステーション、在宅療養支援病院、薬局、地域包括支援センター等によ

る退院時カンファレンスや地域ケア会議等の充実を図り、連携体制づくり

を進めます。 

 

○在宅歯科医療は、居宅療養患者に対する義歯作製やむし歯治療等の

歯科治療に終わるものではなく、口腔ケアによる継続的な管理が求めら

れるため、県歯科医師会等と協働して、在宅歯科医療に従事する歯科

医師、歯科衛生士の資質向上を図ります。 

〇地域包括ケアシステムの構築に向けて、地区歯科医師会に働きかけ、地

域の在宅歯科医療提供体制の整備に努めます。歯科往診サポートセン

ターを中心に、県民や医療・介護関係者等への歯科往診制度の周知や

往診歯科医師の派遣調整を行います。また、歯科往診サポートセンター

登録歯科診療所の増加に努めます。 

〇県薬剤師会と協働して、薬剤師に対する研修を実施することにより、在宅

訪問による薬剤管理指導や高度で適切な薬学管理ができる人材の育成

に努めます。 

〇県看護協会と協働で看取りケアを含めた研修会を開催し、訪問看護師

等の資質向上を図り、サービス提供体制を強化します。県訪問看護ステー

ション連絡協議会と協働で設置している訪問看護推進協議会において、

訪問看護に関する課題及び対策の検討、研修企画や普及啓発事業の

企画・調整等を行い、在宅医療を担う訪問看護職員の人材確保及び質

の向上に努めます。 

〇県栄養士会と協働して、管理栄養士の資質向上のための研修会の中で、

在宅医療における栄養指導の重要性を普及啓発し、岡山栄養ケアステ

ーションの充実を支援します。 

〇県リハビリテーション専門職団体連絡会と協働して、地域におけるリハビリ

－ 227 －



 

 

テーション活動を支援します。 

〇認知症患者の在宅療養を支援するため、県医師会等、県看護協会、訪

問看護事業所等と連携し、認知症患者の在宅療養を支える医療従事

者・介護従事者が認知症に関する正しい知識と支援技術を修得するた

めの研修を行います。 

〇ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）で長期の療養を要した児を始め、在宅医療

を必要とする小児患者、障害児等の医療的ケア児が在宅において、必

要なサービスが提供され、地域で安心して療養できるよう、保健・医療・

福祉・教育・介護等の関係機関と連携し、地域で在宅療養を支える体制

の構築に取り組みます 

 

○地域での研修や会議等を通じて、２４時間体制での在宅医療や症状悪

化時の緊急入院、在宅看取りなどを適切に提供できる体制の構築を図り

ます。【再掲】 

 

〇医療機関、県医師会等、介護関係団体、市町村等関係機関と連携を

図りながら、県民が自分らしい療養生活を人生の最終段階まで含めて考

え、家族等と話し合い、家族・関係者に希望を伝え、これをかなえる環境

を整えます。そのために、医療・介護関係者と連携し、県民が自分らしい

生活や人生の最終段階における生き方、生命の尊厳について考えるよう

普及啓発を進めます。 

〇医療機関・在宅・施設など県民が希望する場所で自分らしい療養生活を

送り、人生の最期を迎えることができるよう、県医師会等や県看護協会等

と協働して、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に基づいた支援を進め

るため、ＡＣＰの知識技術の普及及び連携のあり方等に関する研修を行

い、質の向上を図るとともに、支援体制の構築に取り組みます。 

〇県看護協会等と協働で看取りケアを含めた研修会を開催し、訪問看護

師等の資質向上を図り、サービス提供体制を強化します。県訪問看護ス

テーション連絡協議会と協働で設置している訪問看護推進協議会におい

て、訪問看護に関する課題及び対策の検討、研修企画や普及啓発事

業の企画・調整等を行い、在宅医療を担う訪問看護職員の人材確保及

び質の向上に努めます。【再掲】 

〇独居高齢者の増加や在宅看取りの増加等に伴い、地域医療を担う医師

等が適切に在宅死に対応できるように、研修等を通じて対応力の向上を

図ります。 

在宅医療連携体制の

構築 

〇在宅医療において、積極的な役割を担う医療機関を位置づけ多職種連

携による包括的かつ継続的な在宅医療の提供体制の構築を図ります。 

〇災害発生時や新興感染症発生時にも継続して医療が提供できるよう、

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に向けた取組を支援します。 
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項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数の

割合  

２７．９％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

３５．０％ 

病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援

病院の数の割合  

２８．９％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

３７．０％ 

内科診療所のうち機能強化型在宅療養支援診

療所の占める割合 

３．３％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

４．０％ 

病院（精神科病院を除く）のうち機能強化型在

宅療養支援病院の占める割合 

９．７％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

１４．０％ 

訪問診療を実施している診療所・病院数  ５１５施設  

Ｒ２年  

（２０２０） 

 

５１５施設  

退院支援担当者を配置している医療機関数 １１０施設  

Ｒ２年  

（２０２０） 

 

１３２施設  

訪問看護（介護給付におけるサービス利用見込

み）回／月 

６７，９００ 

Ｒ３年度  

（２０２１） 

８０,７１６ 

Ｒ８年度  

（２０２６） 

24時間体制をとっている訪問看護ステーション

数 

１６０施設  

Ｒ３年  

（２０２１） 

 

１８０施設  

人生の最終段階で受けたい医療について家族と

話し合ったことがある県民（６０歳以上）の割合  

４７．６％ 

Ｒ５年度  

（２０２３） 

       

５０．０％ 

                                                                                 

 

３ 数値目標  
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図表 7-2-7-10 在宅医療等の提供体制に求められる事項 

体
制 退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り 

目
標 

●入院医療機関と、在宅

医療に係る機関の円

滑な連携により、切れ

目のない継続的な医

療体制を確保すること 

●患者の疾患、重症度に

応じた医療（緩和ケアを

含む）が多職種協働によ

り、可能な限り住み慣れ

た地域で継続的、包括

的に提供されること 

●患者の病状急変時に対応できる

よう、在宅医療を担う病院・診療

所、薬局、訪問看護事業所及び

入院機能を有する病院・診療所

との円滑な連携による診療体制

を確保すること 

●住み慣れた自宅や介護

施設等、患者が望む場所

での看取りを行うことが

できる体制を確保するこ

と 

関
係
機
関
の
例 

●病院・有床診療所 

●訪問看護事業所 

●薬局 

●居宅介護支援事業所 

●地域包括支援センター 

●基幹相談支援セン

ター・相談支援事業所 

●在宅医療において積

極的役割を担う医療機

関 

●在宅医療に必要な連

携を担う拠点 

※病院・診療所には、歯科を標榜するものを含

む。以下同じ。 

●病院・診療所  

●訪問看護事業所 

●薬局 

●居宅介護支援事業所 

●地域包括支援センター 

●介護老人保健施設 

●介護医療院 

●短期入所サービス提供

施設 

●基幹相談支援センター・

相談支援事業所 

●在宅医療において積極

的役割を担う医療機関 

●在宅医療に必要な連携

を担う拠点 

●病院・診療所 

●薬局 

●訪問看護事業所 

●消防機関 

●在宅医療において積極的役割を

担う医療機関 

●在宅医療に必要な連携を担う拠

点 

●病院・診療所 

●薬局 

●訪問看護事業所 

●居宅介護支援事業所 

●地域包括支援センター 

●基幹相談支援センター・

相談支援事業所 

●在宅医療において積極

的役割を担う医療機関 

●在宅医療に必要な連携を

担う拠点 

求
め
ら
れ
る
事
項 

【入院医療機関】 

●退院支援担当者を配

置すること 

●退院支援担当者は、

可能な限り在宅医療に

係る機関での研修や

実習を受けること 

●入院初期から退院後

の生活を見据えた関

連職種による退院支

援を開始すること 

●退院支援の際には、

患者の住み慣れた地

域に配慮した在宅医療

及び介護、障害福祉

サービスの調整を十

分図ること 

 

 

 

 

 

 

【在宅医療に係る機関】 

●関係機関の相互の連携

により、患者のニーズに

対応した医療や介護、障

害福祉サービスが包括

的に提供される体制を

確保すること 

●医療関係者は、地域包

括支援センターが地域

ケア会議において患者

に関する検討をする際

には積極的に参加する

こと 

●地域包括支援センター

等と協働しつつ、在宅療

養に必要な医療や介

護、障害福祉サービス、

家族等の負担軽減につ

ながるサービスを適切

に紹介すること 

 

 

 

 

【在宅医療に係る機関】 

●病状急変時における連絡先をあ

らかじめ患者やその家族等に提

示し、また、求めがあった際に 

２４時間対応が可能な体制を確

保すること 

●２４時間対応が自院で難しい場

合も、近隣の病院や診療所、薬

局、訪問看護事業所等との連携

により２４時間対応が可能な体

制を確保すること 

●在宅医療に係る機関で対応でき

ない急変の場合は、その症状や

状況に応じて、搬送先として想定

される入院医療機関と協議して

入院病床を確保するとともに、搬

送については地域の消防機関と

連携を図ること 

●患者の病状急変時にその症状

や状況に応じて、円滑に入院医

療へ繋げるため、事前から入院

先として想定される病院・有床診

療所と情報共有を行う、急変時

対応における連携ルールを作成

する等、地域の在宅医療に関す 

【在宅医療に係る機関】 

●人生の最終段階に出現

する症状に対する患者や

家族等の不安を解消し、

患者が望む場所での看

取りを行うことができる体

制を構築すること 

●本人と家族等が希望する

医療・ケアを提供するに

あたり、医療と介護の両

方を視野に入れ、利用者

の状態の変化に対応し、

最期を迎えられる訪問看

護の体制を整備すること 

●麻薬を始めとするターミ

ナルケアに必要な医薬品

や医療機器等の提供体

制を整備すること 

●患者や家族等に対して、

自宅や住み慣れた地域

で受けられる医療及び介

護、障害福祉サービスや

看取りに関する適切な情

報提供を行うこと 
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体
制 

退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り 

求
め
ら
れ
る
事
項 

●退院後、患者に起こり

うる病状の変化やその

対応について、関連職

種を含む退院前カン 

ファレンスや文書・電

話等で、在宅医療に係

る機関との情報共有を

十分図ること 

【在宅医療に係る機関】 

●患者のニーズに応じ

て、医療や介護、障害

福祉サービスを包括的

に提供できるよう調整

すること 

●在宅医療や介護、障

害福祉サービスの担

当者間で、今後の方針

や病状に関する情報

や計画を共有し、連携

すること 

●高齢者のみではなく、

小児や若年層の患者

に対する訪問診療、訪

問歯科診療、訪問薬剤

管理指導、訪問看護、

訪問リハビリテーショ

ン、訪問栄養食事指導

等にも対応できるよう

な体制を確保すること 

●病院・有床診療所・介

護老人保健施設の退

院(退所)支援担当者に

対し、地域の在宅医療

及び介護、障害福祉

サービスに関する情報

提供や在宅療養に関

する助言を行うこと 

 

●がん患者(緩和ケア体制

の整備)、認知症患者（身

体合併症等の初期対応

や専門医療機関への適

切な紹介）、小児患者

（小児の入院機能を有す

る医療機関との連携）

等、それぞれの患者の

特徴に応じた在宅医療

の体制を整備すること 

●災害時にも適切な医療

を提供するための計画

(人工呼吸器等の医療機

器を使用している患者の

搬送等に係る計画を含

む。)を策定すること 

●医薬品や医療機器等の

提供を円滑に行うため

の体制を整備すること 

●身体機能及び生活機能

の維持向上のための口

腔の管理・リハビリテー

ション・栄養管理を適切

に提供するために、関係

職種間で連携体制を構

築すること 

●日常生活の中で、栄養

ケア・ステーション等と連

携し、患者の状態に応じ

た栄養管理を行うことや

適切な食事提供に資す

る情報を提供するため

の体制を構築すること 

●在宅療養者への医療・

ケアの提供にあたり、医

師・歯科医師の定期的な

診察と適切な評価に基

づく指示により、患者の

病態に応じて、適切な時

期にサービスが提供さ

れる必要があること 

る協議の場も活用し、消防機関

も含め連携体制の構築を進め

ることが望ましい 

【入院医療機関】 

●在宅療養支援病院、有床診療所

（在宅療養支援診療所を含む）、

在宅療養後方支援病院、二次救

急医療機関等において、在宅医

療に係る機関（特に無床診療所）

が担当する患者の病状が急変し

た際の受け入れを行うこと 

●特に、在宅療養支援病院、在宅

療養後方支援病院においては、

地域の在宅医療に係る機関と事

前から情報共有を行う等連携す

ることで、円滑な診療体制の確

保に努めること 

 

●介護施設等による看取り

を必要に応じて支援する

こと 

【入院医療機関】 

●在宅医療に係る機関で

看取りに対応できない場

合について、病院・有床

診療所で必要に応じて受

け入れること 
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体
制 

退院支援 日常の療養支援 急変時の対応 看取り 

求
め
ら
れ
る
事
項 

【在宅医療において積極的役割を担う医療機関】 

●医療機関（特に一人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜間や医師不在時、患者の病状の急変時等

における診療の支援を行うこと 

●在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な基本的知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと 

●災害時等にも適切な医療を提供するための計画（人工呼吸器等の医療機器を使用している患者の搬送等に係る計画を含

む。）を策定し、他の医療機関等の計画策定等の支援を行うこと 

●入院機能を有する医療機関においては、患者の病状が急変した際の受入れを行うこと 

 

●在宅での療養に移行する患者にとって必要な医療及び介護、障害福祉サービスが十分確保できるよう、関係機関に働きか

けること 

●臨床研修制度における地域医療研修において、在宅医療の現場での研修を受ける機会等の確保に努めること 

●地域包括支援センター等と協働しつつ、療養に必要な医療及び介護、障害福祉サービスや家族の負担軽減につながる

サービスを適切に紹介すること 

 

【在宅医療に必要な連携を担う拠点】 

●地域の医療及び介護、障害福祉関係者による会議を定期的に開催し、在宅医療における提供状況の把握、災害対応を含

む連携上の課題の抽出及びその対応策の検討等を実施すること 

●質の高い在宅医療をより効率的に提供するため、関係機関の連携による急変時の対応や24 時間体制の構築や多職種に

よる情報共有の促進を図ること 

●在宅医療に関する地域住民への普及啓発を実施すること 

 

●地域包括ケアシステムを踏まえた在宅医療の提供体制を整備する観点から、地域の医療及び介護、障害福祉サービスに

ついて、所在地や機能等を把握し、地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携しながら、退院時から看取り

までの医療や介護、障害福祉サービスにまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供するよう、関係機関との調整を

行うこと 

●在宅医療に係る医療及び介護、障害福祉関係者に必要な知識・技能に関する研修の実施や情報の共有を行うこと 

（注）「在宅医療の体制構築に係る指針」（厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制

について」（令和５(2023)年 3月 31日付け、医政指発 0331第 14号））より転載。 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  １ 臓器移植・造血幹細胞移植医療対策  

 

１ 臓器移植  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）臓器移植の普及啓発 

現状 課題 

○平成22(2010)年7月に「改正臓器移植法」が

全面施行されたことに伴い、本人の臓器提供

の意思が不明の場合でも、家族の承諾があれ

ば臓器提供が可能となりました。 

 

○公平・公正で適正な移植医療の推進を図るた

め、眼球（角膜）を除くすべての臓器のあっせ

んは、全国をエリアとして、（公社）日本臓器移

植ネットワークが一括して行っています。 

○臓器提供意思表示カード※１、健康保険証※2、

運転免許証及びマイナンバーカード等の意思

表示欄（以下「臓器提供意思表示ツール」と

いう。）の認知・記入促進について、各種媒体

を活用した啓発活動を実施するとともに、臓器

移植医療についての正しい理解の普及に努め

ています。 

○平成22(2010)年の改正法施行以降、脳死下

での臓器提供数は増加していますが、心停止

後の臓器提供数が減少傾向にあり、臓器移植

提供総数は伸び悩んでいます。 

 

 

○臓器提供する意思、しない意思のいずれも表

示せず脳死又は心停止による死亡と判定さ

れた場合、家族が臓器提供についての判断

を行うこととなり、その判断に迷う場合も想定

されます。 

 

 

 

 

○臓器提供に関する本人のあらかじめの意思

 表示が、より重要となります。 

 

 

 

 

 

○臓器提供意思表示ツールへの正確な記入

及び常時携帯や臓器提供の意思について家

族に伝えることが重要になります。 
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（２）臓器移植医療体制の整備 

現状 課題 

○肺、肝臓及び小腸の移植施設として１施設、

腎臓の移植施設として2施設が指定されてい

ます。(図表8-1-1-1) 

○眼球（角膜）の移植施設として11施設が角膜

 移植協力医療機関になっています。 

  (図表8-1-1-1) 

○脳死下での臓器（心臓・肺・肝臓・小腸・膵臓・

腎臓・眼球（角膜））の提供は11病院で実施で

き、心停止後の臓器（腎 臓・膵臓・眼球（角

膜））の提供は、どの医療機関でも実施できま

す。 (図表8-1-1-1) 

○県内における臓器移植の円滑な実施を推進

するため、平成10(1998)年から県に臓器移植

コーディネーターを設置しています。また、平成

22(2010)年度からは、岡山県臓器移植院内

コーディネーター（以下「院内コーディネーター」

という。）の委嘱を開始し、47人（14病院）を委

嘱しています。（令和5(2023)年3月末現在） 

○平成 9(1997)年の法施行後、県内では261

件（眼球（角膜）を除く。）の移植が行われて

いますが、臓器の提供は48件（眼球（角膜）

を除く。）で、脳死下での提供は27件（眼球

（角膜）を除く。）に留まっていることから、県臓

器移植コーディネーターとの連携による県民

や医療関係者に対する普及啓発の実施、ま

た、院内コーディネーターとの連携による臓器

提供発生時に備えた体制の整備が重要にな

ります。 

  (図表8-1-1-2) 

 

※１ 臓器提供意思表示カード 

（表）                                 （裏） 

（資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

－ 234 －



※２ 健康保険証                       

（表）                                 （裏） 

 

（資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク） 

 

図表 8-1-1-1 臓器移植・提供施設（令和 5（2023）年 3 月現在） 

区分 

医 療 機 関  

臓 器 移 植 施 設 脳死下での 

臓器提供施設  心臓 肺 肝臓 小腸 腎臓 眼球 

岡 山 大 学 病 院   〇 〇 〇 〇 〇 〇 

川 崎 医 科 大 学 付 属 病 院       ○ ○ 

川 崎 医 科 大 学 総 合 医 療 センター      ○ ○ 

（独 ）国 立 病 院 機 構 岡 山 医 療 センター     ○ ○ ○ 

岡 山 赤 十 字 病 院       ○ ○ 

岡 山 済 生 会 病 院       ○ ○ 

（独 ）労 働 者 健 康 安 全 機 構 岡 山 労 災 病 院       ○ ○ 

（公 財 ）大 原 記 念 倉 敷 中 央 病 院  
倉 敷 中 央 病 院  

     ○ ○ 

岡 山 旭 東 病 院        ○ 

津 山 中 央 病 院       ○ ○ 

岡 山 市 立 市 民 病 院       ○ ○ 

大 本 眼 科 医 院       ○  

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

図表 8-1-1-2 国内の臓器移植に係る提供件数と移植件数等 

＜提供件数＞ 

      暦年 

区 分  

H9 

(‘97) 

H10 

(‘98) 

H11 

(‘99) 

H12 

(‘00) 

H13 

(‘01) 

H14 

(‘02) 

H15 

(‘03) 

H16 

(‘04) 

H17 

(‘05) 

H18 

(‘06) 

H19 

(‘07) 

H20 

(‘08) 

H21 

(‘09) 

H22 

(‘00) 

内

臓 

脳死下 
 

 

 

 

4 

 

5 

 

8 

 

6 

(1) 
3 

 

5 

 

9 

 

10 

 

13 

 

13 

 

7 

 

32 

 

心停止後 
82 

(1) 
83 

(3) 
85 

(3) 
71 

(3) 
71 

(1) 
59 
(1) 

75 
(1) 

90 

 

82 
(2) 

102 
(1) 

92 
 

96 
 

98 
 

81 
(1) 

計 
82 

(1) 
83 

(3) 
89 
(3) 

76 

(3) 
79 

(1) 
65 

(2) 
78 

(1) 
95 

 

91 

(2) 
112 

(1) 
105 

 

109 

 

105 

 

113 

(1) 
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      暦年 

区 分  

H23 

(‘11) 

H24 

(‘12) 

H25 

(‘13) 

H26 

(‘14) 

H27 

(‘15) 

H28 

(‘16) 

H29 

(‘17) 

H30 

(‘18) 

R1 

(‘19) 

R2 

(‘20) 

R3 

(‘21) 

R4 

(‘22) 
計 

内

臓 

脳死下 
44 

(1) 
45 

 

47 

(1) 
50 

 

58 

(3) 
64 

 

76 

(3) 
66 

(1) 
97 

(4) 
68 

(3) 
66 

(5) 
93 

(5) 
889 

(27) 

心停止後 
68 

 

65 

(1) 
37 

(2) 
27 

 

33 

 

32 

 

35 

 

29 

 

28 

(1) 
9 

 

12 
 

15 

 

1,557 

(21) 

計 
112 

(1) 
110 

(1) 
84 

(3) 
77 

 
91 

(3) 
96 

 

111 

(3) 
95 

(1) 
125 

(5) 
77 

(3) 
78 

(5) 
108 

(5) 
2,446 

(48) 
 

     暦年 

区 分  

H9 

(‘97) 

H10 

(‘98) 

H11 

(‘99) 

H12 

(‘00) 

H13 

(‘01) 

H14 

(‘02) 

H15 

(‘03) 

H16 

(‘04) 

H17 

(‘05) 

H18 

(‘06) 

H19 

(‘07) 

H20 

(‘08) 

H21 

(‘09) 

H22 

(‘10) 

眼  球  
1,055 

(6) 

1,070 

(10) 

977 

(4) 

875 

(6) 

872 

(5) 

942 

(7) 

882 

(1) 

882 

(6) 

915 

(5) 

967 

(7) 

995 

(8) 

1,010 

(5) 

961 

(4) 

1,081 

(8) 

 

     暦年 

区 分  

H23 

(‘11) 

H24 

(‘12) 

H25 

(‘13) 

H26 

(‘14) 

H27 

(‘15) 

H28 

(‘16) 

H29 

(‘17) 

H30 

(‘18) 

R1 

(‘19) 

R2 

(‘20) 

R3 

(‘21) 

R4 

(‘22) 
計 

眼  球  
1,010 

(3) 

891 

(8) 

927 

(3) 

880 

(1) 

857 

(6) 

830 

(10) 

869 

(6) 

720 

(6) 

725 

(2) 

466 

(12) 

505 

(6) 

575 

(6) 

22,739 

(151) 

 

＜移植件数＞ 

     暦年 

区 分  

H9 

(‘97) 

H10 

(‘98) 

H11 

(‘99) 

H12 

(‘00) 

H13 

(‘01) 

H14 

(‘02) 

H15 

(‘03) 

H16 

(‘04) 

H17 

(‘05) 

H18 

(‘06) 

H19 

(‘07) 

H20 

(‘08) 

H21 

(‘09) 

H22 

(‘10) 

内

臓 

心 臓 
 

 

 

 

3 

 

3 

 

6 

 

5 

 

 

 

5 

 

7 

 

10 

 

10 

 

11 

 

7 

 

23 

 

肺 
 

 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

4 

(2) 
2 

(2) 
4 

(1) 
5 

(1) 
6 

(3) 
9 

(3) 
14 

(2) 
9 

(2) 
25 

(5) 

肝 臓 
 

 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

7 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10 

 

13 

 

7 

 

30 

(3) 

膵 臓 
 

 

 

 

 

 

1 

 

6 

 

3 

 

2 

 

5 

 

6 

 

9 

 

12 

 

10 

 

7 

 

25 

 

腎 臓 
159 

(4) 
149 

(2) 
158 

(7) 
145 

(3) 
145 

(3) 
122 

(5) 
135 

(3) 
168 

 

155 

(3) 
189 

(1) 
179 

(1) 
204 

(2) 
182 

(1) 
186 

(5) 

小 腸 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

 

計 
159 

(4) 
149 

(2) 
163 

(7) 
158 

(3) 
170 

(3) 
141 

(7) 
141 

(5) 
185 

(1) 
177 

(4) 
219 

(4) 
222 

(4) 
253 

(4) 
213 

(3) 
293 

(13) 
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     暦年 

区 分  

H23 

(‘11) 

H24 

(‘12) 

H25 

(‘13) 

H26 

(‘14) 

H27 

(‘15) 

H28 

(‘16) 

H29 

(‘17) 

H30 

(‘18) 

R1 

(‘19) 

R2 

(‘20) 

R3 

(‘21) 

R4 

(‘22) 
計 

内

臓 

心 臓 
31 

 

28 

 

38 

(1) 
37 

 

44 

 

52 

 

56 

 

55 

 

84 

 

54 

 

59 

 

79 

 

707 

(1) 

肺 
37 

(9) 
33 

(11) 
40 

(8) 
41 

(10) 
45 

(10) 
49 

10) 
56 

(9) 
58 

(11) 
79 

(9) 
58 

 (2) 
74 

(5) 
94 

(5) 
751 

(120) 

肝 臓 
41 

(5) 
41 

(7) 
39 

(2) 
45 

(4) 
57 

(4) 
57 

(1) 
69 

(5) 
60 

(3) 
88 

(4) 
63 

(5) 
60 

(5) 
85 

(3) 
800 

(51) 

膵 臓 
35 

 

27 

 

33 

 

29 

 

36 

 

38 

 

43 

 

34 

 

49 

 

28 

 

23 

 

30 

 

491 

 

腎 臓 
182 

(1) 
174 

(6) 
130 

(5) 
101 

(3) 
133 

(5) 
141 

 

156 

(6) 
148 

(3) 
178 

(5) 
112 

(5) 
99 

(6) 
162 

(4) 
3,992 
(89) 

小 腸 
3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

5 

 

29 

 

計 
329 

(15) 
303 

(24) 
281 

(16) 
253 

(17) 
315 

(19) 
338 

(11) 
380 

(20) 
358 

(17) 
480 

(18) 
318 

(12) 
317 

(16) 
455 

(12) 
6,770 

(261) 
 

 

     暦年 

区 分  

H9 

(‘97) 

H10 

(‘98) 

H11 

(‘99) 

H12 

(‘00) 

H13 

(‘01) 

H14 

(‘02) 

H15 

(‘03) 

H16 

(‘04) 

H17 

(‘05) 

H18 

(‘06) 

H19 

(‘07) 

H20 

(‘08) 

H21 

(‘09) 

H22 

(‘10) 

眼  球  
1,748 

(10) 

1,716 

(16) 

1,591 

(7) 

1,523 

(11) 

1,493 

(7) 

1,509 

(12) 

1,490 

(2) 

1,442 

(10) 

1,404 

(9) 

1,507 

(11) 

1,542 

(16) 

1,634 

(9) 

1,636 

(8) 

1,678 

(16) 

 

     暦年 

区 分  

H23 

(‘11) 

H24 

(‘12) 

H25 

(‘13) 

H26 

(‘14) 

H27 

(‘15) 

H28 

(‘16) 

H29 

(‘17) 

H30 

(‘18) 

R1 

(‘19) 

R2 

(‘20) 

R3 

(‘21) 

R4 

(‘22) 
計 

眼  球  
1,591 

(6) 

1,476 

(16) 

1,476 

(6) 

1,419 

(1) 

1,367 

(9) 

1,316 

(13) 

1,395 

(9) 

1,155 

(9) 

1,208 

(1) 

915 

(23) 

814 

(13) 

833 

(9) 

36,878 

(259) 

 

 

＜臓器移植希望登録者の状況＞        （令和 5(2023)年 3 月末現在 単位：人） 

      

 
心臓 肺 肝臓 腎臓 膵臓 小腸 眼球 

登 録 者 数  895 534 331 14,155 
(257) 

174 9 
1,922 

(0) 

（資料：（公社）日本臓器移植ネットワーク、（公財）日本アイバンク協会） 

（注）・眼球は平成 9(1997)年 4 月以降の数値です。 

   ・＜移植件数＞については、膵臓と腎臓は脳死下と心停止後の合計数、心肺同時移植は心臓に計

上、肝腎同時移植は肝臓に計上、膵腎同時移植は膵臓に計上、肝小腸同時移植は小腸に計上

しています。 

  ・（ ）は岡山県の数値です。ただし、＜臓器移植希望登録者の状況＞については、腎臓と眼球以外

は県別の数が公表されていません。 

・腎臓の岡山県内の人数は令和４(2022)年 12 月末現在の数値です。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

臓器移植の普及啓

発 

 

 

 

 

 

○臓器提供意思表示ツールへの正しい記入及び常時携帯の促進に努めま

す。 

○臓器移植医療に対する県民の理解と協力を広げるために、新聞、テレ

ビ 、ラジオ、ＳＮＳ等を活用した啓発に努めます。 

○（公財）岡山県臓器バンク、（公財）岡山県アイバンク等の関係団体やボ

ランティアグループ等と協力し、講演会や各種イベント、高校・大学等へ

の出前講座等を通じて、若年層を含めた幅広い世代に対する普及啓発

に積極的に取り組みます。 

臓器移植医療体制

整備の促進 

 

○臓器移植医療を促進するために、関係者で組織している岡山県臓器移

植推進連絡協議会や岡山県臓器移植ワーキンググループ会議（以下

「ＷＧ」という。）を中心に体制の整備を図ります。 

○臓器提供に関する問題点や移植事例の検討を行うＷＧの定期的な開催

を通じて、医療従事者の理解と知識を深め、各医療機関における体制の

整備を進めます。 

○医療機関内における臓器提供の円滑な実施を支援するため、院内コー

ディネーターの委嘱を拡大し、院内の体制整備を進めます。 

○県の臓器移植コーディネーターと院内コーディネーターが緊密に連携し、

 臓器提供情報の把握に努めます。 

○臓器提供者等の人権・プライバシー保護に配慮しつつ、脳死下・心停止

後の移植の推進を図ります。 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  １ 臓器移植・造血幹細胞移植医療対策  

 

２ 造血幹細胞移植  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○医療技術の進歩により、白血病などの血液難

病の方々も骨髄移植（末梢血幹細胞移植※を

含む。）によって健康を取り戻すことができるよ

うになりました。 

○骨髄移植を行うには、移植希望者（患者）と 

提供者（ドナー）の白血球の型が一致する必 

要があり、その確率は、兄弟姉妹で4人に1人、

非血縁者間では数百人から数万人に１人と 

極めて低い状況です。 

○広く一般からドナーを募り、非血縁者間での骨

髄移植を推進する「骨髄バンク事業」が平成

3(1991)年12月から実施され、ドナー登録者

は県内の目標数8,300人を平成31(2019)年3

月に達成しました。全国では、令和5(2023)年

3月末までにバンクを介して27,558例の移植が

行われています。 (図表8-1-2-1) 

○平成27(2015)年1月に、岡山県造血幹細胞

移植推進連絡協議会を設置し、関係機関と

連携・協力し、移植に用いる造血幹細胞の適

切な提供の推進を図っています。 

○平成28(2016)年度から、市町村が行う骨髄

等を提供したドナーやその者が従事している事

業所を対象とした助成事業に対し、1/2を補助

する「岡山県骨髄・末梢血幹細胞ドナー支援

制度（以下「ドナー支援制度」という。）を実施

しています。また、企業・団体に対し、ドナーと

なった方が安心して休める環境づくりとして「骨

髄ドナー休暇制度」導入に係る働きかけを行っ

ています。 

○骨髄移植に対する県民の理解を促進し、正

しい知識の普及啓発等に努め、協力を広げ

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

○ドナー登録していても、職場の環境が整わな

いなどの理由で、ドナー選定時に提供を断念

したドナーが23％を占めています。 

（（公財）日本骨髄バンクによる令和4(2022)

年度調査） 

 

 

 

 

 

 

○引き続き、企業・団体に対し、「骨髄ドナー休

暇制度」導入に係る働きかけを行う必要があ

ります。 
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※ 末梢血幹細胞移植 

 末梢血（全身を流れる血液）には通常、造血幹細胞はほとんど存在しませんが、白血球

を増やす薬（G-CSF）を注射すると、末梢血中にも流れ出します。採取前の３～４日間連日

注射し、造血幹細胞が増えたところで、血液成分を分離する機器を使い造血幹細胞を採

取し、骨髄移植と同様の方法で患者さんに注入します。 

 本計画では、末梢血幹細胞移植を含めたものを「骨髄移植」と表記します。 

 

 

図表 8-1-2-1 ○骨髄バンク登録者数（令和５年（2023）年３月末）    （単位：人） 

 ドナー登録者数 移 植 希 望 登 録 者 数  骨 髄 移 植 数  

全 国 544,305  1,734  27,558  

岡山県   9,545    32    743  

    （資料：（公財）日本骨髄バンク） 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

造血幹細胞移植医

療の普及啓発等 

 

 

 

 

 

○（公財）日本骨髄バンク、岡山県赤十字血液センターやボランティアグ

ループ等と保健所保健師等が協力し、献血会場や各種イベント等を通じ

て、若年層も含めた幅広い世代の県民に向けた普及啓発等を実施し、

骨髄ドナー登録者等の増加を図ります。また、新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳ

等を活用し骨髄ドナー登録者等の増加を図ります。 

○「岡山県造血幹細胞移植推進連絡協議会」において、関係機関・団体と

の連絡調整を図り、造血幹細胞移植に関する正しい知識の普及啓発や

ドナー支援制度のあり方等について協議することで、移植に用いる造血幹

細胞の提供の推進を図ります。 

○ドナーや事業所に対して助成することで骨髄移植を推進するドナー支援

制度の周知や「骨髄ドナー休暇制度」の導入に係る働きかけなど、ドナー

登録者が骨髄等の提供をしやすい環境整備を図ります。 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

骨髄ドナー登録者数 9,545人 

R4年度末 

（2022） 

10,000人  
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ２ 感染症対策  

 

１ 感染症対策  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）感染症対策 

現状 課題 

○医療の進歩や衛生水準の著しい向上など

により、多くの感染症は大幅に減少しました

が、新たな感染症の出現や既知の感染症

の再興により、感染症は、新たな形で、今な

お人類に脅威を与えています。  

○平成 21（2009）年に発生した豚インフルエ

ンザを由来とする新型インフルエンザは、世

界的に感染拡大 し、国内 でも流行 しまし

た。平成 25 （2013 ）年には、重症熱性血

小板減少症候群 （ＳＦＴＳ）の国内発生が

初めて確認され、その後県内でも継続的に

患者が報告されています。さらに、平成 26

（2014）年には、約 70年ぶりに、蚊媒介感

染症であるデング熱の国内感染が発生しま

した。 

〇令和元 （2019 ）年 12月に中国湖北省武

漢市にて確認された新型コロナウイルス感

染症は、その後全世界に拡大し、多大な影

響をもたらしました。 

○一類感染症はこれまでに国内での発生はな

く、二類感染症（結核を除く。）は近年発生

していませんが、エボラ出血熱や、中東呼

吸器症候群（ＭＥＲＳ）などの輸入症例の発

生が危惧されます。  

○三類感染症である腸管出血性大腸菌感

染症は、毎年全国的に夏場を中心に多 く

の患者が報告されており、その傾向は本県

でも同様であり、報告数は横ばいで推移して

います。令和４（2022）年には全国で3,376

○新興・再興感染症や新型インフルエンザ、エ

イズ等性感染症、SFTS 等ダニ媒介感染症

への対策が課題となっています。 

○交通や経済のグローバル化を背景に、新型イ

ンフルエンザ、エボラ出血熱、ＭＥＲＳなどの

輸入感染症対策が必要です。また、海外渡

航者に対しては、現地の感染症流行状況や

予防方法の周知を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○腸管出血性大腸菌感染症について、継続的

な注意喚起が必要です。 
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例の報告があり、本県では67例の報告があ

りましたが、ほとんどが散発事例でした。（図

表8-2-1-1） 

○毎年、社会福祉施設等でノロウイルスなど

による感染性胃腸炎やインフルエンザの集

団発生が報告されています。  

 

 

 

○施設内感染対策は、その発生防止と早期発

見、早期治療に向けた施設内感染症対策

委員会の設置や感染対策マニュアルの作成

等の体制整備が重要です。 

○社会福祉施設等での感染防止対策が必要

です。 

 

図表 8-2-1-1 県内の感染症患者の発生状況の年次推移  

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

2
(2020)

3
(2021)

4
(2022)

二類 結核 344 374 357 303 363 327 305 246 238 243
コレラ（※） 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
細菌性赤痢（※） 0 0 2 0 3 16 4 0 0 0
腸管出血性大腸菌感染症 87 71 63 65 70 70 62 102 81 67
腸チフス（※） 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パラチフス（※） 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

432 445 422 368 439 414 371 349 319 310
※　平成１９年６月１日から感染症の分類が見直され、二類感染症から三類感染症に変更された。

三類

計

（資料：岡山県健康推進課） 

 

（２）性感染症対策  

現状  課題  

○ＨＩＶ感染者・エイズ患者の報告数は、全国的

に平成25（2013）年をピークに減少傾向にあ

り、男性の同性間性的接触を感染経路とする

ものが多数を占めています。なお、本県では、Ｈ

ＩＶ感染者・エイズ患者の累計報告数は、令和

４(2022)年末でＨＩＶ感染者199人、エイズ患

者105人となっています。（図表 8-2-1-2） 

○本県の性感染症報告数 （感染症発生動

向調査）は、平成 14（2002）年をピークに

減少傾向となっています。一方、梅毒は全

国的に平成 23（2011）年ごろから増加傾

向となり、この 10 年間で 10 倍以上増加し

ています。令和４（2022）年には感染症法

に基 づ く調 査 が始 ま って以 来 最 も多 い

13,226 件の報告がありました。本県でも平

成 29（2017）年に前年比の４倍以上に増

加し、その後高止まりした状況が続いていま

す。（図表 8-2-1-3） 

○男性の同性間性的接触を含め、若年層

のＨＩＶ感染予防に向けた啓発を進める必

要があります。 

○感染者が急増している梅毒について、原

因把握やまん延防止のため、保健所での

疫学調査を確実に実施するとともに、梅

毒予防の啓発を強化していく必要がありま

す。 

○引き続き、普及啓発や無料検査などの性

感染症対策を進める必要があります。  
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図表 8-2-1-2 エイズ患者・ＨＩＶ感染者の報告状況（昭和 60（1985）～令和 4（2022）年） 

 

 

（資料：エイズ発生動向（厚生労働省エイズ動向委員会））  
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図表 8-2-1-3 梅毒感染者の報告状況（昭和 60（1985）～令和 4（2022）年） 

 

 

（資料：岡山県健康推進課）  
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（３）人と動物の共通感染症対策  

現状  課題  

○狂犬病は中国、東南アジア等世界の多くの

国々で発生しており、日本国内への侵入が

危惧されています。 

○犬や猫などのペットは、愛玩動物としてだけ

でなく、家族の一員として人の生活により密

着したかたちで飼育されています。  

 

○国内発生時の拡大防止のため、飼い犬の

狂犬病予防注射の実施を徹底させる必

要があります。 

○人と動物の共通感染症の発生を予防し、

または感染拡大を防止するために、正しい

感染症の情報や最新の発生状況を県民

に情報提供する必要があります。  

 

図表 8-2-1-3 犬の登録頭数の推移                       （単位：頭）  

年度  

 

平成23年 

(2011) 

25 

(2013) 

27 

(2015) 

29 

(2017) 

令和元年 

(2019) 

3 

(2021) 

    

 

 頭数  104,721 105,159 104,348 97,153 98,454 101,035 

（資料：岡山県動物愛護センター、岡山市、倉敷市）  

 

（４）肝炎対策  

現状  課題  

○我が国の肝炎ウイルスの持続感染者は、Ｂ

型が 110 万人～120 万人、Ｃ型が 90 万

人～130 万人存在すると推定されており、

ウイルス性肝炎は国内最大の感染症 で

す。 

○Ｃ型肝炎については、インターフェロンフリー

治療により、患者の９割以上の方でウイルス

を体内から排除することが可能 となりまし

た。 

○本県の肝がん死亡者数は年間約 400 人で

あり、その率は全国と比較して高くなってい

ます。 

 

○肝炎を放置すると肝硬変や肝がんへと進

行し、重篤な病態を招くことから、早期発

見が重要です。  

○肝炎ウイルスに感染しているものの自覚の

ない人や、肝炎ウイルス陽性者であるが専

門医療機関で適切なフォローや治療を受

けていない人がいること、肝炎患者等やそ

の家族等への相談体制の充実等の対策

が必要です。  

 

（５）予防接種  

現状  課題  

○市町村が、予防接種法に基づいて、ジフテ

リア、百日せき、急性灰白髄炎 （ポリオ）、

破傷風、麻しん（はしか）、風しん、日本脳

炎、結核 （BCG ）、Ｈ ｉ ｂ感染症、肺炎球菌

○麻しん・風しんの予防接種率が目標の 95

％を達成するよう、接種率の向上を図る

必要があります。  

〇長期間、接種勧奨が差控えられていたＨＰ
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感 染 症 （小 児 ） 、 ヒ ト パ ピ ローマウ イルス

（HPV）感染症、水痘、Ｂ型肝炎、ロタウイル

ス感染症、インフルエンザ（高齢者）、肺炎

球菌感染症（高齢者）の定期の予防接種

を実施しています。  

○妊娠初期に風しんウイルスに感染すると、

胎児に感染して先天性風しん症候群が発

生することがあります。平成 30(2018)年か

ら令和元（2019）年にかけて、都市部の成

人男性を中心に風しんが流行し、5 人の先

天性風しん症候群の報告がありました。  

○本 県 に お け る 麻 しん ・ 風 し ん の 令 和 4

（2022 ）年度の接種率は、１期は麻しん、

風しんともに 97.2％と、目標の 95％に達し

ていますが、２期 は麻 しん、風 しんともに

93.2％と、目標に達していません。 

 

Ｖワクチンについて、接種率の向上を図る

必要があります。  
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 ２ 施策の方向    

 

（１）感染症対策  

項目  施策の方向  

感染症予防計画  

 

 

 

 

 

○「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に

基づき、感染症予防計画を策定するとともに、感染症の発生・拡大

に備えた事前対応型行政の構築、感染症類型に応じた医療体制

の整備、感染症発生動向調査の充実のための施策を進めます。  

○感染症予防計画に基づき、発症予防、早期発見・早期治療、適切

な医療の推進を図ります。  

適正医療の推進及

び相談・検査等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一類感染症を治療する第一種感染症指定医療機関として、岡山

大学病院の１施設２床を指定、二類感染症を治療する第二種感

染症指定医療機関として、岡山市立市民病院、倉敷中央病院、

津山中央病院の３施設 24 床を指定しています。また、一類感染症

等重大な感染症患者を迅速かつ適確に移送するため、感染症指

定医療機関及び消防機関と連携、協力を進めます。  

○新型インフルエンザについては、新型インフルエンザ等対策行動計画

及びガイドラインを策定し、医療体制の確保や感染拡大防止のため

に取り組むべき対応を推進しています。鳥インフルエンザについては、

鳥インフルエンザ対策基本指針を策定し、人への感染防止対策に

努めます。  

○感染症関係医療機関と連絡会議を開催するなど、関係機関との連

携強化に努めます。  

○様々な感染症疑い事例に対して迅速かつ適確に対応できるよう、検

査体制の強化に努めます。  

○社会福祉施設等の施設内感染予防対策を支援します。  

普及啓発  

 

 

 

 

○毎年季節的に流行する感染症のうち、発生数が多く、重篤な症状

を呈する疾患として、腸管出血性大腸菌感染症及びインフルエンザ

を対象感染症とし、注意報や警報を発令し、県民の注意を喚起しま

す。  

○インフルエンザ発生防止対策として、手洗い及び咳エチケットの励行

を普及啓発します。  

 

（２）性感染症対策  

項目  施策の方向  

適正医療の推進及

び相談・検査等  

 

 

○保健所（支所）において、匿名で無料のエイズに関する相談や検査

を実施するとともに、備前・備中・美作の３保健所において専用のエ

イズホットラインを設置する等、安心して相談、検査が受けられる体

制を確保します。  
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○エイズ治療拠点病院を 10 カ所指定しており、医療体制の充実に努

めるとともに、ＨＩＶ抗体検査を委託し、検査費用の一部を県が負担

することで検査機会の拡大を図ります。また、エイズ患者・ＨＩＶ感染

者及びその家族等への心理的ケアを行うためのカウンセラーを医療

機関等へ派遣します。  

○MSM（男性間で性交渉を行う者）に対し、受検を勧める働きかけを行

うとともに、関係団体との連携した対策を進めます。  

○保健所（支所）において、性器クラミジア感染症、梅毒の無料・匿名

検査が受けられる体制を確保します。  

普及啓発  

 

 

 

 

○県民がエイズについての正しい知識を持ち、エイズの感染を予防し、

患者・感染者に対する偏見や差別を防止するため、学校（青少年）

や企業等に対して「エイズ出前講座」を実施するとともに、「世界エイ

ズデー」及び「ＨＩＶ検査普及週間」を中心にレッドリボン等による各種

の普及啓発事業を実施します。  

○近年急増している梅毒について、学校や警察、医療機関等と連携

し、正しい知識の普及に努めます。  

 

（３）人と動物の共通感染症対策  

項目  施策の方向  

人と動物の共通感

染症対策  

 

 

 

 

 

 

○飼い犬の登録と鑑札の装着、年 1 回の狂犬病予防注射と注射済

票の装着について獣医師会と連携し、市町村の取組を支援するとと

もに、啓発に努めます。  

○人と動物の共通感染症について、犬のしつけ方教室やホームページ

等により飼い主に周知を図ります。  

○動物取扱業者に対し定期的な立入を行い、人と動物の共通感染

症について、動物の販売時に顧客への十分な説明が行われるよう

指導します。  

 

（４）肝炎対策  

項目  施策の方向  

適正医療の推進及

び相談・検査等  

 

 

 

 

 

 

 

 

○保健所（支所）において、無料の肝炎に関する相談や検査を実施す

るとともに、肝炎専門医療機関（令和４(2022)年 6 月末現在：112

医療機関）での無料相談・検査体制を整備し、肝炎陽性者に対し

ては、医療機関への受診勧奨を行います。  

○肝硬変や肝がんへの進行予防を図るため、インターフェロン治療、イ

ンターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に助成を行いま

す。  

○肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な医療に結びつけるための人

材として、「地域肝炎対策サポーター」を育成するとともに、肝炎患

者支援手帳「もも肝手帳」の作成・配布及び肝炎陽性者フォローアップ
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事業等の取組により肝炎患者の早期発見・早期治療に努めます。  

普及啓発  

 

○肝炎検診未受診者への受診勧奨を行うとともに、医療費助成制度

等について普及啓発していきます。  

 

（５）予防接種  

項目  施策の方向  

適正医療の推進及

び相談・検査等  

 

 

 

 

 

 

 

○普及啓発や学校及び医師会等との連携等により接種率の向上を

図ります。  

○健康状態を把握しているかかりつけ医で、予防接種を受けることがで

きるよう県内相互乗り入れ制度を平成 15（2003）年度から導入して

おり、今後とも個別接種を推進して接種率の向上と安全な接種がで

きる体制を確保します。  

○麻しん、風しんや結核、HPV 感染症の予防接種率向上を図ります。

日本は、平成 27（2015）年３月、麻しんの排除状態にあることが認

定されており、麻しん排除の状態を維持するよう、引き続き取組を進

めます。 

 

 

 ３ 数値目標    

 

項目  現状  
令和 11 年度末目標  

（2029） 

１歳児で麻しん・風しんの予防接種を行ってい

る割合  

 

 

麻しん 97.2％ 

風しん 97.2％ 

R4 年度  

(2022) 

麻しん 95％以上を維持  

風しん 95％以上を維持  

 

 

小学校入学前１年間で麻しん・風しんの予防

接種を行っている割合  

 

 

麻しん 93.2％ 

風しん 93.2％ 

R4 年度  

(2022) 

麻しん 95％ 

風しん 95％ 
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図表 8-2-1-4 岡山県肝炎対策事業体系図 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課） 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進 

節名  ２ 感染症対策  

 

２ 結核対策  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）結 核 患 者 の発 生 及 びまん延 防 止 対 策  

現 状  課 題  

○本 県 における結 核 の新 規 患 者 数 は、順 調

に減 少 しており、令 和 ３（2021）年 の罹 患 率

は、低 まん延 国 化 の指 標 である 10 以 下 と

なっていますが、本 県 の罹 患 率 9.8 は、全

国 の 9.2 よりも高 く、183 人 が新 たに発 症 し

ています。（図 表 8-2-2-1） 

受 診 の遅 れ（発 病 から初 診 までの期 間 が２

カ月 以 上 のもの）の割 合 を見 ると、本 県 は全

国 と 比 べて 概 ね 低 い状 況 で 推 移 してい ま

す。（図 表 8-2-2-2） 

また、診 断 の遅 れ（初 診 から診 断 までの期

間 が１カ月 以 上 のも の）の 割 合 は 、令 和 ２

（2020）年 に全 国 を大 きく下 回 っていました

が、令 和 ３（2021）年 は全 国 より高 くなって

います。（図 表 8-2-2-3） 

○令 和 ３（2021）年 の年 齢 階 級 別 罹 患 率 に

ついて、70 歳 代 が 14.3、80 歳 以 上 が 50.8

で、高 齢 者 の罹 患 率 は他 の年 齢 階 級 と比

べて高 くなっています。（図 表 8-2-2-4） 

○ＢＣＧ接 種 は、乳 児 の結 核 の重 症 化 予 防 に

有 効 であることから、市 町 村 が定 期 接 種 と

して、生 後 1 歳 に達 するまでの乳 児 を対 象

に実 施 しています。乳 幼 児 ＢＣＧ接 種 率 は、

平 成 25（2013）年 度 にＢＣＧ接 種 時 期 の

見 直 しが行 われて以 降 、90％前 後 で横 ば

いとなっており、令 和 ３（2021）年 度 は 88.2

％となっています。 

○定 期 健 康 診 断 は、事 業 所 、学 校 、施 設 に

おいてはその長 が、それ以 外 の一 般 住 民 に

○受 診 の遅 れや診 断 の遅 れは、結 核 への関

心 の低 下 や知 識 の不 足 に起 因 すると考 え

られるため、普 及 啓 発 が必 要 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特 に、高 齢 者 の罹 患 に対 して、迅 速 に診

断 ・届 出 ・治 療 がなされるよう有 症 状 時 の

受 診 勧 奨 と普 及 啓 発 が必 要 です。 

 

○定 期 のＢＣＧ接 種 は乳 児 期 の一 度 のみと

なっているため、その必 要 性 を広 く県 民 や

関 係 者 に周 知 し、確 実 に接 種 が行 われる

ことが必 要 です。 

 

 

 

 

○定 期 健 康 診 断 について、より一 層 の受 診

勧 奨 が必 要 です。 
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ついては市 町 村 長 が実 施 義 務 者 となってい

ます。令 和 ３（2021）年 度 の一 般 住 民 健 診

受 診 率 は 19.4％となっており、経 年 で見 る

と低 下 傾 向 となっています。（図 表 8-2-2-

5）接 触 者 健 康 診 断 は、初 発 患 者 に対 する

積 極 的 疫 学 調 査 として、所 在 地 の保 健 所

により実 施 されています。 

○事 業 主 に健 康 診 断 が義 務 づけられていな

い施 設 （デイサービスセンター等 ）に通 所 し

ている人 に対 する定 期 的 な健 康 診 断 の実

施 を、市 町 村 に対 して促 していく必 要 があ

ります。 

 

 

 

図 表 8-2-2-1 結 核 罹 患 率 の推 移 （人 口 10 万 対 ）（昭 和 62（1987）年 ～令 和 ３（2021）年 ） 

 

（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 

 

図表 8-2-2-2 発病から初診までの期間が２カ月以上の割合（平成 16(2004)年～令和３（2021）年） 

 

（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 
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図表 8-2-2-3 初診から診断までの期間が１カ月以上の割合（平成 16(2004)年～令和３（2021）年） 

 
（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 

 

図 表 8-2-2-4 年 齢 階 級 別 罹 患 率 （人 口 10 万 対 ）（令 和 ３（2021）年 ） 

 

（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 

 

図表 8-2-2-5 実施主体別定期健康診断受診率の推移（平成 16(2004)年～令和３（2021）年） 

 

（資 料 ：岡 山 県 健 康 推 進 課 ） 
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（２）適 正 医 療 の推 進  

現 状  課 題  

○令 和 ３（2021）年 の前 年 登 録 肺 結 核 退 院

者 入 院 期 間 （中 央 値 ）は 2.23 月 で、全 国

の 2.07 月 に比 べて長 くなっており、令 和 ３

（2021）年 の前 年 登 録 全 結 核 治 療 完 遂 継

続 者 治 療 期 間 （中 央 値 ）は 9.23 月 で全 国

の 9.10 月 に比 べて長 くなっています。（図 表

8-2-2-6、図 表 8-2-2-7） 

また、新 登 録 全 結 核 80 歳 未 満 患 者 のうち

ＰＺＡを含 む 4 剤 の標 準 化 学 療 法 を受 けた

者 の割 合 は、概 ね全 国 より低 い状 況 が続 い

ています。令 和 ３（2021）年 の本 県 の割 合

は 81.2％で、全 国 の 83.5％に比 べて低 くな

っています。（図 表 8-2-2-8） 

○治 療 薬 の不 適 切 な使 用 や服 薬 の中 断 など  

は、耐 性 菌 の出 現 につながるため、患 者 一

人 ひとりの確 実 な服 薬 治 療 が必 要 です。 

 

 

○平 均 入 院 期 間 や平 均 有 病 期 間 を短 くす

る必 要 があるため、標 準 化 学 療 法 等 によ

る結 核 治 療 が適 切 に行 われるよう、医 療

機 関 への継 続 的 な働 きかけを行 う必 要 が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ＤＯＴＳ※の積 極 的 な取 組 を推 進 していく必

要 があります。 

 

 

 

 

※  ＤＯＴＳ 

医 療 機 関 や保 健 所 等 の多 職 種 が連 携 して結 核 患 者 の服 薬 を支 援 することにより、治

療 の完 遂 を図 るものです。 
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図 表 8-2-2-6 肺 結 核 入 院 期 間 （平 成 25（2008）年 ～令 和 ３（2021）年 ） 

 

※前 年 登 録 肺 結 核 退 院 者 入 院 期 間 中 央 値  

（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 

 

図 表 8-2-2-7 全 結 核 治 療 期 間 （平 成 25（2008）年 ～令 和 ３（2021）年 ） 

 

※前 年 登 録 全 結 核 治 療 完 遂 治 療 継 続 者 治 療 期 間 中 央 値  

（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 

 

図表 8-2-2-8 新登録全結核 80 歳未満患者のＰＺＡ含む４剤処方割合（平成 25（2008）年～令和３（2021）年） 

 

（資 料 ：公 益 財 団 法 人 結 核 予 防 会 「結 核 の統 計 」） 
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 ２ 施 策 の方 向  

 

項 目  施 策 の方 向  

結 核 患 者 の発 生 及

びまん延 防 止 対 策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○感 染 症 法 に基 づき、感 染 症 予 防 計 画 及 び結 核 予 防 計 画 を策 定

し、発 症 予 防 、早 期 発 見 ・早 期 治 療 、適 切 な医 療 の推 進 を図 りま

す。 

○市 町 村 や学 校 、医 師 会 、愛 育 委 員 等 と連 携 し、結 核 に関 する注 意

喚 起 を行 うとともに、結 核 の主 な症 状 や有 症 状 時 の早 期 受 診 の必

要 性 等 について普 及 啓 発 に努 めます。 

○定 期 のＢＣＧ接 種 や定 期 健 康 診 断 が適 切 に実 施 されるよう、実 施 主

体 に継 続 的 に働 きかけます。特 に罹 患 率 の高 い高 齢 者 については、

確 実 に定 期 健 康 診 断 を受 診 されるよう啓 発 を行 います。 

○医 師 会 と連 携 し、結 核 の現 状 や診 断 等 についての研 修 会 を開 催 し

ます。 

○保 健 所 （支 所 ）による接 触 者 健 康 診 断 を適 切 に実 施 します。 

適 正 医 療 の推 進  

 

 

 

 

 

 

 

○感 染 症 診 査 協 議 会 結 核 部 会 での診 査 に基 づく指 導 と研 修 会 の開

催 等 により、結 核 の適 正 医 療 等 について医 療 関 係 者 に周 知 するとと

もに、医 療 機 関 と連 携 しながら、ＤＯＴＳを推 進 します。 

○結 核 診 療 連 携 拠 点 病 院 内 に結 核 医 療 相 談 ・技 術 支 援 センターを

設 置 し、地 域 の医 療 機 関 等 に対 し、きめ細 かく相 談 及 び支 援 を行 う

ことで、医 療 水 準 の向 上 を図 るとともに、研 修 会 の開 催 等 により相

談 ・支 援 事 例 や最 新 情 報 を還 元 し、結 核 診 療 に対 応 できる医 療 機

関 の体 制 整 備 と医 療 従 事 者 の確 保 を図 ります。 

 

 

 ３ 数 値 目 標    

 

項 目  現 状  
令 和 １１年 度 末 目 標  

（2029） 

結 核 罹 患 率 （人 口 １０万 対 ） 

 

 

９．８ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

７．５以 下  
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ３ 難病対策  

 

１ 医療費等の助成  

 

  １ 現状と課題  

 

現状 課題 

○原因が不明で、治療方法の確立されていな

い、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が指

定難病として指定する338疾病に対し、医療

費の一部公費助成を行っています。 

また、スモンなど４疾患に対し、国の特定疾患

治療研究事業の対象として、県の要綱に基づ

き、医療費の公費助成を行っています。 

○今後も対象疾病の拡大が見込まれており、患

者数や医療費助成の増加について、適切に

対応する必要があります。 

 

○本県における特定医療費及び特定疾患医療

受給者数は、近年概ね横ばいで推移し、令和

５(2023)年３月末現在で18,100人となってい

ます。（図表8-3-1-1、図表8-3-1-2、図表

8-3-1-3） 

○先天性血液凝固因子欠乏症や血液凝固因

子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症の患者

等に対し、医療費の負担軽減を図る事業など

を実施しています。 

 

 

図表 8-3-1-1 特定医療費・特定疾患医療受給者数の推移 

  

（資料：岡山県医薬安全課） 
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図表 8-3-1-2 特定医療費・特定疾患医療受給者の状況（年度末現在） 

                                            （単位：人） 

区  分  
令和２年度 

(2020) 
令和３年度 

(2021) 
令和４年度 

(2022) 

特定医療費受給者          18,152  17,586  17,996  

特定疾患医療受給者 114  107  104  

計 18,266  17,693  18,100  

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

図表 8-3-1-3 受給者数の多い指定難病（令和４(2022)年度末現在） 

                   （単位：人） 

病 名 受給者数                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パーキンソン病  2,727 

潰瘍性大腸炎 2,163 

全身性エリテマトーデス 879 

クローン病 863 

後縦靱帯骨化症 682 

特発性拡張型心筋症  471 

重症筋無力症  465 

全身性強皮症  447 

皮膚筋炎／多発性筋炎 446 

原発性胆汁性胆管炎  389 

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

医療費等の助成 

 

 

 

 

 

○難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図ることを目的とする特

定医療費について、患者への適切な医療費の助成を行います。 

○患者の医療費の負担軽減を目的とする特定疾患治療研究事業について、

患者への適切な医療費の助成を行います。 

○医療費助成制度について、引き続き医療機関等へ周知を図るとともに、医

療費助成申請について、適切に対応します。 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ３ 難病対策 

 

２ 地域における保健医療福祉の充実・連携  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○難病は、発病の機構が明らかでなく、療養が長

期にわたるため、患者や家族に経済的、精神

的に大きな負担を与えており、また、一人ひとり

の患者の抱える問題は医療や福祉など多岐に

わたっています。     

○保健、医療、福祉、介護の関係機関・団体

が相互に連携を強化し、地域の中で患者等

が安心して療養生活を送ることができる支援

体制づくりが必要です。 

 

○地域で生活する難病患者や家族の日常生活

における支援のほか、地域交流活動の促進、

就労支援などを行う拠点として、岡山県難病

相談・支援センターを設置しています。また、

増加する難病患者からの就労に関する相談

等に対応するため、就労支援専門員を配置し

ています。(図表8-3-2-1、図表8-3-2-2) 

○今後も相談・支援の拠点として、岡山県と岡

山市がそれぞれ設置する難病相談支援セン

ターが連携して、難病患者や家族への支援

を着実に実施していく必要があります。 

 

 

 

○平成25（2013）年度からハローワーク岡山に

配置されている難病患者就職サポーターと連

携しながら、難病のある人の就労支援に努め

ています。 

 

 

○難病のある人の就労については、本人の症状

や通院・治療の状況に応じて勤務時間や雇

用期間などの就業条件のほか、職務内容等

に十分な配慮がなされ、その能力を発揮でき

る職業に就けるよう、企業等に疾病の特徴を

理解してもらうことが必要です。 

○難病患者の身近な入院施設の確保、医療提

供体制の整備のために、難病医療ネットワーク

を構築しています。(図表8-3-2-3) 

○難病は希少かつ多様であり、早期に診断でき

る体制が十分であるとはいえないため、ネット

ワークの充実・強化を図っていく必要があります。

○地域における難病患者の入院受入れを円滑

に行うため、難病診療連携拠点病院、難病医

療協力病院等の関係者によって構成する岡

山県難病医療連絡協議会を設置し、一時入

院の調整や難病医療の確保に関する関係機

関との連絡調整を行っています。 

○難病患者に対応できる医療機関等の地域資

源は地域により偏りがあり、岡山県難病医療

連絡協議会を中心に、県北での体制整備を

図る必要があります。 

 

 

○在宅療養しながら就学・就労が可能な難病患

者が増えており、療養生活においてもそれぞれ

の患者に応じたＱＯＬ（生活の質）の向上が求

められています。 

 

○地域保健サービスの提供機関である保健所

を中心に市町村、医療機関、福祉施設、就

労支援機関等が互いに連携し、患者のニー

ズに応じたサービスの提供に努める必要があ

ります。 
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○医療の進歩により、成人期を迎える小児慢性

特定疾病児童等が増加しています。 

 

 

○成人後も必要な医療等を切れ目なく受けるこ

とができるよう、県内の難病医療提供体制に

関する情報を患者や家族にわかりやすい形で

提供していく必要があります。 

○難病患者は、特別な医療処置や継続的な治

療を要する場合も多いため、災害時の支援に

当たっては、一般的な対応だけでは不十分な

場合があります。 

○災害時の支援体制の整備に取り組む必要が

あります。 

 

 

 

図表 8-3-2-1 岡山県難病相談・支援センターにおける相談件数の推移   （単位:件） 

区 分 
平成30年度 

（2018） 
令和元年度 
（2019） 

令和２年度 
（2020） 

令和３年度 
（2021） 

令和４年度 
（2022） 

相談件数 

（うち就労相談件数） 

645 

(378) 

568 

(320) 

460 

(261) 

357 

(159) 

303 

(154) 

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

図表 8-3-2-2 岡山県難病相談・支援センターにおける就労実績の推移 （単位 :件） 

    区分 
年度 

正規就労 非正規就労 自営・請負 
継続就労 
・復職等 

計 

平成30年度 
(2018) 

5 
 

20 
 

0 
 

3 
 

28 
 

令和元年度 
(2019) 

7 11 0 14 32 

令和２年度 
(2020) 

1 
 

7 
 

0 
 

1 
 

9 
 

令和３年度 
(2021) 

1 1 0 3 5 

令和４年度 
(2022) 

1 2 0 0 3 

（資料：岡山県医薬安全課） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

地域における保健医

療福祉の充実・連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○岡山県難病対策協議会において難病対策のあり方や適正かつ円滑な推

進の方策等を審議するとともに、難病患者が地域で安心して療養できる

環境づくりに向け、総合的に施策を推進します。 

○難病患者や家族の療養上の不安等の解消を図るため、岡山県と岡山市

がそれぞれ設置する難病相談支援センターが連携し、難病相談や各種

支援の充実を図っていきます。また、難病対策地域協議会の設置など、

地域の特性を踏まえた難病患者に対する支援体制を整備していきます。 

○在宅の難病患者について、保健所による訪問相談等を実施し、支援機

関等とともに患者のニーズに応じたサービスを提供します。 

○難病に対する正しい知識の普及啓発を図り、難病患者に対する必要な

配慮等について県民の理解が深まるよう、啓発に努めます。 

○より早期に正しい診断が可能となるよう、難病診療連携拠点病院を中心

とした難病医療ネットワークの充実を図ります。 

○確定診断を受ける上で実施が増えている遺伝子関連検査について、検

査に当たり、患者や家族が理解した上で自己決定できるよう、難病診療

連携拠点病院のカウンセリング体制の充実・強化の支援に努めます。 

○県北での受入病院の確保を図るとともに、必要な難病医療及び各種支

援が円滑に提供されるよう、岡山県難病医療連絡協議会と連携し、難

病患者への支援策等の実施、評価及び改善を通じて、医療提供体制の

構築に努めます。 

○小児慢性特定疾病児童等が成人後も適切な医療を受けられるよう、医

療提供体制に関する情報提供を行うとともに、医療従事者間の連携体

制の充実を図ります。 

○難病患者が、地域で安心して生活できるよう、医療との連携を基本とした

福祉サービスの利用に向け、保健医療・福祉サービス等の提供者に対し

難病に関する知識の普及啓発等に努めます。 

○医療ニーズや介護度の高い難病患者等については、関係機関と連携し

た適切な医療の提供体制の確保など、災害時支援体制の整備を推進し

ます。  
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図表 8-3-2-3 新たな難病医療提供体制 

難病医療提供体制

○早期診断できる体制 ○身近な医療機関で適切な治療が受けられる体制

○遺伝子関連検査が倫理的な観点で実施できる体制 ○小慢等から成人期に適切に移行できる体制

○地域で療養生活が安心して続けられるよう学業・就労と治療が両立できる体制

難病診療連携拠点病院（岡山大学病院）
難病全般の集学的治療が可能で、遺伝子関連検査の実施に必要な体制が整備されている、

連携の拠点となる病院

○相談窓口の設置 ○県内の診療体制の情報収集

○集学的治療及び緊急時の受入 ○県内の医療提供体制の情報提供

○難病医療を担う医療機関等への相談や技術支援 ○県内外の診療ネットワークの構築

○難病医療の従事者の研修会の開催

○学業・就労等と治療の両立を支援するための療養生活環境整備に係る研修会の開催

県

民

情報提供

受診・治療

難病医療協力病院
難病診療連携拠点病院と連携し、より早期に正しい診断が可能な医療機関へ相談・紹介する

病院

○病態に合わせた医療の提供 ○かかりつけ医等地域の医療機関との連携

○難病診療連携拠点病院等からの患者受入とかかりつけ医等への紹介

○かかりつけ医等が治療している患者の定期的な診療と緊急時の受入

○在宅の難病患者の一時入院の受入 ○療養生活環境整備に係る支援

かかりつけ医（指定医療機関）

患者や家族の意向を踏まえ、必要な医療を提供する身近な医療機関

○難病医療協力病院からの難病患者の受入 ○適切な医療機関との連携と紹介

○地域の保健医療サービス等との連携 ○保健医療サービスに関する研修会等への参加

難病医療準協力病院
一時入院の病床を確保することで当該患者の安定

した療養生活の確保と福祉の向上を図る病院

○在宅の難病患者の一時入院の受入

受診・治療

受診・治療
一時入院

患
者
紹
介

患
者
受
入

連
携

患
者
紹
介

患
者
受
入

受診・治療
一時入院連

携

 
（資料：岡山県医薬安全課） 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ４ 健康危機管理対策  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○健康危機※事案が発生した際の初動体制の 

整備等を定めた「岡山県健康危機管理マニュ

アル」に基づき、初動対応、組織体制等を整

備し、県民の生命、健康の安全に関する健康

危機管理体制の確保を図っています。 

（図表8-4-1-1） 

○健康危機事案の発生予防及び拡大の防止 

等へ対応するほか、健康被害発生後には、 

感染者や被害者、家族及び地域住民に対し

て、健康相談や心のケア等の対応を行うこと

が必要です。 

 

図表 8-4-1-1 岡山県の健康危機管理体制  

健康危機管理対策本部
本部長：知事

構成員：関係部局長

関係者（必要と認める場合）

健康危機管理対策連絡会議
本部長：保健医療部長

構成員：関係課長、関係者(必要と認める場合)

部 会：食中毒部会(生活衛生課)

感染症部会(健康推進課)

毒物劇物等薬物部会(医薬安全課)

本 庁

健康危機管理地域対策本部
本部長：県民局長

構成員：関係部長、出先事務所長

関係者（必要と認める場合）

健康危機管理対策地域連絡会議
（本所、支所に設置。支所は感染症に限る。）

本部長：保健所長

構成員：保健所長が定める者(地域の関係機関)

出先事務所

岡山県の健康危機管理体制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 健康危機 

  健康危機とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民 

の生命、健康の安全を脅かす事態です。最近では、平成２１（２００９）年の「新型インフルエ

ンザ」や平成２６（２０１４）年の「エボラ出血熱」などが該当します。  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

健康危機管理の取

組 

 

○保健衛生施設等への立入検査や改善指導、業者による自主管理の推 

進に加え、日頃からの啓発活動等を通じて、健康危機発生の未然防止

に積極的に取り組みます。 

○健康危機発生時には、関係団体との緊密な連携により、情報の円滑な 

収集・提供、初動体制の迅速な確保、感染や被害の拡大防止に取り組

みます。 

○健康危機発生後には、感染者や被害者、家族及び地域住民に対する

健康相談や心のケアを行えるよう体制整備に取り組みます。 

 

－ 264 －



 

章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ５ 医薬安全対策 

 

１ 医薬品等の安全確保  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）重点的な監視指導の実施 

現状 課題 

○医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及

び再生医療等製品（以下「医薬品等」という。）

は、人の生命、健康の保持に極めて密接な関

係をもつことから、常にその品質、有効性、安

全性を確保することが強く求められています。 

〇令和３（２０２１）年度には、「薬局開設者及び

医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイド

ライン」が策定され、薬局開設者及び医薬品

の販売業者による法令遵守体制の整備等に

係る考え方について整理されました。 

 

○医薬品等の安全確保対策の重要性が高ま

っているため、監視指導を強化する必要があ

ります。 

 

 

○薬 局 、医 薬 品 販 売 業 者 等 に対 して、医 薬

品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保 等 に関 する法 律 （医薬 品医 療 機器

法）への適切な対応を徹底する必要がありま

す。 

 

 

図表 8-5-1-1 薬事関係業態数の推移 

①製造販売業関係                                            （単位：施設） 

  区分 

年度 

医 薬 品 医 薬 

部外品 
化粧品 医療機器 

計 

専 業 薬 局 

平成２９(２０１７)    １１    ８７        ９       ２９       １８     １５４ 

３０(２０１８)   １１    ７７       １０       ３０       １９     １４７ 

令和元(２０１９)    １１    ８２       １０       ３１       ２０     １５４ 

２(２０２０)    １１    ８３       １２       ３４       ２１     １６１ 

３(２０２１)    １１    ８３       １２       ３５       ２１     １６２ 

４(２０２２) １１ ６９ １２ ３６ ２０ １４８ 
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②製造業関係                                            （単位：施設） 

  区分 

年度 

医 薬 品 医 薬 

部外品 
化粧品 医療機器 計 

専 業 薬 局 

平成２９(２０１７) ４４ ８７ ３４ ４８ １７４ ３８７ 

３０(２０１８) ４４ ７７ ３５ ５２ １７２ ３８０ 

令和元(２０１９) ４３ ８２ ３６ ５０ １７２ ３８３ 

    ２(２０２０) ４４ ８３ ３６ ５３ １７８ ３９４ 

    ３(２０２１) ４３ ８３ ３６ ５４ １８２ ３９８ 

  ４(２０２２) ４３ ６９ ３８ ５７ １７８ ３８５ 

   （注）医療機器は、修理業を含みます。 

 

③販売業関係                                               （単位：施設） 

区分 

 

 

年度 

薬 局 
店 舗 

販売業 

卸 売 

販売業 

薬種商 

販売業 

特 例 

販売業 

配 置 

販売業 

医療機

器販売 

(貸与) 

業 

再生医

療等製

品販売

業 

計 

平 成 ２９ 

(２０１７) 
８３０ ４２５ ２３４ ２ １６ １０４ ８，０４９ １０ ９，６７０ 

    ３０ 

（２０１８） 
８３１ ４３３ ２２２ ２ １４ ９８ ８，０７１ ９ ９，６８０ 

令和元 

（２０１９） 
８４２ ４３６ ２１９ ２ １２ ９７ ８，１８７ ９ ９，８０４ 

２ 

（２０２０） 
８４８ ４３１ ２１８ ２ １２ ９３ ８，３８４ ９ ９，９９７ 

３ 

（２０２１） 
８５２ ４３９ ２２０ ２ １１ ８７ ８，５５２ ９ １０，１７２ 

４ 

（２０２２） 
８５０ ４４１ ２０７ １ １１ ８６ ８，５３２ １３ １０，１４１ 

（資料：岡山県医薬安全課）  

 

（２）無承認無許可医薬品等の流通防止 

現状 課題 

○医薬品成分を含有する健康食品等による健

康被害の発生が憂慮されています。 

○無承認無許可医薬品等の監視指導を徹底

する必要があります。 

 

（３）医薬品等の情報収集・提供体制 

現状 課題 

○医薬品の副作用等による事故発生の未然防

止や適正使用を推進するため、使用上の注

意等安全性・有効性に関する情報を収集し、

関係団体を通じ、医療関係者に対して提供

を行っています。 

○医療関係者に対する迅速かつ的確な医薬

品等の情報収集・提供体制をより一層強化

する必要があります。 
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（４）医薬品等適正使用の推進 

現状 課題 

○高齢化に伴う複数科受診や多剤併用、長期

投与の増加等から医薬品の適正使用の推進  

が重要になってきています。 

○ジェネリック医薬品（後発医薬品）※が広く使用

 されてきていることから、有効性や安全性が先

 発医薬品と同等であることを周知することが重

 要になってきています。 

○県民に対する医薬品の正しい知識の普及啓

 発を充実させる必要があります。 

 

○県民及び医療関係者にジェネリック医薬品の

有効性や安全性について正しい理解をさらに

進める必要があります。 

 

 

 

※ ジェネリック医薬品（後発医薬品） 

先発医薬品と同一の有効成分を同一量含有し、基本的に効能・効果や用法・用量も変

わらない医薬品のことです。先発医薬品と治療学的に「同等」であり、先発医薬品と代替可

能な医薬品であることを、必要なデータに基づいて審査を行ったうえで厚生労働大臣が承認

したものです。 

国は、ジェネリック医薬品の使用を促進しており、全ての都道府県で後発医薬品数量シェ

アを８０％以上とする目標の達成を令和５(２０２３)年度末としています。岡山県においても、

後発医薬品数量シェア８０％以上を維持できるよう努めています。 

 

 

（５）緊急用医薬品の安定供給の確保 

現状 課題 

〇大規模規模災害発生時に、必要な緊急用医

薬品を確保するため、岡山県医薬品卸業協

会等関係団体と協定を締結しています。 

 

〇新型インフルエンザ対策として、抗インフルエン

ザウイルス薬の行政備蓄を行っています。新

型インフルエンザ発生時の備蓄薬の供給につ

いては、岡山県医薬品卸業協会と協定を締

結しています。 

 

〇大規模災害発生時に、緊急用医薬品を迅

速に供給できるよう、岡山県医薬品卸業協

会等関係団体との連携強化を図る必要があ

ります。 

○行政備蓄の市場への供給が必要となった場

合には、迅速な供給を行う必要があります。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

重点的な監視指導

の実施 

 

 

 

 

 

○医薬品等製造業者に対しては、ＧＭＰ※1省令・薬局等構造設備規則の

遵守を、医薬品等製造販売業者に対しては，ＧＶＰ※2省令・ＧＱＰ※3省

令・ＱMS※4体制省令の遵守を重点とした監視指導を効果的かつ効率

的に実施します。 

○薬局、医薬品販売業者に対しては、医薬品医療機器法への適切な対

応及び医薬品の適正使用に必要な情報提供の徹底を重点とした監視

指導を効果的かつ効率的に実施します。 

無承認無許可医薬

品等の流通防止 

 

 

○健康食品等の試買検査やインターネット等を利用した広告の監視を実

施し、無承認無許可医薬品等の流通防止に努めます。 

○医薬品成分を含有する健康食品に関する情報収集及び情報提供に努

めます。 

医薬品等の情報収

集・提供体制の充

実強化 

 

 

○製造、流通、使用に至る一連の過程における医薬品等の情報の迅速か

つ的確な収集と提供について徹底を図ります。 

○医療の場において発生した医薬品、医療機器等による副作用・不具合

情報を国が医薬関係者から直接収集することを目的とした「医薬品、医

療機器等安全性情報報告制度」の一層の普及と定着を促進します。 

医薬品等適正使用

の推進 

 

 

 

○岡山県薬剤師会、岡山県医薬品登録販売者協会等と連携し、県民に

対し「薬と健康の週間」事業などのあらゆる機会を通じ、医薬品等の適

正使用のための正しい知識の普及に努めます。 

○岡山県薬剤師会等と連携し、講演会を開催するなど、ジェネリック医薬

品に対する正しい知識の普及啓発に努めます。 

緊急用医薬品の安

定供給の確保 

 

○自然災害等の発生に備え、緊急医薬品の備蓄、岡山県医薬品卸業協

会等関係団体との協力体制の強化などにより、緊急時における医薬品

等の迅速な供給に努めます。 

 

※1 ＧＭＰ（Good Manufacturing Practiceの略） 

  医薬品・医薬部外品の製造所における製造管理・品質管理業務を適切に実施するた 

めに製造業者が遵守すべき基準 

※2 ＧＶＰ（Good Vigilance Practiceの略） 

  医薬品等の製造販売後安全管理情報を収集・検討し、必要な安全確保措置を講じる

など製造販売業者が遵守すべき基準 

※3 ＧＱＰ（Good Quality Practiceの略） 

  医薬品等の品質管理業務を適切に実施するために製造販売業者が遵守すべき基準 

※4 ＱＭＳ（Quality Management Systemの略） 

  医療機器・体外診断用医薬品の製造管理・品質管理業務を適切に実施するために製

造販売業者等が遵守すべき基準 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ５ 医薬安全対策  

 

２ 献血運動の推進 

 

１ 現状と課題 

  

（１）献血者の確保対策 

現状 課題 

○高齢化や臓器移植をはじめとした医療技術

の進歩により、血液製剤を必要とする患者さん

が増加し、年間を通じた安定的な血液製剤の

供給が必要となっています。 

○少子化の進展による献血可能人口の減少や 

若者の献血離れ等により、将来の献血者の確

保が憂慮される状況です。 

 （図表8-5-2-2） 

○将来にわたり、安定的に献血者を確保するた

めに、これからの社会を支える若年層を中心に

献血への協力を求める必要があります。 

  （図表8-5-2-1） 

 

 

 

 

（２）血液製剤の安全性確保対策  

現状 課題 

○血液製剤の安全性を確保するため、岡山県

赤十字血液センターにおいては、献血時の本

人確認、問診の充実・強化に努めるとともに、

日本赤十字社では、核酸増幅検査（個別ＮＡ

Ｔ検査）によるウイルスのスクリーニング検査を

実施するなど検査体制を強化し、献血血液に

起因する肝炎、エイズ等の感染の未然防止に

努めています。 

○平成２６(２０１４)年８月から導入した高精度の

核酸増幅検査（個別ＮＡＴ検査）によるウイル

スのスクリーニング検査でも感染後しばらくは、

ウイルスを検出できない期間（ウインドウ・ピリオ

ド※）があるため、感染症の検査を目的とした献

血が行われないよう、より一層の周知徹底を図

る必要があります。 

 

※ ウインドウ・ピリオド 

  現在行われている、献血された血液の検査は、ウイルスなどに感染後、血液中に生産される抗

原や抗体を検出する方法です。そのため、感染後しばらくの間は、感染していることが検出できな

い期間（ウインドウ・ピリオド）を生じることとなります。 
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（３）血液製剤の適正使用の推進  

現状 課題 

○医療機関における血液製剤の適正使用を促

進するため、「岡山県合同輸血療法委員会」

において、「輸血療法の実施に関する指針」や

「血液製剤の使用指針」等の周知を図ってい

ます。 

○血液製剤の適正使用を徹底させるため、医 

療機関に対し、継続的な周知を図る必要が 

あります。 

 

 

 

図表 8-5-2-1 年度別県内献血者の推移                          （単位：人） 

 200mL献血  400mL献血  成分献血  計  

平成30（2018）年度  1,702  52,196  22,231  76,129  

令和元（2019）年度  1,331  52,346  24,259  77,936  

令和２（2020）年度  1,181  52,487  26,167  79,835  

令和３（2021）年度  877  54,128  24,523  79,528  

令和４（2022）年度  698  53,866  24,687  79,251  

（資料：岡山県赤十字血液センター） 

 

２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

献血者の確保対策 

 

 

 

 

 

○岡山県献血推進協議会を中心に、関係機関・団体等と連携を密にして、

献血者の確保に努めます。 

○岡山県愛育委員連合会や岡山県学生献血推進連盟などの地区組織  

や献血協力団体、さらには企業等との連携を密にし、「地域ぐるみ」、

「職域ぐるみ」の献血の推進に努めます。 

○若年層の献血協力者を増やすための積極的な普及啓発に努めます。 

血液製剤の安全性

確保対策 

 

 

○岡山県赤十字血液センター及び日本赤十字社における献血血液の検査

体制の強化を支援します。 

○感染症等のリスクを低減させるなどの利点のある400mL献血の推進に

努めます。 

血液製剤の適正使

用の推進 

○岡山県合同輸血療法委員会を中心に医療関係者を対象とした研修会の

開催等、引き続き適正使用の周知を徹底します。 
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図表 8-5-2-2 年齢別人口に占める献血者の割合  

 

 

 

 

 

 （資料：岡山県医薬安全課） 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  ５ 医薬安全対策  

 

３ 薬物乱用対策の充実  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）薬物乱用防止の普及啓発 

現状 課題 

○覚醒剤等薬物の乱用は、個人の心身に重大

な危害を及ぼすだけでなく、各種の犯罪を誘因

するなど社会に及ぼす弊害は計り知れません。 

○全国的に覚醒剤事犯の検挙人員は、依然とし

て高い水準で推移しています。また、大麻の乱

用が拡大し、青少年の間での薬物乱用の拡大

及び低年齢化が進むなど深刻な状況が続い

ており、本県も同様の傾向にあります。（図表

8-5-3-1、8-5-3-2） 

○平成２７(2015)年に「岡山県危険な薬物から

県民の命とくらしを守る条例」（以下「危険ドラッ

グ※条例」という。）を制定し、知事指定薬物を

指定したことにより、本県では沈静化していま

す。 

○若年層を中心にあらゆる機会を捉え、薬物乱

用の危険性について普及啓発を図る必要が

あります。 

 

 ※ 危険ドラッグ 

麻薬等と同様に、多幸感、快感等を高めるものとして販売されている製品であり、乱用者自

身の意識障害等の健康被害の発生にとどまらず、交通事故などの事件・事故を引きおこす恐

れもあるものです。 

         

        図表 8-5-3-1 岡山県における薬物事犯の検挙人員の推移      （単位：人） 

年度 H30 R1 R2 R3 R4 

全 国 
覚醒剤 9,868 8,584 8,471 7,824 6,124 

大麻 3,578 4,321 5,034 5,482 5,342 

岡山県 
 覚醒剤 87    99   117    90    81 

大麻   47   61 62     83   99 

               （資料：岡山県警察本部） 
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図表 8-5-3-2 大麻検挙人員における若年層（３０歳未満）の割合 

年 度 H30 R1 R2 R3 R4 

全 国 54.5 59.2 68.1 69.6 70.5 

岡山県 40.4 65.6 58.1 83.1 81.8 

               （資料：岡山県警察本部） 

 

       

（２）医療用麻薬等の適正な使用・管理の徹底  

現状 課題 

○医療用医薬品である向精神薬等を用いた犯 

罪及び向精神薬の不正販売等が増加してい  

ます。 

○処方箋を偽造することにより調剤薬局から不 

正に向精神薬を入手する事例が見受けられま

す。 

○向精神薬取扱者等に対し、指導取締により 

不正な取扱いを防止するとともに、適正な  

保管・管理の徹底を図る必要があります。 

○処方箋を偽造する行為は犯罪であり、薬物 

乱用を助長する恐れがあるため、注意喚起を

する必要があります。 

 

（３）再乱用防止の推進 

現状 課題 

○県内検挙者の特徴として、覚醒剤事犯の再犯

率は半数を超え、覚醒剤に一度手を出すと容

易に止められない実態を示しています。（図表

8-5-3-3） 

○薬物依存・乱用者の治療と社会復帰を支援

していく必要があります。 

 

図表 8-5-3-3 過去 5 年間における覚醒剤事犯検挙の推移  

 

年   

 

検挙件数（件） 

 

検挙人員（人） 

 

再犯率     （％） 
 

平成31(2018)年 

 

113 

 

 87 

 

77.0 
 

令和元(2019)年 

 

136 

 

 99 

 

69.7 

 

令和2(2020)年  

 

188 

 

117 

 

70.1 

 

令和3(2021)年  

 

124 

 

 90 

 

70.0 

 

令和4( 2 0 2 2 )年  
 

 

118 

 

 81 

 

51.8 

（資料：岡山県警察本部）
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

薬物乱用防止の普

及啓発 

 

 

 

 

○岡山県覚醒剤等薬物乱用対策推進本部が策定した「岡山県における 

『第五次薬物乱用防止五か年戦略』推進計画」に基づき、関係機関、

関係団体が緊密な連携を図りながら、薬物に対する正しい知識や薬物

乱用の恐ろしさについて、広く普及啓発を推進します。 

○岡山県覚醒剤等薬物乱用防止指導員協議会活動を通じて、地域や 

職域での覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等多様化する乱用薬物についての

啓発・相談指導活動を一層強化します。また、「ダメ。ゼッタイ。」普及運

動や「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」等各種の普及啓発活動の充

実を図ります。 

○覚醒剤等薬物乱用防止教室の開催やデジタル広告等により、中・高校 

生等若年層へ科学的根拠に基づいた正しい知識の普及啓発に努めます。 

○保健所、精神保健福祉センターに設置している覚醒剤等薬物相談窓  

口において、相談・予防啓発業務を効果的に実施するとともに、関係機

関相互の連携強化に努め、薬物相談指導の充実強化を図ります。 

医療用麻薬等の適

正な使用・管理の徹

底 

○覚醒剤、麻薬及び向精神薬の取扱者に対し、効率的な指導取締及び 

講習会の開催等により、不正な取扱いの防止と適正な保管・管理の周  

知徹底を図ります。 

○偽造処方箋による薬物の不正入手を防止するため、ポスター等広報媒

体を活用し、普及啓発に努めます。 

再乱用防止の推進 ○保健所、精神保健福祉センターに設置している覚醒剤等薬物相談窓  

口の周知とともに、薬物の再乱用に関する相談業務を効果的に実施  

し、関係機関相互の連携強化に努め、薬物の再乱用に関する相談指導

の充実強化を図ります。 

○医療機関、矯正施設、ダルクなど自助グループ等が協力し、薬物依存者・

乱用者に対する医療提供体制の充実、社会復帰の支援強化に努めると

ともに、その家族への支援の充実強化による再乱用防止の推進に努めま

す。 
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令和元年５月２９日岡山県覚醒剤等             
 
薬物乱用対策推進本部本部会決定事項             
 

 
岡山県における第五次薬物乱用防止五か年戦略 

                                                     

 
 
 
 

  基 本 理 念           
     
     
     

各関係機関・団体の協力のもと、薬物乱用を拒絶する県民意識の醸成を図
るとともに、薬物汚染のない環境づくりを進める。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 戦略１：啓発関係   
 
 
 

青少年を中心とした広報・啓発を通じた県民全体の規範意識の向上による薬
物乱用未然防止 

 
  
 ① 学校における薬物乱用防止教育及び啓発の充実 
 ② 有職・無職少年に対する啓発の強化 
 ③ 家庭・地域での薬物根絶意識の醸成と未然防止のための取組強化 
 ④ 海外渡航者に対する広報・啓発活動の推進 
 ⑤ 広報・啓発の強化 
 ⑥ 広報・啓発活動による効果検証の推進 
 
 
 

 戦略２：取締関係   
 
 
 
 
 

・薬物密売組織の壊滅、末端乱用者に対する取締りの徹底及び多様化する乱
用薬物等に対する迅速な対応による薬物の流通阻止 
・水際対策の徹底による薬物の密輸入阻止 
・国際社会の一員としての国際連携・協力を通じた薬物乱用防止 

 
 
   

 
 ① 薬物密売組織の壊滅に向けた捜査基盤の整備と連携強化 
  ② 暴力団等の国内薬物密売組織対策の推進 
  ③ 外国人薬物密売組織の実態解明と壊滅・弱体化 
  ④ 巧妙化・潜在化する密売事犯への対応 
  ⑤ 薬物乱用者に対する取締りの徹底 
  ⑥ 未規制物質等に対する情報収集と迅速な規制等の推進 
  ⑦ 正規流通麻薬、向精神薬等に対する監督強化 
  ⑧ 密輸等に関する情報収集の強化 
  ⑨ 薬物密輸ルートの解明と水際における取締体制の構築 
  ⑩ 水際と国内の関係機関が連携した薬物取締りの徹底 
  ⑪ 訪日外国人に対する広報・啓発活動の推進 
  ⑫ 国際的な取締体制の構築による国内への薬物流入阻止 
 ⑬ 各国・地域における薬物乱用実態や取締方策の把握 
 ⑭ 国際会議・国際枠組への積極的な参画 
 ⑮ 主要な仕出国・地域等との協力体制の強化 
 
  戦略３：治療関係   

 
 

 
薬物乱用者に対する適切な治療と効果的な社会復帰支援による再乱用防止 

  
① 薬物依存症者等への医療提供体制の強化 
② 刑事司法関係機関等における社会復帰に繋げる指導・支援の推進 
③  地域社会における本人・家族等への支援体制の充実 
④ 薬物依存症に関する正しい理解の促進 
⑤ 薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的なプログラムに関する 

           研究の推進 
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岡山県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例の概要  
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章名 ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名 ５ 医薬安全対策 

                                                                                 

４ 毒物劇物による危害防止  

 

 １ 現状と課題 

                               

（１）毒物劇物営業者に対する指導監視  

現状 課題 

○全国的には、毒物劇物※営業者が、爆発物 

を製造しようとした者に対して、所定の手続き

なしに販売した事例も発生しています。 

○毒物劇物営業者における適正な保管管理 

及び譲渡手続きについて徹底する必要があり

ます。 

 

 ※ 毒物劇物 

毒物劇物は、化学工業や農業をはじめ、極めて広範な分野で使用されており、社会的に

は有用ですが、取扱いを誤ると、その毒性・劇性により、重大な保健衛生上の危害を及ぼす

物質が指定されています。 

 

（２）水島コンビナート地区事業所に対する指導監視  

現状 課題 

○最近の国際テロの続発、地震・台風等自然災 

害の多発等により、毒物劇物取扱施設におけ

る危害の発生が憂慮される状況です。 

○毒物劇物を大量に取り扱う水島コンビナート

 地区事業所に対しては、特に、事故防止 ・ 

事故処理対策の徹底を図る必要があります。 

 

（３）運送業等業務上取扱者における適正な保管管理等の徹底  

現状 課題 

〇毎年、全国で毒物劇物運搬中の事故により、 

道路上に毒物劇物が流出する事案が発生し

ています。 

○運送業等業務上取扱者における適正な事故  

処理対策及び保管管理等の徹底を図る必要

があります。 
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図表 8-5-4-1 毒物劇物関係業態数の推移                  （単位：施設） 

区分 

 

年度 

 

製造業 

 

 

輸入業 

 

 

販売業 

 

特定毒物 
研究者     

要届出業務上取扱者  

計 

 

電 気 
ﾒｯｷ業 

金属熱
処理業 運送業 

白あり
防除業 

平成30 

（2018) 
   63     5 1,334     12    7    －     37    3  1,461 

令和元 

(2019) 
   63     6  1,335     11    7    －     37    3  1,462 

令和２ 

(2020) 
   70     5  1,295     11    7    －     37    3  1,428 

令和３ 

(2021) 
   69     6  1,280     11    7    －     37    6  1,416 

令和４ 

(2022) 
   68     6  1,232     11    7    －     37    3  1,364 

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

毒物劇物営業者に

対する指導監視の充

実強化 

 

 

 

○毒物劇物営業者に対し、計画的な指導監視や講習会等の開催により、

 適正な譲渡手続きや盗難防止対策を中心とした保管管理の徹底及び

 情報提供の遵守等について指導します。 

○大量の毒物劇物を保管管理している大規模施設に対しては、自主点検  

マニュアルによるチェック体制の確立と危害防止規定の遵守、テロ・盗難

対策を含めた事故防止・事故処理対策の徹底について指導します。 

水島コンビナート地区

事業所に対する指導

監視の充実強化 

○水島コンビナート地区保安防災協議会と連携し、地区内の事業所に対し  

て、テロ・盗難対策を含めた事故防止・事故処理対策の徹底について指

導します。 

運送業等業務上取

扱者における適正な

保管管理等の徹底 

 

○運送業者等に対し、関係機関と連携し、事故処理対策及び保管管理

の徹底を指導します。 

○大量の毒物劇物を取り扱う業務上取扱者に対しては、テロ・盗難対策を

含めた事故防止・事故処理対策の徹底について指導します。 
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章名  8 地域保健医療・生活衛生対策の推進  

節名  6 生活衛生対策  

 

１ 安全な水の確保 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）水道の安全性と持続性の確保 

現状 課題 

○本県の水道施設は、高度経済成長期を中心

に集中的に整備され、普及率は全国平均を

上回り、99.2％となっていますが、人口減少社

会の到来により、水需要は減少しています。 

○コスト削減に伴う人員削減や団塊世代の大量

退職により、職員数が大幅に減少しています。 

○水質基準の遵守に加え、将来にわたり水道水

の安全性の確保等に万全を期する見地から、

水質管理目標設定項目についても水質基準

に準じた検査の実施に努めるとともに、水質管

理へ活用することが求められています。 

○本県の管路老朽化率は、全国平均を上回っ

ていますが、水需要の減少に伴う料金収入

の減のため、施設更新のための財源確保が

課題となっています。 

〇職員数の減少や熟練者の退職により、水

質管理を含め水道サービスの維持や技術

力の継承が課題となっています。 

 

図表  8-6-1-1 水道普及率の推移  

（資料：厚生労働省、岡山県生活衛生課）  

水道普及率（R3(2021)） 

岡山県 99.2％ 

全  国 98.2％ 
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図表 8-6-1-2 管路老朽化率の推移  

 年度 H29 

(2017) 

H30 

（2018） 

R1 

（2019） 

R2 

(2020) 

R3 

（2021） 

岡山県 １７．８％ １７．２％ １８．４％ ２０．０％ ２１．３％ 

全 国 １６．３％ １７．６％ １９．１％  ２０．６％  ２２．１％ 

            （資料：厚生労働省、岡山県生活衛生課） 

 

（２）災害に強い強靭な水道の整備  

現状 課題 

○平成６（１９９４）年の渇水により、高梁川水系

を中心に１６時間にわたり断水したことや、平成

７（１９９５）年の阪神・淡路大震災、平成２３

（２０１１）年の東日本大震災、平成２８（２０１６）

年の熊本地震等では、水道施設が壊滅的打

撃を受けたことなどから、水道施設はライフライ

ンとしての重要性が再認識されています。 

○渇水や、近い将来に発生が危惧されている

南海トラフ地震等に備え、災害に強い強靭な

水道が求められています。 

 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

水道の安全性と持続

性の確保 

 

 

 

 

○アセットマネジメント※の実践を通して、老朽化施設の計画的な更新等が

推進されるよう、水道事業者に対し適切な指導・助言を行います。 

〇施設の適切な維持管理や財政基盤の確保、人材育成等による水道事

業の基盤強化は不可欠であり、広域的な連携などについて、水道事業者

に対し指導・助言を行います。 

〇水道事業者への計画的な立入検査等により、適正な水質管理等につい

て指導・助言するとともに、講習会の開催等、水道事業を担う職員の技

術レベル向上を支援します。 

災害に強い強靭な

水道の整備  

○災害時等においても水道水の安定的な供給を確保するため、水道施設

の耐震化等を実施し、災害に強い強靭な水道施設の整備が推進される

よう、水道事業者に対し適切な指導・助言を行います。 

〇岡山県地域防災計画や日本水道協会岡山県支部相互応援対策

要綱に基づく災害時の応急給水・応急復旧体制周知徹底や防災

訓練の実施等により、緊急時体制を支援します。  

 

 

 

※アセットマネジメント 

  長期的な視点に立ち、施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に施設

を管理運営することです。  
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進 
節名  ６ 生活衛生対策 

 

２ 食の安全・安心の確保  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）食品流通の複雑化・広域化と、食に対する消費者の不安の解消  

現状 課題 

○消費者ニーズの多様化や食品加工技術の 

進展に伴い、食品流通の広域化、国際化が進

んでいます。 

○食品への異物混入や不適正な食品表示によ

る自主回収等、食に関連する事件事故の発生

により、県民の食に対する関心は依然として高

い状況にあります。 

 

○生産から消費まですべての段階において、 

また、県内を流通する食品について、安全・

安心の確保を図る必要があります。 

○食品関連事業者は、食品を摂取する際の 

安全性の確保に資するため、十分かつ正確 

な情報を消費者に提供する必要がありま  

す。 

○県民、食品関連事業者、行政が互いに信 

頼できる情報を共有した上で、正しい知識 

に基づいた適切な判断を行う力を身につけ 

ることが重要であり、そのための効果的なリ 

スクコミュニケーション※１の推進が課題と  

なっています。 

 

（２）食に起因する健康危害の発生  

現状 課題 

○食中毒は年間 10 件程度発生し、鶏肉の生食 

等が原因と推定されるカンピロバクターによる 

食中毒とノロウイルスを原因とする食中毒の 

割合が高くなっています。 

また、自然毒や寄生虫による食中毒も発生して

います。 

○食中毒等の食品事故の発生防止、県民の 

健康保護の観点から、製造・加工・流通過 

程における衛生管理を徹底するとともに食 

品のリスクに関する正しい知識を県民に普 

及する必要があります。 
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図表 8-6-2-1 年別病因物質別食中毒発生件数（全国・岡山県）                （単位：件） 

 

病因物質 

 

全国 県 

Ｈ30 

(2018) 

R元 

('19) 

R2 

('20) 

R3 

('21) 

R4 

('22) 

Ｈ30 

('18) 

R元 

('19) 

R2 

('20) 

R3 

('21) 

R4 

('22) 

カンピロバクター   319  286   182   154   185    3    1             

サルモネラ属菌    18   21    33     8    22        5             

腸炎ビブリオ    22    0     1     0     0                     

病原大腸菌    40   27    11    14    10    1                 

ノロウイルス   256  212    99    72    63    5    4    1    3    2 

寄生虫   487 347 395 348 577 2 1  1  

自然毒    61   81    84    45    50    2    1    4    2     

その他、不明   127   87    82    76    55    2    1    2    3     

総数 1,330 1061   887 717 962   15   13    7    9    2 

（資料：厚生労働省、岡山県生活衛生課） 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

食品流通の複雑化・

広域化への対応と、

食に対する消費者の

不安の解消 

○「岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例」（以下 

「条例」という。）第 10 条の規定により策定した「岡山県食の安全・食育 

推進計画」に基づいて、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的 

かつ計画的に実施します。 

○加工食品をはじめ、農林水産物、畜産物等県内を流通する様々な食 

品について、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品、アレルギー 

物質等の検査を行います。 

○販売店や加工製造施設へ立ち入り、食品表示法に基づく、表示の点検 

を行います。表示が不適切な場合は他の表示担当関係部局との連携 

を密にし、適切に指導します。 

○消費者の食に対する正しい理解を深めるため、衛生講習会や体験型 

の研修を実施します。また、食の安全・安心について食品関連事業者・ 

消費者の相互理解を進めるためリスクコミュニケーションを推進します。 

○ホームページ等の内容の充実を図り、また食の安全サポーター等に対 

する情報提供を推進します。 

○「食の安全相談窓口」を引き続き設置し、県民の相談に対応します。 

○岡山県食の安全・食育推進協議会を定期的に開催し、食の安全・安 

心の確保及び食育の推進に係る意見や提言を施策に反映します。 

○(一社 )岡山県食品衛生協会等の関係機関と連携し、食の安全・安心に

関する施策を推進します。 

食に起因する健康危

害の発生防止 

○県内流通食品の安全性の確保のため、「岡山県食品衛生監視指導計 

画」に基づき、食品販売施設等への監視指導に努めるとともに健康危害

情報の公表等、条例の適正な運用により食の安全・安心の確保を図りま

す。 

○カンピロバクター、ノロウイルス等による食中毒の発生防止を図るため、 
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食品営業施設に対しては、対象施設ごとに監視回数を設定するととも 

に、ＨＡＣＣＰ※2 に沿った衛生管理の定着を図りながら、効果的な監視指

導を行います。 

また、大型の飲食店や製造業、給食施設等、社会的影響度の高い施

設に対しては、重点的な監視指導を実施します。 

○鶏肉の生食等を原因とする食中毒及び家庭調理での発生が多い自然 

毒による食中毒の発生防止を図るため、県民に啓発を行います。 

 

図表 8-6-2-2  「岡山県食の安全・食育推進計画」（施策体系図） 

 （資料：岡山県生活衛生課） 

 

 

 

 

施策の方向

 

安全性の確保＋信頼性の確保　　　安心の定着

５　相互理解の促進

12  リスクコミュニケーションの推進

13  食の安全・食育推進協議会の運営

５  不良食品の排除

６  適正な表示の確保

７  ＨＡＣＣＰによる自主管理の促進

２　安心の定着に向けた
    信頼性の確保

３　県民の健康の保護

８  県民からの相談・申出対応

９  健康危害情報の公表

４　情報の共有

10 県民への衛生教育

11  食の安全・安心情報の提供

基本方針 基本施策

１　生産から販売までの
    安全性の確保

１　生産段階での安全確保

１  畜産物の安全確保対策

２  農林産物の安全確保対策

３  水産物の安全確保対策

２　製造から販売段階での
    安全確保

４  食中毒対策の強化
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※1  リスクコミュニケーション 

   食品の摂取によって人の健康に悪影響がおきるリスク（危険性）について、消費者、食品関連

事業者、行政の間で情報、意見などを相互に交換し、理解を深め合うことです。 

 

 

 

※2  HACCP（危害分析による重要管理点 Hazard Analysis Critical Control Point） 

最終製品の検査によって食品の安全性を保証しようとするのではなく、食品の製造・加工のあ

らゆる工程で微生物汚染や異物混入等の危害についてあらかじめ調査・分析し、この結果に基

づいて、特に重要な管理を行う必要がある工程を重要管理点と定め、これが遵守されているか

どうかを継続的に監視することにより、製造・加工工程全般を通じて製品のより一層の安全性を

確保する衛生管理手法です。 
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章名  ８ 地域保健医療・生活衛生対策の推進 
節名  ６ 生活衛生対策 

 

3 快適で安全な生活衛生の確保  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）生活衛生関係営業施設等の衛生水準の向上  

現状 課題 

○理容・美容・公衆浴場等の生活衛生関係営

業施設や多数の人が利用する建築物（特定

建築物）には、公衆衛生の見地から衛生措置

が定められています。 

○県民が安全で健康的な生活を送るために 

は、生活衛生関係営業施設等の衛生水準

の維持向上を図ることが重要な課題です。 

 

 図表 8-6-3-1 県内の生活衛生関係営業等施設数  

 年度 平成30年度 

(2018) 

令和元年度 

(2019) 

令和2年度 

(2020) 

令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

興行場 77 73 77 76 72 

旅館業 959 1,024 1,018 1,031 1,026 

公衆浴場 309 307 308 306 300 

理容所 1,946 1,930 1,895 1,830 1,755 

美容所 4,200 4,295 4,315 4,416 4,378 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所  1,179 1,160 1,130 1,065 906 

特定建築物 602 610 606 611 611 

   （資料：岡山県生活衛生課） 

 

 

（２）入浴施設等におけるレジオネラ属菌による健康被害防止対策  

現状 課題 

○循環式浴槽を持つ入浴施設等において、全

国的にレジオネラ属菌による健康被害が相継

いでみられることから、公衆浴場法施行条例・

旅館業法施行条例等に基づき、発生防止対

策を進めています。 

 

○レジオネラ属菌は常在菌であり、根絶は困難

であることから、公衆浴場及び旅館業におい

て継続的な防止対策が重要です。 

○循環式浴槽を有する様々な施設に対し、レジ

オネラ症※感染予防対策に関する知識の普

及啓発が必要です。 

 

※ レジオネラ症 

      レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、衛生管理の悪い設備から発生したエアロゾル 

    を吸入することによって感染することが知られています。 

   レジオネラ肺炎を起こすと急激に重症になり死亡することもあります。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

生活衛生関係営業

施設等の衛生水準の

向上 

○重点的に監視・指導を行うとともに、生活衛生関係営業施設等の自主

的な衛生管理を促進することにより、衛生水準の維持向上を図ります。 

○生活衛生関係営業の経営の安定と健全な発展を通じて衛生水準の維

持向上を図るため、関係業界の振興事業を支援します。 

入浴施設等における

レジオネラ属菌による

健康被害防止対策 

 

○公衆浴場及び旅館の監視・指導、浴槽水の検査を実施するとともに、講

習会等による啓発を通じて自主的な衛生管理の一層の推進を指導しま

す。 

○循環式浴槽を有する様々な施設に対してレジオネラ症感染予防に関す

る知識の普及啓発に努めます。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  １ 健康増進  

 

１ 生活習慣病対策 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○がん、糖尿病、脳血管疾患・心疾患等の生活

習慣病が増加しており、生活の質の低下や死

亡の大きな原因となっています。 

○行政・関係機関・関係団体・ボランティア団体

等、保健・医療関係団体の枠を超えた幅広い

団体との連携による積極的な取組と住民の主

体的な参加により、県民健康づくり運動「第２

次健康おかやま 21 セカンドステージ」を推進し

ています。 

○令和 3（2021）年度特定健康診査実施率（受

診率）は 53．3％、特定保健指導実施率（終

了率）は 31．7％です。 

○食事や運動、喫煙、飲酒等の生活習慣の改

善に向けた普及啓発や特定健康診査・特定

保健指導等の予防対策を充実させることが

必要です。 

 

 

 

 

○特定健康診査の実施率（受診率）は全国より

低い現状にあり、実施率（受診率）向上に向

けた更なる取組が必要です。 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

予防対策 

 

 

 

 

 

○健康おかやま21の推進団体と協働して、生活習慣病の予防対策や普及

啓発等を進めることで、「第３次健康おかやま21」を推進し、健康寿命の

延伸を図ります。 

○市町村が行ってきた健康づくり運動の実績を土台として、広く住民に対し

て、さらに活発な健康づくり活動が推進されるよう支援します。 

○地域保健と職域保健が、効果的・効率的に健康づくりを推進できるよう、

地域・職域保健連携推進協議会等を通じて連携を図ります。 

○市町村や関係団体等と協働して、特定健康診査の実施率（受診率）や、

特定保健指導の実施率（終了率）の向上を目指して受診勧奨を行うとと

もに、保険者協議会等と連携し、がん検診との同時実施の推進など検診

体制の充実を図ります。 

○国保の保健事業の活用により市町村の実情に応じた未受診者対策を行

います。 

○市町村が、健康増進法に基づく、がん検診等を着実に行い、併せて地域

住民や関係機関・関係団体と協働して、生活習慣病対策を実施できる

よう支援します。 
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 ３ 数値目標                                                            

  

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

平均寿命の延伸分を上回

る健康寿命の延伸 

（平均寿命： 

男性･･･81.90歳、 

女性･･･88.29歳） 

 

 

日常生活に制

限がない期間

の平均 

 

 

 

 

男性 

 

72.28歳 

R元年 

（2019） 

延伸  

R17年度  

(2035) 

 

女性 

 

76.04歳 

R元年 

（2019） 

延伸  

R17年度  

(2035) 

適正体重を維持している者の増加  

20～60歳代男性の肥満者の割合 

40～60歳代女性の肥満者の割合 

20～30歳代女性のやせの者の割合 

 

 

 

29.9％ 

18.0％ 

15.2％ 

R３年 

（2021） 

 

25％未満  

15％未満  

11％未満  

R17年度  

(2035) 

特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 

特定健康診査の実施率（受診率） 

特定保健指導の実施率（終了率） 

 

53.3％ 

31.7％ 

R３年 

(2021) 

 

70% 

45% 

 

 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減

少 

 

28.9％ 

R３年  

(2021) 

減少  
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  １ 健康増進  

 

２ 栄養・食生活  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）栄養・食生活の現状 

現状 課題 

○本県では、肥満者の割合は、男性が高い傾向

にあります。（図表 9-1-2-1） 

 

 

 

○世代別に見た場合、20 歳代女性のやせの割

合は減少していましたが、全世代別では最も高

くなっています。また、BMI20 以下の高齢者

（65歳以上）は 19.4％と増加傾向にあります。

（図表 9-1-2-1）（図表 9-1-2-2） 

○食塩摂取量は、食事摂取基準の目標量（成

人男性 7.5ｇ／日未満、成人女性 6.5ｇ／日

未満）よりも多く摂取している男性の割合が

87.9％ 女性の割合が 87.0％と高い状況で

す。（図表 9-1-2-3） 

○野菜の摂取量が、目標量（１日 350ｇ）以上を

摂取している者の割合は、男性で 18.2％ 女

性で 17.7％と低くなっています。（図表 9-1-

2-4） 

○主食、主菜、副菜の摂取状況について、前回

調査と比較すると「ほぼ毎日」と回答した割合

が低くなっています。（図表 9-1-2-5） 

○外食や食品を購入するとき栄養成分表示を参

考にしていると回答した割合は、平成２３（２０１１）

年県民健康調査と比較して変化がありませ

ん。（図表 9-1-2-6） 

○肥満は、がん、循環器病、糖尿病等の生活

習慣病との関連があります。 

適切な質と量の食事の摂取、運動習慣の定

着を図ることにより適正体重を維持することが

必要です。 

○若年女性のやせは、低出生体重児出産のリ

スクと関連があります。 

適正体重を維持するよう普及啓発をすること

や、高齢者の低栄養予防に向けた普及啓発

が必要です。 

○栄養委員や家庭、地域、学校等と連携を図

りながら健康的な生活習慣の定着、バランス

のよい食事の普及啓発、減塩活動、野菜の

摂取量の増加に向けた活動を継続して行うこ

とが必要です。 

 

 

 

 

 

 

○消費者が栄養成分表示について理解し、活

用していく方法の啓発が引き続き必要です。 
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図表９－１－２－１  肥満・やせの状況  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」） 

 

図表９－１－２－２ 65 歳以上における BMI20.0 未満の状況  

平成 23（2011）年 平成 28（2016）年 令和 3（2021）年 

16．6％ 18．9％ 19．4％ 

（資料：岡山県健康推進課「県民健康調査」）  
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図表９－１－２－３ 食塩（食塩相当量）摂取量の状況  

 
（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  

 

＜参考 食塩相当量の食事摂取基準  目標量 ［g/日］＞ 

年齢／性別 男性 女性 

18 歳以上 7.5 未満 6.5 未満 

妊婦・授乳婦  6.5 未満 
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図表９－１－２－４ 野菜の摂取量  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  
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図表９－１－２－５ 主食・主菜・副菜の摂取状況  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  

 

図表９－１－２－６ 外食や食品を購入するとき栄養成分表示を参考にしている者  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  

 

（２）食育の推進 

現状 課題 

○健康的な食習慣の定着に向けて、朝食を毎

日食べることを栄養委員等と連携を図り、推進

しています。しかし、朝食を毎日食べる者の割

合は小学生、中学生ともに減少しています。

（図表 9-1-2-7） 

○共食はコミュニケーションを促進して人と人との

絆を強め、良好な人間関係を築くことにつなが

りますが、生活スタイルの多様化など様々な要

○幼少期、学童期から朝食の摂取を通じてバラ 

ンスの良い食事と規則正しい生活リズムを身  

につけ、青年期にも継続されることが必要で

す。 

○共食は、子どもが健康な人生を送るための  

基礎となる生活習慣などを身につける貴重  

な機会であるため、家族等と一緒に食事を  
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因により、家族が揃って食事をする共食の機

会が減少しています。（図表 9-1-2-８） 

する共食の機会を増やすことが必要です。 

○食育は、家庭や地域、学校、生産流通など  

において、様々な食育の関係者が連携して  

取り組むことが必要です。 

 

図表９－１－２－7 朝食を毎日食べる子どもの割合の推移  

 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

図表９－１－２－８ 家族と一緒に食事を食べる小学生・中学性の割合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

栄養・食生活 

 

 

 

 

 

○適切な質と量の食事の摂取、運動習慣の定着を図ることにより適正体重

を維持するよう、普及啓発に努めます。 

○栄養委員や家庭、地域、学校等と連携を図りながら食育の推進を図る中

で、健康的な生活習慣の定着、高齢者の低栄養予防に向けた普及

啓発に努めます。 

○学校、職場、地域等と連携して、栄養成分表示の活用の普及啓発

に努めます。 

○健康に無関心な者も食生活の改善が図られるよう、大学、企業等と連

携して対策を推進します。  

食育の推進 

 

 

 

 

○「岡山県食の安全・安心の確保及び食育の推進に関する条例」第21条

の規定により策定した「岡山県食の安全・食育推進計画」に基づいて、食

育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施します。 

○家庭を基本として、それを取り巻く地域を挙げて、「食を通じた健康な人づ

くり・地域づくり～実践の環を広げよう～」をスローガンに、３つの柱により食

育を推進します。 

○朝食を毎日食べることの大切さ、共食の大切さを伝えるため、学校や市

町村へ働きかけ、また、栄養委員からの家庭への働きかけを支援します。 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

適正体重を維持している者の増加  

 20～60歳代男性の肥満者の割合  

 40～60歳代女性の肥満者の割合  

 20～30歳代女性のやせの者の割合  

 低栄養傾向の高齢者（65歳以上BMI20未満）

の割合  

 

29.9％ 

18.0％ 

15.2％ 

19.4％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

 

25％未満  

15％未満  

11％未満  

13％未満  

Ｒ１７年度  

（２０３５） 

食塩摂取量が1日7ｇ未満の者の割合の増加  13．2％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

増加  

Ｒ17年度  

（２０３５） 

野菜の摂取量が1日350ｇ以上の者の割合の

増加  

18％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

増加 

Ｒ17年度  

（２０３５） 

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合の増加  

                       小学生  

                       中学生  

 

87.7％ 

80.8％ 

Ｒ４年  

（２０２２） 

 

100％ 

100％ 

Ｒ17年度 

（２０３５） 
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主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日 2

回以上の日がほぼ毎日の者の割合  

37．4％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

５０％ 

Ｒ17年度  

（２０３５） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  1 健康増進  

 

３ 身体活動・運動  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）身体活動・運動 

現状 課題 

○令和 3（2021）年の県民健康調査の結果で

は、1日の平均歩数は、男性 5，589歩、女性

は、4，794 歩となっています。 

 

○令和 3（2021）年の県民健康調査の結果か

ら、運動習慣のある者の割合は、前回調査と

比 較 す る と 高 く な っ て い ま す 。 （ 図 表

9-1-3-2） 

○１年以上運動を継続している者の割合を見る

と、年齢が上がるにつれて増加の傾向が見ら

れます。（図表 9-1-3-3） 

○歩数の分布を見ると、性別、年代別に傾向が

異なっており、日常生活における歩数の増加

など、ライフスタイルにあった運動習慣の定着

を図る必要があります。（図表9-1-3-1） 

○運動習慣のある者の割合は働く世代で低く

なっており、特に働く世代に対して働きかけを

行う必要があります。 

 

○高齢者については、加齢に伴い運動器（骨、

関節、筋肉）などの働きが衰え、自立度の低

下につながるので、引き続き、ロコモティブシン

ドロームの予防を行うことが必要です。 
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図表 9－1－3－1 歩数の分布  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和 3（2021）年度県民健康調査」）  
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図表 9－1－3－2 運動習慣の有無  

 

（資料：岡山県健康推進課「平成 28(2016)・令和 3（2021）年度県民健康調査」） 
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図表 9－1－3－3 運動の継続年数  

 
（資料：岡山県健康推進課「令和 3（2021）年度県民健康調査」）  

 

（２）住民が運動しやすいまちづくり・環境整備 

現状 課題 

○生活様式の変化や利便性の向上に伴い、日

常生活において、身体を動かすことが減少して

います。 

 

○身体活動や運動習慣について、個人への

意識付けだけではなく、その定着に向け、

運動しやすい環境づくりが必要です。  

 

 

  

 

項目 施策の方向 

（１）身体活動・運動

の推進 

 

 

 

○身体活動・運動と生活習慣病との関係について、正しい知識の普及啓発

に努めます。 

○生涯を通じて、健康で心豊かに過ごすため、規則正しい運動習慣を身に

付け、運動を楽しみながら続けられるよう、機会の提供に努めます。 

○健康づくりに取り組む関係団体と連携を図り、ライフステージに応じた県民

 ２ 施策の方向 
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の健康づくりを支援します。 

○高齢者に関しては、身体機能の低下を予防するため、市町村や健康づく

りボランティアなどを通じて、日常生活が活発になるよう働きかけます。  

（２）住民が運動しや

すいまちづくり・環境

整備 

○健康づくりに取り組む関係団体等と連携を図り、ライフステージに応じた県

民の健康づくりを推進します。 

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

日常生活における歩数の増加  ２０～６４歳 

 

６５歳以上 

 

男性  ６，１４１歩  

女性  ５，０９５歩  

男性  ４，９６９歩  

女性  ４，３６５歩  

Ｒ３年  

（２０２１） 

男性  ８，０００歩  

女性  ８，０００歩  

男性  ６，０００歩  

女性  ６，０００歩  

R17年度  

（２０３５） 

運動習慣者の割合の増加   ２０～６４歳  

 

６５歳以上  

男性  ２１．6％ 

女性  １６．7％ 

男性  ４５．６％ 

女性  ３４．０％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

男性  ３０％ 

女性  ３０％ 

男性  ５０％ 

女性  ５０％ 

R17年度  

（２０３５） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  １ 健康増進  

 

４ 休養・こころの健康  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）ストレスへの対応 

現状 課題 

○こころの健康を保つためには、日々のストレス

にうまく対処できることが必要です。令和 3

（2021）年の県民健康調査結果では、「で

きていない」と答えた人の割合は、平成 28

（2016）年の同調査に比べて14．5％と増

加しています。（図表 9-1-4-1） 

 

○ストレスと上手につきあうことは、こころの健

康に欠かせない問題であり、日常生活に

おいて、バランスの良い食事を心掛け、疲

労を回復するための睡眠をとり、運動をす

る機会を増やすことが重要です。 

 

（２）睡眠による休養 

現状 課題 

○こころの健康を保つためには、良い睡眠をと

ることが必要です。令和 3 （2021 ）年 の県

民健康調査結果では、「あまりとれていない」

「とれていない」と答えた者は男性では40歳

代が高 く、女性では50歳代が高い状況で

す。（図表 9-1-4-2） 

 

○睡眠による休養を十分とれていない者につ

いては、心身に疲労が残る感覚があり、生

活の質の低下が懸念されることから、日常

生活において規則正しい睡眠をとることが

重要です。  
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図表９－１－４－１ 不安、悩み、ストレスなどの解消状況  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  

 

 

 

 

図表９－１－４－２ 睡眠で休養が十分とれている者の割合  

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（２０２１）年県民健康調査」）  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

ストレスへの対応・ 

睡眠による休養  

 

○スポーツや趣味、ボランティア活動、家族や地域の人々との交流によ

るストレスの解消、良い睡眠や休養の重要性について普及啓発を進

めます。 

○市町村、保健所、県精神保健福祉センターは、こころの健康の相談

窓口を設置し、精神疾患の予防や、早期発見に努め、医療機関等

と協力して適切な支援を行います。 

○健康づくりボランティアと連携して、住民への声かけ運動や見守り活動を

推進します。 

 

 

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

ストレスにうまく対応できない者の割合の減少  １４．５％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

減少  

R１７年度  

（２０３５） 

睡眠による休養を十分とれていない者の割合

の減少  

２０．３％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

１５％ 

R１７年度  

（２０３５） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  １ 健康増進  

 

５ 飲酒  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○「生活習慣病のリスクを高める飲酒量」は、

第 2次健康おかやま21では、１日の平均ア

ルコール摂取量が、男性 40g、女性 20g以

上 (清酒に換算すると男性 2合、女性 1合

以上 )となっており、この「生活習慣病のリス

クを高める飲酒量 」を摂取している者の割

合は、男性 11.2％、女性は7.4％になって

います。  （令和 3 （2021 ）年県民健康調

査、図表 9-1-5-1） 

○毎日飲酒する者の割合は、平成28（2016）

年 と比べて、総数で男性は減少、女性は

増加しており、特に女性の40代と60代以

上では大幅な増加となっています。 (令和 3

（2021 ）年県民健康調査、図表 9-1-5-

2) 

○１日当たり２合 (純アルコール分量約 40ｇ )

以上の飲酒者の割合は、平成 28（2016）

年と比べると、男女とも減少していますが、

40代の男性と40代、60代以上の女性の

割合は増加しています。 (令和 3（2021）年

県民健康調査、図表 9-1-5-3) 

○精神保健福祉センターに依存症コーディネ

ーターを配置し、大学・企業を対象に適切

な飲酒の理解促進、危険飲酒者の早期

発見 ・早期介入を行っています。（6大学

312人、2企業 36人参加 ） (健康推進課 ・

令和4年 (2022)年度実績 ) 【再掲】  

○アルコール依存症その他の多量の飲酒、

20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不

適切な飲酒による心身の健康障害を防止

○生活習慣病のリスクを高める飲酒の予防を

図るため、飲酒による健康への影響につい

て、情報を十分に提供し、適正飲酒に関

する知識の普及 、啓発の強化が必要で

す。 

 

○アルコール関連問題は、行政、教育関係

者 、保健 ・医療関係者 、警察関係者な

ど、様々な関係者が連携して取 り組む必

要があります。 

 

○アルコール健康障害を有する人やその家

族が、早期に専門的な相談・治療に結び

つくよう、かかりつけ医や専門医療機関等と

の連携を促進する必要があります。  
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するとともに、アルコール健康障害の人の支

援を充実することなどを目的としてアルコール

健康障害対策基本法が平成 26 （2014 ）

年6月1日から施行されています。 

  

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

アルコール対策 ○第 2期岡山県アルコール健康障害対策推進計画に基づき、不適切

な飲酒の影響による心身の健康障害や、さらにはそこから引き起こさ

れるアルコールに関連する社会問題（飲酒運転、暴力、虐待、自殺

等）、節度ある飲酒習慣、アルコールに頼ってしまわない余暇の過ご

し方等について、市町村や関係団体とともに、広く県民に理解を深

めてもらうよう取り組みます。  【再掲】  

○依存症治療拠点機関として指定した岡山県精神科医療センターを

中心として、依存症に関する専門的な相談支援、関係機関との連

携の強化等を図り、依存症者とその家族の支援を行います。  

○アルコール依存症は、本人の健康のみならず、家庭はもとより地域社

会にも重大な影響を与えることが多く、更に、自殺の要因となること

から、その予防に向けて、普及啓発を行い、また、精神科医療機関

や自助グループ等とも連携して、依存症患者本人や家族等の回復

を支援します。  

○飲酒チェックツール等を活用したお酒の飲み方や適正飲酒の普及

啓発に取り組みます。  

○内科・救急等の一般医療、一般の精神科医療機関、専門医療機

関、相談拠点、自助グループ等の関係機関の連携体制（SBIRTS）

の構築を推進します。  

○アルコール健康障害に関して気軽に相談できる健康障害サポート医

として、かかりつけ医等を養成する取組を推進します。  
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 ３ 数値目標   

 

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

(２０２９） 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者

（１日当たりの純アルコールの摂取量が男性40g

以上、女性20g以上の者）の割合の減少 

＜男性＞  

１１．２％ 

Ｒ３年（２０２１） 

＜女性＞  

７．４％ 

Ｒ３年（２０２１） 

＜男性＞  

９．５％ 

Ｒ17年度（２０３５） 

＜女性＞  

６．４％ 

Ｒ１７年度（２０３５） 

20歳未満の飲酒をなくす ＜中学生＞  

０．８％ 

Ｒ２年（２０２０） 

＜高校生＞  

１．１％ 

Ｒ２年（２０２０） 

＜中学生＞  

０％ 

Ｒ９年（２０２７） 

＜高校生＞  

０％ 

Ｒ９年（２０２７） 

妊娠中の飲酒をなくす ０．６％ 

Ｒ３年（２０２１） 

０％ 

Ｒ９年（２０２７） 

                                                                              

 

図表 9-1-5-1 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合   

 

（資料：岡山県「県民健康調査」） 
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図表 9-1-5-2 毎日飲酒する者の割合  

 

（資料：岡山県「令和３(2021)年県民健康調査」） 

 

図表 9-1-5-3 飲酒日１日当たりの２合以上飲酒者の割合（経年） 
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（資料：岡山県「県民健康調査」） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  １ 健康増進  

 

６ 喫煙 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）喫煙防止対策 

現状 課題 

○本県の20歳以上の者の喫煙率（令和３（202１）

年）は、男性22．3％、女性4．5％となっており、

平成28（2016）年の調査より減少しています。

（図表9-1-6-1） 

○20歳未満の者の喫煙率は中学生、高校生で

いずれも0．1％となっており、平成27（2015）

年の調査より減少しています。 

（図表9-1-6-2） 

○岡山県禁煙問題協議会等は、若者等の喫煙

防止活動や受動喫煙防止対策を展開してい

ます。 

○愛育委員は、街頭PR活動や、家庭や保育所

を訪問し、幼児期からの喫煙防止教育を行っ

ています。 

○ＣＯＰＤは肺の炎症性疾患で、せき・たん・息切

れを主な症状として、緩やかに呼吸障害が進

行する疾患です。ＣＯＰＤの原因の 50～80％

程度はたばこ煙によるものであり、喫煙者の

20%～50%が COPD を発症するとされていま

す。 

令和３（2021）年の日本のＣＯＰＤの死亡率は

人口10万あたり13.3となっており、男性におい

ては死因の第９位に位置しています。「岡山県

県民健康調査 (令和3(2021)年）」によると、 

ＣＯＰＤの認知度は23.8％でした。 

○喫煙をやめたい人への支援や、喫煙防止対

策を強化する必要があります。 

○妊娠中の喫煙による胎児への影響が示され

ており、妊産婦に対して禁煙を呼びかける必

要があります。 

○法（ニ十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法

律）には、20歳未満の者の喫煙を禁止し、20

歳未満の喫煙を制止しなかった親権者やそ

の他監督者にも罰則を科すことが定められて

おり、その認識を高める必要があります。 

 

 

 

 

○ＣＯＰＤの認知度を高め、禁煙につなげること

で、発症や重症化を防ぐことが重要です。 
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図表 9-1-6-1 20 歳以上の者の喫煙率            （単位：％） 

 

（資料：岡山県健康推進課「平成 16(2004)・23(2011)・28(2016)・令和 3(2021)年県民健康調査」） 

 

 

図表 9-1-6-2 20 歳未満の者の喫煙率(ほぼ毎日喫煙) 

 平成 22（2012）年 平成 27（2015）年 令和２（2020）年 

中学生男子 1.1% 0.5% 

0.1% 

中学生女子 0.8% 0.0% 

高校生男子 3.3% 0.2% 

0.1% 

高校生女子 1.2% 0.2% 

問：あなたは、たばこを吸ったことがありますか。  

（資料：岡山県男女共同参画青少年課「令和２(2020)年青少年の意識等に関する調査」）  
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（２）受動喫煙防止対策 

現状 課題 

〇令和5(2023)年度県民満足度調査同時調査

によると、家庭・職場・飲食店のいずれかにお

いて、月に１回程度以上望まない受動喫煙の

機会があった者の割合は29.8％です。（図表

9-1-6-3） 

〇事業者等を対象とした講演会を開催し、受動

喫煙対策等の重要性を周知しています。 

○県は平成31（2019）年度から敷地内全面禁

煙実施施設の認定を行っています。令和 4  

（2022）年度末の認定件数は1，115件となっ

ています。（図表9-1-6-4） 

〇令和2（2020）年度から、屋内全面禁煙を宣

言した施設に禁煙ステッカーを交付し、屋内全

面禁煙表示の促進を図っています。令和４年

度末の宣言施設数は８５８件となっています。

 （図表9-1-6-5） 

 

○望まない受動喫煙を防止するため、改正健

康増進法や岡山県受動喫煙防止条例を周

知徹底するとともに、今後もさらに受動喫煙

防止対策を進める必要があります。 

 

 

図表 9-1-6-3 望まない受動喫煙の状況          （単位：％） 

 

（資料：令和５（2023）年度県民満足度調査同時調査） 
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図表 9-1-6-4 敷地内全面禁煙実施施設認定状況  

 

（資料：岡山県健康推進課）  

 

図表 9-1-6-5 屋内全面禁煙実施施設宣言状況  

 

（資料：岡山県健康推進課）  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

喫煙防止対策 

 

 

 

 

 

○岡山県禁煙問題協議会や愛育委員連合会等と連携して禁煙を呼びか

けるとともに、県独自に作成したリーフレット等を活用して喫煙防止対策を

展開しています。 

○20歳未満の者の喫煙を防止するため、教育委員会や市町村、関係団

体等と連携し、リーフレットや映像等を用いてたばこの害の教育を行い、地

域と学校が一体となった対策を進めます。 

○妊娠中の喫煙をなくすため、市町村と連携して、妊娠、出生届出時の面

接や妊産婦・乳幼児訪問時、乳幼児健康診査時での禁煙の働きかけや

母親学級での禁煙教育の促進を図ります。 

○ＣＯＰＤに関する正しい知識や発症予防等について普及啓発を行います。 

受動喫煙防止対策 

 

○関係団体等と連携し、事業者等を対象とした講演会等の開催や啓発資

材の作成など、改正健康増進法や岡山県受動喫煙防止条例の周知・

徹底を図り、受動喫煙防止の取組を推進します。 

○敷地内全面禁煙実施施設の認定や、屋内全面禁煙宣言制度の実施な

どを通じ、受動喫煙を防止する環境づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

20歳以上の者の喫煙率  

（喫煙をやめたい人がやめる） 

１２．８％ 

Ｒ３年  

（２０２１） 

９．１％ 

R１７年度 

（２０３５） 

20歳未満の者の喫煙率 ０． １％ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

０％ 

R１７年度 

（２０３５） 

望まない受動喫煙の機会を有する者の減少 

（家庭・職場・飲食店いずれかにおいて、望まない

受動喫煙を月に１回以上受けた者の割合） 

※現在喫煙者は集計対象から除く 

２９．８％ 

R５年 

（２０２３） 

１４．９％ 

R１７年度 

（２０３５） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  １ 健康増進  

 

７ アレルギー疾患対策  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○アレルギー疾患を有する者は増加しており、乳

幼児から高齢者まで約２人に１人が何らかのア

レルギー疾患を有していると言われています。 

○アレルギー疾患について県ホームページで情

報を提供しているほか、県保健所・支所でアレ

ルギー相談等を実施しています。 

○食物アレルギーは重症例もあるため、教育委

員会等と連携し、学校・保育所等への情報提

供等の取組を進めています。 

○アレルギー疾患は、生活する環境や生活の仕

方などに大きく影響されます。 

○アレルギー疾患対策を総合的に推進するた

め、岡山県アレルギー疾患医療連絡協議

会を設置し、また、南岡山医療センター及

び岡山大学病院を岡山県アレルギー疾患

医療拠点病院として指定しています。 

○アレルギー疾患を有する者は、長期にわたり

生活の質を著しく損なうことがあります。また、

突然症状が増悪することにより、致死的な転

帰をたどる例もあります。 

〇県民や医療機関等へのアレルギー疾患に係

る情報提供の充実や、適切な相談を行うた

めの人材の育成が必要です。 

〇学校・保育所等において、アレルギーへの適

切な対応について、理解を進める必要があり

ます。 

〇気管支ぜん息の発症及び重症化を予防する

ため、受動喫煙の防止等を更に推進する必

要があります。 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

医療提供の確保 

 

 

情報提供・相談体

制の確保  

 

生活環境の改善  

○協議会及び拠点病院と連携し、引き続きアレルギー疾患に対応できる体

制の充実を図ります。また、研修等を通じて、医療従事者の育成に努め

ます。 

○アレルギー疾患に関する情報提供や相談体制を充実させるほか、関係

者を対象とした研修会を開催するため、協議会及び拠点病院と協力しま

す。 

○改正健康増進法や岡山県受動喫煙防止条例の周知・徹底を図り、受

動喫煙のない環境整備の取組を推進します。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ２ 母子保健 

 

１ 妊娠・出産 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）安全・安心な妊娠・出産への支援 

現状 課題 

○近年、出産年齢が上昇し、健康管理が重要に

なる妊婦が増加傾向にあります。また、予期せ

ぬ妊娠等により健康診査を受診せずに出産す

る産婦（飛び込み出産や専門家が介在しない

自宅出産等）もみられます。 

○１１週以内の妊娠届出の割合は令和３（２０２１）

年度が９５．５％で全国平均の９４．８％より高く

なっています。しかし、２２週以降の届出率は、

令和３（２０２１）年度も０．７％となっています。 

（岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

○妊娠前の痩せ（低栄養状態）や妊娠中の喫煙

は、低体重児出生のリスクの一つでもあります。

令和３（２０２１）年度のＢＭＩ１８．５未満の２０～

３０歳代女性の割合は、１５．２％、妊娠中の

喫煙率は２．４％となっています。また、妊娠中

の飲酒は胎児性アルコール症候群等の先天

性の障害や早産のリスクがありますが、令和３

（２０２１）年度の妊娠中の飲酒率は０．６％と

なっています。（岡山県健康推進課「県民健

康調査」、厚生労働省「母子保健課調査」） 

○令和３（２０２１）年、低体重児（２，５００ｇ未

満）出生割合は９．１％で横ばいで推移してい

ます。（厚生労働省「人口動態統計」） 

○産後うつの予防等を図る観点から、出産間も

ない時期に行う産婦健康診査を受診した産婦

の割合は、令和３（２０２１）年度、８５．２％でし

た。受診者のうち、ＥＰＤＳ※１９点以上の者の

割合は、９．７％となっています。 

産科医療機関から市町村へ情報提供される

「気になる母子連絡票」の件数は平成２８（２０１６）

年度６９２件、令和４（２０２２）年度７８２件と増

加しています。連絡票で情報提供された最も多

い要因は、「産後の精神支援が必要」となって

○予期せぬ妊娠を防ぐとともに、出産年齢の上

昇に伴い、妊娠前の糖尿病や高血圧症等の

合併症の割合が増加傾向にあり、これらの健

康障害を予防し、適切に管理する必要があり

ます。 

○すべての妊婦が妊娠１１週以内に妊娠届出 

を行ってもらうよう勧奨するとともに、健康管 

理を適切に行う必要があります。 

 

  

○妊娠中、または若い世代からの健康管理（食

生活、運動、睡眠、禁酒、禁煙等）の徹底を

図り、胎児期から子どもの健康障害を予防す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇メンタルヘルスに関 する問 題 を抱 える妊 産

婦 を早 期 発 見 するとともに、円 滑 に適 切 な

支 援 が受 けられるよう、産 科 ・精 神 科 ・助

産 所 、保 健 所 ・市 町 村 が連 携 を図 り、早

期 からの切 れ目 のない支 援 が求 められま

す。 

○特 に産 後 のメンタルヘルス対 策 は重 要 であ

り、医 師 、保 健 師 、助 産 師 等 、多 職 種 が

連 携 した支 援 体 制 が求 められます。 
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います。（岡山県健康推進課「岡山県の母子

保健」） 

令和３（２０２１）年度、ゆったりとした気分で

子どもと過 ごせる時 間 がある母親 の割合 は、 

３，４か月児を持つ母親で９０．９％でした。（厚

生労働省「母子保健課調査」） 

妊産婦は、妊娠、出産、産後の期間に様々

な不安 や負担 を抱え、ホルモンバランスの乱

れ、環境の変化やストレス等で心身のバランス

を崩しやすく、うつ病の発症等のメンタルヘルス

に関する問題が生じている母親も少なくありませ

ん。さらに妊産婦のメンタルヘルスの不調は、子

どもの心身の発達にも影響を及ぼし、養育不全

等のリスクにもなり得ます。 

○退院直後の母子に対して心身のケアや育児の

サポート等を行う産後ケア事業は、２６市町村

で実施されていますが、産後ケア事業の実施

機 関 は、偏 在 しており、県 南 に集 中 していま

す。 

○子 育 て世 代 包 括 支 援 センター※ 2は、全 市

町 村 に設 置 されています。 

○市 町 村 では、妊 娠 期 から出 産 ・子 育 てまで

一 貫 して身 近 なところで、様 々なニーズに即

した必 要 な支 援 を行 う、伴 走 型 相 談 支 援

の充 実 を図 るとともに、妊 婦 ・子 育 て家 庭 に

経 済 的 支 援 を一 体 的 に実 施 しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産 後 ケア事 業 を実 施 している市 町 村 の実

態 を把 握 するとともに、産 後 ケア事 業 を必

要 とする人 が確 実 に利 用 できる体 制 の構

築 が必 要 です。 

 

○今 後 市 町 村 が設 置 する、子 育 て世 代 包

括 支 援 センターの機 能 を有 するこども家 庭

センター ※ 3 の機 能 の充 実 を図 っていく必

要 があります。 

 

図表 9-2-1-1 １１週以内の妊娠届出割合（％）（妊娠週数別届出数／妊娠届出者数×１００） 

項目 

 

令 和 元 年 度  

（２０１９） 

令 和 ２年 度  

（２０２０） 

令 和 ３年 度  

（２０２１） 

 妊娠１１週以内の妊娠届出割合 ９４．７ ９５．５ ９５．５ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

図表 9-2-1-2 「気になる母子支援連絡票」送付件数 

項目 

 

平成２８年度 

（２０１６） 

令和３年度 

（２０２１） 

令和４年度 

（２０２２） 

「気になる母子支援連絡票」送付件数 ６９２ ７７０ ７８２ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

（２）不妊・不育に悩む方への支援 

現状 課題 

○晩産化などの影響もあり、不妊・不育治療を受

ける夫婦が多くなってきています。 

 ○不妊・不育に悩む夫婦が、不妊・不育に関

する医学的、精神的な相談をすることができ
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このため、不妊・不育専門相談センター（岡山

大学病院）において不妊・不育に関する専門

的な相談等に対応しており、令和４（２０２２）年

度の相談件数は５６４件となっています。 

○不妊治療においては、令和４年４月から不妊

治療の保険適用が開始されています。 

○不 育 症 の方 の経 済 的 な負 担 の軽 減 を図 る

ため、先 進 医 療 に位 置 付 けられた不 育 症

検 査 を対 象 として、検 査 に要 する費 用 の一

部 を助 成 しています。 

るよう、相談窓口を周知する必要 がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

安全・安心な妊娠・

出産への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校、行政、関係機関が連携して、男女問わず性や妊娠に関する正しい

知識の普及を図り、健康管理を促すプレコンセプションケア※３を推進しま

す。 

○妊娠、出産に不安や悩みを持つ人に対し、おかやま妊娠・出産サポートセ

ンター等専門相談の場を広く周知するように努めます。 

○医療・保健・福祉・市町村等との連携を進めることにより、妊娠・出産・産

後ケアへと切れ目のない支援に結びつける体制づくりを進めます。また、

妊婦と胎児の健康に関する保健指導を強化し、支援の必要なハイリスク

妊産婦への早期支援を充実させます。 

○メンタルヘルスの不調を訴える妊産婦に対し、産科・精神科の連携を推

進し、必要な支援が提供できるよう取り組みます。 

○安心して妊娠、出産することができるよう母子保健事業の精度管理や広

域的支援を推進します。 

○妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズ

に即した必要なサービスにつなぐ伴走型相談支援を行う市町村に支援を

行い、悩みを抱える保護者への早期支援に努めます。 

○支援を要するすべての産婦に心身のケアや育児サポートが提供できるよ

う市町村の産後ケア事業の実態を踏まえ、広域的な連携支援に取り組

みます。 

○今後市町村が設置するこども家庭センターが、地域の関係医療機関（産

婦人科・小児科・精神科・歯科等の診療科）及び助産所等と連携し、妊

娠期から子育て期まで包括的な切れ目のない質の高い母子支援が行え

るよう、市町村への技術的支援に努めます。 

不妊・不育に悩む方

への支援 

○不妊・不育に関する専門相談を行う対応や、不育症検査費に係る一部

助成を実施するとともに、相談対応機関の周知に努めます。 
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 ３ 数値目標 

  

項目 

 

現状 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

妊娠中の母の喫煙率 

 

 

２．４％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

０％ 

 

 

妊娠中の母の飲酒率 

 

 

０．６％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

０％ 

 

 

産婦健診受診率  ８５．２％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

９５％ 

妊娠・出産に満足している者の割合  ８４．０％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

９０％ 

 （令和３年度（２０２１） 厚生労働省 母子保健課調査）    

 

 

※１ ＥＰＤＳ 

産後うつ病のスクリーニング検査として使用されているエジンバラ産後うつ病自己評価票。１０

項目について、母親が自己記入式で回答する調査票。日本での推奨カットオフ値は８／９点 

 

※２ 子育て世代包括支援センター 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うため市町村が設置するもの。妊娠・出産・

育児に関する各種の相談に応じるなど、妊産婦や乳幼児の健康の保持増進に関する支援を行う 

 

※３ こども家庭センター 

子育て世代包括支援センター（母子保健）と子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）の設立の

意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相

談支援を行う機能を有する機関  

 

※４ プレコンセプションケア 

   男女ともに性や妊娠に関する正しい知識を身に着け、健康管理を行うよう促すこと 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ２ 母子保健  

 

２ 子どもの成長支援  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）乳幼児支援 

現状 課題 

○市町村では、乳児健康診査や１歳６カ月児健

康診査、３歳児健康診査を実施し、発育、発

達のチェックとともに、疾病や障害等を早期に

発見し、心身の発達を支援するとともに、栄養

や生活習慣等、育児に関する助言、指導を

行っています。令和３（２０２１）年度では、１歳

６カ月児健康診査の受診率は９６．７％、３歳

児健康診査の受診率は９５．７％と向上してい

ます。さらに、児童虐待予防等の視点から、 

１歳６カ月児健康診査では未受診児の９７．１

％、３歳児健康診査では９８．７％の状況を把

握し、受診勧奨や育児不安を有する保護者の

支援を行っています。（岡山県健康推進課

「岡山県の母子保健」） 

○乳幼児健康診査を受けやすくする工夫や、

未受診者への電話、訪問等による状況把握

及び受診勧奨により、きめ細かな対応と育児

支援を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）心身の発育・発達に課題のある子どもへの支援  

現状 課題 

○県では新生児に対し、心身障害を引き起こす

先天性の病気を早期発見し、発症の予防のた

め、フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常

や先天性甲状腺機能低下症等２５疾患を対

象としたマス・スクリーニング検査を実施してお

り、令和４（２０２２）年度には９人の患者が発見

されています。 

○市町村では、新生児に対し自動調整脳幹反

応検査装置（ABR）による聴覚検査を実施して

います。県では、聴覚障害を早期に診断して

適切な療育に結びつける体制を平成１３（２００１）

年から、全国に先駆けて全県的に整備する

等、市町村を支援しています。平成１３（２００１）

年度から令和３（２０２１）年度までに精密検査

を受診し、聴覚障害と診断された児は７７４人

います。 

○発見された際の早期治療への支援や親の不 

安感軽減に向けた支援が必要です。 

 

 

 

 

 

○全新生児の受診を実現するため、保護者へ

の啓発を行うとともに、精密検査が必要となっ

た際などに親の不安感を軽減し、児が必要な

療育を受けられるように支援等していくことが

必要です。 
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○令和３（２０２１）年、低体重児（２，５００ｇ未満）

出生割合は９．１％（１，１９１人）で横ばいで推

移しています。そのうち、極低体重児（１,５００ｇ

未満）は、０．７％（９３人）、超低体重児（１,０００

ｇ未満）は、０．３％（４３人）となっています。 

 

 

 

 

○健診等で把握される発達障害の疑いのある児

の割合は増加傾向にあります。乳幼児健康診

査や保健師の訪問、幼稚園や保育所等から

の相談により把握される発達障害等の疑いの

ある乳幼児に対して、保健所では、子どもの健

やか発達支援事業等を通じて、障害を早期

に発見し、適切な支援を受けられるよう取り組

んでいます。 

○低出生体重児の割合が増加する要因として

は、妊娠前の好ましくない生活習慣や痩せ

（低栄養状態）、妊娠中の飲酒や喫煙、歯

周病、高齢出産等の因子が報告されており、

産科医療機関と市町村が連携して切れ目の

ない支援を行うことが必要です。 

○小さく生まれた子どもに対して、親に寄り添い

育児不安を軽減し、健やかな子育て支援が

求められます。 

○健診等で発達の課題を適切にアセスメントし、 

子どもの特性や障害にあった支援が切れ目な

く提供できる専門職の継続的なスキルアップ

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

図表 9-2-2-1 岡山県の出生数と低体重児の割合  

 

 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

－ 328 －



（３）虐待予防対策   

現状 課題 

○市町村では、面接や健診、訪問等の伴走型

相談支援により、児童虐待の予防に努めてい

ます。 

○気になる母子をはじめ、虐待が疑われる事例

や虐待事例に対し、市町村、医療機関、保健

所、学校、保育所、児童相談所等が連携し、

早期の情報共有やケース会議、訪問による支

援を実施しています。 

〇育てにくさを感じたときに対処できる親は、令和

３（２０２１）年度、８５．１％ですが、乳幼児期に

体罰や暴言、ネグレクト等によらない子育てをし

ている親は、子どもが３・４か月児で９５．２％、

１歳６か月児で８１．３％、３歳児６６％と子ども

年齢の上昇に伴い、減少しています。（厚生労

働省「母子保健課調査」） 

○児童虐待の早期発見には、関係機関や市町

村相互の連携が必要です。 

 

○虐待が疑われる事例のなかでも、問題が複

雑・多様化しているものがあり、他職種が柔軟

に連携して、早期支援を行っていく必要があり

ます。 

 

〇体罰等によらない子育てを進めるためには、

体罰等に対する意識を県民一人ひとりが

変えていけるよう地域全体で取り組んでい

く必要があります。 

○親が子どもの成長や発達についての正しい

知識を身に着け、子どもの成長過程に適

した育児を行っていく必要があります。 

 

（４）子育てや子どもを育てる家庭への支援  

現状 課題 

○少子化、核家族化の進行等により、家族機能

が低下し、地域の人間関係のつながりも希薄

になっています。このような背景から、地域の中

で相談、支援を受けることなく孤立した状態で

子育てを行う親が増えています。 

○地域の健康づくりボランティアである愛育委員

が子育て世代の親に地域での声かけや訪問を

行うなどして、子育て中の親と地域の橋渡しを

し、子育てしやすい地域づくりに取り組んでいま

す。令和３（２０２１）年度、この地域で子育てを

したいと思う親は、９５．３％となっています。 

  （厚生労働省「母子保健課調査」） 

○地域ぐるみで子育て支援を行う機運の醸成と

地域ぐるみの支援の充実を図るため子ども子

育て支援計画に基づいた育児支援体制を推

進する必要があります。 

 

○子育て世代が孤立化しないよう、行政と健康

づくりボランティアとの連携、協力が必要で

す。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

乳幼児支援 

 

 

 

○市町村が実施する乳幼児健診等母子保健事業の実施状況や未受診

者及び要フォロー児への対応等を母子保健システム全体で捉え、課題

の抽出や改善策を保健所とともに検討する母子保健評価事業の充実を

図ります。 

○乳幼児健康診査等の母子保健事業の精度管理や広域的支援の推進

に取り組みます。 

心身の発育・発達に

課題のある子どもの

支援 

 

 

 

 

 

○先天性代謝異常等検査及び新生児聴覚検査の全新生児受診に向け

て、母子保健事業を通じた保護者への普及啓発を進めるとともに、検査

の精度管理、検査実施体制や早期治療、療育体制の整備を図ります。 

○低体重児出生等を予防するため思春期や妊娠初期からの保健指導を

学校や市町村と連携して行います。 

○地域で母子保健を担う保健師等の研修を継続的に実施し、虐待予防や

障害児支援等のスキルアップを図るとともに、母子保健システムをＰＤＣＡ

サイクルで効果的に展開できる専門職を育成します。 

虐待予防対策 

 

 

 

○妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズ

に即した必要なサービスにつなぐ伴走型相談支援を行う市町村に支援を

行い、悩みを抱える保護者への早期支援に努めます。【再掲】 

○妊娠届出時の面接や健診等により把握されたハイリスク妊婦、要支援児

童等に対し、市町村（要保護児童対策地域協議会）を核に、市町村、医

療機関、保健所、学校、保育所、児童相談所等、多機関の連携による

早期支援を行います。 

子育てや子どもを育

てる家庭への支援 

 

○愛育委員等地域の健康づくりボランティアと連携し、地域で孤立しがちな

親子に声かけを行うなど、地域ぐるみで子育てを支援します。 

○地域、学校、企業、行政等が連携して子育て世代に優しい地域づくりを 

 行う体制整備に取り組みます。 
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 ３ 数値目標 

 

項目 

 

現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

全出生児数中の低体重児割合   

 

 

９．１％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

減少 

 

新生児聴覚検査受診率 

 

 

９２．４％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

１００％ 

１歳６か月児健康診査受診率 

 

 

９６．７％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

９７．５％ 

３歳児健康診査受診率 

 

 

９５．７％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

９７．０％ 

 

乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらない

子育てをしている親の割合  

３・４か月児 ：９５．２％ 
１歳６か月児：８１．３％ 
３歳児     ：６６．０％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

３・４か月児 ：９５．０％ 
１歳６か月児：８５．０％ 
３歳児     ：７０．０％ 

育てにくさを感じたときに対処できる親の割合  ８５．１％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

９０．０％ 

この地域で子育てをしたいと思う親の割合  ９５．３％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

現状維持 

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある

保護者の割合  

３・４か月児 ：９０．９％ 
１歳６か月児：８１．１％ 
３歳児     ：７４．９％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

３・４か月児 ：９２．０％ 
１歳６か月児：８５．０％ 
３歳児     ：７５．０％ 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ２ 母子保健  

 

３ 思春期保健 

 

 １ 現状と課題 

 

（１）思春期からの健康づくり支援 

現状 課題 

○２０歳未満の自殺者は、令和３（２０２１）年度

は１４人で、近年、増えています。２０歳未満の

死因の第１位が自殺となっています。 

 

○令和３（２０２１）年度の人工妊娠中絶率は５．２

‰、十代の人工妊娠中絶も３．６‰と、どちらも

全国平均より高 く推移しています。 （図表

9-2-3-1） 

○妊娠と年齢の関係について正しく知っている県

民の割合は、令和４（２０２２）年度、５５．６％

であり、妊娠・出産に関する正しい知識がない

ために、子どもを持ちたいと望む人が妊孕性※ 

（にんようせい）等の問題から子どもを持てない

という実態があります。（岡山県健康推進課

「妊孕性認識度調査」） 

○思春期世代の女性を中心としたダイエット志向  

により、令和３（２０２１）年度、１６歳女子の「痩

身傾向」は、３．４６％で全国平均の２．３３％を

上回っています。（文部科学省学校「保健統計

調査」） 

○心の健康保持・増進を図る予防対策に努め

るとともに、相談体制の整備や相談窓口の周

知が必要です。また、相談に対応できる専門

家の養成が必要です。 

○予期せぬ妊娠を避けるとともに、中高生等の

 若い年代から避妊や性感染症予防等の性

 教育を行っていく必要があります。 

 

○思春期世代への妊孕性や高齢出産のリスク

など妊娠、出産に関する正しい知識の啓発に

努める必要があります。 

 

 

 

 

○やせや喫煙、飲酒は、自らの健康のみならず

将来、妊娠した際に低体重児出生のリスク要

因にもなるため、思春期世代から自らの健康

に関心を持ち、適切な健康管理を行っていく

必要があります。 

※妊孕性：妊娠のしやすさ 
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図表 9-2-3-1 十代の妊娠中絶数及び妊娠中絶率の年次推移  

 

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」） 

 

 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

思春期からの健康づ

くり支援 

 

 

 

 

○思春期の心と性の問題に対応するため、子どもの心の診療拠点病院等

の医療機関と学校等との連携を推進し、相談体制を整備します。 

○思春期世代から結婚、妊娠、出産の選択を含めた自身のライフプランを

自己決定できるよう、学校等と連携して妊孕性も含めた妊娠・出産に関

する正しい知識の普及啓発に継続的に取り組みます。 

○学校や市町村、地域の愛育委員等の健康づくりボランティアと連携して

思春期の健康づくりや生活習慣の見直しなどの普及啓発を出前講座や

学園祭などを通じて実施します。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ２ 母子保健 

 

４ 小児に対する医療対策  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）医療費の助成 

現状 課題 

○未熟児養育医療 

出生時の体重が少ない場合、呼吸器系や消

化器系に異常がある場合、強い黄疸がある場

合など直ちに治療が必要な未熟児に対する医

療費の自己負担部分について公費負担を行っ

ています。（図表9-2-4-1） 

○身体障害児育成医療 

身体に障害があるか、又は現存する疾患を放

置すればかなりの障害を残すと認められる児

で、手術等の治療によって確実な治療効果が

期待できる場合に、その障害の除去軽減に必

要な医療費の公費負担を行っています。（図

表9-2-4-1） 

○小 児 慢 性 特 定 疾 病 医 療  

小 児 の慢 性 疾 病 で、治 療 が長 期 にわたり医

療 費 面 でも負 担 が大 きい小 児 慢 性 特 定 疾

病 のうち、厚 生 労 働 大 臣 が定 める788疾 病

（16疾 患 群 ）に対 し、医 療 費 の公 費 助 成 を

行 っています。（図 表 9-2-4-2） 

○小 児 医 療 費 公 費 負 担 制 度  

小 児 の健 康 保 持 ・増 進 を図 るとともに経 済

的 負 担 の軽 減 のため、通 院 分 は就 学 前 ま

で、入 院 分 は小 学 校 ６年 生 までを対 象 とし

た小 児 医 療 費 公 費 負 担 制 度 を実 施 してい

ます。 

○成 長 の各 段 階 において、対 象 となる小 児

及 び家 族 のニーズに的 確 に対 応 した医 療

費 助 成 及 び施 策 の展 開 を図 る必 要 があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医 療 費 助 成 や更 なる対 象 疾 病 の拡 大 に

ついて、適 切 に対 応 する必 要 があります。 

 

 

 

 

○引 き続 き市 町 村 や関 係 機 関 と連 携 を図 る

必 要 があります。 
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（２）QOL（生 活 の質 ）の向 上  

現状 課題 

○治療の長期化により、健全な育成が阻害され

るなど、対象となる小児及び家族の精神的負

担は極めて大きなものがあります。 

○対象となる小児及び家族が安全に安心して

生活ができ、その負担ができる限り軽減され

るよう、ＱＯＬの向上という視点に立った、療養

体制、在宅支援システムや相談支援体制の

確立等の環境整備が必要です。 

 

 

図表 9-2-4-1 未熟児養育医療等給付状況年次推移  

区   分 
平 成 30年 度  

(2018) 
令 和 元 年 度  

(2019) 
令 和 ２年 度  

(2020) 
令 和 ３年 度  

(2021) 
令 和 ４年 度  

(2022) 

未熟児  

養育医療  
件 数  967 832 1,008 974 1,232 

医療費  98,999 99,581 107,738 126,805 111,675 

身 体 障 害 児  

育 成 医 療  
件 数  377 273 266 245 212 

医療費  30,776 17,445 17,463 12,380 12,488 

（資料：岡山県健康推進課、岡山県障害福祉課）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 336 －



図表 9-2-4-2 小児慢性特定疾病の対象疾患群給付状況年次推移          （単位：人） 

区   分 
平 成 30年 度  

(2018) 
令 和 元 年 度  

(2019) 
令 和 ２年 度  

(2020) 
令 和 ３年 度  

(2021) 
令 和 ４年 度  

(2022) 

悪性新生物 218 210 237 207 208 

慢性腎疾患 111 113 129 107 103 

慢性呼吸器疾患 59 50 62 60 61 

慢性心疾患 235 206 227 200 192 

内分泌疾患 705 638 704 581 564 

膠原病 55 58 69 55 54 

糖尿病 100 99 111 91 94 

先天性代謝異常 42 42 44 36 32 

血液疾患 37 37 44 36 38 

免疫疾患 18 17 18 17 17 

神経・筋疾患 192 198 211 193 194 

慢性消化器疾患 107 102 125 123 130 

染色体又は遺伝子 

に変化を伴う症候群 

38 38 39 36 38 

皮膚疾患 8 12 12 11 13 

骨系統疾患 33 37 41 34 35 

脈管系疾患 6 8 8 8 8 

計 

（県） 

（岡山市） 

（倉敷市） 

1,964 

597 

871 

496 

1,865 

535 

848 

482 

2,081 

607 

915 

559 

1,795 

494 

794 

507 

1,781 

464 

799 

518 

（資料：岡山県医薬安全課） 

（注） 小児慢性特定疾病患者数は、県及び岡山市、倉敷市が認定した患者数 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

医療費の助成 

 

○患児が必要な医療を適切に受けることができるよう、各種医療給付を適

切に行い、患者家族の経済的負担の軽減を図ります。 

○小児医療公費負担制度が適切に運用されるよう関係機関との調整を図

ります。 

ＱＯＬ（生活の質）の

向上 

 

 

 

 

 

 

 

○小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を実施することで、小

児慢性特定疾病児童等のＱＯＬの向上を図ります。 

○安心して療養生活が送れるよう、家族に対して保健所等の相談窓口を

周知します。 

○市町村と連携し、未熟児や疾病・障害のある幼児の家庭に対して、訪問

等により適切な養育ができるよう支援します。  

○岡山県難病相談・支援センターに小児慢性特定疾病児童等自立支援

員を配置し、相談支援、就労支援、患者・家族会との連携や情報交換

などきめ細かな支援を行います。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ３ 学校保健 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○令和３（2021）年度の痩身傾向児の割合は、

身長の伸びが落ち着いてくる16歳（高校２年

生）女子は3.46％です。参考値として、10歳

（小学５年生）は、男子2.79％、女子2.27％、

13歳（中学２年生）は、男子 2.81％、女子

3.59％、16歳（高校２年生）男子は、4.52％

です。 

令和３（2021）年度の肥満傾向児の割合は、

10歳（小学５年生）は男子11.90％です。参考

値として、10歳（小学５年生）女子は10.08％、

13歳（中学２年生）は、男子11.24％、女子

9.99％、16歳（高校２年生）は男子10.50％、

女子4.80％です。 

○令和３（2021）年度、う蝕のない12歳児の割

合は、74.0％です。 

 

 

○令和４（2022）年度、１週間の総運動時間（体

育授業を除く。）が60分未満の児童生徒の割

合は、小学５年生男子9.5％、女子15.5％、

中学２年生男子7.6％、女子17.9％です。 

○痩身傾向児は、全国と比較すると、16歳（高

校２年生）女子をはじめ、10歳（小学５年生）

男子、13歳（中学２年生）男女、16歳（高校

２年生）男子は高くなっています。 

肥満傾向児は、全国と比較すると、10歳  

（小学５年生）女子と13歳（中学２年生）男女

は高くなっています。 

本県は、特に小中学校の女子で痩身傾向と

肥満傾向の２極化していると言えます。 

 

 

 

 

○う蝕のない12歳児の割合は、全国の71.7％

と比較すると、約２ポイント高くなっています

が、う蝕予防対策は重要であるため、引き続

き歯科保健活動を充実する必要があります。 

○１週間の総運動時間（体育授業を除く。）が

60分未満の児童生徒の割合は、全国と比較

すると、小学５年生は男女ともに高く、中学２

年生は男女ともに同等ですが、引き続き、運

動習慣の定着を図る必要があります。 

（参考：令和３（2021）年度文部科学省学校保健統計調査、令和４（2022）年度全国学力・運動

能力・運動習慣等調査） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

生活習慣の見直し 

 

○バランスのとれた食生活や、適度な運動などの健康づくりの習慣を身につ

けるための保健教育の充実を図ります。また、定期健康診断の結果に基

づいた事後措置及び適切な健康相談が行われるよう指導します。 

○歯科検診の結果に基づき、個別の保健指導を推進するとともに、自己管

理能力の育成を目指した学校歯科保健活動及び、保護者への啓発活

動を奨励します。 

運動習慣の定着  ○「いきいき岡山っ子☆運動習慣カード」や「みんなでチャレンジランキン

グ」への積極的な参加を呼びかけ、運動遊びを通して、体を動かす

楽しさを伝えます。 
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１ 現状と課題 

 

現状 課題 

○岡山県における職域の定期健康診断結果の

有所見者の割合は、平成15年以降年々高く

なり、令和４年は57.6%（全国は58.2%）に達し、

受診者の半数以上に何らかの所見がある状態

となっています。（図表９-４-１-１、９-４-１-２） 

○岡山県における過重労働などによる脳・心臓

疾患の労災保険支給決定件数は、令和３年

は２件となっています。なお、労災保険支給決

定件数は年によって増減しており、平成29年以

降５カ年での平均決定件数は約６件となってい

ます。(図表９-４-１-３) 

○令和３年厚生労働省実施の労働安全衛生調

査によると、仕事や職業生活でストレス等を感じ

る労働者は53.3％となっています。 

一方、岡山県における精神疾患の労災保険

支給決定件数は、令和３年は12件で、令和２

年から大幅に増加しています。なお、平成29年

以降５カ年での平均決定件数は約８件となって

います。 

○石綿障害に関しては、岡山県内における石綿

ばく露による肺がん及び中皮腫の労災保険支

給決定件数は、令和３年は41件で、過去5カ

年間でも年平均41件と高止まりの状況にありま

す。石綿を使用した建築物の解体作業のピー

クは2030年と言われており、今後、増加するこ

とが予想されます。(図表９-４-１-４) 

また、石綿以外の粉じんや、有機溶剤等有

害物による負傷・疾病も、相当程度発生してい

ます。 

 

 

 

 

○社会全体が高齢化社会を迎えている中、職域

においても高年齢労働者の割合が高まってい

ます。 

○有所見率が10％を超える健康診断検査項

目は、血中脂質検査、血圧、肝機能検査、

血糖検査で、これらの改善が重要となってい

ます。 

 

○長時間労働抑制や、休暇の取得など、働き

方の改善が重要となっています。 

 

 

 

 

○令和4年から全ての事業場におけるパワーハ

ラスメント防止が義務化されたこともあり、より

一層メンタルヘルス対策を進め、労働者が安

心し、過大なストレスにさらされることなく働くこ

とができる職場環境づくりが重要となっていま

す。また労働者に対するストレスチェックの実

施（労働者数50人未満の事業場は努力義

務）を広げることも重要です。 

○石綿障害については、解体作業等におけるば

く露防止対策（特に事前調査を確実に実施す

ること）の徹底、離職者の健康管理対策の徹

底など、石綿障害予防規則に基づく対策が重

要となっています。また、粉じん障害防止規則

や有機溶剤中毒予防規則など、既存の特別

規則に基づく措置はもとより、特別規則対象

物質以外の化学物質に関しても新たな管理

を行うべく、令和４年に労働安全衛生法など

が改正され、ばく露低減措置などが必要とな

る化学物質の大幅増、リスクアセスメントを中

心とした自主的管理活動の充実、作業環境

や保護具の適正管理など、必要な措置内容

の周知と徹底が重要になります。 

○年齢が高まるにつれ、身体機能・運動機能の

低下が起こり、健康診断での有所見者割合の

増加や、転倒など労働災害の要因にもなって

章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ４ 職域保健 
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○実情に応じた、職場における受動喫煙防止措

置が事業者の努力義務となっています。 

 

 

○県や各保健所単位において、地域･職域保健

連携推進協議会の場や各保険者との連携に

より、働きざかり世代の健康づくりの推進を図っ

ているところです。 

○がん・脳卒中・肝疾患などの疾病を抱える方々

が、治療と職業生活が両立できるよう、事業場

等の取組を支援することが重要となっていま 

す。 

 

おり、高年齢労働者へのフォローが重要になっ

ています。 

○事業場の現状を把握・分析し、中小企業に

対する受動喫煙防止対策助成金を活用し

て、最も効果的なものとなるよう、自主的な取

組が必要です。 

○地域保健と職域保健において、更なる連携 

が必要です。 

 

 

○職場における意識啓発のための研修や休暇

制度・勤務制度の導入などの環境整備、両

立支援の進め方などを整備し、病気になって

も仕事を辞めず働き続ける環境を整備するこ

とが重要です。 

 

 

図表９-４-１-１ 定期健康診断における有所見率の推移  （単位：％） 
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（資料：岡山労働局）  
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図表９-４-１-２ 令和４年 定期健康診断における項目別有所見率  （単位：％） 
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（資料：岡山労働局）  

 

 

図表９-４-１-３ 

  過重労働による脳・心臓疾患、精神障害等の労災補償支給決定件数の推移（単位：件数） 
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（資料：岡山労働局）  

 

 

図表９-４-１-４ 石綿にかかる労災請求・支給決定件数の推移（単位：件数）  
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（資料：岡山労働局）  
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

定期健康診断におけ

る有所見率の改善に

向けた取組等 

 

 

 

○定期健康診断結果の労働者への通知、有所見者に対する就業上の区

分に関する医師意見聴取、希望者に対する医師面談、医師の意見を勘

案した作業転換や労働時間短縮等の措置について、指導を行います。 

○定期健康診断の結果に基づく保健指導、健康教育、健康相談の各事

項について、事業者が確実に取り組むように、周知啓発、要請、指導を

行います。 

過重労働対策 ○長時間労働の抑制、休暇の取得促進など、「働き方改革」の取組促進に

ついて、指導を行います。 

○一定の長時間労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、医

師の面接指導を行うように周知啓発、指導を行います。 

メンタルヘルス対策 ○ストレスチェックの実施と併せ、職場分析の実施、高ストレス者に対する面

接指導の実施について、指導勧奨を行います。また、労働者数50人未

満の事業場に対しては「岡山産業保健総合支援センター」や「地域産業

保健センター」の活用を勧奨するとともに、ストレスチェックの実施について

指導勧奨を行います。 

○セクハラ、マタハラ、パワハラに関する法規制の周知、指導を行います。 

○「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき、メンタルヘルス

推進担当者の選任、「心の健康づくり計画」の策定などについて、指導勧

奨を行います。 

○労働者の自殺防止対策について、関係行政機関と連携し対応を図りま

す。 

石綿ほか有害物に

関する職業性疾病

予防対策 

○建築物等の解体等の作業にかかり、資格を有した者による事前調査の確

実な実施、一定規模以上の工事の事前調査結果の報告、解体等作業

時における石綿ばく露防止措置の徹底、各種の表示、作業内容や健康

診断結果など各記録関係の適切な作成と保存など、指導を行います。 

○粉じんや化学物質など、事業者が取扱う物質を正しく理解し、労働者へ

のばく露をできるだけ最少となるよう作業環境の改善を第一に指導すると

ともに、化学物質管理者や保護具着用管理責任者の選任等管理体制

の整備、労働者への有害性の周知や保護具の適正な使用にかかる教

育など、労働者へのばく露防止対策の徹底について指導を行います。 

○一人親方等、自社労働者以外の者が自社労働者と同様の作業を行う

場合における有害物へのばく露防止対策の配慮について、指導を行いま

す。 

○石綿や粉じん、一部の化学物質については、離職後の健康管理に資す

る健康管理手帳制度について周知を図ります。 

高年齢労働者対策 ○令和２年に示された「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢労

働者が安心して働くことができるよう、危険の見える化、照度の確保、身

体への負担軽減措置、体力測定の実施など、高年齢労働者に配慮した

職場環境づくりについて指導を行います。 
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受動喫煙防止対策 ○職場の受動喫煙防止対策の周知啓発を図るとともに、自主的な取組を

促進します。 

○受動喫煙防止対策助成金等の支援制度の活用を図ります。 

治療と職業生活の両

立支援 

○病気を抱える労働者が活躍できる環境を整備するため、関係機関と治療

と職業生活の両立支援のための「岡山県地域両立支援推進チーム」を

運営して、両立支援の取組の推進を図ります。 

上記項目に共通する

対策 

○産業医及び衛生管理者の選任等衛生管理体制整備を促進します。 

○岡山産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターの有効活

用や、その連携を図ることにより、地域における産業保健活動の活性化を

図ります。 

○「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の普及徹底を

図ります。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ５ 高齢者支援  

 

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○高 齢 者 人 口 は、令 和 ２（２０２０）年 から令

和 １２（２０３０）年 までの１０年 間 で、６５歳

以 上 ７４歳 以 下 の人 口 が６万 人 減 少 する

一 方 、７５歳 以 上 の人 口 が６万 人 増 加 し、

高 齢 者 全 体 の約 ６割 になると推 計 されてい

ます。 

  老 人 福 祉 圏 域 別 に見 ると、県 南 東 部 圏 域

と県 南 西 部 圏 域 では、団 塊 ジュニア世 代 が

65歳 以 上 となる令 和 ２２（２０４０）年 に向 け

て増加傾向で推移すると推計されています。

一 方 、これ以 外 の３老 人 福 祉 圏 域 では、高

齢 者 人 口 は 既 に ピ ー ク を 過 ぎ 、 令 和 ２ ２  

（２０４０）年 に向 けて減 少 すると推 計 されて

います。（図 表 9-5-1-1） 

○高 齢 夫 婦 世 帯 の数 は、令 和 ２（２０２０）年

に１０万 ７千 世 帯 （一 般 世 帯 総 数 に占 める

割 合 １３．７％）となり、平 成 ２２（２０１０）年

からの１０年 間 で２万 ７千 世 帯 増 加 していま

す。 

さ ら に 、 ６ ５ 歳 以 上 の 高 齢 単 身 世 帯 の 数

は、令 和 ２（２０２０）年 に１０万 ３千 世 帯 （同

１３．３％）となり、平 成 ２２（２０１０）年 からの

１０年 間 で２万 ７千 世 帯 増 加 しています。 

○本 県 の介 護 給 付 及 び予 防 給 付 対 象 サービ

スの利 用 者 数 は、平 成 ２８（２０１６）年 度 に

１０万 人 を超 え、以 降 は、１０万 人 前 後 が続

いています。 

○福 祉 ・介 護 職 員 の県 内 有 効 求 人 倍 率 （令

和 ４（２０２２）年 度 平 均 ）は４．１９倍 と全 職

種 の１．５５倍 を大 きく上 回 っており、介 護 職

員 等 の確 保 が困 難 な状 況 です。 

○高 齢 者 が可 能 な限 り、住 み慣 れた地 域 で

その有 する能 力 に応 じ、自 分 らしく暮 らし

続 けるためには、在 宅 での医 療 ニーズと介

護 ニーズを併 せ持 つ高 齢 者 を地 域 で支 え

られるよう、在 宅 医 療 と介 護 の連 携 を図 る

必 要 があります。 

○中 重 度 の要 介 護 状 態 の高 齢 者 を在 宅 で

介 護 する場 合 には、介 護 サービスの利 用

状 況 にかかわらず、家 族 の多 くは何 らかの

心 理 的 な負 担 や孤 立 を感 じています。ま

た、家 族 の介 護 のために離 職 せざるを得 な

い状 況 も見 受 けられ、希 望 する者 が働 き

続 けられるよう、介 護 サービス基 盤 を整 備

する必 要 があります。 

○また、地 域 での支 え合 いや多 様 な主 体 に

よる生 活 支 援 ・介 護 予 防 サービス提 供 体

制 の充 実 を図 る必 要 があります。 

○さらに、高 齢 者 が、安 心 して住 み続 けられ

る住 まいを確 保 する必 要 があります。 

○今 後 、後 期 高 齢 者 人 口 が増 加 する一 方 、

生 産 年 齢 人 口 の急 減 が見 込 まれているこ

とから、介 護 サービスに従 事 する 介 護 職

員 や訪 問 看 護 職 員 の確 保 に加 え、介 護

現 場 の 生 産 性 向 上 を 図 る 必 要 が あ り ま

す。 
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図表 9-5-1-1 岡山県の人口構成の変化（推計） 

 

 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本

の地域別将来推計人口」（平成３０年

（２０１８）年３月公表）※2000～2020 年

は、総務省統計局「国勢調査」） 
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２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

地域包括ケアシステ

ムの深化・推進に向

けた取組 

 

 

 

 

 

 

○高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立し

た日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい、自

立した日常生活の支援（生活支援）が包括的に確保される「地域包括ケ

アシステム」を地域の実情に応じて構築してきました。この地域包括ケア

システムを中核的な基盤として、人と人、人と社会がつながり、一人ひとり

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生

社会の実現を目指します。（図表９-５-１-２） 

○高齢者が必要な医療と介護を受けられるよう、医療・介護の関係団体の

協働に向けた合意形成や連携を促進するとともに、市町村の取組を支援

します。 

○中重度の要介護者、認知症の高齢者など医療ニーズのある要介護者の

増加が見込まれていることを踏まえ、看護を含めたサービス提供体制を

強化します。 

○住民運営の様々な通いの場が誕生しており、高齢者の居場所と活躍の

場の創出を通じた介護予防の取組を進める市町村を支援します。 

○高齢者の見守りや家事、外出等の日常生活を支えるため、生活支援の

担い手の養成や関係者のネットワークづくり等を行う生活支援コーディ

ネーターの配置、通いの場等に自力での参加が困難な高齢者に地域資

源を活用した付添機能サービスの提供等を行う市町村を支援します。 

○高齢者が状態の変化に応じて住まい方を選択でき、要介護状態となって

も、必要な医療・介護・生活支援サービスを利用して、住み慣れた地域

での生活を継続できるよう、高齢者の住まいの安定確保に向けた取組を

支援します。 

○市町村が開催する地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの深化・推

進に向けたネットワークづくりの有効な手段であることから、地域ケア会議

において個別ケースへの対応や地域課題の検討が行われるよう、市町村

の取組を支援します。 

介護サービス基盤の

整備 

 

○第９期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画（第９期

計画）で見込む介護給付等対象サービスの種類ごとの量に基づき、市町

村と連携し、必要なサービス量の充足に向け、事業者に参入を働きかけ

るなどの取組を行うとともに、サービスの質の向上を図ります。 

○第９期計画の介護保険施設等の必要入所（利用）定員総数に基づき、

地域医療介護総合確保基金を有効に活用し、介護サービス基盤の計

画的な整備を推進します。 

人 材 の 確 保 及 び 生

産性向上 

 

○「入職者を増やす」「離職者の再就職を促す」「離職者を減らす」「働きや

すい職場づくり」の観点から取組を進め、多様な人材の参入を促し、職員

が生き活きと働き続けることができる環境づくりと資質向上に取り組むとと

もに、介護現場の生産性向上を推進します。 
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図表 9-5-1-2 地域包括ケアシステム 

 

（資 料 ：岡 山 県 長 寿 社 会 課 ） 

                                                          

 

 

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

訪問看護（介護給付におけるサービス利用見込

み）回／月 

６７，９００ 

Ｒ３年 度  

（２０２１） 

８０，７１６ 

Ｒ８年 度  

（２０２６） 

看護小規模多機能型居宅介護の利用者数（１

月当たり）人／月 

３１５ 

Ｒ３年 度  

（２０２１） 

５７８ 

Ｒ８年 度  

（２０２６） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用者

数（１月当たり）人／月 

３７５ 

Ｒ３年 度  

（２０２１） 

４６４ 

Ｒ８年 度  

（２０２６） 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ６ 心身障害児（者）支援  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）支援体制の整備 

現状 課題 

○県内の身体障害者手帳所持者数は、令和5

（2023）年３月末現在、68,488人であり、最近

４年間では人数で4.4％（3,176人）減少してお

り、また、障害の程度別では１・２級の重度身

体 障 害 者 が 47.4 ％ を 占 め て い ま す 。 （ 図

9-6-1-1） 

○県内の療育手帳所持者数は、令和5（2023）

年３月末現在、19,778人であり、最近４年間

では人数で10.9％（1,939人）増加しており、ま

た、障害の程度別では、最重度・重度の者が

全体の31.1％を占めています。（図表9-6-1-

2） 

○ノーマライゼーションの理念の下、障害の有無

によって分け隔てられることなく、誰もが生き

活きと輝く共生社会の実現を目指す必要が

あります。 

○障害の種別に関わりなく障害のある人が地域

で自立した生活を営むことができるよう、保健

医療と福祉との連携の下に、各種施策を総

合的・計画的に推進することが必要です。 

 

図表 9-6-1-1 身体障害者手帳所持者数の推移                           （単位：人） 

 平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（202１） 

令和４年度 

（2022） 

18歳未満 1,249 1,194 1,158 1,094 1,060 

18歳以上 70,415 69,776 69,098 68,370 67,428 

合 計 71,664 70,970 70,256 69,464 68,488 

 （資料：岡山県障害福祉課） 

 

図表 9-6-1-2 療育手帳所持者数の推移                                （単位：人） 

 平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（202１） 

令和４年度 

（2022） 

18歳未満 4,057 4,072 4,133 4,176 4,319 

18歳以上 13,782 14,247 14,699 15,113 15,459 

合 計 17,839 18,319 18,832 19,289 19,778 

 （資料：岡山県障害福祉課） 
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（２）重度障害児（者）等への支援 

現状 課題 

○重症心身障害児者（重度の知的障害及び重

度の肢体不自由が重複している人）等に治療

及び日常生活の指導を行う医療型障害児入

所施設及び療養介護事業所が、それぞれ３

施設整備されています。（図表9-6-1-3） 

○居宅で介護を行う家族が病気の場合や一時

休息をとる場合等に、重症心身障害児者等の

短期間の受け入れを行い介護等を行う医療

型短期入所事業所が19施設（令和４（2022）

年度末）整備されています。 

○在宅で医療的ケア児等（重症心身障害児者

を含む）の子育てや介護を行う家族の負担軽

減を図るため、医療的ケア児支援センターを

設置し、各種相談や助言、情報提供を行うと

ともに、短期入所事業所の整備・充実等を進

めています。 

○自立支援医療の給付状況は、身体に障害の

ある人への更生医療、身体に障害のある子ど

もへの育成医療、精神障害のある人への精神

通院医療の合計で、令和４（2022）年度は、

28,022人となっています。（図表9-6-1-4） 

○重度の身体障害又は知的障害のある人に対

し、県及び市町村により、医療費の助成を行っ

て い ま す 。 （ 令 和 ４ （ 2022 ） 年 度 受 給 者 数

18,004人） 

〇重症心身障害児者等に対し、障害に応じた

適切な支援を行い、生活の質の向上が図ら

れるよう、診断・治療、相談・指導、訓練など

を一貫して提供するとともに、重症心身障害

児者等に対応した医療・福祉サービスの一層

の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○身体等に障害のある子ども（人）の心身の障

害の状態を軽減して、必要な日常生活能力

等の回復等が図られることが求められていま

す。 

 

○重度の障害のある人が必要な医療を受けや

すくするために、引き続き医療費に係る経済

的負担の軽減を図る必要があります。 

 

 

図表 9-6-1-3  医療型障害児入所施設及び療養介護事業所                           

施 設 名 所 在 地 

旭川療育園 岡山市北区祇園 

旭川児童院 岡山市北区祇園 

独立行政法人国立病院機構南岡山医療センター 都窪郡早島町早島 

 （資料：岡山県障害福祉課） 

 

図表 9-6-1-4 自立支援医療給付状況（支払決定実人員）の推移             （単位：人） 

 平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

令和３年度 

（202１） 

令和４年度 

（2022） 

更生医療  9,910  9,158  9,107  9,347  9,516 

育成医療    377    273    266    245    212 

精神通院医療 16,137 16,663 20,362 17,965 18,294 

合 計 26,424 26,094 29,735 27,557 28,022 

 （資料：岡山県障害福祉課、健康推進課） 

（注 ）「精 神 通 院 医 療 」については、岡 山 市 分 を除 く。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

支援体制の整備 ○岡山県障害者計画に基づき、障害のある人が地域で自立した生活を送

ることができるよう、保健医療と福祉との連携の下に、必要な支援を一貫

して提供できる体制の整備を進めます。 

重度障害児（者）等

への支援 

○医療型障害児入所施設等において、重症心身障害児者等が診断・治

療、相談・指導、訓練などを一貫して受けることができるよう、入所者への

医療・福祉サービスの充実を図ります。 

○在宅で医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）の介護を行う家族

の負担軽減を図り、医療的ケア児等（重症心身障害児者を含む）が県内

どこでも安心して生活できるよう、地域バランスについて考慮しつつ、医療

型短期入所事業所の整備・充実を進めるとともに、医療的ケア児支援セ

ンターの機能強化を図ります。 

○障害のある子ども（人）の心身の障害の状態の軽減を図り、日常生活能

力、社会生活能力又は職業能力を回復、向上又は獲得することができ

るよう、自立支援医療の的確な給付を行います。 

○重度の身体障害又は知的障害のある人が、必要な医療を適切に受ける

ことができるように、心身障害者医療費公費負担制度により、医療保険

各法の規定による自己負担分の一部について、助成を行います。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ７ 発達障害児（者）支援 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○小児科医や乳幼児健診に携わる医師に対す

る研修を実施するなど、発達障害の早期発見

及び早期支援のための体制整備を進めていま

す。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

○発達障害者支援センターを設置して、当事者

や家族への相談・発達支援等を行うとともに、

発達障害者支援センターと市町村に配置した

発達障害者支援コーディネーターが連携し、

県全体の支援体制の強化を図っています。 

○施策の検討・推進に当たっては、専門医療機

関との連携が不可欠です。 

○乳幼児健診等を通じて発達障害の疑いのあ

る子どもを早期に把握し、確実に診断や療育

等の適切な支援につなげる必要があります。

【再掲】 

○早期療育のほか、就学期や成人期において

必要な支援が受けられるよう、各地域におい

て適切に発達障害の診断や発達支援ができ

る専門的な医療機関や支援機関を確保する

必要があります。【再掲】 

○発達障害のある子ども（人）やその家族が、県

内どの地域においても身近に充実した支援が

受けられるよう、各市町村において、コーディ

ネーターの配置等により関係機関が連携した

支援体制が整備される必要があります。 

○保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関・

団体との連携を強化して、乳幼児期から成

人期までのライフステージを通じた切れ目な

いサポート体制を構築する必要があります。 

 

図表 9-7-1-1  発達障害者支援センター                           

施 設 名 所 在 地 

おかやま発達障害者支援センター 岡山市北区祇園 

おかやま発達障害者支援センター（県北支所） 津山市山下 

岡山市発達障害者支援センター 岡山市北区春日町 

 （資料：岡山県障害福祉課） 

 

図表 9-7-1-2  市町村の発達障害支援体制                  

岡山市を除く26市町村：発達障害者支援コーディネーターを配置 

岡山市：発達障害者支援センターを設置 

 （資料：岡山県障害福祉課） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

発達障害児（者）へ

の支援 

○医療を基盤とした支援体制構築に向けて、専門医療分野からのサポート

の導入を図ります。 

○発達障害の疑いのある子どもを早期に把握し、確実に専門機関での診断

や療育等の適切な支援につなげるための取組を進めます。【再掲】 

○子どもの心の診療拠点病院を中心に、各地域において、発達障害に専

門的に携わる医師や関係専門職の育成等を図り、全県的なネットワーク

の構築を進めます。【再掲】 

○発達障害について身近に相談できるかかりつけ医等の医療従事者を養

成するための研修を実施します。【再掲】 

○発達障害者支援コーディネーターの配置やペアレントメンターの養成・派

遣等の家族支援の取組を促進することなどにより、全ての市町村におい

て発達障害のある人への支援体制を確保した上で、発達障害者支援セ

ンター等との連携により、地域における家族も含めた支援体制の充実を

図ります。 

○発達障害のある人のライフステージごとの支援の充実とそれらを通じた一

貫性のある支援が確保されるよう、各種研修等を通じて、医師、保健師、

保育士、教員等の専門性を高めるとともに、多職種交流やスキルアップ

機会の提供などにより、トータルライフを支える人材の育成と連携の強化

を図ります。 

 

 

 ３ 数値目標 

 

項  目 現  状 
令和11年度末目標 

（2029） 

発達障害について身近に相談できるかかりつ

け医の数 

304人 

R5.3末 

（2023） 

450 人 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ８ 歯科保健 

 

１ 総合的な歯科保健医療対策の推進  

 

 １ 現状と課題 

 

歯科保健医療体制等 

現状 課題 

○国は、平成23（2011）年に「歯科口腔保健の

推進に関する法律」を制定し、歯科口腔保健

の推進に関する基本的事項で具体的な取組

を示しています。 

また、国は、令和５（2023）年に成育医療等の

提供に関する施策の総合的な推進に関する

基本的な方針を示しています。 

〇県では平成22（2010）年度に「岡山県民の歯

と 口 の 健 康 づ く り 条 例 」 を 制 定 し 、 令 和 ６

(2024）年には「第３次岡山県歯科保健推進

計画」を策定し、施策の方向性と具体的な取

組を示して、総合的かつ計画的に歯と口の健

康づくりを進めています。 

 

○県民が乳幼児期から高齢期にいたるまでの

人の生涯を経時的に捉えた歯と口の健康づく

り（ライフコースアプローチ）の推進が必要で

す。 

〇市町村を含めた母子・歯科保健、福祉等の

関係者と連携し、歯科に対する切れ目ない

支援を提供する体制づくりが必要です。 

 

○第３次岡山県歯科保健推進計画では、歯と

口 の健 康 づくりについて、指 標と目 標 値 をあ

げ、それらの目標の達成に向け有効な事業に

取り組んでいます。 

○全国的に実施されている「歯と口の健康週間

（６／４～６／10）」のほか、条例により「いい歯

の日（11／８）」を定め、県民に対し歯と口の健

康づくりに関する意識の啓発を行っています。 

○県民がライフステージごとに主体的に取り組

むために必要な情報が届くよう、工夫する必

要があります。 

 

○災害時の歯科保健医療体制では、県と県歯

科医師会との間で協定を締結して、歯科医療

救護活動を迅速かつ的確に実施できるよう、

体制を整備しています。 

○災害時の歯科保健医療について、関係者に

よる十分な協議が必要です。 

また、平時から、県民や関係者に対して災害

時における歯科保健医療の重要性の普及啓

発に努める必要があります。 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

第 ３ 次 岡 山 県 歯 科

保 健 推 進 計 画 の推

進 

○全ての県民にとって、健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯を通じ

た歯科口腔保健の実現に向け、第３次岡山県歯科保健推進計画を推

進します。 

普及啓発の推進 〇県広報紙やホームページ、SNSなどの媒体を活用し、県民が歯と口の健

康づくりについて考えるきっかけづくりを行います。 

災 害 時 の歯 科 保 健

医療の体制づくり 

○災害時における歯科医療活動や避難所における歯科保健活動などが円

滑に行われるよう、県歯科医師会をはじめとする関係機関との連携強化

を図ります。また、避難生活等における口腔内の清掃不良等による誤嚥

性肺炎の発症等、二次的な健康被害を予防するため、平時から、県民

や関係者に対して歯科保健医療の重要性の普及啓発に努めます。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進 

節名  ８ 歯科保健 

 

２ ライフステージに応じた歯科保健対策の推進  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）妊産婦期の歯科保健 

現状 課題 

○妊産婦歯科健（検）診を実施している市町

村は20市町村、妊産婦歯科保健指導を

実施している市町村は18市町村です。 

 （出典：岡山県健康推進課） 

○妊婦はつわりで歯みがきがしにくい等、口腔内

変化が起こりやすくなっています。また、妊婦

の歯周病は早産や低出生体重児の出産と

関連すると言われています。妊産婦に対する

歯科健（検）診・保健指導を充実する必要が

あります。 

〇生まれてくる子どもやその家族を含めた歯と

口の健康づくりに関する普及啓発が必要で

す。 

 

（２）乳幼児期の歯科保健 

現状 課題 

○令和３（2021）年度の１歳６か月児のむし歯の

ない児 の 割 合 は 99.4 ％で す 。また 、令 和 ３

（2021）年度の３歳児のむし歯のない児の割

合 は 88.1 ％ で す 。  （ 図 表 9-8-2-1 、 図 表

9-8-2-2） 

○３歳児のむし歯のない児の割合は市町村別

で地域格差がみられます。地域の実情に応じ

たむし歯予防対策が必要です。 

○市町村実施の３歳児歯科健診結果で、むし歯

を 10 本以上持つ児は全体の 0.62％、５本以

上 10 本未満の児は 1.68％です。  

（出典：岡山県健康推進課「令和３(2021)年

度岡山県の母子保健」） 

○乳歯20本の半数以上にむし歯があることは、

子どもの食生活を含め育児環境に問題があ

る可能性があります。県、保健所は市町村と

連携して、保護者の育児力や健康への関心

度に着目した指導を行うとともに未治療の子

どもの保護者に対して個別訪問指導等を行

うなどフォロー体制が必要です。 

○３歳児の間食回数が２回／日以下になってい

るのは 82.5％です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和３(2021)年

度岡山県の母子保健」） 

○不適切な甘味飲食物の摂取がむし歯の原因

になることから、子どもの間食回数が減るよう

保護者等に対して普及啓発することが必要

です。 
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現状  課題  

○３歳児フッ化物歯面塗布の経験率は 70.1％

です。（出 典 ： 岡 山 県 健 康 推 進 課 「令 和 ３

(2021)年度岡山県の母子保健」） 

〇フッ化物洗口事業を実施している保育所、幼

稚園、認定こども園は、令和５(2023)年 10 月

現在、３市村、３園所です。 

○むし歯予防効果の高いフッ化物を上手に利

用できるよう、県、市町村は歯科医師や歯科

衛生士等と連携して、適切な情報を提供し、

かつ技術的・専門的な支援を行う必要があり

ます。 

〇県、保健所は保育所、幼稚園、認定こども園

がフッ化物洗口事業を活用したむし歯予防に

取り組めるよう働きかける必要があります。 

〇不正 咬合がある３歳児 の割合は、26.9％で

す。また、指しゃぶりなど、口腔機能に影響す

る習癖のある３歳児の割合は、16.1％です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和３(2021)年

度岡山県の母子保健」） 

〇指しゃぶりや口呼吸などの習癖を要因として、

不正咬合になることがあり、口腔・顎・顔面の

成長発育等にも影響します。また、子どもは、

離乳食期から「噛む」ことを段階的に学習しま

す。市町村の母子保健担当者などと連携し

て、習癖の除去や食育に関する相談支援、

噛ミング30運動の推進が必要です。必要に

応じて、歯科医療機関に相談することを促す

など適切に対応することが必要です。 

 

 

図表 9-8-2-1 ３歳児 むし歯のない児の割合の年次推移 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」、厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」） 
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図表 9-8-2-2 ３歳児 むし歯のない児の割合（市町村別） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３（2021）年度岡山県の母子保健」） 

 

（３）学齢期の歯科保健                                                          

現状 課題 

〇令和３(2021)年度の12歳児でむし歯のな

い児の割合は、74.0％です。 

（図表9-8-2-3） 

○令和３(2021)年度の12歳児の一人平均

むし歯本数（DMFT）※１は0.61本です。（図

表9-8-2-4） 

○児童生徒、保護者、教職員等が、むし歯

予防に取り組む意識の醸成を図るため、

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、

特別支援学校に歯科衛生士を派遣し、歯

科保健指導等を行う「1201運動※２推進

事業」を実施しています。 

○ 1201運動を通じてむし歯予防を中心に、学

校と連携した子どもの歯と口の健康づくり事

業を広域的、かつ継続的に取り組む必要が

あります。 

○フッ化物洗口事業を実施している小学校

は、令和５(2023)年10月現在、１市、15校

です。（出典：岡山県健康推進課） 

○むし歯予防効果の高いフッ化物を上手に利

用できるよう、県、市町村は歯科医師や歯科

衛生士等と連携して、適切な情報を提供し、

かつ技術的・専門的な支援を行う必要があり

ます。 

〇県、保健所は生徒がフッ化物洗口事業を利

用したむし歯予防に取り組めるよう教育関係

者、学校歯科医師、保護者等に働きかける

必要があります。 

〇歯周病の要処置者と要観察者の割合は小

学生が15.3％、中学生が21.6％、高校生

が21.6％です。 （出典：岡山県教育庁保

健体育課「令和３(2021)年度学校保健概

要」） 

〇学齢期の歯周病予防は、成人期以降の予

防につながることから、定期的に歯科健（検）

診・保健指導を受ける重要性について、普及

啓発を行う必要があります。 
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現状 課題 

〇歯列・咬合の異常は、小学生が3.1％、中

学生が3.1％です。（出典：岡山県教育庁

保健体育課「令和３(2021)年度学校保健

概要」） 

〇歯列・咬合の異常は、口腔・顎・顔面の成長

発育等に影響します。学校等と連携し、歯科

受診を勧奨するとともに、日頃から食育及び

歯科保健指導や噛ミング30運動等に取り組

む必要があります。 

○ 令 和 ３ （ 2021 ） 年 度 の 未 処 置 歯 保 有 者

率※３は、小学生が19.8％、中学生が12.9

％、高校生が14.6％です。 

○むし歯治療率※４は、小学生が55.4％、中

学生が34.1％、高校生が29.3％です。 

（出典：岡山県教育庁保健体育課「令和３

(2021)年度学校保健概要」） 

○未処置歯保有者は年々減少していますが、

未処置歯保有者の中には前年から治療に行

っていないケースも含まれます。また、むし歯

治療率は令和２(2020)年度に減少しました

が、令和３（2021）年度には改善しています。

歯科受診に結びつけるため、学校は個別の

保健指導を推進するとともに、自己管理能力

の育成や、受診につながるような保護者への

啓発が必要です。   

 

※１ １２歳児の一人平均むし歯数（DMFT） 

学校歯科健診において、未治療のままの歯（Decayed）、失った歯 (Missing)、治療 した歯

（Filled）の本数を合計し、それを受診者数で割ったもの。12 歳児（中学１年生）の一人平均

むし歯数は、岡山県歯科保健推進計画では目標にあげています。 

※２ １２０１運動 

１２０１運動では１２歳児（中学１年生）の一人平均むし歯本数を 1 本以下にすることを目標

に、フッ化物洗口の普及や歯科衛生士を学校園に派遣し、歯磨き指導、健康教育等を行う

事業に取り組んでいます。 

※３ 未処置歯保有者率 

 定期の歯科健診において、むし歯と判断された児童生徒の割合。 

※４ むし歯治療率 

定期の歯科健診後、むし歯の治療勧告を受けた児が、その年度の１２月１日までに治療を

受けた割合。 

 

図表 9-8-2-3 12 歳児 むし歯のない児の割合の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（資料：文部科学省「学校保健統計調査」）
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図表 9-8-2-4 12 歳児 一人平均むし歯本数（DMFT） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県教育庁保健体育課「学校保健概要」、文部科学省「学校保健統計調査」） 

 

（４）成人期の歯科保健 

現状 課題 

○定期的に歯科健（検）診を受けている者の

割合は38.3％ですが、20歳代では33.5％

と特に少ないです。（図表9-8-2-5） 

○60歳で自分の歯を24本以上持っている者

の割合は74.6％ です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和３(2021)

年県民健康調査」） 

○定期的に歯科健（検）診を受けている人は、

同年代の人に比べ、残存歯数が多いという

報告があることから、治療だけでなく、予防的

管理の面から、かかりつけ歯科医を持つよう、

その普及啓発を図ることが必要です。 

○健康増進事業の「歯周病検診」などの成人

歯科健（検）診を20市町村、歯周病対策で

ある集 団健康 教育や重点健 康相談等 を

12市町村が実施しています。市町村が実

施する歯周病検診の受診率は一番高い市

町村で51.6％です。 

（出典：令和３(2021)年岡山県健康推進

課） 

〇定期的に歯科健（検）診を受けている者の割

合が低く、歯周病検診の受診率は低迷して

います。歯周病を早期発見・早期治療する

ため、県民へ周知し、関心を高めることが必

要です。 

〇全ての市町村で「成人歯科健（検）診」に取り

組む必要があります。 

〇歯周病と喫煙の関係を知っている者の割合

は、51.3％です。糖尿病との関係を知って

いる者の割合は47.3％です。（出典：岡山

県健康推進課「令和４(2022)年度岡山県

歯科保健実態調査」） 

〇歯周病と喫煙、歯周病と糖尿病との関係性

について、知識の普及啓発を図る必要があり

ます。 

〇健口体操（嚥下体操、噛み噛み体操など）

を知っている者の割合は、23.5％と低くなっ

ています。（出典：岡山県健康推進課「令

和４(2022)年度岡山県歯科保健実態調

査」） 

〇成人期以降は口腔機能の維持・向上を図る

ため、健口体操の周知・啓発が必要です。 
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図表 9-8-2-5 定期的に歯科健（検）診を受けている者の割合（年代別） 

 

（資料：岡山県健康推進課「令和３(2021)年県民健康調査」） 

 

（５）高齢期の歯科保健 

現状 課題 

○岡山県の8020達成率※１は53.3％です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和４(2022)

年度岡山県歯科保健実態調査」） 

○歯を失う２大原因はむし歯と歯周病です。成

人期の歯科疾患予防に加え、高齢期に好発

する疾患等である根面むし歯、歯・口腔領域

のがんや粘膜疾患等に関する知識の普及を

行う必要があります。 

〇なんでも噛んで食べることができる者の割合

は83.8％です。 

〇健口体操（嚥下体操、噛み噛み体操など）

を知っている者の割合は54.0％です。 

〇「口腔ケア」という言葉を知っている者の割

合は82.0％です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和４(2022)

年度岡山県歯科保健実態調査」） 

○加齢等に伴う口腔機能の低下や唾液分泌

の低下等により、誤嚥性肺炎が生じやすくな

ります。これを防ぐため、健口体操や嚥下体

操などの普及を図り、オーラルフレイル※２対

策を図る必要があります。県、市町村は保健

医療福祉関係者と連携を図って、介護予防

事業を含め一次予防に重点をおいた取組が

必要です。 

〇「歯科往診」を実施している歯科医院を知

っている者の割合は、23.6％です。 

〇「歯科往診サポートセンター」を開設している

ことを知っている者の割合は9.8％です。 

（出典：岡山県健康推進課「令和４(2022)

年度岡山県歯科保健実態調査」） 

〇在宅歯科に係る相談や往診医療機関の紹

介を行っている歯科往診サポートセンターを

県民に周知する必要があります。 

 

 

※１ ８０２０（ハチマルニイマル）達成率 

   ８０歳になっても自分の歯を２０本以上持っている７５～８４歳の者の割合。 

※２  オーラルフレイル 

   口腔機能の虚弱。症状としては、滑舌低下、むせや食べこぼし、噛めない食品の増加 

  などがある。 
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（６）その他の歯科保健 

現状 課題 

○ 障害のある子ども（人）が希望する歯科保

健医療を提供できる体制整備が求められ

ています。 

〇障害のある子ども（人）が、定期的な歯科健

（検）診により、歯科疾患の予防をすることが

できる身近な歯科医療機関が必要です。 

また、障害のある子ども（人）に対し、全身麻

酔を必要とするような歯科医療を提供できる

医療機関が十分でない状況です。 

 

 

 

項目 施策の方向 

妊産婦期の歯科保健 〇妊産婦に対して、歯科健（検）診・保健指導の受診勧奨を行います。 

〇妊産婦と生まれてくる子どもやその家族の歯科疾患予防に関する情報

提供を行います。 

乳幼児期の歯科保健 ○保健所は、地域歯科保健推進会議等で、各地域の実情を把握し、歯

科健診・保健指導の実施や、フッ化物応用等の歯科保健対策を効果

的に実施できるよう市町村を技術的に支援し、地域格差を縮小しま

す。 

○歯科保健担当者を対象とする研修会の開催等を通じて歯科保健指導

力の底上げを図り、市町村と連携して、乳幼児等を持つ保護者のむし

歯予防に対する行動の変容が図れるよう支援します。 

○むし歯予防効果の高い方法の１つであるフッ化物応用を普及します。 

学齢期の歯科保健 

 

 

○1201運動を推進し、むし歯・歯周病予防の習慣形成に向け、自己管

理ができるよう支援します。 

○むし歯予防効果の高い方法の１つであるフッ化物応用を普及します。

永久歯に生えかわる小学校でフッ化物洗口を集団的に実施することに

より、ポピュレーションアプローチとしてむし歯予防効果が期待できます。 

〇歯 科 健 診 の結 果 に基 づき、学 校 が、個別の保健指導を推進するとと

もに、自己管理能力の育成や、受診につながるような保護者への啓発

をするよう連携を図ります。 

成人期の歯科保健 〇定期的な歯科健（検）診の受診勧奨を行います。 

〇口腔の健康と肺炎や糖尿病など全身の健康の関係性、健口体操や嚥

下体操、オーラルフレイル対策等の歯と口の健康づくりに関する知識の

普及啓発を行います。 

〇医科や産業保健等と連携した歯科口腔保健を推進します。 

高齢期の歯科保健 〇定期的な歯科健（検）診の受診勧奨を行います。 

〇口腔の健康と肺炎や糖尿病など全身の健康の関係性、健口体操や嚥

下体操、オーラルフレイル対策等の歯と口の健康づくりに関する知識の

普及啓発を行います。 

〇県民が生涯にわたって歯の健康づくり、歯の喪失防止に取り組めるよう

8020運動を引き続き実施します。 

〇脳血管疾患や神経変性疾患等により在宅療養をしている人が、在宅

 ２ 施策の方向 
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歯科保健医療サービスを受けられるよう、県歯科医師会等と連携し、

歯科往診サポートセンターの設置や、人材育成のための研修会の開催

など提供体制の整備を図ります。 

〇医科や産業保健等と連携した歯科口腔保健を推進します。 

その他の歯科保健 〈障害のある子ども（人）の歯科保健〉 

〇身近な歯科医療機関で障害のある子ども（人）が、定期的な歯科健

（検）診を受けることができるよう、研修などを通じて、歯科医師や歯科

衛生士の人材育成を図ります。 

また、障害のある子ども（人）に対する高度な歯科医療体制の充実に向

けて関係機関と連携しながら検討します。 

                                                                

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

妊産婦の歯科健（検）診受診率 

 

31.6％ 

R3年度 

(2021) 

増加 

R17年度 

(2035) 

 

妊産婦の歯科保健指導を受けた率 

 

17.5％ 

R3年度 

(2021) 

増加 

R17年度 

(2035) 

 

３歳児でむし歯のない児の割合 

 

88.1％ 

R3年度 

(2021) 

95.0％以上 

R17年度 

(2035) 

 

かかりつけ歯科医を持っている３歳児の割合 

 

67.3％ 

R3年度 

(2021) 

70.3％以上 

R17年度 

(2035) 

 

12歳児でむし歯のない児の割合 

 

74.0％ 

R3年度 

(2021) 

95.0％以上 

R17年度 

(2035) 

 

中・高校生で歯肉に炎症所見を有する者の割合 

 

中学生：21.6％ 

高校生：21.6％ 

R3年度（2021） 

中学生：19.0％以下 

高校生：19.0％以下 

R17年度（2035） 

成人期 定期的に歯科健（検）診を受けている者

の割合 

38.8％ 

R3年 

(2021) 

50.0％以上 

R17年度 

(2035) 

 

高齢期 健口体操を知っている者の割合 

 

54.0％ 

R4年度 

(2022) 

70.0％以上 

R17年度 

(2035) 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  ９ 保健所の機能強化  

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○平成 ２ １ （ ２ ０ ０ ９ ）年 ４月 に健康危機管  

理、企画調整・市町村支援、専門的・技術的

な機能の強化の観点から、県の保健所を９保

健所から５保健所４支所に再編し、現在、岡

山市、倉敷市が設置する保健所と合わせ、県

内に７保健所が設置されています。 

○保健所は、地域保健法に基づき、地域の特性

を考慮しながら、医療、福祉、介護等の関係

機関と連携して地域保健基盤を構築する等、

総合的な地域保健対策を推進するとともに、

食品衛生、生活衛生、医事、薬事等の生活

環境を確保するなど、公衆衛生の専門機関と

しての役割を担っています。 

○近年、少子化・高齢化の進行や人口構造の

変化に伴い、健康課題は複雑多様化してお

り、保健所は、市町村との役割分担を明確にし

つつ、より専門的・技術的なサービスの提供

や、医療・福祉・産業保健、教育等の関係機

関等と連携した総合的な健康づくりを目指して

います。 

○大規模災害や食中毒、新興感染症等、地域

における健康危機管理事例へ迅速かつ適切

に対応する体制や災害医療救急体制の構築

等の役割が増大しています。 

 

○県保健所、保健所設置市における保健所

は、健康危機管理等に対して広域的な対応

が的確に行えるよう、保健所相互及び保健・

医療・福祉等関係機関との連携をさらに深

め、企画調整機能を果たすことが求められて

います。 

○保健所は、地域保健対策の専門的・技術 

的拠点として、新たな地域の健康課題を把 

握・分析し、迅速かつ的確に対応する情報 

拠点としての機能、企画調整、調査研究等 

の機能に加えて、専門的技術職員の人材 

育成が求められています。 

 

○保健所は、市町村の総合的な保健事業を推

進するため、市町村に対する支援を行うととも

に、医療・福祉・産業保健・教育等の関係機

関等とも連携を図り、技術支援に努めることに

より、地域保健の第一線機関としての役割を

果たすことが求められています。 

 

○地域の安全・安心の拠点として、新興・再興 

感染症等への対応や大規模災害に備えた 

災害医療救急体制の構築等健康危機管理 

機能の強化、及びそれに対応する医師、保 

健師等専門技術職の人材確保と人材育成 

が必要です。 
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２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

広域的企画調整機

能 

○保健・医療・福祉関係機関等と連携・協働して広域的に地域保健対策

を円滑に推進するため、計画の策定、推進、評価や施策の企画・立案を

行うとともに、５疾病６事業及び在宅医療についての地域医療連携を推

進するため、企画調整機能の充実を図ります。 

保健・医療・福祉に

関する専門的・技術

的拠点及び地域の

情報拠点 

 

○保健所が担う難病対策、感染症対策、地域精神保健福祉対策、食品

衛生対策、医事・薬事等の監視指導等、各種施策の推進に当たり、より

専門的、技術的なサービスの提供を図ります。 

○保健所は、環境保健センター等との連携により、感染症、食中毒、食品

検査等における新たな課題に応じた検査体制の整備を図ります。 

○地域の健康課題等に対応するため、市町村や大学等と連携し、保健・医

療・福祉に関する情報の収集・分析、調査研究を実施し、新たな健康課

題の明確化及び必要な施策展開を行うとともに、関係機関や県民に積

極的に情報発信を行います。 

○児童虐待予防や発達障害児（者）支援、ひきこもりや自殺対策、新型イ

ンフルエンザ等新たな健康課題や困難事例等に対し、より適切に対応で

きるよう、関係機関との連絡会議の開催等により、連携を強化します。 

○地域保健に関わる医師・保健師等の専門技術職員の計画的な採用と

配置に努めるとともに、資質の向上を図るため、体系的・総合的な研修を

計画的に行います。 

市町村及び職域、教

育機関等の支援 

○市町村がＰＤＣＡサイクルに基づいた地域保健活動を実施できるよう、保

健・医療・福祉の情報収集や分析等により、地域の課題に即した技術的

支援を行います。 

○市町村における健康増進計画等の各種計画策定及び推進を支援しま

す。 

○市町村における地域包括ケアシステムの体制づくりを支援します。 

○市町村の地域保健担当職員を対象とした研修等を通じ、その資質向上

を支援します。 

○地域・職域、教育機関等との連絡会議の開催等により、連携を強化し、

健康づくりや危機管理についての技術支援を行います。 

健康危機管理体制

の構築等 

 

○地域の安全・安心の拠点として、災害や感染症等について、マニュアル

等に基づき、健康危機の発生予防に努めます。 

○災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT)を養成するため、各種研修

の受講を促進し、様々な専門職員を被災地へ派遣できるよう DHEAT の

体制を整備します。 

○平常時から、関係機関と共同して実地訓練や研修等を行うことにより、関

係機関の役割を相互に理解し、健康危機管理に係る連携体制を強化し

ます。 

○健康危機発生時には、保健所所在の県民局内で機動的な人員配置を

行うなど、部署を越えた連携を図り、健康危機に対応します。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  10 健康づくりボランティアの育成  

 

１ 愛育委員 

 

 １ 現状と課題 

 

〔愛育委員の歴史と活動〕 

 昭和２５（１９５０）年、当時の岡山県衛生部が母子衛生に協力する組織をつくることにより、母子衛

生に対する一般人の関心を高め、公衆衛生思想の向上と公衆衛生活動がよくなることを目指し、愛

育委員設置要領を制定しました。久世保健所管内の真庭郡河内村（現、真庭市）に愛育委員が誕

生し、その後、他の保健所管内においても熱心な取組がなされた結果、県下全域に愛育委員組織

が広がっていき、昭和３０（１９５５）年に岡山県愛育委員連合会が発足しました。県内全市町村で愛

育委員会が組織され、活動が行われているのは岡山県だけです。少子化、高齢化が進む社会にお

いて、子どもからお年寄りまで地域の人々が、見守り、声かけを行う愛育委員活動は、これからの社会

においてなくてはならない活動です。 

 愛育委員は、母子保健の向上を目指した活動を礎として、乳幼児から高齢者まで生涯を通じて健

康であることの幸福感を持って暮らせる地域づくりを進める健康づくりボランティアです。「子どもがのび

のび育ち、誰もが個性や能力を最大限に発揮できる社会づくり」をスローガンに、行政や栄養委員等

と協働して、「第３次健康おかやま２１」、「健やか親子２１（成育医療等基本方針に基づく国民運

動）」等を推進しています。 

 

（１）愛育委員の育成と活動支援  

現状 課題 

○令和５（２０２２）年度岡山県内の愛育委員数は

１６，８９８人（内、岡山市の愛育委員は５，３７１

人）であり、人口減少に伴い、愛育委員数も減

少しています。 

○県内各地域で乳幼児から高齢者まで県民の

健康づくりを進めるボランティアとしてきめ細か

な活動を展開しています。また、行政と協力し

ながら、地域で孤立しがちな人への訪問、声か

け等も行っています。 

○県内各市町村、保健所が、地域の課題につい

て、情報交換や話し合いをしながら、組織の育

成、支援を行っています。 

○地域の母子保健の推進役として愛育委員 

の活動は大変重要であり、人材育成が必要

です。 

 

○がん検診普及啓発活動、自殺予防対策等  

愛育委員の声かけ活動が果たす役割がます

ます重要になっています。 
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図表 9-10-1-1 令和５（２０２３）年度組織名及び愛育委員数             （単位：人） 

組織名 委員数 

   備前保健所管内愛育委員連合会            １，８８０ 

   備中保健所管内愛育委員連合会           ２，３１７ 

   備北保健所管内愛育委員連合会             １，１５８ 

   真庭保健所管内愛育委員連合会              ６０１ 

   美作保健所管内愛育委員連合会              １，８６１ 

   倉敷市愛育委員会連合会                 ３，７１０ 

   岡山市愛育委員協議会                  ５，３７１ 

        合    計       １６，８９８ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

図表 9-10-1-2 令和４（２０２２）年度研修実績              （単位：回・人） 

     研修会（開催回数）             参加人員          

県 １，２３０ ２８，３１５ 

岡山市 ６０８ １０，５１４ 

 （資料：岡山県健康推進課）                                                

 

図表 9-10-1-3 令和４（２０２２）年度愛育委員活動実績               （単位：回・人） 

 

 

 

個別への関わり 集団への関わり 

 

総計 

内 訳 回数 

 

愛育委員 

参加延数 母子保健 成人・老人保健 その他 

岡山県 ３５４，３０２ ３２，２５２ ２４３，８５２ ７８，１９８ １１，２４６ １１０，２４４ 

岡山市 ２９８，２４０ １４，０９５  ９０，８３０ １９３，３１５ ３，２９２ １１，１８５ 

 （資料：岡山県健康推進課） 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

愛育委員の育成と活

動支援 

 

 

○新人愛育委員やリーダー等に対する研修会や、様々な育児支援、高齢

者問題等に関する情報提供等により、愛育委員の育成を行うとともに、

活動についての支援を行い、地域保健活動の充実に努めます。 
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章名  ９ 保健・医療・介護（福祉）の総合的な取組の推進  

節名  １０ 健康づくりボランティアの育成  

 

２ 栄養委員  

 

 １ 現状と課題 

〔栄養委員の歴史と活動〕 

 栄養改善活動は、戦後の極度の食糧難の時代に、地域の婦人たちの”どうにかして命のみは保ち

たい”という「生きるための栄養改善活動」が自然発生的に起こり、その後、県や市町村が実施する栄

養教室を修了したリーダー（栄養委員）を中心とした自主的な栄養改善活動が住民参加で行われる

ようになりました。 

 栄養改善地区組織活動のリーダーの育成及び地域の波及を目的として、県保健所が栄養教室を

開始し、昭和３３（１９５８）年４月に県が「栄養及び食生活改善の組織活動実施要領」を示し、昭和３

９（１９６４）年に県内１８保健所のうち半数以上で保健所単位栄養改善協議会が結成され、それを

受けて全県組織として岡山県栄養改善協議会が結成されました。 

 結成以来、「私達の健康は私達の手で」を合い言葉に、長年にわたり、食生活を中心とした健康づ

くりボランティアとして、正しい食習慣やバランスのとれた食生活の定着等、地域住民の食生活の改善

に向けて活発な活動を積極的に展開しています。 

 

（１）栄養委員の育成と活動支援  

現状 課題 

○栄養委員の活動も時代の流れとともに変化し 

てきており、現在ではメタボリックシンドロームの 

概念を踏まえた生活習慣病の予防や高齢者 

のフレイル予防、食育の推進に力を入れた活 

動を行っています。 

○令和５(２０２３)年度の岡山県栄養改善協議

会の会員数は６，０５８人であり、人口減少に

伴い、栄養委員数も減少しています。 

○人間関係の希薄化が指摘されている中、健

康づくりや食育の分野で地域の推進リーダー

である栄養委員の活動は重要であり、人材育

成が必要です。 

 

○健康づくりを支える地域のボランティアとして 

栄養委員の役割はますます重要になってい 

ます。 
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図表 9-10-2-1 令和５(２０２３)年度組織名及び栄養委員数   （単位：人）  

組織名  栄養委員数  

備前保健所管内栄養改善協議会  ５０４ 

東備栄養改善協議会  ３７８ 

備中保健所管内総社・早島栄養改善協議会  ３７１ 

井笠栄養改善協議会  ６６２ 

備北保健所高梁栄養改善協議会  １２８ 

備北保健所新見栄養改善協議会   ３１８ 

真庭保健所管内栄養改善協議会  ２３４ 

美作保健所管内栄養改善協議会  ４４２ 

勝英栄養改善協議会  ３３６ 

岡山市栄養改善協議会  １，８１２ 

倉敷市栄養改善協議会  ８７３ 

       計  ６，０５８ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

 

図表 9-10-2-2 令和４(２０２２)年度研修実績  （単位：回・人） 

研修会開催回数 参加人員 

４１７ ６，４７２ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

 

図表 9-10-2-3 令和４(２０２２)年度の活動実績   （単位：回・人） 

 活動総数
 

 

活動方法 

対話や訪問 集 会 

回数（回） ６５，４２３ ５７，０５６ ８，３６７ 

参加人員（人） ２９３，５３４ １７４，８１６ １１８，７１８ 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

 

図表 9-10-2-4  令和４(２０２２)年度の項目別内訳            （単位：回・人） 

 子どもの 

健康・食生活 

若者・働き世代の 

健康・食生活 

高齢者の 

健康・食生活 

その他 

回数（回） ６，９１０ １１，９０８ ３３，４２２ １３，１８３ 

参加人員(人) ３８，１０８ ５１，６５１ １４７，１３５ ５６，６４０ 

（資料：岡山県健康推進課） 
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 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

栄養委員の育成と 

活動支援  

 

 

○保健・医療・福祉に関するさまざまな情報の提供や食に関する問題提起

等を行い活動の支援を行うとともに、研修会の開催等を実施することによ

り人材の育成を行い、地域保健活動の充実に努めます。 

○市町村が実施する栄養教室や新人栄養委員の研修の支援を行います。 
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章名 １０ 保健医療従事者の確保と資質の向上 

節名 １ 医師 

 

この第10章第1節を第２期医師確保計画（前期）として位置付ける。 

なお、計画期間は令和６(2024)年度から令和８(2026)年度とする。 

 

１ 現状と課題 

 

現状 課題 

○本県の医療施設従事医師数は6,045人であ

り、平成28(2016)年度の5,752人から、293

人増加しています。（図表10-1-1-1） 

 

○県南西部及び津山・英田保健医療圏以外の

保健医療圏において非常勤医師の割合が県

平均を上回っています。(図表10-1-1-2） 

 

○本県の人口10万人当たりの医師数は、  

320.1人で全国平均の256.6人を上回ってい

ます。岡山市、倉敷市、津山市及び早島町

を除く市町村で人口10万人当たりの医師数

が全国平均を下回り、地域偏在が見られま

す。（図表10-1-1-3） 

○厚生労働省は、人口10 万人対医師数をも

とに、医師の性年齢階級別の労働時間や人

口の性年齢階級別の受療率及び地域の患者

流出入率を考慮した医師偏在指標を定めて

います。本県の医師偏在指標は299.6であ

り、全国第4位で医師多数県になります。

（図表10-1-1-4） 

○二次保健医療圏ごとの医師偏在指標におけ

る相対的位置については、県南東部保健医

療圏及び県南西部保健医療圏は上位1/3に

該当し、高梁・新見保健医療圏及び真庭保

健医療圏は下位1/3に該当します。なお、津

山・英田保健医療圏はどちらにも該当しな

い区域となります。（図表10-1-1-5） 

○大学病院や規模の大きい病院が多数所在す

る岡山市及び倉敷市では、医師の平均年

齢、高齢化率（65歳以上）ともに低くなっ

○高齢化の進展に伴い、主傷病だけでなく、

多くの合併症を有する高齢者への医療の提

供や生活を支えるための介護職との連携な

どのニーズも高まっていることから、地域

枠卒業医師や自治医科大学卒業医師だけで

なく、より多くの医師や医学生が、こうし

た幅広い能力を身につける必要がありま

す。 

○今後のさらなる高齢化の進展や人口減少に

対応するため、将来の医療需要を見据えな

がら、必要な医師確保について検討し、地

域の実情に応じた医師の確保が必要です。 

 

 

○本県は医師偏在指標による県全体では医

師多数県ですが、二次保健医療圏でみる

と中山間地域等での医師偏在の課題があ

り、各二次保健医療圏の現状を踏まえた

取組が求められます。 

 
    

○高梁・新見保健医療圏及び真庭保健医療

圏においては、人口減少とともに医療施

設の閉院が進む中、医療機関の医療提供

体制維持のため、引き続き、医師の確保が

必要です。 

 
 

○医師の平均年齢、高齢化率が高くなって

おり、特に、65歳以上の割合が多い保健医

療圏等では、急激な医師数の減少が見込
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ています。また、両市を合わせた医師数

（4,948人）が県全体の医師数（6,045人）の

約80％を占めるため、県全体の平均年齢・

高齢化率についても同様となっています。

一方、県北3保健医療圏及び岡山市・倉敷

市を除く県南2保健医療圏では、平均年

齢、高齢化率ともに高くなっています。 

 （図表10-1-1-6、図表10-1-1-7） 

○近年、若年層において女性医師の割合が高く

なっており、平成30（2018）年と令和2（2020）

年を比較すると県全体で1％（97人）増加して

います。特に20～30歳代の割合が多くなって 

います。(図表10-1-1-8、図表10-1-1-9） 

 

○本県の分娩取扱医師偏在指標は10.3、全国

第19位で相対的医師少数県以外の県になり

ます。（図表10-1-1-10） 

○二次保健医療圏単位では、津山・英田保健

医療圏が、全国の二次保健医療圏と比較し

て下位1/3に該当します。（図表10-1-1-

11） 

 

○産婦人科医師数の推移は、全国では微増傾

向ですが、二次保健医療圏ごとでは、県南

東部保健医療圏は減少傾向、その他の保健

医療圏はほぼ横ばいです。ただし、高梁・

新見保健医療圏及び真庭保健医療圏の医師

数はそれぞれ3人、2人となっており、産婦

人科医師がいなくなるおそれがあります。

（図表10-1-1-12） 

○二次保健医療圏ごとの対出産年齢人口に対

する産科医及び産婦人科医の推移は、津山

・英田保健医療圏は増加傾向、県南東部保

健医療圏は減少傾向、その他はほぼ横ばい

となっています。ただし、高梁・新見、真

庭及び津山・英田保健医療圏で全国平均及

び県平均を下回っています。（図表10-1-

1-13） 

○ 平 成 27 （ 2015) 年 を 基 準 と し て 、 令 和

8(2036)年の生産年齢人口（15歳以上65歳

未満）の女性を比較すると、約8％減となり、

県北3保健医療圏（真庭、高梁・新見、津山・

英田保健医療圏）では約20％減となってい

まれます。医師の高齢化等により、県北を

中心に医療機関の閉院が進んでおり、医療

提供体制の維持が困難となりつつありま

す。各地域での年齢構成を見通した編在

対策が求められています。 

  

      

○女性医師は、妊娠、出産等のライフイベントが

重なると、就労の継続が困難となる場合がある

ことから、医療機関、大学等と連携して子育て

中においてもキャリア支援を行い、職場復帰し

やすく、安心して働き続けることができる環境づ

くりを推進する必要があります。 

 

 

 

○真庭、高梁・新見、津山・英田保健医療圏

においては、生産年齢人口の減少ととも

に、分娩件数は減少するものの引き続き

産婦人科医師、とりわけ分娩取扱医師の

確保が求められます。 
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ます。（図表10-1-1-14） 

○分娩件数は、令和4(2022)年度は13,395件

となっており、令和元(2019)年度と比較

すると約10％減となります。県北3保健医

療圏（真庭、高梁・新見、津山・英田

圏 ） の分 娩件 数は 令和 4(2022)年度は 

1,494件となっており、令和元(2019)年度

と比較すると約16％減となります。（図

表10-1-1-15） 

○県内の分娩施設数は横ばいとなっています

が、高梁・新見及び真庭保健医療圏におい

て、令和4(2022)年度において、それぞれ

１施設のみであり、保健医療圏内の分娩施

設がなくなるおそれがあります。（図表

10-1-1-16） 

○本県の小児科医師偏在指標は124.3人、全

国第13位で相対的医師少数県以外の県にな

ります。(図表10-1-1-17) 

 

○二次保健医療圏における小児科医師偏在指

標については、真庭保健医療圏が、全国の

二次保健医療圏と比較して下位1/3に該当

します。(図表10-1-1-18) 

○小児科医師数の推移は、全国では微増傾向

ですが、二次保健医療圏ごとでは、全ての

保健医療圏においてほぼ横ばいです。ただ

し、高梁・新見及び真庭保健医療圏の小児

科医師数はそれぞれ令和2(2020)年度にお

いて、6人、2人となっており、小児科医師

がいなくなるおそれがあります。(図表10-

1-1-19) 

○二次保健医療圏ごとの小児人口に対する小

児科医師数の推移は、全ての保健医療圏に

おいて増加傾向にありますが、全国平均及

び県平均と比較すると真庭保健医療圏が大

きく下回っています。(図表10-1-1-20) 

○平 成 27(2015)年 を 基 準 と し て 、 令 和 8 

(2026)年の年少人口（15歳未満）を比較

すると、約12％減となります。年少人口の

減少と同様に医療需要も減少していきま

す。真庭保健医療圏では、約20％の減少が

見込まれています。(図表10-1-1-21) 

〇地域枠※卒業医師の配置状況は、令和5  

(2023)年4月1日時点で、地域枠卒業医師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
○小児科医師数は減少しており、関係機関

の緊密な連携と適切な機能分担を図りな

がら、内科医による診療での対応を含め

た医師の確保が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
○令和5（2023）年度をもって、初めて地域勤

務の義務年限が終了する地域枠卒業医師が
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56人のうち24人を医師不足地域の病院へ

配置しています。また、自治医科大学卒業

医師24人のうち16人をへき地医療拠点病

院等に配置しています。 (図表10-1-1-

22) 

○医師不足が見込まれる県北保健医療圏を

中心に地域枠卒業医師を配置しています。

特に産婦人科は、不足する保健医療圏域

に産婦人科医師を配置しています。 

○地域枠卒業医師については、地域枠学生の

定員4名を前提に今後の地域勤務配置数を

予測すると、令和10（2028）年度まで増加傾

向にあります。(図表10-1-1-23) 

○県が実施しているへき地診療所派遣は、令

和 4(2022)年度は 23 診療所へ 1,679 日派

遣しています。(図表 10-1-1-24) 

 

 

 

○平成30（2018）年に専門医制度として19の基

本領域学会専門医と、より専門性の高い24の

サブスペシャリティ学会専門医の2段階による

専門医制度が創設されました。今後のさらなる

高齢化の進展に伴い、急速にニーズが高まるこ

とが想定されるところから、総合的な診療能力

を有し、健康にかかわる諸問題について適切な

初期対応等を行える総合診療専門医師は、基

本領域学会専門医として位置付けられていま

す。 

○医療機関等による医療スタッフの確保が困難

な中、将来にわたって質の高い医療サービスを

維持するためには、医療に携わる人材の定着・

育成を図ることが不可欠です。令和6（2024）

年から開始する医師に対する時間外・休日労

働時間の上限規制と地域医療提供体制の維

持を両立させることが重要です。そのため、地

域の医療機関の課題の把握や対策を行う、

「医療勤務環境改善支援センター」を設置し

ています。 

おり、自治医科卒業医師と併せて、義務年

限終了後は、地域へ定着する取組が求めら

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
○へき地医療拠点病院からへき地診療所の

半分程度へ医師を派遣しており、引き続

き診療所への派遣が必要です。また、医療

アクセスに困難を生じている医師不足地

域の実情に応じて、必要な対応が求めら

れています。 

○専門医制度の運用について、必要な地域医療

が確保されるよう、適切に対応することが求めら

れています。 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

○各医療機関が、自主的に医師、看護師、薬 

剤師、事務職員など幅広い医療スタッフの協

力のもと、一連の過程を定めて継続的に勤務

環境の改善に取り組んでいけるよう、支援してい

く必要があります。 

 

○長時間労働や当直、夜勤・交代制勤務など厳

しい勤務環境にある医師等が健康で安心して

働くことができる環境整備が喫緊の課題となっ

ています。 
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図表 10-1-1-1 医療施設従事医師数・内科医数・小児科医数・産婦人科医数 

（令和 2（2020）年 12 月 31 日現在）               （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」） 

 

図表 10-1-1-2 病院及び診療所に従事する常勤換算医師数（令和 3（2021）年 3 月現在）                        

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「医療機能情報報告」） 

 

図表 10-1-1-3 人口１０万人当たりの市町村別医療施設従事医師数 

（令和 2 (2020)年 12 月 31 日現在）                （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和 2 年医師・歯科医師・薬剤師統計」、総務省「令和 2 年国勢調査に関する不

詳補完結果」（参考表）） 

 

 

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県　計

2,682 2,077 83 86 343 5,271.0

構成比 77.9% 88.8% 69.1% 76.6% 83.1% 82.0%

759.6 261.6 37.1 26.3 69.8 1,154.4

構成比 22.1% 11.2% 30.9% 23.4% 16.9% 18.0%

3,441.6 2,338.6 120.1 112.3 412.8 6,425.4

常勤医師

非常勤医師

計

※１岡山市を除く ※２倉敷市を除く ※３津山市を除く 

平成28(2016) 平成30(2018) 令和2(2020)

5,752 5,849 6,045 5.1%

内 科 医 2,101 2,161 2,243 6.8%

小 児 科 医 308 310 323 4.9%

産科医・産婦人科医 189 183 174 ▲ 7.9%

医　 師 　数

平成28(2016)

令和 2(2020)比較
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図表 10-1-1-4  医師偏在指標（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料：厚生労働省提供データ） 

 

図表 10-1-1-5 医師偏在指標（二次保健医療圏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省提供データ） 

 

図表 10-1-1-6 二次保健医療圏ごとの医師数の推移（二次保健医療圏）   （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 28（2016）年から令和 2(2020)年） 

 

医師偏在指標 区     分

255.6

299.6 医師多数県

県 南 東 部 346.8 医師多数区域

県 南 西 部 292.8 医師多数区域

高 梁 ・ 新 見 148.2 医師少数区域

真 庭 166.6 医師少数区域

津 山 ・ 英 田 196.3

圏   域   名

   全   国

   岡山県

－ 380 －



図表 10-1-1-7 保健医療圏別医療施設従事医師の年齢別の割合の推移（平成 24(2012)年から

令和 2(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 24(2012)年から令和 2(2020)年） 

 

図表 10-1-1-8 岡山県内における女性医師の推移 (単位：人)                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 14（2012）年から令和 2（2020）年） 
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図表 10-1-1-9 岡山県内における各年層の女性医師の割合（令和 2 (2020)年 12 月 31 日現在）                                                                

(単位：人) 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和 2 年医師・歯科医師・薬剤師統計」） 

 

図表 10-1-1-10 分娩取扱医師偏在指標（都道府県）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省提供データ） 

 

図表 10-1-1-11 分娩取扱医師偏在指標（二次保健医療圏） 

 

 

 

 

 

 
  

（資料：厚生労働省提供データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合

男 1,301 68.3% 1,750 76.4% 1,655 89.6% 4,706 77.8%

女 605 31.7% 541 23.6% 193 10.4% 1,339 22.2%

計 1,906 100.0% 2,291 100.0% 1,848 100.0% 6,045 100.0%

20-30歳代 40-50歳代 60歳以上 計

圏　域　名 医師偏在指標 区　　分

県 南 東 部 9.5

県 南 西 部 12.8

高 梁 ・ 新 見 12.9

真 庭 12.3

津 山 ・ 英 田 6.3 相対的医師少数区域
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図表 10-1-1-12 二次保健医療圏ごとの産婦人科医師数の推移     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 28（2016）年から令和 2（2020）年） 

 

図表 10-1-1-13 二次保健医療圏ごとの対出産年齢人口 産科・産婦人科医師数の推移 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 28（2016）年から令和 2（2020）年、 

総務省「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果」（参考表）） 

 

図表 10-1-1-14 人口将来推計（１５歳以上６５歳未満 女性）        （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料：総務省「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果」（参考表））  

  

全国・県計（R2 同数） 

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県　計 県北三圏域

平成27（2015）年 277,799 206,854 15,545 11,891 49,814 561,903 77,250

令和8（2026）年 262,979 192,120 10,915 9,335 41,829 517,178 62,079

増減 ▲ 5.3% ▲ 7.1% ▲ 29.8% ▲ 21.5% ▲ 16.0% ▲ 8.0% ▲ 19.6%

平成27（2015）年 479,138 367,334 32,724 24,735 95,368 999,299 152,827

令和8（2026）年 469,113 355,033 25,733 21,204 84,025 955,108 130,962

増減 ▲ 2.1% ▲ 3.3% ▲ 21.4% ▲ 14.3% ▲ 11.9% ▲ 4.4% ▲ 14.3%

15歳以上
65歳未満

計
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図表 10-1-1-15 分娩取扱件数                      （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「周産期医療体制に係る調査」） 

 

図表 10-1-1-16 岡山県分娩取扱施設推移     （単位：施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県分娩取扱施設一覧 (H24 はデータ欠損)） 

 

図表 10-1-1-17 小児科医師偏在指標（都道府県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：厚生労働省提供データ） 

 

 

 

 

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県　計 県北三圏域

7,750 5,458 92 200 1,481 14,981 1,773

構成比 51.7% 36.4% 0.6% 1.3% 9.9% 100.0% 11.8%

6,856 5,045 51 163 1,280 13,395 1,494

構成比 51.2% 37.7% 0.4% 1.2% 9.6% 100.0% 11.2%

▲ 11.5% ▲ 7.6% ▲ 44.6% ▲ 18.5% ▲ 13.6% ▲ 10.6% ▲ 15.7%

令和元（2019）年度

令和４（2022）年度

増減率
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図表 10-1-1-18 小児科医師偏在指標（二次保健医療圏） 

 

 

 

 

 
 

（資料：厚生労働省提供データ） 

 

図表 10-1-1-19 二次保健医療圏ごとの小児科医師数の推移     （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 28（2016）年から令和 2（2020）年） 

 

図表 10-1-1-20 二次保健医療圏ごとの対小児人口 小児科医師数の推移 （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」平成 28（2016）年から令和 2（2020）年、 

総務省「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果」（参考表）） 

 

図表 10-1-1-21 人口将来推計（０歳以上１5 歳未満）              （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：総務省「令和 2 年国勢調査に関する不詳補完結果」（参考表）） 

圏　域　名 医師偏在指標 区　　分

県 南 東 部 129.8

県 南 西 部 121.6

高 梁 ・ 新 見 164.3

真 庭 67.6 相対的医師少数区域

津 山 ・ 英 田 106.3

県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県　計 県北三圏域

平成27(2015) 120,045 94,686 6,262 5,616 23,156 249,765 35,034

令和8  (2026) 108,893 83,648 4,214 4,523 18,851 220,129 27,588

増    減 ▲ 9.3% ▲ 11.7% ▲ 32.7% ▲ 19.5% ▲ 18.6% ▲ 11.9% ▲ 21.3%

平成27(2015) 921,940 707,450 62,733 46,990 182,412 1,921,525 292,135

令和8  (2026) 901,432 679,699 50,161 40,573 162,026 1,833,891 252,760

増    減 ▲ 2.2% ▲ 3.9% ▲ 20.0% ▲ 13.7% ▲ 11.2% ▲ 4.6% ▲ 13.5%

0-15歳

未満

計
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図表 10-1-1-22 地域枠卒業医師及び自治医科大学卒業医師の配置状況 

（令和 5（2023）年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10-1-1-23 地域枠卒業医師数推移（令和 5（2023）年 4 月時点の予測） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県地域医療支援センター資料（地域枠学生の定員数を 4 人として積算）） 
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図表 10-1-1-24 県実施のへき地診療所への医師派遣件数の推移   

（単位：日） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：岡山県医療推進課「県へき地支援事業実績」） 

 

  

※ 地域枠 

岡山県では、岡山大学及び広島大学の医学部医学科に、県内高等学校卒業者等を 

対象とする地域枠を設置しています。  (広島大学の地域枠入学定員は、令和元 

(2019)年度入学をもって廃止しました。) 

地域枠の学生に対しては、岡山県医師養成確保奨学資金を貸与する制度を設けて 

おり、この奨学資金は、卒業後、医師として一定期間（貸付期間の1.5倍の期間）、 

県が指定する医療業務（指定業務）に従事すれば、返還を免除することとしていま 

す。 

この指定業務は、２年間の臨床研修（県内の大学病院又は県内の基幹型臨床研修 

  病院が行う研修）、県内の医師不足地域の医療機関における勤務、また、２年以内 

の選択研修（県内の専門研修基幹施設が行う研修及び県内のその他の施設が行う 

研修で知事が認めたもの）で構成しており、指定業務に従事する中で適切にキャリ 

ア形成が図れるよう、キャリア形成プログラム（医師の就業プログラム）を策定し 

ています。 

  卒業後は、医師としてやりがいを感じながら地域医療に従事できるよう、地域 

医療支援センターや大学の寄附講座等により顔の見える関係の中で、相談や助言、

研修への参加や専門医資格取得等のキャリア形成の支援等を行います。 

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

県 南 東 部 339 347 414

県 南 西 部 2 22 23

高梁・新見 451 274 338

真 庭 522 276 279

津山・英田 663 684 625

計 1,977 1,603 1,679

派遣先のへき地診

療所数
24 23 23
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２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

目標医師数及び医師

確保の方針 

 

 

○県全体及び二次保健医療圏ごとの目標医師数並びに医師確保の方

針を次のとおり定めます。 

○県全体［医師多数県］ 

・現状の医師数  

令和2(2020)年12月31日   6,045人 

・目標医師数 

令和8(2026)年度末       ― 

本県は医師多数県に該当するため、新たな医師確保対策は実施しま

せん。県内の医師の配置状況は、医師少数区域はもとより、医師多

数区域においても医師不足が深刻な地域が数多く見られます。ま

た、地域の医療は、大学病院等の医師の派遣により支えられている

状況を踏まえ、自治医科大学卒業医師や今後増加が見込まれる地域

枠卒業医師等を医師少数区域等へ配置することにより、県内の医師

偏在対策に取り組みます。 

○県南東部［医師多数区域］ 

・現状の医師数 

令和2(2020)年12月31日   3,403人 

・目標医師数 

令和8(2026)年度末       ― 

医師確保の方針については、新たな医師確保対策は実施しません。

当保健医療圏では、岡山市以外の市町の医師数が全国平均を大幅に

下回っており、医師不足が深刻な地域があることから、地域に地域

枠卒業医師等を配置するなど、保健医療圏内の医師偏在対策に取り

組みます。 

○県南西部［医師多数区域］ 

・現状の医師数  

令和2(2020)年12月31日   2,131人 

・目標医師数 

令和8(2026)年度末       ― 

医師確保の方針については、新たな医師確保対策は実施しません。

当保健医療圏では、倉敷市及び早島町以外の市町の医師数が全国平

均を大幅に下回っており、医師不足が深刻な地域があることから、

地域に地域枠卒業医師等を配置するなど、保健医療圏内の医師偏在

対策に取り組みます。 

○高梁・新見［医師少数区域］ 

・現状の医師数 

令和2(2020)年12月31日   85人 

・目標医師数   

令和8(2026)年度末      96人 

当保健医療圏は医師少数区域に該当するため、令和8（2026）年度
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末にこれを脱するために必要な医師数として、現状の85人を96人

にすることを目標とします。 

医師確保の方針については、引き続き医師多数区域等からの医師派

遣が継続されるよう関係医療機関に働きかけるとともに、地域枠卒

業医師及び自治医科大学卒業医師の配置を増員するなど、重点的に

医師の配置を行います。   

○真庭［医師少数区域］ 

・現状の医師数 

令和2(2020)年12月31日   77人 

・目標医師数 

令和8(2026)年度末      81人 

当保健医療圏は医師少数区域に該当するため、令和8（2026）年度

末にこれを脱するために必要な医師数として、現状の77人を81人

にすることを目標とします。 

医師確保の方針については、引き続き医師多数区域等からの医師派

遣が継続されるよう関係医療機関に働きかけるとともに、地域枠卒

業医師及び自治医科大学卒業医師の配置を増員するなど、重点的に

医師の配置を行います。 

○津山・英田 

・現状の医師数  

令和2(2020)年12月31日     349人 

・目標医師数 

令和8(2026)年度末        － 

当保健医療圏は医師少数でも多数でもない区域に該当するため、目

標医師数の設定は行わないこととします。  

医師確保の方針については、当保健医療圏の医師数が全国平均より

も少なく、医師の高齢化も進んでおり、医師不足が深刻な地域があ

ることから、地域に引き続き医師多数区域からの医師派遣が継続さ

れるよう関係医療機関に働きかけるとともに、地域枠卒業医師及び

自治医科大学卒業医師を配置するなど、保健医療圏内の医師偏在対

策に取り組みます。  

○医師の確保が困難な診療科の対策について、機動的な配置となるよ

う検討を進めます。 

 

 

○津山・英田保健医療保健医療圏での産科・産婦人科医師数 

・現状の医師数  令和2(2020)年12月31日    12人 

・目標医師数   令和8(2026)年度末        現状維持 

○真庭保健医療保健医療圏での小児科医師数       

・現状の医師数  令和2(2020)年12月31日     2人 

・目標医師数   令和8(2026)年度末        現状維持 

○岡山大学の医学部に地域枠を設置し、卒業後に医師不足地域の医療

機関で診療に従事する医師の養成・確保を図ります。 

○地域枠の令和6(2024)年度の入学定員は岡山大学４名とし、令和 

7(2025)年度以降については、今後の地域への医療ニーズに応じ 

て、検討します。 
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  (広島大学の地域枠入学定員は、令和元(2019)年度入学をもって

廃止しました。) 

○地域枠卒業医師だけでなく、より多くの医師、医学生が地域で働く

意欲を持てるよう、岡山大学の寄附講座「地域医療人材育成講座」

による講義や地域医療実習などを通じて、地域で働くことの意義

や、やりがいを伝えます。 

○岡山大学地域医療人材育成講座を中心に、地域の幅広いニーズに対

応できる医師を養成します。 

○川崎医科大学の寄附講座「救急総合診療医学講座」の指導医が中山

間地域等に赴き、救急総合診療を担う医師等を対象とした研修会の

開催等により、救急総合診療の地域への普及を図ります。 

医師が不足する地域

やへき地医療を支え

る医師の確保 

 

 

 

 

○大学病院や臨床研修病院、へき地医療拠点病院等と連携しながら、

医師の少ない県北等における医療提供体制を確保します。 

○自治医科大学卒業医師をへき地医療拠点病院に配置し、へき地診療

所に派遣します。また、へき地診療所を運営する市町村等との連携

を図りながら、へき地勤務医師の確保・定着に努めます。 

○自治医科大学学生や自治医科大学卒業医師と地域枠の医学生、地域

枠卒業医師等との交流を深めます。また、医師本人が描くキャリア

と医師不足地域における勤務との両立を支援するとともに、働きや

すい環境づくりに努めます。 

○義務年限終了後の自治医科大学卒業医師及び地域枠卒業医師に対

して地域の医療ニーズを伝えるなど、県内定着を推進します。 

○へき地医療拠点病院による巡回診療やへき地診療所への医師派遣

を継続します。 

○医師の高齢化等を受け、医療施設の閉院が進む中、診療所が担って

いる在宅当番医などの機能を、地域の拠点となる病院が担うことを

検討します。 

○遠隔診療などについては、笠岡諸島で実施しているオンライン診療

実証実験の横展開を含め、さらなる活用について検討します。 

 

地域医療支援センタ

ーを中心とした医師

確保対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域医療支援センターを核として、地域医療に従事する医師のキャ

リア形成、県内定着や地域偏在の解消を図ります。 

○岡山大学等の地域枠学生、自治医科大学生を対象に開催する「合同

セミナー」を通じ、地域医療へ従事することへの意欲の醸成を図り

ます。 

○地域枠卒業医師が将来地域でやりがいを持って勤務できるよう、市

町村長、病院長等が一堂に会して検討を行うワークショップを継続

して開催します。 

○地域のニーズ分析の実施や、県内の中小病院を訪問して地域医療の

実態把握に努めるとともに他県の地域医療支援センターとの情報

交換を行い、地域医療に関する企画立案を行います。 

○臨床研修病院間の連携を強化し、県全体で初期臨床研修医を確保す

るための取組を推進します。 

○地域枠卒業医師は、県の指定業務として、県内の医師不足地域の医
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療機関において勤務する必要があります。今後、県北の３保健医療

圏を重点的に、県南の２保健医療圏も視野に入れて、地域枠卒業医

師の配置を検討します。 

○地域枠卒業医師等の配置や地域医療支援センターによる医師確保

に向けた取組等により、県内の医師の診療科偏在の是正について検

討します。 

○専門医制度の運用について、地域医療確保の観点から、医療対策協

議会において検討し、必要な助言等を行います。 

○医師不足地域等において、後継者のいない医師が経営する診療所の

継承を支援するため、後継者を探している医療機関と開業を希望す

る医師を登録してマッチングを行う県医師会の医院継承バンクの

取組に協力します。 

産科医、小児科医の

確保 

 

 

○産婦人科を希望する地域枠卒業医師については、他の地域枠卒業医

師とは別に初期臨床研修終了後、速やかに専門医の資格を取得さ

せ、津山・英田保健医療圏内の病院に配置する取組を継続します。 

○医療機関における産科医師に対する分娩取扱手当、研修医手当によ

り医師確保を支援します。 

○研修会等を通じた地域の内科医師等が小児の初期救急医療に対応

できる体制整備に取り組みます。 

女性医師の勤務環境

の整備 

 

○岡山大学（ダイバーシティ推進センター）と県医師会において、女

性医師の離職防止と再就業を推進するために、相談、研修、医療機

関への啓発等を行います。 

医療従事者の勤務環

境の改善 

 

 

 

 

○医療勤務改善支援センターを通じて、各医療機関からの相談に応

じ、必要な情報の提供、助言、その他の援助を行います。また、医

業経営コンサルタント及び社会保険労務士等の専門家を希望する

医療機関に派遣し、医療従事者の勤務環境の改善に関する助言を行

います。 

○医療勤務環境改善支援センターと地域医療支援センターとの連携

により、医療従事者の勤務環境の改善に引き続き取り組みます。 

○講習会を開催し、勤務環境に関する取組事例の報告等、啓発を行い

ます。 
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図表 10-1-1-25 地域医療支援センターを中心とした医師確保対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課） 
 

                                              

                                          

図表 10-1-1-26 オンライン診療実証実験事業イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療勤務環境改善支援センター 

■医師不足の状況を個々の地域・病院レベルで分析 

し、優先的に医師を配置する地域や診療科を判断 

■地域枠卒業医師等のキャリア形成支援 

■地域医療関係者が一堂に会するワークショップの 

開催 

■地域枠学生・自治医科大学生を対象とした合同セ 

ミナーの開催 

■義務年限終了後の地域枠卒業医師に対して地域の 

医療ニーズを伝えるなど県内定着を推進  など 

 

・地域医療人材育成講座 

 

・ダイバーシティ推進センター 等  
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３ 数値目標 
 

項目 現状 
令和11年度末目標 

(2029) 

県北の保健医療圏における病院の10 
万人対医師数  

186.4人 

R2.12.31 

(2020) 

 
現状維持 

 

県内の医師不足地域の医療機関に 

勤務する地域枠卒業医師の数 
 

24人 

R5.4.1 

(2023) 
29人 

 
 
復職を果たした女性医師数 
 
 

183人 

R5.3.31 

(2023) 

285人 
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章名  １０ 保健医療従事者の確保と資質の向上  

節名  ２ 歯科医師 

 

 １ 現状と課題 

 

現状 課題 

○ 令 和 2(2020) 年 末 の 県 の 歯 科 医 師 数 は

1,807人 、人 口 10万 人 当 たり95.7人 （全 国

85.2人）となっています。 

○診療所及び医育機関等の歯科医師は全体の

97.6％で、就業場所別に見ると診療所が80.4

％を占めています。 

○歯科診療所の83.9％が県南東部保健医療圏

及び県南西部保健医療圏に集中しています。 

○乳幼児から高齢者、障害のある子ども（人）や

在宅療養者など、様々な歯科医療ニーズに

対応できる人材が求められています。 

 

 

図表 10-2-1-1 就業場所別歯科医師数（令和２（２０２０）年 12 月 31 日）        （単位：人） 

就業場

所別  

医 療 施 設 の従 事 者  

介護老人

保健施設

の従事者  

その他の

者  
合計  病院の 

開設者  

診 療 所 の

開 設 者  

病院（医

育機関附

属の者を

除く） 勤

務者  

診 療 所 の

勤 務 者  

医育機関

附属の病

院の勤務

者  

歯科医

師数  
１ ９１６ ４９ ５３７ ２６１ ０ ４３ １，８０７ 

（資料：厚生労働省「「令和２（２０２０）年医師・歯科医師・薬剤師統計」） 

 

令和４（２０２２）  

課程種別 学 校 数 学年定員（人） 

大  学  １ ４８ 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

多 様 な歯 科 医 療 ニ

ーズに対 応 できる人

材 の育 成  

○多様なニーズに対応した歯科医療が受けられるよう、研修などを通じて人

材育成を図ります。 
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章名  １０ 保健医療従事者の確保と資質の向上  

節名  ３ 薬剤師  

 

 １ 現状と課題  

 

（１）薬剤師の安定的な確保  

現状  課題 

○令和２（２０２０）年末における本県の薬剤師

数は、４，２８１人で毎年着実に増加していま

すが、人口１０万人当たり２２７．４人となって

おり、全国平均の２５５．２人を若干下回って

います。地域別では県南東部が２，４９２人

（人口１０万人当たり２７３．４人）と最も多くな

っています。 （図表10-3-1-1） 

○業務の種別では、薬局の従事者２，５１８人

（５８．８％）と医療施設の従事者１，０７６人

（２５．１％）で全体の８３．９％と大半を占めて

おり、これは、全国平均の７７．８％よりやや高

くなっています。（図表10-3-1-2） 

○病院薬剤師では病棟薬剤業務やチーム医

療等、薬局薬剤師では在宅医療や高度薬

学管理等を中心に、業務・役割のさらなる

充実が求められており、そのために必要な薬

剤師を確保する必要があります。 

○薬剤師の従事先には業態の偏在や地域偏

在があり、特に病院薬剤師の不足が課題と

なっています。 

 

 

図表 10-3-1-1 二次保健医療圏別薬剤師数（令和２(２０２０)年１２月３１日現在） （単位：人） 

保健医療圏  県南東部  県南西部  高梁・新見 真  庭  津山・英田 岡山県  全国  

薬剤師数       ２，４９２ １，３１３ ９９ ６９ ３０８ ４，２８１ ３２１，９８２ 

人口10万対  ２７３．４ １８８．１ １７４．０ １５９．５ １７８．４ ２２７．４ ２５５．２ 

（資料：厚生労働省「令和２(２０２０)年医師・歯科医師・薬剤師調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）  

 

図表 10-3-1-2 業務別薬剤師数（令和２(２０２０)年１２月３１日現在）        （単位：人） 

 

 

業務別  

 

 

薬局の 

開設者  

薬局の 

勤務者  

病院又は 

診療所の 

勤務者 

大学で

教育又

は研究

に従事

する者 

衛生行

政機関

又は保

健衛生

施設の 

従事者 

医薬品 

関係企

業の従

事者 

 

 

その他  

 

 

 

 

無  職  

 

 

 

 

合  計  

 

 

薬剤師数  ２３８ ２，２８０ １，０７６ １０５ ８２ ２８９ ７１ １４０ ４，２８１ 

構成比  ５．６ ５３．２ ２５．１ ２．４ １．９ ６．８ １．７ ３．３ １００．０ 

（資料：厚生労働省「令和２(２０２０)年医師・歯科医師・薬剤師調査」） 
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図表 10-3-1-3 薬剤師の養成状況（令和５(２０２３)年３月現在） 

課程種別  学校数  学年定員（人） 

大学 ２ １８０ 

（資料：岡山県医薬安全課） 

 

（２）薬剤師の資質の向上と薬・薬・薬連携※１の強化 

現状  課題 

〇患者本位の医薬分業の実現に向けて、かか

りつけ薬剤師※２として、従来の薬剤の調製な

どの対物中心の業務から、患者・住民との関

わりの度合いの高い対人業務への移行が求

められています。 

○医療技術の進展とともに薬物療法が高度化

し、医療の質の向上及び医療安全の確保の

観点から、チーム医療において薬剤の専門

家である薬剤師が主体的に薬物療法に参加

することが求められています。 

〇患者に選択してもらえる薬剤師となるために

専門性やコミュニケーション能力の向上が必

要とされています。 

 

 

○薬局が病院・診療所と連携して良質な薬物

療法を提供することができるよう、適正な薬

剤師数の確保と質の高い薬剤師を養成す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 薬・薬・薬連携 

新しい医薬療法を習得するため、薬局薬剤師、病院薬剤師、大学関係者等が連携

して研修会を開催しています。また、個別の事例として、病院から在宅に移った患者に対

し一貫した薬学的管理を行うために、患者データを引き継ぐなど病院薬剤師と薬局薬剤

師が連携しています。 

 

※２ かかりつけ薬剤師 

薬局において、単に服薬情報を管理しているだけではなく、患者の過去の副作用情報

の把握や在宅での服薬指導等、日頃から患者と継続的に関わることで信頼関係を構築

し、薬に関していつでも気軽に相談できる薬剤師のことです。 
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 ２ 施策の方向  

 

項目 施策の方向  

薬剤師の安定的な

確保  

○岡山県薬剤師会と連携し、未就業薬剤師の薬局・医療機関への就業

促進を支援します。 

○岡山県薬剤師会、岡山県病院薬剤師会と連携して薬剤師の就労状

況を把握するとともに、薬学生の県内への就業促進を図るため、大学と

も連携しながら、地域偏在、業態偏在の解消に努めます。 

薬剤師の資質の向

上と薬・薬・薬連携

の強化  

 

○最新の医療及び医薬品等に関する専門的情報の習得を基礎としつつ、

患者、住民とのコミュニケーション能力の向上に資する研修及び医療機

関等との連携強化につながる多職種と共同で実施する研修等、薬剤師

会等が実施する取り組みを支援します。 

○薬剤師に求められるニーズの高度化・多様化に対応するため、薬剤師

の所属する関係機関がすべて加盟する岡山県薬剤師研修協議会※と

連携し、各種研修事業等へ積極的に協力し、「薬・薬・薬連携」の強化

を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 岡山県薬剤師研修協議会 

  岡山県内における薬剤師生涯教育の推進を図ることを目的として組織されたものであ 

り、薬剤師の所属する関係団体・関係機関（岡山県薬剤師会、岡山県病院薬剤師会、

岡山大学薬学部、就実大学薬学部、岡山県医薬品卸業協会）が加盟しています。 
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章名  １０ 保健医療従事者の確保と資質の向上  

節名  ４ 看護職員  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）看護師・准看護師 

現状 課題 

○令和４（2022）年１２月末現在の本県の看護

師就業者数は24,654人で、人口10万人当た

り1,324.1人となっており、全国平均の1,049.8

人を大きく上回っています。（図表10-4-1-１） 

○就業する看護職員の年齢分布は、保健医療

圏により違いが見られます。高梁・新見保健医

療圏、真庭保健医療圏、津山・英田圏域は、

他の保健医療圏に比べ50才以上の看護師・

准看護師の割合が高くなっています。 

  （図表10-4-1-2） 

○令和４(2022)年度の岡山県ナースセンターの

有効求人倍率は５倍になるなど、各施設が求

める看護職員が十分に確保できていない状況

です。 

○県内看護師等学校養成所卒業者の県内就

業率は、令和４(2022)年度66.6％で横ばい傾

向ですが、養成所の卒業者数は減少している

うえ、県北で就職する新人看護職員が少ない

状況です。また、令和３(2021)年度中の病院

の新規採用者の1年未満の離職率は、9.0％

でここ数年横ばい傾向となっています。 

○病院では、短時間勤務など多様な働き方がで

きる環境整備を進めています。 

○看護師就業者数は、病院では減少しているも

のの、診療所、訪問看護ステーション、介護保

険施設、社会福祉施設等の就業者数が増加

しています。 

（図表10-4-1-3） 

 

 

 

○県内の専門性の高い看護師(専門看護師※１、

認定看護師※２、特定認定看護師※３，特定

行為研修修了者※4)の就業数は、高梁・新見

保健医療圏、真庭保健医療圏、津山・英田

○今後の更なる高齢化の進展や人口減少に 

対応するため、将来の医療需要を見据えな

がら、地域の状況に応じた必要な看護職員

確保について検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○看護職員の就業場所は、病院、診療所、訪 

問看護ステーション、介護保険施設、社会福

祉施設など、多様になっていることから、こうし

たニーズに対応する必要があります。 

  特に、今後の高齢化の進展や医療需要の変

化により、在宅医療等への需要の増加が見

込まれることから、在宅医療を支える看護職

員の確保が必要です。 

○新興感染症や医療の高度化等に対応するた

め、より高度な知識と技術を要する専門的な

看護を提供できる看護師を地域の実情に応

じて育成していくことが必要です。 
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保健医療圏は少ない状況です。 

 （図表10-4-1-4） 

○特定行為研修の指定研修機関は県内に５カ

所、特定認定看護師の県内教育機関１カ所、

専門看護師の県内教育機関は２カ所ありま

す。 

 

（２）保健師 

現状 課題 

○令和４(2022)年12月末現在の本県の保健師

就業者数は1,159人で、人口10万人当たり

62.2人となっており、全国平均の48.3人を上

回っています。（図表10-4-1-１） 

○就業場所別にみると、児童虐待予防やひきこ

もり対策、自殺対策、地域包括ケアの推進等

に加え、新興感染症対策や災害時の健康危

機管理等、多様な健康ニーズに対応するた

め、保健所や市町村などの行政保健師の数

が増加しています。 

  （図表10-4-1-3） 

○健康課題に対して、効果的な保健活動を実

施するため、引き続き質の高い保健師の確

保を図るとともに、地域格差の解消に努める

ことが必要です。 

○特に行政に従事する保健師には、地域診断

に基づき多機関と連携協働した地域包括ケ

アシステムの構築や新興感染症、精神保健

福祉、健康危機管理等へ対応できる力量形

成が必要です。 

 

 

 

 

（３）助産師 

現状 課題 

○令和４(2022)年12月末現在の本県の助産師

就業者数は560人で、人口10万人当たり30.1

人(全国30.5人）となっています。 

 （図表10-4-1-１）          

○就業場所別にみると、病院が最も多く、次いで

診療所、助産所、学校養成所等となっていま

す。（図表10-4-1-3） 

○助産師は病院、診療所等において、安全で安

心な妊娠や出産ができるよう妊婦等への助言

や指導を行っています。また、地域において、

育児相談や思春期保健事業等を実施してい

ます。 

○助産ケアに係る専門的能力が高い助産師（ア

ドバンス助産師※5）の就業数は、110人で、県

南東部医療圏域が50人、県南西部医療圏

域が48人と多く、高梁・新見保健医療圏は４

人、真庭保健医療圏２人、津山・英田保健医

療圏６人と県北地域では少ない状況です。 

○将来の医療需要を見据えながら、地域の状

況に応じた助産師の確保について検討する

必要があります。 

 

○母子・周産期医療センターに勤務する助産

師は、正常分娩の取扱いが少なく、助産実

践能力向上の機会が必要です。 

○妊娠期から切れ目のない母子支援を行うた

めには、助産師の活用が必要です。 
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※１ 専門看護師  

   複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効

率よく提供するため、特定の専門看護分野の知識・技術を有し、日本看護協会が実施する認

定審査に合格した看護師。 

※２ 認定看護師  

特定の看護分野における熟練した看護技術及び知識を用いて、あらゆる場で看護を必要とす

る対象に、水準の高い看護実践をするために、特定行為研修を組み込んでいないA課程（令和

８（2026）年度をもって教育を終了）を受講し、日本看護協会が実施する認定審査に合格した

看護師。 

※３ 特定認定看護師  

   認定看護師（A課程認定看護師）で特定行為研修の修了者または、特定行為研修を組み込

んでいるB課程の認定看護師教育の受講者で、日本看護協会が実施する認定審査に合格した

看護師。 

※４ 特定行為研修修了者  

   看護師が行う診療の補助行為のうち、２１区分３８の行為が特定行為とされ、医師、歯科医

師の判断を待たずに手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、

思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修を修了し

た看護師。 

※５ アドバンス助産師  

    （一財）日本助産評価機構が、「助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）」におけるレベル

Ⅲの能力を有すると認証した者の呼称。 
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図表 10-４-１-１ 看護職員数の状況 （令和４(2022)年 12 月末現在）        (単位：人） 

 

 
県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県 計 国 計 

看護師      

（人口10万対） 

12,633 

(1,394.5) 

8,775 

(1,270.6) 

621 

(1143.0) 

546 

(1,299.7) 

2,079 

  (1,229.3) 

24,654 

(1,324.1) 

1,311,687 

（1,049.8） 

准看護師数 

（人口10万対） 

1,477 

(163.0) 

1,504 

(217.8) 

203 

(373.6) 

89 

(211.8) 

368 

(217.6) 

3,641 

(195.5) 

254,329 

(203.5) 

保健師数      

（人口10万対） 

535 

(59.1) 

355 

(51.4) 

77 

(141.7) 

57 

(135.7) 

135 

(79.8) 

1,159 

(62.2) 

60,299 

(48.3) 

助産師数      

（人口10万対） 

282 

(31.1) 

232 

(33.6) 

11 

(20.2) 

12 

(28.6) 

23 

(13.6) 

560 

(30.1) 

38,063 

 (30.5) 

合 計      14,927 10,866 912 704 2,605 30,014 1,664,378 

（資料：保健師助産師看護師法第 33 条の規定による看護師等業務従事者届、岡山県統計分析課

「岡山県毎月流動人口調査」、総務省統計局「人口推計」） 

 

図表 10-４-１-２ 保健医療圏域別看護職員の状況（年齢別） （令和４(2022)年 12 月末現在） 
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病院 診療所 助産所
訪問看護
ステーション

介護保険
施設等

社会福祉
施設等

保健所 都道府県 市町村 事業所
看護師等

学校・養成所等
その他 県　計

令和２（2020）年12月末 16,973 3,110 6 949 2,098 332 44 10 61 43 423 191 24,240
令和４（2022）年12月末 16,908 3,213 6 1,079 2,206 375 63 12 82 87 387 236 24,654
令和２（2020）年12月末 1,265 1,323 0 54 1,311 155 0 0 8 6 0 29 4,151
令和４（2022）年12月末 1,072 1,131 0 45 1,169 163 0 0 8 24 0 29 3,641
令和２（2020）年12月末 80 51 0 5 65 8 265 30 477 45 29 14 1,069
令和４（2022）年12月末 81 60 0 6 49 8 323 27 487 52 25 41 1,159
令和２（2020）年12月末 333 125 42 0 0 0 8 0 8 0 36 1 553
令和４（2022）年12月末 342 125 32 0 0 1 16 0 13 0 31 0 560

保健師

助産師

看護師

准看護師

職種 時点

就業場所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：保健師助産師看護師法第 33 条の規定による看護師等業務従事者届） 

 

図表 10-4-1-3 看護職員職種別の就業場所推移                     (単位：人）

（資料：保健師助産師看護師法第 33 条の規定による看護師等業務従事者届） 

 

図表 10-4-1-4 専門性の高い看護師（専門看護師、認定看護師、特定認定看護師、特定行為

研修修了者）の就業状況                                    (単位：人） 

 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 県 計 

専門看護師 

令和４（2022）年12月末 

22 16 0 0 3 41 

認定看護師 

令和４（2022）年12月末 

165 83 4 4 18 274 

特定認定看護師 

令和４（2022）年12月末 

28 13 1 0 1 43 

特定行為研修修了者 

令和５（2023）年11月末 

58 41 0 0 1 100 

合 計 273 153 5 4 23 458 

（備考：二次医療圏は勤務先所在地による）  

（資料：専門看護師・認定看護師・特定認定看護師数は日本看護協会、特定行為研修修

了者数は岡山県医療推進課「令和 5 年度岡山県病院看護職員調査」）
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図表 10-4-1-5 看護職員の養成状況（令和５(2023)年４月現在） 

課程 学校養成所種別 施設数 １学年定員数(単位 :人) 

保健師 大学院          １ ７ 

大学 ５ 110 ※ 

養成所(保健師統合カリキュラム)○  １ 40  ※ 

小 計 ７ 157 

助産師 大学院 ２ 20 

大学 １  ４ ※ 

大学専攻科 ２ 15 

養成所 １ 16 

小 計 ６ 55 

看護師 

  

大学 ６ 458 

短期大学 １ 120 

養成所(保健師統合カリキュラム)○ １ 40 

養成所（３年課程） 13 680 

養成所（２年課程） １ 20 

高等学校５年一貫校 ５ 195 

      小 計 27 1,513 

 
合 計  

1,571 

（定員小計－※） 

※：看護師課程の定員の内数  
○：同一養成所における統合カリキュラム 

（資料：岡山県医療推進課）                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 406 －



 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

総合的な看護職員

の確保対策 

 

 

 

○在宅医療等の需要増加に見合った多様な医療ニーズに対応した看護職

員が確保できるよう、関係団体等と連携し地域の実情に応じた取組を進

め、看護職員不足の解消を図ります。 

○今後、新たに国から示される令和７（2025）年以降の需給推計の手法に

より県の需給推計を行い、必要があれば施策の見直しも行います。 

看護の心、看護の

魅力の普及啓発  

 

 

 

○小中高校生等を対象とした看護体験や看護職に対する理解を深めるセ

ミナーの開催など積極的に看護の魅力を発信し、看護職を目指す学生

の増加を図ります。 

○進路ガイダンスの開催などを通じて積極的に県内の看護情報を提供し、

看護学生の県内就業を促進します。 

養成力の強化  

 

○看護師等養成所に対する運営費補助により、養成所の安定的な運営を

支援し、将来の看護職員の確保に取り組みます。 

○実習指導者の研修等を通して、資質の向上を図り、実習受入機関の教

育環境を整備することで、養成力の強化を図ります。 

○養成力の確保に向け、資質の高い看護教員の安定的な確保について関

係機関・団体等と検討してまいります。 

職場定着の推進 

 

 

 

 

 

 

○看護職員が働き続けることができるよう、乳幼児を有する看護職員のため

に病院が設置する院内保育施設への支援に取り組みます。 

○新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修により医療機関等における

新人看護職員の職場定着が図られるよう支援します。 

○看護職員が能力を発揮し、働き続けることができる職場環境となるよう、

医療勤務環境改善支援センターを通じて、各医療機関からの相談に応

じ、必要な情報の提供、助言、その他の援助を行います。 

再就業の促進 

 

 

 

 

 

○岡山県ナースセンターへの離職時の届出が確実に行われるよう周知に努

め、ハローワーク等の関係機関と連携し、未就業看護職員の再就業の促

進を図ります。 

○未就業看護職員に対する医療現場での実践的な研修や、県内各地で

行う出張相談や技術講習会により、再就業を支援します。 

○訪問看護を目指す看護職員が質の高い看護を提供出来るよう講習会を

開催し、訪問看護師の確保を進めます。 

資質向上 

 

 

 

 

 

 

○岡山県看護協会と連携し、生涯にわたる各種研修を体系的に行い、看

護職員の資質向上を支援します。 

○機能が異なる施設の看護職員が相互に交流、出向などを行い、幅広い

視野を持った人材を育成していきます。 

○関係団体と連携し、訪問看護に携わる看護師の研修体制を強化し、訪

問看護師の資質の向上を図ります。 

○訪問看護総合支援センターと連携しながら、訪問看護ステーションの新
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卒・新人看護師の育成を支援し、訪問看護師の確保、定着に努めます。 

○今後必要とされる分野の専門性の高い看護師（専門看護師、認定看護

師、特定認定看護師，特定行為研修修了者）の養成を支援します。 

○看護師の特定行為研修制度の普及等を行い、特定行為研修修了者の

確保を進めます。   

○新興感染症等新たな健康課題や複雑・多様化する健康ニーズに対応で

きる人材や、より専門性の高い課題に対応できる人材の育成・資質向上

を図るため、保健師の現任教育の体制整備・充実に努めます。 

○関係団体と連携しながら助産師に対する研修等を実施し、女性のライフ

サイクルに合わせた効果的な保健指導が実施できるよう、人材の育成や

資質向上を支援します。 

地域偏在への対応 

 

 

○地域ごとの実態を把握するとともに、関係団体、地域の関係者等と連携

し、看護職員の採用が困難な地域の状況に応じた看護職員確保のため

の取組を推進します。 

 

                                                           

 ３ 数値目標   

 

項目 現状 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

看護職員の新規採用者の１年未満の離職率 

 

９．０％ 

Ｒ３年度  

（２０２１） 

７．０％ 

 

専門性の高い看護師の教育機関数  ８カ所 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

現状維持  

専門性の高い看護師の就業者数  

 

４５８人  

Ｒ５年 

（２０２３） 

７５０人  

 

 

－ 408 －



 

章名  １０ 保健医療従事者の確保と資質の向上  

節名  ５ その他の保健医療従事者  

 

 １ 現状と課題 

 

（１）理学療法士及び作業療法士  

現状 課題 

○県内で就業している理学療法士及び作業療

法士の数は図表10-5-1-1のとおりで、病院

や診療所のほか介護老人保健施設、障害者

福祉施設、市町村などで就業しています。 

○本県では、図表10-5-1-2のとおり養成環境

が整備されています。 

○高齢者人口の増加、介護保険制度の利用

の拡大、さらに介護予防事業の普及等によ

り、リハビリテーションの主要な担い手である理

学療法士及び作業療法士の役割は重要に

なっています。 

 

 

図表 10-5-1-1 就業場所別理学療法士・作業療法士数             （単位：人） 

就業場所別
      

 

病院
 

（常勤換算） 

診療所
 

（常勤換算） 

介護老人 

保健施設 

（常勤換算） 

障害者福祉 

施設等※ 

（常勤換算） 

理学療法士 1,468.7 267.8 184.0 203.1 

作業療法士  906.3  61.8 149.0 110.7 

 資料：病院、診療所 「医療施設調査」（令和２(２０２０)年１０月） 

介護老人保健施設 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

（令和３（２０２１）年１０月） 

障害者福祉施設等 岡山県福祉企画課指導監査室（令和５（２０２３）年６月） 

 

※ 障害者福祉施設等 

   障害者福祉施設（障害者支援施設）及び障害福祉サービス事業所 

 

図表 10-5-1-2 理学療法士及び作業療法士の養成状況（令和５（２０２３）年 4 月現在） 

   種   別 学校・養成所数 学年定員（人） 

理学療法士
 

4年制大学 2 100 

 養成所     5 240 

作業療法士
 

4年制大学 2 100 

 養成所      3 105 

（資料：岡山県医療推進課） 
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（２）管理栄養士及び栄養士  

現状 課題 

○栄養士の給食施設での県内就業数は、令和

５（２０２３）年３月現在２，７８８人（うち管理栄

養士 １，７ １ ９人 ） となっています。 （図表

10-5-1-3） 

 食育を推進する原動力として期待されており、

それぞれの分野で食を中心とした食育の推進

に努めています。 

○地域における健康増進、栄養改善業務を推

進するため、令和５（２０２３）年4月現在県保

健所１３人、２６市町村１１９人の合計１３２人

の栄養士が配置されています。（図表10-5-1

-3） 

○管理栄養士は、特定健康診査・保健指導、栄

養サポートチーム、栄養ケア・マネジメント等で

専門的な役割が求められており、それぞれの

職域で定着を進めています。 

○本県では、図表10-5-1-4のとおり養成環境

が整備されています。 

○生活習慣病の予防、重症化予防や介護予

防等のために適切な栄養管理や指導が重要

となっています。 

 

 

 

 

○栄養士が未配置の市町村があるほか、栄養

 士の資質向上を図るため人材育成が重要と

 なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 10-5-1-3 栄養士の就業状況                                     （単位：人） 

 

施 設 別 

 

給食施設 行 政  

計 

 

医療機関 

 

児童・社会     

福祉施設等 

学校 

 

その他 

 

県保健所 

市町村 

栄養士数       918 1,357 316 65 132 2,788 

うち管理栄養士数 683  668 214 33 121 1,719 

（資料：令和４（２０２２）年度衛生行政報告例、令和５（２０２３）年 4月市町村栄養士配置状況調査

（岡山県健康推進課）） 

 

図表 10-5-1-4 栄養士・管理栄養士養成施設（令和５(２０２３)年 4 月現在） 

  養成施設数 定 員 

栄 養 士       3 200人 

管理栄養士       7 450人 

（資料：岡山県健康推進課） 
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（３）診療放射線技師及び診療エックス線技師  

現状 課題 

○診療放射線技師及び診療エックス線技師の 

就業状況は図表10-5-1-5のとおりです。 

○本県では、図表10-5-1-6のとおり養成環境

が整備されています。 

○診療放射線技師が実施する検査に伴い必要

となるＣＴ、ＭＲＩ検査時の造影剤注入装置の

操作などについて、診療の補助として医師の指

示を受けて行うなど業務の範囲が拡大されて

います。 

○近年、医学・医療技術の進歩、高度化に伴

い、従来の診療放射線装置に加え、ＣＴ、Ｍ

ＲＩ、ＰＥＴ等の医療施設への導入やがん検

診の充実などにより、診療放射線技師及び

診療エックス線技師の役割は重要になって

います。 

 

 

 

 

図表 10-5-1-5 就業場所別診療放射線技師・診療エックス線技師数 （単位：人） 

就業場所別       病院 

（常勤換算） 

診療所 

（常勤換算） 

診療放射線技師          828.2 169.0 

診療エックス線技師            5.9  12.0 

（資料：厚生労働省「医療施設調査」（令和２(２０２０)年１０月）) 

 

図表 10-5-1-6 診療放射線技師の養成状況（令和５(２０２３)年 4 月現在） 

課程種別      学校数 学年定員（人） 

4年制大学          2 100 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

（４）臨床検査技師及び衛生検査技師  

現状 課題 

○臨床検査技師及び衛生検査技師の就業状 

況は図表10-5-1-7のとおりです。 

○本県では、図表10-5-1-8のとおり養成環境

が整備されています。 

○臨床検査技師が診療の補助として採血に加え、

検体採取を行うことができることとなりました。 

○医学等の進歩に伴う検査技術の高度化、専

門化により、保健医療分野における臨床・衛

生検査の果たすべき役割は増大するととも

に、検査精度の向上が求められています。 
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図表 10-5-1-7 就業場所別臨床検査技師・衛生検査技師数                 （単位：人） 

就業場所別 病院 

（常勤換算） 

診療所 

（常勤換算） 

衛生検査所 

臨床検査技師         1,104.6 157.8 168 

衛生検査技師             1.0   3.0   2 

 資料：病院、診療所 厚生労働省「医療施設調査」（令和２(２０２０)年１０月）  

      衛生検査所 岡山県医療推進課(令和５(２０２３)年 1 月) 

 

図表 10-5-1-8 臨床検査技師の養成状況（令和５(２０２３)年４月現在） 

課程種別 学校数 学年定員（人） 

4年制大学       1 60 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

（５）歯科衛生士及び歯科技工士  

現状 課題 

○歯科衛生士及び歯科技工士の就業状況は 

図表10-5-1-9のとおりです。 

○本県の養成環境は図表10-5-1-10のとおり

ですが、これらの人材の確保が困難な地域も

みられます。 

○歯科医療技術の高度化・多様化や歯科保

健医療ニーズの変化に伴い、高度な専門知

識・技術を有する人材の確保が求められてい

ます。 

 

 

図表 10-5-1-9 就業場所別歯科衛生士・歯科技工士数   （単位：人） 

就業場所別 病院・診療所 歯科技工所 その他 

歯科衛生士 2,878 ― 61 

歯科技工士  190 394  5 

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」） （令和２(２０２０)年１２月３１日現在） 

 

図表 10-5-1-10 歯科衛生士及び歯科技工士の養成状況（令和５(２０２３)年４月現在） 

   種   別 養成所数 学年定員（人） 

歯科衛生士 養成所     3 148 

歯科技工士 養成所     1  20 

（資料：岡山県医療推進課） 
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（６）視能訓練士及び言語聴覚士  

現状 課題 

○視機能の矯正訓練等を行う視能訓練士及び

失語症や難聴等の言語聴覚障害をもつ人の

検査や訓練を行う言語聴覚士の就業状況は、

図表10-5-1-11のとおりです。 

○本県では、図表10-5-1-12のとおり養成環境

が整備されています。 

○高齢化の進展などに伴い、専門的技能を有

 する視能訓練士及び言語聴覚士の役割は、

  重要となっています。 

 

 

 

 

図表 10-5-1-11 就業場所別視能訓練士・言語聴覚士数  （単位：人） 

就業場所別 病院 

（常勤換算） 

診療所 

（常勤換算） 

視能訓練士  74.5 138.9 

言語聴覚士 321.8  20.1 

（資料：厚生労働省「医療施設調査」（令和２(２０２０)年１０月）) 

 

図表 10-5-1-12 視能訓練士及び言語聴覚士の養成状況（令和５(２０２３)年 4 月現在） 

     種 別 学校・養成所数 学年定員（人） 

視能訓練士 4年制大学 1 40 

言語聴覚士
 

4年制大学 1 60 

 養成所      1 30 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

（７）精神保健福祉士 

現状 課題 

○精神保健福祉士は、医療機関や福祉施設、

各種相談機関等で、精神障害者の社会復帰

や日常生活にかかる相談、訓練等の援助を 

行っており、岡山県では、令和５（２０２３）年３

月現在で１，５６４人が登録されています。 

 

○精神疾患による患者数が増加する中、医療

機関等における相談対応や入院中の精神障

害者の地域移行、また、地域における精神障

害者の生活支援を推進するため、相談や支

援に関わる精神保健福祉士の役割が重要と

なっています。 

 

図表 10-5-1-13  精神保健福祉士の養成施設の状況（令和５(２０２３)年 4 月現在） 

 学 校 数 学年定員（人） 

 4年制大学 2 171 

（資料：岡山県健康推進課）（注 :学年定員は受験資格に必要な履修科目を有する学科の定員） 
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（８）臨床工学技士 

現状 課題 

○臨床工学技士の就業状況は、図表10-5-1-

14のとおりです。 

○本県では、図表10-5-1-15のとおり養成環境

が整備されています。 

 

○医療機器の高度化、複雑化が進む中、医療

機器の安全確保と有効性維持のために、医

療機器に関して高度な専門知識を有する臨

床工学技士の役割は重要となっています。 

 

図表 10-5-1-14 就業場所別臨床工学技士数      （単位：人） 

就業場所別 病院 

（常勤換算） 

診療所 

（常勤換算） 

臨床工学技士 540.1 94.8 

（資料：厚生労働省「医療施設調査」（令和２(２０２０)年１０月）) 

 

図表 10-5-1-15 臨床工学技士の養成状況（令和５(２０２３)年 4 月現在） 

課程種別 学校数 学年定員（人） 

4年制大学 1 80 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

 

 ２ 施策の方向 

 

項目 施策の方向 

保健医療従事者の

資質の向上 

○各職種の関係機関・団体等が行う研修会、講習会などを通じて、これら

の保健医療従事者の資質の向上を図ります。 
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（備前保健所） 

章名 １１ 地域保健医療計画 

節名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 県南東部保健医療圏                         
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１ 保 健 医 療 圏 の概 況   

県 南 東 部 保 健 医 療 圏 は、平 成 21(2009)年 ４月 に政 令 指 定 都 市 へ移 行 した岡 山 市 及 び

岡 山 地 域 （玉 野 市 、瀬 戸 内 市 、吉 備 中 央 町 ）、東 備 地 域 （備 前 市 、赤 磐 市 、和 気 町 ）の５市

２町 からなっています。  

当 圏 域 は県 の南 東 部 に位 置 し、面 積 は1,906.53ｋ㎡（令 和 ４ (2022)年 10月 １日 現 在 ）で、

岡 山 県 の約 27％を占 めています。北 部 には吉 備 高 原 があり、南 部 は瀬 戸 内 海 に面 しています。

また、県 内 三 大 河 川 の旭 川 と吉 井 川 が南 北 に流 れ、流 域 に広 大 かつ肥 沃 な岡 山 平 野 を形

成 しています。瀬 戸 内 海 式 気 候 で、温 暖 であり、台 風 ・降 雪 も比 較 的 少 なく、恵 まれた自 然 環

境 にあります。 

当 圏 域 には、本 県 の空 の玄 関 である岡 山 空 港 があり、内 外 貿 易 の拠 点 である宇 野 港 や岡

山 港 などが整 備 され、山 陽 新 幹 線 、山 陽 本 線 、瀬 戸 大 橋 線 、赤 穂 線 等 の鉄 道 網 や、山 陽 自

動 車 道 、中 国 横 断 自 動 車 道 （岡 山 －米 子 線 ）、国 道 ２号 、30号 、53号 、美 作 岡 山 道 路 等 の

道 路 網 が縦 横 に走 っており、名 実 ともに中 四 国 の交 通 結 節 点 となっています。  

 

 

 

２ 保 健 医 療 圏 の保 健 医 療 の現 状 等  

（１）人 口 及 び人 口 動 態  

① 人 口  

ア 人 口 の推 移  

令 和 ４年 (2022)年 10月 １日 現 在 の当 圏 域 の人 口 は905,945人 で、岡 山 県 の48.7％を占

めています。人 口 の推 移 をみると、岡 山 市 は令 和 ２（2020）年 まで増 加 し、以 降 減 少 に転 じて

いますが、岡 山 地 域 、東 備 地 域 は昭 和 60（1985）年 以 降 減 少 を続 けています。   

図表11-1-2-1 人口（各年10月1日現在）     （単位：人） 

（資料：総務省統計局｢国勢調査｣、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

※県南東部保健医療圏域を岡山市、岡山市周辺の岡山地域（玉野市、瀬戸内市、吉備中央町）、東備

地域（備前市、赤磐市、和気町）に区分して統計を表記した。なお、各欄の数値は原則としてその当時の行

政区域によるが、加工を行ったものは、それぞれ（注）を表示した。 

 

イ 年 齢 階 級 別 人 口  

人 口 の構 成 を岡 山 県 と比 較 すると、年 少 人 口 は同 率 ですが、老 年 人 口 比 率 は1.9ポイント

低 く、その分 生 産 年 齢 人 口 比 率 が大 きくなっています。しかし、将 来 人 口 の推 計 をみると、

年 々、老 年 人 口 比 率 が増 加 し、生 産 年 齢 人 口 比 率 が減 少 する見 込 みです。  

 

 

区　分

昭和55(1980）年

60(1985）年

平成  2(1990）年

7(1995)年

12(2000)年

17(2005)年

22(2010)年

27(2015)年

令和2(2020)年

令和3(2021)年

令和4(2022)年

88,604 916,760

721,922 101,883 87,352 911,157

719,437 100,331 86,177 905,945

719,474 109,661 92,805 921,940

724,691 103,465

696,172 120,168 100,334 916,674

709,584 115,473 96,659 921,716

663,346 126,065 105,093 894,504

674,375 123,621 103,162 901,158

618,950 131,188 106,944 857,082

640,406 127,277 105,176 872,859

岡山市 岡山地域 東備地域 圏域

590,424 131,108 105,401 826,933
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図表11-1-2-2 人口構成（令和４（2022）年10月1日現在） 

区 分 総 数 

0歳～14歳 15歳～64歳 6５歳以上 

年少人口 生産年齢人口 老年人口 

人口(人) 構成比(%) 人口(人) 
構成比

(%) 
人口(人) 構成比(%) 

圏 域 905,945  109,224  12.4  515,945  58.4  258,109  29.2  

岡山県 1,862,012  221,886  12.4  1,013,491  56.5  557,940  31.1  

（資料：岡山県統計分析課「毎月流動人口調査」） 

※「総数」には年齢不詳等を含む。構成比については、分母から年齢不詳を除いて算出している。 

 

図表11-1-2-3 県南東部圏域の将来人口の推計 

  

（資料：総務省統計局「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「地域別将来推計人口」（平成30(2018)年３月推計） 

 

② 人 口 動 態  

ア 出 生  

令 和 ３（2021）年 の出 生 率 （人 口 千 対 ）は岡 山 県 とほぼ同 率 ですが、岡 山 市 の出 生 率 は

岡 山 県 や圏 域 より高 く、岡 山 地 域 、東 備 地 域 の出 生 率 は岡 山 県 より低 くなっています。出 生

率 の年 次 推 移 をみると、長 期 的 な減 少 傾 向 にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年

（2015）

令和２年

（2020）

令和７年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

65歳以上 248,495 261,613 265,083 266,137 268,123 280,245 281,960

15～64歳 553,400 540,425 530,320 517,812 499,763 466,840 443,343

0～14歳 120,045 115,238 110,017 105,520 101,366 98,805 95,596

13.0% 12.6% 12.2% 11.9% 11.7% 11.7% 11.6%

60.0% 58.9% 58.6% 58.2% 57.5% 55.2% 54.0%

27.0% 28.5% 29.3% 29.9% 30.8% 33.1% 34.3%

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
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図表11-1-2-4 出生数及び出生率の推移 

  
（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

 

イ 死 亡  

（ア）死 亡 数 の推 移  

令 和 ３（2021）年 の死 亡 率 （人 口 千 対 ）は岡 山 県 よりも低 くなっています。岡 山 市 は比 較

的 死 亡 率 が低 いなど圏 域 内 でも地 域 差 はありますが、全 体 として、高 齢 化 の進 展 とともに死

亡 率 は増 加 傾 向 です。  

 

図表11-1-2-5 死亡数及び死亡率の推移 

  
（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県統計分析課「毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

 

（イ）主 な死 因 別 の死 亡 割 合  

平 成 28年 （2016）年 と比 較 して、死 因 の第 ３位 が肺 炎 から老 衰 に変 化 しています。新 型

コロナウイルス感 染 症 が流 行 した年 にもかかわらずこういった結 果 となったのは、高 齢 化 による

影 響 も一 部 反 映 しているものと思 われます。  
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図表11-1-2-6 主な死因の内訳(令和３（2021）年）    （平成28（2016）年） 

   
（資料：厚生労働省「令和3（2021）年人口動態統計」、「平成28（2016）年人口動態統計」） 

 

（ウ）標 準 化 死 亡 比  

平 成 25（2013）年 から平 成 29（2017）年 の５年 間 の人 口 動 態 統 計 から算 出 された標 準

化 死 亡 比 をみると、備 前 保 健 所 管 内 の男 性 を除 き、全 死 亡 をはじめ多 くの疾 患 で100を下

回 っています。しかし、心 血 管 疾 患 のうちの急 性 心 筋 梗 塞 は、岡 山 県 も当 圏 域 も非 常 に高

値 となっています。  

 

図表11-1-2-7 疾患別標準化死亡比（平成25（2013）年～29（2017）年）（全国100） 

  

（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

 

 

ウ 乳 児 死 亡  

当 圏 域 の乳 児 死 亡 率 （出 生 千 対 ）は年 次 によって多 少 高 低 がありますが、徐 々に低 下 傾

向 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪性新生物

25.2%

心疾患

13.1%

老衰 11.4%

脳血管疾患

7.0%肺炎 5.4%
不慮の事故

2.8%

腎不全

2.1%

自殺 1.5%

肝疾患

1.2%

慢性閉塞性

肺疾患

1.1%

その他

29.2%

悪性新生物

26.8%

心疾患 15.3%

肺炎 9.8%

脳血管疾患

8.3%

老衰 7.7%

不慮の事故

3.2%

腎不全 1.9%

自殺 1.3%

慢性閉塞性

肺疾患

1.1%

肝疾患 1.1%

その他 23.5%

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

岡 山 市 94.9 93.7 94.3 93.6 85.9 95.5 84.2 87.5 118.2 110.7 95.6 88.7

岡山・東備地域 101.1 99.0 92.5 89.9 75.8 99.8 78.6 77.2 103.3 99.7 108.0 84.6

岡 山 県 97.8 95.9 93.9 91.2 87.4 93.6 79.0 81.2 113.3 107.1 98.4 86.7

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

岡 山 市 93.4 89.0 170.6 160.9 100.4 88.7 93.4 94.0 94.9 88.7 88.9 93.4

岡山・東備地域 105.9 99.2 175.4 171.7 135.5 116.0 90.5 87.4 102.6 101.0 82.3 83.2

岡 山 県 97.9 97.0 172.1 162.1 116.5 110.4 96.5 95.2 99.6 98.5 93.4 93.4

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

岡 山 市 95.2 94.7 76.3 78.9 94.3 106.4 94.1 93.5

岡山・東備地域 112.4 118.2 100.2 89.6 107.1 124.5 116.3 112.5

岡 山 県 108.7 109.3 93.8 90.5 99.0 101.7 92.0 93.0

肝及び肝内胆管 気管、気管支及び肺

心不全 総数 脳内出血 脳梗塞

区分
全死因

悪性新生物

総数 胃 大腸

区分
肺炎 肝疾患 腎不全 老衰

区分

心疾患（高血圧性除く） 脳血管疾患

総数 急性心筋梗塞
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図表11-1-2-8 乳児死亡数及び乳児死亡率の推移 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

 

エ 死 産  

当 圏 域 の死 産 率 （出 産 千 対 ）は年 次 によって多 少 高 低 がありますが、徐 々に低 下 傾 向 で

す。 

図表11-1-2-9 死産数及び死産率の推移 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

 

オ 周 産 期 死 亡  

周 産 期 死 亡 率 （妊 娠 満 22週 以 後 の死 産 と生 後 ７日 未 満 早 期 新 生 児 死 亡 を合 わせたも

の：出 産 千 対 ）は年 次 によって多 少 高 低 がありますが、令 和 ３（2021）年 の周 産 期 死 亡 率 は、

岡 山 県 とほぼ同 率 です。 
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図 表 11-1-2-10 周産 期 死 亡 数 及 び周 産 期 死 亡 率 の推 移  

  
（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）旧灘崎町、旧御津町、旧建部町、旧瀬戸町は岡山市に含め、岡山地域には旧賀陽町を含む。 

 

（２）  保 健 医 療 資 源 の状 況  

① 医 療 施 設             

ア 病 院  

当 圏 域 の人 口 10万 対 病 床 数 は岡 山 県 より多 くなっています。  

図表11-1-2-11 病院施設数及び病床数（各年10月1日現在） 

 
（資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

    ※（ ）内は人口10万対 

 

 イ 一 般 診 療 所 及 び歯 科 診 療 所  

当 圏 域 の一 般 及 び歯 科 診 療 所 の施 設 数 は人 口 10万 対 で岡 山 県 より多 くなっています。 

図表11-1-2-12 一般診療所数・病床数及び歯科診療所数（各年10月１日現在） 

 
  （資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 ※（ ）内は人口10万対 

一般病院
精神科
病院

平成26年
(2014)

78 71 7 14,855 (1,617.0) 9,850 1,654 3,257 86 8

平成27年
(2015)

77 70 7 14,730 (1,597.7) 9,822 1,652 3,167 81 8

平成28年
(2016)

78 71 7 14,666 (1,592.6) 9,742 1,708 3,127 81 8

令和3年
（2021）

75 69 6 13,853 (1,519.5) 9,338 1,460 2,967 80 8

平成26年
(2014)

167 150 17 29,088 (1,511.9) 18,369 4,854 5,698 141 26

平成27年
(2015)

164 147 17 28,813 (1,499.5) 18,321 4,722 5,608 136 26

平成28年
(2016)

164 147 17 28,615 (1,493.9) 18,225 4,715 5,513 136 26

令和3年
（2021）

159 143 16 27,186 (1,448.4) 17,755 4,015 5,275 115 26

感染症
病床

圏域

岡山県

区分

病院施設数 病院病床数

総　数
（再掲）

総　数 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床

平成26(2014)年

27(2015)年

28(2016)年

令和3（2021）年

平成26(2014)年

27(2015)年

28(2016)年

令和3（2021）年

(57.8) 

総数
一般診療所数 歯科診療所数

施設数 病床数 施設数

圏域
871

552

(94.5) 1,165 (126.4) 535 (58.0) 

868 (94.5) 1,184 (128.9) 531

(117.3) 

1,659 (86.3) 2,448 (127.4) 

1,653 (85.9) 2,513 (130.6) 

(108.3) 

540 (58.6) 

1,661 (86.7) 2,305 (120.3) 1,000 (52.2) 

996 (51.8) 
岡山県

868

1,636

(95.3) 987

870 (94.5) 1,080

(60.6) 

(87.2) 1,918 (102.3) 1,001 (53.4) 

990 (51.5) 

図表11-1-2-11　病院施設数及び病床数（各年10月1日現在）平成26年(2014) 78 (8.5) 71 (7.7) 7 (0.8) 14,855 (1,617.0) 9,850 (1,072.2) 1,654平成27年(2015) 77 (8.4) 70 (7.6) 7 (0.8) 14,730 (1,597.7) 9,822 (1,065.4) 1,652圏域 一般病院 精神科病院区分 病院施設数 病院病床数総　数 （再掲） 総　数 一般病床 療養病床

－ 422 －



  

 

 

②  保 健 関 係 施 設  

生 活 習 慣 病 対 策 や母 子 保 健 事 業 等 の一 般 的 な保 健 サービスは市 町 が実 施 し、精 神 保

健 や難 病 等 の専 門 的 な保 健 サービスは保 健 所 が実 施 しています。  

当 圏 域 では、政 令 市 保 健 所 を含 めて２保 健 所 １支 所 があり、市 町 の保 健 活 動 の場 であ

る保 健 センターは、５市 ２町 すべてに整 備 されています。  

 

③  保 健 医 療 従 事 者      

当 圏 域 の人 口 10万 対 医 師 数 、歯 科 医 師 数 、薬 剤 師 数 はいずれも岡 山 県 をはるかに上

回 っていますが、地 域 別 にみると、各 職 種 とも岡 山 市 に集 中 し、岡 山 地 域 、東 備 地 域 では

岡 山 県 を下 回 っており地 域 差 が大 きい状 況 です。看 護 師 及 び助 産 師 については岡 山 県 を

若 干 上 回 る程 度 で、保 健 師 は岡 山 県 よりも少 ない状 況 です。  

 

図表11-1-2-13 医師、歯科医師、薬剤師数（各年12月31日現在）（単位：人） 

  
（資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

※介護老人保健施設等の人数を含む 

※（ ）内は人口10万対 

 

図表11-1-2-14保健師、助産師、看護師、准看護師数(各年12月31日現在)(単位：人) 

 
（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

※（ ）内は人口10万対 

岡山市 3,081 (427.6) 903 (125.3) 2,116 (293.7)

岡山地域 179 (164.8) 82 (75.5) 161 (148.2)

東備地域 117 (127.6) 57 (62.1) 137 (149.4)

圏  域 3,377 (366.7) 1,042 (113.1) 2,414 (262.1)

岡山市 3,133 (434.3) 923 (128.0) 2,140 (296.7)

岡山地域 180 (170.2) 79 (74.7) 164 (155.0)

東備地域 118 (131.0) 55 (61.1) 136 (151.0)

圏  域 3,431 (374.1) 1,057 (115.2) 2,440 (266.0)

岡山市 3,259 (452.5) 970 (134.7) 2,187 (303.6)

岡山地域 168 (162.8) 86 (83.3) 169 (163.8)

東備地域 120 (136.1) 61 (69.2) 136 (154.3)

圏  域 3,547 (389.1) 1,117 (122.5) 2,492 (273.4)

平成28(2016)年 － 5,975 (311.9) 1,704 (89.0) 4,121 (215.2)

30(2018)年 － 6,088 (320.5) 1,725 (90.8) 4,167 (219.3)

令和2(2020)年 － 6,290 (334.2) 1,807 (96.0) 4,281 (227.4)

区分
医師 歯科医師 薬剤師

保健医療従事者数

圏　域

平成28(2016)年

令和2(2020)年

30(2018)年

岡山県

岡山市 340 (47.1) 287 (39.8) 10,441 (1,447.5) 1,337 (185.4)

岡山地域 59 (55.8) 0 (0.0) 1,019 (963.4) 390 (368.7)

東備地域 51 (56.6) 1 (1.1) 605 (671.9) 252 (279.9)

圏  域 450 (49.1) 288 (31.4) 12,065 (1,315.5) 1,979 (215.8)

岡山市 342 (47.5) 284 (39.4) 10,751 (1,492.6) 1,206 (167.4)

岡山地域 62 (60.1) 2 (1.9) 998 (967.1) 322 (312.0)

東備地域 67 (76.0) 2 (2.3) 601 (681.8) 230 (260.9)

圏  域 471 (51.7) 288 (31.6) 12,350 (1,354.7) 1,758 (192.8)

岡山市 401 (55.7) 275 (38.2) 11,049 (1,535.8) 1,018 (141.5)

岡山地域 60 (59.8) 3 (3.0) 957 (953.8) 261 (260.1)

東備地域 74 (85.9) 4 (4.6) 627 (727.6) 198 (229.8)

圏  域 535 (59.1) 282 (31.1) 12,633 (1,394.5) 1,477 (163.0)

平成30(2018)年 － 1,018 (53.6) 539 (28.4) 23,523 (1,238.2) 4,510 (237.4)

令和2(2020)年 － 1,069 (56.8) 553 (29.4) 24,240 (1,287.7) 4,151 (220.5)

令和4(2022)年 － 1,159 (62.2) 560 (30.1) 24,654 (1,324.1) 3,641 (195.5)

保健医療従事者数

保健師 助産師 看護師 准看護師

平成30(2018)年

令和4(2022)年

区分

令和2(2020)年

図表11-1-2-13　医師、歯科医師、薬剤師数（各年１２月３１日現在）岡山市 2,744 (384.9) 932 (130.7) 1,897 (266.1)岡山地域 195 (172.5) 74 (65.5) 152 (134.5)東備地域 127 (133.5) 54 (56.8) 125 (131.4)圏  域 3,066 (332.8) 1,060 (115.1) 2,174 (236.0)岡山市 2,861 (400.4) 934 (130.7) 1,962 (274.6)岡山地域 194 (175.3) 75 (67.8) 155 (140.1)東備地域 135 (144.5) 54 (57.8) 134 (143.4)圏  域 3,190 (347.2) 1,063 (115.7) 2,251 (245.0)圏　域 平成24(2012)年26(2014)年区分 医師 歯科医師 薬剤師保健医療従事者数

－ 423 －



  

 

 

（３）  受 療 の動 向  

①  受 療 動 向  

県 内 の病 院 等 に入 院 している患 者 の住 所 地 別 に受 療 動 向 をみると、当 圏 域 では自 圏 域

内 での受 療 割 合 が92.2％となっており、岡 山 県 及 び他 の圏 域 より高 くなっています。  

圏 域 内 の地 域 別 の受 療 動 向 については、新 型 コロナウイルス感 染 症 の流 行 による影 響 が

大 きいと思 われるため、今 回 の計 画 策 定 時 には調 査 を実 施 していないことから、不 明 です。  

 

 図表11-1-2-15 病院の推計入院患者数の構成割合              （単位：％） 

 

（資料：厚生労働省「令和２（2020）年患者調査」） 

 

②  病 床 利 用 率 ・平 均 在 院 日 数  

当 圏 域 の平 均 在 院 日 数 は岡 山 県 よりやや短 くなっており、病 床 利 用 率 は岡 山 県 より若

干 低 くなっています。  

 

図 表 11-1-2-16 病床 利 用 率 及 び平 均 在 院 日 数  

  
（資 料 ：厚 生 労 働 省 「病 院 報 告 」）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次保健医療圏内 二次保健医療圏外

岡山県 86.8 13.2

県南東部保健医療圏 92.2 7.8

県南西部保健医療圏 86.8 13.2

高梁・新見保健医療圏 63.6 36.4

真庭保健医療圏 64.8 35.2

津山・英田保健医療圏 81.4 18.6

患者住所地
受療地

総数 一般病床 療養病床 総数 一般病床 療養病床
平成26(2014)年 74.7 70.7 86.2 28.5 18.6 150.7

27(2015)年 69.5 64.7 85.2 27.3 17.9 132.7
28(2016)年 69.6 65.1 84.5 26.4 17.3 126.2

令和3(2021)年 70.1 65.6 85.7 26.7 18.0 121.0
平成26(2014)年 69.6 64.9 86.9 28.8 18.2 127.2

27(2015)年 74.1 70.0 84.6 27.7 17.6 118.4
28(2016)年 73.8 69.9 84.2 27.0 17.2 117.0

令和3(2021)年 72.6 68.0 84.3 27.1 17.7 114.3

区分
病床利用率（％） 平均在院日数（日）

圏域

岡山県

－ 424 －



  

 

 

３  医 療 提 供 体 制 の構 築  

 

（１）地 域 医 療 構 想  

【現 状 と課 題 】  

○ 限 られた医 療 資 源 を有 効 に活 用 し、効 率 的 で質 の高 い医 療 を提 供 するため、圏 域 ごとに

医 療 機 関 の役 割 分 担 と連 携 の促 進 を図 ることが重 要 です。  

病 床 機 能 報 告 で報 告 された病 床 数 と必 要 病 床 数 を比 較 した場 合 、高 度 急 性 期 ・急 性

期 の病 床 数 が多 く、回 復 期 の病 床 数 が少 ないことから、実 際 に提 供 している医 療 を検 証 し

た上 で、必 要 な病 床 への転 換 等 を図 る必 要 があります。  

○ 団 塊 の世 代 が後 期 高 齢 者 （75歳 以 上 ）となる令 和 7（2025）年 に向 けて、病 床 の機 能 分

化 と連 携 、在 宅 医 療 ・介 護 の促 進 等 、効 率 的 かつ質 の高 い医 療 提 供 体 制 の構 築 と、地

域 包 括 ケアシステムの構 築 が急 務 です。 

 

図表11-1-3-1 許可病床数の現況と必要病床数推計の比較（※1～3）             （単位：床） 

 
（資料：岡山県医療推進課） 

※１ 平成29（2017）年４月１日現在の病床数は、許可病床数の数値に合わせるため、平成28（2016）年

7月1日現在の病床機能報告の数値をもとに、県において調整した数値である。 

※２ H25（2013）、R7（2025）及びR22（2040）の数値は、厚生労働省提供の地域医療構想策定支援ツ

ールの医療機関所在地別、パターンBによる数値である。 

※３ ハンセン病療養所の病床は、医療保険適用分以外は推計の対象外とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院 診療所 合計 H25(2013) R7(2025) R22(2040）

① ② ③
高度急性期 2,369 2,369 1,125 1,187 1,146 ▲ 1,182 50.1%
急性期 3,723 459 4,182 2,968 3,335 3,318 ▲ 847 79.7%
回復期 1,215 135 1,350 2,500 2,927 2,969 1,577 216.8%
慢性期 2,228 243 2,471 2,163 2,029 2,052 ▲ 442 82.1%
休棟・無回答 583 231 814 ▲ 814

計 10,118 1,068 11,186 8,756 9,478 9,485 ▲ 1,708 84.7%
高度急性期 4,155 4,155 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,906 54.1%
急性期 8,394 974 9,368 6,155 6,838 6,679 ▲ 2,530 73.0%
回復期 2,616 288 2,904 5,599 6,480 6,445 3,576 233.1%
慢性期 5,471 473 5,944 5,263 4,607 4,617 ▲ 1,337 77.5%
休棟・無回答 938 494 1,432 ▲ 1,432

計 21,574 2,229 23,803 19,186 20,174 19,872 ▲ 3,629 84.8%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 1,230 1,230

22,804 2,229 25,033 19,186 20,174 19,872

県南東部

岡山県

合計

②/①構想区域 区　分

平成29(2017)年４月１日現在の
病床数

［病床機能報告（調整後）］

必要病床数
［地域医療構想策定支援ツールから］

②-①

－ 425 －



  

 

 

図表11-1-3-2 許可病床数の現況と必要病床数推計の比較（令和4（2022）年度） （単位：床） 

  
（資料：岡山県医療推進課） 

※１ 令和４（2022）年７月１日現在の病床機能報告による。 

※２  H25(2013)、R7（2025）及びR22（2040）の数値は、厚生労働省提供の地域医療構想策定支援ツ

ールの医療機関所在地別、パターンＢによる数値である。 

※３ ハンセン病療養所の病床は、医療保険適用分以外は推計の対象外とされている。 

 

図表11-1-3-3 令和７（2025）年における将来の居宅等における医療需要の推計 

（単位：人/日） 

 （資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

医 療 機 関 の 役 割 分

担 と連 携  

○圏 域 内 の医 療 機 関 相 互 の協 議 の場 （県 南 東 部 地 域 医 療 構 想

調 整  会 議 ）において、毎 年 度 の病 床 機 能 報 告 等 の情 報 を関

係 者 で共 有 し、PDCAサイクルを効 果 的 に機 能 させながら、医 療

機 関 の役 割 分 担 と連 携 を支 援 します。  

 

（２）外 来 医 療 に係 る医 療 提 供 体 制 の確 保  

【現 状 と課 題 】  

〇  当 圏 域 の外 来 医 師 偏 在 指 標 は138.2（全 国 21位 ）であり外 来 医 師 多 数 区 域 となってい

ますが、岡 山 市 中 心 部 以 外 では、外 来 医 療 を担 う医 師 不 足 が深 刻 です。当 圏 域 の診 療

所 の約 80％が岡 山 市 内 に所 在 しています。  

〇  初 期 救 急 医 療 体 制 については、医 師 会 の協 力 を得 て、旧 岡 山 市 民 病 院 で休 日 夜 間 急

患 診 療 所 が運 営 され、その他 の地 域 では、主 に休 日 の日 中 を中 心 に在 宅 当 番 医 制 が実

施 されていますが、特 に岡 山 市 中 心 部 以 外 では初 期 救 急 医 療 を担 う医 師 が不 足 していま

す。 

〇  在 宅 医 療 や学 校 医 ・産 業 医 を担 う診 療 所 ・医 師 も不 足 しており、郡 市 等 医 師 会 内 での

役 割 分 担 や連 携 を更 に進 める必 要 があります。 

病院 診療所 合計 H25(2013) R7(2025) R22(2040）
① ② ③

高度急性期 1,993 0 1,993 1,125 1,187 1,146 ▲ 806 59.6%
急性期 3,773 366 4,139 2,968 3,335 3,318 ▲ 804 80.6%
回復期 1,904 77 1,981 2,500 2,927 2,969 946 147.8%
慢性期 2,001 208 2,209 2,163 2,029 2,052 ▲ 180 91.9%
休棟・無回答 236 216 452 ▲ 452

計 9,907 867 10,774 8,756 9,478 9,485 ▲ 1,296 88.0%

高度急性期 3,874 0 3,874 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,625 58.1%
急性期 7,510 720 8,230 6,155 6,838 6,679 ▲ 1,392 83.1%
回復期 4,017 235 4,252 5,599 6,480 6,445 2,228 152.4%
慢性期 4,833 346 5,179 5,263 4,607 4,617 ▲ 572 89.0%
休棟・無回答 579 427 1,006 ▲ 1,006

計 20,813 1,728 22,541 19,186 20,174 19,872 ▲ 2,367 89.5%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 876 0 876

21,689 1,728 23,417 19,186 20,174 19,872

構想区域 区　分

令和４（２０２２）年７月１日現在
の病床数 ［病床機能報告］

必要病床数
［地域医療構想策定支援ツールから］

②－① ②/①

県南東部

岡山県

合計

区　分 医療機関所在地別 患者住所地別

在宅医療等 13,692 13,530

（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分 8,317 8,207

－ 426 －



  

 

 

 

（再掲）図表11-1-2-12 一般診療所数・病床数及び歯科診療所数（各年10月１日現在） 

  
（資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

※（ ）内は人口10万対 

 

図表11-1-3-4 県南東部圏域市町村別診療所数の内訳（令和３(2021)年10月1日） 

  
（資 料 ：医 療 施 設 調 査  令 和 ３（2021）年 ） 

 

〇 当 圏 域 で医 療 資 源 を重 点 的 に活 用 する外 来 （以 下 「重 点 外 来 」という。）に関 する基 準を

満 たす医 療 機 関 は10施 設 あり、そのうち、紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 となる意 向 があるのは９

施 設 でした。意 向 のない医 療 機 関 １施 設 については、地 域 医 療 支 援 病 院 として既 に地 域 の

中 心 的 な病 院 としての役 割 を果 たしています。また、基 準 を満 たさないが意 向 のある医 療 機

関 が２施 設 ありましたが、この２施 設 を含 め意 向 のある医 療 機 関 については、地 域 医 療 構 想

調 整 会 議 内 で合 意 を得 て、岡 山 県 ホームページで紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 として公 表 さ

れています。 

〇 かかりつけ医 機 能 を担 う医 療 機 関 や紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 の機 能 や役 割 の分 担 及 び

連 携 を図 るとともに、住 民 への周 知 啓 発 が必 要 です。  

 

 

 

 

 

 

 

平成26(2014)年

27(2015)年

28(2016)年

令和3（2021）年

平成26(2014)年

27(2015)年

28(2016)年

令和3（2021）年

(57.8) 

総数
一般診療所数 歯科診療所数

施設数 病床数 施設数

圏域
871

552

(94.5) 1,165 (126.4) 535 (58.0) 

868 (94.5) 1,184 (128.9) 531

(117.3) 

1,659 (86.3) 2,448 (127.4) 

1,653 (85.9) 2,513 (130.6) 

(108.3) 

540 (58.6) 

1,661 (86.7) 2,305 (120.3) 1,000 (52.2) 

996 (51.8) 
岡山県

868

1,636

(95.3) 987

870 (94.5) 1,080

(60.6) 

(87.2) 1,918 (102.3) 1,001 (53.4) 

990 (51.5) 

歯科診療所数

総数 有床 無床
総数

（すべて無床）

700 63 637 450

北区　　　　　407 36 371 241

中区　　　　　114 8 106 72

東区　　　　　68 5 63 46

南区　　　　　111 14 97 91

玉野市　　　　 49 3 46 35

瀬戸内市　　　 28 1 27 15

吉備中央町　　 12 0 12 5

備前市　　　　 33 1 32 17

赤磐市　　　　 34 0 34 25

和気町　　　　 12 2 10 5

868 70 798 552圏域

岡山市

一般診療所数

図表11-1-2-11　病院施設数及び病床数（各年10月1日現在）平成26年(2014) 78 (8.5) 71 (7.7) 7 (0.8) 14,855 (1,617.0) 9,850 (1,072.2) 1,654平成27年(2015) 77 (8.4) 70 (7.6) 7 (0.8) 14,730 (1,597.7) 9,822 (1,065.4) 1,652圏域 一般病院 精神科病院区分 病院施設数 病院病床数総　数 （再掲） 総　数 一般病床 療養病床
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図表11-1-3-5 県南東部圏域における紹介受診重点医療機関の選定状況（単位：施設） 

 
（資料：令和４（2022）年度外来機能報告、備前保健所） 

 ※初診に占める重点外来の割合40％以上かつ再診に占める重点外来の割合25％以上 

 

〇 当 圏 域 における人 口 10万 人 あたりの医 療 機 器 設 置 状 況 については、一 部 岡 山 県 を下 回

っていますが、概 ね岡 山 県 と同 等 かやや多 い状 況 です。CT、MRI、血 管 連 続 撮 影 装 置 以

外 の医 療 機 器 については、岡 山 市 以 外 の地 域 には設 置 されていません。岡 山 市 内 の高 度

な医 療 機 器 をより効 率 的 に共 有 するため、設 置 状 況 等 の情 報 を共 有 することが必 要 です。  

 

図表11-1-3-6 県南東部圏域の医療機器設置状況          （人口10万人あたり、単位：台） 

 
（資料：令和４（2022）年度外来機能報告） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

外 来 機 能 の分 化  〇診 療 所 と病 院 の外 来 機 能 の分 化 を進 め、外 来 医 療 資 源 の効

率 的 な利 用 を推 進 します。  

〇紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 の枠 組 も活 用 しながら、地 域 内 での病

診 連 携 を図 ります。  

〇紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 を県 のホームページで公 表 するなど、

住 民 への周 知 に努 めます。  

不 足 する役 割 を担 う

医 師 の増 加  

〇地 域 で不 足 する在 宅 医 療 、初 期 救 急 医 療 や学 校 医 等 の役 割

を担 うよう診 療 所 の開 設 時 に意 識 づけを行 い、役 割 を担 う医 師

の増 加 を図 ります。  

医 療 機 器 の 共 同 利

用  

〇医 療 機 器 の設 置 状 況 等 をマッピングするなどして地 域 の医 療 機

関 と情 報 を共 有 し、地 域 の医 療 機 関 が高 度 な医 療 機 器 を共

同 利 用 しやすい環 境 を整 えます。  

 

（３）５疾 病 ・６事 業 及 び在 宅 医 療 の医 療 連 携 体 制  

① がんの医 療  

【現 状 と課 題 】  

○  当 圏 域 のがんによる死 亡 の部 位 別 割 合 は、令 和 ３（2021）年 では、第 １位 が気 管 ・気 管

支 ・肺 で21.2％、第 ２位 が膵 臓 で10.8％、第 ３位 が胃 で10.0％、となっています。標 準 化 死

亡 比 （平 成 25（2013）年 ～29（2017）年 ）は、岡 山 ・東 備 地 域 の女 性 を除 いた肝 及 び肝

内 胆 管 、岡 山 ・東 備 地 域 の男 性 の気 管 、気 管 支 及 び肺 において、100より高 くなっています

（図 表 11-1-2-7）。 

選定 岡山市 岡山地域 東備地域

重点外来（※）の基準を満たす 9 8 0 1

重点外来の基準を満たさない 2 2 0 0

計 11 10 0 1

64列以
上

16列以
上64列
未満

16列未
満

岡山県 4.80 4.53 0.91 0.37 1.49 3.14 0.59 4.10 1.17 - 0.43 - 0.05 0.05 0.75 0.16 0.53

圏域 5.05 4.61 0.88 0.66 1.75 2.96 0.33 5.16 1.43 - 0.33 - 0.11 0.11 0.77 0.11 0.44

岡山市 5.54 4.57 1.11 0.55 2.22 2.49 0.28 6.37 1.80 - 0.42 - 0.14 0.14 0.97 0.14 0.55

玉野市 5.40 5.40 - 1.80 - 5.40 - - - - - - - - - - -

瀬戸内市 - 5.59 - - - 2.80 - - - - - - - - - - -

吉備中央町 - 9.38 - 9.38 - 9.38 - - - - - - - - - - -

備前市 3.17 6.33 - - - 6.33 3.17 - - - - - - - - - -

赤磐市 2.36 - - - - 2.36 - 2.36 - - - - - - - - -

和気町 7.44 7.44 - - - 7.44 - - - - - - - - - - -

ガンマナ
イフ

サイバー
ナイフ

強度変調
放射線治

療器

遠隔操作
式密封小
線源治療

装置

内視鏡手
術用支援
機器（ダ
ヴィンチ）

血管連続
撮影装置 SPECT PET PETCT PETMRI

マルチスライスCT

その他の
CT 3T以上

1.5-3T
未満 1.5T未満

CT MRI その他の医療機器
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○  当 圏 域 のがん検 診 受 診 率 は、肺 がんを除 いて岡 山 県 の受 診 率 を下 回 っており、受 診 率

向 上 に向 けた取 組 が必 要 です。すべてのがん検 診 受 診 率 向 上 を目 指 し、特 定 健 康 診 査 と

同 時 受 診 ができる総 合 検 診 方 式 を取 り入 れるなど、受 診 しやすい検 診 体 制 の整 備 等 に取

り組 む必 要 があります。  

○  当 圏 域 には、「県 がん診 療 連 携 拠 点 病 院 」があるほか、「地 域 がん診 療 連 携 拠 点 病 院 」

が３施 設 、県 独 自 に認 定 している「がん診 療 連 携 推 進 病 院 」が３施 設 あり、県 内 で最 もがん

医 療 が充 実 している圏 域 です。がん診 療 連 携 拠 点 病 院 等 では、がん相 談 支 援 センターを

設 置 し、県 民 からのがんに関 する相 談 に応 じるとともに、地 域 の医 療 関 係 者 に対 し「地 域 連

携 クリティカルパス」の活 用 などにより、かかりつけ医 との連 携 や緩 和 ケアの普 及 を行 っていま

す。 

 

図表11-1-3-7 悪性新生物部位別死亡割合（令和３（2021）年） 

     
（資料：厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」） 

 

図表11-1-3-8 がん検診受診率                            （単位：％） 

 
  ※受 診 率 は、計 数 が不 詳 の市 町 を除 いた値 である。 

 （資 料 ：厚 生 労 働 省 「地 域 保 健 ・健 康 増 進 事 業 報 告 」）  

 

 

 

 

 

R元年度
(2019)

R２年度
(2020)

Ｒ３年度
(2021)

R元年度
(2019)

R２年度
(2020)

Ｒ３年度
(2021)

R元年度
(2019)

R２年度
(2020)

Ｒ３年度
(2021)

岡 山 市 6.5 6.0 5.6 7.2 6.3 6.8 6.0 5.5 5.7
岡山地域 ※　　7.3 6.1 ※　　5.2 8.3 5.9 6.0 7.4 5.8 5.6
東備地域 6.1 5.0 3.5 8.8 6.6 7.0 7.5 6.0 5.8
圏 域 ※　　6.5 5.9 ※　　5.３ 7.5 6.3 6.7 6.3 5.6 5.7
岡 山 県 ※　　6.8 ※　　6.4 ※　　5.6 7.4 6.0 6.4 6.7 5.9 6.0

R元年度
(2019)

R２年度
(2020)

Ｒ３年度
(2021)

R元年度
(2019)

R２年度
(2020)

Ｒ３年度
(2021)

岡 山 市 17.5 15.7 15.3 11.2 10.9 11.0
岡山地域 20.2 19.2 17.1 14.9 13.9 12.8
東備地域 16.8 16.4 17.3 13.7 14.1 14.1
圏 域 17.7 16.1 15.7 11.9 11.5 11.5
岡 山 県 18.6 18.0 17.6 14.1 13.9 13.8

区分
胃がん 肺がん 大腸がん

区分

乳がん 子宮頸がん
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【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

がんの予 防  ○あらゆる機 会 を通 じて、がんの予 防 に関 する正 しい知 識 の普 及

や、生 活 習 慣 とがんとの関 連 等 について啓 発 を図 り、がんの予

防 対 策 を推 進 します。また、健 康 づくりボランティア組 織 である

愛 育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議 会 と協 働 で、生 活 習 慣 の改 善 を

中 心 とした健 康 づくりを推 進 します。  

がんの早 期 発 見  ○がんの早 期 発 見 ・早 期 治 療 に結 びつくよう、市 町 や関 係 団 体 と

ともに、普 及 啓 発 や研 修 会 の場 を設 けます。また、総 合 検 診 方

式 の導 入 や、職 域 保 健 との連 携 等 による受 診 率 向 上 及 び事

後 指 導 の充 実 に努 めます。  

が ん の 診 断 ・ 治 療 に

関 す る 医 療 水 準 の

向 上  

○「県 がん診 療 連 携 拠 点 病 院 」を中 心 に当 圏 域 の「地 域 がん診

療 連 携 拠 点 病 院 」「がん診 療 連 携 推 進 病 院 」が地 域 連 携 クリ

ティカルパスの活 用 促 進 を図 り、医 療 機 関 相 互 の連 携 体 制 づく

りを推 進 します。  

○県 医 師 会 等 関 係 機 関 が相 互 に連 携 し、地 域 の特 性 に応 じた

在 宅 緩 和 ケア体 制 の整 備 について検 討 し、患 者 が在 宅 で療 養

できる環 境 を整 備 します。  

患 者 ・家 族 への支 援  ○関 係 機 関 はがんに関 する相 談 、支 援 を行 うとともに、がん診 療

連 携 拠 点 病 院 等 に設 置 されている「がん相 談 支 援 センター」の

活 用 や、「岡 山 がんサポート情 報 」により情 報 提 供 を行 います。  

 

② 脳 卒 中 の医 療  

【現 状 と課 題 】  

〇  当 圏 域 における平 成 25（2013）年 ～平 成 29（2017）年 の脳 血 管 疾 患 の標 準 化 死 亡 比

は、男 性 、女 性 ともに岡 山 県 より低 く、令 和 ３年 （2021）年 の死 因 別 死 亡 の第 ４位 で、全 死

亡 の7.0％を占 めています（図 表 11-1-2-6、図 表 11-1-2-7）。 

○ 脳 卒 中 は、発 症 後 早 期 の適 切 な治 療 とリハビリテーションにより、死 亡 や後 遺 症 を残 す可

能 性 を低 減 できることから、県 民 に安 心 して良 質 な医 療 が提 供 できる体 制 づくりを目 指 して

います。専 門 的 な診 療 （ t-PA静 脈 内 投 与 等 ）が24時 間 可 能 な急 性 期 医 療 機 関 は、県 内

に15施 設 ある中 で、当 圏 域 には10施 設 あります。これらの医 療 機 関 と回 復 期 リハビリテーシ

ョン医 療 機 関 等 が円 滑 に医 療 連 携 できるよう、当 圏 域 の医 療 機 関 が中 心 となって結 成 さ

れた「もも脳 ネット」において、圏 域 内 で統 一 した「もも脳 ネット連 携 パス」を作 成 し、医 療 関 係

者 が主 体 となって、介 護 関 係 者 と連 携 しながら、パスの運 用 や連 携 の在 り方 等 について定

期 的 に検 討 会 を開 催 し、地 域 連 携 を推 進 しています。  

○ 早 期 の治 療 を開 始 するために、県 民 に対 する脳 卒 中 の病 気 の理 解 と対 応 を啓 発 するとと

もに、県 南 東 部 圏 域 救 急 医 療 体 制 推 進 協 議 会 や県 南 東 部 メディカルコントロール協 議 会

と連 携 し、迅 速 な脳 卒 中 患 者 搬 送 体 制 の整 備 を進 めています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

脳 卒 中 の予 防  ○県 民 が高 血 圧 症 、糖 尿 病 、脂 質 異 常 症 等 の生 活 習 慣 病 に

関 する正 しい知 識 を持 つよう、生 活 習 慣 の改 善 に関 する知 識

の普 及 啓 発 を行 い、脳 卒 中 の発 症 予 防 を図 ります。また、愛

育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議 会 と協 働 で健 康 づくりを推 進 しま

す。 
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救 護 ・ 救 急 体 制 の 充

実  

○市 町 や健 康 づくりボランティアと連 携 し、広 報 誌 や講 演 会 等 に

より、本 人 や家 族 等 周 囲 にいる者 が、速 やかに脳 卒 中 の症 状

に気 付 き受 診 につながるよう、病 院 前 救 護 についての普 及 啓

発 に取 り組 みます。  

○「もも脳 ネット」等 の検 討 の場 で、急 性 期 医 療 機 関 間 や消 防 機

関 との連 携 について協 議 し、発 症 後 4.5時 間 以 内 のt-PA静 脈

内 投 与 による血 栓 溶 解 療 法 など、迅 速 かつ適 切 に治 療 が開

始 できる体 制 を確 保 します。  

医 療 提 供 体 制 の整 備  ○脳 卒 中 の急 性 期 から回 復 期 、維 持 期 、在 宅 療 養 のそれぞれ

の過 程 に応 じて治 療 等 の診 療 情 報 を共 有 しながら対 応 できる

よう、「もも脳 ネット」と連 携 し、地 域 連 携 クリティカルパスの活 用

を進 めます。  

○医 師 会 等 と連 携 して地 域 特 性 に応 じた在 宅 医 療 連 携 につい

て検 討 し、脳 卒 中 在 宅 パスを活 用 して在 宅 の脳 卒 中 患 者 が

必 要 に応 じて福 祉 サービスや歯 科 医 療 等 が受 けられるようにし

ます。 

 

③ 心 筋 梗 塞 等 の心 血 管 疾 患 の医 療  

【現 状 と課 題 】  

○  当 圏 域 における急 性 心 筋 梗 塞 の標 準 化 死 亡 比 （平 成 25（2013）年 ～平 成 29（2017）

年 ）は、岡 山 市 男 性 170.6、女 性 160.9、岡 山 ・東 備 地 域 男 性 175.4、女 性 171.7で、170

前 後 と高 値 となっています（図 表 11-1-2-7）。 

○  急 性 心 筋 梗 塞 は、生 活 習 慣 病 と関 連 が深 く、喫 煙 等 生 活 習 慣 の改 善 や高 血 圧 症 ・糖

尿 病 ・脂 質 異 常 症 等 の予 防 を推 進 する必 要 があります。 

○ ＡＥＤ（自 動 体 外 式 除 細 動 器 ）の使 い方 を含 む心 肺 蘇 生 法 の普 及 啓 発 も必 要 です。  

○ 令 和 ５（2023）年 ２月 28日 現 在 の急 性 期 医 療 機 関 は、県 内 に13施 設 ありますが、そのう

ち当 圏 域 に10施 設 あります。回 復 期 医 療 機 関 は27施 設 のうち17施 設 、再 発 予 防 医 療 機

関 は96施 設 のうち47施 設 が当 圏 域 内 の施 設 です。急 性 心 筋 梗 塞 医 療 連 携 パスの運 用

等 により、これらの医 療 機 関 の連 携 を進 める必 要 があります。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

急 性 心 筋 梗 塞 の予 防  ○生 活 習 慣 病 予 防 に関 する正 しい知 識 を持 つよう、生 活 習 慣

の改 善 に関 する普 及 啓 発 を行 います。また、愛 育 委 員 会 ・栄

養 改 善 協 議 会 と協 働 し、健 康 づくりを推 進 します。 

救 護 ・ 救 急 体 制 の 充

実  
○AED設 置 箇 所 の増 加 と蘇 生 法 の普 及 啓 発 を進 めます。 

医 療 提 供 体 制 の整 備  ○県 南 東 部 地 域 医 療 連 携 推 進 会 議 等 により、急 性 期 医 療 機

関 ・回 復 期 医 療 機 関 ・かかりつけ医 の役 割 分 担 と医 療 連 携 の

推 進 を図 ります。  

○県 南 東 部 メディカルコントロール協 議 会 の活 動 を通 じて、特 定

行 為 等 による救 命 蘇 生 の適 切 な実 施 、急 性 期 医 療 機 関 へ

の迅 速 な搬 送 等 により、当 圏 域 における救 急 医 療 体 制 の整

備 を推 進 します。  
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④ 糖 尿 病 の医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 生 活 習 慣 病 であり、近 年 増 加 傾 向 にある糖 尿 病 は、放 置 するとCKD（慢 性 腎 臓 病 ）等 の

重 篤 な合 併 症 に至 ります。そのため、糖 尿 病 の発 症 予 防 や重 症 化 予 防 が課 題 となってい

ます。 

○  県 民 に安 心 して良 質 な医 療 が提 供 できる体 制 づくりを目 指 して、地 域 連 携 クリティカルパ

スの活 用 等 、糖 尿 病 の医 療 連 携 の推 進 を図 り、患 者 の病 状 ・病 態 にあった医 療 機 能 を担

う医 療 機 関 の整 備 、情 報 提 供 を推 進 しているところです。  

○ 令 和 ５（2023）年 ３月 31日 現 在 の糖 尿 病 専 門 治 療 医 療 機 関 は、県 内 に27施 設 あります

が、そのうち当 圏 域 に12施 設 あります。糖 尿 病 の治 療 体 制 を更 に充 実 するため役 割 分 担 を

進 め、機 能 別 の届 出 医 療 機 関 を増 やすとともに連 携 を推 進 し、かかりつけ医 や歯 科 も含 め

た専 門 治 療 医 療 機 関 等 の切 れ目 のない医 療 連 携 体 制 の構 築 が必 要 です。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

予 防 ・早 期 発 見  ○愛 育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議 会 、健 康 おかやま21推 進 団 体

等 と協 働 して、糖 尿 病 の危 険 因 子 や初 期 症 状 、合 併 症 、予 防

の必 要 性 について、県 民 に対 し広 く啓 発 し、予 防 と早 期 発 見 に

努 めます。  

○市 町 や関 係 機 関 と連 携 しながら、特 定 健 康 診 査 の受 診 率 向

上 に取 り組 みます。 

予 防 ・早 期 発 見  ○愛 育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議 会 、健 康 おかやま21推 進 団 体

等 と協 働 して、糖 尿 病 の危 険 因 子 や初 期 症 状 、合 併 症 、予 防

の必 要 性 について、県 民 に対 し広 く啓 発 し、予 防 と早 期 発 見 に

努 めます。  

○市 町 や関 係 機 関 と連 携 しながら、特 定 健 康 診 査 の受 診 率 向

上 に取 り組 みます。  

地 域 における医 療 連

携 体 制 の整 備  

○医 師 会 等 と連 携 し、地 域 連 携 に参 画 する初 期 ・安 定 期 治 療 等

の医 療 機 関 を増 やすとともに、地 域 連 携 クリティカルパスの活 用

により、予 防 ・治 療 の各 ステージに応 じた治 療 及 び栄 養 や運 動

指 導 等 が効 果 的 になされるよう、医 療 連 携 体 制 の構 築 を図 り

ます。 

○糖 尿 病 の自 己 管 理 による生 活 の質 の確 保 ・向 上 を目 指 して、

岡 山 県 栄 養 士 会 等 と連 携 し、地 域 における糖 尿 病 の栄 養 管

理 支 援 環 境 づくりを推 進 します。  

糖 尿 病 医 科 歯 科 連

携 の推 進  

○市 町 と連 携 し、県 民 に対 して糖 尿 病 と歯 周 疾 患 の関 係 につい

て啓 発 します。  

○県 南 東 部 地 域 医 療 連 携 推 進 会 議 等 を通 じて、糖 尿 病 の医 科

歯 科 連 携 を推 進 します。 

 

⑤ 精 神 疾 患 の医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 新 型 コロナウイルス感 染 症 拡 大 の影 響 等 厳 しい社 会 環 境 の中 で、うつ病 や自 殺 等 様 々な

心 の健 康 問 題 が増 加 しており、また、ひきこもりや不 登 校 等 の思 春 期 の心 の問 題 に関 する

相 談 も増 えています。これらに対 応 するため、心 の健 康 づくり県 民 講 座 等 により、正 しい知 識

の普 及 啓 発 や、精 神 障 害 者 への偏 見 の解 消 を行 うとともに、精 神 保 健 福 祉 相 談 窓 口 の開

設 等 、早 期 に治 療 等 の必 要 な対 応 ができる環 境 づくりを進 めていく必 要 があります。また、

高 齢 者 の心 の健 康 保 持 のために、孤 立 を防 ぐサポート体 制 の整 備 が必 要 です。  
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○ 精 神 病 床 を有 する病 院 は、令 和 ５（2023）年 ４月 １日 現 在 、県 内 に23施 設 ありますが、そ

のうち当 圏 域 に11施 設 があります。地 域 移 行 推 進 協 議 会 等 で関 係 機 関 と課 題 を共 有 し、

患 者 の退 院 から地 域 への定 着 のための支 援 を総 合 的 に推 進 していく必 要 があります。また、

退 院 後 も、患 者 が自 分 らしく地 域 で暮 らし続 けることができるよう、「住 まい」に関 する支 援 も

求 められています。 

○ 精 神 保 健 福 祉 法 に基 づく通 報 に対 しては、迅 速 で適 正 な対 応 が必 要 とされています。  

また、精 神 障 害 者 が地 域 生 活 を持 続 するためには重 篤 な状 況 に至 らない段 階 での対 応 が

重 要 であることから、当 圏 域 内 に29か所 ある地 域 活 動 支 援 センター等 と連 携 した支 援 が求

められます。また、未 治 療 者 や治 療 中 断 者 についても、岡 山 県 精 神 保 健 福 祉 センター等 と

連 携 しアウトリーチ事 業 の活 用 により、丁 寧 な支 援 が求 められています。  

○  精 神 科 疾 患 と身 体 科 疾 患 を合 併 した救 急 患 者 に適 切 に対 応 するため、平 日 の夜 間 及

び休 日 の相 談 対 応 を行 う岡 山 県 精 神 科 救 急 医 療 システム整 備 事 業 の円 滑 な実 施 が求

められています。また、岡 山 市 内 の病 院 では、救 急 科 の対 応 中 や入 院 後 に精 神 科 専 門 医

のアドバイスが必 要 な場 合 、岡 山 県 精 神 科 医 療 センターが24時 間 365日 相 談 に対 応 し、

必 要 時 には往 診 ・入 院 等 による連 携 を図 っています。 

○  認 知 症 の人 が今 後 増 加 することが見 込 まれるため、国 の認 知 症 施 策 推 進 大 綱 を踏 まえ、

認 知 症 の人 の意 思 が尊 重 され、できる限 り地 域 のよい環 境 で自 分 らしく暮 らし続 けることが

できるよう、市 町 や地 域 包 括 支 援 センター、認 知 症 疾 患 医 療 センター（岡 山 大 学 病 院 、慈

圭 病 院 及 び岡 山 赤 十 字 病 院 ）と連 携 した取 組 が引 き続 き必 要 です。 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

精 神 疾 患 の 予 防 早

期 対 応  

○心 の健 康 づくり、自 殺 予 防 、アルコール関 連 問 題 に関 する啓 発

や精 神 障 害 に対 する心 のバリアフリー（偏 見 の解 消 ）を推 進 しま

す。 

○自 死 遺 族 の集 いや市 町 における精 神 保 健 福 祉 相 談 等 を実 施

し、地 域 相 談 支 援 体 制 を充 実 します。  

○高 齢 者 の自 殺 予 防 対 策 には、地 域 のソーシャルサポート体 制 が

効 果 的 であることから、愛 育 委 員 会 、栄 養 改 善 協 議 会 、民 生 委

員 会 、老 人 クラブ等 と連 携 し、地 域 で高 齢 者 を支 え合 うネットワ

ークづくりに努 めます。  

患 者 ・家 族 への支 援  ○精 神 科 病 院 の長 期 入 院 患 者 について、病 院 、市 町 や地 域 活 動

支 援 センター、岡 山 県 居 住 支 援 法 人 ・団 体 等 の関 係 機 関 と連

携 したネットワークづくり等 、支 援 体 制 の整 備 を行 い、地 域 生 活 へ

の移 行 に向 けた取 組 を進 めます。  

○未 治 療 、治 療 中 断 者 については、関 係 機 関 と連 携 し、アウトリー

チ事 業 等 の活 用 により、地 域 生 活 が維 持 できるよう支 援 に努 め

ます。また精 神 障 害 が疑 われる通 報 に対 しては、人 権 に配 慮 し

ながら迅 速 ・適 正 に対 応 するとともに、支 援 が途 切 れることがない

よう警 察 や医 療 機 関 等 関 係 機 関 との連 携 強 化 を図 ります。  

○市 町 や地 域 活 動 支 援 センター等 とも連 携 し、地 域 のピアサポータ

ーと交 流 を図 る等 、患 者 会 や家 族 会 の交 流 事 業 を行 います。  

救 急 体 制 の充 実  ○精 神 疾 患 と身 体 疾 患 を合 併 した救 急 患 者 に適 切 に対 応 するた

め、岡 山 県 精 神 科 救 急 情 報 センターの活 用 により、精 神 科 医 療

機 関 、救 急 隊 や身 体 科 救 急 医 療 機 関 との円 滑 な連 携 の推 進

に努 めます。 
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認 知 症 施 策 の推 進  ○「岡 山 県 備 前 地 域 認 知 症 疾 患 医 療 センター地 域 連 携 会 議 」を

通 じて認 知 症 の早 期 発 見 や早 期 診 断 、医 療 や介 護 が適 切 に提

供 できる体 制 づくりを支 援 します。  

○認 知 症 疾 患 医 療 センターと市 町 村 及 び地 域 包 括 支 援 センター

の連 携 を促 進 します。  

○「認 知 症 施 策 推 進 大 綱 」に掲 げる認 知 症 初 期 集 中 支 援 チーム

等 の活 動 が、各 市 町 村 において円 滑 に進 むよう支 援 します。  

○「認 知 症 介 護 家 族 交 流 会 」等 の研 修 会 や連 絡 会 議 等 を通 じ

て、認 知 症 の人 が早 期 から適 切 なサービスを受 けることができる

体 制 の整 備 、見 守 りネットワークの構 築 や介 護 家 族 に対 する支

援 等 、市 町 村 が取 り組 む認 知 症 施 策 の推 進 を支 援 します。  

 

⑥ 救 急 医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 の初 期 救 急 医 療 体 制 は、岡 山 地 域 、東 備 地 域 の医 師 会 の協 力 を得 て、休 日 の

昼 間 を中 心 に在 宅 当 番 医 制 で実 施 されています。また、岡 山 市 では休 日 夜 間 急 患 診 療

所 が運 営 されています。  

○ 二 次 救 急 医 療 体 制 は、病 院 群 輪 番 制 病 院 の６施 設 と26の協 力 病 院 当 番 制 病 院 により

入 院 や手 術 を必 要 とする重 症 救 急 患 者 の診 療 に対 応 しています。また、救 急 告 示 医 療 機

関 が当 圏 域 に37施 設 あります。 

○ 岡 山 大 学 病 院 が高 度 救 命 救 急 センターとして、また岡 山 赤 十 字 病 院 が救 命 救 急 センタ

ーとして、重 症 患 者 や複 数 科 にわたる重 篤 な救 急 患 者 等 を受 け入 れるなど三 次 救 急 医 療

を提 供 しています。  

 

図表11-1-3-9 県南東部保健医療圏域における救急医療体制（令和５(2023)年４月１日） 

   
（資料：岡山県医療推進課）                     ※△は準夜帯まで 

 

○ 救 急 車 による患 者 搬 送 については、令 和 ３（2021）年 に５消 防 本 部 （局 ）で37,387人 を搬

送 しています。  

○  出 動 件 数 は、平 成 29（2017）年 の41,765件 に比 較 して、令 和 ３（2021）年 は、新 型 コロ

ナウイルス感 染 症 の影 響 もあってか、40,087件 と減 少 しています。令 和 ３年 （2021）年 の出

動 のうち急 病 が25,714件  で64.1 ％、交 通 事 故 が2,852件 で7.1％、一 般 負 傷 が6,481

件  で16.2％と、これらで全 体 の87.4％となっています。 

○ 令 和 ４（2022）年 の当 圏 域 の救 急 救 命 士 は283人 が確 保 され、搬 送 中 に医 師 の指 示 を

受 けて救 命 行 為 を行 っています。  

○  患 者 の搬 送 については、岡 山 県 救 急 医 療 情 報 システム等 を活 用 しながら医 療 機 関 と消

防 機 関 との連 携 により、病 状 に応 じて適 切 な医 療 機 関 へ迅 速 に搬 送 できる体 制 を引 き続

き整 備 していく必 要 があります。  

○ 県 南 東 部 メディカルコントロール協 議 会 では、救 急 隊 員 の特 定 行 為 等 救 急 蘇 生 行 為 に係

る質 の向 上 に努 めています。  

○ 岡 山 赤 十 字 病 院 や各 消 防 本 部 において、ＡＥＤの使 用 等 救 急 講 習 会 を開 催 しています。  

区　　分 休　日 夜　間

救急告示医療機関（37施設） ○ ○

休日夜間急患センター（岡山市休日夜間急患診療所）（１カ所） ○ △

在宅当番医（10医師会） ○ △

休日歯科診療所（１カ所） ○ －

病院群輪番制病院（６施設） ○ ○

協力病院当番制病院（26施設） ○ －

救命救急センター（２カ所） ○ ○
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【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

救 急 搬 送 ・医 療 体 制  ○県 南 東 部 メディカルコントロール協 議 会 や県 南 東 部 圏 域 救

急 医 療 体 制 推 進 協 議 会 において、救 急 搬 送 状 況 等 を共 有

し、適 切 な救 急 搬 送 ・医 療 体 制 の確 保 に努 めます。  

救 急 救 命 士 の養 成  ○県 南 東 部 メディカルコントロール協 議 会 と連 携 し、救 急 救 命

士 や指 導 救 命 士 の養 成 に努 めます。  

 

⑦ 災 害 時 における医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 災 害 時 医 療 を適 切 に提 供 するため、災 害 発 生 時 には、岡 山 県 災 害 保 健 医 療 福 祉 調 整

本 部 等 設 置 要 綱 に基 づいて地 域 災 害 保 健 医 療 福 祉 調 整 本 部 を設 置 し、対 応 します。  

  災 害 発 生 時 に迅 速 かつ的 確 な医 療 支 援 が行 えるよう、平 時 からの関 係 機 関 同 士 での連

携 体 制 が重 要 です。  

○ 当 圏 域 の災 害 拠 点 病 院 は、基 幹 災 害 拠 点 病 院 として岡 山 赤 十 字 病 院 が、地 域 災 害 拠

点  病 院 として岡 山 済 生 会 総 合 病 院 、（独 ）国 立 病 院 機 構 岡 山 医 療 センター、岡 山 大 学

病 院 、 岡 山 市 立 市 民 病 院 、川 崎 医 科 大 学 総 合 医 療 センター、岡 山 西 大 寺 病 院 が指 定

されています。様 々な現 地 医 療 提 供 チームが、災 害 のフェーズに応 じて円 滑 に活 動 を実 施

できることが重 要 です。  

○  市 町 において災 害 対 策 基 本 法 に基 づき、避 難 行 動 要 支 援 者 ごとに個 別 避 難 計 画 の作

成 が進 められています。市 町 と連 携 を図 り、難 病 患 者 をはじめ医 療 ニーズの高 い被 災 者 を

速 やかに受 入 れできるよう、災 害 時 の医 療 支 援 体 制 の整 備 を進 める必 要 があります。  

 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

関 係 団 体 との連 携 及

び医 療 情 報 の収 集  

○災 害 発 生 時 に、迅 速 かつ的 確 な医 療 支 援 が行 えるよう、広

域 災 害 救 急 医 療 情 報 システム（EMIS）の活 用 推 進 を図 るとと

もに、災 害 拠 点 病 院 、医 師 会 や医 療 機 関 等 との連 携 体 制 を

強 化 します。  

○当 圏 域 の災 害 時 に災 害 派 遣 医 療 チーム（DMAT）、日 本 医 師

会 災 害 医 療 チ ー ム （ JMAT ） 、 災 害 派 遣 精 神 医 療 チ ー ム

（DPAT）及 び医 療 救 護 班 が災 害 早 期 から円 滑 な対 応 ができ

るよう、医 師 会 等 との連 携 強 化 を図 ります。   

災 害 時 の医 療 体 制 の

強 化  

〇難 病 患 者 等 、災 害 時 要 配 慮 者 に対 する支 援 シートを作 成 し、

当 該 要 配 慮 者 の居 住 する市 町 へ提 供 するなどして、医 療 支

援 体 制 の整 備 を進 めています。  

○市 町 や医 師 会 等 と情 報 共 有 を図 りながら、災 害 時 における医

療 救 護 体 制 の確 保 を図 ります。  

 

⑧ へき地 の医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 には、へき地 医 療 拠 点 病 院 は３施 設 （岡 山 済 生 会 総 合 病 院 ・岡 山 赤 十 字 病 院 ・

赤 磐 医 師 会 病 院 ）、へき地 診 療 所 は12施 設 あります。 

○ 当 圏 域 には無 医 地 区 が２市 ４地 区 、無 医 地 区 に準 ずる地 区 も１市 ３地 区 あり、その多 くが

山 間 部 と島 に集 中 し、少 子 化 ・高 齢 化 が進 んでいます。  

○  へき地 は高 齢 者 が多 いことから、円 滑 な搬 送 体 制 はもとより、かかりつけ医 と救 急 医 療 機

関 等 との間 での医 療 に係 る情 報 の共 有 等 、地 域 での連 携 体 制 を整 備 する必 要 があります。 
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【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

へき地 における診 療 機

能 の充 実  
○へき地 の高 齢 者 の急 変 等 に対 応 するため、かかりつけ医 や地

域 の救 急 医 療 機 関 等 との連 携 を進 めます。  

〇県 のへき地 医 療 支 援 機 構 等 と連 携 して、へき地 の医 師 等 の

確 保 に努 めます。  

 

⑨ 周 産 期 医 療  

【現 状 と課 題 】  

〇 当 圏 域 には岡 山 市 内 に1か所 の総 合 周 産 期 母 子 医 療 センターと２か所 の地 域 周 産 期 母

子 医 療 センターがあります（令 和 ５（2023）年 ７月 １日 現 在 ）が、令 和 ７（2025）年 ４月 １日

から、地 域 周 産 期 母 子 医 療 センターのうち１施 設 が総 合 周 産 期 母 子 医 療 センターとなる予

定 です。圏 域 の産 科 医 療 機 関 も岡 山 市 に集 中 しています。  

〇 当 圏 域 における出 生 数 は減 少 傾 向 にあるものの、令 和 ３（2021）年 の出 生 率 は人 口 千 対

6.9で、岡 山 県 とほぼ同 率 です。周 産 期 死 亡 率 は長 期 的 に低 下 傾 向 です。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

ハ イ リ ス ク 妊 産 婦 ・ 新

生 児 への支 援  

〇周 産 期 医 療 機 関 や市 町 と連 携 し、ハイリスク妊 産 婦 、新 生 児

への支 援 が効 果 的 に行 えるような体 制 整 備 を図 ります。  

 

 

⑩ 小 児 医 療 （小 児 救 急 医 療 を含 む）  

【現 状 と課 題 】  

○  令 和 ３（2021）年 の当 圏 域 の小 児 傷 病 者 の救 急 搬 送 は、2,329人 で、その77.7％は軽

症 でした。また、令 和 ４（2022）年 度 の小 児 救 急 電 話 相 談 は、岡 山 県 全 体 で11,874件 、

圏 域 では7,102件 と、新 型 コロナウイルス感 染 症 流 行 の影 響 か、令 和 元 （2019）年 に比 べ

減 少 していますが、徐 々に増 加 傾 向 です。  

○  当 圏 域 の小 児 救 急 医 療 支 援 病 院 は、（独 ）国 立 病 院 機 構 岡 山 医 療 センターと岡 山 赤

十 字 病 院 ですが、近 年 、軽 度 の傷 病 であってもこうした医 療 機 関 に受 診 が集 中 する傾 向 に

あります。 

○  小 児 救 急 の患 者 が二 次 救 急 施 設 に集 中 する傾 向 にあり、地 域 での初 期 救 急 医 療 体 制

の充 実 や二 次 救 急 医 療 施 設 における小 児 科 医 の確 保 が課 題 となっています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

小 児 （救 急 ）患 者 の症

状 に 応 じ た 救 急 医 療

受 診 体 制 の確 保  

○市 町 や保 育 所 、幼 稚 園 及 び愛 育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議

会 と連 携 して、小 児 救 急 電 話 相 談 事 業 の活 用 等 小 児 救 急

についての普 及 啓 発 を進 めます。  

小 児 （ 救 急 ） 医 療 体

制 の充 実  
○県 南 東 部 圏 域 救 急 医 療 体 制 推 進 協 議 会 において小 児 救

急 医 療 の現 状 や課 題 について共 有 を図 り、小 児 救 急 医 療

の充 実 を支 援 します。  
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⑪ 新 興 感 染 症 等 の感 染 拡 大 時 における医 療  

【現 状 と課 題 】  

〇 新 型 インフルエンザ対 応 における教 訓 を基 に、感 染 対 策 研 修 や患 者 移 送 訓 練 等 を実 施

してきましたが、実 際 に新 型 コロナウイルス感 染 症 が発 生 した当 初 は、各 地 域 で十 分 な医 療

提 供 体 制 を速 やかに構 築 することが困 難 でした。平 時 からの体 制 づくりが更 に必 要 です。  

〇  新 型 コロナウイルス感 染 症 対 応 における当 圏 域 の発 熱 外 来 は、令 和 ５（2023）年 ４月 27

日 時 点 で人 口 10万 人 あたり37.1か所 となっていますが、感 染 拡 大 時 には医 療 がひっ迫 し、

コロナ診 療 を継 続 するためには一 般 診 療 を制 限 せざるを得 ない医 療 機 関 も多 くありました。

有 事 に備 えた発 熱 外 来 の充 実 や地 域 での連 携 強 化 が重 要 です。  

 

図表11-3-10 県南東部圏域の発熱外来（令和５(2023)年４月27日）（単位：施設数） 

  
（資料：岡山県新型コロナウイルス感染症対策室調べ）  

 

〇  高 齢 者 施 設 等 で新 型 コロナウイルス感 染 症 のクラスターが発 生 した場 合 等 には、必 要 に

応 じて現 地 でゾーニングや標 準 予 防 策 等 の感 染 管 理 支 援 を実 施 しました。 

〇 高 齢 者 施 設 等 を含 めた地 域 における感 染 症 対 応 力 は、新 型 コロナウイルス感 染 症 を機 に

向 上 したと思 われますが、今 後 も継 続 する新 型 コロナウイルス感 染 症 への対 応 や、新 興 感

染 症 が発 生 する可 能 性 があることを念 頭 に、引 き続 き感 染 症 対 応 力 の向 上 ・維 持 を図 っ

ていく必 要 があります。 

 

図表 11-3-11 新型コロナウイルス感染症によるクラスター発生件数（単位：件） 

  
 （資料：岡山市保健所、備前保健所） 

 

図表 11-3-12 感染対策研修会の実施状況（単位：回） 

  
（資料：岡山市保健所、備前保健所） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

地 域 における医 療

提 供 体 制 の構 築  

〇新 興 感 染 症 対 応 における地 域 の診 療 所 の役 割 について、郡 市 等

医 師 会 と 連 絡 会 議 を 開 催 す る な ど し て 、 新 興 感 染 症 発 生 時

の発熱 外来 数の充実や、地域 内での役割 分担 ・連携 を図 ります。  

〇医 療 機 関 をはじめ、消 防 機 関 等 様 々な関 係 機 関 と平 時 から連 携

することにより、新 興 感 染 症 等 発 生 時 の健 康 危 機 管 理 体 制 の整

備 を推 進 します。  

〇新 興 感 染 症 発 生 時 には情 報 を迅 速 かつ的 確 に把 握 し、関 係 機

関 との連 携 により速 やかに医 療 提 供 体 制 を構 築 します。  

地 域 における感 染

症 対 応 力 の強 化  

〇市 町 等 と連 携 し、平 時 から高 齢 者 施 設 や地 域 住 民 を対 象 とした

感 染 対 策 研 修 会 等 を実 施 することにより、感 染 症 の発 症 予 防 を

図 り、地 域 の感 染 症 対 応 力 を強 化 します。  

圏域 岡山市 岡山地域 東備地域

診療・検査医療機関数 336 272 41 23

圏域 岡山市 岡山地域 東備地域

令和３年度
（2021）

184 145 20 19

令和４年度
（2022）

726 539 114 73

圏域 岡山市 岡山地域 東備地域

令和３年度
（2021）

13 8 2 3

令和４年度
（2022）

23 16 1 6
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⑫ 在 宅 医 療  

【現 状 と課 題 】  

○ 65歳 以 上 の高 齢 者 人 口 は増 加 の一 途 をたどっており、団 塊 の世 代 が75歳 以 上 となる令

和 ７（2025）年 以 降 は、医 療 や介 護 の需 要 が更 に増 加 することが見 込 まれています。  

○ 岡 山 県 が令 和 ５（2023）年 度 に実 施 した「県 民 満 足 度 調 査 （人 生 の最 終 段 階 における医

療 等 編 ）」では、「高 齢 となり、日 常 生 活 を送 る上 で介 護 が必 要 な状 態 になった場 合 」、当

圏 域 では28.1％の人 が自 宅 で過 ごしたいと希 望 しています。住 み慣 れた家 庭 や地 域 におい

て、看 取 りを含 めた適 切 な医 療 サービスを受 けられるよう在 宅 医 療 の充 実 を図 るとともに、

介 護 も含 めたサービス体 制 を構 築 する必 要 があります。圏 域 の市 町 等 では、「在 宅 医 療 ・

介 護 連 携 推 進 事 業 」の実 施 により、地 域 包 括 ケアシステム構 築 に向 けて医 療 、介 護 の連

携 を強 化 してきました。  

○ 当 圏 域 では、「もも脳 ネット」を中 心 とした医 療 連 携 体 制 の構 築 により、脳 卒 中 、大 腿 骨 骨

折 を発 症 した患 者 の早 期 の在 宅 復 帰 が進 んでいます。また、在 宅 パスの作 成 、活 用 により、

地 域 連 携 に取 り組 んでいます。今 後 も、がん、急 性 心 筋 梗 塞 も含 めた在 宅 パスを活 用 した

地 域 連 携 の一 層 の充 実 が必 要 です。  

○ 在 宅 医 療 の推 進 には、在 宅 療 養 支 援 診 療 所 、在 宅 療 養 支 援 病 院 の充 実 が必 要 です。

また、訪 問 看 護 ステーションや地 域 包 括 支 援 センターの役 割 ・機 能 の充 実 を図 ることも必

要 です。当 圏 域 では、令 和 ５（2023）年 ３月 現 在 125の訪 問 看 護 ステーションが開 設 されて

いますが、訪 問 看 護 ステーションのない地 域 もあります。  

 

図表11-1-3-13 在宅療養支援診療所等の数（単位：施設） 

  
（資料：中国四国厚生局岡山事務所 施設基準届出一覧） 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

地 域 連 携 の推 進  ○急 性 期 ～回 復 期 ・維 持 期 ～在 宅 の医 療 連 携 体 制 の充 実 を

図 ります。特 に、入 退 院 時 のルールづくりや、在 宅 パスの活 用

が図 られるよう普 及 に努 め、地 域 連 携 を推 進 して在 宅 ケアの

充 実 に努 めます。  

〇積 極 的 に在 宅 医 療 を実 施 している医 療 機 関 や訪 問 看 護 事

業 所 等 を中 心 として、市 町 や郡 市 等 医 師 会 等 の関 係 機 関 と

連 携 し、更 に在 宅 医 療 体 制 が充 実 するよう支 援 します。 

○地 域 包 括 支 援 センターとともに訪 問 看 護 ステーションの役 割 ・

機 能 の充 実 を図 ります。 

在 宅 医 療 の推 進  ○地 域 包 括 ケアシステムの深 化 ・推 進 に向 けて、医 師 会 ・薬 剤

師 会 等 と連 携 して、市 町 が取 り組 む「在 宅 医 療 ・介 護 連 携 推

進 事 業 」や研 修 会 等 、在 宅 医 療 の連 携 推 進 のため、広 域 的

な視 点 に立 った支 援 を行 います。  

〇市 町 や郡 市 等 医 師 会 と連 携 し、地 域 住 民 がそれぞれ望 む最

令和２年
（2020）

令和５年
（2023）

令和２年
（2020）

令和５年
（2023）

令和２年
（2020）

令和５年
（2023）

岡山市 14 17 156 145 61 60
玉野市 2 5 7 6 1 1
瀬戸内市 0 0 9 8 6 7
吉備中央 0 0 3 2 0 0
備前市 1 1 4 3 4 4
赤磐市 0 0 6 6 6 6
和気町 0 1 3 1 1 2
圏域 17 24 188 171 79 80
岡山県 42 62 309 286 148 147

在宅療養支援病院 在宅療養支援診療所
在宅療養支援
歯科診療所
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期 を迎 えられるよう、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）等 の

普 及 啓 発 に努 めます。  

在 宅 歯 科 診 療 連 携

体 制 の整 備  

○身 近 な市 町 の在 宅 医 療 連 携 の取 り組 みの中 で、歯 科 医 師 会

と連 携 し、訪 問 歯 科 診 療 を実 施 する歯 科 診 療 所 の充 実 に努

め、連 携 体 制 の整 備 を図 ります。  

 

（４）医 療 安 全 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 医 療 に関 する患 者 や家 族 等 からの苦 情 ・相 談 に対 応 し、医 療 機 関 が適 切 に対 応 できるよ

う情 報 提 供 や助 言 を行 うため、保 健 所 に医 療 安 全 相 談 窓 口 を設 置 しています。  

○  医 療 機 関 における院 内 感 染 防 止 対 策 や医 療 安 全 対 策 の徹 底 が求 められています。保

健 所 では、安 全 管 理 体 制 の確 保 に向 けて、管 内 の病 院 や有 床 診 療 所 に対 し立 入 検 査 を

実 施 しています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

医 療 安 全 相 談 窓 口  ○地 域 の医 療 関 係 機 関 等 と連 携 し、各 機 関 において、医 療 安

全 相 談 に適 切 に対 応 する体 制 を構 築 するよう努 めます。  

医 療 の安 全 確 保  ○院 内 感 染 や医 療 事 故 に関 する情 報 等 の迅 速 な情 報 提 供 に

努 めるとともに、医 療 機 関 への立 入 検 査 等 を通 じて安 全 管 理

体 制 の状 況 を把 握 する等 、医 療 機 関 における適 切 な医 療 安

全 対 策 を引 き続 き進 めます。  

 

（５）医 薬 分 業  

【現 状 と課 題 】  

〇  病 院 ・診 療 所 の周 辺 に位 置 する薬 局 （いわゆる門 前 薬 局 ）が多 く見 受 けられ、患 者 の服

薬 情 報 の一 元 的 な把 握 などの機 能 が必 ずしも発 揮 できていない状 況 です。患 者 がかかりつ

け薬 局 を持 ち、患 者 が複 数 の医 療 機 関 を受 診 した場 合 の薬 歴 一 元 管 理 等 、医 薬 分 業 の

メリットを県 民 に周 知 する必 要 があります。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

効 果 的 な普 及 啓 発 の

実 施  

○かかりつけ薬 局 のメリットが県 民 に正 しく理 解 されるよう、市 町 、

薬 剤 師 会 と連 携 し、「薬 と健 康 の週 間 」を中 心 に啓 発 活 動 に

積 極 的 に取 り組 みます。 

かかりつけ薬 局 の定 着

化  

○岡 山 県 薬 剤 師 会 と連 携 して、薬 局 におけるかかりつけ機 能 の

充 実 化 を図 るとともに、県 民 への普 及 ・定 着 に努 めます。 
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４  保 健 医 療 対 策 の推 進  

 

（１）健 康 増 進 ・生 活 習 慣 病 予 防  

【現 状 と課 題 】  

○  平 成 30（2018）年 度 から開 始 した「第 ２次 健 康 おかやま21セカンドステージ」※に沿 って、

健 康 寿 命 の延 伸 を目 指 して、住 民 主 体 の健 康 づくりの推 進 と健 康 づくりに取 り組 みやすい

環 境 整 備 を進 めています。その評 価 を踏 まえて令 和 ６（2024）年 度 から開 始 する第 ３次 計

画 を推 進 する必 要 があります。また、市 町 の健 康 増 進 計 画 や食 育 推 進 計 画 の推 進 や食 事 、

運 動 、休 養 等 の一 次 予 防 に重 点 を置 いて生 涯 を通 じた健 康 づくりを幅 広 い関 係 団 体 と協

働 で行 うことが必 要 です。 

○  平 成 31（2019）年 4月 1日 より全 面 施 行 された健 康 増 進 法 の一 部 改 正 に伴 い、県 の認

定 制 度 「禁 煙 ・分 煙 実 施 認 定 施 設 」から「敷 地 内 全 面 禁 煙 実 施 施 設 」へ変 更 しました。  

「敷 地 内 全 面 禁 煙 実 施 認 定 施 設 」は424施 設 、「栄 養 成 分 表 示 の店 登 録 施 設 」は136施

設 （令 和 5年 （2023）年 ３月 31日 現 在 ）でした。今 後 も認 定 ・登 録 施 設 の増 加 を図 る必 要

があります。 

○  生 活 習 慣 病 の予 防 に主 眼 を置 いた特 定 健 康 診 査 ・特 定 保 健 指 導 を医 療 保 険 者 が実

施 していますが、受 診 率 は計 画 の目 標 値 に比 して低 い状 況 にあります。地 域 保 健 と職 域 保

健 が連 携 し、受 診 率 の向 上 や効 果 的 な保 健 指 導 への取 組 が必 要 です。  

○ 当 圏 域 の主 要 死 因 の第 １位 はがん（悪 性 新 生 物 ）であり、その対 策 として、検 診 受 診 率 と

要 精 密 検 査 者 の受 診 率 向 上 に取 り組 む必 要 があります。特 に、女 性 で罹 患 率 の高 い乳 が

んや若 年 者 の罹 患 率 が増 加 傾 向 にある子 宮 頸 がんについては、検 診 受 診 率 の向 上 に努

める必 要 があります。 

 

 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

健 康 増 進 活 動 の充 実

強 化  

○「第 ３次 健 康 おかやま21」の推 進 や、市 町 の健 康 増 進 計 画 の

推 進 等 を支 援 します。  

○愛 育 委 員 会 、栄 養 改 善 協 議 会 等 の関 係 団 体 と協 働 し、健

康 づくりや食 育 の取 組 を推 進 します。  

○「敷 地 内 全 面 禁 煙 実 施 施 設 認 定 事 業 」、「栄 養 成 分 表 示 の

店 登 録 事 業 」について関 係 団 体 と協 働 して認 定 ・登 録 施 設

数 の拡 大 に取 り組 むとともに、広 く住 民 に啓 発 します。  

○愛 育 委 員 、栄 養 委 員 が健 康 づくりボランティアとして地 域 の活

動 が効 果 的 に展 開 できるよう、自 主 活 動 への取 組 を支 援 しま

す。 

生 活 習 慣 病 予 防 の  

推 進  ○「第 ３次 健 康 おかやま21」の基 本 理 念 に沿 って取 組 を推 進 し

ます。地 域 ・職 域 保 健 連 携 推 進 会 議 等 により、職 域 と地 域 保

健 関 係 者 が連 携 した取 組 支 援 を行 います。   

○医 療 保 険 者 が策 定 ・推 進 するデータヘルス計 画 の推 進 や、特

定 健 康 診 査 ・特 定 保 健 指 導 の実 施 率 の向 上 に向 け、関 係

団 体 と連 携 して支 援 します。  

○関 係 団 体 と連 携 し、県 民 にがんについての情 報 を提 供 し、がん

検 診 受 診 率 の向 上 に努 めます。  

 

※第 2 次健康おかやま 21 セカンドステージ：県民の健康づくりに関する総合的な行動計画のことです。 
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（２）母 子 保 健  

【現 状 と課 題 】  

○  圏 域 の市 町 が実 施 している乳 児 健 康 診 査 、１歳 ６か月 児 健 康 診 査 、３歳 児 健 康 診 査

（以 下 「乳 幼 児 健 康 診 査 」という。）は、子 どもの成 長 ・発 達 の確 認 や保 護 者 の育 児 支 援 の

場 として重 要 ですが､  圏 域 の受 診 率 は年 度 によっては岡 山 県 よりも低 く、引 き続 き、受 診

率 の向 上 に努 めるとともに、未 受 診 児 の把 握 を確 実 に行 う必 要 があります。また、健 診 等 に

より把 握 した発 達 上 の課 題 を持 つ児 と保 護 者 への継 続 的 な支 援 など、地 域 での支 援 体 制

の充 実 が引 き続 き必 要 です。 

○  妊 娠 期 から子 育 て期 までの切 れ目 のない支 援 を行 う「子 育 て世 代 包 括 支 援 センター」は

圏 域 の全 市 町 に設 置 されました。市 町 ではセンターを中 心 に、妊 娠 届 出 時 に面 接 を行 うな

ど妊 娠 期 から出 産 ・子 育 て期 に至 るまでの伴 走 型 相 談 支 援 を行 っており、保 護 者 の不 安

や負 担 の軽 減 に努 めています。また、医 療 機 関 から支 援 が必 要 な妊 産 婦 、新 生 児 を市 町

に連 絡 する「ハイリスク妊 産 婦 連 絡 票 」、「ハイリスク新 生 児 連 絡 票 」、「気 になる母 子 支 援

連 絡 票 」等 を活 用 しており、その件 数 は増 加 していますが、引 き続 き活 用 促 進 を図 り、連 携

体 制 を強 化 する必 要 があります。  

○  妊 娠 11週 までに妊 娠 届 出 を行 う妊 婦 の割 合 は年 々増 加 していますが、引 き続 き早 期 に

妊 娠 届 出 が行 われるよう普 及 啓 発 する必 要 があります。  

○ 少 子 化 等 により、身 近 なところで子 どもとふれあう機 会 に乏 しく、出 産 、子 育 てのイメージが

持 ちにくい環 境 です。また、県 の調 査 では、妊 娠 と年 齢 の関 係 について正 しく知 っている県

民 の割 合 は、令 和 3（2021）年 度 、55.6%であり、思 春 期 から妊 娠 ・出 産 、自 らの健 康 につ

いて正 しい知 識 を持 てるよう啓 発 する必 要 があります。  

 

図表11-1-4-1 １歳６か月健康診査、３歳児健康診査受診率               （単位：％） 

(資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

図表11-1-4-2「ハイリスク妊産婦連絡票」及び「気になる母子支援連絡票」の受付（単位：件） 

(資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

母 子 保 健 活 動 の推 進  ○愛 育 委 員 会 や保 育 所 、幼 稚 園 など地 域 の関 係 機 関 と連 携

し、乳 幼 児 健 康 診 査 の受 診 率 の向 上 と未 受 診 児 の把 握 に

努 めます。  

○成 長 発 達 に課 題 を持 つ児 を市 町 の乳 幼 児 健 康 診 査 等 の

機 会 に早 期 に発 見 し、その児 が適 切 な療 育 を受 けられるよ

１歳６か月児 ３歳児 １歳６か月児 ３歳児 １歳６か月児 ３歳児 １歳６か月児 ３歳児 １歳６か月児 ３歳児
岡 山 市 95.2 94.8 95.2 94.0 94.3 93.8 96.9 95.5 96.7 96.1
岡山地域 93.8 94.7 96.1 95.2 94.6 94.1 93.9 94.4 93.9 95.2
東備地域 93.6 94.2 93.7 92.0 94.5 95.3 97.3 93.9 97.1 94.7

圏 域 95.0 94.7 95.1 93.9 94.4 94.0 96.7 95.2 96.5 95.9

岡 山 県 95.6 94.6 95.6 94.9 95.4 94.6 96.4 95.8 96.7 95.7

令和３年度
（2021）区　　分

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和３年度
(2021)

岡山市 609 648 617 38 63 28
岡山地域 29 47 28 13 25 15
東備地域 59 60 36 33 28 23
圏域 697 755 681 84 116 66
岡山県 1,039 1,015 946 294 387 348

ハイリスク妊産婦連絡票 気になる母子支援連絡票
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う、子 どもの健 やか発 達 支 援 事 業 や市 町 が行 う要 観 察 児 教

室 、発 達 障 害 児 を抱 える親 の集 い事 業 等 により、保 健 、医

療、福祉分野が連携した地域の支援体制づくりに取り組みます。 

○各 市 町 子 育 て世 代 包 括 支 援 センターを中 心 とした妊 娠 期 か

ら出 産 ・子 育 てまで一 貫 した伴 走 型 相 談 支 援 の充 実 と、児

童 福 祉 担 当 部 署 とも連 携 して令 和 6（2024）年 4月 以 降 の

子 ども家 庭 センターの設 置 に向 けて支 援 を行 います。  

○ハイリスク妊 産 婦 や新 生 児 については、引 き続 き連 絡 票 等 を

活 用 して、医 療 機 関 等 との連 携 体 制 を強 化 し、子 育 ての不

安 や負 担 感 に早 期 に対 応 します。 

○市 町 を中 心 に愛 育 委 員 会 とも連 携 し、妊 娠 11週 までのでき

るだけ早 い時 期 に妊 娠 届 出 をするよう啓 発 を行 います。  

思 春 期 からの健 康 づくり

支 援  

○愛 育 委 員 会 や栄 養 改 善 協 議 会 、学 校 と協 働 し、思 春 期 か

らの健 康 づくりを行 うとともに、妊 孕 性 をはじめ、妊 娠 、出 産 に

関 する正 しい知 識 を啓 発 します。  

○また市 町 では、愛 育 委 員 会 、学 校 と連 携 し、男 女 ともに将 来

子 どもを生 み、育 てていくことの重 みや喜 びについて感 じられ

るよう、乳 幼 児 とのふれあい体 験 学 習 を積 極 的 に進 めます。  

 

（３）高 齢 者 支 援  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 の高 齢 化 率 は、令 和 ４（2022）年 10月 １日 現 在 で29.2％であり、岡 山 県 （31.1％）

より下 回 っているものの、全 国 （29.1％）を上 回 って高 齢 化 が進 んでいます。  

○ 当 圏 域 の65歳 以 上 の要 支 援 ・要 介 護 認 定 者 は、令 和 ４（2022）年 ９月 末 現 在 、55,631

人 であり、団 塊 の世 代 の高 齢 化 に伴 い、今 後 、いずれも更 に増 加 することが予 想 されます。  

○ 高 齢 者 が住 み慣 れた地 域 で安 心 して暮 らせるようにするため、医 療 、介 護 のみならず、福

祉 サービスを含 めた様 々な生 活 支 援 サービスが包 括 的 ・継 続 的 に提 供 できる地 域 の体 制

（地 域 包 括 ケアシステム）を深 化 ・推 進 することが求 められています。  

 

図表11-1-4-3 高齢者人口等の現状と推計         （単位：人） 

  
（注）「総人口」には年齢不詳者を含めているため、本文中に記載した高齢化率と表中の人数から算出した

高齢化率は一致しない。 

（注）「要支援・要介護認定者数」は第２号被保険者を含む。 

（資料：令和４（2022）年度総人口、高齢者数は岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」10月1日

現在） 

（資料：令和４（2022）年度要支援・要介護認定者数は岡山県長寿社会課「介護保険事業状況報告（月

報）」9月末現在（暫定数）） 

（資料：推計数値のうち、総人口、高齢者数は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計

人口」(平成30年3月)、要支援・要介護認定者数は岡山県長寿社会課「岡山県高齢者保健福祉計

画・介護保険事業支援計画」） 

現状 現状

令和4年度
(2022)

令和7年度
(2025)

令和22年度
(2040)

令和4年度
(2022)

令和7年度
(2025)

令和22年度
(2040)

総人口 905,945 905,420 845,890 1,862,012 1,846,230 1,681,383

高齢者数 258,109 265,083 280,245 557,940 578,686 586,639

要支援・要介護
認定者数

55,631 59,899 67,337 121,970 130,811 145,394

項目

圏域 岡山県
推計 推計
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図 表 11-1-4-4 地 域 包 括 支 援 センターの状 況 （令 和 ５（2023）年 ４月 １日 現 在 ）  

  
（資 料 ：岡 山 県 福 祉 企 画 課 「保 健 福 祉 施 設 ・病 院 名 簿 」）  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

地 域 包 括 ケアシステ ム

の 深 化 ・ 推 進 に 向 け た

支 援  

○市 町 ・地 域 包 括 支 援 センター連 絡 会 議 を開 催 して情 報 ・意

見 交 換 を行 うとともに、市 町 村 において住 民 等 の多 様 な主

体 によるサービスが提 供 されるよう、介 護 予 防 を考 えるワーク

ショップの開 催 、通 所 付 添 サポート事 業 の構 築 や拡 大 への

助 言 等 の支 援 をします。  

 

（４）歯 科 保 健  

【現 状 と課 題 】  

○  ３歳 児 のむし歯 有 病 率 は減 少 傾 向 にあり、令 和 ３（2021）年 度 は、岡 山 県 11.9％に対 し

て、当 圏 域 は、岡 山 市 13.5％、岡 山 地 域 12.2％、東 備 地 域 11.5％でした。第 2次 岡 山 県

歯 科 保 健 推 進 計 画 の目 標 値 320（サンニイマル）は達 成 しています。  

○  生 涯 を通 じた歯 の健 康 づくりを進 めるためには、むし歯 予 防 や歯 周 疾 患 対 策 を効 果 的 に

進 め、「8020運 動 」の推 進 を図 る必 要 があります。また、誤 嚥 性 肺 炎 の予 防 や食 べる機 能

の強 化 など口 腔 ケアを充 実 させ、QOLの向 上 を図 っていく必 要 があります。  

 

図表11-1-4-5 ３歳児のむし歯有病率       （単位：％） 

  
（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

歯 科 保 健 の推 進  ○「320運 動 」の目 標 値 は達 成 しましたが、さらなる改 善 を目 指 し

て、乳 幼 児 期 からの効 果 的 なブラッシング方 法 や仕 上 げ磨 きの

啓 発 、フッ化 物 塗 布 等 の普 及 など予 防 に重 点 を置 いた保 健 指

導 の充 実 を図 ります。  

○愛 育 委 員 会 等 と連 携 して、個 別 訪 問 や保 育 所 、幼 稚 園 等 で

の、乳 幼 児 のむし歯 予 防 を啓 発 します。   

○県 南 東 部 地 域 医 療 連 携 推 進 事 業 等 の推 進 や愛 育 委 員 会 や

栄 養 改 善 協 議 会 の活 動 を通 じて、口 腔 ケアの必 要 性 を啓 発 し

ます。  

○医 科 歯 科 連 携 を図 り､寝 たきり者 や高 齢 者 の口 腔 ケアを推 進

し、誤 嚥 性 肺 炎 の予 防 や栄 養 状 態 の改 善 に取 り組 み、QOLの

向 上 を目 指 します。  

 

 

区  　分 施設数

圏  　域 22施設

岡 山 県 71施設

備考（運営形態）

直営　3  委託　19

直営 14  委託　57

平成29年度
(2017)

平成30年度
(2018)

令和元年度
(2019)

令和２年度
(2020)

令和3年度
(2021)

岡山市 17.6 15,9 13.9 12.9 13.5
岡山地域 14.8 18.2 10.4 12.2 12.2
東備地域 16.0 15.8 14.7 14.3 11.5

圏域 17.2 16.1 13.6 13.0 13.2

岡山県 16.1 15,1 13.0 12.4 11.9
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（５）結 核 ・感 染 症 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○  当 圏 域 の新 登 録 結 核 患 者 数 は減 少 傾 向 で、年 齢 別 では、高 齢 者 が多 くなっています。

発 見 の契 機 としては医 療 機 関 受 診 によるものが多 くなっています。  

○  当 圏 域 の令 和 ４（2022）年 度 BCG接 種 率 は、岡 山 市 、岡 山 地 域 で前 年 度 を下 回 り、東

備 地 域 は前 年 度 を上 回 っていますが低 い水 準 です。また、住 民 を対 象 とした定 期 健 康 診

断 の受 診 率 は、新 型 コロナウイルス感 染 症 発 生 前 は、圏 域 内 のいずれの地 域 においても

96％を超 えており、以 降 も95％以 上 で推 移 していますが、一 部 地 域 では95％を下 回 る年

度 もありました。引 き続 き、市 町 とともにBCG接 種 率 や定 期 健 康 診 断 受 診 率 の向 上 に向 け

た取 組 を進 めることが大 切 です。  

○ 結 核 患 者 の早 期 発 見 と適 切 な接 触 者 検 診 の実 施 、医 療 機 関 と連 携 した確 実 な服 薬 支

援 の推 進 が必 要 です。  

 

図表11-1-4-6 新登録結核患者数              （単位：人） 

 
 （資料：岡山市、備前保健所「業務概要報告書」）※岡山県 令和４(2022)年は暫定値 

 

図表11-1-4-7 乳幼児に対するBCG接種率        （単位：％） 

 
 （資料：岡山市、備前保健所「業務概要報告書」） 

 

○ 当 圏 域 では、年 間 を通 じて腸 管 出 血 性 大 腸 菌 感 染 症 の発 生 があり、発 生 防 止 のための

食 品 の衛 生 的 な取 り扱 いに関 する知 識 の啓 発 、発 生 時 のまん延 防 止 対 策 を行 う必 要 があ

ります。また、ノロウイルスやインフルエンザによる集 団 感 染 等 、高 齢 者 介 護 施 設 等 における

予 防 対 策 が課 題 となっています。  

○ 近 年 、梅 毒 患 者 が急 増 しているため、その他 の性 感 染 症 を含 めた普 及 啓 発 活 動 や予 防

教 育 等 を強 化 する必 要 があります。  

○ 予 防 接 種 で防 ぐことが可 能 な感 染 症 もあり、予 防 接 種 法 に基 づき市 町 が実 施 する定 期 の

予 防 接 種 の接 種 率 向 上 を図 っています。  

 

図表11-1-4-8 エイズ抗体検査実施状況           （単位：件） 

  
（資料：岡山市、備前保健所「業務概要報告書」）  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

結 核 対 策 の充 実 強 化  ○有 症 状 者 が早 期 に医 療 機 関 を受 診 するよう、また高 齢 者 や医

療 従 事 者 、教 育 従 事 者 等 の健 康 診 断 受 診 率 の向 上 を目 指 し

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

岡山市 72 72 59 81 45
岡山地域 8 15 10 11 10
東備地域 24 16 20 10 21

岡山県 187 186 153 183 148

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

岡山市 97.2 93.7 96.6 93.2 84.4
岡山地域 78.1 77.7 85.0 79.5 78.0
東備地域 79.6 78.8 69.5 74.8 76.0

岡山県 89.7 86.4 89.4 88.2 -

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

令和2年度
（2020）

令和3年度
（2021）

令和4年度
（2022）

岡山市 501 348 114 110 215
岡山地域 154 178 113 87 61
東備地域 16 21 8 7 9
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て、普 及 啓 発 を進 めます。  

○愛 育 委 員 会 と連 携 した啓 発 活 動 等 により、市 町 のＢＣＧ接 種 率

の向 上 を支 援 します。  

○医 師 会 と連 携 して医 師 に対 する研 修 等 を実 施 し、結 核 患 者 の

早 期 発 見 と早 期 治 療 によるまん延 防 止 に取 り組 みます。また、

結 核 患 者 が一 般 病 院 、診 療 所 で治 療 を受 ける場 合 も、結 核

専 門 医 療 機 関 、結 核 専 門 医 との連 携 による適 切 な医 療 を推

進 します。  

○適 切 かつ確 実 な治 療 が行 われるよう、医 療 機 関 をはじめ関 係

機 関 と連 携 しながら服 薬 支 援 （DOTS）を推 進 します。  

感 染 症 対 策 の充 実 強

化  

○市 町 等 と連 携 しながら、感 染 症 に関 する正 しい知 識 の普 及 によ

り発 生 予 防 を図 るほか、発 生 時 には情 報 を迅 速 ・的 確 に把 握

し、早 期 の予 防 対 策 の推 進 とまん延 防 止 に取 り組 みます。高 齢

者 介 護 施 設 等 へは、平 時 からの感 染 予 防 対 策 や発 生 時 に対

策 できるよう研 修 会 等 を開 催 します。  

○学 校 と連 携 し、エイズ等 出 前 講 座 等 により、若 年 層 に対 するエ

イズ・梅 毒 ・その他 性 感 染 症 の正 しい知 識 の普 及 啓 発 に努 める

とともに、イベント等 を通 じてハイリスク層 への啓 発 に取 り組 みま

す。また、引 き続 きエイズ・性 感 染 症 の相 談 や無 料 検 査 を実 施

します。  

○予 防 接 種 法 に基 づき市 町 が実 施 する定 期 予 防 接 種 について、

市 町 や教 育 委 員 会 等 と連 携 し、接 種 率 向 上 に向 けた取 組 を

支 援 します。  

 

（６）難 病 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 「難 病 の患 者 に対 する医 療 等 に関 する法 律 」に基 づいて、対 象 疾 患 に対 する医 療 費 助 成

を行 っています（対 象 疾 患 数 ：338疾 患 、令 和 3（2021）年 11月 1日 現 在 ）。当 圏 域 の受

給 者 数 は、令 和 5（2023）年 ３月 末 、8,769（うち岡 山 市 6,801）人 となっています。 

○  原 因 が不 明 で効 果 的 な治 療 法 が確 立 されていない難 病 は、経 済 的 、精 神 的 にも大 きな

負 担 を伴 うため、患 者 やその家 族 に対 して、医 療 及 び日 常 生 活 に係 る相 談 に応 じるとともに、

市 町 と連 携 して、障 害 者 自 立 支 援 法 や介 護 保 険 法 に基 づく制 度 やサービスを適 切 に提 供

しながら生 活 の維 持 、生 活 の質 の向 上 に努 める必 要 があります。 

○ 電 源 を使 用 する医 療 機 器 を装 着 している患 者 や移 動 が困 難 な患 者 等 、災 害 時 に援 護 が

必 要 な対 象 者 へは、災 害 時 を想 定 した具 体 的 な備 えが必 要 です。そのため「岡 山 県 難 病

患 者 災 害 時 要 配 慮 者 リスト・個 別 支 援 シート作 成 要 領 」に基 づき、毎 年 、市 町 関 係 者 等 と

要 援 護 者 のリストを共 有 するとともに、保 健 師 による面 接 、訪 問 により個 別 支 援 シートや個

別 支 援 計 画 を作 成 しています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

難 病 対 策 の推 進  ○岡 山 県 難 病 相 談 ・支 援 センター等 関 係 機 関 と連 携 し、難 病 医

療 福 祉 相 談 や患 者 ・家 族 の集 いの開 催 、主 治 医 等 と連 携 した

療 養 相 談 、家 庭 訪 問 を行 います。また、市 町 の実 施 する居 宅 生

活 支 援 事 業 の活 用 を進 めます。  

○在 宅 療 養 支 援 計 画 策 定 評 価 事 業 を通 じて、医 療 機 関 、訪 問

看 護 ステーション、ヘルパーステーション等 と連 携 しながら、在 宅

療 養 生 活 を支 援 します。  
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○災 害 時 に難 病 患 者 や家 族 が安 全 に避 難 できるよう、個 別 支 援

計画の策定など、市町や関係機関と連携し支援体制を整備します。 

 

（７）健 康 危 機 管 理  

【現 状 と課 題 】  

〇  備 前 保 健 所 健 康 危 機 管 理 マニュアルを作 成 し、健 康 危 機 事 案 が発 生 した際 に迅 速 な

対 応 ができるよう定 めています。発 生 時 には、マニュアルに基 づいた速 やかな初 動 体 制 の確

立 、感 染 や被 害 の拡 大 防 止 に取 り組 む必 要 があります。  

○ 当 圏 域 には岡 山 空 港 や宇 野 港 等 があり、他 圏 域 と比 較 して海 外 からの感 染 症 の持 込 み

の可 能 性 が高 くなっており、対 策 が必 要 です。  

 〇  海 に面 した地 域 が多 いため、台 風 等 の風 水 害 や、南 海 トラフ地 震 等 の大 規 模 な震 災 の発

生 に対 する備 えが必 要 です。 

 〇  新 型 コロナウイルス感 染 症 の感 染 拡 大 時 には、多 数 の医 療 機 関 及 び社 会 福 祉 施 設 にお

いてクラスターが発 生 し、保 健 所 職 員 が現 地 指 導 等 を実 施 しました。また、社 会 福 祉 施 設

等 を対 象 とした感 染 予 防 研 修 会 を適 時 開 催 しています。引 き続 き、健 康 危 機 事 案 に対 し

て、医 療 機 関 や社 会 福 祉 施 設 を中 心 に、地 域 の対 応 力 を高 める必 要 があります。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

健 康 危 機 管 理 の 取

組  

○健 康 危 機 管 理 マニュアルに基 づき保 健 所 の健 康 危 機 管 理 体

制 を強 化 するとともに、医 療 機 関 、消 防 、警 察 等 の関 係 機 関 と

地 域 連 絡 会 議 や合 同 訓 練 の開 催 等 を通 じて連 携 を図 ります。  

○新 型 コロナウイルス感 染 症 対 応 を踏 まえ、健 康 危 機 事 案 発 生

時 に適 切 な医 療 が提 供 できるよう、郡 市 等 医 師 会 、感 染 症 指

定 医 療 機 関 等 に必 要 な健 康 危 機 情 報 を提 供 するとともに、医

療 体 制 について検 討 します。  

○医 療 機 関 や社 会 福 祉 施 設 関 係 者 等 を対 象 とした感 染 予 防 研

修 会 を開 催 し、健 康 危 機 事 案 の発 生 予 防 や発 生 時 の適 切 な

対 応 ができるよう取 り組 みます。   

 

（８）医 薬 品 等 安 全 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 医 薬 品 等 は、人 の生 命 、健 康 の保 持 に極 めて密 接 な関 係 を持 つことから、常 にその品 質 、

有 効 性 、安 全 性 を確 保 することが強 く求 められています。薬 局 、医 薬 品 販 売 業 者 等 に対 し

て、医 薬 品 、医 療 機 器 等 の品 質 、有 効 性 及 び安 全 性 の確 保 等 に関 する法 律 （医 薬 品 医

療 機 器 法 ）への適 切 な対 応 を徹 底 する必 要 があります。  

○ 高 齢 化 に伴 う複 数 科 受 診 や多 剤 併 用 、長 期 投 与 の増 加 等 から医 薬 品 の適 正 使 用 の推

進 が重 要 になってきています。県 民 に対 する医 薬 品 の正 しい知 識 の普 及 啓 発 を充 実 させる

必 要 があります。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

監 視 指 導 の実 施  ○薬 局 、医 薬 品 販 売 業 者 等 に対 して、医 薬 品 医 療 機 器 法 への

適 切 な対 応 及 び医 薬 品 の適 正 使 用 に必 要 な情 報 提 供 の徹

底 を重 点 とした監 視 指 導 を効 果 的 かつ効 率 的 に実 施 します。  

医 薬 品 の 適 正 使 用

の推 進  

○市 町 、薬 剤 師 会 と連 携 し、「薬 と健 康 の週 間 」事 業 等 の機 会 を

通 じ、医 薬 品 の適 正 使 用 のための知 識 の普 及 に積 極 的 に取 り

組 みます。  
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（９）血 液 確 保 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 の献 血 者 数 は、岡 山 県 全 体 の約 半 数 を占 めています。今 後 、少 子 化 の進 展 によ

る献 血 可 能 人 口 の減 少 や若 者 の献 血 離 れ等 により、将 来 の輸 血 を必 要 とする医 療 に支

障 が生 じることが懸 念 されています。こうした状 況 を踏 まえ、将 来 にわたって安 定 的 に血 液

製 剤 を提 供 する体 制 を確 保 していくため、次 代 を担 う若 年 層 を中 心 に献 血 への協 力 を求 め

る必 要 があります。 

 

図表11-1-4-9 献血者の状況（住所別）                          （単位：人） 

  
 （資料：岡山県赤十字血液センター） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

献 血 者 の確 保 対 策  ○若 年 層 の献 血 協 力 者 を増 やすため、市 町 や愛 育 委 員 会 等 の

地 区 組 織 と連 携 し、高 等 学 校 や大 学 等 においてキャンペーン

等 を実 施 し、若 者 の血 液 事 業 に関 するより一 層 の理 解 の促 進

に努 めます。  

○市 町 や愛 育 委 員 会 等 の地 区 組 織 、更 には企 業 等 との連 携 を

密 にし、「地 域 ぐるみ」、「職 域 ぐるみ」の献 血 の推 進 に努 めま

す。 

 

（１０）薬 物 乱 用 防 止 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 薬 物 の乱 用 は個 人 の心 身 に重 大 な危 害 を及 ぼすだけでなく、各 種 犯 罪 の誘 因 となるなど

社 会 に多 大 な弊 害 を及 ぼします。また、全 国 的 に覚 醒 剤 を中 心 とした薬 物 事 犯 が高 い水

準 で推 移 している中 、若 年 層 の大 麻 の乱 用 が拡 大 するなど深 刻 な状 況 が続 いており、薬 物

乱 用 の恐 ろしさについて啓 発 する必 要 があります。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

薬 物 乱 用 防 止 の 普

及 啓 発  

○覚 醒 剤 等 薬 物 乱 用 防 止 指 導 員 地 区 協 議 会 活 動 を通 じて、薬

物 に対 する正 しい知 識 や薬 物 乱 用 の恐 ろしさについて広 く普 及

啓 発 を推 進 します。  

○薬 物 乱 用 防 止 教 室 に講 師 を派 遣 するなど、中 高 校 生 等 若 年

層 への普 及 啓 発 に努 めます。  

○「ダメ。ゼッタイ。」普 及 運 動 等 各 種 の普 及 啓 発 活 動 の充 実 を

図 ります。  

 

 

岡山市 岡山地域 東備地域 岡山市 岡山地域 東備地域 岡山市 岡山地域 東備地域
平成30年度

(2018)
976 84 74 18,192 2,325 2,076 13,043 1,261 1,014 39,045

令和元年度
(2019)

702 80 73 18,604 2,444 2,165 14,294 1,246 1,169 40,777

令和2年度
(2020)

664 50 34 18,532 2,375 2,217 14,718 1,455 1,199 41,244

令和3年度
(2021)

567 37 27 19,032 2,377 2,324 13,562 1,332 1,158 40,416

令和4年度
(2022)

454 15 25 18,988 2,260 2,221 13,622 1,265 1,049 39,899

成分献血400mL献血200mL献血
区分 計

－ 447 －



  

 

 

（１１）生 活 衛 生 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○  理 容 ・美 容 ・公 衆 浴 場 等 の生 活 衛 生 関 係 営 業 施 設 や多 数 の人 が利 用 する建 築 物 （特

定 建 築 物 ）には、公 衆 衛 生 の見 地 から衛 生 措 置 が定 められています。県 民 の日 常 生 活 に

密 着 した生 活 衛 生 関 係 営 業 施 設 や特 定 建 築 物 は、衛 生 水 準 の維 持 向 上 を図 ることが重

要 な課 題 となっています。  

○  循 環 式 浴 槽 を持 つ入 浴 施 設 等 において、全 国 的 にレジオネラ属 菌 による健 康 被 害 が相

継 いで見 られることから、公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 ・旅 館 業 法 施 行 条 例 等 に基 づき、発 生 防

止 対 策 を進 めています。公 衆 浴 場 及 び旅 館 業 において、レジオネラ症 に対 する正 しい知 識

の啓 発 を行 うとともに継 続 的 な健 康 被 害 防 止 対 策 が必 要 です。  

 

図表11-1-4-10 生活衛生関係営業所等施設数（令和４(2022)年３月末現在） 

  
（資料：衛生行政報告例、備前保健所）  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

生 活 衛 生 関 係 営 業 施 設

等 の衛 生 水 準 の向 上  

○生 活 衛 生 関 係 営 業 施 設 や特 定 建 築 物 の衛 生 的 環 境 を

確 保 するため、効 率 的 な監 視 指 導 を行 うとともに、自 主 的

な衛 生 管 理 を促 進 することにより衛 生 水 準 の維 持 向 上 を

図 ります。  

入 浴 施 設 におけるレジオ

ネラ属 菌 による健 康 被 害

防 止 対 策  

○入 浴 施 設 を原 因 とするレジオネラ感 染 症 の発 生 防 止 を図

るため、循 環 式 浴 槽 の公 衆 浴 場 や旅 館 に対 して水 質 検 査

を実 施 するとともに、正 しい知 識 の普 及 啓 発 等 により衛 生

管 理 の徹 底 を指 導 します。  

 

（１２）食 品 安 全 対 策  

【現 状 と課 題 】  

○ 消 費 者 ニーズの多 様 化 や食 品 加 工 技 術 の進 展 に伴 い、食 品 流 通 が広 域 化 しており、圏

域 内 における食 品 の安 全 を確 保 する取 り組 みが必 要 です。また、消 費 者 、食 品 関 連 事 業

者 、行 政 が食 品 に関 する情 報 を共 有 し、相 互 に理 解 を深 めるために、効 果 的 なリスクコミュ

ニケーションが重 要 です。 

○  カンピロバクターやノロウイルス等 による食 中 毒 や、食 品 への異 物 混 入 、不 適 正 な食 品 表

示 等 による自 主 回 収 等 が発 生 しており、食 品 事 故 の発 生 防 止 のため、製 造 ・加 工 ・流 通 過

程 における衛 生 管 理 の徹 底 等 が重 要 となっています。  

○ 岡 山 県 は、かきの生 産 量 が全 国 上 位 であり、当 圏 域 は、日 生 、邑 久 等 多 くの養 殖 海 域 を

有 し、岡 山 県 のかき生 産 量 の9割 以 上 を占 めており、圏 域 内 のかき処 理 業 者 の製 造 工 程

における衛 生 対 策 の徹 底 が重 要 になっています。  

 

 

 

 

 

区　分 岡山市 岡山地域 東備地域 圏域
興行場 33 4 3 40
旅館業 221 104 68 393

公衆浴場 92 16 11 119
理容所 630 127 105 862
美容所 1,845 217 169 2,231

クリーニング所 479 56 71 606
特定建築物 297 26 19 342
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図表11-1-4-11 年別病因物質別食中毒発生件数                      （単位：件） 

  
（資料：岡山県生活衛生課、備前保健所） 

 

図表11-1-4-12 かきに係る行政検査実施状況（令和４(2022)年度）（単位：件） 

  
（資料：備前保健所） 

 

図表11-1-4-13 かき生産量                     （単位：t） 

  
（資料：岡山県水産課） 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

生 産 か ら 消 費 ま で の

食 の安 全 確 保  

○カンピロバクターやノロウイルス等 による食 中 毒 の発 生 防 止 のた

め、ＨＡＣＣＰ※に沿 った衛 生 管 理 の定 着 を図 り、適 正 な衛 生

管 理 、記 録 の作 成 ・保 存 、適 正 な表 示 の実 施 等 を徹 底 する

よう監 視 指 導 を行 います。  

○圏 域 内 を流 通 する様 々な食 品 について、食 品 添 加 物 、残 留

農 薬 等 の検 査 を行 います。  

リスクコミュニケーション

の推 進  

○食 品 営 業 施 設 、消 費 者 等 を対 象 に、食 中 毒 防 止 等 の食 品

衛 生 知 識 や食 の安 全 ・安 心 に関 する講 習 会 を開 催 します。   

○講 習 会 等 を活 用 して、食 の安 全 ・安 心 について消 費 者 、食 品

関 連 事 業 者 の相 互 理 解 を深 めるリスクコミュニケーションの場

を設 けます。  

○「食 の安 全 相 談 窓 口 」を引 き続 き設 置 します。  

平成30年
(2018）

令和元年
(2019）

令和2年
(2020）

令和3年
(2021）

令和4年
(2022）

平成30年
(2018）

令和元年
(2019）

令和2年
(2020）

令和3年
(2021）

令和4年
(2022）

カンピロバクター
サルモネラ属菌 2
腸炎ビブリオ
病原大腸菌
ノロウイルス 1 1 2 1 1
自然毒 1 1 1
その他、不明 1 1
総数 2 3 1 3 1 1 1 1

平成30年
(2018）

令和元年
(2019）

令和2年
(2020）

令和3年
(2021）

令和4年
(2022）

平成30年
(2018）

令和元年
(2019）

令和2年
(2020）

令和3年
(2021）

令和4年
(2022）

カンピロバクター
サルモネラ属菌 2
腸炎ビブリオ
病原大腸菌
ノロウイルス 1 1 2 2
自然毒 1 1 1
その他、不明 1 2 1
総数 1 3 3 2 4 2

岡山市 岡山地域

東備地域 圏域

区　　　分 検体数

    生食用かき 37

    加工・洗浄用の使用水 38

    養殖海域の海水 112

区　分
平成29年
(2017）

平成30年
(2018）

令和元年
(2019）

令和2年
(2020）

令和3年
(2021）

圏 域 3,347 2,453 3,181 2,890 3,382
岡 山 県 3,517 2,577 3,379 3,052 3,605
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かきの衛 生 確 保  ○生 食 用 かきの衛 生 確 保 を図 るため、かきだけでなく海 域 海 水

の検 査 を行 うとともに、関 係 者 を対 象 とした衛 生 講 習 会 を開

催 し、安 全 ・安 心 なかきの生 産 を支 援 します。  

○業 界 の自 主 管 理 体 制 を確 立 するため、自 主 検 査 の強 化 、ロッ

ト管 理 を含 むトレーサビリティ・システムの充 実 、違 反 等 発 生 時

の的 確 な対 応 について関 係 機 関 等 との連 携 を図 りながら支

援 ・指 導 を行 います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＨＡＣＣＰ：食品関連事業者が自ら、食品の製造・加工工程で危害を分析し、重要な管理を行う必

要がある工程で継続的に監視することにより、食品の安全性を確保する衛生管理手法。 
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５  保 健 医 療 従 事 者 の確 保 と資 質 の向 上  

 

（１）医 師  

【現 状 と課 題 】  

○  当 圏 域 での人 口 10万 対 の医 師 数 は、岡 山 県 を上 回 っていますが、地 域 的 には偏 在 して

おり、岡 山 市 以 外 の市 町 は岡 山 県 を下 回 っています（図 表 11-1-2-13）。 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

医 師 の確 保  ○岡 山 県 地 域 医 療 支 援 センター等 が行 う医 師 確 保 対 策 に協

力 するとともに、これらの施 策 に関 する関 係 機 関 への情 報 提

供 を行 います。  

 

（２）歯 科 医 師  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 での人 口 10万 対 の歯 科 医 師 数 は、岡 山 県 を上 回 っており、全 国 的 に見 ても高 い

水 準 となっています（図 表 11-1-2-13）。今 後 は、医 科 と連 携 した在 宅 での歯 科 医 療 の提

供 など、様 々なニーズに対 応 した歯 科 医 療 が提 供 できる歯 科 医 師 が求 められます。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

歯 科 医 師 の確 保  ○歯 科 医 師 会 等 関 係 機 関 の協 力 を得 て、高 齢 者 のかかりつけ

歯 科 医 の確 保 に努 めるとともに、在 宅 歯 科 治 療 に従 事 する歯

科 医 師 の増 加 に努 めます。  

 

（３）薬 剤 師  

【現 状 と課 題 】  

○ 薬 剤 師 は、医 療 の中 で医 薬 品 の適 正 使 用 に責 任 を持 つ専 門 家 であり、医 薬 品 の安 全 使

用 の重 要 性 や医 薬 分 業 の進 展 により、薬 局 機 能 のより一 層 の充 実 が求 められています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

薬 剤 師 の確 保  ○岡 山 県 薬 剤 師 会 等 関 係 団 体 が、薬 剤 師 の資 質 の向 上 を目

的 として開 催 する各 種 研 修 事 業 等 へ積 極 的 に協 力 するととも

に、関 係 機 関 と連 携 して薬 剤 師 の安 定 的 な確 保 に努 めます。  

 

（４）看 護 職 員  

【現 状 と課 題 】  

○ 当 圏 域 での人 口 10万 対 の看 護 師 数 は、岡 山 県 を上 回 っています（図 表 11-1-2-14）。

今 後 、少 子 高 齢 社 会 の進 行 、地 域 包 括 ケアの推 進 、医 療 技 術 の高 度 化 等 により、看 護 に

対 するニーズが一 層 高 度 化 、多 様 化 していきます。  

   このため、看 護 職 員 の確 保 と資 質 の向 上 が求 められています。  

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

看 護 職 員 の確 保 と  

資 質 の向 上  

○医 療 機 関 や岡 山 県 看 護 協 会 岡 山 支 部 、東 備 支 部 と連 携

し、岡 山 県 看 護 協 会 等 の実 施 する研 修 へ参 加 しやすい環 境
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をつくり、看 護 職 員 の資 質 向 上 を図 るとともに、離 職 防 止 や再

就 業 の促 進 にも取 り組 みます。  

 

（５）その他 の保 健 医 療 従 事 者  

【現 状 と課 題 】  

○ 管 理 栄 養 士 及 び栄 養 士 は、特 定 給 食 施 設 等 での栄 養 管 理 とともに、施 設 や地 域 におい

て生 活 習 慣 病 の発 症 ・進 行 の防 止 のため適 切 な栄 養 指 導 を行 うことが求 められています。  

○ 理 学 療 法 士 、作 業 療 法 士 及 び言 語 聴 覚 士 は、リハビリテーションの主 要 な担 い手 であり、

在 宅 医 療 の推 進 にあたり、期 待 される役 割 は大 きくなっています。  

○  診 療 放 射 線 技 師 及 び診 療 エックス線 技 師 は、近 年 PET、CT等 の放 射 線 診 療 機 器 の医

療 機 関 への導 入 が進 み、医 療 における放 射 線 業 務 量 がますます増 加 する傾 向 にあります。  

臨 床 検 査 技 師 及 び衛 生 検 査 技 師 についても、検 査 技 術 が高 度 化 しており、精 度 の高 い

検 査 が求 められています。  

○  歯 科 衛 生 士 及 び歯 科 技 工 士 については、高 度 な専 門 知 識 の確 保 等 、資 質 の向 上 が求

められています。 

 

【施 策 の方 向 】  

項 目  施 策 の方 向  

その他 の保 健 医 療 従

事 者 の 確 保 と 資 質 の

向 上  

○各 職 能 団 体 等 と連 携 し、技 術 向 上 のための研 修 の支 援 等 を進

めるとともに、医 療 機 関 等 と連 携 し研 修 に参 加 しやすい職 場 づく

りを支 援 することにより、保 健 医 療 従 事 者 の確 保 対 策 を推 進 し

ます。 
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（備中保健所） 

章名 １１ 地域保健医療計画 

節名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県南西部保健医療圏                         
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１ 保健医療圏の概況 

 （１） 圏域 

県南西部保健医療圏は、倉敷地域（倉敷市、総社市、早島町）、井笠地域（笠岡市、井原

市、浅口市、里庄町、矢掛町）の５市３町からなっています。 

 

 （２） 面積及び地形 

当圏域の面積は、１，１２４．３９ｋ㎡（県面積の１５．８％）で、県の南西部に位置し、県内三大

河川の１つである高梁川下流域を中心に開けた倉敷地域と、広島県に接し笠岡諸島を有する井

笠地域からなっています。 

 

 （３） 交通 

当圏域の高速道路については、山陽自動車道、岡山自動車道、瀬戸中央自動車道があり、

中四国の広域交通の要衝となっています。 

鉄道については、山陽新幹線、山陽本線、瀬戸大橋線、伯備線、桃太郎線（吉備線）、井原

鉄道、水島臨海鉄道等があり、地域住民の足として利用されています。 

また、国際拠点港湾に指定されている水島港があり、世界に開けた貿易環境が整っています。 

 

２ 保健医療圏の保健医療の現状等  

 （１） 人口及び人口動態 

  ① 人口 

   ア 人口の推移及び将来推計 

圏域の人口は、令和４（２０２２）年の毎月流動人口（１０月１日現在）によると、６９０，６１３

人（県全体の３７．１％）となっています。 

５年ごとに実施される国勢調査による昭和４５（１９７０）年からの推移をみると、増加傾向に

ありましたが、平成２２（２０１０）年をピークに、平成２７（２０１５）年からは減少となりました。   

また、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」によると、圏域の

人口は、今後も減少を続けるものと推計されています。一方、６５歳以上の老年人口は、令

和２２（２０４０）年まで増加が続き、その後減少に転じますが、圏域の人口に占める割合は上

昇を続け、令和２７（２０４５）年には３６．４％、３人に１人以上が高齢者になると推計されてい

ます。さらに、７５歳以上の後期高齢者人口は、令和１２（２０３０）年まで増加が続き、その後

減少に転じます。圏域の人口に占める割合は、令和１２（２０３０）年には２０．６％、５人に１人

以上が後期高齢者になると推計されています。 
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図表11-2-2-1 人口の推移  （単位：人）

圏域内総数 倉敷地域 井笠地域

　昭和45(1970) 年 608,925 442,542 166,383

　　　50(1975) 年 660,953 493,525 167,428

　　　55(1980) 年 680,236 512,655 167,581

　　　60(1985) 年 694,256 527,681 166,575

　平成 2(1990) 年 700,347 530,629 169,718

　　　 7(1995) 年 704,723 542,855 161,868

　　　12(2000) 年 709,510 551,172 158,338

　　　17(2005) 年 714,121 547,882 166,239

　　　22(2010) 年 714,202 553,928 160,274

　　　27(2015) 年 707,450 556,127 151,323

令和 2(2020) 年 697,598 555,990 141,608

４(2022) 年 690,613 552,965 137,648

区　　　分
人　　　　　　　　口

（資料：令和２（２０２０）年までは総務省統計局「国勢調査」、令和４（２０２２）年は岡山

県統計分析課　「岡山県毎月流動人口調査」）
 

図表11-2-2-2 人口及び高齢者の推計  （単位：人）

平成２７年 令和２年 令和7年 令和１２年 令和１７年 令和２２年 令和２７年

(2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040) (2045)

707,450 697,598 683,910 667,064 647,612 626,520 605,422

65歳以上       

人口　　② 195,741 200,500 215,043 212,940 213,026 221,025 220,384

地域人口に       

対する割合 27.7% 28.7% 31.4% 31.9% 32.9% 35.3% 36.4%

②/①(%)

75歳以上       

人口　　③ 93,796 105,997 131,756 136,120 132,464 127,082 127,062

地域人口に       

対する割合 13.3% 15.2% 19.3% 20.4% 20.5% 20.3% 21.0%

③/①(%)

県南西部

総人口　①

（資料：平成２７（２０１５）年及び令和２（２０２０）年は総務省統計局「国勢調

査」、令和７（２０２５）年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将

来推計人口（平成３０（２０１８）年３月推計）」）
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イ 年齢階級別人口 

令和４（２０２２）年の圏域の人口を年齢３区分でみると、年少人口（０歳～１４歳）は８３，３５１

人、生産年齢人口（１５歳～６４歳）は３６３，１２３人、老年人口（６５歳以上）は２００，６７４人

で、圏域の人口に占める割合は、それぞれ１２．９％、５６．１％、３１.0％となっています。 

圏域の老年人口の占める割合は、岡山県の３１．１％と比べ０．１ポイント低くなっています。

地域ごとでは、倉敷地域で２９．２％と岡山県より低くなっているものの、井笠地域は３７．９％と

高齢化が進んでいます。 

図表11-2-2-3 令和4(2022)年圏域人口構成

人口(人) 構成比(%) 人口（人） 構成比(%) 人口（人） 構成比(%)

倉敷地域 552,965 69,072 13.5 293,126 57.3 149,219 29.2

井笠地域 137,648 14,279 10.5 69,997 51.6 51,455 37.9

圏　域 690,613 83,351 12.9 363,123 56.1 200,674 31.0

岡山県 1,862,012 221,886 12.4 1,013,491 56.5 557,940 31.1

（資料：岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）
※総数には年齢不詳等を含んでいるため、年齢３区分の人口の合計と一致しない。
※構成比は分母から年齢不詳を除いて算出している。

区 分 総  数

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳以上

年少人口 生産年齢人口 老年人口

 

 

  ② 人口動態 

   ア 出生 

令和３（２０２１）年の出生数は５，１４１人、出生率（人口千対）は７．４で、岡山県の７．１と

比べ０．３ポイント高くなっています。 

図表 11-2-2-4 県南西部保健医療圏域出生数及び出生率の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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   イ 死亡 

    （ア） 死亡数の推移 

令和３（２０２１）年の死亡数は７，９７７人、死亡率（人口千対）は１１．５で、県全体の 

１２．４と比べ０．９ポイント低くなっています。 

 

図表１１-2-2-5 県南西部保健医療圏域死亡数及び死亡率の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

    （イ） 主な死因別の死亡率 

令和３（２０２１）年の主な死因別の割合をみると、図表１１－２－２－６のとおりとなっていま

す。 

また、人口動態統計により主な死因別死亡率をみると、昭和５６（１９８１）年から死亡順位

の第１位になっている悪性新生物は高止まり、令和３（２０２１）年では人口１０万対で２９５．７

（死亡数２，０５４人）、次いで第２位は心疾患１８３．０（１，２７１人）、第３位は老衰１０４．８

（７２８人）、第４位は脳血管疾患８３．１（５７７人）、第５位は肺炎６１．９（４３０人）となってい

ます。これらの５つの死因で全死因の６割以上を占めています。 
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図表 11-2-2-6 主な死因の内訳（圏域７，977 人） 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２２）年人口動態統計」） 

   

図表 11-2-2-7 死因別死亡率（人口１０万対） 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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（ウ） 標準化死亡比 

平成２５（２０１３）年から平成２９（２０１７）年の標準化死亡比を死因別にみると、悪性新生

物のうち、肝及び肝内胆管は、男女とも全国より高い傾向にあります。 

急性心筋梗塞は、男女とも全国値より高い傾向にあります。 

脳血管疾患は、井笠地域では男女とも全国値より高い傾向にあります。 

肺炎は、倉敷地域では男女とも全国値より高い傾向にあります。 

 
図表 11-2-2-8 標準化死亡比（平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年） 

 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」より備中保健所算出） 

 

（エ） 乳児死亡 

令和３（２０2１）年の乳児死亡（生後１年未満の死亡）数は１０人、うち新生児死亡（生後  

２８日未満の死亡）数は５人となっています。 

乳児死亡率（出生千対）は１．９で、岡山県の１．５と比べ０．４ポイント高くなっています。 
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図表 11-2-2-9 県南西部保健医療圏域乳児・新生児死亡数及び乳児・新生児死亡率の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

    （オ） 死産 

令和３（２０２１）年の死産（妊娠満１２週以後の死児の出産）数は９７胎、死産率（出産（出

生＋死産）千対）は１８．５で、岡山県の１８．８と比べ０．３ポイント低くなっています。 

図表11-2-2-10県南西部保健医療圏域死産数及び死産率の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

    

    （カ） 周産期死亡 

令和３（２０２１）年の周産期死亡（妊娠満２２週以後の死産と生後１週未満の早期新生児

死亡を合わせたもの）数は１４人で、周産期死亡率（出産（出生＋妊娠満２２週以後の死産）

千対）は２．７で、岡山県の２．９と比べ０．２ポイント低くなっています。 
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図表 11-2-2-11 県南西部保健医療圏域周産期死亡数及び周産期死亡率の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

 （２） 保健医療資源の状況 

  ① 医療施設 

   ア 病院 

令和３（２０２１）年１０月１日現在の病院は５３施設で、その病床数は９，４６８床となってい

ます。 

なお、５３施設のうち、３５病院が救急告示病院として救急医療を行っています（図表

11-2-3-7）。 

病院の種別では、一般病院が４７施設、精神科病院が６施設となっています。 

病床の種別では、一般病床が６，５３８床、療養病床が１，５３２床、精神病床が１，３６３

床、結核病床が２５床、感染症病床が１０床となっています。 

人口１０万対でみると、一般病床は、圏域で９４１．２と岡山県の９４３．２とほぼ同程度と

なっています。地域ごとでは、倉敷地域で１，０４７．４と岡山県より高くなっているものの、井笠

地域で５１９．７と岡山県より大幅に低くなっています。また、療養病床は、圏域で２２０．６と岡

山県の２１３．３より高くなっています。地域ごとでは、倉敷地域で２１５．９と岡山県とほぼ同程

度となっており、井笠地域で２３９．１と高くなっています。 

 

   イ 一般診療所 

一般診療所は５０６施設で、人口１０万対でみると、圏域で７２．８、倉敷地域で７２．８、井

笠地域で７３．０といずれも岡山県の８７．２より低くなっています。 
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   ウ 歯科診療所 

歯科診療所は３２８施設で、人口１０万対でみると、圏域で４７．２、倉敷地域で４６．１、井

笠地域で５１．１となっており、いずれも岡山県の５３．４より低くなっています。 

図表11ｰ2ｰ2ｰ12　病院施設数及び病院病床数 　　(令和3(2021)年10月1日現在)

区分 一般病院 精神科病院 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

40 36 4 7,899 5,812 1,198 854 25 10

7.2 6.5 0.7 1,423.5 1,047.4 215.9 153.9 4.5 1.8

13 11 2 1,569 726 334 509 0 0

9.3 7.9 1.4 1,123.1 519.7 239.1 364.3 0.0 0.0

53 47 6 9,468 6,538 1,532 1,363 25 10

7.6 6.8 0.9 1,363.0 941.2 220.6 196.2 3.6 1.4

164 147 17 27,186 17,755 4,015 5,275 115 26

8.7 7.8 0.9 1,444.3 943.2 213.3 280.2 6.1 1.4

(資料：厚生労働省「令和3(2021)年医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」)
※上段は実数、下段は人口10万対

＜参考＞ 　　(平成28(2016)年10月1日現在)

区分 一般病院 精神科病院 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

40 36 4 8,005 5,812 1,304 854 25 10

7.2 6.5 0.7 1,439.4 1,033.0 246.6 153.4 4.5 1.8

13 11 2 1,569 726 334 509 0 0

8.7 7.4 1.3 1,135.1 521.4 248.3 365.4 0 0

53 47 6 9,574 6,538 1,538 1,363 25 10

7.5 6.7 0.8 1,375.0 924.8 247.0 198.3 3.5 1.4

161 145 16 29,355 17,783 4,159 5,272 115 26

8.6 7.7 0.9 1,494.3 951.7 246.2 287.9 7.1 1.4

(資料：厚生労働省「平成28(2016)年医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」)

※上段は実数、下段は人口10万対

岡山県

病院施設数 病院病床数

倉敷地域

井笠地域

圏域

岡山県

病院施設数 病院病床数

倉敷地域

井笠地域

圏域

図表11-2-2-13　一般診療所数・病床数及び歯科診療所施設数  (令和3(2021)年10月1日現在)
歯科診療所

うち療養病床数

404 466 60 256

72.8 84.0 46.1

102 128 19 72

73.0 91.6 51.1

506 594 79 328

72.8 85.5 47.2

1,636 1,918 291 1,001

87.2 102.3 53.4

(資料：厚生労働省「令和3(2021)年医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」)

※上段は実数、下段は人口10万対

＜参考＞ (平成28(2016)年10月1日現在)
歯科診療所

区分 うち療養病床数
410 620 86 263

73.6 111.4 47.2
105 161 31 71

70.3 107.8 47.5
515 781 117 334

72.9 110.6 47.5
1,661 2,305 388 1,000
86.7 120.4 52.2

(資料：厚生労働省「平成28(2016)年医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」)

※上段は実数、下段は人口10万対

一般診療所

施設数 病床数 施設数

一般診療所

施設数 病床数 施設数

倉敷地域

井笠地域

圏域

岡山県

区分

圏域

岡山県

倉敷地域

井笠地域

 

－ 463 －



  ② 保健関係施設 

県は、備中保健所と備中保健所井笠支所を設置し、中核市である倉敷市は、市保健所と保

健センター４か所を設置しています。また、笠岡市は保健センター１か所、井原市は保健セン

ター３か所、総社市は保健センター２か所、浅口市は保健センター３か所、早島町は保健セン

ター1 か所、里庄町は保健センター１か所、矢掛町は健康管理センター１か所を設置していま

す。 

 

  ③ 保健医療従事者 

令和２（２０２０）年１２月３１日現在の医師数は２，２１１人で、人口１０万対でみると、圏域で 

３１６．８と岡山県の３３４．２より低くなっています。地域ごとでは、倉敷地域で３５９．８と岡山県よ

り高くなっているものの、井笠地域は１４８．０で岡山県より大幅に低くなっています。 

歯科医師数は５２１人で、人口１０万対でみると、圏域で７４．６、倉敷地域で７６．８、井笠地

域で６６．３といずれも岡山県の９６．０より低くなっています。 

薬剤師数は１，３１３人で、人口１０万対でみると、圏域で１８８．１、倉敷地域で１９４．４、井

笠地域で１６３．５といずれも岡山県の２２７．４より低くなっています。 

また、令和４（２０２２）年１２月３１日現在の保健師数は３５５人で、人口１０万対でみると、圏

域で５１．４、倉敷地域で４７．６、井笠地域で６６．８と倉敷地域では岡山県の６２．２より低く、井

笠地域では高くなっています。 

助産師数は２３２人で、人口１０万対でみると、圏域で３３．６と岡山県の３０．１より高くなって

います。地域ごとでも、倉敷地域で４０．７と岡山県より高くなっているものの、井笠地域で５．１と

岡山県より大幅に低くなっています。 

看護師数は８，７７５人で、人口１０万対でみると、圏域で１，２７０．６と岡山県の１，３２４．１よ

り低くなっています。地域ごとでは、倉敷地域で１，３７９．８と岡山県より高くなっているものの、井

笠地域で８３１．８と岡山県より大幅に低くなっています。 

准看護師数は１，５０４人で、人口１０万対でみると、圏域で２１７．８と岡山県の１９５．５より高

くなっています。地域ごとでは、倉敷地域で１９０．1 と岡山県より低くなっているものの、井笠地域

で３２９．１と岡山県より高くなっています。 
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図表11-2-2-14医師、歯科医師、薬剤師数
区分 医師 歯科医師 薬剤師

2,001 427 1,081
359.8 76.8 194.4

210 94 232
148.0 66.3 163.5
2,211 521 1,313
316.8 74.6 188.1
6,290 1,807 4,281
334.2 96.0 227.4

(資料：厚生労働省「令和2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

＜参考＞
区分 医師 歯科医師 薬剤師

1,826 384 972
327.6 68.9 174.4

186 95 222
121.4 62.0 145.0
2,012 479 1,194
283.2 67.4 168.0
5,760 1,715 3,937
299.4 89.1 204.6

(資料：厚生労働省「平成26（2014）年医師・歯科医師・薬剤師調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

※上段は実数、下段は人口１０万対

岡山県

（令和２(2020)年12月31日現在）

（平成26(2014)年12月31日現在）

倉敷地域

井笠地域

圏　域

岡山県

※上段は実数、下段は人口１０万対
※介護老人保健施設等の人数を含む

倉敷地域

井笠地域

圏　域

 

図表11-2-2-15　保健師、助産師、看護師、准看護師数　　（令和4(2022)年12月31日現在）

区分 保健師 助産師 看護師 准看護師

263 225 7,630 1,051

47.6 40.7 1,379.8 190.1

92 7 1,145 453

66.8 5.1 831.8 329.1

355 232 8,775 1,504

51.4 33.6 1,270.6 217.8

1,159 560 24,654 3,641

62.2 30.1 1,324.1 195.5
(資料：厚生労働省「令和4（2022）年衛生行政報告例」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

＊上段は実数、下段は人口１０万対

＜参考＞ （令和2(2020)年12月31日現在）
区分 保健師 助産師 看護師 准看護師

243 204 7,524 1,186
43.7 36.7 1,353.1 213.3

89 8 1,132 478
62.7 5.6 797.9 336.9
332 212 8,656 1,664
47.6 30.4 1,240.2 238.4

1,069 553 24,240 4,151
56.8 29.4 1,287.7 220.5

(資料：厚生労働省「令和2（2020）年衛生行政報告例」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

＊上段は実数、下段は人口１０万対

岡山県

倉敷地域

井笠地域

圏　域

岡山県

倉敷地域

井笠地域

圏　域
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（３） 受療の動向 

  ① 受療動向 

入 院 患 者 の受 療 動 向 をみると、令 和 2（2020）年 の調 査 では、自 圏 域 内 での受 療 が 

８６．０％を超えており、岡山県と同値になっています。 

 

     図表 11-2-2-16 病院の推計入院患者数の構成割合          （単位：％） 
     

     
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 

受療地 
患 者 住 所 地  

二 次 保 健 医 療 圏 内  二 次 保 健 医 療 圏 外  

岡山県 86.8 13.2 

県南東部保健医療圏 92.2  7.8 

県南西部保健医療圏 86.8 13.2 

高梁・新見保健医療圏 63.6 36.4 

真庭保健医療圏 64.8 35.2 

津山・英田 81.4 18.6 

     （資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

 

  ② 病床利用率・平均在院日数  

令和３年（２０２１）年の病床利用率は７４．１％で、岡山県の７２．６％と比べ１．５ポイント高く

なっています。また、平均在院日数は２５．１日で、岡山県の２７．１日と比べ２．０日短くなってい

ます。 

 

   図表 11-2-2-17 病床利用率及び平均在院日数の状況                   （単位：％） 

   
   
   

   
   

   
   

   
 

 
 

 
区 分 

 

 
病床利用率（％） 

 
平均在院日数（日） 

 
 
 
  

 

 

  
  
 

 

総 数 

 

一般 

病床 

 

療養 

病床 

 

精神 

病床 

 

総 数 

 

一般 

病床 

 

療養 

病床 

 

精神 

病床 

 

圏 域  

 

74.1 

 

69.5 

 

87.1 

 

－ 

 

25.1 

 

17.2 

 

119.3 

 

－ 

 

岡山県  

 

72.6 

 

68.0 

 

84.3 

 

78.9 

 

27.1 

 

17.7 

 

114.3 

 

234.0 

     （資料：厚生労働省「令和３年（２０２１）年病院報告」） 
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３ 医療提供体制の構築 

 （１） 地域医療構想  

  ① 令和７（２０２５）年の医療需要と医療提供体制  

ア 令和７（２０２５）年の病床の医療機能別の患者受療動向   

令和７（２０２５）年の入院患者の受療動向は、図表１１－２－３－１の流入の区分に示すと

おり、当圏域の医療機関に入院する者のうち、当圏域の住民が入院する人数及び割合は、

高度急性期で５０７．１人／日（８２．４％）、急性期で１，７８８．０人／日（８６．１％）、回復期

で２，１４４．０人／日（８８．０％）、慢性期パターンＢで１，４２０．３人／日（８４．７％）と推計し

ています。 

また、同表の流出の区分に示すとおり、当該圏域の住民が当圏域の医療機関に入院する

人数及び割合は、高度急性期で５０７．１人／日（８７．６％）、急性期で１，７８８．０人／日  

（９１．７％）、回復期で２，１４４．０人／日（９３．２％）、慢性期パターンＢで１，４２０．３人／日

（９０．５％）と推計しています。 

      いずれも自己完結率が高くなっています。 
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     図表 11-2-3-1 令和７（２０２５）年度の医療機能別の入院患者受療動向  

    ＜流入：当圏域の医療機関に入院する者のうち各圏域の住民が入院する割合＞ 

                             上段：人数（人／日） 下段：割合 
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

区 分 患 者 住 所 地  

県南東部  県南西部  高梁・新見      真庭  津山・英田     尾三  福山・府中     計 

高度急性期 61.9 

10.1% 

507.1 

82.4% 

25.5 

4.1% 

   21.3 

3.5% 

615.7 

100.0% 

急性期 

 

148.2 

7.1% 

1,788.0 

86.1% 

57.6 

2.8% 

10.6 

0.5% 

23.0 

1.1% 

11.4 

0.5% 

38.9 

1.9% 

2,077.8 

100.0% 

回復期 

 

176.7 

7.2% 

2,144.0 

88.0% 

56.4 

2.3% 

12.0 

0.5% 

15.7 

0.6% 

 

 

32.7 

1.3% 

2,437.5 

100.0% 

慢性期 

パターンＢ 

227.4 

13.6% 

1,420.3 

84.7% 

18.9 

1.1% 

   10.4 

0.6% 

1,677.0 

100.0% 

   （資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

    ＜流出：当圏域の住民が各圏域の医療機関に入院する割合＞ 

                            上段：人数（人／日） 下段：割合 

   

 

   

             

   

   

             

 

区 分 

 

医 療 機 関 所 在 地 

県南東部 県南西部 高梁・新見     真庭 津山・英田    尾三 福山・府中    合計 

高度急性期 

 

48.3 

8.3% 

507.1 

87.6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.8 

4.1% 

579.2 

100.0% 

急性期 

 

104.8 

5.4% 

1,788.0 

91.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.7 

3.0% 

1,950.5 

100.0% 

回復期 

 

92.1 

4.0% 

2,144.0 

93.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.6 

 2.8% 

2,299.6 

100.0% 

慢性期 

パターンＢ 

131.7 

8.4% 

1,420.3 

90.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6 

 1.1% 

1,568.6 

100.0% 

 （厚生労働省から提供された「地域医療構想策定支援ツール」により、岡山県医療推進課が推計） 
 

 ※各区分における１日当たり１０人未満の医療需要は、非公表のためカウントしていない。 

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100.0 とはならない。 

 

   イ 令和７（２０２５）年における病床数の必要量（必要病床数） 

令和７（２０２５）年の病床数の必要量は、図表１１－２－３－２に示すとおり、高度急性期で

８８８床、急性期で２，７２２床、回復期で２，７６１床、慢性期で１，８６６床の合計８，２３７床と

推計しています。 

また、令和７（２０２５）年の居宅等における医療需要は、図表１１－２－３－３のとおり推計

しています。 
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    図表 11-2-3-2 令和７（２０２５）年の各機能区分別の医療需要に対する医療供給  

 

 

 

区 分 

平成25(2013)年に

おける医療需要  

 

 

 

令和7(2025)年に

おける医療需要（当

該構想区域に居住

する患者の医療需

要） 

 

 

令和7(2025)年における医療供給（医療供給体制） 

現在の医療提供体

制が変わらないと仮

定した場合の他の

構想区域に所在す

る医療機関により供

給される量を増減し

たもの 

将来の目指すべき

医療提供体制を踏

まえ他の構想区域

に所在する医療機

関により供給される

量を増減したもの 

 

病床の必要量  

（必要病床数） 

 

 

 

医療機関所在地別  

㋐（人／日） 

患者住所地別  

㋑（人／日） 

医療機関所在地別  

㋒（人／日） 

医療機関所在地別  

㋓（人／日） 

㋓／病床稼働率（床） 

＝㋔ 

高度急性期   647   586   666   666   888 

急性期 1,856 1,968 2,123 2,123 2,722 

回復期 2,060 2,322 2,485 2,485 2,761 

慢性期 1,896 1,595 1,717 1,717 1,866 

計 6,459 6,471 6,991 6,991 8,237 

※病床稼働率は高度急性期機能７５％、急性期機能７８％、回復期機能９０％、慢性期機能

９２％とする。 

   ※慢性期機能の医療需要・必要病床数は、パターン B で推計している。 

   ※医療需要（ア～エ）及び必要病床数（オ＝エ／病床稼働率）は小数点以下を四捨五入によ

り、数値を表示している。 

    （資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

    図表 11-2-3-3 令和７（２０２５）年の居宅等における医療需要推計   （単位：人／日） 

   

     
 

区 分 医療機関所在地別 患者住所地別 

在宅医療等 10,215 10,237 

（再掲）在宅医療等のうち訪問診療分   5,344  5,361 

     （資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
 
 

   ウ 病床機能報告の状況 

     病床機能報告における一般病床、療養病床別の医療機能の集計結果は、平成２８ 

（２０１６）年度は図表１１－２－３－４、令和４（２０２２）年度は図表１１－２－３－５のとおり

です。 

     なお、平成２６（２０１４）年度に開始された病床機能報告制度は、一般病床・療養病床

を有する医療機関（病院・有床診療所）が、病棟ごとに、自らの判断により、その有する病

床において担っている医療機能の「現状」と「今後の方向」を選択し、報告するものであり、

必要病床数とは算定方法等が異なっていることに注意が必要です。 
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  図表 11-2-3-4 平成２８（２０１６）年度病床機能報告の状況        （単位：床） 

区 分 
平成２８（２０１６）年度７月１日時点  6年が経過した日（令和4（2022）年７月１日時点  

一般病床  療養病床  計  構成比  一般病床  療養病床  計  構成比  

高度急性期  1,758     0 1,758  19.6% 1,930     0 1,930  21.6% 

急性期  3,367    12 3,379  37.8% 3,247    12 3,259  36.4% 

回復期    901   304 1,205  13.5% 1,079   304 1,383  15.5% 

慢性期    726 1,534 2,260  25.3%   709 1,492 2,201  24.6% 

休棟・無回答等    329    19   348   3.9%   116    61   177   2.0% 

計 7,081 1,869 8,950 100.0% 7,081 1,869 8,950 100.0% 

  （資料：岡山県医療推進課） 

 ※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100.0 とはならない。 

 

図表 11-2-3-5 令和４（２０２２）年度病床機能報告の状況        （単位：床）  

区 分 
令和４（２０２２）年度７月１日時点  令和７年 (2025)７月１日時点の予定病床数  

一般病床  療養病床  計  構成比  一般病床  療養病床  計  構成比  

高度急性期 1,757     0 1,757   20.5% 1,831     0 1,831  22.1% 

急性期  2,912     0 2,912  34.1% 2,824     0 2,824  34.2% 

回復期  1,192   278 1,470  17.2% 1,484   286 1,770  21.4% 

慢性期    763 1,267 2,030  23.7%   656 1,105 1,761  21.3% 

休棟・無回答等    362    19   381   4.5%    81     0    81   1.0% 

計 6,986 1,564 8,550 100.0% 6,876 1,391 8,267 100.0% 

   （資料：岡山県医療推進課） 
 

  ② 目指すべき医療提供体制を実現するための施策  

    ア 医療機能の分化及び連携の促進  

       【現状と課題】 

○ 高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、良質かつ適切な医療

が過不足なく提供される体制を構築することが求められています。 

こうしたことから、医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含め、当圏域にふさわしい

バランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進することが必要です。 

 

     【施策の方向】 

 項  目  施策の方向 

 医療機能の分化及び

連携の促進 

 

 

 

○郡市等医師会、病院協会等関係者との協議により、医療

機関の役割分担と連携を促進し、限られた医療資源の有

効な活用による、効率的で質の高い医療を提供できる環境

づくりを目指します。 

○令和７（２０２５）年を目途に、各医療機関等の自主的な取
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組のもとに病床の機能分化を進めていきますが、圏域内の

医療資源の偏在、在宅医療・介護の進展の度合いなど各

地域の実情に応じた医療・介護のあり方を検討していく中

で、圏域内の病床機能のあり方について協議を進めます。 

 

（２） 外来医療に係る医療提供体制の確保  

   【現状と課題】 

○ 当 圏 域 の外 来 医 師 偏 在 指 数 は 1１３ .８であり、外 来 医 師 多 数 区 域 に該 当 しますが、

地 域 や診 療 科 によっては外 来 医 療 機 能 の偏 在 が見 られます。  

○  当 圏 域 で医 療 資 源 を重 点 的 に活 用 する外 来 診 療 を担 う医 療 機 関 （紹 介 受 診 重 点

医 療 機 関 ）は、令 和 5 年 （２０２３）年 10 月 現 在 で、２施 設 です。  

○ 医 療 機 器 設 置 状 況 については、市 町 ごとに状 況 が異 なっています。地 域 の医 療 機 関

と情 報 を共 有 し、高 度 な医 療 機 器 を共 同 利 用 しやすい環 境 が必 要 です。  

 

図表 11-2-3-6  県南西部圏域の医療機器設置状況                   （単位：台） 

64列以上
16列以上
64列未満

16列未満

岡山県 90 85 17 7 28 59 11 77 22 0 8 0 1 1 14 3 10

圏域 32 23 9 0 10 23 4 23 8 0 4 0 0 0 6 2 5 149

倉敷市 23 17 6 0 9 17 1 20 8 0 4 0 0 0 6 2 5 118

総社市 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

早島町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

笠岡市 3 1 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

井原市 3 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

浅口市 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

里庄町 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

矢掛町 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CT MRI その他の医療機器

マルチスライスCT

その他の
CT

３T以上
1.5ｰ３T
未満

1.5T未満
血管連続
撮影装置

SPECT PET PETCT

 内視鏡
手術用支
援機器
（ダヴィ
ンチ）

PETMRI
ガンマナ
イフ

サイバー
ナイフ

強度変調
放射線治
療器

 遠隔操
作式密封
小線源治
療装置

区　分

（単位：台）

 

(資 料 ：令 和 ４年 度 外 来 機 能 報 告 ）  

 

      【施策の方向】 
   

   
   

   

   

 

項  目 

 

施策の方向 

外 来 医 療 に係 る医 療

提 供 体 制 の確 保  

 

○地 域 で不 足 する外 来 医 療 機 能 の確 保 や、医 療 機 器 等 の

共 同 利 用 などについて、県南西部地域医療構想調整会議

等で協 議 を深 め、地 域 の外 来 医 療 提 供 体 制 の充 実 に努

めます。 

○紹 介 受 診 重 点 医 療 機 関 を周 知 するとともに、かかりつけ

医 機 能 の強 化 などにより、外 来 機 能 の明 確 化 ・連 携 を進

めていきます。 
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（３） ５疾病・６事業及び在宅医療の医療連携体制   

  ① ５疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患）の医療  

    【現状と課題】 

   ○ がん、心疾患、脳血管疾患は死亡原因の約半数を占めており、急性心筋梗塞の死亡

は、当圏域では男女とも全国値より高い傾向にあり、脳血管疾患は倉敷市以外の市町で

は男女とも全国値より高い傾向にあります。高齢化が進む中、生活習慣病の予防、早期

発見・早期治療と切れ目なく医療が提供される体制の構築が必要です。特に、糖尿病の

合併症の一つである糖尿病性腎症は、新規透析導入の約 4 割を占めるため、発症や重

症化の予防を行う体制を構築することが重要です。 

   ○ がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の予防には、望まし

い生活習慣の実践と、がん検診や特定健診などによる早期発見が有効ですが、検（健）診

受診率は十分ではありません。 

   ○ 生活習慣病の医療について、急性期や回復期等の医療を担う医療機関を指定し、医

療機関同士で連携しながら切れ目なく医療を提供する体制を整備する必要があり、そのた

めのツールとしての地域連携クリティカルパス等の活用が必要です。また、医療が円滑に提

供されるよう、圏域内の２つの高度急性期病床を持つ病院と地域の病院の連携体制を充

実させることが必要です。 

   ○ 精神疾患については、病識が乏しいことや偏見などから、早期の治療につながりにくいこと

や治療が中断されることが多いため、関係病院や行政等が必要な情報を共有し、医療と

地域保健の密接な連携が必要です。 

      

    【施策の方向】  
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

がん、脳卒中、心筋梗

塞等の心血管疾患、糖

尿 病 等 生 活 習 慣 病 の

予防 

 

 

 

〇保健所国保ミーティング等で、健診（検診）結果や生活習慣の

分析を行い、受診率の向上や生活改善の取り組み等につい

て、市町と検討を行っていきます。 

〇市町や愛育委員会、栄養改善協議会など関係団体と連携

し、がんや糖尿病、高血圧、CKD等の予防や早期治療、重症

化防止、感染症対策等の取組を進めます。 

○市町や関係機関、愛育委員等健康づくりボランティアと協働

し、特定健診やがん検診の受診率の向上に努めます。 

〇地域保健と職域保健が効果的・効率的に健康づくりを推進で

きるよう、地域・職域保健連携推進会議等を通じて連携を図り

ます。 

５疾病の医療連携体制

の充実 

 

 

 

○がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神

疾患について切れ目のない医療連携体制の充実に努めます。 

○特に糖尿病については、市町と連携し、それぞれの地域で質の

高い医療を受けられるよう、地域の医師を中心とした医療連携

体制の構築を進めます。 
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〇新興感染症発生時や災害時でも、適切な医療が提供できるよ

う、救急医療体制協議会等において非常時における施設間で

の連携体制について検討します。 

精神科医療体制の充

実 

○個別支援会議や、圏域内の精神科医療機関・警察・市町等

との連絡会議などにより関係機関との連携を密にし、迅速で適

切な医療が提供できるよう努めます。 

 

② 救急医療  

    【現状と課題】 

○ 救急患者の搬送件数が年々増加しています。また、比較的軽症の患者が二次・三次救

急医療機関を受診することも多くあり、より緊急性の高い救急患者への対応に支障をきた

すことから、適正受診について住民への普及啓発を進めていくことが必要です。 

   ○ 井笠地域では、生活圏域である福山市への救急搬送が多く、これまで岡山・広島両県、

関係する市及び医師会等が一堂に会し、県境を越えた連携について協議してきました。そ

れを踏まえ、福山市の夜間成人診療所の診察に井原・笠岡医師会から医師が参画して

おり、今後もこうした連携が適切に行われることが重要です。 

○ 新 型 コロナウイルス感 染 症 のまん延 時 には、救 急 搬 送 困 難 事 例 が多 発 しました。

新 興 感 染 症 等 の発 生 ・まん延 時 にも円 滑 に救 急 搬 送 が行 われる体 制 を構 築 する必

要 があります。 

 

    図表 11-2-3-7 救急医療機関  

   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

県南西部圏域  病院（施設）数  休日 夜間 
 
休日夜間急患センター 
 

（倉敷市休日夜間急患センター） 

 
 

 1 

 

 
 

○ 

 

 
 

△ 

 
 

休日歯科診療所  

 

 1 

 

○ 

 

－ 
 
在宅当番医制参加医師会数  
 

※夜間当番医（児島・玉島） 

 
 

 9 

 

 
 

○ 

 

 
 

△ 

 
 

救急告示医療機関  

 

35 

 

○ 

 

○ 

 
 
二次  
 
救急 

 
病院群輪番制病院  

 
 2 

 
○ 

 
○ 

 
協力病院当番制病院  

 
18 

 
○ 

 
－ 

その他救急告示病院等  15 ○ ○ 

小児救急医療支援事業   2 ○ ○ 

救命救急センター（高度含む）  2 ○ ○ 

    （注）「△」については、準夜間（深夜を除く時間帯）の対応を表します。 

   （資料：岡山県医療推進課「岡山県救急圏域図」 令和５（２０23）年８月１日現在） 
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図表 11-2-3-8 県南西部圏域救急医療体制（令和５(２０２３)年８月現在） 

 初期救急医療施設 

○在宅当番医制 
  倉敷・児島・玉島・笠岡・井原・吉備・ 
  北児島・都窪・浅口医師会  
○休日夜間急患センター 
  倉敷市休日夜間急患センター 

 ○初期救急医療施設 
  比較的軽症な救急患者の診療を担当する 
  医療機関 
 
 

 
 二次救急医療施設 

○病院群輪番制 
 ◆倉敷中央病院（奇数日） 
 ◆川崎医科大学附属病院（偶数日） 
○小児救急医療支援事業 
 ◆倉敷中央病院（奇数日） 
 ◆川崎医科大学附属病院（偶数日） 
○協力病院当番制 
 ≪倉敷≫ 
 ◆倉敷第一病院 
 ◆倉敷成人病センター 
 ◆しげい病院 
 ◆倉敷紀念病院 
 ◆倉敷平成病院 
 ◆倉敷スイートホスピタル 
  ◆松田病院 
 ≪水島≫ 
 ◆水島中央病院 
 ◆水島第一病院 
 ◆総合病院水島協同病院 
 ≪玉島≫ 
 ◆プライムホスピタル玉島  
 ◆玉島協同病院 
 ◆玉島中央病院 
 ≪井笠≫ 
 ◆笠岡市立市民病院 
 ◆笠岡第一病院 
 ◆井原市立井原市民病院 
 ◆金光病院 
 ◆矢掛町国民健康保険病院  
その他救急告示施設  １5施設（※） 

 ○二次救急医療施設 
  救急車により直接搬送されてくる、又は初期 

救急医療施設から転送されてくる救急患者 
の初期診療と応急処置を行い、必要に応じ 
て入院治療を行う医療機関  

 
 
 
 
 
 
 （※）救急告示病院等 
   ◆藤沢脳神経外科病院 
   ◆まび記念病院 
   ◆倉敷市立市民病院 
   ◆児島聖康病院 
   ◆森下病院 
   ◆薬師寺慈恵病院 
   ◆国立病院機構南岡山医療センター 
   ◆笠岡中央病院 
   ◆小田病院 
   ◆菅病院 
   ◆村上脳神経外科内科 
   ◆森本整形外科医院 
   ◆倉敷シティ病院 
   ◆倉敷中央病院リバーサイド             

◆長野病院 

                                               
 三次救急医療施設（２４時間体制） 

○救命救急センター 
  倉敷中央病院救命救急センター 
  岡山赤十字病院救命救急センター 
  津山中央病院救命救急センター 
○高度救命救急センター 
  川崎医科大学附属病院高度救命救 
 急センター 
  岡山大学病院高度救命救急センター 

 ○三次救急医療施設 
  脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、頭部 
  外傷等の重篤救急患者の対策として、高 
  度な診療機能により２４時間体制で受け入 
  れる医療機関 
 
 
 

（資料：備中保健所） 

 ◆救急告示施設……消防法第２条第９項に規定する救急隊により搬送される救急患者の医療を

確保するため「救急病院等を定める省令」に基づき告示している救急病院

（３３施設）又は診療所（２施設） 
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    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

救急医療体制の整備 

 

○救急医療体制推進協議会の開催等により、新興感染症の発

生・まん延時における対応なども含め、救急医療体制の課題

や対応策について協議を進めます。 

普及啓発 

 

 

○市町や消防機関等と連携し地域住民に対する、救急外来の

適切な受診や救急車の適正な利用などの普及啓発を行いま

す。 

隣県医療機関との連携 ○井笠地域の救急医療体制については、必要に応じて県境を

越えた医療広域連携会議において、広島県や関係する市及

び、医師会等と課題や対応策について協議します。 

 

  ③ 災害時における医療 

    【現状と課題】 

○ 平成 30(2018)年 7 月の西日本豪雨においては、倉敷市真備地区などで甚大な被害

が発生し、当圏域の医療機関も多数被災しました。今後も風水害に加え、南海トラフ地震

等の発生が懸念されており、大規模災害を想定した備えが必要です。 

○ 当圏域には、大量の石油や高圧ガスを扱う工場が集積している石油コンビナート等特別

防災区域として、水島臨海地区、福山・笠岡地区の２つの石油コンビナートがあり、化学災

害に備えた医療体制の確保が課題です。  

また、地理的には高梁川を挟んだ東西の地域に分かれているため、南海トラフ地震等に

より交通アクセスが遮断された場合に備えた医療体制の確保を検討することも必要です。  

○ 災害時においては、介護老人保健施設等の高齢者等が多く入所する施設で、入所者

の状態に応じた食事の提供等が困難となるため、施設間での相互支援が必要です。 

 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

     

項  目 施策の方向 

関係機関との連携の推

進  

 

 

○県南西部圏域救急医療体制推進協議会において協議を行

い、災害時の医療体制の充実を図ります。 

○備中地域災害保健医療福祉調整本部の設置訓練や広域

災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ（イーミス））の操作訓練

などを定期的に実施し、平素から災害に備えた体制を整備し

ます。 

災害時の食事提供ネッ

トワークの構築 

○介護老人保健施設や介護老人福祉施設（特別養護老人ホ

ーム）を対象に、給食施設のネットワークの維持に努め、相互

支援を行える体制整備を図ります。 
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④ へき地の医療  

    【現状と課題】 

   ○ 当圏域には、矢掛町に無医地区が１地区あり、笠岡市の離島にはへき地診療所が３カ

所あります。離島については、笠岡市が諸島の診療所設置に係る条例等を定め、笠岡市

立市民病院や複数の医療機関から派遣された医師による診療を実施しています。また、

瀬戸内海巡回診療船「済生丸」が検診等を行っています。 

 

    【施策の方向】 
   

   
  

項  目 施策の方向 

へき地医療体制の整備 ○郡市等医師会や関係市町等と連携し、体制整備に努めます。 

                             

  ⑤ 周産期医療 

    【現状と課題】 

○ 当圏域には、倉敷市内に総合周産期母子医療センター（１ヶ所）と地域周産期母子医

療センター（１ヶ所）がありますが、分娩可能な医療機関は減少傾向にあり、産科医療機関

も倉敷市内に集中していることから、産科医療機関相互の連携が必要です。 

○ 周産期医療資源が都市部に集中するなか、安心して妊娠、出産ができるよう市町や医

療機関により、様々な取組が行われています。 

○ 令和 5 年度に井笠地域で多くの分娩を取り扱っていた診療所が閉院したため、妊産婦

を支援する新たな体制の構築が必要です。 

   ○ 産科医療機関との連携の下、精神疾患を含めた産科以外の疾患の合併、胎児・新生

児異常 (超低出生体重児、先天異常児等 )等ハイリスク妊産婦に対して妊娠期から切れ

目のない支援が必要です。また、望まない妊娠や生活困窮など社会的にリスクの高い妊産

婦に対しても、関係機関と連携した対応が求められています。 

 

    図表 11-2-3-9 分娩可能な産科医療機関数 (助産所を含む） 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区  分 

 
平成３０年 

（2018) 

 
令和元年 

（2019) 

 
令和2年 

（2020) 

 
令和3年  

 
（2021) 

 
令和4年  

 
（2022) 

 

倉敷地域  
 

13(4) 

 

13(4) 

 

13(４) 

 

13(４) 

 

1２(３) 
 

井笠地域  

 

 ３(１) 

 

 ２(１) 

 

 ２(１) 

 

 ２(１) 

 

 ２(１) 

 

圏   域 

 

１６(５) 

 

１５(５) 

 

１５(５) 

 

１５(５) 

 

１４(４) 

 

岡  山  県 

 

４２(８) 

 

４１(７) 

 

４１(７) 

 

４１(７) 

 

３９(６) 
 

（資料：医療推進課）                               ( )内は助産所(再掲) 
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   図表 11-2-3-10 産科・産婦人科医師数 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区  分 

 

 
平成２８年 

 

（2016） 

 
平成３０年 

 

（2018） 

 
令和２年 

 

（2020） 
 

倉敷地域 

 

 62 

 

 68 

 

 70 
 

井笠地域 

 

  3 

 

  3 

 

  3 
 

圏   域 

 

 65 

 

 71 

 

 73 
 

岡  山  県 

 

195 

 

199 

 

187 

    （資料：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」……主たる診療科が産科又は産
婦人科の医師数） 

   （注）主たる診療科：複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、
１診療科のみに従事している場合の診療科である。 

 

    図表 11-2-3-11 助産師数  

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区  分 

 

 
 

平成２８年 

（2016） 

 
 

平成３０年 

（2018） 

 
 

令和２年 

（2020） 

 
 

令和４年 

（2022） 
 

倉敷地域 

 

182 

 

194 

 

204 

 

225 

 

井笠地域 

 

 11 

 

  6 

 

  8 

 

  7 

 

圏   域 

 

193 

 

200 

 

212 

 

232 

 

岡  山  県 

 

517 

 

539 

 

553 

 

560 

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」） 
 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

項  目 施策の方向 

周産期医療連携体制

の整備 

 

 

○周産期母子医療センターをはじめとする産科医療機関と市町

との連絡会や研修会などにより、連携強化を進めます。 

〇妊婦が安心して妊娠、出産ができるよう、市町や医療機関等

と連携した取組を進めます。 

ハイリスク妊産婦への支

援 

 

 

 

○ハイリスク妊産婦連絡票や妊娠中からの気になる母子支援連

絡票の活用を促進し、市町と医療機関との情報共有を図りま

す。 

○市町が行う妊娠届出時の面接により早い段階からハイリスク

妊婦を把握し、継続した支援が実施されるよう、母子保健連

絡会議等を通じて、体制の整備を進めます。 
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⑥ 小児医療（小児救急医療を含む） 

    【現状と課題】 

○ 小児救急医療体制については、入院の可能性の高い救急患者への対応を倉敷中央病

院と川崎医科大学附属病院の２病院が２４時間体制で担っています。また、軽症の救急

患者については、市町と郡市等医師会による在宅当番医制度により対応し、倉敷市では

休日夜間急患センターも設置し対応しています。 

○ 小児救急電話相談（＃８０００）の活用、かかりつけ医や在宅当番医など身近な医療機

関を利用するよう住民への啓発が必要です。 

○ 県境を越えた相互受入れなど、隣県の医療機関との連携体制が重要です。 

○ 医療的ケア児が地域で生活していくために、地域の医療、保健、福祉等の関係者が連

携し、切れ目のない支援が提供できる体制を構築していく必要があります。 

 

    図表 11-2-3-12 小児救急電話相談（＃８０００）の状況（令和４（２０２２）年度） 

   

   
   

   
   

   
   

 

区 分  

 

年少人口(A) 

 

相談件数(B) 

 

割合  (B/A) ％ 

 

圏 域  

 

 83，351 

 

 3，814 

 

4．6 

 

岡山県  

 

221，886 

 

11，874 

 

5．4 

     （資料：岡山県医療推進課） 

 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

項  目 施策の方向 

普及啓発 

 

 

 

 

○症状に応じた適切な受診を進めるため、市町や関係団体等と

連携し、地域住民に対する普及啓発を行います。 

○小児救急電話相談事業（＃８０００）の周知に努めます。 

○愛育委員等地区組織が中心となり、赤ちゃん訪問等の機会

に冊子「病院に行くその前に」等を活用し、保護者に対して正

しい知識の普及に努めます。 

医療体制の整備 

 

 

 

○小児救急医療に対する支援を継続するとともに、県境を越え

た患者搬送などが円滑に行えるよう必要な調整を行います。 

○医療的ケア児が地域で生活できるよう、関係機関と連携し、

在宅療養を支える体制の構築を支援します。 

 

⑦新興感染症等の感染拡大時における医療  

【現 状 と課 題 】 

○ 当 圏 域 には、第 二 種 感 染 症 指 定 医 療 機 関 が１施 設 指 定 されていますが、新 型 コロ

ナウイルス感 染 症 への対 応 に当 たっては、多 くの協 力 医 療 機 関 が患 者 の受 け入 れを

行 いました。 
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○ 新 型 コロナウイルス感 染 症 の感 染 拡 大 時 には、重 症 化 リスクの高 い高 齢 者 施 設 等

での集 団 感 染 が多 発 するなどして多 数 の患 者 が発 生 したことで、病 床 が逼 迫 し、自

宅 や施 設 で療 養 する患 者 が多 数 発 生 し、こうした患 者 に適 切 に医 療 を提 供 する体

制 が求 められました。 

○ 新 型 コロナウイルス感 染 症 の対 応 では、感 染 症 の治 療 が終 了 しても入 院 が長 期 化

し、新 たな患 者 を受 け入 れられないという状 況 が発 生 しました。  

○ 自 宅 等 で療 養 する患 者 については、日 々の健 康 観 察 を的 確 に実 施 し、容 態 の変

化 等 に迅 速 に対 応 するよう努 めましたが、多 大 な労 力 を要 しました。 

【施 策 の方 向 】 

項   目  施 策 の方 向  

医 療 提 供 体 制 の確 保  ○医 療 機 関 間 による連 携 が図 られるよう平 時 から必 要 な調

整 を行 うとともに、感 染 拡 大 時 には全 県 の対 応 方 針 を踏

まえ、関 係 医 療 機 関 等 との連 携 を密 にして対 応 します。  

○郡 市 等 医 師 会 などと連 携 し、安 心 して療 養 できる体 制 の

確 保 に努 めます。  

 

  ⑧ 在宅医療  

   ア 在宅医療提供体制の整備 

     【現状と課題】 

    ○ 当圏域の令和４（２０２２）年の６５歳以上の高齢者は２０万人を超え、高齢化率は 

３１．０％と年々上昇しており、また井笠地域では３７．９％と県の３１．１％よりも高齢化が

進んでいます。今後も地域で疾病や障害を抱えつつ生活を送る人が増加するため、在

宅医療の充実が必要です。 

○ 令和３年度県民満足度調査では、「できるだけ自宅で療養し、最期が近くなれば医療

機関に入院したい」(３０．５％)「自宅で療養し、最期を迎えたい」(２８．９％)となっている

ことから、在宅医療と介護の提供体制の更なる整備が必要です。 

○ 前述の調査で「死が近い場合の医療に関する家族などとの話し合い」を全くしたことが

ない者は、64.9%を占めています。自分らしい生き方を人生の最終段階まで含めて考

え、家族等と話し合い、家族や関係者に希望を伝え、これをかなえる環境を整えるアド

バンス・ケア・プランニング(ACP)の普及啓発が必要です。 

○ 在宅療養支援診療所は７３施設、在宅療養支援病院は２５施設の届出があり、人口

１０万対でみると県全体より低い状況にあります。また、在宅療養支援歯科診療所は、  

４８施設の届出があり、人口１０万対でみると県全体より低い状況にあります。 

○ 令和２（２０２０）年の訪問診療機関は１５７施設、訪問看護ステーションは５０施設の

届出があり、人口１０万対でみるといずれも県全体より低い状況にあります。 

    ○ 在宅医療を進めるためには、薬剤師による訪問薬剤管理指導を充実させ、安全・安

心な薬物療法を推進する必要があります。 

○ 在宅医療・介護連携の効率化を目指してＩＣＴの活用を推進していく必要があります。 
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    図表 11-2-3-13 在宅療養支援診療所・病院数の推移  

  
 
 

 
区 分 

 
 

 

 
 

在宅療養支援診療所 
 

 
 

在宅療養支援病院 
 

 
 

計 
 

 

R4 

 

人口 
10万対   

 

 

R4 
 

H31 

(2019) 

 

R2 

(2020) 

 

R3 

(2021) 

 

R4 

(2022) 

 

R5 

(2023) 

 

R1 

(2019) 

 

R2 

(2020) 

 

R3 

(2021) 

 

R4 

(2022) 

 

R5 

(2023) 

  

 

倉敷地域 

 

 66 

 

 68 

 

 70 

 

 70 

 

 67 

 

 12 

 

 13 

 

 13 

 

 16 

 

 18 

 

 86 

 

15.6 
 

井笠圏域 

 

 6 

 

  6 

 

 6 

 

 6 

 

 6 

 

  6 

 

  6 

 

  6 

 

  6 

 

  7 

 

 12 

 

8.7 
 

圏 域 

 

 72 

 

 74 

 

 76 

 

 76 

 

 73 

 

 18 

 

 19 

 

 19 

 

 22 

 

 25 

 

   98 

 

14.2 
 

岡山県 

 

307 

 

309 

 

312 

 

311 

 

286 

 

39 

 

 42 

 

 43 

 

 48 

 

 62 

 
 

 359 

 
 

19.3 

     （資料：中国四国厚生局岡山事務所 施設基準届出一覧 各年４月１日現在） 

 

    図表 11-2-3-14 在宅療養支援歯科診療所の推移  
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

 
 
 
 

区 分 

 
 

 

 
 

在宅療養支援歯科診療所  
 

 
人口 

 
10万対 

 

R4 

 

R1 
 

(2019) 

 

R2 
 

(2020) 

 

R3 
 

(2021) 

 

R4 
 

（2022) 

 

R5 
 

(2023） 
 

倉敷地域  

 

    48 

 

    40  

 

    35 

 

    36  

 

    37 

 

  6.5   
 

井笠圏域  

 

    14   

 

    10  

 

     9   

 

    10   

 

    11 

 

  7.3   
 

圏 域 

 

    62 

 

    50   

 

    44   

 

    46   

 

    48 

 

6.7 
 

岡山県  

 

   172   

 

   148   

 

   140   

 

   143   

 

   147 

 

  7.7   

     （資料：中国四国厚生局岡山事務所 施設基準届出一覧 各年４月１日現在） 
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    図表 11-2-3-15 在宅患者訪問薬剤管理指導料届出施設数の推移  

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 
 
 

 
区 分 

 
 

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料  
 

人口 
 

10万対 
 

R4 

 

R1 
 

(2019) 

 

R2 
 

(2020) 

 

R3 
 

(2021) 

 

R4 
 

(2022) 

 

R5 
       

(2023） 

 

倉敷地域  

 

   175   

 

   181   

 

   186   

 

   190   

 

   191   

 

34.4 
 

井笠圏域  

 

    60   

 

    58   

 

    55   

 

    55   

 

    54   

 

40.4 
 

圏 域 

 

   235   

 

   239   

 

   241   

 

   245   

 

   245   

 

35.5 
 

岡山県  

 

   682   

 

   769   

 

   778   

 

   788   

 

   786  

 

42.2 

     （資料：中国四国厚生局岡山事務所 施設基準届出一覧 各年４月１日現在） 

 

図表 11-2-3-16 訪問診療・訪問看護を実施する医療機関  
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 
 
 

区 分 

 

訪問診療 訪問看護 

病院 

施設数 

一般診療

所数 
計  

人口10万

対 

ステー 

ション数  

人口10万

対 

 

倉敷地域  19  91 110 19.8  43 7.7 

 

井笠圏域   9  38  47 33.1   7 4.9 

 

圏 域 28 129 157 22.5  50 7.2 

 

岡山県  73 442 515 27.3 170 9.0 

    （資料：在宅医療に係る地域別データ集 令和２年１０月１日現在） 

        （資料（訪問看護）：指導監査室  令和３年４月１日現在） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

在宅医療提供体制の

整備  

 

 

○医療機関等が入院時から退院後の在宅療養に向けた、歯

科を含む病診連携・診診連携、医療介護連携等の取組を

促進します。 

○市町や関係機関と連携し、自分らしい人生の最期を迎えられ

るようACPなどの普及啓発に努めます。 

○訪問薬剤管理指導等の普及を促進します。 

在宅医療・介護連携の

推進 

 

 

〇在宅医療を推進するため、市町による医療機関や郡市等医

師会、介護関係団体等との連携を支援します。 

○在宅医療・介護連携に係る市町間の情報共有を図り、共通

の課題解決に向けた広域的な連携体制づくりを推進します。 
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○井笠地域では、「みんなで考える井笠の医療と介護」※の会を

通じて、関係者相互の緊密な連携・協力により、地域医療・

介護の更なる体制整備を推進します。 

○医療・介護の連携シートやＩＣＴの活用に向けた取組を支援し

ます。 

 

※ みんなで考える井笠の医療と介護  

井笠地域の医療・介護従事者や地域住民等で構成する会であり、地域包括ケア

の推進に関する協議を行っています。 

        

イ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

     【現状と課題】 

○ 令和７（２０２５）年には、いわゆる「団塊の世代」（昭和２２（１９４７）年～２４（１９４９）年

生まれ）が７５歳以上となり、さらに令和２２（２０４０）年には、いわゆる団塊ジュニア世代

が６５歳以上となるなど、高齢化が進む中で、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でそ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予

防、住まい、生活支援サービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムのさらなる

深化・推進が求められています。 

○ 認 知 症 について、今 後 さらなる患 者 の増 加 が見 込 まれており、早 期 診 断 ・早 期

対 応 や、医 療 ・介 護 等 へのアクセスの確 保 、認 知 症 の人 や家 族 を地 域 で支 える体

制 づくりが必 要 です。  

 

     【施策の方向】 
   

   
   

   

   

     

項  目 施策の方向 

地域包括ケアシステム

の深化・推進 

○市町、関係機関・団体等による地域包括ケアシステムのさら

なる深化・推進の取組を支援します。 

認 知 症 施 策  ○認知症に早期に気付き、かかりつけ医を受診することの重要

性を周知するとともに、認知症の人とその家族が早期から適

切なサービスが受けられるよう、市町の取組を支援します。 

 

   ウ 多職種協働による在宅医療の推進 

     【現状と課題】 

    ○ 高齢化が進む中、患者のＱＯＬ（生活の質）の向上に配慮した医療が提供されるよう、

医療従事者の人材育成が必要です。 

    ○ 在宅医療の推進には、かかりつけ医を中心とした在宅医療チームが不可欠です。患

者の病状・生活状況に合った医療・介護が提供されるよう、医師、歯科医師、薬剤師、

看護師、リハビリテーション専門職、介護支援専門員等の顔の見える多職種協働体制

を構築することが重要です。 
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     【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

人材育成と多職種協

働 

 

 

 

○在宅医療チームメンバーの職能と専門性を活かすために、

知識と技術の習得が図られるよう支援します。 

○医療・看護・介護を担う多職種が、連携ツール等を活用

し、効率的で適切なサービスを提供できるよう関係団体と

検討会を開催するなどの支援を行います。 

 

（４）医 療 安 全 対 策  

  【現状と課題】 

○ 当圏域には病院が５３施設、有床診療所が３６施設あり、病院は毎年、有床診療所は５年毎

に医療機関の医療安全対策や院内感染対策等について立ち入り検査を実施しており、適切な

医療提供体制の確保に努めています。 

○ 医 療 に関 する患 者 ・家 族 等 からの相 談 や苦 情 に適 切 に対 応 することが求 められます。  

 

 【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

医療の安全確保対策 

 

○定期的な病院、有床診療所への立ち入り検査を行い、適切

な医療安全体制の確保を進めます。 

医療安全相談体制の

確保 

○住民・患者の相談や苦情に対応できるよう、医療相談窓口を

設置するとともに、職員の資質の向上等、相談体制の充実に

努めます。 

 

 （５） 医薬分業 

   【現状と課題】 

  ○ 薬局は医療提供施設として位置づけられており、開局時間以外でも調剤を行うことができる

体制が求められています。 

○ 年々、医薬分業が進む中で、当圏域における令和３（２０２１）年度の処方箋受取率 は 

５８．８％と岡山県平均６７．５％や全国平均の７５．３％と比べると低い状況にあります。 

   ○ 令和３（２０２１）年８月から、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度が開

始されており、その認知度の向上等を図る必要があります。 
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    図表 11-2-3-17 処方箋受取率の推移                             （単位：％） 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

 
 

区 分 

 

 
平 成 29年 度  

(2017) 

 
平 成 30年 度  

(2018) 

 
令 和 元 年 度  

(2019) 

 
令 和 2年 度  

(2020) 

 
令 和 3年 度  

(2021) 

 

倉敷地域  

 

53.1 

 

53.7 

 

54.5 

 

54.8 

 

55.4 
 

井笠地域  

 

68.9 

 

70.0 

 

71.2 

 

71.6 

 

70.7 
 

圏 域 

 

56.6 

 

57.3 

 

58.2 

 

58.5 

 

58.8 
 

岡山県  

 

64.9 

 

65.8 

 

67.0 

 

67.6 

 

67.5 
 

全 国 

 

72.8 

 

74.0 

 

74.9 

 

75.5 

 

75.3 

      （資料：岡山県医薬安全課、長寿社会課、日本薬剤師会） 

      （注）二次保健医療圏の数値は、国保分のみである。 

 

     【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

項  目 施策の方向 

処方箋応需体制の整

備充実 

 

 

 

 

○医師・歯科医師が安心して処方箋を発行し、患者が安心して

調剤を受けられるよう、薬局における医薬品の備蓄や医薬品

情報の収集・提供、休日・夜間の処方箋応需などの体制の

整備・充実を支援します。 

○医師会、歯科医師会及び薬剤師会など関係者と連携し、地

域の実情に応じた適切な医薬分業を推進します。 

かかりつけ薬局の育成 

 

○在宅医療への参画など地域社会に密着した「かかりつけ薬

局」の普及・定着を図り、面分業※の推進、「健康サポート薬

局」や地域連携薬局等の制度の周知に努めます。 

効果的な普及啓発の

実施 

 

 

○医薬分業の趣旨が正しく理解されるよう、また、正しい薬の使

用方法及びお薬手帳の活用等について、「薬と健康の週間」

事業やテレビ・ラジオ・パンフレット等の広報媒体などを活用

し、積極的に啓発活動を行います。 

     

※ 面分業 

  地域において患者が特定の薬局を選択し、複数の医療機関の処方箋であっても、

当該薬局の薬剤師が一元的かつ継続的に応需し、患者に応じた薬歴管理や丁寧な

服薬指導を行う体制のことです。 
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４ 保健医療対策の推進 

（１） 健康増進・生活習慣病予防   

   【現状と課題】 

  ○ がん、心疾患、脳血管疾患が死亡原因の上位にあり、生活習慣病の予防や健康づくりの

推進が必要です。 

  ○ 敷地内全面禁煙実施施設の認定が３０９件（令和５（２０２３）年３月３１日現在）と徐々に

増加しており、引き続き拡大に取り組んでいく必要があります。 

  ○ 各市町で特定健康診査・特定保健指導が実施されていますが、健診受診率、保健指導

実施率が目標値に到達していません。また、働き盛り世代の健康づくりを推進するため、地域

保健と職域保健の連携を継続的に進める必要があります。 

  ○ 食を通じた健康な人づくり・地域づくりを進めるため、市町、関係機関、団体と協働し、食育

を効果的に推進する必要があります。 

   ○ 令和３(２０２１)年の県民健康調査の結果では、運動習慣のある者の割合は、前回の調査

と比べ高くなっていますが、高齢化が進む中で、加齢に伴い運動器 (骨、関節、筋肉 )などの

働きが衰えるロコモーティブシンドロームの予防に向けた取組が引き続き必要です。 

 

    図表 11-2-4-1 敷地内全面禁煙実施施設認定状況    （単位：件） 

 令和元年度 

(2019) 

令和 2 年度 

(2020) 

令和 3 年度 

(2021) 

令和 4 年度

(2022) 

倉敷地域 １８３   １９６   １９９   ２０１ 

井笠地域 １０４   １０４   １０８   １０８ 

圏 域 ２８７   ３０２   ３０７   ３０９ 

岡山県 ９８４ １，０５８ １，０７５ １，１１５ 

(資料：岡山県健康推進課) 

 

図表 11-2-4-2 特定健診受診率及び特定保健指導実施率の推移          (単 位 ：％) 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

倉敷地域 25.0 22.6 24.6 26.1 28.3 16.2 22.9 20.9 20.0 19.9

井笠地域 34.0 33.7 34.0 33.4 33.5 21.9 28.6 31.3 27.6 31.6

圏域 27.1 25.2 26.8 27.8 29.5 17.8 24.7 23.9 22.1 23.0

岡山県 29.4 29.3 30.5 28.7 31.5 13.2 16.3 17.8 17.9 18.8

特定健診受診率 特定保健指導実施率

 

(資 料 ：岡 山 県 の成 人 保 健 ) 

 

  ※特 定 健 康 診 査 基 本 指 針 による目 標 (市 町 村 国 保 )：特 定 健 診 実 施 率 ６０％以 上 、特 定

保 健 指 導 実 施 率 ６０％以 上  
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   【施策の方向】 
   

   
   

   

項  目 施策の方向 

生活習慣病の予防 

 

 

 

 

○愛育委員と連携し、市町が行う特定健康診査の受診率や、特定

保健指導の実施率の向上に向けた取組を支援します。 

○栄養委員と連携し、減塩や野菜摂取量の増加など食生活の改

善の普及に取り組みます。 

○地域保健と職域保健の連携を促進し、効果的・効率的な健康づ

くりを推進します。 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

食育の推進 

 

○市町食育推進計画の効果的な実践に向けた取組を支援します。 

○栄養改善協議会をはじめ関係団体と協働し、家庭や地域の食育

を推進します。 

身体活動・運動の推進 ○市町や関係団体と連携し、身体活動・運動と、生活習慣病やロコ

モーティブシンドロームとの関係について正しい知識を普及します。 

喫 煙 防 止 対 策  

 

○愛 育 委 員 会 等 と連 携 し、禁 煙 等 のたばこ対 策 の啓 発 を推 進

します。  

○敷 地 内 禁 煙 を実 施 する施 設 の認 定 や、屋 内 禁 煙 施 設 の宣

言 を推 奨 するなど、望 まない受 動 喫 煙 の防 止 に向 けた取 組

を推 進 します。  

 

（２） 母子保健 

【現状と課題】 

  ○ 妊娠早期からの健康管理や疾病予防、健全な育児環境の確保のためには、早期の妊娠

届出が望まれますが、妊娠１１週以内の早期妊娠届出割合は令和３(２０２１)年で県全体が

９５．５％であるのに対して、井笠地域では８９．４％と低くなっています。 

○ 母体の疾患や精神的不安、望まない妊娠、家族の支援不足等の問題を抱えるハイリスク

妊産婦は児童虐待につながることも多く、妊娠中からの切れ目のない支援が必要です。 

   ○ 性感染症や年齢と妊孕
に ん よ う

性
せ い

※の関係について正しい知識がないために、子どもを持ちたいと

望んでも子どもを持てないこともあり、正しい知識の普及に努める必要があります。 

○ 市町では、全出生児について生後４か月までに訪問する事業を実施しており、また、全ての

幼児に対して１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査を実施していますが、未受診等の乳

幼児についても健康や生活状況の把握と、状況に応じた支援を実施することが必要です。 

○ 新生児に対し、フェニルケトン尿症等の 25 疾患を対象としたマス・スクリーニング検査を実

施しており、異常が発見された新生児の早期治療や親の不安軽減が必要です。 

  ○ 発達障害児等や児童虐待への対応については、継続的な支援や家族機能の調整などが

必要です。 

○ 発達障害に関しては、受診の申込から診断に至るまでに長い期間を要しており、改善が望

まれます。 

○ 核家族やひとり親家庭が増加する中で、子育て家庭が地域で孤立しないようにする取組が

必要です。 
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  ○ 妊産婦や乳幼児の健康の保持増進、虐待の予防や対応のため、個々の家庭のニーズに

沿った支援が、切れ目なく行われる体制の整備が必要です。 

  ○ 市町は、産科医療機関等の協力のもと、産婦の心身のケアと育児サポートを進めています

が、これに取り組む医療機関は限られており、必要な支援が適切に行われる体制が必要で

す。 

 

   【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

    

   

項  目 施策の方向 

安全・安心な妊娠・出

産への支援 

〇妊婦が安心して妊娠、出産ができるよう、市町の体制づくりを支

援します。【再掲】 

○学校等と連携し、性感染症や年齢と妊孕性の関係について正し

い知識を普及します。 

○先天性代謝異常等の検査で要精検になった者に対して受診勧

奨を行うとともに、異常があると診断された者には早期から支援

します。 

発達障害児等への支

援の充実 

 

○支援の必要な発達障害児等については、市町と連携して発達

専門相談やグループカウンセリングなどきめ細かな支援を行いま

す。 

○井笠地域では、小児神経科医や言語聴覚士等による子どもの

発達支援相談を実施し、発達面に心配のある子どもと家族等を

支援します。 

子 どもを育 てる家 庭 へ

の支 援  

○愛育委員等の地域の健康づくりボランティアと協働し、親子が地

域で孤立しないよう声掛けを行うなど、地域ぐるみで子育てを支

援します。 

児童虐待の防止 

 

 

 

 

 

 

○産科から市町・保健所への情報提供を円滑に行うための「妊娠

中からの気になる母子支援連絡票」等を活用して、早期からの

児童虐待防止に努めます。 

○倉敷児童相談所等と協力し、市町の要保護児童対策地域協

議会の機能強化に努めます。 

○関係機関と連携した困難事例への対応などにより、要保護児童

対策が市町とともに適切に行えるよう支援します。 

母子保健体制づくりの

充実 

○市町のこども家庭センターの設置・運営について、必要な支援を

行います。 

 

※ 妊孕
に ん よ う

性
せ い

 

  妊娠のしやすさのことをいいます。晩婚化が進む中、男女ともに加齢が不妊の原因にな
ることがわかっています。（「岡山県妊孕性等普及啓発標準プログラム」より） 
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 （３） 歯科保健 

   【現状と課題】 

○ 乳幼児期について、当圏域の令和３（2021）年度の３歳児のむし歯のない者の割合 は

８９．９％で、県全体の８８．１％より高い状況にあります。引き続き、地域の実情に応じた予防

対策が必要です。 

○ 成人期の歯周病（歯周疾患）検診については、７市町で行っていますが、受診率が低く、住

民への検診の周知や啓発が課題です。 

○ 高齢期は、加齢に伴う口腔機能の低下等により、低栄養や誤嚥性肺炎等を生じやすくな

るため、口腔機能の維持向上を図る必要があります。 

 

    図表 11-2-4-3 ３歳児むし歯のない者の割合                （単位：％） 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区分 
 

 

平成 28年度  

(2016) 

 

平成 29年度  

(2017) 

 

平成 30年度  

(2018) 

 

令和元年度  

(2019) 

 

令和２年度  

(2020) 

 

令和３年度  

(2021) 

 

倉敷地域  

 

  83.1 

 

85.5 

 

86.2 

 

88.2 

 

89.3 

 

89.9 

 

井笠地域  

 

81.6 

 

83.8 

 

82.8 

 

84.1 

 

84.2 

 

89.5 

 

圏  域 

 

82.9 

 

84.9 

 

85.7 

 

87.6 

 

88.6 

 

89.9 

 

岡  山  県 

 

82.0 

 

83.9 

 

84.9 

 

87.0 

 

87.6 

 

88.1 

 

全  国 
 

 

84.2 
 

 

85.6 
 

 

86.8 
 

 

88.1 
 

 

88.2 
 

 

― 
 

     （資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

   【施策の方向】 

   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

生 涯 を通 じた歯 と口 の

健 康 づくりの推 進  

 

 

 

 

○乳幼児期については、歯科保健対策を効果的に実施できるよ

う、母子保健評価事業等を通じて市町を支援します。 

○青壮年期については、愛育委員や栄養委員と協働し、定期的な

歯科検診や歯周病検診の受診について普及啓発を行います。 

○高齢期については、市町や関係機関と連携し、安全に楽しい食

事ができるよう、オーラルフレイルの予防など口腔機能の維持・

向上のための知識の普及啓発を行います。 

 

 （４） 精神保健福祉 

  ① 心の健康づくり 

    【現状と課題】 

   ○ うつ病をはじめとした精神疾患患者の増加、ひきこもりの長期化等は大きな社会問題と

なっており、心の健康への関心が高まっています。 

   ○ 当圏域では、毎年１００人前後の人が自殺しています。これを防ぐため、自殺の危険を抱
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えた人に気づき、適切にかかわることができるよう、関係機関と連携した相談支援の充実が

求められています。また、自殺者の残された家族への対応も必要です。 

 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

普及啓発 ○市町や関係機関と連携し、自殺予防週間における事業などに

より、心の健康づくりの啓発活動を実施します。 

自殺予防 

 

 

 

 

 

○各市町の自殺対策計画の推進を支援します。 

○ゲートキーパー※の養成や関係機関と連携した相談支援を行

います。 

〇市町、医療機関、消防等と連携し、自殺未遂者への相談支

援を行います。 

○悲しみや苦しみを分かち合い、ともに支えあうための自死遺族

の会（わかちあいの会）を開催します。 

 

※ ゲートキーパー 

  特別な資格は必要なく、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて必要な支援

につなげ、見守る人のことをいいます。自殺対策におけるゲートキーパーの役割は、心

理的社会的問題や生活上の問題、健康上の問題を抱えている人や、自殺の危険を

抱えた人に気づき適切にかかわることです。 

 

  ② 地域精神保健福祉 

    【現状と課題】 

○ 精神保健医療福祉上のニーズのある人が地域で健やかに暮らすことができるよう、市町

等と連携して、幅広く重層的な支援体制を構築していくことが必要です。 

○ 地域の受入態勢が整えば退院可能な精神障害者が、地域で健やかに生活ができるよ

う、地域移行・地域定着のための支援が必要です。また、精神障害のある人への偏見を解

消するための普及啓発も必要です。 

○ メンタルヘルスの不調や精神疾患は、本人が医療や支援の必要性について気づきにくい

場合が多くあります。また、メンタルヘルスの不調等からの回復に時間を要したり、生活のし

づらさが残る場合もあります。 

○ 心の問題に関する相談では、不登校やひきこもり、家庭内暴力、貧困、近隣とのトラブル

など様々な内容があり、複合的な課題への対応が必要です。 

○ 精神保健福祉法の改正により、精神保健に課題を抱える者が新たに市町の相談支援

の対象となったことから、市町の相談支援の体制を充実させる必要があります。 
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図表 11-2-4-4 疾病別自立支援医療（精神通院医療）認定状況の推移            （単位：件） 

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

倉

敷

地

域

井

笠

地

域

圏

域
県

症状性を含む器質

性精神障害
227 59 286 576 225 59 284 564 216 77 293 594 250 97 347 703 235 82 317 594 244 72 316 605

精神作用物質使用

による精神及び

行動の障害

141 35 176 421 140 33 173 415 143 35 178 404 158 39 197 457 137 28 165 393 139 32 171 378

統合失調症圏 2,472 703 3,175 5,495 2,482 700 3,182 5,491 2,461 687 3,148 5,424 2,605 716 3,321 5,708 2,495 678 3,173 5,385 2,495 674 3,169 5,351

気分障害 3,272 542 3,814 5,886 3,421 563 3,984 6,174 3,466 550 4,016 6,293 3,868 613 4,481 7,013 3,768 582 4,350 6,798 3,933 599 4,532 7,089

神経症、ストレス

関連障害
936 172 1,108 1,923 974 179 1,153 2,030 1,044 196 1,240 2,147 1,223 233 1,456 2,486 1,227 218 1,445 2,452 1,271 223 1,494 2,448

生理的障害及び

身体的要因に関連

した行動症候群

33 3 36 65 27 4 31 58 30 7 37 65 32 8 40 68 33 8 41 70 32 8 40 67

成人の人格及び

行動の障害
18 4 22 50 20 4 24 57 17 3 20 52 24 4 28 60 20 5 25 55 15 7 22 48

精神遅滞 109 20 129 261 100 25 125 269 105 23 128 275 123 26 149 311 130 28 158 315 136 29 165 337

心理的発達の障害 869 129 998 1,489 933 142 1,075 1,631 1,015 147 1,162 1,764 1,243 182 1,425 2,147 1,236 179 1,415 2,134 1,348 203 1,551 2,340

小児期及び青年期

に通常発症する行

動及び情緒の障害

210 24 234 337 228 26 254 388 247 21 268 412 309 28 337 506 293 28 321 491 316 36 352 550

てんかん 507 123 630 1,052 554 129 683 1,136 584 128 712 1,183 703 148 851 1,381 680 150 830 1,341 710 163 873 1,394

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

分類不明 3 0 3 7 4 0 4 5 3 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0

計 8,797 1,814 10,611 17,562 9,108 1,864 10,972 18,218 9,331 1,874 11,205 18,619 10,540 2,094 12,634 20,845 10,254 1,986 12,240 20,031 10,639 2,046 12,685 20,608

区分
（2017） （2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

 

 （資料：岡山県精神保健福祉センター （岡山市分を除く）） 

 

  【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

精神障害にも対応した

地域包括ケアシステム

の構築 

○精神障害のある人も地域で健やかに暮らすことができるよう、

精神科医療機関等と連携し、精神障害にも対応した地域包

括ケアシステムの構築を支援します。 

地域移行・地域定着の

推進 

 

 

○市町とともに、精神科医療機関や相談支援事業所等と協働

し、精神障害者の地域移行・地域定着を支援します。 

○精神障害のある人の不安の解消や、精神障害のある人への

偏見の解消に取り組むピアサポーターの活動を支援します。 

多様な心の問題への対

応 

 

 

 

○教育・職域・福祉・介護等の関係機関と連携し、精神保健医

療福祉上のニーズのある住民への精神保健相談、訪問指導

等の充実に努めます。 

○保健・医療・福祉など重層的支援体制の構築を進める市町

を支援します。 

 

③ 緊急対応と精神科医療  

    【現状と課題】 

   ○ 当圏域の精神保健福祉法に基づく通報等の件数は、県内でも多く、家族、警察等から
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の急を要する相談もあります。また、圏域内の精神科病院での受け入れに困難を伴う場合

もあり、緊急時の対応にも課題があります。 

   ○ 措置入院者の円滑な地域生活への復帰には、入院後の早い段階から、退院に向けた

支援と、退院後の地域生活のための支援が重要です。 

   ○ 地域で生活している精神障害者が、治療の中断や日常生活でのストレスの増大等により

緊急通報の対象とならないよう、生活支援や環境調整等の継続的な支援が必要です。 

 

図表 11-2-4-5 精神保健福祉法に基づく通報等件数の推移            （単位：件） 
   
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区  分 

 

 
平成29年度  

 

(2017) 

 
平 成 30年 度  

 

(2018) 

 
令 和 元 年 度  

 

(2019) 

 
令 和 2年 度  

 

(2020) 

 
令和3年度  

 

(2021) 

 
令 和 4年 度  
 

(2022) 
 

倉敷地域  

 

     71  

 

     90 

 

     99 

 

    151   

 

    100   

 

     93  
 

井笠地域  

 

     24  

 

     21  

 

     21  

 

     22  

 

     20  

 

      8  
 

圏  域 

 

     95  

 

    111  

 

    120  

 

    173  

 

    120  

 

    101   
 

岡  山  県 
 

 

    373 
 

 

    315 
 

 

    353 
 

 

    445  
 

 

    339 
 

 

    326  
 

    （資料：備中県民局業務概要報告書） 

     

図表 11-2-4-6 措置入院患者数の推移                       （単位：人） 
   
     

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区  分 

 

 
平成29年度  

 

(2017) 

 
平 成 30年 度  

 

(2018) 

 
令 和 元 年 度  

 

(2019) 

 
令 和 2年 度  

 

(2020) 

 
令和3年度  

 

(2021) 

 
令 和 4年 度  
 

(2022) 
 

倉敷地域  

 

13 

 

 8 

 

14 

 

14 

 

12 

 

13 
 

井笠地域  

 

 5 

 

 3 

 

 2 

 

 6 

 

 1 

 

 1 
 

圏  域 

 

18 

 

11 

 

16 

 

20 

 

13 

 

14 
 

岡  山  県 
 

 

56 
 

 

46 
 

 

54 

 

67 
 

 

43 
 

 

― 
 

     （資料：備中県民局業務概要報告書） 

 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

緊急対応における関係

機関との連携 

○精神科病院・警察・市町等関係機関との連携を密にし、迅速

で適切な対応に努めます。 

地域生活支援の充実 

 

 

 

 

○措置入院患者については、入院後の早い段階から医療機関、

市町等と協議し、退院後支援計画を作成します。 

○措置入院患者が退院後に地域で健やかに生活してくため、継

続的な受診を促すとともに、市町や相談支援事業所等と連携

した支援を行います。 
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 ○措置入院が不要となった場合も、円滑に地域での支援に引き

継がれるよう、市町等関係機関と密に連携を図ります。 

 

（５） 感染症対策 

  ① 感染症対策 

    【現状と課題】 

○ 社会福祉施設等では集団感染が発生しやすく、平時からの適切な感染症対策が必要

です。 

○ 一類・二類感染症の患者発生時には、速やかに患者を隔離し、適切な治療が行われる

よう、迅速かつ適切な移送が必要です。 

○ ＨＩＶ感染や近年、多くの患者が確認されている梅毒など性感染症については、予防や早

期の診断が望まれます。 

○ 個別の勧奨が再開された HPV ワクチンの接種は子宮頸がんの予防に有効なことから、

接種の促進に向けた積極的な普及啓発が必要です。 

○ 麻しんの排除状態の維持や、風しんの排除達成、先天性風しん症候群の発生予防のた

めには、麻しん・風しんの定期接種の接種率９５％以上を維持する必要があります。 

○ ウイルス肝炎は放置すると肝硬変や肝がんに進行するとされており、早期発見と早期治

療が必要です。 

 

図 11-2-4-7 麻しん風しん予防接種率の推移                      (単 位 ：％) 

 

    (資 料 ：厚 生 労 働 省 ) 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

○感染症の予防や早期発見について啓発を行うとともに、社会

福祉施設等に対して発生時の対応に係る研修や現地指導を

行います。 

○一類・二類感染症患者等の発生時に備え、関係機関と連携

し、移送体制の充実に取り組みます。 

○性感染症について、学校での出前講座等による正しい知識の

普及、個別相談や無料検査による早期発見・受診指導に努

めます。 

〇HPVワクチンの接種について、市町や関係団体と連携し普及
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 啓発を行います。 

○麻しん・風しんの予防接種率が９５％以上となるよう、市町と

連携した啓発を行います。 

○妊娠を希望する女性やその配偶者などに対して、必要に応じ

て風しんの抗体検査や予防接種の勧奨を行います。 

○ウイルス肝炎に関する相談への対応や検査を実施するととも

に、医療費助成制度の周知を図ります。 

   

② 結核 

    【現状と課題】 

   ○ 当圏域の新規登録患者は、令和４（２０２２）年は６１人で、高齢者や外国人を中心に一

定程度の発生があります。 

     ○ BCG 接種は、乳幼児の結核の重症化予防に重要であり、市町が定期接種として実施し

ていますが、当圏域の令和３(２０２１)年度の接種率は８６．６％となっており、県の目標（令

和９（２０２７）年度、９５％以上）に届いていません。 

   ○ 治療薬の不適切な使用や服薬の中断は耐性菌の出現につながるため、多剤併用療法

の普及や結核登録患者の服薬の完遂が求められます。 

 

    図表 11-2-4-8 結核患者年次別新規登録者数（潜在性結核を除く）      （単位：人） 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区 分 

 

 
平成29年  

 

(2017) 

 
平成30年 

 

(2018) 

 
令和元年  

 

(2019) 

 
令和2年 

 

(2020) 

 
令和3年 

 

(2021) 

 
令和4年 

 

(2022) 
 

倉敷地域  

 

 58 

 

 40 

 

 37 

 

 38 

 

 47 

 

 51 
 

井笠地域  

 

 20 

 

 18 

 

 21 

 

  6 

 

  8 

 

 10 
 

圏  域 

 

 78 

 

 58 

 

 58 

 

 44 

 

 55 

 

 61 
 

岡  山  県 

 

212 

 

187 

 

186 

 

153 

 

183 

 

148 

    （資料：岡山県健康推進課） 
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図表 11-2-4-9 結核罹患率の年次推移   

 

（資料：岡山県健康推進課） 

 

    【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

    

項  目 施策の方向 

結核対策 

 

 

 

○市町や健康づくりボランティアとともに、BCG接種や、早期発

見のための定期健康診断の受検・有症状時の早期受診の

重要性について、啓発に取り組みます。 

○感染症診査協議会（結核部会）を通じて適切な医療の提供

に努めるとともに、医療機関等と行う定例カンファレンスやＤＯ

ＴＳ等により患者の治療完遂を支援します。 

 

 （６） 難病対策 

   【現状と課題】 

  ○ 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく、特定医療費（指定難病）助成制度

及び特定疾患治療研究事業の認定患者数は、対象疾患数が増えたこともあり、増加傾向に

あります。 

  ○ 難病は、療養が長期にわたり、患者や家族の経済的、精神的な負担が大きくなることから、

保健、医療、福祉、介護関係機関等が相互に連携し、地域で安心して療養生活を送ること

ができる支援体制が必要です。 

  ○ 継続的に特殊な医療処置や治療を行っている難病患者は、災害時の避難の際に配慮が

必要なことから、関係機関と連携して対応する必要があります。 

  ○ 在宅で療養する難病患者の家族等には、大きな介護負担が継続しており、その軽減が求

められています。 
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図表 11-2-4-10 特定医療費・特定疾患医療受給者数                  （単 位 ：人 ）  

区分

平成２９年度

（２０１７）

平成３０年度

（２０１８）

令和元年度

（２０１９）

令和２年度

（２０２０）

令和３年度

（２０２１）

令和４年度

（２０２２）

倉敷地域 4,713 4,807 5,022 5,477 5,350 5,503

井笠地域 1,224 1,275 1,321 1,418 1,384 1,393

圏域 5,937 6,082 6,343 6,895 6,734 6,896

岡山県 15,927 16,241 16,814 18,266 17,693 18,100
 

（資 料 ：岡 山 県 医 薬 安 全 課 ）※県 の合 計 数 に岡 山 市 分 を含 む。 

 

   【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

支援体制の確保 

 

 

 

 

 

 

 

○患者の療養生活の質の維持向上のため、専門医や難病相談支

援センター等による難病医療福祉相談会を開催します。 

○病気や日常生活についての情報交換等を行う在宅難病患者・

家族の集いを開催し、参加者同士の交流を促進します。 

○災害時に特別な支援が必要な難病患者については、市町に必

要な情報を提供するとともに、個別支援計画を作成します。 

○安定的な在宅療養の継続のため、レスパイト入院の利用などを

医療機関等と連携して促進します。 

 

 （７） 医薬安全対策 

   【現状と課題】 

  ○ 全国的に覚醒剤を中心とした薬物事犯が高い水準で推移しています。また、大麻の乱用も

拡大し、青少年の薬物乱用の拡大や低年齢化など深刻な状況が続いています。 

  ○ 当圏域には、毒物劇物を大量に取り扱う水島コンビナートがあり、地区内の各事業所に対

し、事故防止対策・事故処理対策の徹底を図る必要があります。 

  ○ 当圏域の献血可能人口からみた令和４（２０２２）年度の献血率は５．９％で、県全体の  

６．７％よりも低い状況にあります。 

  ○ 骨髄提供希望者登録が少ない状況であり、臓器移植、造血幹細胞移植の普及啓発が必

要です。 

 

図表 11-2-4-11 水島コンビナート地区における毒物劇物関係業態数の状況  

（令和４（２０２２）年度）                       （単位：件） 
   
   
   

   

 
 

業 種 

 
  

製造業 

 
 

輸入業 

 
業務上取扱者 

 
      
総数 

運送業 その他 

施設数    29     2    19    15    65 

     ※業務上取扱者のうち、その他は水島コンビナート地区保安防災協議会に加盟している事
業所を計上している。（資料：岡山県医薬安全課、倉敷市） 

 

－ 495 －



  図表 11-2-4-12 献血可能人口（15 歳～69 歳）からみた献血率の年度別推移 （単位：％） 
 

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     

 
 

区  分  

 
平 成 29年 度  

(2017) 

 
平 成 30年 度  

(2018) 

 
令 和 元 年 度  

(2019) 

 
令 和 2年 度  

(2020) 

 
令 和 3年 度  

(2021) 

 
令 和 4年 度  

  (2022) 
 

倉敷地域  
5.3 5.3 5.5 5.7 6.0 6.1 

 

井笠地域  
3.9 4.7 4.7 5.0 5.3 5.2 

 

圏  域  
5.0 5.2 5.4 5.5 5.9 5.9 

 

岡  山  県  
5.9 6.0 

 
6.3 

 
6.5 

 
6.7 

 
6.7 

 

    （資料：岡山県赤十字血液センター） 

 

 【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

項  目 施策の方向 

薬物乱用防止の積極

的な普及啓発活動の

展開 

 

○覚醒剤等薬物乱用防止指導員倉敷地区協議会及び同井笠

地区協議会を中心に、街頭キャンペーンなどの「ダメ。ゼッタ

イ。」普及運動等により、特に若年層への効果的な啓発活動を

展開します。 

水島コンビナート地区事

業者に対する指導監視 

 

○水島コンビナート地区保安防災協議会など関係機関・団体等と

連携し、地区内の事業者や関連事業者に対し、テロ・盗難対策

を含めた事故防止対策・事故処理対策の徹底を図ります。 

献血者の確保対策と効

果的な普及啓発の実

施 

 

 

○岡山県赤十字血液センターや各市町の献血推進協議会など関

係者と連携・協力し、献血の推進に努めます。 

○各種広報媒体を活用した啓発に努めるとともに、特に、「岡山県

愛の血液助け合い運動」や「はたちの献血キャンペーン」などによ

り普及啓発に取り組みます。 

臓器移植、造血幹細

胞移植の普及啓発 

○臓器提供意思表示について、各種広報媒体を活用し普及啓発

を進めます。 

〇関係機関と連携し、献血等の機会をとらえた骨髄提供希望者

登録の普及啓発を進めます。 

 

（８） 食品安全対策  

   【現状と課題】 

  ○ 当圏域には、倉敷美観地区をはじめ、吉備路など県内有数の観光スポットがあり、県内外

からの観光客も多いことから、旅館、ホテル等の宿泊施設や周辺の飲食店等を対象とした食

中毒防止対策が必要です。 

○ 当圏域の沿岸海域ではかきの養殖が、平野部では果物や野菜の栽培が盛んであり、農水

産物の安全確保が課題です。 

○ 食品への異物混入や不適正な食品表示による自主回収等、食に関連する事件事故の発

生により、住民の食に対する関心は依然として高い状況にあります。当圏域には大規模食品

製造施設も多く、事故発生時の社会的影響が大きいことから、大規模食品製造施設を対象
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とした食の安全確保対策が必要です。 

 

    図表 11-2-4-13 年別食中毒発生件数                    （単位：件） 
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

区 分 

 

 
平成30年 

 

(2018) 

 
令和元年  

 

(2019) 

 
令和２年  

 

(2020) 

 
令和３年  

 

(2021) 

 
令和４年  

 

(2022) 
 

倉敷地域  

 

4 

 

4 

 

1 

 

2 

 

0 
 

井笠地域  

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 
 

圏 域 

 

5 

 

4 

 

2 

 

2 

 

0 
 

岡山県  

 

15 

 

13 

 

7 

 

9 

 

2 

     （資料：岡山県生活衛生課） 

 

   【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

項  目 施策の方向 

観光地等での食の安全

確保対策 

○観光地及び周辺地域の宿泊施設、飲食店等を対象として、ＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理の定着を図るとともに、集中的に監視を

行う一斉点検を実施するなど、食中毒の発生防止に取り組みま

す。 

○小規模営業者等に対し、各業界団体が作成した手引書による

的確な指導・助言等により、衛生管理の徹底を図ります。 

圏域で生産される農水

産物の安全確保対策 

○地域で生産されるもも、ぶどうなどの農産物の残留農薬検査や、

かきなどの水産物の微生物検査を計画的に実施します。 

大規模食品製造施設

を対象とした食の安全

確保対策 

○大規模食品製造施設を対象として、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

の確認や、中間製品及び施設のふきとり等の試験検査など、科

学的な見地に基づく重点監視を計画的に実施します。 

 

（９）健康危機管理 

  【現状と課題】 

○ 感染症、食中毒、自然災害等により、生命と健康の安全を脅かす事態が発生した

場合には、健康被害の拡大防止に向けて速やかに初動体制を確立することが必要で

あり、市町、医療機関、警察、消防など関係機関との連携や、発生に備えた対応が

重要です。  

○ 健康危機が発生した際は、情報不足や自身への影響などの不安等から、様々な心

身の健康課題が生じることもあるため、適切な対応が必要です。 
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   【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

健康危機管理の取組 ○市町、医療機関、警察、消防等の関係機関との情報共有を図

り、速やかな初動対応や円滑な相互連携に向けた取組を充実し

ます。 

○備中地域災害保健医療福祉調整本部の設置訓練や広域災

害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ（イーミス））の操作訓練などを

定期的に実施し、平素から災害に備えた体制を整備します。【再

掲】 

○健康危機が発生した際には、被害（災）者をはじめ地域住民に対

する健康相談や心のケア等を行うため、専門職を現地に派遣す

るなどの対応を行います。 

 

５ 保健医療従事者の確保と資質の向上 

  【現状と課題】 

○ 医師については、当圏域は二次医療圏ごとの医師偏在指数でみると医師多数区域に該

当しますが、過疎地域や離島などでは医師の不足感が強いため、必要な医療を効率よく提

供する体制の構築が必要です。 

○ 薬剤師について、当圏域では、人口１０万人当たりの薬剤師数は、県全体と比較して低い

状況にあり、人材確保や専門性、コミュニケーション能力の向上が重要です。 

  ○ 看護職について、当圏域の職員数は増加傾向にありますが、結婚や出産、子育てなどによ

る離職等があることから、看護職員の確保や定着、離職防止に取り組む必要があります。特

に中山間地域や離島がある井笠地域においては、看護師等の高齢化の問題もあります。 

   ○ 医師、看護師等の確保のため修学資金貸付制度等を実施している市町もあります。 

  

   【施策の方向】 
   

   
   

   

   

   

   

   

     

 

項  目 施策の方向 

保健医療従事者の確

保 

 

 

○医師の確保については、岡山県地域医療支援センターを核とし

て、地域医療に従事する医師のキャリア形成、圏域内定着や地

域偏在の解消を図ります。 

○薬 剤 師 については、薬 剤 師 会 支 部 と連 携 し、未 就 業 薬 剤 師

の薬 局 ・医 療 機 関 への就 業 促 進 や資 質 向 上 に努 めます。 

〇看護職については看護協会等の協力を得ながら、地域で若い世

代へ看護の魅力を発信し、看護師を目指す若者の増加に努めま

す。 

○看護職員の資質向上による、離職防止や再就業の促進を図るた

め、医療機関や看護協会と連携し、各種研修へ参加しやすい環

境づくりを促進します。 
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（備北保健所） 

章名 １１ 地域保健医療計画 

節名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 高梁・新見保健医療圏                         
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１ 保健医療圏の概況                                             

（１）地域特性     

 ① 圏域 

高梁・新見保健医療圏は、高梁市、新見市の２市からなっています。  

       

 ② 面積及び地形 

圏域の面積は１，３４０．２８㎢（県面積の１８．８％）であり、県の北西部に位置し、県内三大河

川の一つである高梁川が北部山間を源に、圏域の中央部を南下しています。 

また、総面積の中でも林野の占める割合が８３．４％と非常に高くなっています。 

 

 ③ 交通 

道路は、国道１８０号、１８２号、３１３号、４８４号を軸とした道路網が整備されており、生活・産

業の基盤となっています。また、高速道路は、高梁市の東部を中国横断自動車道岡山米子線が

南北に通り、新見市の中心部を中国縦貫自動車道が東西に通っています。 

地域公共交通は、民営バス会社１社が高梁市内及び新見市内に路線を有しており、地域のコミ

ュニティバス等とともに住民の移動手段となっています。鉄道は、伯備線、姫新線及び芸備線によ

る鉄道網が形成されており、通勤や通学など地域の生活に大きな役割を果たしています。 

 

 

２ 保健医療圏の保健医療の現状等  

（１）人口及び人口動態 

① 人口 

  ア 人口の推移 

令和４（２０２２）年１０月１日現在の圏域の人口は５４，３２９人で、昭和４５（１９７０）年の国勢

調査による人口１０２，２３７人に比べ半減しています（図表１１-３-２-１）。 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」によると、圏域の人口は、今後も

減少し、令和２７（２０４５）年には３２，５３８人になると推計されています（図表１１-３-２-２）。 

  

  イ 年齢階級別人口 

令和４（２０２２）年の圏域の人口を年齢３区分でみると、年少人口は４，６９７人（８．７％）、生

産年齢人口は２６，０５６人（４８．４％）、老年人口は２３，０６５人（４２．９％）で、老年人口の年齢

構成比率は県より１１．８ポイント高くなっています（図表２-１-１-２、図表１１-３-２-１）。 

また、平成２７（２０１５）年の圏域の人口ピラミッドは、６０歳代が最も多く、ひょうたん型でした

が、令和２７（２０４５）年にはペンシル型になり、年少人口及び生産年齢人口が更に減少し、高齢

化が進むと予測されています（図表１１-３-２-３、図表１１-３-２-４）。 
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図表 11-3-2-1 圏域の人口推移及び年齢構成比率 

 

（資料：総務省統計局「国勢調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

（注）人口総数は、年齢不詳を含んでいるため年齢別人口の計とは合致しない。 

（注）年齢構成比率は、分母から年齢不詳を除いて算出している。 

 

 

図表 11-3-2-2 圏域の将来推計人口及び指数（平成２７（２０１５）年を１００とした場合） 

 

（資料：総務省統計局「国勢調査」 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別推計人口」（平成３０(２０１８)年３月推計)） 

（注）平成２７(２０１５)年の人口は、国勢調査の年齢・国籍・配偶関係の不詳を補完した参考表  

の数値を用いているため、国勢調査の年齢別人口の数値とは合致しない。 
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図表 11-3-2-3 圏域の人口ピラミッド（平成２７   図表 11-3-2-4 圏域の人口ピラミッド（令和２７ 

 （２０１５）年）                       （２０４５）年） 
 

 

（資料：総務省統計局「平成２７（２０１５）年国勢調査」)  （資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域 

              別人口」（平成３０(２０１８)年３月推計)） 

 

 ② 人口動態 

  ア 出生 

令和３（２０２１）年の圏域の出生数は２２８、出生率は人口千対４．１（県７．１）で、平成２   

（１９９０）年から４．２ポイント減少しています。 

 

図表 11-3-2-5  出生数及び出生率の推移 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

男性        女性 男性        女性 
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  イ 死亡 

   （ア）死亡数の推移 

令和３（２０２１）年の圏域の死亡数は１，１１１、死亡率は人口千対１９．９(県１２．４)で、人

口は８８３人の減少となりました。 

 

図表 11-3-2-6 死亡数及び死亡率の推移 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

   （イ）主な死因別の死亡率 

図表 11-3-2-7 圏域の主な死因別割合 

（令和３（２０２１）年 死亡数１，１１１人）  

 

 

 

令和３（２０２１）年の圏域の主な死因別割合

は、図表１１-３-２-７のとおりです。内訳は、悪性

新生物（人口１０万対４６２、死亡数２５８人）、心

疾患（人口１０万対３５７、死亡数１９９人）、老衰

（人口１０万対１８８、死亡数１０５人）、肺炎（人

口１０万対１７０、死亡数９５人）、脳血管疾患（人

口１０万対１４２、死亡数７９人）でした。 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
  

 

令和２（２０２０）年の圏域の生命寿命は、高梁市（男性８１．６歳、女性８８．４歳）、新見市

（男性８１．６歳、女性８８．５歳）で、岡山県平均（男性８１．９歳、女性８８．３歳）と同様です

（資料：厚生労働省「生命表」）。 
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図表 11-3-2-8 圏域の主な死因の年次推移（人口１０万対） 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

   （ウ）標準化死亡比（ＳＭＲ：人口構成の違いによる死亡率を補正、全国を１００とする） 

平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年の圏域の疾病別ＳＭＲでは、急性心筋梗塞が、高梁市

男性２２１．９、女性１６９．７、新見市男性２０５．８、女性２０３．３といずれも高い傾向  

にあります。 

 

図表 11-3-2-9 高梁市の疾病別ＳＭＲ（平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年） 

  

（資料：厚生労働省「平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年人口動態統計特殊報告」） 

 

図表 11-3-2-10 新見市の疾病別ＳＭＲ（平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年） 

  

（資料：厚生労働省「平成２５（２０１３）年～２９（２０１７）年人口動態統計特殊報告」） 
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   （エ）乳児死亡（生後１年未満） 

令和３（２０２１）年の圏域の乳児死亡数は１人です。近年０～１人で推移しています。 

 

図表 11-3-2-11 乳児死亡数及び乳児死亡率の推移  

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

 （オ）死産（妊娠満 12 週以降の死児の出産） 

 令和３（２０２１）年の圏域の死産数は７、死産率（出産千対）は２９．８（県１８．８）です。 

なお、７胎のうち人工死産は５胎（高梁２、新見３）です。 

 

図表 11-3-2-12 死産数及び死産率の推移 

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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 （カ）周産期死亡（妊娠満２２週以後の死産と早期新生児死亡（生後１週未満の死亡）の合計） 

令和３（２０２１）年の圏域の周産期死亡数は１で、周産期死亡率（出産千対）は４．４ 

（県２．９）です。 

 

図表 11-3-2-13 周産期死亡数及び周産期死亡率の推移  

 
（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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（２）保健医療資源の状況     

① 医療施設・保健関係施設 

圏域には８病院 (高梁市４(うち精神科１)、新見市４)と４３診療所（高梁市２１、新見市２２）

があり、うち有床診療所は４施設（１施設は休床中）です。薬局は２１施設、訪問看護ステー

ションは８施設あります（図表１１-３-２-１４)。  

 

図表 11-3-2-14 圏域内医療機関・保健関係施設等の状況   （令和５（２０２３）年４月１日現在）  

 高梁市 新見市 計 
病院 ４（うち精神科１） ４ ８（うち精神科１） 
（再掲） 在宅療養支援病院 １ １ ２ 
一般診療所※ ２１ ２２（うち休止１） ４３（うち休止１） 
（再掲） へき地診療所  ９ １１（うち休止１） ２０（うち休止１） 
（再掲） 有床診療所 ２（1施設は休床中） ２ ４（１施設は休床中） 
（再掲） 在宅療養支援診療所 ４ ２ ６ 
歯科診療所 １５（うち休止１） １１（うち休止１） ２６（うち休止２） 
 在宅療養支援歯科診療所 ４ ４ ８ 
休日夜間診療所 - １ １ 
薬局 １０ １１ ２１ 
（再掲） 保険調剤薬局 １０ １１ ２１ 
（再掲） 在宅患者訪問薬剤管理指

導届出薬局※ 
９ ４ １３ 

訪問看護ステーション ５ ３ ８ 
地域包括支援センター １(３支所） １ ２(３支所） 

（資料：備北保健所） 

（注）「一般診療所」は施設内診療所を除く。また、「（再掲）在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局」

には、在宅可能薬局を含む。 

 

図表 11-3-2-15 圏域内医療機関の診療科目          （令和２（２０２０）年１０月１日現在）  

 病院 診療所 計   病院 診療所 計 
総数 8 61 69  乳腺外科 2 - 2 
内科 7 55 62  消化器外科（胃腸外科） 2 - 2 
呼吸器内科 2 1 3  泌尿器科 3 - 3 
循環器内科 5 1 6  肛門外科 1 - 1 
消化器内科
（胃腸内科） 

2 2 4 
 

脳神経外科 3 1 4 

腎臓内科 1 - 1  整形外科 5 2 7 
脳神経内科 1 1 2  形成外科 2 - 2 
糖尿病内科
（代謝内科） 

4 - 4 
 

眼科 3 3 6 

血液内科 2 - 2  耳鼻いんこう科 3 2 5 
皮膚科 4 2 6  産婦人科 - 2 2 
リウマチ科 2 2 4  婦人科 2 1 3 
小児科 2 13 15  リハビリテーション科 5 3 8 
精神科 2 3 5  放射線科 5 2 7 
心療内科 2 1 3  麻酔科 1 - 1 
外科 6 9 15  歯科 1 2 3 
呼吸器外科 1 - 1  矯正歯科 - 1 1 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年医療施設調査」） 

（注）圏域に診療科目を有するもののみ抜粋して掲載。 
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図表 11-3-2-16 圏域内の病院分布と機能             （令和５（２０２３）年６月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：備北保健所） 

新 見 市 

高 梁 市 

３３ 

５５ 
３３ 

５９ ５６ 

５６ ２７ 

５３ 

４２ 

５４ 

４２ 

４２ 
７６ 

急性期病床

回復期病床 

慢性期病床 

病院群輪番制病院 
脳卒中維持期 
心筋梗塞再発予防 

長谷川紀念病院 
６０床(一般３３床・療養２７床) 

救急告示・病院群輪番制病院 
糖尿病専門治療・慢性合併症治療・ 
急性憎悪時治療 

新見中央病院
１１５床(一般５９床・療養５６床) 

救急告示・病院群輪番制病院 
へき地医療拠点病院  
脳卒中維持期 
心筋梗塞再発予防 
糖尿病総合管理 

渡辺病院 
８８床(一般５５床・療養３３床) 

病院群輪番制病院 
在宅療養支援病院 
糖尿病専門治療 

太田病院 
５６床(一般５６床) 

救急告示・病院群輪番制病院 
脳卒中維持期 
心筋梗塞再発予防 
糖尿病総合管理 

大杉病院 
５３床(一般５３床) 

精神科入院・通院医療 
認知症疾患医療センター 

さきがけホスピタル 
１８０床(精神１８０床) 

救急告示・病院群輪番制病院 
災害拠点病院 
地域がん連携拠点病院 
脳卒中急性期・回復期・維持期  
心筋梗塞再発予防 
糖尿病総合管理 

高梁中央病院 
１６０床(一般１１６床・療養４４床) 

救急告示・病院群輪番制病院 
へき地医療拠点病院  
在宅療養支援病院 
脳卒中維持期 
心筋梗塞再発予防 
糖尿病総合管理 

高梁市国民健康保険成羽病院 
９６床(一般５４床・療養４２床) 
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② 保健医療従事者 

  ア 医師、歯科医師、薬剤師 

     令和２（２０２０）年の圏域の人口１０万対医師数は１７７．６で、平成２６（２０１４）年の１５２．７より

増加しています。また、圏域の歯科医師、薬剤師数は実人数で減少したものの、人口１０万対で

は平成２６（２０１４）年に比べ増加しています。人口１０万対の医師、歯科医師、薬剤師数は、い

ずれも県に比べて少ない状況です。 

 

図表 11-3-2-17 医師、歯科医師、薬剤師数(登録者数)          （各年１２月３１日現在） 

区分  
医師  歯科医師  薬剤師  

人数(人) 人口 10 万対  人数(人) 人口 10 万対  人数(人) 人口 10 万対  

圏  

域  

平成 26（2014）年  99 152.7 37 57.1 105 162.0 

令和  2（2020）年  101 177.6 35 61.5  99 174.0 

岡
山
県  

平成 26（2014）年  5,760 299.4 1,715 89.1 3,937 204.6 

令和  2（2020）年  6,290 334.2 1,807 96.0 4,281 227.6 
 

（資料：厚生労働省「平成２６（２０１４）年医師・歯科医師・薬剤師調査」「令和２（２０２０）年医師・歯 

科医師・薬剤師統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 

 イ 保健師、助産師、看護師、准看護師  

     令和４（２０２２）年の圏域の人口１０万対保健師数は１４１．７で、県の６２．２を大きく上回っ   

ています。また、圏域の人口１０万対看護師数は１，１４３．0 で、平成２８（２０１６）年の９２８．５より

増加したものの県の１，３２４．１に届かず、一方、准看護師数の実人数は２０３人で、平成２８ 

（２０１６）年の２６４人から減少したものの、人口１０万対では県を上回っています。 

 

図表 11-3-2-18 保健師、助産師、看護師、准看護師数           （各年１２月３１日現在） 

 保健師  助産師  看護師  准看護師  

人数(人) 
人口 

10万対 
人数(人) 

人口 

10万対 
人数(人) 

人口 

10万対 
人数(人) 

人口 

10万対 

圏  

域  

平成 28（2016）年 69 111.6 10 16.2 574 928.5 264 427.0 

令和  4 （ 2 0 2 2 ）年 77 141.7 11 20.2 621 1,143.0 203 373.6 

岡
山
県  

平成 28（2016）年 974 50.9 517 27.0 22,563 1,178.0 4,828 252.1 

令和  4 （ 2 0 2 2 ） 年 1,159 62.2 560 30.1 24,654 1,324.1 3,641 195.5 
 

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 

  ウ その他の保健医療従事者 

令和２（２０２０）年の医療施設調査による圏域内病院のその他の保健医療従事者の常勤換

算従事者数については、図表１１-３-２-１９のとおりです。 

 

図表 11-3-2-19 圏域内病院のその他の保健医療従事者数       （令和２（２０２０）年１０月１日現在）   

 理学療法士 作業療法士 管理栄養士 診療放射線技師  臨床検査技師  

常勤換算 (人 ) ４５．５ ３１．1 ２２．７ ２４．７ ２５．５ 
 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年医療施設調査」） 

－ 510 －



（３）受療の動向    

  ① 受療動向 

     県内の医療機関（一般病床・療養病床）に入院している患者が、居住地と同一の保健医療

圏で受療しているか、他の保健医療圏で受療しているかを示したのが、図表１１-３-２-２０です。

同一圏域内での受療は、一般病床５８．５％、療養病床７２．０％です。いずれも同一圏内では

充足しておらず、残りの患者は他の保健医療圏に流出しています。 

 

図表 11-3-2-20 入院患者の受療状況（令和２（２０２０）年） 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年患者調査」） 

 

  ② 病床利用率・平均在院日数  

     令和元（２０１９）年の病床利用率及び平均在院日数の状況をみると、一般病床については、

圏域の平均在院日数が岡山県平均よりも１０％ほど長く、その分病床利用率も約１０％高くなっ

ています。また、療養病床については、圏域の平均在院日数が２０％ほど短くなっていますが、そ

の分病床利用率も県平均よりも約２０％低くなっています。この傾向は、令和３（２０２１）年も同

様です (図表１１-３-２-２１、図表１１-３-２-２２)。 

 

図表 11-3-2-21 病床利用率及び平均在院日数の状況（令和元（２０１９）年）  

区分 

病床利用率（％） 平均在院日数（日） 

総数  
  

  総数  
    

  一般病床  療養病床  精神病床  
 

一般病床  療養病床  精神病床  

圏域 82.3 83.4 71.7 - 43.0 19.9 96.9 - 

岡山県 76.2 72.9 86.4  80.3 26.2 17.0 117.5  235.9 

（資料：厚生労働省「令和元（２０１９）年病院報告」） 

 

図表 11-3-2-22 病床利用率及び平均在院日数の状況（令和３（２０２１）年）  

区分 

病床利用率（％） 平均在院日数（日） 

総数  
  

  総数  
  

  

  一般病床  療養病床  精神病床  
 

一般病床  療養病床  精神病床  

圏域 81.2 82.0 67.0 - 43.9 22.3 92.8 - 

岡山県 72.6 68.0 84.3    78.9 27.1 17.7 114.3  234.0 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年病院報告」） 
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３ 医療提供体制の構築 

（１）地域医療構想 

 【現状と課題】 

○ 令和４（２０２２）年７月１日現在の圏域内の病床数と、令和７（２０２５）年の医療機能別必要病

床数（県推計）を図表１１-３-３-１に示します。急性期病床については、令和７（２０２５）年の必

要病床数に比して、実在の病床数は多い現状です。圏域外との患者の流出入について推計する

と、令和７（２０２５）年には、急性期患者１６８人のうち８１．９人（４８．８％）が圏域外に流出し、回

復期患者１９５．９人のうち８７．２人（４４．５％）が圏域外に流出すると推測されています（図表１１

-３-３-３）。 

○ 令和元（２０１９）年ＮＤＢオープンデータを基に分析した圏域内に発生する医療需要の推計値と、

圏域内で診療が行われた実績値を比較すると図表１１-３-３-４のとおりです。岡山県全域では、

入院手術症例数については推計値を上回る数の手術が行われている一方、圏域内では眼科領

域以外の領域ではいずれも推計値（医療需要）を大きく下回り、腹部（消化器外科）、骨格筋（整

形外科）、皮膚科領域にわずかな手術実績がある以外、他の領域の手術は行われていません

（図表１１-３-３-４、図表１１-３-３-５）。また、入院リハビリテーションについては、運動器及び摂

食機能療法は圏域内で供給されていますが、他のリハビリテーションについては圏域内では実施

されていません（図表１１-３-３-６）。 

 

図表 11-3-3-1 圏域の許可病床数の現況と必要病床数推計の比較            （単位：床） 

区 分 

令和４（２０２２）年７月１日現在の

病床数 [病床機能報告] 

必要病床数 

[地域医療構想策定支援ツールから] 

R7（2025） 
に 

対する 
必要数 
②-① 

R7（2025） 
に 

対する 
充足率 
①／② 

R22（2040） 
に 

対する 
必要数 
③-① 

R22（2040） 
に 

対する 
充足率 
①／③ 

病院 診療所 
合計 

① 
H25（2013） 

R7（2025） 

② 

R22（2040） 

③ 

高度急性期 0 0 0 18 17 15 17 － 15 － 
急性期 231 29 260 130 123 113 ▲137 211.4% ▲147 230.1% 
回復期 163 0 163 143 134 122 ▲29 121.6% ▲41 133.6% 
慢性期 234 0 234 279 192 178 ▲42 121.9% ▲56 131.5% 
休 棟 0 19 19    ▲19  ▲19  
計 628 48 676 570 466 428 ▲210 145.1% ▲248 157.9% 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

図表 11-3-3-2 圏域の許可病床数の推移と必要病床数推計値  

 

（資料：岡山県備北保健所） 
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図表 11-3-3-3 医療機能別１日当たり医療需要の流出入の人数の推計（令和７（２０２５）年） 

                                                   （単位 :人/日） 

区 分 県南東部 県南西部 高梁新見 真庭 津山英田 合計 

高度急性期 
流入   11.1   11.1 

流出 12.2 25.5 11.1   48.8 

急性期 
流入   86.1   86.1 

流出 24.3 57.6 86.1 10.9  168.0 

回復期 
流入   108.7   108.7 

流出 19.8 56.4 108.7   195.9 

慢性期   

パターン C 

流入 23.1  148.4   171.5 

流出 30.8 21.5 148.4   200.6 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 
（注）各区分における１日当たり１０人未満の医療需要は、非公開のためカウントしていない。  

慢性期パターンＣ：慢性期病床の減少率が全国中央値よりも大きくかつ、高齢者単身世帯の割合が全

国平均よりも大きい圏域は、令和１２（２０３０）年から比例的に逆算した入院受療率とすることができる（圏

域該当）。 

 

図表 11-3-3-4 圏域内の入院手術における医療需要（推計値）に対する医療供給（実績値） 

            の比較 

 
（資料：厚生労働省ＮＤＢオープンデータ（令和元（２０１９）年度手術・款別性年齢別算定回数①、款別二次

医療圏別算定回数  ※推計値=①×岡山県全域の住民数（性別・年齢別）/全国民数（性別・年齢別）） 

 

図表 11-3-3-5 岡山県全域の入院手術における医療需要（推計値）に対する医療供給（実績値）

の比較 

 

（資料：厚生労働省ＮＤＢオープンデータ（令和元（２０１９）年度手術・款別性年齢別算定回数①、 款別二次    

医療圏別算定回数  ※推計値=①×圏域の住民数（性別・年齢別）/全国民数（性別・年齢別）） 
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図表 11-3-3-6 圏域の入院リハビリテーションにおける医療需要（推計値）に対する医療供給（実

績値）の比較  

 

（資料：厚生労働省ＮＤＢオープンデータ（令和元（２０１９）年度リハビリテーション性年齢別算定回数①、二次

医療圏別算定回数  ※推計値=①×圏域の住民数（性別・年齢別）/全国民数（性別・年齢別）） 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

医療提供体制 ○ＮＤＢオープンデータ等を分析・可視化して、地域医療構想調整会議に提出

し、活発な協議を行いました。今後も引き続き協議をしながら医療体制を構

築します。 

○結果として、圏域内の各医療機関はそれぞれ今後の方針を提示され、急性

期の手術・治療に注力する病院、県南の急性期医療機関から地元への逆

紹介のリハビリ患者に注力する病院、診療所を補完し２４時間の医療、療養

患者・在宅医療への医療提供を示す病院など、それぞれの病院が機能分

担していこうとする方向性が示されました。圏域のあるべき医療提供体制の

実現に向けて、各医療機関が自主的に取組めるよう、圏域での協議を継続

し支援してまいります。 

○救急を担う総合診療医の育成を圏域全体の医療機関で担えるよう、病院・

医師会・行政が連携し協議を進めます。 

地域で医療を支

える気運の 

醸成 

○住み慣れた当圏域内で必要な医療が提供され続けるために、住民が地域の

医療を上手に活用できるよう、医療機関・行政・関係機関が連携し広報活

動を進めます。 
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（２）外来に係る医療提供体制の確保 

 【現状と課題】 

○ 圏域は、外来医師偏在指数が１０７．７であり、外来医師少数区域に転じています。   

○ 過去５年（平成３０(２０１８)年４月１日～令和５（２０２３）年４月１日）で、診療所の新規開設は

なく、４施設が廃止となっています。医師不足、医師の高齢化により外来機能の継続が困難とな

る懸念があります。 

○ 人口減少や過疎・高齢化により、医療機能の偏在が進み、専門外来は県南東部・県南西部圏

域の医療機関からの医師の派遣や、圏域外の医療機関への患者紹介に頼っています。 

○ 将来的な外来医療に関する需要を見据えながら、必要な医療にアクセスできない患者が発生

しないよう、身近な地域における外来機能の提供体制の整備・圏域外の医療機関との連携を進

めていく必要があります。 

○ 圏域の紹介受診重点医療機関はありません。多くは県南東部および県南西部圏域の紹介受

診重点医療機関からの逆紹介により、かかりつけ医機能を担う圏域内の医療機関で医療が継続

される仕組みとなっています。独居高齢者等は、市外に住む家族の介護力不足や在宅療養を支

える担い手不足から、家族の身近な地域での療養や施設入所等住み慣れた場所に戻れない実

情もあります。 

○ 医療機器設置状況については図表１１-３-３-７のとおりです。今後、高度な医療機器について

は共同利用できる環境づくりが必要です。 

 

図表 11-3-3-7 圏域の医療機器設置状況 

高梁市 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新見市 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

圏域 1 7 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県 90 85 17 7 28 59 11 77 22 0 8 0 1 1 14 3 10

３T

以上

1.5-

3T未

満

その他の医療機器MRI

1.5T

未満

血管

連続

撮影

装置

SPE

CT

PET PET

CT

PET

MRI

ガン

マナ

イフ

サイ

バー

ナイ

フ

強度

変調

放射

線治

療器

遠隔

操作

式密

封小

線源

治療

装置

内視鏡

手術用

支援機

器（ダ

ヴィンチ）

CT

マルチスライス

64列

以上

16列

以上

64列

未満

16列

未満

その
他の
CT

 

（資料：令和４（２０２２）年度外来機能報告） 

 

【施策の方向】  

項   目 施策の方向 

外来における医療提供体

制の維持 

 

○圏域の医療機関及び郡市等医師会と外来機能の役割分担につ

いて協議の場をもちます。 

○かかりつけ医を持つことや、各医療機関の外来機能、上手な医療

機関のかかり方について、郡市等医師会や看護協会高梁支部及

び新見支部、行政が連携し住民へ啓発していきます。 
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（３）５疾病・６事業及び在宅医療の医療連携体制  

① がんの医療 

【現状と課題】 

(1)死亡の状況 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の死亡総数に占める悪性新生物の割合は２３．２％（人口１０万対  

４６２）で、死亡順位の第１位です(図表１１-３-２-７)。 

○ 令和３（２０２１）年の圏域のがん種別死亡率（人口１０万対）では、男性は肺がん１４０．８、膵

臓がん６３．０、胃がん５９．３、肝臓がん５１．９、結腸がん３７．１で、女性は肺がん６６．０、膵臓

がん５５．５、胃がん３４．７、結腸がん２７．８、肝臓がん及び胆嚢がん各２０．８の順でした(図表

１１-３-３-８)。 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の悪性新生物年齢別死亡数は、３０歳代から６０歳代で暫増し、８０

歳代が最多となっています(図表１１-３-３-９)。 

○ 平成２５（２０１３）年～平成２９（２０１７）年の肝臓がんのＳＭＲ（標準化死亡比）は、国を１００と

すると、高梁市男性１２８．２、女性１３６．２と高いです(図表１１-３-２-９）。 

 

図表 11-3-3-8 圏域のがん種別死亡率（人口１０万対）（令和３（２０２１）年） 

 
（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」）、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人

口調査」） 

 

 

図表 11-3-3-9 圏域の悪性新生物年齢別死亡数（令和３（２０２１）年  死亡数２５８人） 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」） 
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(2) がん罹患率（岡山県がん登録２０１８） 

○ 平成３０（２０１８）年の圏域の部位別がん罹患率（人口１０万対）は、男性では肺がん２０６．７、

大腸がん１９６．４が高く、女性では大腸がん１７５．９、乳がん１６９．５が高くなっています（図表 

１１-３-３-１０、図表１１-３-３-１１）。 

○ 平成３０（２０１８）年の圏域の年齢別種別罹患状況をみると、男性では５０歳代前後から増加

して８０歳代でピークとなり、女性では乳がん、子宮がんを中心に３０歳代から９０歳代にまで及ん

でいます(図表１１-３-３-１２、図１１-３-３-１３）。 

 

図表 11-3-3-10 圏域の男性がん種別罹患率(人口１０万対) （平成２９（２０１７）年、平成３０ 

             （２０１８）年） 

 

（資料：岡山県におけるがん登録２０１８、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 
 

図表 11-3-3-11 圏域の女性がん種別罹患率(人口１０万対) （平成２９（２０１７）年、平成３０ 

             （２０１８）年） 

 

（資料：岡山県におけるがん登録２０１８、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 

 
 

図表 11-3-3-12 圏域の男性がん年齢別種別罹患状況（平成３０（２０１８）年） 

 

（資料：岡山県におけるがん登録２０１８） 
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図表 11-3-3-13 圏域の女性がん年齢別種別罹患状況（平成３０（２０１８）年） 
 

（資料：岡山県におけるがん登録２０１８） 

 

(3) がん検診 

○ 高梁市・新見市のがん検診の受診率は、年々減少傾向となっています（図表１１-３-３-１４）。精

密検査受診率では年度によるばらつきは見られるものの、概して大腸がん、子宮頸がんの受診

率が低い傾向にあります（図表１１-３-３-１５）。がんの早期発見・早期治療につなげるために、

受診率の向上や精度管理の取組を市や関係団体と共に進めています。 

 

図表 11-3-3-14 岡山県、高梁市、新見市のがん検診受診率の推移 

 
（資料：岡山県の成人保健、平成２８（２０１６）年度～令和３（２０２１）年度） 

 

図表 11-3-3-15 岡山県、高梁市、新見市のがん検診精密検査受診率の推移 

 

（資料：岡山県の成人保健、平成２８（２０１６）年度～令和３（２０２１）年度） 
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図表 11-3-3-16 高梁市、新見市のがん検診実施機関 

 高梁市 新見市 

胃がん ３医療機関 ６医療機関 

大腸がん ３医療機関 ３医療機関 

肺がん ２医療機関 １医療機関 

乳がん ０医療機関 １医療機関 

（資料：岡山県健康推進課、令和４（２０２２）年度） 

 

(4) がん治療に関する状況 

○ 令和３（２０２１）年の圏域内の入院手術における医療需要（推計値）に対する医療供給（実績

値）の比較によると、圏域内ではがん手術の需要はあるものの、手術症例数は皆無に近いです

（図表１１-３-３-４）。 

○ がんの薬物療法は地域がん診療病院を中心に圏域内で年間５０件、腫瘍剤注入療法は１１

件行われています（図表１１-３-３-１７）。 

 

図表 11-3-3-17 圏域内がんの薬物療法等件数 

 

（資料：厚生労働省「令和元（２０１９）年度ＮＤＢオープンデータ」） 

 

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

予防対策 

早期発見 

○各市や愛育委員会、栄養改善協議会、職域等関係団体と連携して、がん予防の

正しい知識の普及や各種がん検診及び精密検査の受診率向上の取組を推進しま

す。 

○肝臓がんの早期発見、早期治療のため、市が実施する肝炎ウイルス検診の啓発等

に関係団体等と協働して取り組みます。 

○女性のがん検診とともに、子宮頸がんワクチン接種の勧奨を行います。 

医療連携 

体制 

○がん患者が近隣の医療圏を含め、身近な医療機関で治療を受けることができるよ

う、地域がん診療病院や地域の医療機関、訪問看護ステーション等と連携し、がん

患者への医療提供（緩和ケア等を含む。）体制の整備を推進します。 

○地域がん診療病院では、手術・化学療法・緩和医療まで一連の治療を行う環境を

活かしてがん医療に取り組みます。 
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② 脳卒中の医療 

【現状と課題】 

(1)死亡の状況 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の脳血管疾患による死亡率（人口１０万対）は１４２で、全国より高い

状況ですが減少傾向にあります。死因別死亡率順位は第５位です（図表１１-３-２-８）。 

○ 脳血管疾患による年齢別死亡数は、６０歳代から漸次増加し、８５～８９歳が最多です（図表 

１１-３-３-１８）。 

○ 脳血管疾患における種別死亡割合は、脳梗塞が６４．５％、脳内出血が２９．１％です（図表 

１１-３-３-１９）。 

 

図表 11-3-3-18 圏域の脳血管疾患による年齢別  図表 11-3-3-19 圏域の脳血管疾患種別 

死亡数（令和３（２０２１）年）             死亡割合（令和３（２０２１）年） 

 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」） （資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」） 

 

(2)医療提供の状況 

○ 脳梗塞による入院医療費は、高梁市女性が０．９千万円で、国を１．０とすると１．１です。脳出

血では高梁市女性が１．０千万円（２．０）で、国の２倍となっています（図表１１-３-３-２０）。  

○ 令和元（２０１９）年度のＮＤＢオープンデータによると、神経系・頭蓋の入院手術については、圏

域内の手術実績はありません（図表１１-３-３-４）。また、圏域内に発生する脳血管疾患等リハビ

リテーションの医療需要は１０４，１０８単位と推計されますが、供給された実績値は２５，０７７単位

です（図表１１-３-３-２１）。 

○ 圏域内の脳卒中医療に関わる医療機関については、急性期及び回復期医療機関が１病院で、

維持期医療機関は５病院あります（図表１１-３-３-２２）。 

 

図表 11-3-3-20 高梁市、新見市の脳血管疾患による男女別入院医療費（令和３（２０２１）年） 

  脳梗塞 対全国(１．０） 脳出血 対全国(１．０) 

高梁市  男性 １．５千万円 ０．７ ０．６ 千万円 ０．６ 

高梁市  女性 ０．９千万円 １．１ １．０ 千万円 ２．０ 

新見市  男性 ２．０千万円 ０．９ １．２ 千万円 ０．６ 

新見市  女性 ０．５千万円 ０．６ ０．２５千万円 ０．３ 

（資料：「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

くも膜下出血 
  5.1% 

N=79 人 

 

N=79 人 
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図表 11-3-3-21 圏域の脳血管疾患等の入院リハビリテーションの医療需要（推計値）に対する医

療供給（実績値）の比較 

 

（資料：厚生労働省「令和元（２０１９）年度ＮＤＢオープンデータ」から性別年齢別人口で調整して推計） 

 

図表 11-3-3-22 圏域の脳卒中医療に関わる医療機関 

急 性 期 

医療機関 

回 復 期 

医療機関 

維 持 期 

医療機関 

在宅療養支援 

病院  ・ 診療所 

訪問看護 

ステーション 

病院１ 病院１ 病院５ 病院２、診療所６ ９ 

（資料：岡山県医療推進課、令和４（２０２２）年度） 
 

 

(3)脳血管疾患における救急搬送の状況 

○ 令和４（２０２２）年の脳血管疾患での救急搬送は、高梁市消防本部８９件（うち死亡事例２

件）、新見市消防本部６９件でした。 

 

図表 11-3-3-23 新見市の脳血管疾患患者等の搬送先エリアと搬送時間 

搬送先 
覚知～ 

病院収容時間 
搬送件数 

新見市内 １９分～ ７８分 ４３件 

津山・真庭医療圏 ４０分～１０５分  ９件 

県南西部医療圏 ９１分～１３０分  ８件 

ドクターヘリ ３６分～ ６０分  ８件 

他県 ８６分  １件 

合計     ６９件 

（資料：新見市消防本部、令和４（２０２２）年脳血管疾患患者等の救急搬送状況） 

 

(4) 脳血管疾患に関わる生活習慣病の状況  

○ 高血圧の国民健康保険外来医療費は国１．０とすると、高梁市は男性・女性ともに０．９で、新

見市は男性１．０、女性１．１となっています（図表１１-３-３-２４）。 

○ 令和３（２０２１）年度の国民健康保険特定健診の結果、高梁市女性は、収縮期血圧１３０

mmHg 以上の割合が５８％（全国平均１００に対し１２２．３）、拡張期血圧８５mmHg 以上の割合

が２４％（全国１００に対し１４２．０）で、全国と比較し高くなっています（図表１１-３-３-２５）。

ＬＤＬコレステロール１２０ｍｇ／ｄｌ以上の割合は、両市ともほぼ全国並です（図表１１-３-３-２６）。 
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図表 11-3-3-24 高梁市、新見市の国民健康保険外来医療費 

  高血圧 対全国(１．０） 脂質異常 対全国(１．０) 

高梁市  男性 ３．７千万円 ０．９ １．９千万円 ０．８ 

高梁市  女性 ３．２千万円 ０．９ ２．７千万円 ０．８ 

新見市  男性 ４．４千万円 １．０ ２．２千万円 １．０ 

新見市  女性 ３．９千万円 １．１ ３．６千万円 １．０ 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

 

図表 11-3-3-25 高梁市、新見市の国民健康保険特定健診結果  高血圧 

 
収縮期血圧 

１３０mmHg 以上 
対全国（１００） 

拡張期血圧 
８５mmHg 以上 

対全国（１００） 

高梁市  男性 ５１％ ９９．３ ３０％ １１８．０ 

高梁市  女性 ５８％ １２２．３ ２４％ １４２．０ 

新見市  男性 ４７％ ９３．５ ２５％  ９９．６ 

新見市  女性 ４７％ ９９．４ １９％ １１５．１ 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

 

図表 11-3-3-26 高梁市、新見市の国民健康保険特定健診結果 コレステロール値 

 
LDL１２０mg／dl

以上 
対全国（１００） 

HDL４０mｇ／dl  

未満 
対全国（１００） 

高梁市  男性 ４９％ １０３．２ ７％    ８９．６ 

高梁市  女性 ６０％    １０５．７ １％    ７０．７ 

新見市  男性 ４６％ ９６．１ ７％    ８３．８ 

新見市  女性 ６０％ １０４．９ １％ １０９．５ 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

 

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

予防対策 ○「第３次健康おかやま２１」「データヘルス計画」及び「特定健診実施計画」に

基づき健康づくりボランティアと連携し、引き続き減塩の啓発、血圧測定の習

慣化など、生活習慣改善の推進に取り組みます。 

○高血圧などに関係する機関と連携し、早期受診や未治療・治療中断者の減

少に取り組みます。 

○かかりつけ医・薬局などと連携し、かかりつけ医・かかりつけ薬局を持つことにつ

いて、住民への普及啓発を行います。 

脳卒中 

医療連携 

○脳卒中急性期治療を終えた患者が、圏域の医療機関等でリハビリテーション

を行い、在宅へ移行できるよう回復期の取組を推進します。 

○在宅医療介護連携の中で、脳卒中患者の在宅療養のＱＯＬの維持に向け

て、訪問看護ステーション等、多職種連携による入院時からの円滑な移行に

取り組みます。 
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③ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療  

【現状と課題】 

 (1)死亡の状況 

○ 岡山県の急性心筋梗塞の死亡率は全国１位（人口動態調査２０２１（上巻５-１９）死因（死 

因簡単分類）別にみた都道府県（特別区－指定都市再掲）別死亡率（人口１０万対））で、中で 

も圏域の平成２５（２０１３）年～平成２９（２０１７）年の急性心筋梗塞によるＳＭＲ（標準化死亡  

比）は、全国平均を１００とすると、高梁市男性２２１．９、 女性１６９．７、新見市男性２０５．８、 

女性２０３．３で、県内でも高値を示します（図表１１-３-２-９、図表１１-３-２-１０）。 

○ 令和３（２０２１）年における心疾患による死亡数は１９９人（人口１０万対では３５７）、圏域の全

死因第２位で、年々増加しています（図表１１-３-２-８）。 

○ 年齢別心筋梗塞死亡者数は６０歳代から漸次増加し、９０～９４歳が最多となっています(図

表１１-３-３-２７)。 

 

図表 11-3-3-27 圏域の年齢別心筋梗塞死亡者の状況（令和３（２０２１）年） 

 
（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」） 

 

(2) 医療提供の状況 

○ 令和元（２０１９）年度のＮＤＢオープンデータから、圏域に発生する心・脈管領域の手術例数を 

推計すると８１２．４例となりますが、圏域では心・脈管領域の手術に対応できる医療機関はあり 

ません（図表１１-３-３-２８）。 

○ 圏域内には、急性心筋梗塞等の心血管疾患の再発予防の医療機能の要件を満たす医療機

関が６カ所存在します。急性期医療及び回復期医療の要件を満たす医療機関は圏域内には

存在せず、県南西部及び県南東部の急性期及び回復期医療機関との広域的な連携体制が

必要です（図表１１-３-３-２９）。 

 

図表 11-3-3-28 圏域に発生する心・脈管領域の手術例数の推計値と実績値   

 
（資料：厚生労働省「令和元（２０１９）年度ＮＤＢオープンデータ」から性別年齢別人口で調整して推計 )

（注）心・脈管の手術には心臓カテーテル治療も含む。 

N=51 人 
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図表 11-3-3-29 心筋梗塞医療に関わる医療機関数   （令和５（２０２３）年４月１日現在届出） 

急性期医療機関 回復期医療機関 再発予防医療機関 かかりつけ医療機関 

県南東部圏域   １０ 

県南西部圏域    ２ 

高梁・新見圏域    ０ 

県南東部圏域  １７  

県南西部圏域   ９ 

高梁・新見圏域   ０ 

県南東部圏域  ４７ 

県南西部圏域  ３７ 

高梁・新見圏域  ６ 

県南東部圏域  ８６ 

県南西部圏域  ３９ 

高梁・新見圏域  ２ 

（資料：岡山県医療推進課） 

 

(3)救急搬送の状況 

○ 令和４(２０２２)年の心疾患での救急搬送は、高梁市９７件（そのうち死亡事例６件）、新見市  

２２件（そのうちドクターヘリによる搬送２件）（新見市消防本部調：一次搬送のうち心筋梗塞の所

見を計上したもの）です。 

○ 特に新見地域からは、手術（ＰＣＩ：経皮的冠動脈形成術）等に対応できる医療機関へ４０

Km/h で１時間以内に到着することは困難な状況です（図表１１-３-３-３０）。 

 

図表 11-3-3-30 心疾患の専門医療機関から４０Km/ｈ １時間で到達できる範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料：総務省統計局 jＳTAT ＭＡＰを用いて備北保健所が作成) 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

重症化予防 

医療連携体制 

○狭心症・心筋梗塞に対して、急性期・回復期に対応できる医療機関が圏域内

にはないため、県南医療機関との連携を図ります。 

○かかりつけ医から専門医へ相談できる体制づくりを推進します。 

○通院の中断や治療の中断をしないよう、広く住民へ啓発します。 

○専門医療機関を勧めても受診しない独居高齢者が見られることから、「心筋梗

塞のリスクを知る」ための啓発に努めます。 

○情報通信機器を用いた遠隔医療の採用、中山間地域に点在する診療所にお

ける遠隔診療を併用した医療提供のできる仕組みづくりを、行政・医療機関・

地域住民と連携し推進します。 

救護・ 

早期発見 

○ＡＥＤの設置場所の周知や救急講習会への参加を勧めます。 

○息切れや胸痛など心疾患の症状が疑われるときは早めの受診をするよう広報

紙・チラシ・健康教室等で啓発します。 

予防策 ○心筋梗塞による死亡の状況を広く住民に周知し、「第３次健康おかやま２１」

「市の健康増進計画」に基づき、健康づくりボランティアなどと連携し、特定健

診受診勧奨、食生活や生活習慣の改善に取り組みます。 

○血中ＬＤＬ値と心筋梗塞との関連を啓発し、健診や医療機関の定期的な受診

を勧めます。 
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④ 糖尿病の医療 

【現状と課題】 

 (1)外来医療の状況 

○ 糖尿病が進行すると腎機能障害を起こし、人工透析が必要になることがあります。令和３

（２０２１）年度の人工透析外来医療費の全国を１．０とした場合の比率は、高梁市男性が２．０、

高梁市女性が１．８です（図表 11-３-３-３１）。 

また、令和３（２０２１）年度の糖尿病外来医療費の全国を１．０とした場合の比率については、

高梁市、新見市ともに１．０～１．１です（図表１１-３-３-３２）。 

 

図表 11-3-3-31 高梁市・新見市の人工透析外来医療費（令和３(２０２１)年度） 

 外来医療費 対全国(１．０） 

 

高梁市 男性 １．1 億円 ２．０ 

高梁市 女性 ０．４億円 １．８ 

新見市 男性 ０．４億円 ０．７ 

新見市 女性 ０．１億円 ０．６ 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

 

 

図表 11-3-3-32 高梁市・新見市の糖尿病外来医療費（令和３（２０２１）年） 

 外来医療費 対全国(１．０） 

 

高梁市 男性 ９．０千万円 １．１ 

高梁市 女性 ５．２千万円 １．１ 

新見市 男性 ９．３千万円 １．１ 

新見市 女性 ４．９千万円 １．０ 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年度岡山県国民健康保険医療費ＫＤＢ」） 

 

 

(2)糖尿病医療連携体制 

○ 圏域の糖尿病に対する医療提供体制は、総合管理医療機関１４、専門医療機関２、合併症

治療については、糖尿病腎症医療機関１、糖尿病神経障害医療機関 1、歯周病歯科診療所 

３です。また、人工透析の医療機関は圏域に３カ所あります（図表１１-３-３-３３）。 
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図表 11-3-3-33 圏域の糖尿病医療に関係する医療機関数 

 医療機能 高梁市 新見市 

総合管理医 かかりつけ医 

継続的な療養指導 
６カ所 ８カ所 

専門医療 コントロール不良者治療・

総合管理医への支援 
０カ所 ２カ所 

合併症治療 慢性合併症の治療 ２カ所 ３カ所 

急性増悪 急性合併症の治療 ０カ所 １カ所 

人工透析 ２カ所 １カ所 

糖尿病認定看護師 ０人 ０人 

糖尿病サポーター １４人 ３８人 

日本糖尿病療養指導士（ＣＤＥＪ） ３人 ３人 

（資料：岡山県健康推進課、ＣＤＥＪは日本糖尿病療養指導士認定機構・糖尿病認定看護師は日
本看護協会、令和４（２０２２）年度） 

 

(3)特定健診・特定保健指導 

○ 平成２９（２０１７）～令和３（２０２１）年度の全国・高梁市・新見市の特定健診受診率の推移は

図表１１-３-３-３４のとおりです。新見市は全国平均と同等、高梁市は全国平均よりも低い状況

です。また、平成２９（２０１７）～令和３（２０２１）年度の特定保健指導実施率の推移は、高梁市

ではやや上昇傾向にありますが、新見市では全国平均を下回ります（図表 11-３-３-３５）。 

○ 令和３（２０２１）年度高梁市・新見市特定健診問診項目（保健行動）は、図表１１-３-３-３６、

図表１１-３-３-３７のとおりです。 

 

図表 11-3-3-34 全国・高梁市・新見市の特定健診受診率の推移 

 
（資料：厚生労働省「平成２９（２０１７）年度～令和２（２０２０）年度特定健診保健指導法定報告値」、   

令和３(２０２１)年度は速報値） 

 
図表 11-3-3-35 全国・高梁市・新見市の特定保健指導実施率の推移 

 
（資料：厚生労働省「平成２９（２０１７）年度～令和２（２０２０）年度特定健診保健指導法定報告値」、 

令和３(２０２１)年度は速報値） 
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図表 11-3-3-36 高梁市の特定健診問診項目 図表 11-3-3-37 新見市の特定健診問診項目 

（保健行動・全国比１００）（令和３(２０２１)年度） （保健行動・全国比１００）（令和３（２０２１）年度） 

  

（資料：厚生労働省「令和３(２０２１)年度特定    （資料：厚生労働省「令和３(２０２１）年度特定     

健診保健指導法定報告値」）              健診保健指導法定報告値」） 

 

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

予防対策 ○「第３次健康おかやま２１」や各市の「健康増進計画」「データヘルス計画」

にもとづき、愛育委員会・栄養改善協議会・職域と連携し、健診の受診勧

奨や、若い世代からの生活習慣病予防など健康づくりを推進します。 

○特定健診や保健指導の対象者に糖尿病予防を含めた保健指導や受診勧

奨等、医療機関と連携して引き続き取り組みます。 

○糖尿病性腎症の早期発見のために、早期から医療機関との連携を進めま

す（ＣＫＤ対策）。 

糖尿病医療連携

体制 

○岡山県糖尿病医療連携体制検討会議や岡山県糖尿病対策専門会議と

連携を図りながら､かかりつけ医・専門医・歯科との連携のための研修会や

検討の場を継続します（糖尿病予防戦略事業・保健所国保ミーティング）。 

○おかやま糖尿病サポーター等の活用や糖尿病総合管理医、専門医療機

関が連携し糖尿病患者への医療提供を支援します。 

○行政・栄養士会等多職種と連携し治療中断や継続した保健指導に取り組

みます。 

○郡市等医師会・歯科医師会・各市が連携し、糖尿病医科歯科連携を進め

ていきます。 

○令和４（２０２２）年１月から高梁地区、同年１２月から新見地区で、「ＣＫＤ 

  医療連携ネットワーク」が立ち上がり、慢性腎臓病重症化予防の支援体制

の充実を図ります。 
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⑤ 精神疾患の医療 

【現状と課題】 

(1)入院医療 

○ 「公立及び指定病院月報」における令和５（２０２３）年４月末の圏域内医療機関に入院する患者

の疾病分類割合は、統合失調症が５２％、器質性精神障害が１６％で、平成２９（２０１７）年５月

末に比し、それぞれ６ポイントの増加、５ポイントの減少となっています。 

 

図表 11-3-3-38 圏域内医療機関に入院する患者の疾病分類割合  

 
統合 

失調症 

器質性

精神障害 
気分障害 

神経性

障害 

薬物 

アルコール 
てんかん その他 

平成２９年 

（２０１７）５月末 
４６％ ２１％ １０％ ９％ ８％ ２％ ４％ 

令和５年 

（２０２３）４月末 
５２％ １６％ ９％ １１％ ８％ １％ ３％ 

(資料：公立及び指定病院月報・備北保健所集計) 

 

 

(2)通院医療 

○ 令和５（２０２３）年３月末の圏域の自立支援医療（精神通院）交付者疾病分類割合をみると、

最も多い疾病は統合失調症で、次いで気分障害となっています（図表１１-３-３-３９）。 

○ 平成３０（２０１８）年から令和４（２０２２）年度の高梁市の自立支援医療（精神通院）交付者の

年次推移をみると、Ｆ０（器質性精神障害）、Ｆ１（薬物・アルコール）、Ｆ２（統合失調症）は減少

傾向ですが、Ｆ３ （気分障害 ）、Ｆ４ （神経性障害 ）、Ｆ８ （心理発達の障害 ）は増加傾 

  向です（図表１１-３-３-４０）。 

同様に、新見市の自立支援医療（精神通院）交付者の年次推移をみると、統合失調症が減

少傾向であるほかは、経年的変化は見られません（図表１１-３-３-４１）。 

 

図表 11-3-3-39 圏域の自立支援医療（精神通院）交付者疾病分類割合  

 
統合 

失調症 

気分 

障害 

てん

かん 

神経性 

障害 

器質性 

精神障害 

心理発達

の 障 害 

薬物 

アルコール 

精神 

遅滞 
その他 

平成２９年 

（２０１７）３月末 
３９％ ２３％ ８％ ８％ ７％ ７％ ４％ ３％ １％ 

令和５年 

（２０２３）３月末 
３１％ ２８％ ９％ １０％ ５％ ９％ ２％ ４％ ２％ 

（資料：岡山県精神保健福祉センター） 
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図表 11-3-3-40 高梁市の自立支援医療（精神通院）交付者の年次推移         （単位：人） 
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平成30年度 
（2018） 

44 19 181 94 32 2 0 14 27 5 36 0 0 454 

令和元年度 
（2019） 

50 17 178 103 33 1 0 13 29 6 37 0 0 467 

令和２年度 
（2020） 

65 17 190 117 39 1 0 15 37 8 43 0 0 532 

令和３年度 
（2021） 

40 10 164 114 41 1 0 15 34 6 46 0 0 471 

令和４年度 
（2022） 

37 10 161 129 45 1 0 18 37 5 44 0 0 487 

（資料：岡山県精神保健福祉センター） 

 

図表 11-3-3-41 新見市の自立支援医療（精神通院）交付者の年次推移         （単位：人） 
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平成30年度 
（2018） 

5 8 119 108 33 2 2 12 38 6 27 0 0 360 

令和元年度 
（2019） 

5 7 118 105 35 2 2 13 37 10 28 0 0 362 

令和２年度 
（2020） 

5 8 121 110 36 2 1 14 43 7 32 0 0 379 

令和３年度 
（2021） 

5 7 105 106 32 2 0 
12 

 

 

 

 

 

36 9 29 0 0 343 

令和４年度 
（2022） 

6 7 99 105 35 2 0 14 40 10 29 0 0 347 
 

（資料：岡山県精神保健福祉センター） 
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(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者の年次推移  

○ 精神障害者保健福祉手帳１級は減少傾向ですが、２級及び３級は増加傾向で、全数も増加

しています。 

 

図表 11-3-3-42 高梁市の精神障害者手帳   図表 11-3-3-43 新見市の精神障害者手帳     

所持者の推移  （単位：人）                       所持者の推移  （単位：人） 

 １級 ２級 ３級 計   １級 ２級 ３級 計 

平成30年度 
（2018） 

36 170 24 230 
 平成30年度 

（2018） 
20 113 30 163 

令和元年度 
（2019） 

33 178 23 234 
 令和元年度 

（2019） 
18 122 37 177 

令和２年度 
（2020） 

33 180 32 245 
 令和２年度 

（2020） 
13 116 35 164 

令和３年度 
（2021） 

31 182 31 244 
 令和３年度 

（2021） 
13 115 33 161 

令和４年度 
（2022） 

27 181 42 250 
 令和４年度 

（2022） 
14 118 33 165 

（資料 :岡山県精神保健福祉センター）        （資料 :岡山県精神保健福祉センター）   

  

 (4)自殺者の状況 

 ア 性・年代別の自殺者の割合及び自殺死亡率  

○ 警察庁自殺統計原票データの特別集計（厚生労働省）を用い JSCP(いのち支える自殺対策

推進センター)にて作成の「高梁・新見医療圏  地域自殺実態プロファイル２０２２」によると、平

成２９（２０１７）年から令和３（２０２１）年の圏域の自殺者数の合計は５４人で、男性  ３５人、女

性１９人でした（図表１１-３-３-４４）。 

○ 平成２９（２０１７）年から令和３（２０２１）年を合計した圏域の性・年代別の平均自殺死亡率

（人口１０万対）では、男性は６０歳代の４３．６９が最も高く、女性は５０歳代の２３．８５が 

  最も高くなっています（図表１１-３-３-４５）。 

 

図表 11-3-3-44 圏域の自殺者数及び自殺死亡率（人口１０万対） 

  
 

平成29年 
（2017） 

平成30年 
（2018） 

令和元年 
（2019） 

令和２年 
（2020） 

令和３年 
（202１） 

合計 平均 

自殺統計(自殺日・住居地) 
自殺者数 

7 人  15 人  9 人  12 人  11 人  54 人  10.8 

自殺統計(自殺日・住居地) 
自殺死亡率（人口１０万対） 

11.2 24.4 14.9 20.3 19.1 - 17.9 

人口動態統計 自殺者数 8 人  16 人  8 人  12 人  13 人  57 人  11.4 

（資料：警察庁自殺統計原票データの特別集計（厚生労働省）を用い JSCP(いのち支える自殺対策

推進センター)にて作成「高梁・新見医療圏 地域自殺実態プロファイル２０２２」） 
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図表 11-3-3-45 圏域の性年代別平均自殺死亡率（人口 10 万対）（平成２９（２０１７）年～ 

令和３（２０２１）年合計） 

 

（資料：警察庁自殺統計原票データの特別集計（厚生労働省）を用い JSCP(いのち支える自殺対策

推進センター)にて作成「高梁・新見医療圏 地域自殺実態プロファイル２０２２」） 

 

イ 自殺者の特徴 

○ 平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年の圏域の主な自殺者の特徴をみると、最も多かった

自殺者の特性は、６０歳以上の無職・同居の男性で、自殺者数９人、全体に占める割合 

１６．７％、人口１０万対の自殺死亡率は３２．６でした。第２位は同じく６０歳以上の男性で、 

無職・独居の方でした。 

○ 「背景にある主な自殺の危機経路」として、退職後の生活苦と介護疲れに身体疾患が加わる

ことや、退職後の死別や別居からうつ状態となり自殺に至ると推定されていることから、６０歳代

以降の方への声かけや地域のつながりを支える支援が必要です。 

 

図表 11-3-3-46 圏域の主な自殺者の特徴（平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年合計）  

自殺者の特性 

上位５区分 

自殺者数 

(５年計) 
割合 

自殺死亡率※１ 

(10万対) 
背景にある主な自殺の危機経路※２ 

１位:男性60歳以上 
無職・同居 

9人 16.7% 32.6 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み
（疲れ）＋身体疾患→自殺 

２位:男性60歳以上 
無職・独居 

6人 11.1% 113.6 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状態
→将来生活への悲観→自殺 

３位:女性60歳以上 
無職・独居 

5人 9.3% 39.4 
死別・離別＋身体疾患→病苦→ 
うつ状態→自殺 

４位:男性20～39歳 
有職・同居 

5人 9.3% 35.8 
職場の人間関係／仕事の悩み(ブラッ
ク企業)→パワハラ＋過労→うつ 
状態→自殺 

（資料：警察庁自殺統計原票データの特別集計（厚生労働省）を用い JSCP(いのち支える自殺対策推進セ

ンター)にて作成「高梁・新見医療圏  地域自殺実態プロファイル２０２２」） 
※１ 自殺死亡率の算出に用いた人口（母数）は、総務省「令和２（２０２０）年国勢調査」就業状態等基本

集計を基に JSCP にて推計したもの。 
※２ 「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書２０１３（平成２５）年」を参考に推

定したもの。自殺者の特性別に見て代表的と考えられる経路の一例を示したも点に留意。 
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(5)相談・啓発・訪問等支援の状況  

○ 令和４（２０２２）年度に備北保健所が実施した精神保健相談は１６件で、保健師による家庭

訪問件数は７８件でした。その他、心の健康づくり講演会や各市自立支援協議会による啓発

研修等を実施しました。 

 

図表 11-3-3-47 備北保健所の相談等                     

 
本所 新見支所 

平成 30年度 
（2018） 

令和４年度 
（2022） 

平成 30年度 
（2018） 

令和４年度 
（2022） 

保健所精神保健相談利用数 １０件 ５件 １３件 １１件 

地 域 の 精 神 保 健 講 演 会 心の健康づくり講演会・各市自立支援協議会による啓発研修等 

保 健 師 家 庭 訪 問 件 数 ６７件 ５１件 ２７件 ２７件 

（資料：厚生労働省「平成３０（２０１８）年度及び令和４（２０２２）年度地域保健・健康増進事業報告」） 

 

(6)治療・地域生活支援の社会資源  

○ 圏域の精神保健福祉関係の社会資源を示した表が図表１１-３-３-４８です。 

 

図表 11-3-3-48 圏域の精神保健福祉関係の社会資源  （令和３（２０２１）年１０月１日現在） 

（単位：施設数） 

区分 高梁市 新見市 

精神病床を有する病院 1 - 

精神科または心療内科を有する病院  1 - 

精神科デイケア等施設 1 - 

精神科または心療内科を有する診療所  2 1 

精神科訪問看護基本療養費の届出をしている訪問看護ステーション 1 2 

障害者総

合支援法 

介護給付 

居宅介護 3 １ 

重度訪問介護 １ １ 

行動援護 - - 

短期入所（ショートステイ） 2 １ 

生活介護 - 2 

施設入所支援 - １ 

訓練等 

給付 

自律訓練(機能訓練) - - 

自律訓練（生活訓練） - - 

就労移行支援（一般型） 1 - 

就労継続支援（A 型） 1 - 

就労継続支援（B 型） 2 2 

就労定着支援 １ - 

共同生活援助 

（グループホーム） 
9 5 

相談支援事業所 3 6 

障害者就業生活支援センター 1 - 

地域活動支援センターⅠ型  - 1 

地域活動支援センターⅢ型  3 2 

患者会 1 1 

家族会 1 1 

（資料：令和３(２０２１)年精神保健福祉関係資源マップ) 
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 (7) 認知症医療対策 

ア 認知症に関する医療の状況 

○ 令和４（２０２２）年度の圏域認知症疾患医療センターにおける認知症の新入院患者及び外来

初診患者タイプ別分類割合は、アルツハイマー型が最も多く占めています（図表１１-３-３-４９、

図表１１-３-３-５０）。 

○ 圏域の一般科病院では物忘れ外来を開設しています。また、認知症サポート医による相談診

療支援が実施されています。 

 

図表 11-3-3-49 圏域の認知症新入院患者   図表 11-3-3-50 圏域の認知症外来初診患者 

タイプ別分類割合                     タイプ別分類割合         

  

（資料：令和４（２０２２）年度圏域認知症疾患   （資料：令和４（２０２２）年度圏域認知症疾患 

医療センター統計・報告）                医療センター統計・報告） 

 

イ 認知症に関する事業の状況 

○ 圏域認知症疾患医療センターでは、令和４(２０２２)年度に地域支援連絡会議が高梁部会、

新見部会で開催され、各地域の支援機関が連携して認知症患者の支援に取り組むための支

援者研修会や地域住民への認知症の理解と早期発見、社会資源等を紹介する研  

修会を開催しています。 

○ 令和４（２０２２）年度に認知症総合支援事業として、各市で認知症専門医と専門職による「認

知症初期集中支援チーム」が設置され、事例検討や家庭訪問による認知症初期集中支援が

行われています(新見市では、平成２５（２０１３）年度からモデル事業による認知症初期集中支

援チームが他の市町村に先駆けて配置されました)。 

   また、認知症カフェや認知症サポーター養成講座、家族介護者交流事業が開催されるなど、

圏域認知症疾患医療センターと連携した取組がされています。 
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【施策の方向】       

項 目 施策の方向 

精神障害者の

地域支援体制 

○精神障害者が安心して生活できるよう、保健・医療・福祉サービスが一体的に

提供される相談体制の充実に努めます（高梁市：地域生活支援拠点設置、新

見市：障害者地域活動支援センター「ほほえみ広場にいみ」を中心に地域で安心

して生活できるよう相談支援体制の充実を図る）。 

○障害者自立支援協議会等で、精神障害者への理解を促進します。居場  

所づくりや相談体制の検討を通じて、精神障害にも対応した地域包括支援  

システムの構築推進について協議します。 

○当事者・家族と協働し、ピアサポート事業や家族会活動を支援しながらサービ

ス提供体制の充実に努めます。 

○長期入院者の退院に向けた地域移行支援事業について、個別ケース検討を

中心に、地域の支援関係者と連携し地域移行できるよう検討を進めます。 

○未治療・治療中断者への対応について、医療・保健・福祉関係者が連携して

個別支援を進めます。 

○不登校・ひきこもりの相談支援について、関係機関で連携しながら支援を進め

ます。また児童思春期については専門医療機関と連携を図りながら相談  

  支援に努めます。 

自殺予防対策 ○圏域の自殺者の特性を踏まえ、各市の自殺対策推進計画を関係機関ととも

に推進します。特に６０歳代以降の男性や、１人暮らしの高齢者への声かけや

交流活動を進めるなど、地域の特性に応じた、ゲートキーパーを養成します。 

認知症対策 ○認知症患者・家族が在宅医療介護連携の中で支援を受けながら生活ができ

るよう、認知症疾患支援センターや認知症総合支援事業に関わる支援者等

が協力して、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 
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⑥ 救急医療                                                  

【現状と課題】 

(1)救急医療体制 

○ 高梁医師会は、休日当番医を１３医療機関 (うち診療所１０)で対応しています。 

○ 新見医師会は、休日当番医を８医療機関、主に４病院が対応し、第４日曜日のみ新見市休

日・準夜間診療所を開所しています。(※現在、準夜間診療は休止中)  

 

図表 11-3-3-51 救急医療体制 

 

 

 

(資料：岡山県救急医療体制図  改変（令和５（２０２３）年４月１日時点)  

 

図表 11-3-3-52 一次救急を提供する圏域の医療機関数（歯科診療所・施設内診療所を除く） 

年度         高梁市         新見市 

令和 5(2023)年度 13（病院 3） 8（病院 4） 

(資料：備北保健所 令和５（２０２３）４月１日時点)  

 

(2)救急医療提供の状況 

○ 圏域内病院の休日、夜間・時間外受診患者延数及び救急車受入件数を図表１１-３-３-５３

に示します。その中で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けなかった令和元（２０１９）年度で

は、圏域内病院の休日における受診患者延数は４，９８６人、夜間・時間外の受診患者延数は

３，１４８人で、救急車等により搬送された患者数は２，４２１人でした。 

◎初期救急医療 （外来診療により救急医療を担当） 

自分で来院できる軽度の患者への夜間・休日の外来診療 

（郡市等医師会の協力を得て市町村が実施） 

  ・在宅当番医制度  ・休日夜間急患センター等 

 

◎二次救急医療 （入院治療を必要とする救急患者） 

救急車により搬送されてくる救急患者への初期診療と応急処

置を行い、必要により入院治療を行う。 

 ・病院群輪番制病院     ・協力病院当番制病院 

 ・その他救急告示病院 

◎三次救急医療 （複数の領域にわたる重篤な患者） 

重篤な患者に 24時間体制で対応する救命救急センターとし

て、高度な医療を総合的に提供する。 

・救命救急センター３病院（津山中央・岡山赤十字・倉敷中央） 

・高度救命救急センター２病院（岡山大学・川崎医科大学） 

住民（患者）が救急医療情報システムや 

市町村広報紙で救急当番医を把握 

 

高梁・新見医療圏 

◎初期救急医療 

高梁医師会・新見医師会在宅当番医制度 

 休日:日・祝日 （9時～17時） 

 医療機関（7病院・14診療所） 

◎二次救急医療 

・病院群輪番制病院    高梁市3機関 

                 新見市4機関 

・救急告示病院        高梁市3機関 

                 新見市2機関 

・休日準夜間急患センター 新見市1カ所 

◎三次救急医療 

 管内にはないため、 

 県南東部・県南西部へ救急搬送 
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図表 11-3-3-53 圏域内病院の休日、夜間・時間外受診患者延数及び救急車受入件数  

 

（資料：厚生労働省「平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年度病床機能報告」） 

 

(3)救急搬送 

ア 市外への救急搬送の状況 

○ 令和４（２０２２）年の市外への救急搬送の割合は、高梁市が３３．４％、新見市が２４．１％ 

でした。市外搬送には、高次機能病院への転院搬送も含まれます。 

 

図表 11-3-3-54 圏域の搬送先別救急搬送状況(令和４（２０２２）年) 
  

 

（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

イ ドクターヘリによる搬送 

○ 令和４（２０２２）年の圏域のドクターヘリによる搬送件数は、全搬送件数の３％でした。 

 

図表 11-3-3-55 圏域のドクターヘリによる搬送件数及び全搬送件数に占める割合  

 令和元（2019）年 令和２（2020）年 令和３（2021）年 令和４（2022）年 

高 梁 市 消 防 本 部  46 件（3％） 42 件（3％） 46 件（3％） 50 件（3％） 

新 見 市 消 防 本 部  73 件（5％） 81 件（6％） 45 件（3％） 39 件（3％） 

（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

ウ ドクターカーによる搬送 

○ 圏域では、ドクターヘリが運航できない時間帯や悪天候時に第３次救急医療機関へ患者を搬送

するため、令和３（２０２１）年６月からドクターカーの運行を行っています。令和５（２０２３）年６月に

は土日祝日を含めた運行を始め、１０月には内因性疾患で気道確保の必要なもの、呼吸障害、

循環障害、薬物による障害で気道確保の必要なものに適用範囲を拡大しました。 

■高梁市消防本部 ■新見市消防本部 
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図表 11-3-3-56 圏域のドクターカーによる搬送件数  

 
開始時期  令和3（2021）年 令和４（2022）年 

令和5（2023）年 

7月末までの実績 

高梁市消防本部  令和3年12月～ 0 件  5 件  1 件  

新見市消防本部  令和3年 6月～ 3 件  0 件  0 件  

（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

エ 傷病程度別の状況 

○ 令和４（２０２２）年の圏域の傷病程度別救急搬送割合をみると、死亡者は２～３％、中等症患

者が最も多く、約半数を占めます。 

 

図表 11-3-3-57 圏域の傷病程度別救急搬送割合（令和４（２０２２）年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

オ 年齢別の状況 

○ 令和４（２０２２）年の圏域の年齢別救急搬送割合は、高齢者が７５％を占めています。 

 

図表 11-3-3-58 圏域の年齢別救急搬送割合（令和４（２０２２）年） 

  

（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

カ 覚知から医療機関収容までの搬送時間  

○ 高梁市消防本部では、救急搬送平均時間が年々増加しています。また、覚知から医療機 

関収容までの平均時間は、令和４（２０２２）年には、高梁市５４．７分、新見市５５．１分で、 

全国平均の４２．８分を大幅に上回っています。 

■高梁市消防本部 ■新見市消防本部 

■新見市消防本部 ■高梁市消防本部 
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図表 11-3-3-59 圏域の覚知から医療機関収容までの平均時間  
 

  
（資料：高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

キ 転院搬送の状況 

○   令和３（２０２１）年の圏域の転院搬送割合は、高梁市２４．８％、新見市１９．５％で、全国

平均の８．４％より高い値となっています。 

 

図表 11-3-3-60 圏域の転院搬送件数及び割合   

（資料：総務省消防庁「令和４（２０２２）年版救急救助の現況」、高梁市消防本部・新見市消防本部） 

 

ク 搬送困難事案 

○ 令和３（２０２１）年の搬送困難事案件数（注）は、高梁市消防本部１９件、新見市消防本

部１７件でした。 

 

図表 11-3-3-61 圏域の搬送困難事案件数（令和３（２０２１）年）                    

 全数 
再掲 

心肺停止 心筋梗塞 脳卒中 重症外傷 

高梁市消防本部 19 件 0 件 0 件 0 件 2 件 

新見市消防本部 17 件 0 件 0 件 0 件 0 件 

（資料：備中地区メディカルコントロール協議会） 

（注）救急隊による「医療機関への受入れ照会回数４回以上」かつ「現場滞在時間３０分以上」の事案 

 

ケ 医療機関応需率 

○ 救急搬送の７割以上を圏域の医療機関で受けています（図表１１-３-３-６２）。 

一方、受入れに至らなかった理由は、専門外、処置困難、患者対応中、ベッド満床、その他

となっています。 

  

高梁市 新見市 総務省 

令和３年 

（2021） 

令和４年 

（2022） 

令和３年 

（2021） 

令和４年 

（2022） 

令和３年 

（2021） 

救急搬送件数  1,748 件  1,784 件 1,444 件 1,522 件 6,193,581 件 

転院搬送件数  434 件  392 件 281 件 272 件 518,483 件 

転院搬送割合 24.8％ 22.0％ 19.5％ 17.9％ 8.4％ 

■高梁市消防本部 ■新見市消防本部 
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図表 11-3-3-62 圏域の医療機関応需率（受入れ人数/紹介人数）（令和３（２０２１）年） 

医療機関所在地 全数割合 
再掲 

心肺停止 心筋梗塞 脳卒中 重症外傷 

高梁市 7１.2％ 79.5％ 78.6％  72.6% 63.9% 

新見市 80.3％ 91.9％ 94.1％ 80.6% 70.8% 

備中局管内 69％ 66％ 76％ 71％ 68％ 

（資料：備中地区メディカルコントロール協議会） 

 

(４)市の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置状況及び講習会実施状況  

○ 令和５（２０２３）年４月１日時点のＡＥＤ設置状況は、市立学校やスポーツ施設等を中心に、

高梁市が１２９台、新見市が８６台設置しています。また、令和４（２０２２）年度中に市が実施した

ＡＥＤ講習会は、高梁市が４１回（参加者６７８人）、新見市が５７回（参加者１，７９３人）でした（資

料：岡山県医療推進課）。 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

救急医療体制 ○初期救急については、医師の高齢化や診療所の減少があり、将来の維持

体制が危惧されています。地域枠卒業医師、自治医科大学卒業医師等

の若い医師への働きかけやスキルアップのための取り組みを進めます。 

○三次救急医療については、圏域内では対応が困難なため、圏域外の三次

救急医療機関と一層の連携確保に努めます。 

○救急搬送の地元医療機関による応需率は７０％～７８％です。今後も圏域

内での応需率の向上に向けて、救急医療対策協議会、医師会、消防の連

絡会議等で協議を継続します。 

○在宅当番医や、新見市休日・準夜間診療所の体制がより流動的に維持で

きるよう関係機関の協議を進めます。 

救急搬送体制 ○県南部への救急搬送には時間がかかるため、それを補う手段として、ドクタ

ーヘリ、ドクターカーの有効な活用に努めます。 

○備中地区メディカルコントロール協議会、新見市メディカルコントロール協議

会、高梁市内医療機関と消防関係の連絡会を通じ、さらに有効な救急搬

送への取組を行います。 

住民への救命 

処置等の啓発 

○「小児救急電話相談」、「にいみ２４時間安全安心相談ダイヤル」の利用を

啓発します。 

○ＡＥＤ講習会を継続・促進します。 

○かかりつけ医を持ち、平日昼間の受診を勧めるとともに、高齢者等の見守り

を行う地域団体とともに、初期症状の発見や、早期受診・継続受診の重要

性を啓発します。 
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⑦ 災害時における医療 

【現状と課題】 

○ 平成３０（２０１８）年７月西日本豪雨により圏域においても、河川の氾濫、外水、内水による浸水、

土砂災害等により交通ネットワークが遮断され、上下水道インフラ等の被害による長期間の断水

など大規模な災害でした。「高梁市平成３０年７月豪雨災害記録誌」によると、被災した医療施

設が３か所、職員の勤務が困難になった医療施設が２か所ありました（図表１１-３-３-６３）。また、

近隣の病院に地域住民が避難するなどの事態が発生し、限られた職員で診療を行うなどの対応

を余儀なくされました。 

○ 発災前後から消防本部による救助活動、発災直後に高梁中央病院ＤＭＡＴが活動を開始し、

発災早期に郡市等医師会医師が避難所への救護要請に対応しました。圏域の医療機関から

「広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」による支援要請はありませんでした。 

○ 岡山県地域防災計画によると、高梁川水系における最大洪水浸水は２メートル、南海トラフ巨

大地震による震度分布は、高梁市が震度５弱、新見市が震度４～５弱が想定されています。 

○ 令和５（２０２３）年圏域の有床医療機関の立地状況で、浸水想定区域または土砂災害警戒区

域に立地している医療機関においては、ＥＭＩＳの基本情報の入力や更新、災害時を想定した訓

練が重要となります。 

 

図表 11-3-3-63 平成３０（２０１８）年７月豪雨及び令和元（２０１９）年集中豪雨による被害状況  

 
死亡・ 行 

方不明者 
重軽傷者 住宅被害 

断水世帯 

戸 数 

避 難 所 

開 設 数 

最 大 時 

避難者数 

被災した 

医療機関 

・ 薬 局 

断水した 

医療機関 

・ 薬 局 

勤務困難 

になった 

医療機関 

・ 薬 局 

平成 30（2018）年 

7 月豪雨  

高梁市 3 3 624 7,071 43 2,800 3 7 2 

新見市 1 1 115 694 67 2,002    

令和元（2019）年 

集中豪雨  

高梁市       1   

新見市  1 344 16 6 74 1   

（資料：「高梁市平成３０年７月豪雨災害記録誌」及び新見市ホームページ） 

 

○ 過去の災害時、保健所は各機関と連携して被災状況や必要な医療ニーズ等を把握し、備中

県民局に設置された地域災害保健医療福祉調整本部等と、必要な人材派遣や医療の提供を

行いました。今後もＤＭＡＴなどの災害派遣支援チームや圏域医療機関と連携した平時からの取

組の継続が必要です。 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

災害拠点病院 ○災害拠点病院・ＤＭＡＴ/ＪＭＡＴ・日赤医療チーム・地域の医療機関等と

連携した傷病者の受け入れ搬送体制の確認・支援を行います。 

広域災害救急医

療情報システム 

(ＥＭＩＳ) 

○ＥＭＩＳを通じた情報共有や支援要請ができるよう、基本情報の入力確認や

定期的な訓練を実施し、災害時の対応がスムーズにできるよう平時から準

備を行います。ＤＭＡＴ・医療機関・行政が連携し情報の共有を行い迅速

な支援を提供します。 

災害時の医療 ・

保健・福祉提供 

○圏域の災害救急医療体制については、救急医療推進協議会等で検討を

行います。 

○各市・医療機関（災害拠点病院）・保健所等が連携した災害時訓練や、特

別警戒体制発令時の確認対応で、有事に対応します。 

○難病や医療的ケア児・要支援者の避難計画等を平時から作成し、市関係

者等と共有します。 

災害時の医療ス

タッフ等確保 

○西日本豪雨災害の経験をもとに、災害時職場まで出勤できない職員が近く

の医療機関や避難所で活動ができるよう、関係機関とネットワークや体制の

検討の場を持ちます。各市と連携し災害情報を把握し、備中県民局地域

災害保健医療福祉調整本部と連携、災害保健情報システムを活用し、必

要な医療保健福祉スタッフの確保に努めます。 

災害を想定 した 

啓発 

○医薬品の備蓄、お薬手帳の所持等災害時に必要な物品の啓発を行い

ます。 
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⑧ へき地の医療   

【現状と課題】 

(1)無医地区・無医地区に準じる地区  

○ 令和５（２０２３）年４月１日現在、圏域には無医地区が４地区（新見市４）、無医地区に準じる

地区が６地区（高梁市６）あります（図表１１-３-３-６５）。 

 

(2)へき地医療拠点病院及びへき地診療所  

○ 令和５（２０２３）年４月１日現在、へき地診療所は、県内で圏域に最も多く２０施設（高梁市９、

新見市１１）あります（うち新見市１は休止中）。へき地診療所のうち７施設 (高梁市３、新見市４)

は、週５日以上開設しています（図表１１-３-３-６５）。中山間地域の住民にとっては、貴重な医

療提供施設として機能しています。 

○ へき地医療拠点病院は、高梁市では高梁市国民健康保険成羽病院が指定されており、医療

と介護の連携を図る地域包括ケアシステムの拠点としての役割を担っています。また、へき地に

所在する診療所を附属機関として運営しています。 

新見市では渡辺病院が指定されており、渡辺病院から新見市国民健康保険湯川診療所、新

見市千屋診療所に医師が派遣されています。圏域外のへき地医療支援病院からも医師の派

遣を受けています。 

 

(3)医師の年齢別割合及び診療所数の推移  

ア 医師の年齢別割合 

○ 令和２（２０２０）年末時点では、圏域の医師の５７．４％が６０歳以上です（図表１１-３-５-１）。 

 

イ 診療所数の推移 

○ 平成２０（２００８）年から令和３（２０２１）年にかけて、圏域の診療所は６施設減少しており、変

化率は－８．９６％です。 

 

図表 11-3-3-64 診療所数の推移 

 
平成 20 

（2008）年 

診療所数① 

令和 3 

（2021）年 

診療所数② 

令和 3 

（2021）年 

人口 10 万対 

診療所数 

変化率 

（②-①）/① 

（％） 

圏域 67 61 109.33 -8.96 

岡山県 1,626 1,636 87.22 0.62 

（資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」） 
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図表 11-3-3-65 へき地における診療体制            （令和５（２０２３）年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（資料：備北保健所） 
※１日平均外来患者数は、令和５（２０２３）年６月１日現在の「おかやま医療情報ネット」による。 
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へき地医療拠点病院 

渡辺病院 

新見市 へき地診療所 

１ 油野診療所（週1日、9.4人/日） 

２ 高瀬診療所（週1日、9.2人/日） 

３ 千屋診療所（週2日、7.6人/日） 

４ 井倉診療所（休止中） 

５ 神代診療所（週5日、13.9人/日） 

６ 新郷診療所（週1日、8.1人/日） 

７ 湯川診療所(週3日、14.3人/日） 

８ 菅生診療所（週1日、4.8人/日） 

９ 哲西町診療所（週5日、34.8人/日） 

１０ 国際貢献大学校メディカルクリニック 

（週6日、28.5人/日） 

１１ 新見クリニック（週6日、41.8人/日） 
 
（ ）内は、診療日数（特定の週のみの場合あ

り。）と１日平均外来患者数
※ 

高梁市 へき地診療所 

１ 西山診療所（月2日、1.9人/日） 

２ 中井診療所（月2日、2.3人/日） 
 
以下成羽病院附属 

３ 川上歯科診療所（週 6 日、22 人/日） 

４ 川上診療所（週6日、42人/日） 

5 平川診療所(週1日、18.5人/日) 

６ 備中診療所(週5日、14.7人/日) 

７ 湯野診療所（月2日、9.2人/日） 

８ 田原診療所（月3日、7.3人/日） 

９ 吹屋診療所（月3日、8.4人/日） 
 
（ ）内は、診療日数（特定の週のみの場

合あり。）と１日平均外来患者数※ 
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(4)人口推移及び高齢化等 

○ 令和４（２０２２）年の圏域の６５歳以上の高齢化率は４２．９％です（図表１１-３-２-１）。 

○ 圏域の人口は、平成２７（２０１５）年の６２，７３３人を１００％とすると、令和２７（２０４５）年には、

３２，５３８人（５１．９％）に減少すると予測されています（図表１１-３-２-２）。 

○ 圏域の令和２（２０２０）年の１世帯あたりの人員は２．２７人で、高齢者単独世帯の割合は 

１６．８％です（図表１１-３-３-６６)。 

 

図表 11-3-3-66 圏域の一般世帯の一世帯当たりの人員及び高齢者単独世帯の割合  

 

（資料：総務省「国勢調査」） 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

勤務医師等 

の確保 

○医師が不足するへき地には、へき地医療拠点病院からの医師派遣が行われ、

診療体制の確保についての努力が継続されています。こうした医師派遣が継続

され、圏域へ派遣された医師が定着できるように、行政も含め、地域枠卒業医

師や自治医科大学卒業医師との交流、施設間での交流を深め、地域への医

師定着に取り組みます。 

○へき地診療所を活用し、医学生や看護学生などの地域実習の受入れの場を提

供することにより、将来の地域医療を担う人材育成を支援します。 

医療提供 

体制 

○かかりつけ医、圏域の医療機関、行政等が協力して、へき地や在宅医療患者

の遠隔医療に対する需要調査を含め、遠隔医療の導入可能性に関する具体

的な検討を行います。 

○へき地診療所等の設備整備の支援などにより、診療機能の充実を図ります。 

○へき地診療所等と訪問看護ステーション等との連携を強化し、継続的な在宅

医療・看護体制を目指します。 
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⑨ 周産期医療 

【現状と課題】 

(1)妊娠、出産及び死亡等の状況 

ア 妊娠届 

○ 妊娠届出数は年々減少傾向です。圏域内の妊娠届出数は、平成２９（２０１７）年には３２６人

でしたが、令和３（２０２１）年には２１９人となり、２９％減少しています。 

 

図表 11-3-3-67 圏域内の妊娠届出数の推移 

 
（資料：「平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年岡山県の母子保健」） 

 

イ 母の年齢階級別出生状況 

○ 令和３（２０２１）年には、圏域内の３５歳以上の母の出産割合は徐々に増加し、３４．２％となっ

ています。 

 

図表 11-3-3-68 圏域内の母の年齢別出生割合の推移  

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

ウ 出生数及び低出生体重児出生数の状況 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の出生数は２２８人で、平成２（１９９０）年の７１９人から減少傾向で 

す（図表１１-３-２-５）。 

○ 令和３（２０２１）年の出生時体重２，５００ｇ未満の低出生体重児数は圏域で２１人でした。出

生総数に対する割合は９．２％で、岡山県の９．１％とほぼ同率です（図表１１-３-３-６９）。 
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図表 11-3-3-69 低出生体重児出生数及び出生総数に対する割合の推移                          

 平成 29年 

（2017） 

平成 30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和 2 年 

（2020） 

令和 3 年 

（2021） 

低出生体重児 

出生数（人） 

高梁市 １９ １３ １０ ９ ７ 

新見市 １５ １３ １１ ９ １４ 

圏域 ３４ ２６ ２１ １８ ２１ 

岡山県 １，３６２ １，３０８ １，０８５ １，１７７ １，１９１ 

出生総数に対する

割合（％） 

高梁市 １３．３ ９．０ ７．６ ８．１ ５．９ 

新見市 １１．８ ８．７ ７．９ ７．６ １２．７ 

圏域 １２．６ ８．８ ７．７ ７．９ ９．２ 

岡山県 ９．１ ９．０ ７．９ ８．７ ９．１ 

（資料：厚生労働省「（平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年）人口動態」） 

 

エ 死産数及び死産率の推移 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の死産数は７、死産率（出産千対）２９．８で、平成２（１９９０）年から

は減少傾向です（図表１１-３-２-１２）。なお、７胎のうち人工死産は５胎（高梁２・新見３）です。 

 

オ 周産期死亡の状況 

○ 令和３（２０２１）年の圏域の周産期死亡（妊娠満２２週以降の死産と早期新生児死亡（生後１

週未満の死亡）の合計） の数は１で、周産期死亡率（出産千対）は４．４です（図表１１-３-２-１３）。 

 

(2)産科の医療提供 

○ 圏域には、産科の診療所は高梁市、新見市にそれぞれ１施設あります。分娩を取り扱っている

のは新見市の１施設です。高梁市では、地元で妊婦健診を受けることができますが、分娩は圏

域外の産科施設と連携を図りながら行っています。 

 

(3)出産場所別出産状況 

○ 高梁市の妊婦は、倉敷市内と総社市内の医療機関で合わせて８０％が出産しています（図表

１１-３-３-７０）。新見市の妊婦は３７％が市内の医療機関で出産し、倉敷市、岡山市、総社市

及び真庭市でそれぞれ１０～１４％が出産しています（図表１１-３-３-７１）。 

 

図表 11-3-3-70 高梁市妊婦の出生場所別  図表 11-3-3-71 新見市妊婦の出生場所別 

出産割合（令和４（２０２２）年）              出産割合（令和４（２０２２）年） 

  

（資料：高梁市健康づくり課）              （資料：新見市健康医療課） 
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図表 11-3-3-72 圏域内医療機関の出産状況 
 平成29年 

（2017） 
平成30年 
（2018） 

令和元年 
（2019） 

令和2年 
（2020） 

令和3年 
（2021） 

圏域内の出生数（人） ２７０ ２９４ ２７１ ２２９ ２２８ 

圏域内医療機関の分娩件数（件） ９３ ９２ ６７ ６３ ５１ 

（資料：「平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年岡山県の母子保健」、新見市健康医療課） 

 

(4)救急体制 

○ 高梁市では、平成２５（２０１３）年に分娩を取り扱う医療機関がなくなったことから、緊急時等の

搬送を円滑に行うため「ママ・サポート１１９」（妊婦事前登録制度）が整備されています。開始か

ら令和５（２０２３）年５月１０日現在で１，０９３件の登録があり、うち７１件の利用がありました。 

 

(5)妊婦健診・産婦健診 

ア 医療機関委託妊婦健診 

○ 令和３（２０２１）年の妊婦健診受診率は高梁市８２．３％、新見市７７．０％（県８３．４％）でした。 

 

図表 11-3-3-73 医療機関委託妊婦健診受診率  

 
（資料：「平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年岡山県の母子保健」） 

 

イ 医療機関委託産婦健診 

○ 産婦健診が平成３０（２０１８）年１０月から開始され、令和３（２０２１）年の受診率は高梁市  

９１．１％、新見市８０．５％（県８５．２％）でした（図表１１-３-３-７４）。特に、エジンバラ産後うつ

病質問票（ＥＰＤＳ）の結果によると、産後うつのスクリーニングでは、高梁市７．２％、新見市７．４％

（県９．７％）が支援を必要とする産婦であり、産科、精神科、行政等と連携しながら支援してい

ます（図表１１-３-３-７５） 

 

図表 11-3-3-74 産婦健診の受診率      図表 11-3-3-75 EPDS９点以上の産婦の割合 

 

 

（資料：「令和元（２０１９）年～令和３（２０２１）年 （資料：「令和元（２０１９）年～令和３（２０２１）年 

岡山県の母子保健」）                 岡山県の母子保健」） 
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(6)妊娠期から切れ目のない医療と保健の提供    

○ 妊娠中からの気になる母子支援連絡票やハイリスク妊産婦連絡票等を通して、圏域内外の産

科、精神科、小児科、行政等が連携し、妊娠期からの支援を展開しています。 

 

図表 11-3-3-76 ハイリスク妊産婦連絡票    図表 11-3-3-77 ハイリスク妊産婦訪問割合    

（資料：「平成２９（２０１７）年～令和３（２０２１）年岡山県の母子保健」） 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

安心安全な出

産に向けての

体制整備 

○ハイリスク妊産婦連絡票等を通し、圏域内外の産科医療機関、精神科、小児

科と連携を図り、妊娠期からの切れ目のない支援を継続します（高梁版ネウボ

ラ連絡会・新見市産科との連絡会議）。 

○「ママ・サポート１１９」等の活用により、緊急時における産科施設へのアクセス

確保を引き続き進めます。 

○消防と産科医療機関との合同研修会や、妊婦や家族に対する健康教育を関

係機関と協働して継続します。 

医療連携体制 ○基礎疾患などにより分娩リスクの高い妊婦や胎児が、必要な治療を受けられる

よう、周産期母子医療センター等との連携を図り、体制を整備します。 

○外国籍妊婦の増加により、医療機関や地域支援の場では言語や文化、宗教

に合わせた対応が課題となっているため、外国籍妊婦への取組を推進します。 

○出生数の減少や医療資源が限られる中にあっても、圏域において安全な周産

期医療体制が維持できるよう、今後も関係機関との協議を継続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠届出に対する割合（％） 妊娠届出に対する割合（％） 
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⑩ 小児医療（小児救急医療を含む） 

【現状と課題】 

 (1)圏域全体の小児医療の概要 

ア 小児科医療機関 

○ 圏域に、小児科専門医が在籍する医療機関は、高梁

市は１病院（高梁市国民健康保険成羽病院）と３診療

所、新見市は１病院（新見中央病院）で、いずれも原則

的に平日日中の診療となっています（図表１１-３-３- 

７８）。 

 

イ 小児救急 

○ 小児科を標榜する医療機関は圏域内に１５医療機関

あり、身近なかかりつけ医として、初期救急に対応してい

ます。入院を要する小児医療は、１医療機関以外は他

の医療圏域との連携で補完されている状態です。 

 

ウ 専門分野（小児神経科・小児精神科等） 

○ 圏域に児童発達の専門医がいないため、医療が必要

な場合は他圏域で受診しています。 

 図表 11-3-3-78 圏域の小児

科専門医が在籍する医療機関  

（令和５（２０２３）年１０月時点） 

 

 

 

 

エ 小児リハビリテーション 

○ 医療的ケア児等への外来小児リハビリテーション実施機関が無いため、診療所や、医療機関と

連携し訪問リハビリテーションで対応するなど、個別に調整を行っています。 

 

オ 新型コロナウイルス感染症拡大時の対応  

○ 新型コロナウイルス感染症拡大時は、有症状の小児の多くを圏域のかかりつけ医療機関が診

察しました。時間外初診は主に内科が対応し、入院は、圏域外の医療機関が対応しました。 

 

(2)要支援児 

ア 発達障害（疑い含む） 

○ 圏域では発達検査等のできる医療機関が無いため、継続医療の必要な児童生徒は他圏域で

受診している状況です。一方、日常的な訓練等発達支援サービス（児童発達支援）を利用する

場合に必要な医師の意見書の作成については、これまで保健所・支所が行う「子どもの健やか

発達支援事業」や各市が行う「発達相談事業」等がその役割を担ってきましたが、徐々にかかり

つけ医が意見書の作成を行う仕組みが整ってきています。 

イ 医療的ケア児 

○ 医療的ケアの必要な児は、令和４（２０２２）年度は高梁市４人、新見市４人でした。様々な疾

患や障害を持つ子どもについて、医療費の助成や、関係機関と連携を図り、子どもの健やかな

成長と発達や保護者の支援を行っています。 

 

新見市 

高梁市 

病院    診療所 

（資料：備北保健所） 
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図表 11-3-3-79 圏域の小児慢性特定疾病申請者数       （令和４（２０２２）年３月３１日時点）  

内分泌疾患 悪性新生物 慢性心疾患 神経筋疾患 その他 合計 

１０人 ６人 ４人 ４人 １０人 ３４人 

（資料：備北保健所） 

 

図表 11-3-3-80 圏域内の社会資源 

 高梁市 新見市 備考 

病児ショートステイ １カ所 １カ所  

福祉型児童発達支援センター １カ所  
発達支援・放課後デイサービス 

訪問型発達支援・保育所訪問支援 

児童発達支援事業所 ３カ所 ２カ所 
発達支援（４）・放課後デイサービス（５） 

訪問型発達支援（１）・保育所訪問支援（３） 

訪問看護ステーション ６カ所 ３カ所  

病児保育 １カ所 １カ所  

（資料：「令和３（２０２１）年４月１日岡山県保健福祉部保健福祉施設名簿） 

 

ウ 低出生体重児 

○ 令和３（２０２１）年の出生時体重２，５００ｇ未満の低出生体重児数は圏域では２１人で、出生

総数に対する割合は９．２％で岡山県の 9．1％とほぼ同率です （図表 11-３-３-６９）。 医療

機関からの低体重児・ハイリスク新生児連絡票等により訪問指導を行うなど、関係機関と連携し

た支援を行っています。 

 

図表 11-3-3-81 圏域における医療機関からの低体重児・ハイリスク新生児連絡票送付及び低出

生体重児に対する訪問件数及び対出生割合   

 

低体重児・ハイリスク新生児連絡票送付  低出生体重児訪問 

令和元年度 

（2019） 

令和2年度 

（2020） 

令和3年度 

（2021） 

令和元年度 

（2019） 

令和2年度 

（2020） 

令和3年度 

（2021） 

高梁市 
件数    （件） ２ １ ４ ７ １０ １０ 

対出生割合（％） １．５ ０．９ ３．４ ５．３ ９．０ ８．５ 

新見市 
件数    （件） ６ ５ ４ １４ １４ ２０ 

対出生割合（％） ４．３ ４．２ ３．６ １０．１ １１．９ １８．２ 

岡山県 
件数    （件） ４２５ ４２５ ４３６ ９７３ １１６ １，１６７ 

対出生割合（％） ３．１ ３．１ ３．３ ７．１ ８．３ ８．９ 

（資料：「令和３（２０２１）年度版岡山県の母子保健」）  
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【施策の方向】 

項目 施策の方向 

子どもの病気に対

する保護者の対

応力の向上 

○小児救急電話相談（＃８０００）の利用について、引き続き啓発に努めま

す。 

○各市や消防と連携し、かかりつけ医を持つことや、早めの平日の受診を啓発

し、時間外受診の減少や救急の適正利用を推進します。 

小児医療 ○今後も、小児科医師や小児科を標榜する医療機関がかかりつけ医となり、

医療提供が継続できるよう努めます。 

医療的ケア児・小

児慢性特定疾病

児、低出生体重

児等への支援 

○専門医療機関やかかりつけ医・訪問看護・リハビリテーション関係者・保育

教育機関等と連携し、子どもの医療や発育発達を促す支援、保護者支援

ができるよう連携を図ります。 
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⑪ 新興感染症等の感染拡大時における医療  

【現状と課題】 

(1)新型コロナウイルス感染症の対応状況  

ア 発生届出の状況 

○ 圏域では第３波から発生の届出があり、第７波では発生届出件数が増加しました。 

 

図表 11-3-3-82 圏域の新型コロナウイルス感染症発生届出件数  

 

イ 対応 

○ 入院医療や、宿泊療養・自宅療養の支援を関係者で行いました。 

○ 令和４（２０２２）年度はオミクロン株の流行で、抗原定性検査を中心に実施することとなったた

めＰＣＲ検査数は減少し、個人での抗原定性検査キットによる検査も可能となりました。 

○ 電話・受診相談は、保健所・県庁の受診相談センター・陽性者診断センター、自宅療養サポ

ートセンターの対応や、看護師等の雇い上げによる対応など人員体制づくりが必要でした。 

○ 圏域内においては、９２件のクラスターが発生し、ＯＣＩＴ（岡山県クラスター対策班）とともに対

応を行いました。 

○ 医療機関からのファクシミリによる処方依頼に対し、薬局による薬の訪問配達・電話指導が行

われ、自宅療養者の療養を支えました。また、感染対策をとりながら、訪問看護、訪問介護など

による支援も行われました。 

 

ウ 医療提供体制の状況 

○ 新型コロナウイルス感染症外来対応医療機関は、令和５（２０２３）年５月７日時点で公表可能

とされた医療機関が２３医療機関あります。 

○ 新型コロナウイルス感染症の入院医療機関及び病床数は、令和５（２０２３）年５月８日時点で

７病院１７床でした。 

○ 自宅療養者については、「おうちで安心高梁方式」により、高梁医師会・行政・消防・福祉・保

健所等が連携を図り、電話診療やオンライン診療等による医療が機能しました。 
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第 6 波  

オミクロン株  
（BA.1/BA.2）  

第 7 波  

オミクロン株  
（BA.5）  

第 8 波  

オミクロン株  

事務の人材派遣  

看護師雇い上げ等  

ＯＣＩＴ派遣 

第 3 波  

従来株  

第 4 波  

アルファ株  

【R2(2020)年】       【R3(2021)年】              【R4(2022)年】                【R5(2023)年】 

 R4（2022） .9.26～全数届出の見直し 
(資料：備北保健所） 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

新興感染症発

生時の医療提

供体制 

○新興感染症の発生時、第一種・第二種感染症指定医療機関と連携を図り

適切な治療が行われるよう支援します。 

新興感染症ま

ん延時の医療

提供体制 

○新興感染症まん延時は、新型コロナウイルス感染症対応を生かし、感染症流

行予測により、早めに県・郡市等医師会との協定等に基づき、発熱外来医療

機関や入院医療機関の病床確保について、保健所からも協力を求めるととも

に、関係者との連携協議の場を持ちながら対応を行います。 

○クラスター発生時はまん延防止のために、ＯＣＩＴや感染管理認定看護師等と

連携しながら、高齢者施設等を中心に感染防止を図ります。 

○自宅療養・宿泊療養については、感染症の特性や国・県の動向を踏まえ、関

係機関と連携を図りながら地域での支援体制を構築します。関係市町村とも

連携し住民へ正しい知識の啓発に努めます。 

保健所の体制 ○新興感染症まん延時は、圏域内での連携も含め、派遣やＯＢの看護師・保健

師・事務職員の確保等により保健所の体制強化を図ります。 

平時からの 

対応 

○新興感染症や他の感染症がまん延しないように、消防機関や高齢者施設等

に対し、感染管理認定看護師等と連携しながら、研修会を行います。 

ＢＣＰ（事業継続計画）の確認等、感染症対策の啓発に努めます。医療機関

の立入検査等も含め日頃から医療機関の感染症発生時の対応等課題の共

有を図ります。 

新興感染症患

者の搬送体制 

○消防や医療機関と連携した、救急搬送研修を行い有事に備えます。                                       
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⑫ 在宅医療  

【現状と課題】 

 (1)医療・介護資源 

○ 圏域の在宅療養支援病院や訪問看護ステーションは、微増しています。 

 

図表 11-3-3-83 圏域の在宅医療介護資源の推移  
 平成 30 年 

（2018） 
令和元年
（2019） 

令和 2 年 
（2020） 

令和 3 年 
（2021） 

令和 4 年
（2022） 

在宅療養支援病院 ０ ０ ０ １ ２ 
在宅療養支援診療所 ６ ６ ６ ６ ６ 
在宅療養歯科診療所 ８ ８ ８ ８ ８ 
訪問看護ステ－ション ５ ５ ６ ７ ８ 
介護医療院 ０ ２ ２ ２ ２ 
介護老人保健施設 ４ ４ ４ ４ ４ 
地域包括支援センター ２（３支所） ２（３支所） ２（３支所） ２（３支所） ２（３支所） 
（資料 :中国四国厚生局４月１日データ「診療報酬施設基準」、備北保健所） 

 

(2)在宅医療の需要の推計値と供給の実績状況  

○ 新型コロナの影響のなかった令和元（２０１９）年度ＮＤＢオープンデータを分析すると、圏域に 

おける在宅訪問診療料（同一建物）の需要推計値９，３６５回に対する実績値は７８８回、同（別

建物）の需要推計値６，５７３回に対する実績値は３，５２８回であり、訪問診療の需要を満たしき

れていないと考えられます。一方、自己注射や在宅酸素療法など、訪問の必要性の高いものに

ついては、それぞれ５，４０８回の需要推計値に対して４，１１７回の実績、１，０９１回の需要推計  

値に対して９５６回の実績があり、ほぼ需要を満たしていると考えられます。 

 

図表 11-3-3-84 圏域の在宅医療の需要推計値と実績値の比較 

 
（資料：厚生労働省ＮＤＢオープンデータ（令和元（２０１９）年度在宅医療  圏域の在宅医療の需要推計値＝

性・年齢別算定回数（全国）×圏域の人口（性・年齢別）/全人口（性・年齢別） 圏域の在宅医療実
績値＝二次医療圏別算定回数  

 

○ 令和４（２０２２）年圏域の高齢化率は４２．９％で（図表１１-３-２-１）、令和２（２０２０）年高齢

者単独世帯の割合は１６．８％（図表１１-３-３-６６）、６５歳以上高齢者の単独世帯は高梁市  

  ２，１７５戸、新見市１，８７８戸です。 

○ 令和２（２０２０）年の７５歳以上１，０００人あたりの在宅医療利用者数は２０人と県９３人に比 

べ少なく、在宅医療の需要に応じられていないことが示唆されます（図表１１-３-３-８５）。 

また、令和２年（２０２０）年の７５歳以上１，０００人あたりの介護保険施設定員数は８６人で、県  

６１人に比べ多い状況です（図表１１-３-３-８６）。 
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図表 11-3-3-85 在宅医療サービス利用者数（月間）             令和２（２０２０）年１０月  

 在宅医療利用者数 ７５歳以上１，０００人当り 偏差値 

圏 域 ２７１人 ２０人 ３３ 

岡山県 ２８，２０２人 ９３人 ５４ 
（資料：日本医師会総合政策研究機構「地域の医療提供体制の現状-都道府県別・二次医療圏

別データ集-（２０２３年４月）」  

 
図表 11-3-3-86 介護保険施設定員数                     令和２（２０２０）年１０月 

 介護保険施設定員数 ７５歳以上１，０００人当り 偏差値 

圏 域 １，１６８人 ８６人 ７１ 

岡山県 1８，８６４人 ６１人 ５４ 
（資料：日本医師会総合政策研究機構「地域の医療提供体制の現状-都道府県別・二次医療圏

別データ集-（２０２３年４月）」 

 

(3)医療介護連携体制 

○ 高梁市は、平成２５(２０１３)年から高梁市在宅拠点事業推進協議会を設置し、在宅医療介

護多職種連携を進めるとともに、平成３０(２０１８)年に高梁市医療計画を策定し、基本方針の

一つに「地域包括ケアシステムの構築に向けた医療分野の関与強化」を掲げ、在宅医療を支え  

  る専門職の資質向上の取組や地域の医療介護人材の確保に向けた取組を進めています。 

○ 新見市は、新見市在宅医療・介護連携推進協議会、新見地域医療ネットワーク、在宅医療・

介護連携支援センターまんさく、新見地域在宅医療支援システム研究会の各組織において、

在宅医療介護連携を推進するため多職種連携や人材育成等を目指す活動を展開し、入退院

支援ルール、医療・介護れんらく帳の作成や活用促進等、地域在宅医療体制の充実に向けた 

取組を進めています。 

 

図表 11-3-3-87 圏域の医療介護連携体制 

 多職種連携体制  主な取組  

高梁市  高梁市在宅医療・介護連携推進

協議会  

地域医療・介護資源の把握、課題の抽出、対応策検討、

切れ目のない在宅医療・介護提供体制の構築、医療介

護関係者の情報共有・相談支援  

関係者研修、地域住民への啓発、広域連携  

実務者部会  医療・介護課題の抽出、協議会の課題を具体化  

研修会の企画運営  

高梁かんごねっと（高梁医師会） 看看連携体制の確立、人材確保と育成、その他在宅医

療・介護連携や地域医療推進に必要な事業  

新見市  新見市在宅医療・介護連携推進

協議会  

医療介護連携事業の推進における方針を協議  

新見地域医療ネットワーク 課題の抽出と対応策検討、切れ目のない連携体制の構

築、地域住民への啓発  

新見市在宅医療・介護連携支援

センターまんさく 

地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携に

関する相談支援、在宅医療・介護関係者の情報共有の

支援、知識の習得等のための研修など地域の実情に応じ

た医療・介護関係者の支援  

新見地域在宅医療支援システム

研究会  

医療介護資源の把握・医療介護に関する相談支援情報

共有・知識習得研修等支援者の支援  

（資料：備北保健所） 
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○ 高梁市在宅医療・介護連携推進協議会実務者部会、新見市多職種連携会議・人材育成

研修会等で、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に関する研修会を開催し、人生の最終段階

における意思決定支援が行えるよう医療・介護従事者の資質向上を図っています。また、住民

への普及啓発の取り組みも実施しています。介護医療院や療養型病床等の活用や老人保健

施設等での施設看取り、訪問診療と訪問看護の連携による在宅看取りなども行われています。 

 

図表 11-3-3-88 在宅療養支援病院・診療所及び在宅療養支援歯科診療所の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅療養支援病院： 
24 時間 365 日体制で、往診や訪問看護を行う病院  

 

 

在宅医療支援診療所： 
24 時間往診が可能な体制を確保し、訪問看護ステーションと連携を図る診療所  

 在宅療養支援歯科診療所： 
医科医療機関や地域包括支援センター等との連携を図り、在宅や介護施設等の療養
を歯科医療面から支援する診療所  

 

訪問看護ステーション・みなし訪問看護  

（資料：備北保健所） 

①訪問看護ステーションくろかみ 

②訪問看護ステーション WITH 

③阿新虹の訪問看護ステーション 

①山本医院 耳・鼻・のどクリニック 

①名越歯科クリニック 

②医療生協阿新歯科診療所 

②哲西町診療所 

③哲西町歯科診療所 

新見市 

太田病院 

令和５（２０２３）年６月１日現在  

成羽病院 

高梁市 

①三村医院 

①妹尾歯科医院 

②樋口歯科医院 

③医療生協高梁歯科診療所 

①大杉病院訪問看護ステーション 

②高梁中央訪問看護ステーション 

③高梁市医師会訪問看護ステーションやまびこ 

④訪問看護ステーションなごみの森  

⑤成羽病院訪問看護ステーション 

②池田医院 

③仲田医院 

④川上診療所 

④川上歯科診療所 

⑥川上訪問看護（みなし） 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

在宅医療の推進 ○在宅医療に取り組む医療機関（在宅療養支援病院・診療所含む）とと

もに、医療へのアクセスが不便な地域でも良質な医療が受けられるよ

う、遠隔医療システムや情報通信システム等を活用し、行政・郡市等

医師会・看護協会・薬剤師会等関係者と連携をしながら在宅診療に

あたれるよう連携体制を進めます。 

○広域な圏域で効率的な、巡回診療や遠隔診療の実施に向けて、医療

機関同士が協力して対応する体制の検討を行います。 

○介護支援専門員等と連携し、在宅医療のニーズ把握・調査を行い、

病院・診療所・訪問看護ステーション等が連携した在宅医療の推進を

支援します。 

在宅医療介護資源の

確保 

○高梁市・新見市で実施されている、奨学金や、「高梁かんごねっと」「新

見市ドクターネットワーク」の効果的な取組が、それぞれの市で取り入れ

られ圏域内で広がるよう支援していきます。 

○大学等との連携を深め、医師・看護師のほか、多職種の実習生を受け

入れることにより、圏域全体で在宅医療・介護人材の確保に努めま

す。 

○県・岡山県看護協会・岡山県訪問看護ステーション連絡協議会等と

連携し、医療人材確保の取り組みを進めます。 

○訪問看護ステーションの広域化・効率化についての検討を行います。 

医療介護連携 

 

○在宅医療介護連携推進協議会の中で、現場の課題を共有し多職種

連携で課題の解決を進めます。 

○在宅療養生活の質を維持・向上するために、リハビリテーション・口腔

管理・栄養管理等の多職種連携による一体的な取り組みを進めま

す。 

看取り 

 

○ＡＣＰの普及啓発を継続して行います。 

○在宅での看取りについて、特に土日祝日の訪問看護と診療所を在宅

療養支援病院等２４時間体制にある病院がバックアップできる連携体

制について検討の場を持ちます。 

○施設や医療機関が連携しながら本人や家族が望む場所での看取りが

実施されるよう支援を行います。 
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（４）医療安全対策 

 【現状と課題】 

○ 保健所は、病院には原則年１回、有床診療所には原則３年に１回定期的な立入検査を行い、

各医療機関へ医療機能情報の公開や医療安全対策への取組について指導しています。 

○ 病院、有床診療所では、安全管理委員会や院内感染対策委員会を設置し、安全管理のため

の職員研修を実施するなど、医療に係る安全管理の徹底に努めています。歯科を含む無床診療

所の医療安全対策は、各診療所の自主的な取組によって進められています。 

○  保健所では、医療相談窓口を設け、相談に対応しています。近年の相談件数は、令和３ 

（２０２１）年度１件（診断・治療への不信等）、令和４（２０２２）年度２件（医療従事者の態度  

言動１件、診断・治療への不信等１件）です。 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

医療の安全確保対策 〇定期的な病院、有床診療所への立入検査を行い、医療機関におけ

る医療安全対策の一層の充実を図ります。 

医療安全相談体制等 〇医療に関する住民・患者の苦情・心配や相談に、対応できるように努

めます。 

 

（５）医薬分業 

 【現状と課題】 

○ 令和４（２０２２）年度末現在、圏域には保険薬局が２１施設（高梁１０、新見１１）あり、すべての

保険薬局で、営業時間外には電話での対応とともに調剤等の需要に応じる努力がされています。 

○ 圏域全体での処方箋受取率（国民健康保険分）は、岡山県全体に比べ高い傾向にあり、医薬

分業が進展している状況にあります（図表１１-３-３-８９）。 

○ 医療の質を向上させるためには、「かかりつけ薬局」や「お薬手帳」のメリットについて、県民に理

解を深めてもらうとともに、令和３年８月から開始された「地域連携薬局」及び「専門医療機関連

携薬局」についても広く知っていただくことが必要です。 

 

図表 11-3-3-89 処方箋受取率の推移                             （単位：％） 

 平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和 2 年度 

（2020） 

令和 3 年度 

（2021） 

高梁市 64.6 65.9 66.2 65.7 66.0 

新見市 87.0 86.6 87.4 87.4 87.1 

圏域 75.9 76.4 76.9 76.6 76.5 

岡山県 64.9 65.8 67.0 67.6 67.5 

（資料：岡山県医薬安全課、長寿社会課、日本薬剤師会） 

（注）岡山県以外の数値は、国保分のみです。 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

効果的な普及啓発の

実施 

○「かかりつけ薬局」のメリットが正しく理解されるよう、「薬と健康の週間」

（１０月１７日～２３日）事業を中心とした各種啓発活動に積極的に取

り組みます。 

○お薬手帳（電子版を含む）の重要性・有益性について広く周知に努め

ます。 

かかりつけ薬局の定着

化 

○「かかりつけ薬局」を岡山県薬剤師会各支部と連携して育成し、県民

への普及・定着に努めます。 

認定薬局の育成 ○薬局に対し、「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」の認

定取得を働きかけるとともに、県民への普及・定着に努めます。 

処方箋応需体制の整

備・充実 

○薬局における医薬品の備蓄や医薬品情報の収集・提供、休日・夜間

の処方箋応需などの体制の整備・充実を支援します。 
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4 保健医療対策の推進 

① 健康増進・生活習慣病予防  

 （生活習慣病予防については、糖尿病医療連携の中で記載済み） 

【現状と課題】 

○ 「第２次健康おかやま２１」と各市の「健康増進計画」に基づいて、愛育委員会・栄養改善協議

会や各種団体及び教育機関・行政と連携して健康づくりを進めています。高梁では「すこやかプ

ラン２１推進委員会」、新見では「新見市健康づくり連絡会」において、関係機関と協働しながら、

「住民主体の健康づくり」を支援する環境づくりに取り組んでいます。 

○ 圏域では敷地内全面禁煙実施施設が１３８件、屋内全面禁煙宣言施設が８４件、認定を受

けています（令和５（２０２３）年３月末）。今後も、受動喫煙防止対策を進める必要があります。 

○ 健康的な食習慣の定着に向けて、栄養改善協議会等と連携を図り推進していますが、朝食を

毎日食べる子どもの割合は９割程度で推移しています。また、高齢者の低栄養、働く世代の外

食や加工食品摂取の増加等、年代ごとに食に関する課題があります。 

  

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

健康増進 

 

○「第３次健康おかやま２１」、各市の「健康増進計画」での目標達成に

向けて、愛育委員会、栄養改善協議会、健康づくり連絡会、関係機

関等と協働しながら、地域ぐるみで住民参加の健康づくりを支援しま

す。 

○敷地内全面禁煙実施施設の認定や、屋内全面禁煙宣言の実施を通

じ、受動喫煙を防止する環境づくりを推進します。 

○愛育委員会等と連携して禁煙を呼びかけるとともに、薬剤師会と連携

し、たばこの害の教育を行い、喫煙防止対策を推進します。 

○子どもの頃から健康な食習慣の定着を図るために、栄養委員や家庭、

地域、学校等と連携し、食育を推進します。特に、バランスの良い食事

の普及啓発、減塩、野菜の摂取量増加に取り組みます。また、消費者

が栄養成分表示について理解し、活用する方法を普及啓発します。 

○社会資源の少ない管内において重要な健康づくりボランティア（愛育委

員・栄養委員）の育成と活動の支援を行います。 

○行政の保健部門・地域包括支援センター・後期高齢者医療広域連

合・地域の団体等が連携し、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施を推進します。 
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② 母子保健 

 【現状と課題】 

(1)妊娠期からの切れ目のない支援  

○ 市では妊娠期からの切れ目のない支援のため、妊娠届出時から全数面接や家庭訪問など子

育て世代包括支援センターを中心に医療機関と連携し伴走型相談支援に取り組んでいます。 

○ 令和３（２０２１）年度新生児・乳児・未熟児訪問は高梁市１００．８％、新見市９４．５％で、ほ

ぼ全数訪問を行い早期からの支援を行っています。 

○ 令和３（２０２１）年度の乳児健康診査受診率は、高梁市９４．１％、新見市９５．５％、１歳６か

月児健康診査受診率は、高梁市９３．５％、新見市９９．１％、３歳児健康診査受診率は、高梁

市９７．８％、新見市９８．０％で高い受診率となっています。また未受診児については、各市で把

握に努めています。 

○ 地域で切れ目ない母子支援を展開するために、会議等を通じて市と関係機関等支援機関が

連携し体制強化を図っています。 

○ 愛育委員・栄養委員等地域の健康づくりボランティアと連携し、乳幼児期からの子育て支援や

母子の健やかな発育・発達に寄与しています。このほかにも、育児相談や交流の場、こども園・

幼稚園と連携した子育て支援等様々な支援がなされています。 

 

(2)発達等に課題のある児の支援  

○ 乳幼児健診の要支援児など発達等の支援が必要な児について、切れ目のない支援を継続で

きるようしくみを整備しています。 

○ 保健所・支所では子どもの健やか発達支援事業など専門医の相談の場を設け、必要な療育

や医療への紹介などを行っています。 

 

(3)児童虐待予防 

○ 令和４（２０２２）年虐待通告等で児童相談所が受理した件数は、高梁市３３件、新見市２５件

あり、虐待防止や再発防止を視野に入れた保健活動が引き続き必要です。 

 

(4)思春期からの健康づくり支援  

○ 思春期世代への妊孕性や高齢出産のリスクなど妊娠・出産に関する正しい知識の啓発を行っ

ていますが、今後も継続して取り組むことが必要です。 
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【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

健やかな発育・発

達支援 

○妊娠中や出産・子育ての不安等に対する早期からの相談・支援の充実に

取り組みます。また、市が実施する乳幼児健康診査や事後フォローアップ

の充実など、「子どもの健やか発達支援事業（県実施）」も含め、母子保健

の体制づくりについて必要な支援を行います。 

○育児に関する情報提供や交流の場への参加勧奨など、愛育委員会・栄養

改善協議会等の協力を得て、地域ぐるみの育児支援を進めます。 

発達障害児等支

援 

○支援が必要な児と保護者支援の充実のために、支援関係者のスキルアッ

プを図ります。 

○市自立支援協議会等関係機関との連携を強化します。また、相談支援フ

ァイルの活用を図るなど、ライフステージに対応した切れ目のない支援体制

整備を引き続き進めます。 

虐待防止 ○母子健康手帳交付時の面接や乳児全数訪問等により、ハイリスク事例の

早期把握に努め、虐待防止に向けた支援を行います。また、要保護児童

対策地域協議会等により関係者が連携し、ハイリスク家庭に対する総合的

な支援を行います。 

○児童虐待の防止・早期発見・早期支援のために、地域住民への普及啓発

を行います。 

思春期からの健

康づくり支援 

○市や学校等関係団体と連携して、妊孕性も含めた妊娠・出産に関する正し

い知識の普及啓発に引き続き取り組みます。 
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③ 歯科保健 

【現状と課題】 

○ ３歳児のむし歯有病率は、令和２（２０２０）年度に高梁市が１２．４％、新見市は令和元（２０１９）

年度に９．９％で、第２次岡山県歯科保健推進計画の目標値１６．５％以下を達成しています。 

 

図表 11-3-4-1 ３歳児むし歯有病率の年次推移                

 

（資料：平成２９（２０１７）年度～令和３（２０２１）年度岡山県の母子保健） 

 

○ ３歳児のフッ素塗布経験者の割合は、県より低い状況です。高梁市では、乳幼児健診でフッ

素塗布無料券を配布し、かかりつけ医で受けられる事業を展開し、新見市では、１歳６か月児健

診、２歳児６か月児健診で全員にフッ素塗布を実施するとともに、全小学校で日々フッ素洗口で

きるよう歯科医師会と連携して実施しています。 

 

図表 11-3-4-2 ３歳児フッ素塗布経験者の割合                       

 

（資料：平成２９（２０１７）年度～令和３（２０２１）年度岡山県の母子保健） 

 

○ 高齢期の口腔機能低下と関係の深い肺炎について、ＳＭＲ（平成２５（２０１３）年～平成２９ 

（２０１７）年）でみると、高梁市男性９８．９、高梁市女性９８．２、新見市男性１３３．７、新見市

女性１４２．５で、高梁市の肺炎による死亡比は全国平均以下ですが、新見市は男女ともに肺

炎による死亡比が高い状況です（図表１１-３-２-９）（図表１１-３-２-１０）。また、人口１０万対の死亡

率からみても、平成２８（２０１６）年以降、新見市では高値横ばい状態です（図表１１-３-４-３）。 
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○ 圏域では、医療機関等と歯科医師・歯科衛生士との連携、口腔ケアに関する多職種研修会

等の取組が行われており、早期からの健口体操等、介護予防と保健事業の連携の中でオーラ

ルフレイル予防や口腔機能の維持向上の取組を行っています。 

 

図表 11-3-4-3 肺炎による死亡率（人口１０万対） 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

  

【施策の方向】 

項 目 施策の方向 

ライフステージを

通じた歯科保健

対策 

○歯科医師会、各市、学校、愛育委員会、栄養改善協議会等と連携・協力

して、生涯にわたる歯と口の健康づくり（全身の健康との関係性を含む）に

関する知識の普及啓発を推進します。 

＜妊婦・乳幼児～学齢期＞ 

○妊婦の歯科健診、乳幼児健診、離乳食指導等の機会に、歯周病やむし歯

の予防について啓発や保健指導が充実するよう市を支援します。 

○保育園や学校と連携し、むし歯など歯科疾患予防に取り組みます。 

＜成人期＞ 

○職域との連携や、妊婦、乳幼児健診の保護者等に歯周病予防の啓発や、

かかりつけ歯科医の受診促進などに取り組みます。 

＜高齢期＞ 

○歯周病や口腔機能の低下による肺炎を予防するために、口腔ケアや口腔

機能の維持向上のための取組を進めます。また、「健口体操」の普及、定

期的な歯科健診や早期受診の必要性について、関係団体と協働して啓発

に努めます。 

○歯科医療機関、各市、地区組織等と連携し、８０２０運動を引き続き進めま

す。 
 

－ 565 －



④ 感染症対策 

【現状と課題】 

（1)感染症の発生状況 

○ 圏域では、平成３０（２０１８）年から令和４（２０２２）年に図表１１-３-４-４のとおり感染症法に

基づく届出がありました。感染症は、患者を取り巻く人々への感染の可能性があり、県民の健康

を守る観点から、迅速かつ的確な対応が求められます。 

 

図表 11-3-4-4 圏域の感染症法に基づく届出                          （単位：件） 

類

型 
感染症名 

平成 30 年

（2018） 

令和元年

（2019） 

令和 2 年

（2020） 

令和 3 年

（2021） 

令和 4 年

（2022） 

2 結核 １５ １６ １０ １０ １２ 

3 
腸管出血性大腸

菌感染症 
０  ３ １ １ ０  

4 つつが虫病 ０  ０  ０  １ ０  

4 日本紅斑熱 ０  ０  ０  １ ０  

4 レジオネラ症 ３ ４ ２ ５ １ 

5 アメーバ赤痢 １ ０  ０  １ ０  

5 
侵襲性インフルエ

ンザ菌感染症 
０  １ ０  ０  ０  

5 梅毒 １ ４ ０  １ ０  

5 百日咳 ４ ２ １ ０  ０  

5 風疹 ６ １ ０  ０  ０  

（資料：感染症サーベイランスシステム、平成３０（２０１８）年～令和４（２０２２）年） 

 

(2)性感染症対策 

○ 圏域では、平成３０（２０１８）年度から令和４（２０２２）年度に図表１１-３-４-５のとおりエイ 

 ズ相談・検査、エイズ等出前講座を実施しました。全国、岡山県内においても梅毒の発生が 

 多く、特に若い世代の性感染症に対する正しい普及啓発が必要です。 

 

図表 11-3-4-5 圏域のエイズ相談・検査数、エイズ等出前講座開催状況  

区分 
平成30年度

（2018）  

令和元年度

（2019） 

令和 2年度

（2020） 

令和 3年度

（2021） 

令和 4年度

（2022） 

エイズ相談   （件数） ９１ ５８ ３１ ２０ １６ 

ＨＩＶ検査    （件数） ２０ ９ ６ ４ ９ 

性感染症検査（件数） ２０ ９ ８ ４ １１ 

エイズ等出前講座 

（回数） 
８ ７ ６ ４ ６ 

エイズ等出前講座 

（人数） 
９１８ ４３３ ８１６ ２２２ １４１ 

（資料：備北保健所、平成３０（２０１８）年度～令和４（２０２２）年度） 
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(3)結核対策 

○ 圏域の結核罹患率は、平成２９（２０１７）年から令和３（２０２１）年については、岡山県平均より

も高くなっています。 

 

図表 11-3-4-6 結核罹患率の年次推移（人口１０万対） 

 
 (資料：公益財団法人結核予防会「結核の統計」、平成３０（２０１８）年～令和４（２０２２）年) 

 

(4)肝炎対策 

○ 圏域では、平成３０（２０１８）年度から令和４（２０２２）年度に肝炎ウイルス検査・肝炎相談、肝炎

治療受給者証の交付をしました（図表１１-３-４-７）。肝硬変、肝がんの発症予防を図るため、

肝炎治療特別促進事業を実施し、医療費の助成を行っています。 

 

図表 11-3-4-7 圏域の肝炎対策                                   (単位：件) 

区分 
平成30年度

（2018） 

令和元年度

（2019） 

令和2年度

（2020） 

令和3年度

（2021） 

令和4年度 

（2022） 

肝炎ウイルス検査件数 ２６ １１ １ ２ ７ 

肝炎相談件数 １１６ ８８ ５５ ９２ ９１ 

肝炎治療
受給者証
交付件数  

インターフェロン治療  ０ ０ ０ ０ ０ 

核酸アナログ製剤治療  ６５ ６９ ５４ ７１ ６８ 

インターフェロンフリー治療  １０ ９ ７ ４ １ 

（資料：備北保健所、平成３０（２０１８）年度～令和４（２０２２）年度） 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

感染症対策 ○平時から感染症の発生に備え、連絡体制をはじめとする体制整備に努めま

す。特に、高齢者施設と医療機関・保健所との連携を図るため、研修会等を

継続して実施します。 

○感染症の発生状況、動向及び原因に関する情報を収集し、県民に向けた感

染症の予防、治療などに関する情報の発信を行い住民への啓発に努めると

ともに、医療機関と情報共有を図り、的確な対応ができるよう努めます。 

○各市、学校、郡市医師会等との連携などにより、予防接種の接種率の向上

を図ります。 

○ＨＩＶ感染、エイズを含めた性感染症に係る正しい知識の普及や抗体検査・

相談を継続して実施します。また、小中高生を対象とした出前講座等も継続

して行い、正しい知識の普及を図ります。 

○肝炎に関する相談や無料の検査を実施するとともに、肝炎ウイルス検査陽性

者へのフォローアップを実施します。 

結核対策 ○早期発見・早期診断のための普及啓発活動を、各市や地区組織、社会福

祉施設等と協力して進めます。 

○定期のＢＣＧ接種や定期健康診断が適切に実施されるよう、実施主体へ継

続的に働きかけます。 

○医療機関等関係者と連携したＤＯＴＳ事業を推進し、患者の服薬支援を行

います。 
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⑤ 難病対策 

【現状と課題】 

○ 難病法に基づき指定されている対象疾患数は増加しましたが、圏域の特定医療費受給者及び

特定疾患医療費受給者は、令和４（２０２２）年度末現在、高梁市２９０人（うちスモン患者２ 

人）、新見市２６３人（うちスモン患者１人）、合計５５３人（うちスモン患者３人）となっています（図表

１１-３-４-８）。 

○  疾病別にみると、圏域では神経・筋疾患が最も多く（高梁市９７人、新見市７９人）、このうち 

パーキンソン病は、高梁市４８人、新見市４４人です（図表１１-３-４-９）。 

○  圏域内には専門医療機関も少なく、専門医も限られるため、多くの患者は他圏域の医療機  

関を定期的に受診しています。難病は、希少な疾病であり、長期の療養を必要とするため、他  

圏域医療機関と地元かかりつけ医の連携による長期的な在宅療養支援が必要です。 

○  保健所では、難病患者・家族の集いや専門医等の協力の下、医療福祉相談や訪問相談、 

事例検討会及び在宅療養支援計画の策定・評価を行っています。 

○ 災害時の要配慮者対策については、各市や関係機関と情報共有を行いながら、支援体制の整

備を進めています。 

 

図表 11-3-4-8 圏域の特定医療費・特定疾患医療費受給者の状況             （単位：人） 

  令和 2 年度 

（2020） 

令和 3 年度 

（2021） 

令和 4 年度 

（2022） 

特定医療費受給者 574 528 550 

特定疾患医療費受給者 3 3 3 

合計 577 531 553 

（資料：岡山県医薬安全課 令和２（２０２０）年度～令和４（２０２２）年度） 

 

図表 11-3-4-9  圏域の受給者数の多い指定難病（令和４（２０２２）年度末現在） 

（単位：人） 

 
（資料：岡山県医薬安全課） 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

在宅療養支援 

対策の推進 

○難病医療福祉相談、難病患者・家族の集い、特定医療費・特定疾患医療

費受給者証更新時の面接、在宅療養支援計画の策定・評価・事例検討会

及び訪問活動等により、関係機関と連携しながら在宅療養生活を支援しま

す。 

○病状の進行に応じて、在宅療養支援計画の評価・見直しを行い、難病協力

病院等や地元かかりつけ医、介護支援専門員、訪問看護師等支援関係者

との連携を密にし、在宅療養支援体制の整備を推進します。 

災害時支援体

制の整備 

○家族、医療機関、各市等と連携を図り、平時から在宅で医療機器を使用し

ている重症難病患者等について、災害時に適切な場所に迅速かつ安全に

避難することができるよう、共有の場を持ちます。 

○個別の面接等を通じ、避難者リスト、個別支援シート、個別支援計画の作成

を行うとともに、実際の避難先や支援者と具体的な想定を行い、災害時に円

滑な避難が可能となるよう、取組を進めます。 
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⑥ 健康危機管理 

【現状と課題】 

○ 圏域では、レジオネラ・ノロウイルス・腸管出血性大腸菌などによる感染症や食中毒などの健  

 康危機が発生しています。また、平成３０（２０１８）年には西日本豪雨による災害も発生するな 

 ど自然災害も増加しています。令和２（２０２０）年からは、新型コロナウイルス感染症について、  

市関係課・郡市等医師会・消防署・大学・保健所が連携し対応してきました。 

○ 新型コロナウイルス感染症が５類となって以降も、リスクの高い高齢者施設と連携した感染予  

  防の研修会や、消防・医療機関と連携した、新興感染症の救急搬送研修、災害時の医療提 

  供をスムーズにするためのＥＭＩＳ等の入力訓練や、各市・医療機関・警察・消防・保健所等が 

  連携した防災訓練など今後も平時からの訓練・取組の継続が必要です。 

○ 感染症のサーベイランス等、感染症流行状況の把握と早期対応を行うため、高梁医師会  

感染症委員会など、郡市等医師会関係機関と連携した情報の共有や対応協議は、新型コ 

ロナ感染症５類移行後も継続し、平時からの情報共有が早期の対応につながると考えられます。 

○ 健康危機の未然防止として、保健所では各種監視業務（医療機関の立入検査・食品衛生 

監視・毒物劇物監視など）を行っていますが、関係者の自主的な取組が重要であり、啓発活  

動も併せて行う必要があります。 

○ 様々な健康危機事態に備えるため、「備北保健所健康危機管理マニュアル」を最新情報に  

整備するとともに、「備北保健所高梁・新見健康危機管理対策地域連絡会議」を通じた、平時

からの関係機関の連携体制づくり、リスクコミュニケーションが重要です。 

○  健康危機が発生した場合には、初動対応、関係機関との協力体制、被害拡大防止対策  

及び適正な医療の確保等の措置を迅速かつ的確に行うことが必要です。 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

平時の予防

的取組 

○保健所における保健衛生施設等への立入検査や監視業務を定期的に実施し

発生の未然防止に取り組みます。また、各関係者による自主管理が徹底される

よう、啓発活動等を通じて予防のための知識の普及を図ります。 

○県が策定する感染症予防計画を踏まえて、保健所の「備北保健所健康危機

管理マニュアル」を更新し、健康危機に備えた準備を平時から行います。 

○健康危機管理地域連絡会議や関係機関と連携した合同訓練・研修等の開催

を通じて、平時からの健康危機管理体制強化を図ります。 

健康危機発

生時の対応 

○健康危機発生時には、「備北保健所高梁・新見健康危機管理対策地域連絡

会議」の開催により、関係機関と速やかに情報共有を行い、原因究明・医療の

確保・健康被害の拡大防止に取り組みます。 

○食中毒や感染症、薬物等の発生時は「健康危機管理対応マニュアル」に沿っ

て対応します。 

○災害時にはＥＭＩＳを活用した医療機関情報の把握や避難所情報等を収集し、

災害保健情報システムを活用した保健医療スタッフの派遣など、必要な人・物

資を支援する等取り組みます。各市、ＤＭＡＴその他医療福祉チームと連携し、

健康相談、医療提供、心のケア、要配慮者への支援を行います。 
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⑦ 医薬安全対策及び血液確保対策  

【現状と課題】 

○ 令和３（２０２１）年度には、「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドラ

イン」が策定され、薬局開設者及び医薬品の販売業者による法令遵守体制の整備等に係る考

え方について整理されました。 

○ 圏域内の住民に対して医薬品等の正しい知識の普及啓発を図る必要があります。また、薬局、

医薬品販売業者に対して、医薬品医療機器法への適切な対応を徹底する必要があります（図

表１１-３-４-１０）。 

○ 覚醒剤等薬物乱用防止対策については、若年層に薬物乱用の危険性について普及啓発し

（図表１１-３-４-１１）、薬物乱用のない社会環境づくりを進めていく必要があります。 

○ 少子化の進展による献血可能人口の減少や若者の献血離れ等により、将来の献血者の確保

が憂慮される状況にあり、若年層を中心に広く献血思想の普及を図る必要があります（図表１１

-３-４-１２）。 

○ 平成２２（２０１０）年の改正法施行以降、脳死下での臓器提供数は増加していますが、心  

停止後の臓器提供数が減少傾向にあり、臓器移植提供総数は伸び悩んでいます。このため、

臓器提供意思表示カードの普及啓発や運転免許証等への意思表示の促進が必要です。 

○ 近年、保健所における骨髄提供希望者（骨髄ドナー）登録数が減少傾向にあるため（図表１１

-３-４-１３）、若年層も含めた幅広い世代への普及啓発が必要です。 

 

図表 11-3-４-10 圏域内の薬事関係施設         （単位：施設） 

区分 薬 局 
店 舗 

販 売 業 

卸 売 

販 売 業 

薬 種 商 

販 売 業 

特 例 

販 売 業 

医療機器

販 売 

（貸与）業 

毒物劇物 

販 売 業 

平成29年度 

(2017) 

高梁市 12 10 1 0 0 112 31 

新見市 10 7 2 0 0 106 40 

平成30年度 

(2018) 

高梁市 11 10 1 0 0 112 30 

新見市 10 7 2 0 0 107 38 

令和元年度 

(2019) 

高梁市 9 10 0 0 0 111 26 

新見市 11 7 2 0 0 109 38 

令和 2 年度 

(2020) 

高梁市 9 9 0 0 0 113 25 

新見市 11 7 2 0 0 111 37 

令和 3 年度 

(2021) 

高梁市 9 9 0 0 0 113 25 

新見市 11 6 2 0 0 109 36 

令和 4 年度 

(2022) 

高梁市 10 8 0 0 0 114 25 

新見市 11 6 2 0 0 108 35 

（資料：備北保健所） 

 

 

 

－ 572 －



図表 11-3-4-11 圏域内の薬物乱用防止教室実施数             （単位：校）  

区分 
高梁市 新見市 

小学校 中学校 高等学校 小学校 中学校 高等学校 

平成 29 年度 

(2017) 
1 2 4 0 1 1 

平成 30 年度 

(2018) 
2 2 1 2 4 2 

令和元年度 

(2019) 
3 2 4 2 1 1 

令和 2 年度 

(2020) 
2 3 2 1 2 1 

令和 3 年度 

(2021) 
2 1 2 2 4 1 

令和 4 年度 

(2022) 
2 2 5 3 3 0 

（資料：備北保健所） 

 

図表 11-3-4-12 献血状況 

区分 
平成29年度 

(2017) 

平成30年度 

(2018) 

令和元年度 

(2019) 

令和2年度 

(2020) 

令和3年度 

(2021) 

令和4年度 

(2022) 

高梁市 

献血可能人口（人） 19,524 18,969 18,364 17,884 17,191 16,504 

献血者数（人） 1,245 1,217 1,171 1,295 1,130 1,005 

献血可能人口から

の献血率（％） 
6.4 6.4 6.4 7.2 6.6 6.1 

人口 1,000人あた

りの献血量（Ｌ） 
15.5 15.4 15.2 17.1 15.4 14.1 

新見市 

献血可能人口（人） 18,320 17,831 17,293 16,774 16,237 15,809 

献血者数（人） 1,063 1,202 1,287 1,221 1,103 1,037 

献血可能人口から

の献血率（％） 
5.8  6.7  7.4  7.3  6.8  6.6  

人口 1,000人あた

りの献血量（Ｌ） 
13.5 15.7 17.2 16.7 15.5 14.9 

岡山県 

献血可能人口（人） 1,278,843 1,260,989 1,240,675 1,222,678 1,207,083 1,190,524 

献血者数（人） 75,453 76,129 77,936 79,835 79,528 79,251 

献血可能人口から

の献血率（％） 
5.9  6.0  6.3  6.5  6.6  6.7  

人口 1,000人あた

りの献血量（Ｌ） 
15.5 15.7 16.2 16.7 16.7 16.8 

（資料：岡山県赤十字血液センター） 
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図表 11-3-4-13 圏域の骨髄バンク新規登録者数の推移                       (単位 :人) 

区分 
平成 29 年度 

（2017） 

平成 30 年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和 2 年度 

（2020） 

令和 3 年度 

（2021） 

令和 4 年度 

（2022） 

高梁市 10 7 13 1 0 1 

新見市 8 48 30 27 24 0 

（資料：備北保健所） 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

重点的な監視指導の

実施 

○薬局、医薬品販売業者に対して、医薬品医療機器法への適切な対

応及び医薬品の適正使用に必要な情報提供の徹底を重点とした監

視指導を効果的かつ効率的に実施します。 

医薬品等適正使用の

推進 

○県民に対して、「薬と健康の週間（１０月１７日～２３日）」事業などの

機会を通じて、医薬品等を適正に使用するための正しい知識の普及

啓発に努めます。 

薬物乱用防止の普及 ○覚醒剤等薬物乱用防止指導員高梁地区協議会及び同新見地区

協議会を中心に、関係団体、関係機関等と協働して「ダメ。ゼッタ

イ。」普及運動や「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」等の普及啓

発を実施し、薬物乱用のない社会環境づくりを目指します。 

○覚醒剤等薬物乱用防止教室の開催等により、小・中・高校生等若

年層への普及啓発に努めます。 

献血者の確保対策 ○岡山県赤十字血液センターや各市の献血推進協議会など関係者と

連携・協力し、献血の推進に努めます。 

○各種イベント等の機会を捉え、積極的な普及啓発に努めます。 

臓器移植対策 ○各種イベント等を通じて、臓器提供意思カード、運転免許証等の意

思表示欄への正確な記入及び常時携帯の促進等、普及啓発に努

めます。 

造血幹細胞移植対策 ○骨髄ドナー集団登録受付の実施や各種イベント等を通じて、若年   

層も含めた幅広い世代への普及啓発に努めます。 
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⑧ 生活衛生対策及び食品安全対策  

【現状と課題】 

○ 循環式浴槽が設置されている公衆浴場や旅館については、公衆浴場法及び旅館業法に基づ

き、入浴施設の立入検査や浴槽水の行政検査を実施しています（図表１１-３-４-１４）。 

○ レジオネラ属菌は自然界に広く分布している菌であり根絶は困難であることから、公衆浴場や

旅館において継続的な防止対策が必要です。 

○ 近年、地産地消や地域おこしを目的とした地域グループによる食品の提供を行うイベントや食

品の製造が増加しています。これらの地域グループに対する衛生指導の徹底が求められます。 

○ 食中毒の発生状況については、平成２９（２０１７）年には山に自生していたキノコ、平成３０ 

（２０１８）年にはノロウイルス、令和元（２０１９）年にはサルモネラ属菌、令和２（２０２０）年にはフグ、

令和３（２０２１）年には八角と誤認されたシキミの実の誤食による食中毒の発生があったほか、

令和元（２０１９）年には原因不明の食中毒が１件発生しました（図表１１-３-４-１５）。 

○ 食の安全・安心の確保のためには、行政、食品等事業者の取組に加え、消費者とのリスクコミ

ュニケーションが重要となっています。 

○ 食品流通の複雑化・広域化への対応と、食に対する消費者の不安の解消を図るため、生 

産から消費まですべての段階において、流通する食品の安全を確保する必要があるほか、リ 

スクコミュニケーションを促進する必要があります。また、食品衛生協会と行政が協働して、セ 

ルフクリーン作戦、食品衛生講習会等各種事業を積極的に展開していく必要があります。  

 

図表 11-3-4-14 圏域の浴槽水行政検査実施状況  

 

区分 

施設数 行政検査実施状況（件数） 

高梁市 新見市 高梁市 新見市 

旅 館 公衆浴場 旅 館 公衆浴場 旅 館 公衆浴場 旅 館 公衆浴場 

平成29年度 

（2017） 
28 2 30 9 1 2 10 13 

平成30年度 

（2018） 
27 2 34 8 2 2 1 8 

令和元年度 

（2019） 
26 1 32 9 2 2 9 10 

令和2年度 

（2020） 
26 1 28 9 2 2 5 6 

令和3年度 

（2021） 
27 1 29 9 2 0 10 10 

令和4年度 

（2022） 
27 1 30 9 2 0 11 12 

（資料：備北保健所） 
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図表 11-3-4-15 食中毒発生状況 

区分 
平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年

（2022） 

圏 域 
発生件数 1 1 2 1 1 0 

患者数 5 28 64 1 1 0 

岡山県 
発生件数 22 15 13 7 9 2 

患者数 333 226 253 159 2,728 92 

（資料：備北保健所） 

 

【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

レジオネラ症発生防止

対策 

○営業施設への立入検査や浴槽水の行政検査を計画的に実施し、レ

ジオネラ症の発生防止に努めます。 

○営業者に対して、レジオネラ症に対する正しい知識の啓発を図り、各

施設に適した管理の方法の確立を目指します。 

食品流通の複雑化・広

域化への対応と、食に

対する消費者の不安の

解消 

○管内を流通する食品等について、食品添加物、残留農薬、遺伝子

組換え食品、アレルゲン等の検査を行います。また、食品表示法に

基づく点検・指導を行います。 

○消費者の食に対する正しい理解を深めるため、衛生講習会や体験型

の研修を実施します。また、食品衛生協会と協働し、管内の保育園

児やその保護者等を対象に行う「体験型食品衛生教室」を実施する

など、リスクコミュニケーションを推進します。 

食に起因する健康危害

の発生防止 

○「岡山県食品衛生監視指導計画」に基づき、食品販売施設等への

監視指導に努めます。特に、社会的影響度の大きい大型飲食店、

食品製造業、給食施設等に対しては重点的な監視指導を実施し、

食の安全確保を図ります。 

○食中毒等の発生を防止するため、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の定着

化を図りながら、効果的な監視指導を実施します。 

○イベントで食品を取り扱う者に対して食品衛生の観点から必要な指導

を行い、衛生管理の徹底を図ります。 
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５ 保健医療従事者の確保と資質の向上  

【現状と課題】 

（１）医師 

ア 医師の配置状況及び年齢 

     圏域の医師数は、令和２（２０２０）年には１０１人で、人口１０万対１７７．６（県３３４．２）で 

す（図表１１-３-２-１７）。 

  また、圏域の医師の年齢構成は、６０歳以上が５７．４％(県３１．３％)で、６０歳以上の割合が

高いです（図表 11-３-５-１）。 

圏域の医師の就労場所別人数・割合では、病院が５３．５％で最も多く、平成２６（２０１４）年に

比べて５人増加しています。一方、診療所は３０．７％で８人減少しています。（図表１１-３-５-２）。 

 

図表 11-3-5-1 医師の年齢構成割合             令和２（２０２０）年１２月３１日現在）   

 
(資料：厚生労働省「令和２(２０２０)年医師・歯科医師・薬剤師統計」) 

 

図表 11-3-5-2 医師の就労場所別人数・割合         （令和２（２０２０）年１２月３１日現在）             

  病院  診療所  
介護老人
保健施設  

教育
機関  

行政
機関  

その他  合計  

圏   域  平成２６（２０１４）年 (人 ) 49 39 2 8 1 0 99 

圏   域  平成２６（２０１４）年 (％) 49.5 39.4 2.0 8.1 1.0 0.0 100.0 

圏   域  令和  ２（２０２０）年 (人 )   54   31   5 10 1 0 101 

圏   域  令和  ２（２０２０）年 (％) 53.5 30.7 4.9 9.9 1.0 0.0 100.0 

岡山県  令和  ２（２０２０）年 (％) 68.6 27.5 1.1 1.6 0.7 0.5 100.0 
（資料：厚生労働省「平成２６（２０１４）年医師・歯科医師・薬剤師調査」「令和２（２０２０）年医師・歯    

科医師・薬剤師統計」） 

 

イ 圏域の医師確保対策   

岡山県医師確保計画により自治医科大学卒業後、義務年限内の医師が、圏域へき地医療

拠点病院へ配置されています。また、地域枠卒業医師も、圏域医療機関へ配置されています。 

圏域の医療機関では、配置医師等の人材育成が行われています。また、自治医師と地域枠

医師の交流ができる取組もされています。 

新見地域では、新見市在住や新見市に関係する若手医師を中心に、「新見市ドクターネットワ

ーク」が活動しており、医師同士の交流や医師の仕事についての広報、地域への講演、シミュレーシ

ョントレーニング（誤嚥や心肺停止など実際の場面を設定した訓練を行うことで、医療介 

護人材のスキルアップを図る取組）等が行われています。 
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（２）歯科医師 

   圏域の歯科医師数は、令和２（２０２０）年には３５人で、人口１０万対６１．５（県９６．０）で 

す（図表１１-３-２-１７）。 

    歯科医師の就労場所別人数・割合では、診療所が９４．２％で最も多い状況です（図表  

１１-３-５-３）。 

 

図表 11-3-5-3 歯科医師の就労場所別人数・割合       （令和２（２０２０）年１２月３１日現在）   

  病院  診療所  
介護老人
保健施設  

教育
機関  

行政
機関  

その他  合計  

圏   域  平成２６（２０１４）年 (人 ) 2 35 0 0 0 0 37 

圏   域  平成２６（２０１４）年（％） 5.4 94.6 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

圏   域  令和  ２（２０２０）年 (人 ) 1 33 0 0 0 1 35 

圏   域  令和  ２（２０２０）年（％） 2.9 94.2 0.0 0.0 0.0 2.9 100.0 

岡山県  令和  ２（２０２０）年（％） 17.2 80.4 0.0 1.2 0.3 0.9 100.0 

（資料：厚生労働省「平成２６（２０１４）年医師・歯科医師・薬剤師調査」「令和２（２０２０）年医師・歯  

科医師・薬剤師統計」） 
 

（３）薬剤師 

圏域の薬剤師数は、令和２（２０２０）年には９９人で、人口１０万対１７４．０（県２２７．６）です 

(図表１１-３-２-１７)。 

薬剤師の就労場所別人数・割合は、病院が２３．３％、薬局勤務者が６４．７％となっていま 

す（図表１１-３-５-４)。 

高齢化に伴い、在宅医療を推進する訪問薬剤師の役割が期待されています。 

 

図表 11-3-5-4 薬剤師の就労場所別人数・割合        （令和２（２０２０）年１２月３１日現在）                

  病院・ 
診療所 

薬局  
開設者 

薬局  
勤務者 

教育  
機関  

行政  
機関  

企業
従事者 

老人保
健施設 

その
他 

合計  

圏   域  平成２６（２０１４）年 (人 ) 23 9 60 3 4 4 0 2 105 

圏   域  平成２６（２０１４）年 (％) 21.9 8.6 57.1 2.9 3.8 3.8 0.0 1.9 100.0 

圏   域  令和  ２（２０２０）年 (人 ) 23 7 57 2 3 3 1 3 99 

圏   域  令和  ２（２０２０）年 (％) 23.3 7.1 57.6 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 100.0 

岡山県  令和  ２（２０２０）年 (％) 25.1 5.6 53.3 2.6 1.9 6.7 0.3 4.5 100.0 

（資料：厚生労働省「平成２６（２０１４）年医師・歯科医師・薬剤師調査」「令和２（２０２０）年医師・歯 

科医師・薬剤師統計」） 
 

（４）看護師・助産師・保健師・准看護師  

ア 看護師・准看護師の状況 

  圏域の令和４(２０２２)年の看護師数は６２１人で、人口１０万対は１，１４３．０（県１，３２４．１)、 

准看護師数は２０３人で、人口１０万対は３７３．６(県１９５．５)です(図表１１-３-２-１８)。 

    各市で行われている看護師への就学支援金制度や「高梁かんごねっと」などの取組の効果 

  が見えています。しかし、看護師不足から病床数の維持が困難になっている状況もみられ、看 

護師確保は、圏域の医療提供の大きな課題となっています。 

   また、圏域の看護師及び准看護師の年齢構成割合をみると、６０歳以上の割合は、看護師  

２５．０％（県１１．１％）、准看護師５９．６％(県３９．５％）で、看護職の高齢化が問題となっていま  

す（図表 １１－３－３－５）。 
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図表 11-3-5-5 看護師・准看護師の年齢構成割合     （令和４（２０２２）年１２月３１日現在） 
 

 (資料：令和４(２０２２)年保健師助産師看護師法第３３条の規定による看護職員業務従事者届） 
 
 

イ 看護師確保対策 

圏域では、「岡山県特定地域看護職員確保支援事業補助金」制度を活用し、看護師の確保 

を目指しています。 

高梁市は、「高梁市医療計画」に基づき、郡市等医師会、岡山県看護協会高梁支部等と連                 

携し、「高梁かんごねっと」の活動を通じた人材確保と定着、離職防止のための研修、広報、講演、

学校訪問、奨学金制度の活用促進等に取り組み、看護師の地元医療機関への就職に 

向けた働きかけを行っています。 

新見市は、奨学金制度の活用促進とともに、岡山県看護協会新見支部との連携による人  

材確保に取り組んでいます。また、市大学・新見医師会との協働により組織するＰＩＯＮＥでは人  

材育成にも取り組んでいます。 
 
 

ウ 助産師・保健師 

    圏域の助産師は、令和２（２０２０）年には１１人で、人口１０万対１９．３（県２９．４）です（図表１

１-３-２-１８）。産科等医療機関のほか、大学・行政など様々な場所で妊娠・出産・子育ての相

談、助言、人材育成等を行っています。 

   圏域の保健師は、令和２（２０２０）年には７７人で、人口１０万対１３５．４（県５６．８）です(図表

１１-３-２-１８ )。保健所、市町村のほか病院、健診機関、大学、高齢者施設など様々 

な場所で保健医療の維持増進に努めています。 
 
 

（５）その他の保健医療従事者  

   令和２（２０２０）年の医療施設調査による圏域内病院のその他の保健医療従事者の常  

勤換算従事者数については、図表１１-３-２-１９のとおりです。 
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【施策の方向】  

項 目 施策の方向 

人材確保及び

人材育成 

○医師確保対策については、行政・郡市等医師会が実施している「新見市ドクタ

ーネットワーク」、及び「高梁市医療計画」の人材確保・定着の効果的な取組

が圏域に広がるよう推進します。 

○圏域に派遣された医師が定着するよう、行政も含め、地域枠卒業医師や自治

医科大学卒業医師との交流、施設間での交流を深め、地域への医師定着に

取り組みます。 

○薬剤師については、在宅訪問薬剤管理指導などの役割を求められることから、

県薬剤師会等と連携し医療機関における継続的な人材確保に努めます。 

○行政等が行っている看護学生等介護医療人材の確保に対する奨学金制度

等を周知し、看護師確保対策に取り組みます。 

○高梁市で取り組まれている「高梁かんごねっと」の活動による、人材確保、人材

定着、質の確保について、圏域内で広がるよう推進します。 

○岡山県看護協会、岡山県ナースセンター、ハローワークと連携し、看護師等医

療従事者の人材確保に努めます。 

○大学等との連携を深め、医師・看護師のほか、多職種の実習生を受け入れる

ことにより、圏域全体で医療・介護人材の確保に努めます。 
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（真庭保健所） 

章名 １１ 地域保健医療計画 

節名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 真庭保健医療圏                         
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１  保健医療圏の概況 

  ○圏 域 

    岡山県の北部に位置し、１市１村(真庭市・新庄村）からなっています。 

    ○地 勢 

     面積は、895.64ｋ㎡で、県土の12.8％にあたり、地形的には、南は吉備高原に続く山間に

盆地が続き、北部は中国山地の山並みと高原が点在しています。河川は、中国山地に源を

発する旭川を中心に、備中川・目木川・新庄川・月田川等、一級河川は70を超え、総延長 

381kmとなっています。 

    ○気 候 

    南部は概ね温暖ですが、寒暖差が大きいため内陸型の気候に近く、北部は雨量・積雪量

ともに多く、冷涼な日本海側気候です。 

    ○交 通 

鉄道は南部を東西にＪＲ姫新線が走り、山陽・山陰・京阪神方面と繋がっています。 

道路は、国道 181 号・313 号・482 号を軸とした道路網が形成されており、生活・産業の

基盤となっています。 

また、高速道路は東西に中国縦貫自動車道、南北に中国横断自動車道岡山米子線が

整備され、圏域に 5 つあるインターチェンジを通じて、山陽・山陰・京阪神・四国経済圏との結

び付きを強めています。 

 

２  保健医療圏の保健医療の現状等 

 （１）人口及び人口動態 

    ①人  口 

  ア 人口の推移 

      圏域の人口は、図表 11-4-2-1 のとおり減少が続いています。 

 

図表 11-4-2-1  圏域人口の推移                             (単位：人) 

区  分  
平成 24 年  平成 25 年  平成 26 年  平成 27 年  平成 28 年  平成 29 年  平成 30 年  令和元年  令和 2 年  令和 3 年  

(2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) 

真庭  

圏域  
48,639 48,025 47,323 46,990 46,315 45,610 44,831 44,051 43,267 42,799 

（資料：総務省統計局「国勢調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」) 

  

イ 人口構成 

     令和 4（2022）年の年少人口は 4,691 人（11.2％）、生産年齢人口は 20,006 人 

（47.8％)、老年人口は 17,200 人（41.1％）で、老年人口の構成比は県より 10.0 ポイン

ト高くなっています。令和 4（2022）年の人口ピラミッドで明らかなように、高齢者では、圧

倒的に男性より女性の方が多い状況です。 
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図表 11-4-2-2  令和 4（2022）年 圏域人口構成 

区   分  総数（人） 

0 歳～14 歳  15 歳～64 歳  65 歳以上  

年少人口  生産年齢人口  老年人口  

人口（人） 
構成比

（％） 
人口（人） 

構成比

（％） 
人口（人） 

構成比  

（％） 

真庭圏域  42,011 4,691 11.2 20,006 47.8 17,200 41.1 

岡  山  県  1,862,012 221,886 12.4 1,013,491 56.5 557,940 31.1 

（注）構成比については、分母から年齢不詳を除いて算出している。   

（資料：岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」、「年齢階級別、男女別人口―市町村（令和 2 年国勢調査結果基準）」） 

 

   

ウ 年齢階級別人口 
 

図表 11-4-2-3                           図表 11-4-2-4 

  令和 4（2022）年 年齢階級別人口            令和 4（2022）年 人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
（資料：岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人
口調査」） 
 
 
 
 
 
 

（資料：岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」、「年齢階級別、男女別人口―市町村（令和 2 年国勢調査結果基準）」） 

 

年齢区分  
計  率  男  女  

42,011  100  20,072  21,939  

85～ 4,247  10.1  1,300  2,947  

80～84 2,508  6.0  992  1,516  

75～79 2,749  6.5  1,237  1,512  

70～74 4,250  10.1  2,101  2,149  

65～69 3,446  8.2  1,703  1,743  

60～64 2,989  7.1  1,474  1,515  

55～59 2,360  5.6  1,178  1,182  

50～54 2,314  5.5  1,173  1,141  

45～49 2,619  6.2  1,393  1,226  

40～44 2,333  5.6  1,196  1,137  

35～39 1,998  4.8  1,045  953  

30～34 1,473  3.5  784  689  

25～29 1,170  2.8  627  543  

20～24 923  2.2  475  448  

15～19 1,827  4.3  947  880  

10～14 1,774  4.2  927  847  

5～ 9 1,648  3.9  797  851  

0～ 4 1,269  3.0  673  596  
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エ 年齢階級別人口（将来推計） 

 
令和 12（2030）年の人口推計は、総人口 38,546 人、高齢化率 42.2％です。今後、

ますます高 齢 社 会 になることが予 測 されます 。 
 

図表 11-4-2-5                             図表 11-4-2-6 

  令和 12（2030）年 年齢階級別人口           令和 12（2030）年 人口ピラミッド 

 

 

（資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口推計）」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢区分  
計  率  男  女  

38,546  100  18,444  20,102  

85～ 4,000  10.4  1,222  2,778  

80～84 3,191  8.3  1,470  1,721  

75～79 3,414  8.9  1,591  1,823  

70～74 3,047  7.9  1,460  1,587  

65～69 2,623  6.8  1,259  1,364  

60～64 2,275  5.9  1,141  1,134  

55～59 2,558  6.6  1,307  1,251  

50～54 2,447  6.3  1,304  1,143  

45～49 2,110  5.5  1,076  1,034  

40～44 1,801  4.7  955  846  

35～39 1,616  4.2  825  791  

30～34 1,554  4.0  797  757  

25～29 1,338  3.5  696  642  

20～24 982  2.5  509  473  

15～19 1,329  3.4  653  676  

10～14 1,563  4.1  796  767  

5～ 9 1,419  3.7  727  692  

0～ 4 1,279  3.3  656  623  

－ 585 －



- 4 - 

 ② 人口動態 

ア 出  生                                                         

（ｱ） 出生数と出生率 

令和 3（2021）年の出生数は 218 人、人口千対の出生率は 5.8 で、県の 7.1 と比べ 

1.3 ポイント低くなっています。 

 

図 表 11-4-2-7  出 生 数 及 び出 生 率 （人 口 千 対 ）の年 次 推 移  

 

 (資 料 ：厚 生 労 働 省 「人 口 動 態 統 計 」) 

 

 （ｲ） 合計特殊出生率 

    令和 2（2020）年の合計特殊出生率は 1.68 で、前年より 0.01 ポイントと低くなっており、 

県平均の 1.48 と比較すると高くなっています。 

 

図 表 11-4-2-8  合 計 特 殊 出 生 率 の年 次 推 移  

 

（資料：岡山県医療推進課） 

（資料：岡山県医療推進課） 
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イ 死  亡 

  （ｱ） 死亡数と死亡率の推移 

令和 3（2021）年の死亡数は 783 人、死亡率は 18.3 で、県の 12.4 と比べ 5.9 ポイント高く

なっています。 

 

図表 11-4-2-9  死亡数及び死亡率（人口千対）の年次推移  

 

（資料：厚生労働省  「人口動態統計」） 

 

（イ） 主な死因別の死亡率 

     主な死因別死亡率をみると、昭和 60（1985）年代から死亡順位の第 1 位になっている 

悪性新生物は、その後も上昇傾向にあり、令和 3（2021）年では人口 10 万対で悪性新生

物 399.1（死亡実数 171 人）、第 2 位は心疾患 329.1（実数 141 人）、第 3 位は老衰

297.1（実数 123 人）です。 

 

図表 11-4-2-10  主な死因の内訳（令和 3（2021）年）

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 
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図表 11-4-2-11  令和 3（2021）年の死亡順位（人口 10 万人対） 

 区   分  順位  
令和 3（2021）年  

死因  実数  人口 10 万人対  

真庭保健医療圏  

1 位 悪性新生物  171 399.1  

2 位 心疾患（高血圧性除く） 141 329.1  

3 位 老衰  123 287.1  

4 位 脳血管疾患  53 123.7  

5 位 肺炎  43 100.4  

県       計 

1 位 悪性新生物  5,675 302.4  

2 位 心疾患（高血圧性除く） 3,436 183.1  

3 位 老衰  2,462 131.2  

4 位 脳血管疾患  1,600 85.2  

5 位 肺炎  1,310 69.8  

（資 料  厚 生 労 働 省  「令 和 3（2021）年 人 口 動 態 統 計 （確 定 数 ）の概 況 」） 

 

図表 11-4-2-12  主な死因別死亡率（人口 10 万対）の年次推移 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

 

   （ウ） 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 平成 25（2013）年から平成 29（2017）年のＳＭＲをみると、男女とも急性心筋梗塞・心

疾患が全国より高くなっています。 
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図表 11-4-2-13  疾患ごとのＳＭＲ（平成 25（2013）年～29（2017）年）    （全国を 100） 

 

（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」） 

 

  （エ） 出生数及び死亡数の変化 

     昭和 50（1975）年頃から出生数が低下し、平成 2（1990）年以降、死亡数が出生数 

      を上回り続けています。  

 

図表 11-4-2-14  出生数及び死亡数の推移  

 

（資料：岡山県真庭保健所） 
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（オ） 平均寿命 

         令和 2（2020）年の平均寿命は、県と同程度となっています。 

      図表 11-4-2-15  平均寿命                         （単位：歳） 

  

 

 

 

 

 

区  分  

 

平成27（2015）年 令和2（2020）年 令和3（2021）年 

   男     女  男    女      男      女  

真庭市  

新庄村  

県  

全   国  

   80.50 

   81.10 

   81.03 

   80.75 

   87.90 

   87.60 

   87.67 

   86.99 

   81.50 

   81.80 

   81.90 

   81.49 

  88.30 

  88.40 

  88.29 

  87.60 

- 

     - 

     - 

   81.47 

- 

     - 

     - 

   87.57 

      （資料：厚生労働省「完全生命表」、「都道府県別生命表」、「簡易生命表」） 

ウ 乳児死亡  

令和 3（2021）年の乳児死亡（生後 1 年未満の死亡）数は 0 人です。 

 

 

エ 死産    

令和 3（2021）年の死産（妊娠満 12 週以後の死児の出産）数は 3 胎です。 
 
 

オ 周産期死亡 

令和 3（2021）年の周産期死亡数（妊娠満 22 週以降の死産と生後 7 日未満の早期新

生児死亡を合わせたもの）は 0 人です。 

 

（２）保健医療資源の状況 

① 医療施設 

ア 病院数 

○ 令和 3（2021）年 10 月 1 日現在の病院数は 7 施設で、その病床数は 729 床です。 

病床の種別では、383 床が一般病床で、176 床が療養病床、170 床が精神病床です。 

しかし、令和 5(2023)年 4 月 1 日現在で１病院閉院し、6 施設、675 床となりました。 

○ 圏域の 6 病院のうち、5 病院が救急告示病院として救急医療を行っています。 

○ 病院の種別では、5 施設が一般病院で、1 施設が精神科病院です。 

 

図表 11-4-2-16  病院施設数及び病床数（令和 3（2021）年 10 月 1 日現在） 

区   分  計  

病院施設数  

計  

病院病床数  

一般病院  
精神科

病  院  
一般病床  

療養  

病床  

精神  

病床  

結核  

病床  

感染症

病  床  

真庭保健  

医  療  圏  

実  数  7 6 1 729 383 176 170 －  －  

人口 10 万人対  16.4 14.0 2.3 1,703.3 894.9 411.2 397.2 －  －  

岡  山  県  
実  数  159 143 16 27,186 17,755 4,015 5,275 115 26 

人口 10 万人対  8.5 7.6 0.9 1,449.3 946.6 214.0 281.2 6.1 1.4 

（資料：厚生労働省「令和 3（2021）年医療施設調査」、岡山県統計分析課「毎月流動人口調査」） 
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イ 一般診療所数 

令和 3（2021）年 10 月 1 日現在の一般診療所数は、施設内診療所等 12 施設を含む

42 施設（平成 28（2016）年：45 施設）で、人口 10 万対 98.1 施設と県をやや上回ってい

ますが、その病床数は 19 床（平成 28（2016）年：82 床)、人口 10 万対 44.4 床と県を大

きく下回っています。 

令和 5（2023）年 4 月 1 日現在では、施設内診療所等 12 施設を含む 40 施設です。 

 

ウ 歯科診療所数 

令和 3（2021）年 10 月 1 日現在の歯科診療所数は、19 施設、人口 10 万対 44.4 施

設 で県を下回っています。 

図表 11-4-2-17 一般診療所施設数及び病床数並びに歯科診療所施設数（令和 3（2021）年 10 月 1 日現在） 

区      分  一 般 診 療 所  歯 科 診 療 所

施  設  数   施 設 数  病 床 数  

真 庭 保 健

医  療  圏  

実         数   42 19 19 

人 口 10 万 人 対  98.1 44.4 44.4 

岡  山  県  
実         数  1,636 1,918 1,001 

人 口 10 万 人 対  87.2 102.3 53.4 

（資料：厚生労働省「令和 3（2021）年医療施設調査」、岡山県統計分析課「毎月流動人口調査」）   

 

② 保健関係施設 

母子保健や生活習慣病対策・高齢者保健等の一般的な対人保健サービスは、市・村が実

施し、感染症対策・精神保健・難病等、広域的で専門的な対人保健サービスや医務・医薬・食

品衛生・生活衛生施策などは、保健所で行っています。保健活動の場である保健センターは、

圏域内 8 力所に整備されています。 

 

③ 保健医療従事者 

令和 2（2020）年 12 月 31 日現在の当圏域の医師・歯科医師及び薬剤師数はそれぞれ、 

    79 人、22 人及び 69 人であり、いずれも県に比べ人口 10 万対で下回っています。 

    また、保健師・助産師・看護師・准看護師数は下表のとおりで、人口 10 万対では、県に比べ

て保健師数は上回り、看護師数はやや上回っています。※ 

          

図表 11-4-2-18  医療従事者数（令和 2（2020）年 12 月 31 日現在） 

医　師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師

実　数 79 22 69 54 12 564 92

人口10万対 182.6 50.8 159.5 124.8 27.7 1,303.5 212.6

実　数 6,290 1,807 4,281 1,069 553 24,240 4,151

人口10万対 334.2 96.0 227.4 56.8 29.4 1,287.7 220.5

真庭保健

医  療  圏

岡  山  県

区　　分

 

（資料：厚生労働省「令和 2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計」、「衛生行政報告例」、岡山県統計分析課「毎月流動人

口調査」）   ※介護老人保健施設等の人数を含む。 
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（３）受療の動向 

① 受療動向 

令和 2（2020）年調査では、当圏域は自圏域内での受療率が 64.8%で 35.2%が他圏域に

流出しています。 

 

図 表 11-4-2-19  病 院 の推 計 入 院 患 者 数 の構 成 割 合         （単 位 ：％）  

受  療  地  
患  者  住  所  地  

二 次 保 健 医 療 圏 内  二 次 保 健 医 療 圏 外  

岡  山  県  86.8 13.2 

県 南 東 部 保 健 医 療 圏  92.2 7.8 

県 南 西 部 保 健 医 療 圏  86.8 13.2 

高 梁 ・新 見 保 健 医 療 圏  63.6 36.4 

真 庭 保 健 医 療 圏  64.8 35.2 

津 山 ・英 田 保 健 医 療 圏  81.4 18.6 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 （令 和 2（2020）年 患 者 数 調 査 ）） 

 

② 病床利用率・平均在院日数  

    当圏域の令和 3（2021）年の病床利用率は 67.2％で、県の 72.6％と比べ 5.4 ポイント下

回っています。 

また、平均在院日数は 35.6 日で、県の 27.1 日と比べ 8.5 日長くなっていますが、療養病床

   においては、県の平均と比べて、35.9 日短くなっています。 

 

図表 11-4-2-20  病床利用率及び平均在院日数の状況  

 

区   分 

病床利用率(％) 平均在院日数(日) 

総 数 一般病床 療養病床 精神病床 総 数 一般病床 療養病床 精神病床 

圏   域 67.2 63.7 69.1 －    35.6     20.6     78.4 － 

岡 山 県 72.6 68.0 84.3     78.9    27.1     17.7    114.3 234.0 

（資料：厚生労働省「令和 3（2021）年病院報告」） 

  

－ 592 －
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３  医療提供体制の構築   

（１）地域医療構想 

【現状と課題】 

○ 今後、高齢化が進み、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、中山間地域に位置し

広範な面積を有する当圏域では、公共交通サービスは必ずしも十分とはいえない状況です。そ

の中で医療資源を有効活用し、患者個々の状態に応じた良質かつ適切な医療を効果的・効率

的に提供するとともに、在宅医療や介護サービスの充実等による地域包括ケアシステムの構築

を一体的に推進し、圏域内において一定のサービスが受けられるよう支援する必要があります。

（限られた資源の有効活用とサービス提供支援） 

○ 病床機能報告(平成 28（2016）年 7 月 1 日時点)によると、当圏域の病床数は 641 床で、そ

のうち高度急性期は 0 床、急性期は 389 床、回復期は 42 床、慢性期は 172 床（図表

11-4-3-1）となっています。岡山県では県内の医師不足地域の医療機関に「地域枠卒業医

師」の配置を進めていますが、当圏域では高度急性期病床の確保が難しく、必ずしも専門医が

常勤ではないため、圏域外の専門的医療機能を有する医療機関との連携体制を強化する必要

があります。（他圏域との連携支援）  

※図表 11-4-3-2 は真庭保健医療圏における 6 年が経過した時点における医療機能区分別

の病床数 

○ 国から提供された地域医療構想策定支援ツールにより、県において推計した令和 7（2025）

年の医療機能別必要病床数 (医療機関所在地別、慢性期病床はパターンＣで推計）は図表

11-4-3-5 のとおりです。今後、各医療機関の病床機能報告における考え方を確認した上で、

医療機能ごとの医療需要と病床の必要量を含め、地域の関係者間で十分に協議・検証を行

い、当圏域にふさわしい医療機能の分化と連携を適切に推進することが必要です。（医療病床

の推計と医療提供体制の検討） 

○ 国から提供された地域医療構想策定支援ツールにより県において推計した医療機能別の流

入・流出の状況については、図表 11-4-3-6 及び 11-4-3-7 のとおりです。急性期・回復期・

慢性期において、他の医療圏との間での患者の流入・流出を把握し、当圏域の住民が必要な

医療・介護・生活支援が受けられるよう関係者と連携し、検討していく必要があります。（他圏域

や圏域内での連携支援） 

○ 構想区域における令和 7（2025）年の居宅等における医療の必要量は、図表 11-4-3-8 のと

おりです。 

○ 住民一人ひとりが住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう健康寿命の延伸を目指し

た支援を行うとともに、多職種連携の推進等、地域医療に関わる従事者・住民等の地域全体が

理解（意識）し、支えていこうとする気運の醸成が必要です。（本人の納得できる生活が送れる体

制への支援） 

  ○ 今後増加が予測されている在宅医療提供に当たっては、医療･介護連携の取組を促進し、在

宅での療養体制を整備していく必要があります。 

 

 

 

－ 593 －
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図表 11-4-3-1  真庭保健医療圏における平成 28（2016）年 7 月 1 日時点の医療機能    （単位：床） 

医療機能 一般病床 療養病床 合計 構成比(%)  
 
  
  
 
 
 
 

高度急性期 0  0  0  0.0  

急 性 期 389  0  389  60.7  

回 復 期 42  0  42  6.6  

慢 性 期 0  172  172  26.8  

休棟・無回答等 34  4  38  5.9  

計 465  176  641  100.0  

（資料：岡山県真庭保健所） 
    ※平成 28（2016）年 7 月 1 日現在の病床機能報告による。 

    ※岡山県医療推進課が公表したデータのうち、医療機関からの報告をもとに岡山県真庭保健

所において調整した数値である。 

 

図 表 11-4-3-2  真 庭 保 健 医 療 圏 における 6 年 が経 過 した日 （令 和 4(2022)年 7 月 1 日 ）時 点 の医 療 機 能     

                                                                （単位：床） 

医療機能 一般病床 療養病床 合   計 構成比(%)     
          
      
     
     
 
 
 
 

高度急性期 0  0  0  0.0  

急 性 期 307  0  307  47.9  

回 復 期 61  0  61  9.5  

慢 性 期 82  172  254  39.6  

休棟・無回答等 15  4  19  3.0  

計 465  176  641  100.0  

（資料：岡山県真庭保健所） 
    ※平成 28（2016）年 7 月 1 日現在の病床機能報告による。 

    ※岡山県医療推進課が公表したデータのうち、医療機関からの報告をもとに岡山県真庭保健

所において調整した数値である。 

 

図表 11-4-3-3  真庭保健医療圏の許可病床数の現況と必要病床数推計の比較     （単位：床） 

 

 

区   分 

 

平成29(2017)年4月1日現在の  

病床数［病床機能報告(調整後）］ 

必要病床数       

［地域医療構想策定支援ツールから］ 

 

 

②－① 

 

 

 

 

②/① 

 

 

病 院 

 

診療所 

 

合 計 H25 

(2013) 

Ｒ7 

(2025) 

   Ｒ22  

  (2040) 

①     ②   ③   

高度急性期      26 25 22 25 － 

急 性 期 352 37 389 163 157 144 ▲ 232 40.4% 

回 復 期 42   42 180 175 160 133 416.7% 

慢 性 期 172   172 155 106 100 ▲  66 61.6% 

休棟・無回答等    31 38 69       ▲  69 － 

計 597 75 672 524 463 426 ▲ 209 68.9% 

（資料：岡山県医療推進課） 

－ 594 －



- 13 - 

※ 平成 29（2017）年 4 月 1 日現在の病床数は、許可病床数の数値に合わせるため、平成 28（2016）

年 7 月 1 日現在の病床機能報告の数値をもとに、県において調整した数値である。 

※  平成 25(2013)年、令和 7(2025)年及び令和 22(2040)年の数値は、厚生労働省提供の地域医 

療構想策定支援ツールの医療機関所在地別、パターンＣによる数値である。 

※病床機能報告制度について   

平成 26(2014)年度から開始されたもので、一般病床・療養病床を有する医療機関（病院・有床診療所）

が、病棟ごとに高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４つの機能（区分）の中から、自らの判断に

より、その有する病床において担っている医療機能の「現状」と「今後の方向」を選択するほか、医

療機関ごとに構造設備・人員配置等に関する項目及び具体的な医療の内容に関する項目を都道府県に

報告するもの。 

     

図表 11-4-3-4  真庭保健医療圏の必要病床数の推移  （単位：床） 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 11-4-3-5  真庭保健医療圏における令和 7（2025）年における必要病床数 (単位：床) 

区  分 

医療機関所在地別 患者住所地別 

ﾊﾟﾀｰﾝ A ﾊﾟﾀｰﾝ B ﾊﾟﾀｰﾝＣ 
構成比

※ 
ﾊﾟﾀｰﾝ A ﾊﾟﾀｰﾝ B ﾊﾟﾀｰﾝＣ 

構成比

※ 

高度急性期 25 25 25 5.4% 49 49 49 8.7% 

急 性 期 157 157 157 33.9% 193 193 193 34.2% 

回 復 期 175 175 175 37.8% 204 204 204 36.1% 

慢 性 期※ 75 91 106 22.9% 87 104 119 21.1% 

計 432 448 463 100.0% 533 550 565 100.0% 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

※慢性期の推計方法 
【パターンＡ】 
 全ての構想区域が全国最小値（県単位）まで入院受療率を低下する。 
【パターンＢ】 
 構想区域ごとに入院受療率と全国最小値（県単位）との差を一定割合解消させることとするが、その割合について 
は、全国最大値（県単位）が全国中央値（県単位）にまで低下する割合を一律に用いる。 
【パターンＣ】 
 構想区域の慢性期病床の減少率が、全国中央値よりも大きく、かつ、高齢者単身世帯の割合が全国平均よりも大  
きい構想区域は、令和 12（2030）年から比例的に逆算した入院受療率とすることができる。 
「高梁・新見」、「真庭」、「津山・英田」の３区域が該当する。 
※  構成比の欄は、パターンＣにおける数値である。 

－ 595 －
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図表 11-4-3-6  令和 7（2025）年度 真庭圏域の機能別 1 日当たり医療需要の流出入の割合の推計 

区   分 県南東部 県南西部 高梁・新見 真庭 津山・英田 合  計 
高度急性期 

 
流入       100.0%   100.0% 
流出       100.0%   100.0% 

急 性 期 
 

流入       90.4% 9.6% 100.0% 
流出 13.2% 7.5%   69.9% 9.4% 100.0% 

回 復 期 
 

流入     7.1% 83.5% 9.4% 100.0% 
流出 9.2% 7.1%   75.6% 8.2% 100.0% 

慢性期パターン 

B 

流入       100.0%   100.0% 
流出 17.6%     82.4%   100.0% 

慢性期パターン

Ｃ 
流入       100.0%   100.0% 
流出 16.5%     83.5%   100.0% 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 11-4-3-7  令和 7（2025）年度 真庭圏域の機能別 1 日当たり医療需要の流出入の人数の推計  

                                                               (単位：人/日) 
 

区   分 
 

県南東部 
 

県南西部 
 

高梁・新見 
 

真庭 
 

津山・英田 
 

合  計 
高度急性期 

 
流入       15.0    15.0  
流出       15.0    15.0  

急 性 期 
 

流入       99.4  10.6  110.0  
流出 18.8  10.6    99.4  13.3  142.2  

回 復 期 
 

流入     10.9  128.5  14.5  153.9  
流出 15.6  12.0    128.5  13.9  170.0  

慢性期パターン

B 

流入       70.5    70.5  
流出 15.1      70.5   85.6  

慢性期パターン

Ｃ 
流入       82.4    82.4  
流出 16.3      82.4    98.7  

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

図表 11-4-3-8  令和 7（2025）年の居宅等における医療の必要量        (単位：人/日) 

 

（資料：厚生労働省「地域医療構想策定支援ツール」による推計） 

 

【施策の方向】 

項   目 施策の方向 

医 療 機 関 の 役 割 

分担と連携 

 

 

 

 

 

○真庭圏域地域医療構想調整会議において、病床機能報告等の情報により

確認できる圏域内の医療提供体制を関係者で共有し、病床機能の分化と医

療機関同士の連携を促進することで、地域医療構想の実現を目指します。    

また、住民が適切な医療を受けられる環境を継続できるよう、ＰＤＣＡサイクルを

効果的に機能させていきます。 

○地域医療構想を達成するため、地域において質が高く効率的な医療提供体制 

の確保に向けた取組を支援します。 

ﾊﾟﾀｰﾝＡ  ﾊﾟﾀｰﾝＢ  ﾊﾟﾀｰﾝＣ  ﾊﾟﾀｰﾝＡ  ﾊﾟﾀｰﾝＢ  ﾊﾟﾀｰﾝＣ  

在宅医療等  754 825 810 796 850 834 820 

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分  365 375 375 375 397 397 397 

医療機関所在地別  患者住所地別  
2013年 の  区    分  
医療 需 要  

（参 考 ） 

－ 596 －
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○高度急性期や専門分野における圏域外の医療機関から、患者が望む地域へ

戻ることができるよう、関係者と連携しながら受入体制の整備について支援しま

す。 

○圏域の地域医療構想について、将来の医療需要の変化を関係者間で共有し、

この地域の医療のあるべき姿について検討します。 

居 宅 等 に お け る 

医療の提供 

 

 

 

 

 

 

 

○地域包括ケアシステムの構築に向けた取組等について、市 ・村 ・真庭市医

師会、地域の医療・介護関係者の多職種連携を促進するとともにチーム医

療を推進します。  

○在宅療養者やその家族の希望に沿った適切なサービス提供体制を構築します。 

○人生の最終段階における療養生活の過ごし方や医療などについて、家族・医師

等と話し合うリビング・ウィルやアドバンス・ケア・プランニング(ＡＣＰ)の取組を関

係者、地域住民に普及・啓発します。 

○地域住民に対し、在宅医療及び介護サービスに関する普及・啓発を図り、利用

しやすい環境づくりを推進します。 

人材の確保 

 

 

 

 

 

○地域医療を維持していくために必要な人材確保や働きやすい環境づくりの

ため、多職種を対象とした研修会を真庭市医師会・市・村等関係機関で開

催し、質の高い人材の育成を推進します。 

○限られた人材の中で適切な医療を提供するため、従事者のロールシフトや担い

手の確保・離職防止等について、地域包括ケアシステム構築に向けた取組支

援の中で検討します。 

地域で医療を支え

る気運の醸成 

 

 

 

 

 

○住み慣れた地域で生活が継続できるよう在宅医療を支援し、地域の特性を踏

まえ、将来にわたり、必要な人に必要な医療が提供されることを目指します。 

その目標を住民に啓発し、「幸福な長寿社会の実現」に向けた気運を醸成しま

す。 

○真庭圏域の連携の取れた医療体制の中で、医療資源を有効に活用していく上

でも、「予 防 の大 切 さ」について、住 民 に対 して意 識 づけできるよう、市 ・

村 の事 業 を支 援 します。 

 

（２）外来医療に係る医療提供体制の確保  

【現状と課題】 

○ 当圏域は、外来医師偏在指標の値が全国の二次医療圏の中で上位 33.3％に該当しないため、

「外来医師多数区域」以外の区域となります。 

○ 在宅患者訪問診療を実施している医療機関は、病院 3 施設、診療所 10 施設となっており、全体

の 38％です。（令和 5（2023）年 4 月 1 日現在） 

○ 人口 10 万人あたりの医師数（医療施設の従事者、令和 2（2020）年 12 月 31 日現在）は 182.6

人で岡山県の 334.2 人及び全国の 269.2 人と比べ大幅に少なく、医 療 機 関 相 互 の連 携 と協 力

により、医 療 需 要 に対 応 している現 実 があります。  

○ 夜 間 休 日 診 療 を担 う医 師 が不 足 しており、かつ高 齢 化 しています。  

○ 眼 科 ・耳 鼻 科 を担 当 する学 校 医 が不 足 しています。  

－ 597 －
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○  乳 幼 児 健 康 診 査 は、圏 域 内 の医 師 のみならず、他 の医 療 圏 の医 師 の協 力 も得 ながら

対 応 しています。  

 

 図表 11-4-3-9  外来医師偏在指標【国の算定結果】 

全国 00 全国 00     全国 112.2 107,226 1,266.5 1.000 75.5%

都道府県 33 岡山県 33     岡山県 124.6 1,717 18.9 1.027 70.9%

二次医療圏 33 岡山県 3301 県南東部 138.2 967 9.1 1.007 75.1%

二次医療圏 33 岡山県 3302 県南西部 113.8 554 7.1 1.017 67.7%

二次医療圏 33 岡山県 3303 高梁・新見 107.7 30 0.6 1.185 49.7%

二次医療圏 33 岡山県 3304 真庭 106.2 31 0.5 1.153 58.4%

二次医療圏 33 岡山県 3305 津山・英田 106.4 135 1.8 1.085 70.3%

標準化外来

受療率比

診療所外来

患者数割合
圏域区分 都道府県名 圏域名

外来医師偏在

指標

標準化診療所

従事医師数

（人）

令和3(2021)年

1月1日時点人口

（10万人）

 

（資料 :厚生労働省「外来医師偏在指標」） 

 

【施策の方向】 

項   目 施策の方向 

外来医療に係る医

療提供体制 

 

 

 

 

○新規開業者に求める外来医療機能は、初期救急医療（夜間・休日診療）、 

公衆衛生（眼科・耳鼻科学校医）としますが、届出の際に記載は不要としま 

す。 

○ＣＴ・ＭＲＩ・マンモグラフィーは、ほぼ充足しています。これらの医療機器を導入 

する予定のある医療機関で、共同利用を希望する医療機関があれば、地域医 

療構想調整会議で協議し、協力を行います。 

○予防接種・健康診断・幅広い健康に関する相談などができ、必要な時には 

専門医療機関を紹介してくれる身近な「かかりつけ医」の普及を図ります。 

 

（３）５疾病・６事業及び在宅医療の医療連携体制 

    ①がんの医療 

  【現状と課題】 

○  昭和 60 年代以降、当圏域でも、がんによる死亡が死因の第 1 位です。令和 3（2021）年

のがんによる死亡者は 171 人で死亡総数に占める割合は 21.8%です。部位別割合は気管・

気管支及び肺が最も高くなっています。平成 25（2013）年～29（2017）年の悪性新生物の

ＳＭＲは男性 87.9、女性 86.2 と全国より低い状況です。平成 20（2008）年～24（2012）年

のＳＭＲとの比較では、がん全体では女性で微増し、胃がんは男女とも低下、大腸・肝臓及

び肝内胆管では男性で上昇し女性は低下しています。 気管・気管支及び肺は男性で低

下 し女 性 は上 昇 しています。がんと関 連 する生 活 習 慣 である喫 煙 の状 況 をみると、 

令和 2（2020）年度の国民健康保険の特定健康診査質問調査では、県を基準とした標準

化比が高くなっており、特に真庭市男性は 112.7 と有意に高くなっています。 
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○ 市 ・村 が実 施 するがん検 診 の受 診 率 は全 体 的 に横 ばい状 況 で、肺 がん・大 腸 がんを 

除 いては県 平 均 を下 回 っています。精 密 検 査 受 診 率 は、大 腸 がんが低 い状 況 です。  

○ 胃がん検診については、平成 19（2007）年度から真庭市医師会を中心に「ペプシノーゲン

検査」と「ヘリコバクターピロリ抗体検査」が胃がんリスク検査として行われ、がん予防対策に繋

がる一つの方策として実施されています。 

○  真 庭 市 医 師 会 ・ 市 ・ 村 と と も に 検 討 し 、 胃 内 視 鏡 検 査 の ダ ブ ル チ ェ ッ ク 体 制 を 

令和 5（2023）年度から実施しています。 

○ 当圏 域 には、がん診 療 連 携 拠 点 病 院 はありませんが、金 田 病 院 が地 域 がん診 療 病 院

として指 定 を受 けています。  

○ がん患 者 が安 心 して、治 療 と仕 事 を両 立 するためには、社 会 や職 場 等 の理 解 が必 要

です。 

 

図表 11-4-3-10  悪性新生物 主な部位別死亡状況(令和 3（2021）年) 171 人の内訳  

 

（資 料  厚 生 労 働 省  「人 口 動 態 統 計 」） 
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図表 11-4-3-11   がん検診精密検査受診率の状況（平成 28（2016）年度～令和 2（2020）年度） 

 

 

 

 

 

図表 11-4-3-11  がん検診受診率の状況（平成 28(2016)～令和 2(2020)年度） 

 

 

 

 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 「地 域 保 健 ・健 康 増 進 報 告 」）  

 

図表 11-4-3-12   がん検診精密検査受診率の状況（令和 2（2020）年度） 

 

（資 料 ：「令 和 2(2020)年 度 岡 山 県 の成 人 保 健 」）  

※がん検 診 精 密 検 査 許 容 量 は、乳 がんは 80%、その他 は 70% 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

がん予防 

 

 

 

 

○市・村・真庭市医師会・愛育委員会・栄養改善協議会・職域等関係者と

協働して、がん予防の正しい知識の普及を図ります。 

○子どもの頃からの喫煙防止に取り組むとともに、禁煙及び受動喫煙防止の

環境整備に努めます。 

○うす味で野菜を中心としたバランスの良い食事と、適度な運動の重要性に

ついて普及・啓発に努めます。 

がんの早期発見 

 

 

 

○がんの早期発見・早期治療に結びつくよう市・村・真庭市医師会・愛育委

員会・栄養改善協議会と協働して、一般住民へがん検診の重要性につい

て普及・啓発を図ります。また、職域にも働きかけます。 

○要精密検査対象者の精密検診受診について、その必要性を普及・啓発し、 

(%) 
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市・村や検診機関から受診勧奨がなされるよう働きかけます。 

○子宮頸がん・乳がんについては、若い世代からのがん検診の受診促進を図

ります。また、乳がんに関する正しい知識及び乳房を意識する生活習慣（ブ

レスト・アウェアネス）や気になる症状がある場合の速やかな受診の普及・啓

発を図ります。 

○がん検診の精度管理を市・村とともに行い、また、受診者の利便性を考慮

した検診実施体制の構築を支援します。  

がん医療情報の提

供及び体制整備 

 

○県ホームページ「岡山がんサポート情報（岡山県がん患者支援情報提供

サイト）」等を活用してがんに関する情報提供を行います。 

○緩和医療・ケアについて、医療関係者等の連携を推進するとともに、人生の

最終段階における在宅療養体制についても検討します。 

 

②脳卒中の医療 

  【現状と課題】 

  ○ 脳卒中の死亡率は減少傾向で、令和 3(2021)年の脳卒中による死亡は死因の第 4 位 

     （7％）です。平成 25（2013）年～29（2017）年の脳血管疾患のＳＭＲは、男性で 112.4、女性

で 97.3 であり、男性は、国と比較して高い状況です。平成 20（2008）年～24（2012）年のＳＭ

Ｒとの比較では、女性は減少しましたが、男性は上昇しています。 

   ○ 令和 2(2020)年度の国保の特定健康診査受診者の高血圧薬服用者は国・県に比べて多

い状況です。 
 
図表 11-4-3-13  脳卒中の医療連携体制を担う医療機関（令和 4(2022)年 12 月 1 日現在） 

区  分 分類 機関数  施設種別  医 療 機  関  の 名 称  
 

急 性 期 
Ａ 

2 
病院  社会医療法人緑壮会  金田病院  

Ｃ 病院 医療法人社団井口会 総合病院落合病院  

 

回 復 期 

 

 
 

 

 

3 

病院 医療法人社団井口会 総合病院落合病院  

病院 社会医療法人緑壮会  金田病院  

病院 真庭市国民健康保険  湯原温泉病院  

 

 
 

 
 

維 持 期 
 

 
 
 

 

療 

養 

病 

床 

 

 
 

 
 

9 
 

 
 

 
 
 

病院 医療法人社団井口会 総合病院落合病院  

病院 特定医療法人美甘会  勝山病院  

病院 社会医療法人緑壮会  金田病院  

病院 医療法人敬和会  近藤病院 

病院 真庭市国民健康保険  湯原温泉病院  

在

宅

医

療 

病院 医療法人社団井口会 総合病院落合病院  

病院 特定医療法人美甘会 勝山病院  

病院 医療法人敬和会  近藤病院 

病院 真庭市国民健康保険  湯原温泉病院  

 （資料：岡山県医療推進課）                               
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

脳卒中の予防 ○栄養改善協議会・市・村等と連携して、減塩活動を推進します。 

○高血圧治療の重要性について、普及・啓発を図ります。 

早期受診 

 

 

 

 

○高血圧の人が、かかりつけ医 に定 期 受 診 を行 うことの重 要 性 について、

普 及 ・啓 発 します。  

○脳卒中を疑う症状や発症初期の症状に、本人や家族・周囲の人が早期に

察知して受診し、的確な診断やｔ－ＰＡ治療等を受けることができるよう、住

民（職域を含む）への普及・啓発を図るとともに、発症直後の患者を迅速に

搬送する体制の整備を推進します。 

医療連携体制の整

備 

○真庭市医師会等の関係機関と連携し、急性期・回復期・維持期の切れ目

のない医療が提供できるよう、病病連携・病診連携・在宅医療との連携体

制の整備を進めます。 

   

③心筋梗塞等の心血管疾患の医療 

  【現状と課題】  

○ 令和 3（2021）年の心疾患（高血圧性除く）による死亡は、死因の第 2 位（18.0%）です。 

○ 平成 25（2013）年～29（2017）年の心疾患のＳＭＲは、男性 104.6、女性 101.4 であり、心 

筋梗塞は男性 162.0、女性 131.7 となっています。 

○ 再発予防医療機関として 3 カ所、かかりつけ医療機関として 4 カ所登録があります。心血管 

疾患患者の再発予防のため適切に管理することが重要となります。 

○ 圏域内に急性期や回復期を担う医療機関はなく、発症時に他圏域の急性期医療機関へ 

速やかに搬送する体制が必要です。他圏域の急性期や回復期医療機関とかかりつけ医等の  

広域的な連携強化が必要です。 

 

図表11-4-3-14   急性心筋梗塞の医療連携体制を担う医療機関   （令和5（2023）年2 月28 日現在） 

区   分 機関数 施設種別 医 療 機 関 の 名 称 

 

  再 発 予 防  

 

   ３  

 

病   院  

医療法人社団井口会  総合病院落合病院  

社会医療法人緑壮会  金田病院  

真 庭 市 国 民 健 康 保 険  湯 原 温 泉 病 院  

 

 

 
かかりつけ  

 

   ２  

 

病   院  
特 定 医 療 法 人 美 甘 会  勝 山 病 院  

医 療 法 人 敬 和 会  近 藤 病 院  

 

   ２  

 

診 療 所  
内 科 ・小 児 科  本 山 医 院  

医 療 法 人 かめのこ会  米 田 内 科 医 院  

（資料：岡山県医療推進課） 
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

予防対策 

 

 

 

 

○愛育委員会・栄養改善協議会等と連携し、若い世代からの健康づくりや生

活習慣の改善・心疾患をはじめ生活習慣病の発生予防・特定健康診査の

受診勧奨及び特定保健指導の利用勧奨などの健康づくり対策を推進しま

す。 

○高血圧症・脂質異常症・糖尿病の定期受診の啓発を推進します。 

○禁煙・受動喫煙防止のための環境整備を行います。 

○急性心筋梗塞の前段階である狭心症の予防等についての普及・啓発を図  

ります。 

救護救急体制 

 

○急性心筋梗塞等の重篤な疾患が疑われる患者を、速やかに適切な医療

機関に搬送する体制の整備を推進します。              

医療連携体制 

 

○圏域外の急性期・回復期を担う医療機関との連携強化について検討し体

制整備を行うとともに、多職種連携による心不全の増悪予防やリハビリテー

ションが行われるよう啓発に取り組みます。 

○急性期以降の転院先となる病院や在宅医療の医療提供体制強化のため、

医療連携パスの更なる運用拡大を図ります。 

   

④糖尿病の医療 

  【現状と課題】 

○ 令和 2（2020）年度の国保の特定健康診査では、糖尿病の服薬治療中の割合は真庭市

が、男性 15%（国を 100 とした標準化比 114.9）、女性 9%（同 147.1）、新庄村が、男性   

2％（同 58.3）、女性 13%（同 159.0）で、県が男性 12%（同 91.6）、女性 6%（同 87.7）であり、

新庄村の男性を除き、県より高くなっています。また、ヘモグロビン A1c 高値の割合が県より高

い状況が続いています。 

○ 糖尿病の発症予防と重症化予防に向けた普及・啓発や早期発見に向けた健診の受診と要

医療者の適正受診・食習慣の改善や運動習慣の定着等の普及・啓発が必要です。  

○ 当圏域では、糖尿病の総合管理を行う医療機関が 12 機関、専門治療を行う医療機関が

1 機関、慢性合併症（糖尿病性腎症）治療を行う医療機関が 1 機関届出ており、これらの関

係機関相互の情報共有や連携により、発症予防や医療連携推進を図ることが必要です。 

 

図表 11-4-3-15 管内市村特定健診ヘモグロビン A1c5.6 以上の割合の状況  （標準化比は国を１００） 

区  分  令和 2（2020）年度  令和 3（2021）年度  

男性  女性  男性  女性  

割合(%) 標準化比 割合(%) 標準化比 割合(%) 標準化比 割合(%) 標準化比 

真庭市  69 119.1 70 123.6 65 111.1 65 114.6 

新庄村  78 138.8 86 160.9 76 133.6 67 124.3 

  県  58 99.2 57 101.7 61 103.4 61 106.7 

（資 料 :岡 山 県 健 康 推 進 課 「岡 山 県 の成 人 保 健 」）  
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図表 11-4-3-16  糖尿病の医療連携体制を担う医療機関  （平成 29(2017)年 5 月 9 日現在） 

区     分 機関数  施設種別  医 療 機  関  の 名 称 
 

 
 

 
 

 
 
 

   総  合   管  理  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 12 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  病   院  
 

 

特定医療法人美甘会  勝山病院  

社会医療法人緑壮会  金田病院  

医療法人敬和会  近藤病院  

医療法人社団井口会 総合病院落合病院  

真庭市国民健康保険  湯原温泉病院  

 

 
 
 
 
  診療所  

 
 

 

 

医療法人  イケヤ医院  

医療法人  前原医院  

医 療 法 人 まつうら会  まつうら医 院  

医療法人  まにわ整形外科クリニック 

医療法人洗心堂  宮島医院  

内科・小児科 本山医院  

新 庄 村 国 民 健 康 保 険 診 療 所  

専  門   治   療  1   病   院  社会医療法人緑壮会 金田病院 

 慢性合併症・糖尿病性腎症  1 病  院  医療法人社団井口会  総合病院落合病院  

 

 

 

慢性合併症・歯周病  

 
 
 

        
 

6  
 

 

 

 

 

診 療 所  

医療法人  池元歯科  

ちはる歯科・矯正歯科  

医療法人  西尾歯科医院  

はら こども・ファミリー歯科  

ふくしま歯科医院  

医療法人  むとう歯科  

（資料：岡山県医療推進課） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

糖尿病予防 

 

 

 

 

 

○糖尿病を予防するため、健診の必要性・栄養バランスのとれた食事・運

動習慣の定着等、愛育委員会や栄養改善協議会の活動と連携して普

及・啓発に取り組みます。 

○糖尿病ハイリスク者の発症予防のために市・村と連携し、データヘルス事

業を推進するとともにその普及・啓発を図ります。 

○すでに糖尿病を発症した人に対して、真庭市医師会・市・村等と連携し、

重症化予防対策に取り組みます。 
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受診勧奨及び生活

習慣改善支援 

 

○特定健康診査における糖尿病（疑い）患者への早期受診勧奨・生活習

慣改善支援を、市・村・真庭市医師会と協働して行います。 

○糖尿病継続治療（合併症予防）について、住民や職域への普及・啓発を

図ります。 

医 療 連 携 体 制 の 

整備 

○糖尿病患者支援のため、保健・医療・福祉・介護関係者の連携を推進し

ます。とりわけ、医科歯科連携を促進します。 

 

⑤精神疾患の医療 

  【現状と課題】 

    ○ 当圏域の令和 4（2022）年度の障害者自立支援医療（精神通院）受給者数は 555 人で

令和 3（2021）年度の 563 人より減少していますが、平成 29（2017）年度からは増加傾向

にあります。 

○ 精神保健福祉手帳の所持者数は、令和 4（2022）年度で 231 人となっており、増加傾向

にあります。 

○ 保健所では専門相談窓口として、心の健康相談・思春期心の保健相談をそれぞれ毎月

開催し年間 20 人ほどの利用がありますが、令和 3(2021)年度以降相談件数が減少してい

ます。心の健康問題の多様化が進み、うつ病や発達障害・ひきこもり・アルコール依存症・未

治療・治療中断など複雑、多様で処遇困難な事例がみられます。 

○ うつ病と密接な関係があると言われている自殺について、当圏域の自殺死亡率は、令和  

2（2020）年度までは県全体より高い傾向でしたが、令和 3（2021）年度の自殺者数は減少

し自殺死亡率も県全体より低くなっています。 

○ 当圏域には、精神科病院が１か所あり、病床数は平成 26（2014）年 10 月 1 日に 200 床

から 170 床となっています。専門医が少なく圏域外の医療機関を受診せざるを得ない場合

もあり、圏域面積が広く、利用できる公共交通機関も少ないことから、地域的に治療継続が

困難な状況にあります。 

○ 日頃から関係機関と情報共有し、適宜個別支援を展開するとともに、岡山県精神保健福

祉センター等と協力体制を組み、専門的なスーパーバイズを受け、支援者のアセスメント力

向上を図っています。 

○ 地域移行や地域定着等、地域生活を支援するために、津山・英田圏域と合同で地域移

行推進協議会を開催し、医療機関や相談支援事業所・市・村等と広域的に連携し、支援

ができるよう研修会等を開催しています。また、真庭警察署と連絡会議や研修会を通じて、

地域における精神障害者等の生活支援について連携を図っています。精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム構築のため、真庭地域自立支援協議会と連携し体制整備を推進

する必要があります。 

○ 平成 26（2014）年度から岡山県認知症疾患医療センターが津山・英田保健医療圏に 1

か所指定され、また、平成 29（2017）年 8 月から新たに当医療圏に 1 か所指定されました。

同センターとの会議等を通じて、市・村の認知症初期集中支援チームとも連携を進め相談

支援の充実を図っています。 
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○ 本県のひきこもりの状態にある方の数は、令和 4（2022）年に国が行った実態調査等をもと

に、約 2 万人と推定されています。ひきこもりの状態にある方への支援は、個々のケースに応

じて、保健・医療・福祉・教育等の関係機関が連携して支援していく必要があります。 

 

図表 11-4-3-17  障害者自立支援医療費（精神通院）受給者の状況   （単位：件） 

区   分  平 成 29 年 度  

(2017)  

平 成 30 年 度  

(2018)  

令 和 元 年 度  

(2019)  

令 和 2 年 度  

(2020)  

令 和 3 年 度  

(2021)  

令 和 4 年 度  

(2022) 

真  庭  市  518 528 542 586 555 551 

新  庄  村   4  4  4  6  8  4 

（資料：岡山県真庭保健所） 

 

図表 11-4-3-18  精神保健福祉手帳所持者数           （単位：件） 

区  分 平成 29 年度  

(2０１7) 

平成 30 年度  

(2018)  

令和元年度  

(2019)  

令和 2 年度  

(2020)  

令和 3 年度  

(2021)  

令和 4 度度  

(2022)  

真 庭 市 184 196 201 217 227 229 

新 庄 村 0 0 0 1 2 2 

（資料：岡山県真庭保健所） 

 

図表 11-4-3-19  精神保健福祉相談件数等           （単位：延件数） 

区  分 平成 29 年度  

(2017) 

平成 30 年度  

(2018) 

令和元年度  

(2019) 

令和 2 年度  

(2020) 

令和 3 年度  

(2021) 

令和 4 年度  

(2022) 

精 神 保 健 福 祉 相 談 

 

18 14 32 22 10 13 

思 春 期 精 神 保 健 福 祉   

相談（ひきこもり相談） 

13  7  8  6  3  4 

お 酒 の 悩 み      

（ 酒 害 ）  相 談 

 1  0  0  1  0  0 

（資料：岡山県真庭保健所） 

※「精神保健福祉相談」は精神科医、「思春期精神保健福祉相談」は臨床発達心理士による相談  

※「お酒の悩み（酒害）相談」は、津山断酒新生会酒害相談員と保健所保健師による相談 

 

図表 11-4-3-20  自殺者数、自殺死亡率の推移         （自殺率：人口 10 万人対） 

自殺者数 自殺率 自殺者数 自殺率 自殺者数 自殺率 自殺者数 自殺率 自殺者数 自殺率

真庭圏域 9 18.7 9 19.0 7 15.0 10 21.8 4 8.9

岡 山 県 263 13.6 261 13.6 267 14.0 261 13.7 305 16.1

区　分 (2017) (2019)(2018) (2020) (2021)

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成29年度

 

（資料：地域自殺実態プロファイル 平成 29(2017)年~令和 3(2021)年） 
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図表 11-4-3-21  警察官等による通報件数                          （単位：件） 

区    分  平成 29 年度  

(2017) 

平成 30 年度  

(2018) 

令和元年度  

(2019) 

令和 2 年度  

(2020) 

令和 3 年度  

(2021) 

令和 4 年度  

(2022) 

真庭保健所管内      7     6     6     6     6     1 

（資料：岡山県真庭保健所） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

発 症 予 防  

早 期 発 見  

早 期 治 療  

○市 ・村 と連 携 し、こころの健 康 に関 する研 修 会 の開 催 等 を通 じて、精 神

障 害 者 等 に対 する理 解 や偏 見 の解 消 、正 しい知 識 の普 及 ・啓 発 を推

進 します。  

○専 門 相 談 窓 口 として、保 健 所 では「心 の健 康 相 談 」・「思 春 期 心 の保

健 相 談 」を開 催 し、誰 でも相 談 が受 けられるよう、市 ・村 や教 育 機 関 等

と連 携 し相 談 窓 口 の周 知 に努 めます。  

○未 治 療 ・治 療 中 断 ・対 応 困 難 事 例 に対 して、市 ・村 や精 神 科 医 療 機

関 と連 携 して訪 問 （アウトリーチ）支 援 を実 施 し、受 診 勧 奨 や継 続 支 援

を行 います。また、岡 山 県 精 神 保 健 福 祉 センター等 から専 門 的 なスー

パーバイズを受 け、支 援 体 制 強 化 や連 携 を推 進 します。  

自 殺 対 策  ○自 殺 対 策 について、県 民 への普 及 ・啓 発 や相 談 体 制 の充 実 に加 え、

市 ・村 及 び関 係 機 関 等 と連 携 を強 化 し、効 果 的 な予 防 対 策 を着 実 に

実 施 します。  

○自 殺 のサインを出 している人 の存 在 を早 期 に察 知 し、声 をかけ、話 を聞

き、必 要 に応 じて専 門 家 につなぐ等 、寄 り添 う支 援 者 （サポーターやボ

ランティア）の養 成 を関 係 機 関 と連 携 して行 います。  

地 域 移 行 ・地

域 定 着 体 制

の推 進  

地 域 包 括 ケア

シ ス テ ム の 構

築  

○地 域 移 行 ・地 域 定 着 を進 めていくうえで、平成 27（2015）年 度 に作 成

した「美 作 県 民 局 精 神 障 害 者 の入 退 院 にかかる支 援 の流 れ」を活 用

し、多 機 関 連 携 により早 期 に退 院 できるよう支 援 を行 います。  

○精 神 障 害 者 等 が地 域 でより良 い生 活 を送 ることができるよう、保 健 ・医

療 ・福 祉 や警 察 等 関 係 機 関 が連 携 し、地 域 移 行 推 進 協 議 会 や連 絡

会 議 ・研 修 会 を開 催 し、地 域 包 括 ケアシステムの構 築 に努 めます。  

認知症支援体

制構築の推進  

○認 知 症 対 策 として、市 ・村 の認 知 症 初 期 集 中 支 援 チーム、岡 山 県 認

知 症 疾 患 医 療 センターとの連 携 を進 めていきます。  

ひ き こ も り 

対 策  

○保 健 ・医 療 ・福 祉 ・教 育 等 の関 係 機 関 等 が連 携 して実 態 把 握 に努 め

るとともに、岡 山 県 ひきこもり地 域 支 援 センターや保 健 所 、市 ・村 等 に

おいて、ひきこもりに悩 む家 族 や本 人 の相 談 に早 期 に対 応 し、必 要 な

サービスにつながるよう支 援 します。  

 

    

 

－ 607 －



- 26 - 

⑥救急医療 

    【現状と課題】 

○ 当圏域の初期救急医療体制は、真庭市医師会の協力を得て、休日の日中については 5 病

院 21 診療所による在宅当番医制が運営されています。診療科目については、内科または外

科を標榜した救急外来となっています。 

○ 二次救急医療体制は、休日の日中については 5 病院の協力を得て病院群輪番制で対応し

ており、夜間の二次救急医療については、救急告示病院当直医の診療科目等の状況に応じ

て、各病院が可能な範囲で対応しています。 

○ 三次救急医療については、当圏域には救命救急センターがないため、津山・英田圏域や県

南部圏域の救命救急センター等と連携を図り、重篤患者等を搬送し対応しています。 

○ 岡山県救急医療情報システム「おかやま医療情報ネット」は、誰でも利用可能な県内の休日

（夜間）当番医療機関を検索できる県民向け機能と、救急医療関係者等が使用する関係者

向け機能を持っています。関係者向け機能では、通常時は救急医療機関から的確に情報を

収集し、医療施設・消防本部等へ必要な情報の提供を行い、円滑な連携体制のもとに救急

医療を確保しています。 

○ 救急車による出動については、平成 29（2017）年から令和元（2019）年までは年間 2,500 件

を超えていましたが、令和 2（2020）年以降、減少しています。 

○  真 庭 市 消 防 本 部 の救 急 救 命 士 総 数 は 34 人（令 和 4 （2022 ）年 末 現 在 ）で す。       

令和 3（2021）年の真庭圏域からのドクターヘリ等の要請件数は 25 件となっており、毎年 30

件前後で推移しています。 

○ 消防機関と救急医療機関等の連携の強化を図り、救急救命士が行う特定行為等に対す

る医師の指示体制や、救急活動の医学的観点からの事前・事後研修体制の充実等を図る

ことを目的とした、美作地域メディカルコントロール協議会が定期的に開催されています。 

○ 重症以上の傷病者の搬送に係る医療機関の受入照会回数 4 回以上の事案及び現場滞

在時間 30 分以上の事案は、いずれも県の実績を大きく下回っています。 

 

図表 11-4-3-22  救急出動状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：真庭市消防本部） 
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図表 11-4-3-23  搬送の平均時間（覚知から医療機関への収容までの時間） （単位：分） 

区   分  

 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

真 庭 圏 域     41.0     39.7     40.6     40.8     42.3 

岡  山  県     37.3     37.2     37.2     38.3     39.6 

全 国     39.3     39.5     39.5     40.6     42.8 

（資料：真庭市消防本部、消防庁「救急・救助の状況」） 

 

図表11-4-3-24  重症以上の傷病者の搬送に係る医療機関への受け入れ照会回数 

         ４回以上の事案に占める割合            （単位：％） 

区   分  

 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

 

真庭圏域 2.4 1.4 1.0 1.1 1.1 

岡  山  県 2.4 2.5 2.9 3.6 4.2 

全  国 2.2 2.4 2.4 3.0 4.3 

（資料：真庭市消防本部、消防庁「救急・救助の状況」） 

 

図表 11-4-3-25  重症以上の傷病者の搬送に係る現場滞在時間 30 分以上の 

                    事案に占める割合              （単位：％）  

区   分  

 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

真庭圏域 2.7 0.8 2.9 1.8 1.1 

岡  山  県 3.0 2.8 3.4 3.9 11.0 

全  国 5.2 5.1 5.2 6.1 7.7 

（資料：真庭市消防本部、消防庁「救急・救助の状況」）  

      

【施策の方向】 

項   目 施策の方向  

啓発活動 

 

 

 

○真庭市消防本部管内では救急搬送困難事案は県の実績を下回っています

が、消防庁の平成30（2018）年から令和3（2021）年の統計（岡山県分）で

は受診者の4割が軽症患者で占められていることから、引き続き住民に対し

て適切な救急医療の利用について啓発を行います。 

初期救急医療体制 

 

 

○現行の在宅当番医制（休日日中）の維持確保が重要であることから、引き

続き維持できるよう関係機関との連携を図ります。夜間の診療については、

現行の救急告示病院制度で対応します。 
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二 次 ・三 次 救 急  ○二次救急医療については、5 カ所の救急告示病院と病院群輪番制度によ

り、休日日中の確保を図ります。夜間の診療については、現行の救急告示病

院制度で対応します。 

○地域の救急医療の核となる病院の受入機能の強化、急性期機能を有す 

る医療機関と連携した回復期リハビリテーション等を担う病院の機能強化を

図り、円滑な在宅療養への移行を支援します。 

○三次救急医療については、救命救急センター（高度含む）との連携を維持し

ます。 

救急搬送 ○ ド ク タ ー ヘ リ に つ い て は 、 真 庭 市 消 防 本 部 管 内 か ら の 要 請 件 数 は 、 

 令和3(2021)年には25件となっており、今後もドクターヘリと岡山県消防防災

ヘリ・岡山市消防ヘリを活用した円滑な救急搬送体制の強化に努めます。 

救急医療の検討 

 

○真庭圏域救急医療体制推進協議会を開催し、救急医療体制の在り方につ

いての検討を行います。 

 

⑦災害時における医療 

    【現状と課題】 

○ 岡山県災害保健医療福祉調整本部等設置要綱に基づき、地方災害対策本部（岡山県

美作県民局）の下に設置される地域災害保健医療福祉調整本部において、医療関係団体

等との連携と災害医療救護体制の確保を図るため、研修や訓練等を継続的に実施する必

要があります。 

○ 災害時の保健医療体制を整備するため、「岡山県健康危機管理マニュアル」に加えて、

「岡山県真庭保健所地域健康危機対応マニュアル」や「岡山県美作県民局真庭地域事務

所防災体制配備要領・防災配備マニュアル」を策定しています。 

○ 県内全ての病院及び救急告示診療所が広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に登録

されており、災害発生時に情報発信することとしています。 

○ 市・村・病院・福祉施設等の災害時の食料・災害時用品の備蓄については、東日本大震災

以降全国的に防災意識が高まり、真庭圏域においても取組が進んでいます。 

○ 人工透析・難病患者等の災害時要配慮者に対して、継続的な医療を提供できる体制を整

備する必要があります。 

○ 二次保健医療圏の地域災害拠点病院として、総合病院落合病院が指定され、災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）指定機関として、その出動に関し協定を締結しています。 

○ 県内の消防本部の間では「岡山県下消防相互応援協定」が締結されており、鳥取県内の

消防本部とは、真庭市消防本部と鳥取県西部広域行政管理組合との間で「消防相互応援

に関する協定」、鳥取中部ふるさと広域連合との間で「消防相互応援協定」が締結されてい

ます。 
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【施策の方向】 

項   目 施策の方向 

ＢＣＰ・防 災 マニュア

ル等の整備 

 

 

 

 

 

○災害医療に関わるマニュアル等を整備し、保健所機能を強化します。 

 救急医療体制推進協議会等を通じて、行政・消防及び医療機関等の

情報連絡・連携体制を整備し、円滑な傷病者搬送等ができる体制の強

化を推進します。 

○災害時の人工透析や難病患者等への医療の確保を図るため、平時か

ら災害時を想定し、医療機関や市・村との連絡体制等を確認します。 

○市・村・医療機関・愛育委員会・栄養改善協議会等と協働して、災害

時の食料・災害時用品の備蓄を推進します。 

災 害 医 療 体 制 の 

整備 

 

 

○平時から有事における的確な医療活動が行えるよう、災害拠点病院を

中心に、市・村・消防本部・真庭市医師会・医療機関等と連携を図ると

ともに、研修や訓練等により体制整備を行います。 

○災害時の医療救護活動については、真庭市と真庭市医師会の協定締

結、真庭市医師会の災害救護計画や県医師会との災害時相互応援

協定締結により、体制確保を行います。  

広域災害救急医療

情報システム 

 

○全国規模での、災害発生時の被災地医療機関情報を収集するため

の広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用できるよう、訓練等

を実施し、システムに対する習熟を深めます。 

  

⑧へき地の医療 

    【現状と課題】 

○ 当圏域には無医地区（医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、

おおむね半径 4 ㎞の区域内に 50 人以上が居住している地区であって、かつ、容易に医療機

関を利用することができない地区）が 6 地区、無歯科医地区（歯科医療機関のない地域で、

当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径 4 ㎞の区域内に 50 人以上が居住し

ている地区であって、かつ容易に歯科医療機関を利用することができない地区）が 7 地区あり

ます。（令和 4(2022)年 10 月 1 日時点） 

○ へき地の高齢化率は概して高く、医療機関への受診等を支援するため、コミュニティバス「ま

にわくん（真庭市）」や村内巡回バス「しんじょうくん（新庄村）」が運行されています。また、真

庭市では令和 5（2023）年 10 月から予約型乗合送迎サービス「チョイソコまにわ」の実証試

験が始まっており、利便性の高い、さらなる移動手段の模索が始まっています。 

○ へき地医療拠点病院である真庭市国民健康保険湯原温泉病院は、他の地域との医療水

準の格差を是正するため、拠点病院としての機能充実やへき地診療所の機能向上を図るこ

とが求められています。 

○ へき地診療所は、真庭市（中和・二川・美甘）に 3 カ所、新庄村に１カ所あります。へき地医

療拠点病院である真庭市国民健康保険湯原温泉病院から市内 3 カ所に医師が派遣され、

新庄村には医師が常駐しています。 
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向 
 

 
 

 

 

 

へき地医療の確保

          

 

 

○市・村・へき地医療拠点病院等と連携し、へき地医療の確保に努めます。 

○岡山県地域医療支援センター・市・村等と連携し、医師の確保と定着に努

めます。 

○医療アクセスが困難な医師不足地域での移動手段の確保や、オンライン診

療等の活用の可能性を検討します。 

○健康教育や健康相談等の保健活動で、一次予防を推進します。 

    

⑨周産期医療 

    【現状と課題】 

○ 当圏域で分娩可能な周産期医療機関は、1 病院が対応しています。他圏域の産婦人科

医療機関をかかりつけとしている妊産婦も多い傾向にあります。 

○ 当圏域には、ハイリスク妊産婦に対応できる周産期母子医療センターはなく、他圏域との

連携を図る必要があります。 

○ 「妊娠中からの気になる母子支援連絡票」から精神支援が必要と思われる妊産婦が約

30％と高い水準で推移しています。 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 
 

 
 

 

 

 

周産期医療体制の

確保 

 

 

 

○圏域内唯一の分娩施設を有する病院の産科部門の施設整備による機能

強化を支援し、地域で安心して出産できる体制の確保と、周産期母子医

療センターと連携した受入体制の確保を図ります。 

○メンタルヘルスに課題を抱える妊産婦等が、安心・安全な出産・育児に向

けて、「妊娠中からの気になる母子支援連絡票」などを有効に活用し、市・

村や関係機関と連携を図り、支援を行います。 

○緊 急 時 の連 携 体 制 強 化 、日 頃 から顔 の見 える連 携 による支 援 を行 う

ため、連 絡 会 議 等 の開 催 を通 じ、圏 域 内 における産 科 ・小 児 科 医 療

関 係 者 をはじめ、市 ・村 を含 めた母 子 保 健 ・福 祉 等 の関 係 者 と連 携 し

ながら、母 子 に対 する切 れ目 のない体 制 整 備 を継 続 して行 います。  

 

⑩小児医療（小児救急医療を含む） 

     【現状と課題】 

○ 小児科は、圏域内の 1 病院、12 診療所（うち 1 診療所は小児科専門医）で、診療所につ

いては内 科 と併 設 されています。（資 料 ：岡 山 県 医 療 機 能 情 報 提 供 システム：令 和       

5（2023）年 7 月） 

○ 当圏域では時間外診療体制整備には至らず、かかりつけ医が初期救急医療を行っていま

す。また、休日の日中については、在宅当番医が診療にあたっています。 

○ 二次救急医療については、当圏域では小児科救急外来がないため、他の圏域との連携で

補完されています。 
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向  

初 期 救 急 医 療 体 制 

 

○小児の急病等に対応できるよう家庭での看護力を高め、適切な救急医

療の利用に繋げるため、かかりつけ医を持つことや救急医療のかかり方

等に関する正しい知識の普及を行い、関係機関との連携強化を図りま

す。 

二 次 ・ 三 次 救 急 

医療体制 

○津山・英田圏域や県南部圏域の医療機関と、より一層の連携強化を図

ります。 

小 児 救 急 医 療 の 

検討 

○真庭圏域救急医療体制推進協議会で、小児救急医療体制の在り方

についての検討を行います。 

医療的ケア児の療養

体制 

○医療的ケア児が地域で安心して在宅生活を送ることができるよう、一人

ひとりに合った体制整備を関係者と協働して取り組みます。 

 

⑪新興感染症等の感染拡大時における医療 

【現状と課題】 

○ 新型コロナウイルス感染症対応における発熱外来は、18 医療機関で、入院医療機関は 5

医療機関でした。 

○ 高齢者施設や医療機関等で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した場合等に

は、必要に応じて現地で感染管理支援を行いました。 

○ 保健所では、受診相談センターを設け、住民からの相談に対応しました。 

○ 当圏域では、すべての病院で入院の受入体制が確立し、迅速に対応ができました。 

○ 高齢者施設の介護従事者等を対象に感染症対策研修会等を開催し、基本的な感染対

策の向上を図っています。 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向  

 
 

 

発 熱 外 来 等 の充 実  

 

○今後の新興感染症対応における地域の診療所の役割について、真庭市

医師会との連絡会議開催等を通じて、新興感染症発生時の発熱外来や

入院体制の更なる充実を図ります。 

関 係 機 関 等 との連

携 ・ 感 染 症 対 策 の

充 実 強 化  

 

○真庭市医師会や市・村と連携し、平時から感染症対策研修会等を開催す

ることで、感染症の発症予防や拡大防止を図り、地域の感染症対応力を

更に強化します。 

○医療機関や真庭市消防本部等、関係機関と平時から連携することにより、

新興感染症等発生時の健康危機管理体制の整備を推進します。 

○感染症発生時には、速やかに情報把握を行い、まん延防止に向けて、迅

速かつ的確な対応を行います。 

○感染症に対して、的確な対応ができるよう、職員の資質向上に努めます。 
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⑫在宅医療 

     【現状と課題】 

○ 令和 4（2022）年 10 月１日現在、高齢者数は 17,200 人で高齢化率は 41.1%です。 

年々、高齢者の割合は増加しており、介護現場においても認知症や高血圧症・糖尿病・心

不全等慢性疾患による入院や在宅療養のニーズが高くなっています。 

○ 要介護・要支援認定者は、令和 4（2022）年 10 月末現在、3,293 人です。 

○ 令和 5（2023）年 4 月１日現在で在宅療養支援病院 3 施設、在宅療養支援診療所 10

施設、訪問看護事業所 32 事業所（訪問看護ステーション 6 事業所も含む）、歯科往診サ

ポートセンターに登録する歯科診療所 16 施設、在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出

施設 24 施設が整備されています。 

○ 地域住民が適切な医療機関で必要な医療を受けられるよう、地域医療提供体制の整備

と情報提供に努める必要があります。 

○ 入院から在宅療養まで切れ目のない医療を確保し、早期から在宅療養へ向けた支援と

療養生活の質の向上を図る必要があります。 

      ○ まにわ多職種懇談会等において、医療・看護・介護・福祉等の関係者間で顔の見える関

係が構築され、相互の情報共有・連携による患者・家族の支援を行っています。 

○ 患者の希望に沿った人生の最終段階における療養生活を送ることができるよう、患者・家

族、保健・医療・福祉従事者が共に話し合うアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に基づい

た支援を進めることが必要です。 

○ 住み慣れた地域で最後まで過ごすことができる在宅医療への理解を普及・啓発すること

が必要です。 

 

図表 11-4-3-26   高齢化率（令和 4（2022）年 10 月 1 日） 

区  分 総人口 ① 高齢者数 ② 高齢化率（②／①） 

真庭圏域 ４２，０１１人 １７，２００人 41.1％ 

岡 山 県 １，８６２，０１２人 ５５７，９４０人 3１.１％ 

（注）高齢化率については、分母から年齢不詳を除いて算出している。 

 （資料：岡山県統計分析課「毎月流動人口調査」、岡山県長寿社会課「第 8 期岡山県高齢者保

健福祉計画・介護保険事業支援計画」） 

 

【施策の方向】     

項  目 施策の方向 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

在宅医療の推進と医

療 連 携 体 制 の整 備 

 

 

 

 

 

○真庭市医師会をはじめとした在宅医療介護に関わる専門職や市・村等

と連携して在宅医療の推進を図ります。 

○市・村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等関係事業との調整

を図りながら、地域包括ケアシステム構築に向けた取組を支援します。 

○今後、医療介護人材の不足と高齢化の中で、増大する医療と介護の

複合ニーズへの対応等の課題に対して関係者と検討を行います。 

○真庭地域の多職種連携で培ってきた互いに顔が見える関係性や、円滑
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な情報共有と連携が継続するよう人材確保やネットワーク構築を推進し

ます。 

○真庭市医師会や市・村等関係者と連携して、住民が在宅医療に関する

理解を深められるよう、その普及・啓発を行います。 

 

（４）医療安全対策 

【現状と課題】 

○ 適正な医療の確保の一環として医療法に基づき、病院へは毎年１回、有床診療所へは３

年に１回の立入検査を実施しています。 

○ 病院では、「院内感染対策委員会」・「医療事故防止委員会」を設置する等組織的な取

組を行っています。 

○ 保健所では、医療安全相談窓口を設け、相談に対応しています。近年の相談件数は、令

和 3（2021）年度 3 件（診断・治療への不信等 3 件）、令和 4（2022）年度 3 件（診断・治

療への不信等１件、職員の態度・言動 1 件、その他 1 件）です。 

 

図表 11-4-3-27  医療安全相談の件数及び内容  

【医療安全相談の件数】                               （単位：件） 

区  域  平成 30 年度

(2018) 

令和元年度

(2019) 

令和 2 年度

(2020) 

令和 3 年度

(2021) 

令和 4 年度

(2022) 

真  庭  圏  域   1   2   3   3   3 

岡    山    県 785 811 703 817 865 

【医療安全相談の内容の推移】                          （単位：件） 

内  容  区 域  平成 30 年度

(2018) 

令和元年度

(2019) 

令和 2 年度

(2020) 

令和 3 年度

(2021) 

令和 4 年度

(2022) 

診断・治療への不信等  真庭圏域  1 0 0 3 1 

岡  山  県 76 134 133 209 302 

職員の態度・言動  真庭圏域  0 1 2 0 1 

岡  山  県 343 369 257 317 316 

院 内 感 染 ・医 療 事 故 等 真庭圏域  0 0 0 0 0 

岡  山  県 44 16 27 21 19 

その他医療法上の問題点 真庭圏域  0 0 0 0 0 

岡  山  県 4 4 14 5 22 

医師法上の問題点  真庭圏域  0 0 1 0 0 

岡  山  県 5 2 7 5 7 

診療報酬・自己負担等  真庭圏域  0 0 0 0 0 

岡  山  県 37 48 67 75 85 

そ の 他 真庭圏域  0 1 0 0 1 

岡  山  県 276 238 198 185 114 

（資 料 ：岡 山 県 医 療 推 進 課 ）  
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向  

医 療 機 関 立 入 検 査

の充実 

○医療法に基づき、立入検査において、医療従事者の人員や構造設備

等の確認・安全管理の体制確保・院内感染対策の向上を目指します。 

医 療 安 全 相 談 窓 口

の充実 

 

○医療に関する住民・患者の苦情・心配事に対応できるよう職員の資質

向上等、相談体制の充実を図ります。 

○医療機関における相談窓口の設置促進・充実を図ります。 

 

（５）医薬分業 

  【現状と課題】  

○ 医薬分業は、医師・歯科医師の処方箋に基づいて薬局の薬剤師が調剤を行うことにより、

医薬品の安全かつ効率的な使用を促進し、医療の質的向上を図るものです。 

○  薬局は医療提供施設として位置付けられており、医師・歯科医師が安心して処方箋を発

行し、患者が安心して調剤を受けられるよう、処方箋受け入れ体制の整備に努める必要が

あります。 

○ かかりつけ薬局※１を持つことのメリットについて、県民に理解を深めていただく必要がありま

す。 

○ 令和 3（2021）年 8 月から特定の機能を有する薬局を地域連携薬局及び専門医療機関

連携薬局※２として認定する制度が開始されました。それぞれの薬局の認知度向上と医療機

関等との連携強化が課題となっています。 

○ 圏域の処方箋受取率（国民健康保険分）は令和 3（2021）年で、71.2％となっており、全

国より低く、県よりも高い状況にあります。 

 

図表 11-4-3-28  処方箋受取率の推移 

 

（資料：岡山県医薬安全課・長寿社会課、日本薬剤師会） 

（注）二次保健医療圏の数値は、国保分のみです。 
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【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

効 果 的 な普 及 啓 発  

の実 施  

○医薬分業の趣旨とメリットが正しく理解されるよう、あらゆる機会を活用し、

普及・啓発に取り組みます。 

○かかりつけ薬局のメリットが、県民に正しく理解されるよう「薬と健康の週間」

（１０月１７日～２３日）事業などの機会を捉えて、積極的な啓発活動に取

り組みます。 

処 方 箋 応 需 体 制 の

整 備 ・充 実  

○薬局における医薬品の備蓄や医薬品情報の収集・提供、休日・夜間の処

方箋応需などの体制の整備・充実を支援します。 

か か り つ け 薬 局 の 

定着化 

 

○真庭市医師会・真庭歯科医師会及び岡山県薬剤師会真庭支部など関

係団体と連携し、「かかりつけ薬局※１」を広く周知することにより、薬局によ

る服薬指導や薬歴管理を推進します。 

  

※１ かかりつけ薬局 

 複数の医療機関が発行した処方箋に基づく調剤や服薬指導、その患者の薬歴管理が一元的に

行われ、地域住民が信頼して医薬品について相談できる機能をもった薬局のことです。 

 メリットとしては、薬剤師が薬歴管理や服薬指導を行うことにより、薬物療法の有効性と安全性が

向上すること、また、医師・歯科医師と薬剤師で相互に確認が行われることにより、投与薬剤間の

相互作用、重複投与等を未然に防止できることや、効能・効果・副作用等に関する情報の交換を

通じて、より安全性の高い薬の投与が期待できることなどが挙げられます。 

 

※２ 地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局 

地域連携薬局は、外来診療時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療

提供施設との服薬情報の一元化、継続的な情報連携に対応できる薬局です。 

専門医療機関連携薬局は、がん等の専門的な薬学管理が必要な患者に対して、がん診療連

携拠点病院等との連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤

に対応できる薬局です。 
  

 

４  保健医療対策の推進 

①健康増進・生活習慣病予防 

  【現状と課題】 

○ 健康づくりのための環境整備  

    「第２次健康おかやま２１」が推進する「敷地内全面禁煙実施施設」の認定が 67 施設（令和

5（2023）年 3 月 31 日現在）ですが、今後は飲食店や企業への認定を推進する必要があり

ます。また、消費者が栄養成分表示の理解を深め、活用方法についての啓発を引き続き行

います。今後も生活習慣病の予防に役立つよう健康づくりに取り組みやすい環境の整備が

引き続き重要となっています。 
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○ 生活習慣の調査結果 

圏域の県民健康調査結果（令和 3（2021）年度）から、次のような傾向がみられました。この

ため、これらの生活習慣の改善による一次予防に重点をおいた対策が必要です。 

    ・真庭圏域の一日の平均野菜摂取量 244.1g は県平均 232.4g よりやや多いものの、目標

値（350ｇ以上）に達していません。 

    ・食塩摂取量は、食事摂取基準の目標量（成人男性 7.5g/日未満、成人女性 6.5g/日未

満）よりも多く摂取している男性の割合が 84.9%、女性の割合が 84.3%と高い状況です

が、県の値（男性の割合 87.9%、女性 87.0%）より少ない状況にあります。 

    ・成人の「朝食を毎日食べる割合」は、若い世代ほど低い状況にあります。 

    ・「運動習慣のある者の割合」は成人全体の約 3 割で、働き盛り世代では低い傾向にありま

す。 

    ・喫煙率は男性が女性より高い状況です。特に男性の 50 歳代、女性の 40 歳代で高い状

況にあります。 

 

図表 11-4-4-1  敷地内全面禁煙実施施設認定状況  

 

（資 料 ：岡 山 県 真 庭 保 健 所 ）  

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

栄養・食生活、身体

活動・運動 

 

 

○地域・職域保健連携推進会議を開催し、職域と地域保健が連携して、働き

盛り世代への効果的・効率的な健康づくりを推進します。 

〇子どもから高齢者まで、運動習慣の定着が図れるよう、健康づくりボランティア

等を通じて働きかけます。 

食育の推進 

 

 

○高血圧症や糖尿病予防と関連の深い食塩摂取量の軽減と野菜摂取量の増

加を図るため、栄養改善協議会等と連携して食育を推進します。 

○子どもの頃からの健康な生活習慣の定着を図るため、真庭地域食育推進協

議会を開催し、地域の食と健康の課題解決に向けて取り組みます。 
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喫 煙 防 止 ・受 動 喫

煙防止対策 

 

 

○「世界禁煙デー」の普及・啓発や「たばこからの健康影響普及講座」の開催な

ど、教育委員会・愛育委員会等と連携し、20歳未満の者からの喫煙防止に

取り組みます。 

○「敷地内全面禁煙実施施設の認定」や「屋内禁煙施設宣言制度」を通じ、受

動喫煙のない環境整備の取組を推進します。 

体制整備 

 

○地域・職域保健連携推進協議会を通じて、効果的・効率的に健康づくりを推

進できるよう他団体との連携を図ります。 

○真庭地域食育推進協議会では、引き続き、真庭地域での取組が広がるよう、

他団体との連携を推進します。 

  

②母子保健 

  【現状と課題】 

○ 市・村が行う乳幼児健康診査の受診率は令和 3（2021）年度には 98％を超え、未受診児

についても全数把握ができています。虐待通告の内容は、子どもの発達発育・保護者の成

育・生活困窮等、課題は複雑・多様化している状況です。 

○ 乳幼児健康診査や認定こども園等の所属先からの相談により把握される発達・発育が気

になる児について、保健所では「子どもの健やか発達支援事業」を通じて、必要な支援を行

っています。専門医療機関が県南部に偏在しているため、受診するにも負担が大きい状況で

す。 

○ 長期にわたり療養を必要とする小児慢性特定疾病児とその家族が、地域で安心・安全に

療養生活が送れるよう訪問や面接等により相談支援を行っています。約 8 割の方が県南部

の医療機関がかかりつけであり、受診頻度も 1 回/月～1 回/3 か月と多く、通院だけでも負

担が大きい状況です。 

 

 図表 11-4-4-2  小児慢性特定疾病医療受給者数の推移           （単位：人） 

区    分  

 

 平成30年度末

 （2018） 

 令和元年度末

 （2019） 

 令和2年度末

 （2020） 

 令和3年度末 

（2021） 

 令和4年度末

 （2022） 

患 者 数 40 36 39 32 29 

   （資料：岡山県医薬安全課） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

子育て支援 
 
 
 
 

 

○育児のしやすい環境づくりのために、愛育委員会・栄養改善協議会・民生

委員児童委員協議会・保育所・幼稚園・認定こども園・学校及び行政等の

協働を促進し、地域ぐるみの子育て支援を進めます。 

○地域の方と協働し、思春期ふれあい体験学習等を通して、中高生等の若

い世代に対して、妊娠・出産に関する正しい知識の普及を図り、将来を見

据えた自分自身の健康管理が行えるよう支援します。 

発 達 障 害 児 等 の 

支援 

○子どもの発達支援相談等を通して、成長・発達に特性や課題を持つ子ども

や育児不安を抱える保護者に対し、専門家による総合相談窓口を開設し

ます。 
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○発達に課題がある子どもや虐待リスクのある家庭への支援について、市・村

や医療機関等の関係機関と連携し、地域の支援体制の充実を図ります。 

母子保健体制づくり

の充実 

 

○市 ・村 、産 科 ・小 児 科 ・精 神 科 医 療 機 関 と連 携 して妊 娠 中 からの切

れ目 のない支 援 システムを充 実 します。  

○市 ・村 の母 子 保 健 体 制 づくりを支 援 します。  

児童虐待予防 ○地 域 に寄 り添 った妊 娠 期 から切 れ目 のない支 援 体 制 を構 築 できるよ

う、乳 幼 児 健 康 診 査 等 のあらゆる機 会 を通 して、要 支 援 家 庭 へのサ

ポートを推 進 します。  

○産 科 ・小 児 科 ・精 神 科 医 療 機 関 や保 育 所 ・幼 稚 園 ・認 定 子 ども園 ・

学 校 等 との連 携 により、虐 待 予 防 ・早 期 発 見 ・早 期 支 援 に努 めま

す。  

○津 山 児 童 相 談 所 が行 う「美 作 地 域 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 連

絡 会 議 」や市 ・村 が行 う「要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 」に参 画 し、

地 域 全 体 で子 どもを見 守 る力 を強 化 し、虐 待 予 防 ・ 再 発 防 止 の取

組 を推 進 します。必 要 なケースについては、市 ・村 や関 係 機 関 とともに

個 別 支 援 を行 います。  

小児慢性特 定 疾病

対策 

 

 

○小児慢性特定疾病児等が安心・安全に地域で生活し、その負担ができる

限り軽減されるよう、相談支援を継続して行います。 

○医療的ケアが必要な小児及び家族に対しては、個別に対応し、市・村・医

療機関とも連携を図ります。 

 

③歯科保健 

    【現状と課題】 

○  管 内 市 ・村 は、真 庭 歯 科 医 師 会 と連 携 し妊 婦 パートナー歯 科 健 診 を実 施 しており、

早 期 からのむし歯 予 防 に取 り組 んでいます。  

○  乳 幼 児 のむし歯 予防 対 策 も含 め、生 涯 を通 じた歯 の健 康 づくりを推 進 するため平 成     

29（2017）年度からの２年間で「真庭の子どもたちの歯を守ろうプロジェクト」を実施しました。

市・村・愛育委員・栄養委員・関係機関とともに、むし歯予防の普及・啓発を行ったことで、

乳幼児のむし歯有病率は減少傾向にあります。 

○ 令和 4（2022）年度岡山県歯科保健実態調査結果によると、管内の 20～65 歳未満の男

女のうち、約 7 割がかかりつけ歯科医を持っています。しかし、歯の痛み等の困りごとがなけれ

ば、受診を先延ばししている方も多い状況です。また、80 歳になった時に自分の歯を 20 本

以上残す自信がある方は全体の約 3 割でした。 

○ 口腔の健康が肺炎や糖尿病などの生活習慣病・認知症と密接に関連することが明らかに

なっており、特に歯科疾患の定期健診の重要性について、普及・啓発していく必要がありま

す。 
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図表 11-4-4-3  1 歳 6 か月児健康診査むし歯有病率の年次推移  

 

（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

図表 11-4-4-4  3 歳児健康診査むし歯有病率の年次推移  

 
 

 

 

 

（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

歯科保健対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○乳幼児のむし歯予防対策も含め、生涯を通じた歯の健康づくりを推進す

るため、地域ぐるみでむし歯予防に取り組むための基盤づくりを行い、市・

村や真庭歯科医師会等とともに、課題解決に向けた効果的な歯科保健

活動に取り組みます。 

○子どものむし歯予防や正しい食習慣の獲得は、保護者だけではなく、高

齢者等周囲の方々の協力も必要なため、市・村、関係機関・団体等と

連携し、歯科保健の普及・啓発に努めます。 

○生涯を通じた歯の健康づくりの推進のため１２０１運動・８０２０運動を推

進します。 

○歯肉炎や歯周疾患などの歯の支持組織の障害を予防するため、歯科

の定期的健診や早期受診の必要性について啓発に努めます。 

○成人期・高齢期においても口腔の健康と全身の健康の関係性に関する

知識、口腔ケアの重要性、オーラルフレイル予防等について普及・啓発

を行います。 
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④感染症対策 

  【現状と課題】 

○ 感染症法に基づく届出では、令和元(2019)年までは、腸管出血性大腸菌感染症が多く発

生していました。令和 2(2020)年から令和 4(2022)年にかけて、新型コロナウイルス感染症

が発生し、当圏域では令和 5(2023)年 5 月 8 日からの 5 類移行以前に 1 万人を超える発

生がありました。 

○  結 核の発生 状況は、全 国や岡山 県の平 均よりも低い傾 向でしたが、当 圏域では令和     

3（2021）年に 11 人発生があり、罹患率は 23.4 とかなり高くなりました。 

○ 令和 4（2022）年度のＢＣＧ接種率は、当圏域では 93.3%で、目標の 95%を下回りました。 

○ 性感染症対策として、早期発見・早期治療を進め、エイズ・性感染症のまん延防止を図る

ため、無料相談及び検査を実施するとともに、エイズ等に関する正しい知識の普及・啓発のた

め、学校等に専門講師や保健所職員を派遣するエイズ等出前講座を行っています。 

○ 全国的に増加傾向にある梅毒は、当圏域では令和 4（2022）年までの報告数は 0 件でした

が、全国及び岡山県では、令和 4（2022）年には過去最高になっています。 

○ Ｂ型ウイルス肝炎及びＣ型ウイルス肝炎については、抗ウイルス薬治療による将来の肝硬

変、肝がんの発症予防を図るため、岡山県肝炎相談事業や岡山県肝炎治療特別促進事

業による医療費の助成を行っています。治療受給者証交付数は、横ばい状況となっていま

す。 

○  子 宮 頸 がん予 防 の啓 発 、定 期 予 防 接 種 の接 種 率 向 上 など、医 療 機 関 や市 ・村 ・学

校 と連 携 を図 り、対 策 の推 進 を図 る必 要 があります。 

○ 麻 しん・風 しんの予 防 には、ワクチンの接 種 が重 要 で、2 回 接 種 することでほぼ確 実 に

免 疫 を獲 得 できるといわれています。令 和 4(2022)年 度 の麻 しん・風 しんの予 防 接 種

率 は、真 庭 市 の第 1 期 が 96．2％、第 2 期 が 98．0％で、新 庄 村 はいずれも 100％と

なっており、目 標 の 95％に達 していますが、今 後 も維 持 していく必 要 があります。  

図表 11-4-4-5  感染症法に基づく届出状況                          （単位：人） 

類型 

 

感染症名 

 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年 

（2022） 

2 結核 6 4 4 11 1 

3 腸管出血性大腸菌感染症 6 12 1 1 3 

4 つつが虫病 1 2 1 1 0 

4 レジオネラ症 1 2 1 1 2 

5 日本紅斑熱  0 1 1 0 0 

5 カルバペネム耐性腸内細菌感染症 0 0 0 0 0 

5 急性脳炎・E型肝炎 1 0 0 0 1 

5 アメーバ赤痢 1 0 0 0 0 

5 百日咳 7 1 0    0 0 

5 侵襲性肺炎球菌感染症 0 1 0 0 0 

2 相当 新型コロナウイルス感染症  － － 57 700 9,402 

（資料：岡山県健康推進課「感染症発生動向調査事業」） 
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図表 11-4-4-6  結核罹患率  

 

（資料: （公財）結核予防会結核研究所「結核対策活動評価図」） 

 

図表 11-4-4-7  エイズ相談・検査数・エイズ等出前講座開催状況 

区    分 

 

平成30年度 

 （2018） 

令和元年度 

  （2019） 

令和2年度 

  （2020） 

令和3年度 

  （2021） 

令和4年度 

 （2022） 

エイズ相談  (件数) 4 8 5 2 3 

ＨＩＶ検査  （件数） 4 4 6 5 5 

性感染症検査 (件数) 4 5 6 5 5 

エイズ等出前講座 (回) 5 3 4 1 3 

エイズ等出前講座 (人) 211 288 152 25 220 

（資料 : 岡山県真庭保健所） 

 

図表 11-4-4-8   肝炎治療特別促進事業等実績  

区      分 

  

平成 30 年度

(2018) 

令和元年度  

(2019) 

令和 2 年度  

(2020) 

令和 3 年度

(2021) 

令和 4 年度

(2022) 

肝炎ウイルス検査件数 2 1 3 0 0 

肝炎相談件数 3 3 3 8 7 

受給者証

交付申請

者   数 

インターフェロン治療  0 0 0 0 0 

核酸アナログ製剤治療 47 45 47 45 46 

インターフェロンフリー治療  11 6 2 5 3 

（資料：岡山県真庭保健所） 

 

図表 11-4-4-9  麻しん・風しん予防接種率  

麻しん 風しん 麻しん 風しん 麻しん 風しん 麻しん 風しん 麻しん 風しん 麻しん 風しん

真庭市 95.7 95.7 96.2 96.2 97.2 97.2 97.9 97.9 96.2 96.2 98.0 98.0

新庄村 83.3 83.3 100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 83.3 100.0 100.0 100.0 100.0

市村名
令和2（2020）年度接種率
第1期 第2期

令和3（2021）年度接種率 令和4（2022）年度接種率
第1期 第2期 第1期 第2期

 

（資 料 :岡 山 県 真 庭 保 健 所 ）  
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【施策の方向】 

項   目 施策の方向 

感染症対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平時から感染症の発生に備え、連絡体制をはじめとする体制整備に努め

ます。 

○感染症の流行を素早くとらえ、積極的疫学調査等迅速な対応を行うため

に、平時から医療機関や消防など関係機関等との連携を強化します。 

○感染症の発生状況・動向及び原因に関する情報の収集を図り、一般住民

への感染予防・治療などに関する情報を発信し、正しい知識の啓発に努

めます。 

○感染症発生時には、患者の人権を尊重し、迅速に対応するとともに、家族

等への二次感染防止に努めます。また、メンタルヘルス等の支援を行いま

す。 

○｢岡山県麻しん対策指針｣に基づき、発生時には、積極的疫学調査を迅速

に行い、関係機関と連携し感染拡大防止に努めます。 

○｢岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画｣に基づき、迅速かつ的確に

対応できるよう、新型インフルエンザ等対策地域連絡会議を開催し、関係

機関との連携強化と体制整備を図ります。 

性感染症対策 

 

 

○ＨＩＶ感染症／エイズ・梅毒など、性感染症の正しい知識の啓発や無料検

査・相談を継続して実施します。 

○小中高生を対象に、正しい知識の啓発と、偏見や差別を防止するため健

康出前講座などを継続して実施します。 

肝炎対策 

 

 

 

 

○検診受診体制の整備を進めるとともに、肝炎患者支援手帳｢もも肝手帳｣

等を活用して、専門医とかかりつけ医との連携を図り、適切に医療を受けら

れる体制整備に努めます。 

○肝炎に関する相談や無料の検査を実施するとともに、肝炎ウイルス検査陽

性者へのフォローアップを実施します。 

子宮頸がん対策 ○子宮頸がん予防の啓発・定期予防接種の接種率向上など、医療機関や

市・村・学校と連携を図り、対策の推進を図ります。 

麻しん・風しん対策 ○麻しん・風しん予防の啓発、予防接種の接種率向上など、医療機関や市・

村・学校と連携を図り、対策の推進を図ります。 

結核対策 

 

 

 

 

○有症状時の早期受診に向け、一般住民への普及・啓発を図ります。 

○市・村と連携して、ＢＣＧ接種率の向上を推進します。 

○一般住民・高齢者福祉施設入所者・医療従事者等の定期健康診断の受

診率の向上を推進します。 

○真庭市医師会と連携し、結核の早期診断や感染拡大防止に努めます。 

○医療機関や薬局・高齢者福祉施設等の関係者と連携して、ＤＯＴＳ事業を

推進し、患者の服薬支援を行います。 
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⑤難病対策 

 【現状と課題】 

○ 原因が不明で、治療方法が確立されていない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が指定す

る338疾病（令和5年4月1日時点）に対して医療費の自己負担の公費助成を行っています。

また、スモンなど4疾患に対しては国の特定疾患治療研究事業対象として、県の要綱に基づ

き医療費の公費助成を行っています。当圏域の令和4（2022）年度末現在の特定医療費（

指定難病）受給者数は389人です。また、特定疾患治療研究事業対象者は9人です。 

○ 当圏域の特定医療費受給者では、パーキンソン病が最も多く、次に潰瘍性大腸炎、後縦靭

帯骨化症となっています。 

○ 当圏域には難病患者に対応できる医療機関が少なく、指定医も限られるため、遠方への通

院を余儀なくされている患者も存在します。難病は長期的な療養を必要とするため、継続的

な通院は欠かせません。そのため、他圏域医療機関とかかりつけ医療機関の連携による、在

宅医療支援が必要です。 

○ 疾患別の患者会・家族会等の自助グループの岡山県支部は県南部に集中しており、当圏

域内は身近に相談できる場や交流できる場が少ない状況です。 

○ 療養生活上の不安や悩みの軽減を図るため、受給者証の申請及び更新時には、保健師に

よる相談を行っています。支援が必要な対象者については、保健・医療・福祉の関係機関と

連携しながら家庭訪問等で継続した支援を行っています。 

○ 難病患者や家族同士が交流できる「真庭仲間の集い（在宅難病患者・家族の集い事業）」

を開催しています。また、疾患に関することや療養上の悩み等を相談できる場として、専門医

や栄養士・歯科医師・福祉担当者・保健師による「医療福祉相談会」を開催しています。 

○ 災害時の具体的な備えができている患者が少ないため、必要性の周知を行い、難病患者や

その家族の意識の向上と平時からの備えに努めています。また災害時の支援について、市・

村の関係部署と連携し、体制整備・強化のための協議を行っています。 

 

図表11-4-4-10  特定医療費（指定難病）・特定疾患医療受給者の推移  （単位：人） 

区     分 

 

平成３０年度末  

（2018） 

令和元年度末  

（2019） 

令和２年度末  

（2020） 

令和３年度末  

（2021） 

令和４年度末  

（2022） 

特定医療費受給者  ３６１ ３８５ ４２０ ３８２ ３８９ 

特定疾患医療受給者   １１  １１  １１   ９   ９ 

      計  ３７２ ３９６ ４３１ ３９１ ３９８ 

（資料：岡山県真庭保健所） 
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図表 11-4-4-11  主な指定難病及び特定疾患の受給者数（令和 5（2023）年 3 月 31 日現在） 

  

（資 料 ：岡 山 県 真 庭 保 健 所 ）  

 

【施策の方向】 

項   目  施策の方向  

在 宅 療 養 支 援 対 策 の

推進  

〇難病患者やその家族が安心して在宅療養生活を送ることができ

るように、岡山県難病相談・支援センター及び岡山県難病医療

連絡協議会と連携しながら、「受給者証申請時の相談や訪問」、

「在宅難病患者・家族の集い事業」、「医療福祉相談会」等を実

施します。 

災 害 時 支 援 体 制 の 

整備  

〇在宅で医療機器を使用している難病患者等について、災害時に

は安全に避難ができるように、難病患者やその家族の意識の向

上を図るとともに、平時から医療機関や市・村等と連携を図り、支

援体制の整備に努めます。 

 

   ⑥健康危機管理 

  【現状と課題】 

○ 感染症・食中毒・毒物劇物等薬物・自然災害等、何らかの原因により、生命と健康の安全

を脅かす事態が発生した場合には、適切な医療の確保と健康被害の拡大防止のため、迅

速かつ的確に措置することが求められます。 

  ○ 地域住民の生命と健康の安全を守るため、健康危機事案の予防的取組をはじめ、原因不

明の健康被害が発生した場合には、「真庭保健所地域健康危機対応マニュアル」に基づ

く、迅速かつ的確な初動対応が求められます。 

○ 平常時から、法令に基づく監視業務の実施、指導などによる未然防止への取組のほか市・

村・真庭市医師会・消防及び警察など関係機関との連携・協力体制を構築しておくことが重

要です。 

○ 発生時においては、被害（災）者への健康相談・心のケア等を行うほか、疾病や障害のある

要配慮者や避難行動要支援者への支援体制の整備も重要です。 
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【施策の方向】 

項   目 施策の方向 

平 常 時 の 予 防 的

取り組み  

 

 

 

 

 

 

 

○下記により健康危機発生防止に努めます。 

 （ア）法令に基づいた適正な監視業務の実施  

    医療機関への立入検査・薬事監視・食品衛生監視等 

 （イ）地域の保健医療情報の収集・分析等による健康状態に関する地域

診断 

 （ウ）感染症発生動向調査や救急医療等、日常業務を通じた、学校・医

療・警察・消防・保健・衛生関係者等との連携強化  

 （エ）食品衛生協会や旅館組合等各種団体の自主管理活動の推進  

 （オ）各種協議会を活用した、健康危機の発生防止に対する住民意識の

向上 

 （カ）健康危機発生に備えた平時の体制整備 

発 生 時 の 体 制   

整 備 

 

 

 

 

 

 

 

○「真庭保健所健康危機管理対策地域連絡会議」の開催を通じて、医療

機関・消防・警察等の関係機関・団体との連携を図り、健康危機管理体

制を強化します。 

○「真庭保健所地域健康危機対応マニュアル」に基づき、迅速かつ的確に

対応します。 

○健康危機発生時には、関係機関等からの情報を収集し、連携を図り、医

療機関・市・村等への必要な人的・物的資源を迅速に提供する体制を

整備します。 

○被害（災）者・要配慮者・避難行動要支援者・地域住民等に対して、健

康相談や心のケア等を行います。 

○健康危機発生時には、保健所所在の県民局内で機動的な人員配置を

行うなど、部署を越えた連携を図り、健康危機に対応します。 

 

  ⑦医薬安全対策（薬物乱用防止） 

  【現状と課題】 

○ 覚醒剤等薬物の乱用は、個人の心身に重大な危害を及ぼすだけでなく、各種の犯罪を誘

発するなど社会に及ぼす弊害は計り知れません。 

○ 全国的に覚醒剤事犯の検挙人員は、依然として高い水準で推移しています。また、大麻

事犯の検挙人員についても同様で、特に青少年の間での薬物乱用の拡大及び低年齢化が

進むなど深刻な状況が続いており、本県も全国と同様の傾向にあります。 

○ 危 険 ドラッグについては、平 成 27(2015)年 に「岡 山 県 危 険 な薬 物 から県 民 の命 とく

らしを守 る条 例 」（以 下 、「危 険 ドラッグ※条 例 」といいます。）を制 定 し、知 事 指 定 薬 物

を指 定 したことにより、本 県 では沈 静 化 しています。  

○ 若 年 層 を中 心 にあらゆる機 会 を捉 え、薬 物 乱 用 の危 険 性 について普 及 ・啓 発 を図 る 

 必 要 があります。 
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※ 危 険 ドラッグ  

 麻 薬 等 と同 様 に、多 幸 感 ・快 感 等 を高 めるものとして販 売 されている製 品 であり、乱 用 者

自 身 の意 識 障 害 等 、健 康 被 害 の発 生 にとどまらず、交 通 事 故 などの事 件 ・事 故 を引 き起 こ

す恐 れがあるものです。 

 

図表 11-4-4-12  岡山県における薬物事犯の検挙人員の推移         （単位：人）   

区    分  

 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年 

（2022） 

全   国  覚 醒 剤  9,868  8,584  8,471 7,824  6,124 

 大   麻  3,578  4,321  5,034 5,482 5,342 

岡 山 県  覚 醒 剤  87  99  117 90  81 

 大   麻  47 61  62 83 99 

（資料：岡山県警察本部） 

 

図表 11-4-4-13    大麻検挙人員における若年層（３０歳未満）の割合    （単位：％）  

（資料：岡山県警察本部） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

薬 物 乱 用 防 止 の

普 及 啓 発  

 

 

 

 

 

 

 

 

○覚醒剤等薬物乱用防止指導員真庭地区協議会を中心に、関係団体・ 

 関係機関等と協働して、地域や職域での覚醒剤・大麻・危険ドラッグ等、 

 多様化する乱用薬物についての啓発・相談・指導活動をより一層強化し 

 ます。また、「ダメ。ゼッタイ。」普及運動や「岡山県麻薬・覚醒剤・大麻乱 

 用防止運動」等各種の普及・啓発活動の充実を図ります。 

○覚醒剤等薬物乱用防止教室へ、職員を講師として派遣するなど中高校

生等の若年層へ科学的根拠に基づいた正しい知識の普及・啓発に努め

ます。 

○保健所に設置している覚醒剤等薬物相談窓口において、相談・予防・啓 

  発事業を効果的に実施するとともに、関係機関相互の連携強化に努め  

  薬物相談指導の充実強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 
区    分  平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年 

（2022） 

全    国  54.5 59.2 68.1 69.6 70.5 

岡  山  県  40.4 65.6 58.1 83.1 81.8 
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⑧生活衛生対策 

  【現状と課題】 

○ 当圏域には、美作三湯の一つである湯原温泉があり、県内外から多数の観光客が訪れ、

入浴による憩いや癒やし、また、温泉治療も行われています。 

○ レジオネラ症が、全国各地で報告されており、衛生対策が必要です。 

 

図表 11-4-4-14  生活衛生関係施設数  （令和 5（2023）年 3 月末） 

宿泊施設数 公衆浴場施設数 温泉利用施設数 

139 31 79 

（資料：岡山県真庭保健所） ※宿泊施設数は、住宅宿泊事業３件を含む。 
 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

入 浴 施 設 等 におけ

る レ ジ オ ネ ラ 属 菌

による健 康 被 害 防

止 対 策  

 

○公衆浴場及び旅館の監視・指導、浴槽水の検査を実施するとともに、講

習会等による啓発を通じて自主的な衛生管理の一層の推進を指導しま

す。 

○循環式浴槽を有する様々な施設に対してレジオネラ症感染予防に関す

る知識の普及・啓発に努めます。 

   

 ⑨食品安全対策 

  【現状と課題】 

○ 当圏域は、年間観光客数県内第 3 位の蒜山高原や湯原温泉など県内有数の観光地を

有し、県内外から多数の観光客が訪れています。 

 （資料：岡山県観光課「岡山県観光客動態調査（令和 4（2022）年分）」） 

○ 飲食に起因した健康被害は、広範囲にわたることがあり、また社会的影響度も高いことか

ら、食中毒防止対策が必要です。 

 
図表 11-4-4-15  食中毒発生件数の年次推移 

区    分  

 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年 

（2022） 

発生件数（件） ０ ０  １ ０ 

患 者 数（人） ０ ０ ８３ ０ 

 （資料：岡山県真庭保健所） 
   

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

食 に 起 因 す る 健

康 被 害 の 発 生  

防 止  

 

 

○県 内 流 通 食 品 の安 全 性 確 保 のため、「岡 山 県 食 品 衛 生 監 視 指 導 計

画 」に基 づき、食 品 販 売 施 設 等 への監 視 指 導 に努 めるとともに、健 康

被 害 情 報 の公 表 等 、条 例 の適 正 な運 用 により、食 の安 全 ・安 心 の確

保 を図 ります。  

○カンピロバクター・ノロウイルス等 による食 中 毒 の発 生 防 止 を図 るため食
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品 営 業 施 設 に対 しては、対 象 施 設 ごとに監 視 回 数 を設 定 するとともに、

HACCP※に沿 った衛 生 管 理 の定 着 を図 りながら、効 果 的 な監 視 指 導 を

行 います。 

また、大 型 の飲 食 店 や製 造 業 ・給 食 施 設 等 、社 会 的 影 響 度 の高 い施

設 に対 しては、重 点 的 な監 視 指 導 を実 施 します。  

○ 鶏 肉 の 生 食 等 を 原 因 と す る 食 中 毒 及 び 家 庭 料 理 で の 発 生 が 多 い   

自 然 毒 による食 中 毒 の発 生 防 止 を図 るため、県 民 に啓 発 を行 います。  

 

※ ＨＡＣＣＰ（ハサップ：危害分析による重要管理点  Hazard Analysis Critical Control Point） 

 最終製品の検査によって食品の安全性を保証しようとするのではなく、食品の製造・加工のあら

ゆる工程で微生物汚染や異物混入等の危害についてあらかじめ調査・分析し、この結果に基づい

て、特に重要な管理を行う必要がある工程を重要管理点と定め、これが遵守されているかどうかを

継続的に監視することにより、製造・加工工程全般を通じて製品のより一層の安全性を確保する

衛生管理手法です。  

 

５  保健医療従事者の確保と資質の向上 

 （１） 医師・歯科医師・薬剤師 

  【現状と課題】 

○ 医師・歯科医師・薬剤師の数は、いずれも人口 10 万対では県を大きく下回っています。 

○ 医師については、60 歳代以上が約半数を占め、70 歳以上は 23％と多くなっており、高齢

化が進行しています。 

○ 高齢化率の上昇により、在宅医療や救急医療のニーズが増えていくと予測されるため、医

療従事者の確保と資質の向上に努める必要があります。 
 
図表 11-4-5-1  医師・歯科医師・薬剤師数（人口 10 万人対）の推移 

 

  （資 料 ：厚 生 労 働 省 「医 師 ・歯 科 医 師 ・薬 剤 師 統 計 」) 

 

 図表 11-4-5-2  真 庭 保 健 医 療 圏 域 医 療 従 事 者 の状 況 （令 和 ２（２０２０）年 １２月 ３１日 現 在 ）  

区     分  医師  歯科医師  薬剤師  

真 庭 保 健 

医  療  圏  

実数：人      79     22      69 

人口 10 万対       182.6       50.8       159.5 

岡  山  県  実数：人    6,290   1,807    4,281 

人口 10 万対        334.2      96.0       227.4 

全     国  実数：人  339,623 107,443 321,982 

人口 10 万対        269.2        85.2       255.2 

（資料：厚生労働省「令和 2（2020）年医師・歯科医師・薬剤師統計」、「衛生行政報告例」） 

 

（資 料 :厚 生 労 働 省 「医 師 ・歯 科 医 師 ・薬 剤 師 統 計 」） 
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図表 11-4-5-2  医 師 の年 齢 構 成 （令 和 2（2020）年 12 月 31 日 現 在 ）  

 

（資 料 :厚 生 労 働 省 「衛 生 行 政 報 告 例 」）  

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

医師等の確保と資

質向上 

 

 

○岡山県地域医療支援センター・県・真庭市医師会及び市・村と連携しながら、

救急医療分野及びへき地医療分野等も含め、地域枠卒業医師や自治医科

大学卒業医師の配置につなげるとともに、県及び真庭市医師会や市・村と協

力して、医師の確保・定着に努めます。 

○かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及を推進します。 

 

（２） 看護職員     

  【現状と課題】 

  ○ 人口 10 万対でみると、令和 4(2022)年 12 月末現在の看護職員は、保健師は県を上回っ

ていますが、看護師は県を下回っています。 

    ○ 看護師年齢構成比は 50 歳以上が、51%を占め、若い方が少なく高齢化が進んでいます。 

5 年後 10 年後には約半数に減少する可能性が高く、看護職員の確保と定着が必要です。 

○ 高齢社会の進行・医療技術の高度化、また在宅療養の関心の高まりにより、看護に対する

ニーズが高度化・多様化しています。 特に在宅医療の需要増加が見込まれることから、訪

問看護サービス等在宅医療提供体制の強化に向けた、看護職員の確保が必要です。  
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図表 11-4-5-3  保健師・看護師・准看護師・助産師数の推移              （単位：人） 

    
平成 26 年 

(2014) 

平成 28 年 

(2016) 

平成 30 年 

(2018) 

令和 2 年 

(2020) 

令和 4 年 

(2022) 

保健師 

真庭保健医療圏  42 49 51 54 57 

（人口 10 万対） (88.8) (105.8) (113.8) (124.8) (135.7) 

岡山県  936 974 1,018 1,069 1,159 

（人口 10 万対） (48.6) (50.9) (53.6) (56.8) (62.2) 

看護師 

真庭保健医療圏  533 546 557 564 546 

（人口 10 万対） (1126.3) (1178.9) (1242.4) (1303.5) (1299.7) 

岡山県  20,926 22,563 23,523 24,240 24,654 

（人口 10 万対） (1097.3) (1178.2) (1238.2) (1287.7) (1324.1) 

准看護師 

真庭保健医療圏  132 121 105 92 89 

（人口 10 万対） (278.9) (261.3) (234.2) (212.6) (211.8) 

岡山県  5,119 4,828 4,510 4,151 3,641 

（人口 10 万対） (268.4) (252.1) (237.4) (220.5) (195.5) 

助産師 

真庭保健医療圏  10 12 11 12 12 

（人口 10 万対） (21.1) (25.9) (24.5) (27.7) (28.6) 

岡山県  453 517 539 553 560 

（人口 10 万対） (23.8) (27.0) (28.4) (29.4) (30.1) 

（資料：岡山県医療推進課「看護師等業務従事者届(H26.12.31～R4.12.31)」、岡山県統計分析「毎月流

動人口調査」） 

 

図表 11-4-5-4  看護師・准看護師の年齢構成（令和 4(2022)年 12 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「看護師等業務従事者届(R4.12.31)」） 
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図表 11-4-5-5                        図表 11-4-5-6  

令和 4(2022)年二次医療圏別人口 10 万人対看護師数    令和 4(2022)年二次医療圏別人口 10 万人対准看護師数 

  

 

 

 

 

 

 

 

（資料：岡山県医療推進課「看護師等業務従事者届(R4.12.31)」、岡山県統計分析「毎月流動人口調査」） 

 

図表 11-4-5-7                    図表 11-4-5-8 

看護師数（人口 10 万人対）の年次推移            准看護師数（人口 10 万人対）の年次推移         

 

（資料：岡山県医療推進課「看護師等業務従事者届(R4.12.31)」、岡山県統計分析「毎月流動人口調査」） 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

看護職員の確保 

 

 

 

○今後更なる人口減少や高齢化に伴い地域の実情に応じて、看護職員の確

保について、市・村、県及び真庭市医師会・看護協会・看護師養成学校等と

連携し、具体的な対策に取り組みます。 

・看護の仕事の魅力発信（小中高校生等への出前講座等） 

・看護職員の養成力の強化（真庭高校看護科との連携） 

・看護職員の確保・定着の推進（看護職員のための奨学金制度等（真庭市・

真庭市医師会）） 

・再就職希望者の就職促進（県看護協会・ハローワークとの連携促進） 

・看護職の質の向上（岡山県看護協会真庭支部と連携した資質向上）   

○保健師が働きやすいよう、市・村保健師の人材育成計画の策定に取り組みま

す。 
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（３） その他の保健医療従事者 

【現状と課題】 

○ 病院におけるその他の従事者を常勤換算すると、理学療法士 32.0、作業療法士 15.0、言

語聴覚士 4.3、診療放射線技師 14.4、臨床検査技師 13.8、臨床工学技士 7.2、管理栄養

士 18.0 という状況です。（資料：厚生労働省「病床機能報告」、令和 4(2022)年 7 月 1 日） 

○ 管理栄養士及び栄養士は、年々増加する生活習慣病の予防・治療のために、個人の身体

状況等を総合的に判断し、適切な栄養指導を行うことが求められています。 

○ 高齢化に伴い、地域で適切に提供できる地域リハビリテーション促進のためにも、理学療法

士・作業療法士等、リハビリテーションに対する需要は増加しています。 

○ 医学・医療技術の進歩・高度化に伴い、従来の診療用放射線照射装置に加え、ＣＴ・ＭＲＩ

等の医療機関への導入・がん検診の充実等により、診療放射線業務は今後ますます増加す

る傾向にあり、診療放射線技師の確保が望まれます。 

○ 歯科衛生士及び歯科技工士については、年々多様化する歯科診療に対応するため、高度

な専門知識と技術を備えた人材を確保する必要があります。 

 

【施策の方向】 

項  目 施策の方向 

その他の保健医療

従 事 者 の 資 質 向

上と人員の確保 

○各種専門職能団体が行う技術向上のための研修等を通じて、その他の保健

医療従事者の資質の向上を支援するとともに、人員の確保を図ります。 
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（美作保健所） 

章名 １１ 地域保健医療計画 

節名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 津山・英田保健医療圏                         

 

 

－ 635 －



 

－ 636 －



 

年 圏　　域 津山地域 勝英地域

平成2(1990)年 212,460 154,463 57,997

7(1995)年 210,809 153,868 56,941

12(2000)年 204,793 150,267 54,526

17(2005)年 198,796 146,895 51,901

22(2010)年 190,604 141,306 49,298

27(2015)年 182,412 135,932 46,480

29(2017)年 178,354 133,066 45,288

30(2018)年 177,031 132,533 44,498

令和元(2019)年 174,309 130,333 43,976

2(2020)年 173,385 129,582 43,803

3(2021)年 171,391 128,184 43,207

4(2022)年 169,114 126,484 42,630

 （資料：総務省統計局「国勢調査」　平成29(2017)～令和元(2019)年、3(2021)～4(2022)年は
          岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）
 （注）津山地域は旧勝北町を含む、以下同様。

１ 保健医療圏の概況 

 津山・英田保健医療圏は、津山地域（津山市、鏡野町、久米南町、美咲町）、勝英地域（美 

作市、勝央町、奈義町、西粟倉村）の２市５町１村からなっています。 

当圏 域は、県の北東 部 に位置し、総 面積は、１ ,８４７ .６６ｋ㎡で、岡 山県の約 ２６％を占め、 

総面積の中でも林野の占める割合が７６．０％と高くなっています。 

 地形的には、北部に中国山地、中央部に津山盆地を中心に美作台地が広がり、南部は丘陵地  

帯で、中国山地に源を発する吉井川が、東端を流れる吉野川と合流して南下し、緑豊かな美しい自

然に恵まれた地域となっています。  

鉄道は、津山線、因美線、姫新線及び智頭線が山陽、山陰、京阪神方面と連絡し、広域交通  

網 として 機 能 してい ます。東 西 に中 国 縦 貫 自 動 車 道 が走 り 、国 道 ７ 路 線 （５ ３ 号 、１ ７９号 、 

１８１号、４２９号 など）、主要地方道及び一般県道の道路交通網が生活・産業の基盤となって 

います。 

 

２ 保健医療圏の保健医療の現状等  

（１）人 口 及 び人 口 動 態  

① 人 口  

ア 人 口 の推 移  

圏 域 の人 口 は、令 和 ４（２０２２）年 には１６９，１１４人 となっており、減 少 し続 けていま

す。 

 

図 表 11-5-2-1 人 口 の推 移                              （単 位 ：人 ） 
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（資料：総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成30(2018)年推計）

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

7

(2025)

12

(2030)

17

(2035)

22

(2040)

27

(2045)

65歳以上 58,961 59,394 58,355 55,809 53,476 52,845 51,101

15～64歳 100,295 92,770 86,642 81,900 77,208 70,307 64,720

0～14歳 23,156 21,128 19,205 17,789 16,494 15,506 14,542

32.3％
34.3％

35.5％
35.9％

36.3％
38.1％

39.2％

0

50,000

100,000

150,000

200,000 人

人口（人） 構成比（％） 人口（人） 構成比（％） 人口（人） 構成比（％）

圏   域 169,114 19,923 11.9 88,361 52.9 58,892 35.2

岡山県 1,862,012 221,886 12.4 1,013,491 56.5 557,940 31.1

（注）年齢3区分別構成比（％）については、分母から年齢不詳を除いて算出している）

65歳以上
老年人口

（資料：岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

区　　分 総　　数
0～１４14歳
年少人口

15～64歳
生産年齢人口

 図 表 11-5-2-2 津 山 ・英 田 圏 域 の将 来 人 口 の推 計              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 年齢階級別人口  

圏域の令和４（２０２２）年の人口を年齢３区分でみると、年少人口（０歳～１４歳）は１９，９２３

人（構成比１１．９％）、生産年齢人口（１５歳～６４歳）は８８，３６１人（構成比５２．９％）、老年

人口（６５歳以上）は５８，８９２人（構成比３５．２％）で、岡山県平均を上回って高齢化が進ん

でいます。 

図 表 11-5-2-3 年 齢 階 級 別 人 口 の推 移                   （単 位 ：人 ） 

 
 

図 表 11-5-2-4 圏 域 人 口 構 成 （令 和 ４（２０２２）年 現 在 ）       （単 位 ：人 、％）  

 

 

 

 

年少人口 生産年齢人口 老年人口

0歳～14歳 15歳～64歳 65歳以上

 平成  2(1990)年 212,460 38,769 130,310 39,079
         7(1995) 210,809 34,759 128,842 47,180
       12(2000) 204,793 30,443 122,393 51,941
       17(2005) 198,796 27,438 116,635 54,591
       22(2010) 190,604 25,069 108,989 55,567
       27(2015) 182,412 23,155 99,809 58,662
       29(2017) 178,354 22,256 95,849 59,463
       30(2018) 177,031 22,124 94,760 59,361
 令和元(2019)年 174,309 21,333 92,655 59,535
        2(2020) 173,385 20,893 92,779 59,713
        3(2021) 171,391 20,477 89,718 59,258
        4(2022) 169,114 19,923 88,361 58,892

年 圏域総数

 （資料：総務省統計局「国勢調査」　平成29(2017)～令和元(2019)年、
　　　　　3(2021)～4(2022)年は岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）
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（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成2年

(1990)

7

(1995)

12

(2000)

17

(2005)

22

(2010)

27

(2015)

29

(2017)

30

(2018)

令和元年

(2019)

2

(2020)

3

(2021)

津山地域出生数 1,555 1,433 1,359 1,275 1,219 1,092 999 1,002 877 915 918

勝英地域出生数 550 413 425 387 335 322 311 320 305 266 280

圏域出生率 9.9 8.8 8.7 8.4 8.2 7.8 7.3 7.5 6.8 6.8 7.0

岡山県出生率 10.0 9.6 9.8 8.6 8.7 8.2 7.8 7.6 7.3 7.3 7.3

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800
人口千対人

（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成22年

(2010)

27

(2015)

28

(2016)

29

(2017)

30

(2018)

令和元年

(2019)

2

(2020)

圏域 1.64 1.65 1.68 1.68 1.75 1.64 1.63

岡山県 1.50 1.54 1.56 1.54 1.53 1.47 1.48

全国 1.32 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 1.33

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

② 人口動態  

ア 出生  

圏域の出生数は減少傾向にあります。令和３（２０２１）年の出生数は１，１９８人（津山地域  

９１８人、勝英地域２８０人）、出生率（人口千対）は７．０であり、岡山県の７．３と比べて低くな

っています。一方、合計特殊出生率（１人の女性が一生の間に産む子どもの数）は、１．６３で

岡山県の１．４５より高くなっています。 

 

 図 表 11-5-2-5 津 山 ・英 田 圏 域 出 生 数 及 び出 生 率 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-2-6 合 計 特 殊 出 生 率 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 死亡  

（ア） 死亡数と死亡率の推移  

人口の高齢化に伴い、死亡率も増加傾向にあります。令和３（２０２１）年における圏域の 

死亡数は２，７６４人（津山地域２，００３、勝英地域７６１人）、死亡率（人口千対）は１６．１で

岡山県の１２．２を上回っています。 
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図2   津山・英田保健医療圏域死亡数及び死亡率

（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成7年

(1995)

12

(2000)

17

(2005)

22

(2010)

27

（2015）

29

（2017）

30

（2018）

令和元年

（2019）

2

（2020）

3

（2021）

津山地域死亡数 1,578 1,571 1,657 1,759 1,965 1,873 1,887 1,883 1,756 2,003

勝英地域死亡数 657 696 709 754 814 789 767 724 756 761

圏域死亡率 10.6 11.1 11.9 13.2 15.2 14.9 15.1 14.7 14.6 16.1

岡山県死亡率 8.5 8.7 9.5 10.5 11.3 11.3 11.8 11.6 11.6 12.2
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慢性閉塞性
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肝疾患

1%

大動脈瘤及び解離

1%

自殺

1%

糖尿病

1%

その他

24%

圏域（死亡数2,768人）

悪性新生物

25%

心疾患

15%

老衰

11%

脳血管疾患

7%

肺炎

6%

不慮の事故

3%

腎不全

2%

大動脈瘤及び解離

1%

自殺

1%

慢性閉塞性肺疾患

1%

肝疾患

1%

糖尿病

1% その他

25%

岡山県（死亡数22,857人）

 図 表 11-5-2-7 死 亡 数 と死 亡 率 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ） 主な死因別の死亡率    

圏域の死因別死亡率は、悪性新生物が昭和６０（１９８５）年から脳血管疾患に代わって

死因の第１位になっています。令和３（２０２１）年の悪性新生物による死亡数は６１２人、死

亡率（人口１０万対）は３５７．１とっています。第２位は心疾患で死亡数４８８人、死亡率 

２９１．７、第３位は老衰で死亡数３４５人、死亡率２０１．３、第４位は肺炎で死亡数１８９人

死亡率１１０．３となっています。 

 

 

 

 図 表 11-5-2-8 主 な死 因 の内 訳 （令 和 ３（２０２１）年 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」） 
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     （資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成17年

(2005)

22

(2010)

27

(2015)

29

(2017)

30

(2018)

令和元年

(2019)

2

(2020)

3

(2021)

悪性新生物 293.3 314.3 355.8 314.5 330.7 338.5 355.7 357.1

心疾患 194.7 225.6 244.5 247.8 276.8 261.6 237 291.7

脳血管疾患 172.5 129.6 122.3 107.8 107.8 88.3 99.1 104.4

肺炎 116.7 160.5 199.0 144.7 126.5 116.5 98.5 110.3

老衰 64.9 75.0 128.3 140.7 156.6 166.4 201.0 201.3

不慮の事故 60.9 46.2 49.9 67.3 52.2 47 40.6 42.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0 人口10万対

総数 割合 総数 割合

悪性新生物 612 22.1 5,675 24.8

心疾患 488 17.7 3,436 15.0

老　　衰 345 12.5 2,462 10.8

肺　　炎 189 6.8 1,310 5.7

脳血管疾患 179 6.5 1,600 7.0

不慮の事故 73 2.6 655 2.9

腎不全 61 2.2 489 2.1

慢性閉塞性肺疾患 36 1.3 272 1.2

肝疾患 34 1.2 266 1.2

大動脈瘤及び解離 29 1.0 304 1.3

自　　殺 25 0.9 301 1.3

糖尿病 18 0.7 192 0.8

交通事故 10 0.4 83 0.4

高血圧性疾患 9 0.3 103 0.5

結　　核 3 0.1 23 0.1

喘　　息 1 0.0 12 0.1

その他 652 23.6 5,674 24.8

合　　計 2,764 100 22,857 100

（資料：厚生労働省「令和３（２０２１）年人口動態統計」）

圏域 県
区分

図 表 11-5-2-9 主 な死 因 の内 訳 （令 和 ３（２０２１）年 ）         （単 位 ：人 、％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-2-10 圏 域 の死 因 別 死 亡 率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 標準化死亡比（ＳＭＲ）※ 

平成２５（２０１３）年から平成２９（２０１７）年における圏域の標準化死亡比を岡山県と比

較すると、肝臓がん、心疾患、急性心筋梗塞、肺炎、肝疾患、腎不全、老衰、自殺が男女と

もに高くなっています。 

※ 標準化死亡比(SMR) 
死亡率を比較する場合、老齢人口の多い市町村では死亡数が大きくなり、その結果、 

死亡 数を人口で単純に割 る死亡 率の算出 方法では、死 亡率はおのずと高 くなります。 
このような人口構成の違いによる死亡率の高低を補正する方法の一つとして、「標準 

化死亡比(SMR)」があります。 
    この指標は、それぞれの地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出 

されたそれぞれの地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比を示したもの 
です。 

圏 域 のSMRが100より大 きい場 合 は全 国 の死 亡 率 より高 く、100より小 さい場 合 は 
全国の死亡率より低いことを示します。 
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①男性

②女性

（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」）
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0.0

50.0
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全死亡

脳血管

疾患
悪性新

生物

胃がん

肺がん
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ん
肝臓が

ん
心疾患

急性心

筋梗塞

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

自殺

圏域

216.7

204.5

男性

胃がん 大腸がん 肝臓がん 肺がん 急性心筋梗塞

圏　域 106.0 95.5 88.0 77.9 121.3 99.0 110.0 216.7 96.0 132.4 117.6 133.6 112.5 105.0

岡山県 97.8 93.9 87.4 79.0 113.3 98.4 97.9 172.1 96.5 108.7 93.8 99.0 92.0 94.1

女性

胃がん 大腸がん 肝臓がん 肺がん 急性心筋梗塞

圏　域 100.0 89.7 90.4 76.2 125.4 77.2 103.4 204.5 92.6 117.8 107.9 104.7 102.5 96.5

岡山県 95.9 91.2 93.6 81.2 107.1 86.7 97.0 162.1 95.2 109.3 90.5 101.7 93.0 85.5

（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」）

肝疾患 腎不全 老衰 自殺

腎不全 老衰 自殺肝疾患区分

区分 全死亡
悪性心疾患 心疾患

脳血管疾患 肺炎

全死亡
悪性心疾患 心疾患

脳血管疾患 肺炎

図 表 11-5-2-11 標 準 化 死 亡 比 （平 成 ２５（２０１３）年 ～２９（２０１７）年 ）  

（全国＝100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-2-12 標 準 化 死 亡 比 （SMR）の状 況 （平 成 ２５（２０１３）年 ～２９（２０１７）年 ）  

                                                   （全国＝100）        
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　（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成7年

(1995)

12

(2000)

17

(2005)

22

(2010)

27

(2015)

29

(2017)

30

(2018)

令和元年

(2019)

2

(2020)

3

(2021)

津山地域乳児死亡数 8 5 8 3 3 2 2 3 0 1

勝英地域乳児死亡数 2 1 1 0 0 0 0 1 3 1

圏域乳児死亡率 5.4 3.4 5.4 1.9 2.1 1.5 1.5 3.4 2.5 1.7

岡山県乳児死亡率 4.1 3.0 3.2 1.7 1.5 1.5 2.3 2.1 1.5 1.5

0.0
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出生千対人

　　（資料：厚生労働省「人口動態統計」）

平成7年

(1995)

12

(2000)

17

(2005)

22

(2010)

27

(2015)

29

(2017)

30

(2018)

令和元年

(2019)

2

(2020)

3

(2021)

津山地域死産数 68 58 49 30 26 27 21 14 19 24

勝英地域死産数 11 15 11 13 7 9 10 4 5 7

圏域死産率 41.0 39.3 34.8 26.9 22.8 26.7 22.9 15.0 19.9 25.2

岡山県死産率 33.7 30.5 29.0 24.3 21.5 20.8 19.5 20.5 19.4 18.8
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出産千対人

ウ 乳児死亡 

令和３（２０２１）年における圏域の乳児死亡（生後１年未満の死亡）数は、２人（津山地域  

１人、勝英地域１人）、うち新生児死亡（生後２８日未満の死亡）数は１人、乳児死亡率（出生

千対）は１．７で岡山県の１．５と比べ高くなっています。 

 

 図 表 11-5-2-13 乳 児 死 亡 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 死産  

圏 域 の死 産 率 （妊 娠 満１２週 以 後の死 児の出産 数 の出 産 （出 生＋死産 ）千 対 ）は、近  

年概ね減少傾向にあります。 

令和３（２０２１）年の死産数は３１人（津山地域２４人、勝英地域７人）、死産率は２５．２で、

岡山県の１８．８と比べ６．４ポイント高くなっています。 

 

図 表 11-5-2-14 死 産 の推 移  
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　　　　　　　　（資料：厚生労働省「人口動態統計」、岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」）

平成2年

(1990)

7

(1995)

12

(2000)

17

(2005)

27

(2015)

28

(2016)

29

(2017)

30

(2018)
令和元年

(2019)

2

(2020)

3

(2021)

津山地域周産期死亡数 10 6 7 11 3 4 5 5 3 1 3

勝英地域周産期死亡数 4 2 0 0 1 1 3 5 0 1 2

圏域周産期死亡率 6.6 4.3 3.9 6.6 2.8 3.7 6.1 7.5 2.5 1.7 4.2

岡山県周産期死亡率 5.3 5.8 4.0 4.2 3.5 3.9 3.7 4.3 2.8 2.4 2.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0

2

4

6

8

10

12

出産千対胎・人

（単位：施設、床）

一般病院 精神科病院 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

17 15 2 2,390 1,125 682 545 30 8

9.6 8.5 1.1 1,355.7 638.2 386.9 309.2 17.0 4.5

17 15 2 2,350 1,125 652 4,535 30 8

9.8 8.6 1.1 1,348.2 645.4 374.0 2,601.7 17.2 4.6

17 15 2 2,292 1,125 614 535 10 8

9.8 8.7 1.2 1,327.9 651.8 355.7 310.0 5.8 4.6

16 14 2 2,264 1,097 614 535 10 8

9.3 8.2 1.2 1,321.0 640.1 358.2 312.2 5.8 4.7

163 146 17 28,002 17,940 4,464 5,437 135 26

8.6 7.7 0.9 1,474.0 944.3 235.0 286.2 7.1 1.4

161 145 16 27,642 17,874 4,335 5,272 135 26

8.5 7.7 0.8 1,461.5 945.0 229.2 278.7 7.1 1.4

161 145 16 27,355 17,783 4,159 5,272 115 26

8.6 7.7 0.8 1,453.2 944.7 220.9 280.1 6.1 1.4

159 143 16 27,186 17,755 4,015 5,257 115 26

8.5 7.6 0.9 1,449.3 946.6 214.0 280.3 6.1 1.4

（資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

（備考：上段は実数、下段は人口１０万対）

区分
病院施設数 病院病床数

岡
山
県

圏
域

平成３０年
（２０１８）

令和元年
（２０１９）

２
（２０２０）

３
（２０２１）

平成３０年
（２０１８）

令和元年
（２０１９）

２
（２０２０）

３
（２０２１）

オ 周産期死亡  

令和３（２０２１）年における圏域の周産期死亡（妊娠満２２週以後の死産と生後７日未満の 

早期新生児死亡を合せたもの）数は５胎・人（津山地域３胎・人、勝英地域２胎・人）、周産期  

死亡率（出産（出生＋妊娠満２２週以後の死産）千対）は４．２であり、岡山県の２．９と比べ 

１．３ポイント高くなっています。 

 

図 表 11-5-2-15 周 産 期 死 亡 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保健医療資源の状況                                                     

① 医療施設  

ア 病院  

令和３（２０２１）年における圏域の病院数は１６施設で、人口１０万対でみると、圏域が９．３と

岡山県の８．５より高くなっています。内訳は、一般病院、精神科病院ともに圏域が岡山県より

高くなっています。圏域の病院病床数は２，２６４床となっています。病床の種別では、一般病床

が１，０９７床、療養病床は６１４床、精神病床は５３５床、結核病床は１０床、感染症病床は８

床となっています。人口１０万対の病床数は、一般病床が６４０．１と岡山県の９４６．６を下回っ

ています。 

圏域の病院１６施設のうち、７施設が救急告示施設として救急医療を行っています。 

 

図 表 11-5-2-16 病 院 施 設 及 び病 床 （各 年 １０月 １日 現 在 ）  
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感
染
症
内
科

小
児
科

精
神
科

心
療
内
科

外
科

呼
吸
器
外
科

心
臓
血
管
外
科

乳
腺
外
科

気
管
食
道
外
科

消
化
器
外
科

（

胃
腸
外
科
）

圏域　　　 17 15 3 8 8 3 4 4 1 4 - - 2 5 2 1 8 1 4 1 - 3

岡山県　 161 141 53 83 72 25 45 35 9 71 11 26 3 49 47 21 100 16 23 19 3 45

圏域　 158 121 11 18 27 5 3 7 2 11 7 4 3 33 8 4 18 - - 2 1 -

岡山県　1,637 1,108 150 188 288 33 37 67 14 167 138 82 11 363 106 76 194 3 5 9 4 20

泌
尿
器
科

肛
門
外
科

脳
神
経
外
科

整
形
外
科

形
成
外
科

美
容
外
科

眼
科

耳
鼻
い
ん
こ
う

科

小
児
外
科

産
婦
人
科

産
科

婦
人
科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ

ン
科

放
射
線
科

麻
酔
科

病
理
診
断
科

臨
床
検
査
科

救
急
科

歯
科

矯
正
歯
科

小
児
歯
科

歯
科
口
腔
外
科

圏域　　　 4 1 4 7 2 - 4 5 1 2 - - 11 8 4 1 - 1 4 - - 1

岡山県　 59 28 54 97 31 7 60 43 5 21 4 20 112 81 63 13 5 15 43 4 3 9

圏域　 4 2 2 18 3 - 9 4 - 4 - - 10 5 6 - - - 2 - 1 -

岡山県 64 32 28 195 23 14 124 99 4 38 4 22 236 101 32 0 0 0 29 2 3 2

（資料：厚生労働省「令和２(2020)年医療施設調査」）

一

般

診

療

所

区　分

病
院

一

般

診

療

所

区　分

病
院

（単位：施設、床）

歯科診療所

施設数 病床数 施設数

160 270 80
91.8 154.9 45.9
158 270 78
91.5 156.4 45.2
159 270 77
92.8 157.5 44.9

1,650 2,055 988
87.2 108.7 52.2

1,637 1,989 996
87.0 105.7 52.9

1,636 1,918 1,001
87.2 102.3 53.4

（資料：厚生労働省「医療施設調査」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）
（備考：上段は実数、下段は人口１０万対）

区　分
一般診療所

圏　域

岡山県

令和元（2019）年

    2（2020）

    3（2021）

令和元（2019）年

    2（2020）

    3（2021）

イ 一般診療所  

令和３（２０２１）年の圏域の一般診療所数は１５９施設で、人口１０万対で９２．８と岡山県の

８７．２より高くなっています。また、圏域の一般診療所の病床数は２７０床で、人口１０万対で 

１５７．５と岡山県の１０２．３より高くなっています。   

 

ウ 歯科診療所  

令和３（２０２１）年の歯科診療所は、圏域が７７施設で、人口１０万対では４４．９と岡山県の

５３．４を下回っています。 

図 表 11-5-2-17 一 般 診 療 所 及 び歯 科 診 療 所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 診療科目 

令和２（２０２０）年の圏域の診療科目別にみた病院及び一般診療所（重複計上）は図表のと

おりです。 

図 表 11-5-2-18 診療科目別に見た病院及び一般診療所数（重複計上）（令和２（２０２０）年１０月１日現在）  

（単 位 ：施 設 ）  
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在宅療養支援
病院

在宅療養支援
診療所

在宅療養支援
歯科診療所

訪問薬剤指導
薬局数

ターミナルケア
対応訪問看護
ステーション数

津山市 3 18 5 69 12

美作市 1 2 2 13 3

鏡野町 0 4 3 2 1

勝央町 0 3 0 2 1

奈義町 0 1 0 2 0

西粟倉村 0 0 0 0 0

久米南町 0 0 1 1 0

美咲町 0 1 0 0 0

圏域 4 29 11 89 17

岡山県 48 311 143 769 158

（資料：中国四国厚生局岡山事務所　施設基準届出一覧 令和４(2022)年４月１日現在）

（単位：人）

区　分 医師 歯科医師 薬剤師

352 112 308
203.9 64.9 178.4
6,290 1,807 4,281
334.2 96.0 227.4

（資料：厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計」、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

圏　域

岡山県

（備考：上段は実数、下段は人口10万対。介護老人保健施設等の人数を含む。）

（単位：人）

区　分 保健師 助産師 看護師 准看護師

135 23 2,079 368
79.8 13.6 1,229.3 217.6

1,159 560 24,654 3,641
62.2 30.1 1,324.1 195.5

（資料：衛生行政報告例、岡山県統計分析課「岡山県毎月流動人口調査」）

（備考：上段は実数、下段は人口10万対）

圏　域

岡山県

オ 在宅療養支援医療施設    

令和４（２０２２）年４月１日現在、圏域には、在宅療養支援病院が４施設、在宅療養支援診

療所が２９施設、在宅療養支援歯科診療所１１施設があり、地域の在宅医療を担っています。 

 

図 表 11-5-2-19 在 宅 療 養 支 援 病 院 、在 宅 療 養 支 援 診 療 所 等 の数  （単 位 ：施 設 ）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 保健関係施設  

令和４（２０２２）年４月１日現在、圏域には、全市町村に１８ヵ所の市町村保健センターがあり、

生活習慣病対策や母子保健事業等の住民に身近な保健サービスを担っています。また、保健所

は感染症対策、精神保健、難病対策などの広域的、専門的な対人保健サービスや医薬、食品

衛生、生活衛生施策などを行っています。   

  

 ③ 保健医療従事者  

圏域の医師、歯科医師、薬剤師の数（人口１０万対）は、いずれも岡山県より少ない状況です。 

令和２（２０２０）年の圏域の人口１０万対の保健師数は７８．２で、岡山県の５６．８を上回ってい

ますが、助産師、看護師は岡山県より低く、准看護師は岡山県より高くなっています。 

 

図 表 11-5-2-20 医 師 、歯 科 医 師 、薬 剤 師 数 （令 和 ２（２０２０）年 １２月 ３１日 現 在 ） 

 

 

 

 

 

 

 図 表 11-5-2-21 保健師、助産師、看護師、准看護師数（令和４（２０２２）年１２月３１日現在） 
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全病床 一般病床 療養病床 精神病床 全病床 一般病床 療養病床 精神病床
圏　域 80.3 76.0 84.7 - 32.6 16.7 107.5 -
岡山県 72.6 68.0 84.3 78.9 27.1 17.7 114.3 234.0
全　国 76.1 69.8 85.8 83.6 27.5 16.1 131.1 275.1

（資料：厚生労働省「令和3(2021)年病院報告」）

病床利用率（％） 平均在院日数（日）
区　分

　　（資料：厚生労働省「患者調査」）
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　　　（資料：厚生労働省「患者調査」）
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千人

（３）受療の動向  

① 受療動向  

 令和２（２０２０）年の病院の推計入院患者数を施設所在地別にみると（単位：千人 )、圏域では 

２．０で、人口割合（千人対）では、圏域が１１．６と岡山県よりも０．７高いです。 

病院の推計入院の圏域内・外への流出入患者割合をみると、流入割合は（単位：千人）、７．５

で県の１４．１よりも低くなっていますが、流出割合は、１８．６で県の１３．２よりも高くなっています。 

 

 図 表 11-5-2-22 病 院 の推 計 入 院 患 者 数 （施 設 所 在 地 ）  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 表 11-5-2-23 病 院 の推 計 入 院 の圏 域 内 ・外 への流 入 患 者 割 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 病床利用率・平均在院日数  

令和３（２０２１）年の圏域の病床利用率は、一般病床が７６．０％、療養病床が８４．７％です。 

また、圏域の平均在院日数は、一般病床が１６．７日、療養病床が１０７．５日となっています。 

 

 図 表 11-5-2-24 病 床 利 用 率 及 び平 均 在 院 日 数 の状 況          
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慢性期 在宅医療等 （内数）在宅医療のうち訪問診療分

人/日

３ 医療提供体制の構築  

（１）地域医療構想                                                        

今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふ

さわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められていま

す。                                                     

そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に 

投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サー 

ビス提供体制を充実させていくことが必要です。                                 

【現状と課題】 

○ 病床機能報告で報告された許可病床数と令和７（２０２５）年の必要病床数を比較した場合  

当圏域については、急性期・慢性期の病床数が多く、回復期の病床数が少ないことから、実際  

に提供している医療を検証した上で、必要な病床への転換等を図る必要があります。 

○ 慢性期医療については、在宅医療や介護サービスの整備（地域包括ケアシステムの構築）と 

一体的に進める必要があります。 

○ 在宅医療と介護の連携については、市町村が主体となり、郡市等医師会等と緊密に連携し取

り組んでいます。また、生活支援体制の整備等についても、市町村が主体となり、地域の実情に

応じた取組を進めています。 

 

図 表 11-5-3-1 圏 域 の慢 性 期 及 び在 宅 医 療 等 患 者 数 の推 計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資 料 ：厚 生 労 働 省 「地 域 医 療 構 想 策 定 支 援 ツール」による推 計 ） 
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病院 診療所 合計 H25(2013) R７(2025) R22(2040）

① ② ③
高 度 急 性 期 124 0 124 137 132 118 8 93.9% ▲ 6 105.1%
急 性 期 701 90 791 514 501 460 ▲ 290 157.9% ▲ 331 172.0%
回 復 期 384 19 403 487 483 452 80 83.4% 49 89.2%
慢 性 期 499 44 543 605 414 411 ▲ 129 131.2% ▲ 132 132.1%

休棟・無回答等 0 114 114 ▲ 114 ▲ 114
計 1,708 267 1,975 1,743 1,530 1,441 ▲ 445 129.1% ▲ 534 137.1%

高 度 急 性 期 3,874 0 3,874 2,169 2,249 2,131 ▲ 1,625 172.3% ▲ 1,743 181.8%
急 性 期 7,510 720 8,230 6,155 6,838 6,679 ▲ 1,392 120.4% ▲ 1,551 123.2%
回 復 期 4,017 235 4,252 5,599 6,480 6,445 2,228 65.6% 2,193 66.0%
慢 性 期 4,833 346 5,179 5,263 4,607 4,617 ▲ 572 112.4% ▲ 562 112.2%

休棟・無回答等 579 427 1,006 ▲ 1,006 ▲ 1,006
計 20,813 1,728 22,541 19,186 20,174 19,872 ▲ 2,367 111.7% ▲ 2,669 113.4%

県南東部 ハンセン病療養所の病床 876 0 876

21,689 1,728 23,417 19,186 20,174 19,872

※１　令和４（2022）年７月１日現在の病床機能報告による。

※３　ハンセン病療養所の病床は、医療保険適用分以外は推計の対象外とされている。
（資料：岡山県医療推進課）

※２  H25(2013)、R7（2025）及びR22（2040）の数値は、厚生労働省提供の地域医療構想策定支援ツールの医療機関所在地別、
　　　県南東部、県南西部はパターンＢ、高梁・新見、真庭、津山・英田はパターンＣの数値である。

津山・英田

岡山県

合計

構想区域 区　分

令和４（２０２２）年７月１日現在
の病床数 ［病床機能報告］

必要病床数
［地域医療構想策定支援ツールから］

R７に
対する
必要数
②-①

R７に
対する
充足率
①/②

R22に
対する
必要数
③-①

R22に
対する
充足率
①/③

図 表 11-5-3-2 許 可 病 床 数 の現 況 と必 要 病 床 数 推 計 の比 較  （単 位 ：床 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                            

項 目  施策の方向  

医 療 提 供 体 制 の 

整備  

 

 

 

○津山・英田圏域地域医療構想調整会議を開催し、毎年度の病床機

能報告等の情報を関係者で共有し、ＰＤＣＡサイクルを効果的に機

能させながら、医療機能の分化と連携の推進やその実現に必要な施

策について協議するとともに、地域の課題に応じて地域医療介護総

合確保基金を活用した体制整備を図ります。 

○津山・英田圏域地域医療構想調整会議においては、国や県の動向

を踏まえるとともに、在宅医療を含む地域包括ケアシステム、医療従

事者の確保、診療科ごとの連携など、当圏域の実情に応じた地域医

療構想の実現に向けた体制整備を図ります。      

地域包括ケアシステ

ムの推進  

○高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で日常生活を継続しながら、

必要な医療と介護が受けられるよう、市町村と連携しながら地域包

括ケアシステムの深化・推進を進めるとともに、医療・介護関係団体

の協働のための合意形成と連携を図ります。 
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医師数 人口10万人対 総人口 医師数 人口10万人対 総人口

津山・英田圏域 156 86.6 180,239 137 79.4 172,607

津山市 106 103.1 102,792 95 95.3 99,651

鏡野町 7 55.4 12,625 6 50.1 11,973

久米南町 2 41.4 4,836 2 44.8 4,462

美咲町 6 42.4 14,145 4 30.8 12,988

美作市 24 87.4 27,446 20 78.0 25,651

勝央町 5 45.1 11,097 3 27.4 10,957

奈義町 6 102.4 5,861 7 126.5 5,535

西粟倉村 0 0.0 1,437 0 0.0 1,390

岡山県 1,735 90.6 1,915,401 1,732 92.0 1,882,356

平成28(2015)年度 令和2(2020)年度

(資料：令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計、平成28(2015)年医師・歯科医師・薬剤師調査、
         岡山県統計分析課「衛生統計年報」）

64列以上 16列以上
64列未満

16列未満 その他の
ＣＴ

3Ｔ以上 1.5Ｔ以上
3Ｔ未満

1.5Ｔ未満 血管連続
撮影装置

ＳＰＥＣＴ ＰＥＴ ＰＥＴＣＴ ＰＥＴＭＲＩ ガンマ
ナイフ

サイバー
ナイフ

強度変調

放射線治
療器

遠隔操作

式密封小
線源治療

装置

内視鏡手

術用支援
機器（ダ

ヴィンチ）

岡山県 90 85 17 7 28 59 11 77 22 - 8 - 1 1 14 3 10
圏域 8 9 - 1 1 4 2 4 1 - 1 - - - 1 - 1

津山市 5 5 - - 1 3 - 4 1 - 1 - - - 1 - 1
鏡野町 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - -

久米南町 - - - - - - - - - - - - - - - - -
美咲町 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
美作市 - 3 - 1 - - 1 - - - - - - - - - -
勝央町 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - -
奈義町 - - - - - - - - - - - - - - - - -

西粟倉村 - - - - - - - - - - - - - - - - -

（資料：令和4(2022)年度外来機能報告）

（単位：台）
ＣＴ

ＭＲＩ その他
マルチスライスＣＴ

（２）外来医療に係る医療提供体制の確保  

【現状と課題】 

○ 当圏域の外来医師偏在指標は１０６．４であり、外来医師多数区域以外の区域となっていま

すが、医師の高齢化や後継者不足により診療所医師数は減少傾向にあり、今後外来医師数

の減少等も含め、地域における外来医療機能の確保が困難になっていくことが懸念されます。 

○ 在宅医療や学校医・産業医を担う診療所・医師も不足しており、郡市等医師会内での役割分

担や連携をさらに進める必要があります。 

○ 新たに開業しようとする医療関係者等に対し、地域で不足する外来医療機能の確保について

協力を求める必要があります。 

○ 専門的な医療の提供を地域で基幹的に担う「紹介受診重点医療機関」について、圏域内で 

は津山中央病院が位置づけられています。 

○ 医療機器の設置状況については、ＣＴ、ＭＲＩ以外の機器は、津山市以外には設置されていま 

せん。 

 

 図 表 11-5-3-3 市 町 村 別 診 療 所 従 事 医 師 数                     （単 位 ：人 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-4 医 療 機 器 の設 置 状 況  
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【施策の方向】                                                            

項 目  施策の方向  

外 来 医 療 に 係 る 医  

療 提 供 体 制 の確 保  

 

 

 

○津山・英田圏域地域医療構想調整会議を活用し、不足する外来医

療機能の確保や医療機器等の共同利用など、外来医療に関する地

域課題について協議を深め、地域の外来医療提供体制の充実を図

ります。 

○新たに開業しようとする医療関係者等に対し、地域で不足する外来

医療機能の確保への協力を求め、必要な外来医療機能の確保を図

ります。 

○紹介受診重点医療機関を住民に周知することにより、患者が症状に

応じて適切に医療を受けられる環境を整えます。 
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（３）５疾病・６事業及び在宅医療の医療連携体制  

圏域内において、医療機関相互の機能分担と連携を確保する体制（医療連携体制）の整備に 

努めています。 

現在の疾病動向などから、特に、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾  

患の５疾病については、切れ目のない適切な医療連携体制の構築が必要とされています。また、 

圏域 住民の生命を守る上で重要となる、救 急医療、災害時医 療、へき地医療、周産期医療、 

小児医療及び新興感染症等の感染拡大時医療の６事業並びに在宅医療についても、体制の充実  

に努め、医療連携体制を推進していく必要があります。 

 

 図 表 11-5-3-5 標 準 化 死 亡 比 （平 成 ２５（２０１３）年 ～２９（２０１７）年 ）  

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

① がんの医療 

【現状と課題】 

○ 圏域のがんによる死亡を部位別にみると、岡山県と比較して高いのは、男女ともに肝及び肝  

内胆管がん、男性の胃がん、男性の気管・気管支及び肺がんの死亡です。 

○ 圏域の５がん検診の受診率は、岡山県と同率か高い状況になっていますが、年々受診率の低

下が目立っています。 

○ 市 町 村 が実 施 するがん検 診 が、国 や県 のがん検 診 指 針 に基 づく実 施 体 制 となるよう支  

援する必要があります。  

○ 圏域では、津山中央病院が地域がん診療連携拠点病院に指定されており、地域の医療   

機関との連携を密にしていくことにより、がん医療の均てん化を図る必要があります。 

○  がんと診 断 されて間 もない時 期 から、必 要 に応 じて緩 和 ケアを取 り入 れ、がん患 者 が 

住 み慣 れた家 庭 や地 域 で療 養 生 活 を送 ることができるよう、緩 和 ケアについて普 及 啓 発  

を図る必要があります。 

○ 地域がん診療連携拠点病院である津山中央病院には、がん相談支援センターが設置さ 

れ、がん患者及びその家族からの相談を受けています。また、新たに緩和ケア病棟や緩和ケア

外来を開設し、患者のニーズに沿ったトータルケアを目指しています。 

○ 小児・ＡＹＡ（Ａｄｏｌｅｓｃｅｎｔ ａｎｄ Ｙｏｕｎｇ Ａｄｕｌｔ）世代（思春期世代と若年成人世代） 

から成 人 ・ 高 齢 者 まで の あらゆ るライフ ステ ー ジのがん患 者 が 、治 療 を受 け ながら安 心  

して日常生活を送ることができるためには、社会や職場の理解が必要です。 
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男 女 男 女 男 女 男 女

胃 大腸 肝及び肝内胆管 気管、気管支及び肺

圏域 岡山県 （全国＝100）（資料：厚生労働省「人口動態統計特殊報告」）

平成30(2018)年度 令和元(2019)年度 令和2(2020)年度
圏　 域 10.4% 9.4% 9.0%
岡山県 7.6% 6.8% 6.4%
圏　 域 9.9% 9.7% 6.6%
岡山県 7.8% 7.4% 6.0%
圏　 域 11.0% 10.3% 7.3%
岡山県 6.9% 6.7% 5.9%
圏　 域 16.2% 16.7% 16.1%
岡山県 14.0% 14.1% 13.9%
圏　 域 18.6% 18.8% 18.0%
岡山県 17.9% 18.6% 18.0%

（資料：厚生労働省　平成30（2018）年度～令和2（2020）年度地域保健・健康増進事業報告（健康増進編））

区分

注1：「がん対策推進基本計画」（平成24年6月8日閣議決定）及び「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のため
　　　の指針」（平成20年3月31日健康局長通知）に基づき、がん検診の受診率の算定対象年齢を40歳から69歳（「胃
　　　がん」は50歳から69歳、「子宮頸がん」は20歳から69歳）までとした。
注2：胃がん健診の受診者数は胃部エックス線検査または胃内視鏡検査の受診者数、乳がん検診の受診者数はマンモ
　　　グラフィの受診者数、子宮頸がんの受診者数は、頸部細胞診の受診者数である。
注3：受診率は計数不明を除く。
注4：受診率
　　　・胃がん、乳がん及び子宮頸がん　受診率＝（前年度の受診者数＋当該年度の受診者数―2年連続の受診者数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/(対象者数)×100
　　　・肺がん及び大腸がん　　　　　　　　受診率＝（受診者数/対象者数）×100

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸がん

乳がん

 図 表 11-5-3-6 がんの部 位 別 標 準 化 死 亡 比 （平 成 ２５（２０１３）年 ～２９（２０１７）年 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 表 11-5-3-7 がん検 診 の受 診 率 （平 成 ３０（２０１８）年 ～令 和 ２（２０２０）年 ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施策の方向】                                                               

項 目  施策の方向  

予防対策・早期発見  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

○市町村等の関係機関や愛育委員会・栄養改善協議会等の関係団

体 と 連 携 を 図 り 、 食 生 活 、喫 煙 等 の 生 活 習 慣 と が んに ついて の 

知識、生活習慣改善の必要性を普及啓発します。 

○がん検 診 体 制 の充 実 及 びがん検 診 の受 診 促 進 を図 り、がんの早  

期発見、早期治療につなげます。 

○子 宮 頸 がん・乳 がんについては、愛 育 委 員 会 や職 域 等 の関 係 団  

体と連携して、若い世代へのがん検診の受診勧奨を進めます。 

○ 国 及 び 県 の が ん 検 診 指 針 に 基 づ き 、 検 診 実 施 方 法 や 精 度 管 

理等について、市町村や郡市等医師会、多職種と連携し体制整備  

を進めます。 
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津山地域 勝英地域 圏域 岡山県
Ａ 1 0 1 15
Ｂ 0 0 0 4
Ｃ 0 0 0 11

2 1 3 49
療養病床を有する施設 8 5 13 75

在宅医療 6 6 12 58

急性期

区分

回復期

維持期

 （資料：岡山県医療推進課）
　急 性 期 ：専門的な診療を提供する機能
　急性期A ：専門的な診療（T-PA静脈内投与等）が24時間可能
　急性期B ：専門的な診療（T-PA静脈内投与の適応の判定等）が24時間可能
　急性期C ：専門的な診療（T-PA静脈内投与の適応の判定等）が診療時間内に可能
　回 復 期 ：生活機能を回復させるリハビリテーションを実施する機能
　維 持 期 ：療養病床を有する施設、日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーション
             　 を実施する機能
　在宅医療：生活の場での在宅療養支援を実施する機能

地域 における医療連

携体制整備の推進   

          

 

 

 

 

○がん患者 が住 み慣れた家庭 や地 域 で療 養 生 活 を送るには、在 宅  

医 療 が重 要 な役 割 を担 っているため、地 域 がん診 療 連 携 拠 点 病  

院 である津 山 中 央 病 院 と地 域 医 療 機 関 との連 携 が図 れるよう体  

制整備を進めます。 

○地域連携クリティカルパスや緩和ケアパスの普及を進めます。 

○津山 中央 病 院に設 置している相 談窓口 （がん相談 支 援センター） 

に つ い て の 普 及 啓 発 を 図 る と と も に 、 市 町 村 等 の 関 係 機 関 と の 

連携促進に努めます。 

患者・家族への支援  

 

 

 

 

○職場におけるがん患者への正しい理解の普及などにより、働く意欲のあ

  るがん患者が安心して働くことができる環境を整備します。  

○患 者 から の医 療 、福 祉 、就 労 等 に関 するこ とや、小 児 がん患 者  

の 教 育 の 確 保 な ど 多 岐 に わ た る 相 談 に 対 応 で き る よ う、 が ん 相  

談支援センターの相談機能の充実に向け支援します。 

 

② 脳卒中の医療  

【現状と課題】 

○ 圏域内の男性の脳 血管疾患の標準化死 亡比は、図表11-5-3-5に示すとおり全国より 

低い状況です。 

○ 令 和 ３ 年 （ ２ ０２ １ ）年 に圏 域 内 で 救 急 搬 送 （ 総 数 ９ ，２ ２ ５ 件 ）をさ れ たうち の４ ．８ ％ 

が脳血管疾患で、岡山県の７．６％より低い状況です。 

○ 脳卒中の発症と重症化の予防には、高血圧、高血糖、脂質異常、喫煙などの危険因子  

を取り除くための生活習慣の改善と適切な治療が重要となります。 

○ 圏域内の脳卒中医療連携体制届出医療機関は、急性期の医療機関は１機関、回復期の 

医療機関は３機関、維持期（療養病床を有する施設）の医療機関は１３機関、維持期（在  

宅医療）の医療機関は１２機関が届出をしています。 

 ○ 急性期から回復期さらには維持期にかけて、患者の状態に応じた転院がスムーズにいかない事

例も見受けられます。治療の継続性が十分ではないとの指摘もあります。 

  

 図 表 11-5-3-8 脳卒中医療連携体制届出医療機関数（令和４（２０２２）年１２月１日現在） 

（単 位 ：機 関 ）  
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 【施策の方向】                                                              

項 目  施策の方向  

予防対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「 第 ３ 次 健 康 お か や ま ２ １ 」 に 基 づ い て 生 活 習 慣 の 改 善 を 推 進  

します。 

○市町村等の関係機関や愛育委員会・栄養改善協議会等の関係団

体 と連 携 を図 り 、青 年 期 ・ 壮 年 期 からの高 血 圧 、糖 尿 病 、脂 質 

異 常 症 等 の生 活 習 慣 病 や喫 煙 などについて、正 しい知 識 の普 及  

啓発を行います。 

○脳 卒 中 の発 症 に影 響 を与 える心 房 細 動 （不 整 脈 ）の早 期 発 見 と 

早期治療、脳卒中を疑う症状や発症初期の症状、 早期の医療機  

関受 診の必要性 等について、出前講座等で住民への普及啓発を 

図ります。 

地域における医療連

携体制整備の推進  

          

○脳 卒 中 医 療 連 携 体 制 届 出 医 療 機 関 や医 師 会 等 の関 係 機 関 と 

 連携し、急性期、回復期、維持期の切れ目のない医療が提供できる 

 よう、病院間連携、多職種連携、在宅医療介護連携の整備を進めま 

す。 

 

③ 心筋梗塞等の心血管疾患の医療 

【現状と課題】  

○ 心 疾 患 は岡 山 県 と同 じく、死 亡 原 因 の第 ２位 を占 めています。圏 域 における急 性 心 筋  

梗塞の標準化死亡比は図表１１—５—２—１１のとおり男女とも岡山県より高い状況です。また令和

３（２０２１）年の圏域内での急病による搬送（件数９，２２５件）の５．９％は心疾患で、岡山県の 

８．６％より低い状況です。 

○ 急性 心筋梗塞の予防には、高血 圧、高血 糖、脂質異常、喫 煙などの危険 因子を取り除  

くための生 活 習 慣 の改 善 と適 切 な治 療 が重 要 となります。また、初 期 症 状 出 現 時 などに 

おいては、心 肺 蘇 生 やＡＥＤ（自 動 体 外 式 除 細 動 器 ）の使 用 などの実 施 で救 命 率 が高 ま 

ることから、一次救命処置の普及も重要となります。 

○  急性心筋梗塞について、圏域内の高齢者は、前駆症状を放置して治療開始が遅れる事例も

あることなどから、早期受診の普及が重要です。 

○ 圏域内の急性心筋梗塞の医療連携体制の届出医療機関は、急性期の医療機関は１機関、

回復期の医療機関は１機関、再発予防の医療機関は３機関が届出をしています 

○ 圏域内には、地域連携を目的に医師を中心とした「美作地区心不全地域連携を考える会」  

があり、医療情報の共有や質の向上が図られていましたが、令和２（２０２０）年度から令和４   

（２０２２）年度はコロナの影響で中止しています。 

○ 発症後の早期診断と医療機関への迅速な搬送が必要であるため、関係機関が円滑に情  

報伝達できる救急搬送体制の整備が必要です。  

○ 感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、急性期医療機関へ患者を迅速かつ適

   切に搬送するなど、地域の医療資源を有効に活用するための体制を構築する必要があります。 
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区分 圏域 岡山県
急　 　性 　　期 1 13
回　 　復　 　期 1 27
再　発　 予　防 3 96

（資料：岡山県医療推進課）
　急 性 期 ：救急医療の機能
　回 復 期 ：合併症や再発の予防、身体機能を回復させる心血管疾患リハビリテーションを実施する機能
　再発予防：日常生活への復帰及び維持のためのリハビリテーションを実施する機能

 図 表 11-5-3-9 急性心筋梗塞の医療連携体制届出医療機関数（令和５年（２０２３）年２月２８日現在） 

（単 位 ：機 関 ）  

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                               

項 目  施策の方向  

予防対策  

   

 

 

 

 

○ 「 第 ３ 次 健 康 お か や ま ２ １ 」 に 基 づ い て 生 活 習 慣 の 改 善 を 推 進  

します。 

○市町村等の関係機関や愛育委員会・栄養改善協議会等の関係団

体 と の 連 携 を 図 り 、青 年 期 ・ 壮 年 期 か ら の 高 血 圧 症 、糖 尿 病 、 

脂質 異常症など生活習慣 病に関する正しい知識の普及啓 発を行  

います。 

○禁 煙 ・完 全 分 煙 実 施 施 設 の登 録 が増 え るよう呼 びかけを行 い、 

禁煙・分煙対策を促進します。 

○救 命 の現 場 に居 合 わせた人 たちが、積 極 的 に救 命 に協 力 して取  

り 組 む こ と が で き る よ う 、 心 肺 蘇 生 や Ａ Ｅ Ｄ の 使 用 な ど 、 適 切  

な一次救命処置の普及啓発を行います。 

○医 療 機 関 と連 携 して、若 年 者 から高 齢 者 まで地 域 住 民 に向 けた 

 市民公開講座等で循環器病の予防、発症早期の適切な対応、特に

早期受診の普及啓発を行います。 

地域における医療連

携体制整備の推進  

           

 

 

 

 

○急性 期から回 復期、再発予 防において専門 の医療機 関と地 域の 

医療 機関との連携を強化 し、急性心筋 梗塞等 医療連 携パスを活 

用し、切れ目のない医療連携体制づくりに努めます。 

○再 発 予 防 を担 う医 療 機 関 は 限 られている ことから、急 性 心 筋 梗  

塞の再 発予防や心不全への移行を防ぐための介護関 係者も含む 

多 職 種 協 働 に よ る 心 血 管 疾 患 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 考 え 方 を 活 

かした運動療法・栄養療法の普及啓発に取り組みます。 

○圏域内の「美作地区心不全地域連携を考える会」を再開し、地域で 

心不全を診ていくための勉強会や研修会に取り組み、病院間・病診 

間の連携に努めます。 
○感染症発生・まん延時や災害時等の有事においても、急性期医療機

関へ患者を迅速かつ適切に搬送するなど、地域の医療資源を有効に

活用するための体制の構築について検討します。 
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　県市町村名に続く（　）は、（男性外来件数、女性外来件数）

（資料：岡山県健康推進課）
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④ 糖尿病の医療  

【現状と課題】 

○ 国民健康保険における糖尿病の標準化医療費の比（地域差指数）は、圏域では、全国より高

い市町村が多い状況です。また、糖尿病等がリスク因子になる慢性腎不全の標準化医療費の

比（地域差指数）も、全国より高い市町村が多くなっています。糖尿病は、腎症（CKD）や網膜 

症、神経症、脳血管疾患、心疾患など重大な合併症を引き起こすため、生活習慣を改善し、 

適切な管理・治療を継続して受けることが必要です。 

○ 圏 域では糖尿病 の総合管 理を行う医療 機関が４３機関 、専門 医療を行う医 療機関 が５ 

機 関 あ り 、 こ れ ら の 関 係 機 関 相 互 の 情 報 共 有 や 市 町 村 等 の 地 域 と の 連 携 に よ り 、 

発症予防・重症化予防の取組や医療連携体制整備の推進を図ることが求められています。 

○ 糖 尿 病 は 歯 周 疾 患 とかかわりが大 きく、歯 科 治 療 を受 けることで、血 糖 値 の コントロー 

ルに好 影 響 を与 えることが分 かっており、糖 尿 病 の医 療 連 携 の一 環 として歯 科 医 師 会 と 

連携を図る必要があります。     

  

 

 図 表 11-5-3-10 健康保険における標準化医療費の比（地域差指数） （令和３（２０２１）年度）  
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圏域 岡山県
43 311
5 27

糖尿病網膜症 0 28
糖尿病性腎症 3 27
糖尿病性神経障害 4 35
動脈硬化性疾患 1 17
歯周病 26 293

4 18

（資料：岡山県健康推進課）

急性増悪時治療

区分
総合管理
専門治療

慢
性
合
併
症

 図 表 11-5-3-11 糖尿病医療連携体制届出医療機関数（令和５（２０２３）年３月３１日現在） 

（単 位 ：機 関 ）  

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

項 目  施策の方向  

予防対策・早期受診  

・重症化予防  

 

○市 町 村 や職 域 等 の事 業 において、愛 育 委 員 会 、栄 養 改 善 協 議 会  

等 の関 係 団 体 と連 携 し、糖 尿 病 の予 防 や症 状 、合 併 症 などの 知  

識 の普 及 啓 発 を 図 り ま す。また 早 期 発 見 に向 け て健 診 の 受 診 や 

早期の医療機関への受診、適切な管理・治療の継続による重症化予

防について呼びかけを行います。 

地域における医療連

携体制整備の推進  

           

 

 

○市 町 村 、医 師 会 、歯 科 医 師 会 等 と連 携 し、医 療 従 事 者 や地 域 住  

民への研修会等を開催し、糖尿病連携手帳の普及啓発や糖尿病性

腎症等の重症化予防の取組を進めます。 

○歯 科 医 師 会 等 と連 携 し、糖 尿 病 と歯 周 疾 患 との関 連 及 び糖 尿 病  

コ ン ト ロ ー ル に お け る 歯 周 疾 患 治 療 の 必 要 性 に つ い て 、 医 療 関  

係者及び地域住民への普及啓発を進めます。 

 

⑤ 精神疾患の医療 

【現状と課題】             

○ 社 会 環 境 が大 きく変 化 する中 で心の健 康問 題 の多 様 化 が進 み、神 経 症 、うつ病 、アル 

コール関連問題や自殺等、心の健康問題への社会的関心が高まっています。 

○ 圏域の精神科疾患による受診件数、自立支援医療受給者証交付者数、精神障害者保健  

福祉手帳交付者数は増加傾向にあります。 

また、精神保健 福祉法 に基づく通報事例や緊急対応を必要とする困難事例 などについ 

ては、保健所、市町村、医療機関、警察、相談支援事業所等の多機関が連携した切れ目  

のない支援が必要です。 

○ 精 神 保 健 相 談 では、不 登 校 や青 年 期 のひきこもりなどの、思 春 期 の心 の問 題 に関 する 

相 談 や認 知 症 の相 談 が多 くを占 めている一 方 で、疾 患 に対 する偏 見 等 により、長 期 化 ・ 

複雑化する傾向にあります。 

○ 圏域の自殺死亡率は、県全体より高い状況にあり、うつ病等の精神疾患を心の健康危機とし

て捉え、医療機関などと協働した取組や、自死遺族の悲しみを分かち合う場の提供による心の

健康づくり支援が必要です。  

○ 圏域の精神科又は心療内科を標榜する医療機関は、津山地域に８施設、勝英地域に１施設

あり、精神保健福祉の社会資源が偏在しています。 
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（単位：人）

平成29(2017)年度 30(2018) 令和元(2019)年度 2(2020) 3(2021) 4(2022)

2,070 2,154 2,196 2,463 2,326 2,355

562 592 620 682 675 709

2,632 2,746 2,816 3,145 3,001 3,064

（資料：岡山県精神保健福祉センター）

区 分

津 山 地 域

勝 英 地 域

合 計

（単位：人）

平成29(2017)年度 30(2018) 令和元(2019)年度 2(2020) 3(2021) 4(2022)

923 964 991 1,031 1,074 1,119

209 225 246 268 291 318

1,132 1,189 1,237 1,299 1,365 1,437

（資料：岡山県精神保健福祉センター）

合 計

勝 英 地 域

区 分

津 山 地 域

（単位：件）

平成29(2017)年度 30(2018) 令和元(2019)年度 2(2020) 3(2021) 4(2022)

42 26 32 35 25 34

17 9 6 6 9 9

59 35 38 41 34 43

（資料：美作保健所）

合 計

区 分

津 山 地 域

勝 英 地 域

○ 退院可能な精神障 害者がスムーズに地域生活へ移行できるよう、医療機関、相談支 援  

事業所、市町村、自立支援協議会等と連携し、障害福祉圏域における精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築に向けたネットワーク会議や研修会を開催しています。 

○ 医療 導入や治療困難な精神障害者に対して、医療を中心とする専門職で構成するアウ 

トリーチチーム ※ による 訪 問 等 の包 括 的 支 援 を行 う精 神 障 害 者 アウ トリーチ事 業 を実 施  

しています。 

○ 圏域の認知症の人数（注）は、平成３０（２０１８）年度７，７７４人と推計され、令和７（２０２５）年  

度には７，９６３人に増加すると見込まれており、認知症疾患医療センターや市町村等と連携した 

取組が必要です。（注：長寿社会課「第７期岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援   

計画（平成３０（２０１８）年３月）」の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の人の推計） 

○ 精神疾 患は全ての人にとって身近な病気であり、精神障害の有 無や程度にかかわらず、 

誰 も が 安 心 し て 自 分 ら し く 暮 ら す こ と が で き る 地 域 づ く り を 進 め る 必 要 が あ り ま す 。 ま 

た 、 長 期 の 入 院 が 必 要 と な っ て い る 精 神 障 害 者 の 地 域 移 行 を 進 め る に 当 た っ て は 、 

精神 科病院や地域援 助事業者による努力 だけでは限 界があり、自治体を中心 とした地域  

精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や 

偏見のない、あらゆる人が共生できる社会を構築していく必要があります。       

   

※アウトリーチ 

未治療の者や治療中断の者に対して、多職種による専門職がチームを組んで、必要に応じ

て訪問を行い、保健・医療・福祉サービスを包括的に提供することにより、在宅生活の継続が

可能となるよう働きかけるもの。 

 

 

図 表 11-5-3-12 自 立 支 援 医 療 受 給 者 証 交 付 者 数  

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-13 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 交 付 者 数  

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-14 通 報 ・申 請 による緊 急 対 応 件 数  
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（単位：人）

区 分 圏 域 岡 山 県

認知症サポート医 20 277

（資料：岡山県長寿社会課）

（単位：人）

区 分 圏 域 岡 山 県

認知症サポーター※１ 27,175 224,978

キャラバン・メイト※２ 579 3,249

（資料：全国キャラバン・メイト連絡協議会）

（単位：件）

平成29(2017)年度 30(2018) 令和元(2019)年度 2(2020) 3(2021) 4(2022)

33(11) 33(11) 25( 9) 29(13) 24( 8) 24(8)

31(14) 28( 5) 32(17) 18(11) 21(16) 24(21)

64(25) 61(16) 57(26) 47(25) 45(24) 48(29)

（資料：美作保健所）

※（　　）は思春期相談再掲

区 分

津 山 地 域

勝 英 地 域

合 計

（単位：人）

平成29(2017)年度 30(2018) 令和元(2019)年度 2(2020) 3(2021)

28(14.1) 33(18.1) 24(13.3) 27(15.7) 25(15.3)

264(14.0) 254(13.5) 266(14.3) 257(13.8) 301(16.3)

（資料：津山・英田医療圏地域自殺実態プロファイル2022(JSCP2022)）
※( )は人口10万人対

岡 山 県

区 分

圏 域

図 表 11-5-3-15 精 神 保 健 相 談  

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-16 自 殺 死 亡 数 と自 殺 死 亡 率  

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-17 認 知 症 サポート医 の数 （令 和 ５（２０２３）年 ３月 ３１日 現 在 ） 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-3-18 認 知 症 サポーター等 の人 数 （令 和 ５（２０２３）年 ３月 ３１日 現 在 ）  

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「認知症サポーター養成講座」を受講して、認知症に関する正しい知識を持ち、地  

域や職域で認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。 

※２ 「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役を務める人です。 
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津山地域 勝英地域 圏域

2 2

2 2

4 1 5

4 2 6

居宅介護 16 17 33

重度訪問介護 10 11 21

行動援護 4 4

短期入所(ショートステイ) 2 2

生活介護 4 11 15

施設入所支援

自立訓練（機能訓練）

自立訓練（生活訓練）

宿泊型自立訓練

自立生活援助 1 1 2

就労移行支援（一般型） 2 2

就労継続支援（A型） 5 2 7

就労継続支援（B型） 22 2 24

就労定着支援

共同生活援助(グループホーム) 25 5 30

16 8 24

1 3 4

1 1 2

2 6 8

6 6 12

（資料：岡山県精神保健福祉関係資源マップ）

介護給付

訓練等給付

家族会

相談支援

地域活動支援センター

障
害
者
総
合
支
援
法

共同作業所

患者会

精神病床を有する病院

精神科又は心療内科を有する病院

精神科デイケア等施設

精神科又は心療内科を有する診療所

岡山県地域移行促進センター

精神科訪問看護基本療養費を算定している訪問看護ステーション

 図 表 11-5-3-19 精神保健福祉関係の社会資源の状況（令和３（２０２１）年１０月１日現在） 

（単位：施設、団体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                              

項 目  施策の方向  

心 の 健 康 づ く り の 

推進  

○ 市 町 村 等 の 関 係 機 関 と 連 携 し 、 こ こ ろ の健 康 に 対 する 住 民 の 正  

し い 理 解 の 普 及 啓 発 や 、 精 神 障 害 者 に 対 す る こ こ ろ の バ リ ア フ 

リー化を推進します。 

思 春 期 ・ 青 年 期 の 

精 神 保 健 対 策 の 

推進  

 

 

 

 

 

○精 神 保 健 福 祉 相 談 や思 春期 相 談を開催 し、本 人や家族 、関係 者  

への相談対応、個別支援の充実を図ります。 

○ ひ き こ も り サ ポ ー タ ー 等 の 地 域 の ボ ラ ン テ ィ ア や 教 育 、 保 健 ､ 

医療、福祉関係機関等と連携して取り組みます。 

○ひきこもり地域支援センターと連携し、住民に身近な地域で支援を行え 

 るよう取り組んでいきます。 

○複 雑 困 難 な事 例 に対 しては、医 療 機 関 や学 校 などの多 機 関 が協  

働 し て 支 援 す る と と も に 、 適 切 な 対 応 を 行 う た め の 体 制 の 整 備  

を進めます。 

自 殺 予 防 対 策 の 

充実  

 

 

 

○医 師 会 や 警 察 など の関 係 機 関 との連 絡 会 議 を通 じて情 報 共 有 ・ 

連 携 強 化 を 図 り ま す 。 ま た 、 企 業 等 と も 連 携 し 自 殺 予 防 の た め 

の健康教育等を実施します。 

○自 殺 対 策 基 本 法 の改 正 により義 務 づけられた、市 町 村 自 殺 対 策  

計画の策定支援を行います。 
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○愛 育 委 員 による 友 愛 訪 問 の実 施 等 により 、高 齢 者 等 の孤 立 化 を 

軽減します。 

○自死遺族の心理的回復を図る場として、遺族が体験を語り､悲しみや 

苦しみを分かち、共に支え合う集いを開催します。 

アルコール関連問題

対策の推進  

 

 

 

 

○適正飲酒や未成年者の飲酒の禁止についての健康教育、アルコール 

依存症者及び家族に対して、酒害相談（断酒新生会主催）と連携し 

支援します。     

○ ア ル コ ー ル 依 存 症 や う つ 病 等 の 精 神 疾 患 等 が 、自 殺 の 原 因 と し 

て も 多 い こ と か ら 、 地 域 住 民 主 体 の 心 の 健 康 づ く り 支 援 の 充 実 

を図ります。 

適正医療の推進  

   

 

○症 状 の悪 化 に 伴 い 緊 急 に対 応 を要 する 事 例 に対 して、法 に 基 づ 

き速やかに適正な対応を行います。 

○医 療 機 関 や 地 域 支 援 者 など の関 係 機 関 との緊 密 な連 携 に より、 

緊 急 受 診 を要 する患 者 が円 滑 に医 療 につながるよう支 援 します。 

困 難 事 例 に 対 す る 

支援の充実  

 

 

 

○未 治 療 ・ 治 療 中 断 ・ 処 遇 困 難 者 に対 し て、 精 神 科 医 ・ 精 神 保 健  

福 祉 士 等 か ら な る ア ウ ト リ ー チ チ ー ム や 保 健 師 が 訪 問 し 、 治 療  

導 入 や 治 療 継 続 のた めの 支 援 を 行 います 。 また、医 療 機 関 や相  

談 支 援 事 業 所 な ど の 関 係 機 関 が 協 働 し て 支 援 す る 体 制 づ く り を 

進めます。 

○「退院後支援ガイドライン」※１や「美作県民局精神障害者の入退院に

係る支援の流れ」※２を活用し、医療機関や地域支援者と連携しながら

患者の退院後の治療継続や生活支援がスムーズに行えるようにします。  

精 神 障 害 者 地 域 移

行・地域定着対策の

充実  

 

○医 療 機 関 、市 町 村 等 関 係 者 と連 携 して、退 院 可 能 な精 神 障 害 者  

の円滑な地域生活への移行を推進します。 

○障害のある当事者（ピア＝仲間）自らによる相談、支援や普及啓発活

動が、精神障害者の不安解消や住みやすい地域づくり等に有効である

ことから、県内で活動しているピアサポーターを派遣し、精神障害者の地

域移行・地域定着を促進します。 

○精神科医療機関、相談支援 事業所、自立支援協議会、市町村等  

と連携し、障害福祉圏域における精神障害にも対応した地域包括ケア

システムの構築に向けた支援体制の整備を行います。 

認 知 症 高 齢 者 の支

援体制構築の推進  

○みまさか認知症疾患医療センターと連携し、認知症サポート医、かかり 

つけ医や市町村、介護事業所等に対する情報交換等の機会を設け、 

関係者が連携して、認知症の疑いがある人を早期に発見し、専門医療  

機関へつなぐとともに、認知症のある人の尊厳を重視した支援ができる 

よう資質向上に取り組みます。 

○みまさか認知症疾患医療センターが実施する困難事例や緊急事例の 

事例検討会や市町村認知症初期集中支援チーム活動への専門医療  

的スーパーバイズ等の活動を支援し、圏域の認知症支援体制の整備を 

進めます。 

－ 662 －



 

○市町村による認知症初期集中支援チーム等の活動や認知症カフェの 

実施 、認知症 サポーターの養成など認知症 への理 解を深める啓 発 

活動等を支援し、認知症のある人に優しい地域づくり、新オレンジプラン 

※３を推進します。 

精神障害に対応した

地 域 包 括 ケアシス  

ムの構築  

○精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることが 

できるよう、精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、 

市町村などとの重層的な連携による支援体制の構築を目指します。 

 

 

※１ 平成３０（２０１８）年３月、国が精神障害者の退院後支援について作成した「地方公共団

体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」です。 

※２ 美作県民局精神障害者の入退院に係る支援の流れ：安全で安心な地域生活ができ 

るよう、医療機関と地域の支援者が、入院直後から退院に向けた支援体制を構築し、退  

院後も継続した支援をすることを目的に作成したルールです。 

※３ 平成２７（２０１５）年１月、国が認知症に関する初の国家戦略として策定した「認知症  

施策推進総合戦略（対象期間：平成２７（２０１５）年～令和７（２０２５）年）」です。    

 

 

 

 図 表 11-5-3-20 圏 域 の認 知 症 高 齢 者 支 援 の推 進 体 制 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：美作県民局健康福祉部） 
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⑥ 救急医療  

【現状と課題】 

○ 圏 域 の初 期 救 急 医 療 体 制 は、休 日 の昼 間 （９時 ～１７時 ）は４地 区 医 師 会 （津 山 市 、 

美 作 市 、 苫 田 郡 、 勝 田 郡 ） で 在 宅 当 番 医 制 に よ り 対 応 し て い ま す 。 津 山 市 で は 、 

準夜 間（１７時～２２時）は津山 中央病院 及び総合病 院津山 第一病院が、夜間 （２２時～ 

翌朝９時）は津山中央病院が対応しています。 

○ 二 次 救 急 医 療 体 制 は、病 院 群 輪 番 制 等 により対 応 しており、このうち病 院 群 輪 番 制 は 

７病院体制、その他救急告示病院等は２病院となっています。 

○ 三次救急医療体制としては救命救急センターとして津山中央病院が指定されています。 

○ 初期救急医療体制については、診療所の閉院や、医師の高齢化等に伴い、参加できる医療

機関数は年々減少しているものの、具体的な解決策が見いだせておらず、在宅当番医制の維

持確保が困難な地域もあります。 

○ 令和３（２０２１）年の救急車による救急搬送は、津山圏域消防組合消防本部が７，５８１回  

出動し６，７５８人を搬送、美作市消防本部が１，６４４回出動し１，５５１人を搬送しています。 

軽症者の搬送はやや減少していますが、依然として搬送者の４割を超えています。 

○ 津山 市以外の市町村では、準夜間・夜 間の初期 救急医 療体制が整備されておらず、ま 

た、津山市においても準夜間、夜間は二次及び三次救急医療機関が担っていることから、 

救急医療機関の役割分担と連携が課題となっています。 

○ 三次救急医療機関から紹介元医療機関へ必要な転院搬送を促進することが求められますが

病態等の理由により、転院が滞る事態が生じています。 

○ 住民の救急受診に関する意識や受診行動の変化等により、準夜間・夜間に軽症患者が 

直接二次、三次救急医療機関を受診する等の現状があり、重症患者の受入れに対する影 

響が懸念されています。 

○ 休日の歯科救急診療は、津山市が津山歯科医師会に委託し、「津山歯科医療センター」 

において実施しています。 

○ 平成２０（２００８）年度から圏域の愛育委員連合会に委託してパンフレット配布や救急出前  

講座などを実施し、住民に対して急病時の対応や救急車の利用方法等の普及啓発を実施 

しています。 

○ 今後増加が予想される高齢者救急搬送や時間外の救急外来受診等に対して、適切な救急

医療の利用を促進する取組が必要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症により、救急搬送困難事例が増加しました。今後は、新興感染症の

発生・まん延に伴う搬送困難事例に対応できる体制づくりに取り組む必要があります。 
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平成29年
（2017）

30
（2018）

令和元年
（2019）

2
（2020）

3
（2021）

8,909 8,963 9,095 7,977 8,310
死　亡 ※1 204 190 189 168 186
重　症 ※2 1,511 1,361 1,392 1,189 1,160
中等症 ※3 3,462 3,677 3,695 3,458 3,551
軽　症 ※4 3,723 3,732 3,814 3,154 3,402
その他 ※5 9 3 5 8 11

41.8% 41.6% 41.9% 39.5% 40.9%

（資料：津山圏域消防組合消防本部、美作市消防本部）

区分

圏域合計

内
訳

軽症の占める割合

 図 表 11-5-3-21 傷 病 程 度 別 搬 送 人 員                     （単 位 ：人 ／％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急事故等報告要領により、 

※１ 死 亡  ：初診時において死亡が確認されたものをいいます。 

※２ 重 症  ：傷病の程度が３週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいいます。 

※３ 中等症  ：傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいいます。 

※４ 軽 症  ：傷病の程度が入院加療を必要としないものをいいます。 

※５ その他 ：医師の診断がないもの及び搬送先がその他の場所へ搬送したものをいいます｡ 
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 図 表 11-5-3-22 津 山 ・英 田 圏 域 救 急 医 療 体 制 （令 和 ５（２０２３）年 ４月 １日 現 在 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：美作保健所） 
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 【施策の方向】   

項 目  施策の方向  

病 院 前 救 急 体 制 の 

充実  

 

 

 

 

 

〇市 町 村 や関 係 機 関 等 と連 携 しながら、圏 域 の医 療 介 護 連 携 や 

病病・病診連携を強化するとともに、居宅・介護施設の高齢者が自ら

の意思に沿った救急医療を受けられるように環境整備を進めます。 

○ A E D の 設 置 場 所 の 周 知 を 図 る と と も に 、 A E D 設 置 者 に 対 し て 

は、日常的点検など適切な管理を促します。 

○美作地域メディカルコントロール協議会※に参画し、美作地域における 

病院前救急活動の充実に向けた取組方策等について協議を行い、 

メディカルコントロール体制の整備に努めます。 

救急医療体制の強化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○在宅当番医制について、医師会、市町村等と協議し、休日及び夜間

の初期救急医療の確保を図ります。 

○三次救急医療機関における軽症患者の受診者数の減少を図るため 

初期救急医療、二次救急医療を担う医療機関の受入機能の強化  

に取り組み、救急医療体制の役割分担と連携の促進に努めます。 

〇三次医療機関から紹介元医療機関へ必要な転院搬送が促進され

るよう、病院間連携と多職種連携に努めます。 

○救急医療体制推進協議会（医師会、病院、市町村、消防機関、警 

察 、保 健 所 等 ）を活 用 し、救 急 医 療 体 制 の充 実 を図 るとともに、 

救急出前講座等を通じて地域住民に対し、急病時の対応や正しい 

救急医療の利用の仕方について啓発を行います。 

○歯科救急医療体制について、より円滑な推進のため歯科医師会など

の関係機関との調整を図ります。 

新 興 感 染 症 の 発 生 ・ 

ま ん 延 時 の 救 急 医 療  

〇新興感染症の発生・まん延時においても、必要な救急医療が提供で

きるよう、救急医療機関ごとの役割分担と相互連携や消防機関等と

の連携について、美作地域メディカルコントロール協議会等において、

あらかじめ協議します。 

                                                           

※ 美作地域メディカルコントロール協議会  

津山、真庭、美作各消防本部管轄地域における消防機関と救急医療機関等の連携の強  

化を図り、病院前救急の充実に向けた取組について検討を行っています。 

 

 

⑦ 災害時における医療  

【現状と課題】 

○ 台風や豪雨による風水害あるいは地震等の発生に備えた医療体制の整備確保は重大な 

課題です。県では岡山県地域防災計画等を策定し、災害の発生により医療救護活動を開  

始する必要がある場合は、岡山県災害対策本部及び地方対策本部（美作県民局）の下に 

岡山県災害保健医療福祉調整本部及び地域災害保健医療福祉調整本部を設置し、関係

機関と連携して災害時の医療救護体制を構築し、被災者の救護を行うこととしています。 
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○ 災害時に多発するおそれのある重篤救急患者（多発外傷、挫滅症候群等）の救命医療を 

行うための高度な診療機能、被災地からの傷病者等の受入れや広域搬送への対応機能及  

び災 害 派 遣 医 療 チーム（DMAT）の派 遣 機 能 等 を有 する「地 域 災 害 拠 点 病 院 」として、 

圏域では津山中央病院が指定され、被災した地域で医療が継続供給できる体制の整備を 

図っています。 

○  災 害 時 に は 、 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム （ E M I S ） に よ り 、 医 療 機 関 （ 病 院 ・ 

有床診療所）の被災状況、患者受入状況、支援要否等の情報を市町村、消防機関、医師  

会、災害拠点 病院、救急医療 機関等 と共有 し、迅速かつ的確な支 援活動 が行えるよう、 

システムの活用を推進し、操作方法の習熟等を図る必要があります。 

 

【施策の方向】                                                             

項 目  施策の方向  

災害時における医療

提供体制の構築  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害発生時に迅速かつ的確な医療救護活動が行えるよう行政、 

消防機関、医療機関、医師会等が連携し、災害時の円滑な患者搬

送、医療提供体制の整備を図ります。 

○地域災害拠点病院（津山中央病院）を中心 とした災害医療体制 

の確立と、迅速な災害医療情報の収集体制の整備を図ります。 

○災害 発生時における医 療機関 の被災情 報等を共有できるよう広 

域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム ( E M I S ) を 活 用 し 、 迅 速 か つ 

的確な情報共有に努めます。 

○災 害 時 に適 切 な対 応 ができるよう、病 院 や有 床 診 療 所 などの関 

係 機 関 と 広 域 災 害 ・ 救 急 医 療 情 報 シ ス テ ム ( E M I S ) の 入 力 訓 

練の実施や業務継続計画（BCP）の検討等の研修による職員の資質

の向上に努めます。 

 

 

 

⑧ へき地の医療  

【現状と課題】 

○ 図表7—2—3—3に示すとおり、県内の無医地区２１地区のうち、６地区が圏域内にあります 

（令和５（２０２３）年４月１日現在）。 また、無医地区に準じる地区は８地区、無歯科医地区は

１０地区、無歯科医地区に準じる地区は５地区あり、これらの地区を含め、交通条件及び自然

的、経済的、社会的条件に恵まれない山間地等の医師の確保が困難になっています。 

○ 県内のへき地診療所４９箇所のうち１０箇所が圏域内にあり、これらのへき地では、人口減少、 

少子化及び高齢化が進む中で、医療に従事している開業医の高齢化等により、診療所の維持   

が困難となっているところもあります。 

○ へき地医療の確保に向けては、地域の将来図を描きながら、地域住民の方々が必要な医療を

受けられるよう、各市町村、関係機関との十分な検討が必要です。 

○ 圏域では津山中央病院、鏡野町国民健康保険病院、美作市立大原病院がへき地医療  

拠点病院に指定されており、へき地医療を担うとともに医師の派遣等を行っています。 
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 ○ へき地 住 民 の医 療 の確 保 を図 るため、岡 山 済 生 会 総 合 病 院 が、圏 域 内 の無 医 地 区 等  

へ巡回検診を行っています。 

 〇 無医地区等のへき地をはじめ、医療アクセスに困難を生じている医師不足地域での診療体制

の実情を把握し、住民の医療の確保に向け、市町村等関係機関と協議することが必要です。  

       

【施策の方向】                                                          

項 目  施策の方向  

へき地における診療

体制の確保  

 

 

 

 

○へき地医療拠点病院等による、へき地診療所等への医師の確保  

及び診療支援、巡回診療の実施、へき地診療所の診療機能の充  

実など、住民の医療の確保に努めます。 

○へき地医療の確保について、各市町村、医療機関等の関係機関  

や地域住民の方々と地域医療の課題について十分な検討ができ 

るよう支援します。 

○無医地区等のへき地をはじめ、医療アクセスに困難を生じている医師

不足地域での診療体制の実態を把握し、市町村等関係機関と早め

早めの協議を行い、診療体制の確保に努めます。 

○オンライン診療は、地域における医療人材の効率的な活用に資する

ことから、地域の実情に応じてオンライン診療を含む遠隔医療の活用

の可能性を検討します。 

 

 ⑨ 周産期医療  

【現状と課題】 

○ 圏域の周産期死亡率は、図表１１—５—２—１５に示すとおり、年毎にばらつきがあるものの令和３

（２０２１）年は、岡山県より高くなっています。 

○ 圏域で分娩できる医療機関は、令和５年（２０２３）３月末時点で津山市内に３か所です。 

○ ハイリスク な状 態 に ある 妊 産 婦 が、より安 心 して出 産 をする ため に、地 域 周 産 期 母 子  

医療センターを中心とした周産期医療機関の連携が求められています。 

〇 美作地域では、切れ目のない母子支援を提供するため、周産期母子支援関係者が一堂に

会して連絡会等を開催し、地域の課題共有や連携体制について協議しています。 

 

【施策の方向】                                                               

項 目  施策の方向  

周 産 期 医 療 体 制 の

確保  

○地 域 周 産 期 母 子 医 療 センターである津 山 中 央 病 院 を中 心 とした 

周産期医療機関相互の協力・連携を支援します。 

○美作地域の周産期母子支援関係者連絡会等において、引き続き周

産期を取り巻く諸課題への対応策を検討し、母子に対する切れ目の

ない支援を提供する体制づくりに取り組みます。 
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（資料：岡山県医療推進課）
（参考）平成31(2019)年1月：対応開始から23時までの電話回線を3回線に増加
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⑩ 小児医療(小児救急医療を含む） 

【現状と課題】 

○ 小児の診療体制を常時整え、原則として小児重症救急患者を必ず受け入れる小児救急  

医療支 援病院として、津山中央病院が指定 されており、津山・英 田圏域及 び真庭圏 域内  

の小児重症救急患者の受入れを行うなど、病診連携と小児救急医療体制を確保しています。 

○ 小児の救急患者は、軽症の場合でも二次、三次の医療を担う救急外来に集中する傾向  

があるため、適切な救急利用や救急医療のかかり方などを周知する必要があります。 

○ 適 切 な小 児 救 急 が受 診 できる よう、平 成 ２ ０（ ２０ ０８ ）年 度 から 愛 育 委 員 による 普 及  

啓発 活動や救急出 前講座等 により子どもの病気について知 識を深めたり、小児救急 電話 

相談（＃８０００）の活用、家庭での応急手当の方法や救急受診の目安などについて普及・ 

啓発を行っています。 

○  在宅医療を必要とする小児患者や障害児が、在宅において必要な医療、福祉サービスが提  

供され、地域で安心して療養できるよう、保健、医療、福祉、介護等の関係機関の連携体制を 

推進する必要があります。 

  

【施策の方向】                                                               

項 目  施策の方向  

適切な受診について

の啓発  

 

 

 

○平日及び休日等の夜間～翌朝に実施している小児救急電話相談  

（#8000）の周知を図りながら、利用を促進します。 

○愛育委員が地域の小児科医、行政機関等と協働して出前講座等 

を開 催 し、保 護 者 等 が子 どもの病 気やその対応 を学 ぶ機 会 を提  

供します。 

在 宅 医 療 提 供 体 制

の整備  

○在宅医療を必要とする小児患者や障害児が、地域で安心して療養

できるよう、保健・医療・福祉・介護等の関係機関が連携し、地域で

在宅療養を支える体制の推進を図ります。 

 

 図 表 11-5-3-23 ＃８０００電 話 件 数 の推 移          （単 位 ：件 数 ）  
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⑪ 新興感染症等の感染拡大時における医療  

【現状と課題】 

○ 圏域の第２種感染症指定医療機関は、１箇所（津山中央病院）です。 

○  圏 域 では新 型 インフルエンザ等 感 染 症 等 の発 生 に備 え、情 報 共 有 、関 係 機 関 の連 携  

強化を図り、感染予防、医療等についての必要な対策が講じられるよう、地域連絡会議を開催

しています。また、岡山県新型インフルエンザ等行動計画に基づき的確に行動がとれるよう市町

村・医療・福祉施設・消防関係者等、関係者の訓練を実施しています。 

〇 令和２（２０２０）年に発生した新型コロナウイルス感染症では、平時に整備していた協力医療

機関での受入れがスムーズに進みましたが、感染拡大時には、協力医療機関も逼迫し、受入

病棟以外の病棟でも受け入れざるを得ない状況となり、施設内療養も実施しました。 

〇 新型コロナウイルス感染症対応での教訓を踏まえた、新興感染症への備えを平時から行う必 

要があります。 

 

【施策の方向】 

項 目  施策の方向  

新 興 感 染 症 等 の 

感染拡大時における 

医療体制  

○平時からの医療機関の体制整備や新型インフルエンザ等対策地域

連絡会議の開催など関係団体と連携して体制づくりを進めていきま

す。  

〇院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針を関係機関と

共有します。 

〇感染状況のフェーズに応じた病床の必要数や人材派遣の可能人数

の設定など準備体制の構築を図ります。 

保健所体制の確保  

 

〇新型コロナウイルス感染症対応での教訓を生かし、保健所における感

染拡大フェーズごとの業務継続計画（BCP）の策定や人材育成等の

取組を計画的に行い体制の確保に努めます。 

   

 

 ※新興感染症  

 「かつては知られていなかった、新しく認識された感染症で、局地的に、あるいは国際的に

公衆衛生上の問題となる感染症」（ＷＨＯより）です。 

  

 

⑫ 在宅医療  

【現状と課題】 

○ 令和４（２０２２）年１０月１日現在、圏域の老年人口は５８，８９２人で、高齢化率は３５．２％と 

なっており、年々その割合が高くなっています。 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる令和７（２０２５）年までには、医療と介護の両方を必要とする高  

齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、在宅医療と介 

護を一体的に提供する地域包括ケアシステムを構築することが求められています。 
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（資料：厚生労働省「ＮＤＢ」（医療計画作成支援データブック）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口

動態及び世帯数調査」 令和元（２０１９）年時点

注）看取りは「看取り加算」及び

「死亡診断加算」を受けた患者数

○ 県が令和３（２０２１）年度に実施した「県民満足度調査（人生の最終段階における医療編）」

では、「余命が６ヶ月程度あるいはそれより短いと告げられた場合、療養生活はどこで送りたいか」

という質問に対して、当圏域では６５．４％の人が最期まで又はできるだけ自宅で過ごしたいと希

望しています。 

○ 在宅医療を推進するためには、訪問診療や往診等を実施する医療機関等の充実を図る 

ことが課 題 であり、在 宅 医 療 に必 要 となる従 事 者 やその資 質 の確 保 について、市 町 村 等  

関係機関と十分な検討が必要です。 

○ 在宅医療においては、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、管 理栄養士、介護支援 専  

門員等の医療・福祉・介護関係者が、お互いの専門性を活かしながら多職種が連携して地域  

包括ケアシステムを推進していくことが重要です。 

○ 圏 域においては、人 生の最終 段階における療 養生活 や医療 などに関する希 望を書 面で 

伝えておく取組（エンディングノート等）も進んでいますが、さらに、患者と家族、医療従事者が共  

に話し合い、患者の希望に沿った人生の最終段階を迎えることができるようにするプロセスを重  

視したアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）を推進しています。 

○ 令和２（２０２０）年の衛生統計年報によると、圏域内で自宅で亡くなった方の割合は、９．９％ 

  で、岡山県の１３．２％や全国の１５．７％と比較して低い傾向にあります。自宅で最期まで療養  

生活を続けるためには、療養上の不安をいつでも相談できるとともに、患者や家族の希望に沿っ 

た対応ができる体制づくりが必要です。 

○ 在宅医療を必要とする全ての患者が、在宅において必要な医療、福祉サービスが提供され、

地域で安心して療養できるよう、保健、医療、福祉、介護等の関係機関の連携体制を整備す

ることが重要です。 

○ 在宅で「看取り」や「在宅ターミナルケア」を受ける患者は奈義町で多く、津山市や美作市、鏡

野町でも実施されています。 

 

 図 表 11-5-3-24 看 取 り数 （死 亡 診 断 書 のみの場 合 も含 む）      （単 位 ：件 ）  
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（資料：厚生労働省「ＮＤＢ」（医療計画作成支援データブック）及び総務省「住民基本台帳に基づく人口、

人口動態及び世帯数調査」令和元（2019）年時点）

注）在宅ターミナルケアは「在宅ターミナルケ

ア加算」を受けた患者数

図 表 11-5-3-25 在 宅 ターミナルケアを受 けた患 者 数            （単 位 ：人 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                             

項 目  施策の方向  

在 宅 医 療 提 供 体 制  

の整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 医 師 会 、 市 町 村 等 と 構 築 し た ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し な が ら 、 多  

職種協働による在宅医療の推進を図ります。 

○愛 育 委 員 や栄 養 委 員 等 の健 康 づくりボランティアや民 生 委 員 が 

在宅 療養 患 者及 びその家族を支 援する活動 を充実 させるため、 

市 町 村 と連 携 し、在 宅 医 療 に関 する研 修 等 を実 施 し、ソーシャ 

ル・キャピタルの充実を図ります。 

○地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域医療構想調整会議や 

各市町村の在宅医療介護推進会議等において、各市町村や医師  

会等と協議を行います。 

○在宅での看取りのニーズに対応するため、各市町村の在宅医療・介

護連携推進協議会等を通じて、多職種が連携・協働し、在宅医療と

介護が一体的に提供できる体制の構築に努めます。  

人 生 の 最 終 段 階 に 

おける患者支援  

 

 

 

○自分らしい生活や人生の最終段階における生き方、医療の希望、 

生命の尊厳について考える機会を提供するとともに、患者と家族、 

医療従事者が共に話し合い、患者の希望に沿った人生の最期を 

迎えられるよう、市町村、医療機関、医師会、看護協会等と協働  

して、アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）に基づいた支援体制の 

推進を図ります。 
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相談内容
令和２年度
（2020）

３
（2021）

４
（2022）

診療・治療への不信等 4 3 4

職員の態度・言動 10 4

院内感染・医療事故等

その他医療法上の問題等 1

医師法上の問題等 2

診療報酬・自己負担等 1 1

その他 1

計 18 7 6

（資料：美作保健所）

（４）医療安全対策  

【現状と課題】 

○ 良 質かつ適 切な医 療を住 民に提 供する体 制が確 保されるよう、医 療法 に基 づき、病 院  

及び有床診療所等の立入検査を実施し、医療安全対策や院内感染防止対策、医薬品や医  

療機器に係る安全管理体制の確保等について確認しています。 

○ 保健 所に医療安全相談窓口を設置し、患者 ・家 族等からの医療に関する苦 情・相談へ 

の対応や相談内容等の医療機関への情報提供を行 っています。また、医療施設において 

も、患者や家族からの相談に適切に対応するための相談窓口を自主的に設置する必要が 

あります。 

 

図 表 11-5-3-26 医 療 安 全 相 談 件 数 及 び内 容 の推 移             （単 位 ：件 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【施策の方向】 

項 目  施策の方向  

医 療 監 視 体 制 の充 実  

 

○病院、診療所に立入 検査を行い、関 連法令の規定に基づく医 療 

の安 全 を確 保 するための措 置 が適 正 に講 じられるよう指 導 を行  

います。 

医 療 安 全 相 談 窓 口 の

充実  

 

 

○高度・複雑化する医療安全相談に対応する職員の資質向上に努 

め、適 切 な相 談 対 応 や助 言 を行 うことで、患 者 ・家 族 等 の不 安  

の解消や、患者と医療機関との信頼関係の構築を推進します。 

○医療 施設における相 談窓口 の設置を促 進 し、患者や家族からの 

相談に適切に応じる体制の充実を図ります。 
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年度 平成29年度 30 令和元年度 2 3
圏域 （2017） （2018） （2019） （2020） （2021）

県南東部 62.8 64.1 65.7 67.4 67.4

県南西部 56.6 57.3 58.2 58.5 58.8

高梁・新見 75.9 76.4 76.9 76.6 76.5

真　    庭 71.4 71.1 72.1 71.3 71.2

津山・英田 79.4 80.4 81.3 82.5 82.2

（資料：岡山県医薬安全課、長寿社会課、日本薬剤師会）

（５）医薬分業  

【現状と課題】 

○ 圏域の医薬分業体制は、院外処方箋受取率で県内トップですが、病院、診療所の周辺に位

   置する薬局（いわゆる門前薬局）が多く見受けられ、患者の服薬情報の一元的な把握などの機

   能が必ずしも発揮できていない状況であることから、かかりつけ薬局を持つことのメリットについて 

県民の理解を深める必要があります。 

 

 

図 表 11-5-3-27 院 外 処 方 箋 受 取 率 の推 移 （国 民 健 康 保 険 分 ）      （単 位 ：％）  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                            

項 目  施策の方向  

か か り つ け 薬 局 の 

定着化     

 

○医師会、歯科医師会及び薬剤師会など関係 者と連携し、地域の 

実 情 に 応 じ た 医 薬 分 業 を 推 進 す る と と も に 、 か か り つ け 薬 局 の 

メリットが県民に正しく理解されるよう、「薬と健康の週間」（１０月１７日

～２３日）等の機会を活用し積極的な啓発活動に取り組みます。 

認定薬局の周知  ○地域連携薬局及 び専門医 療機関連 携薬局の認知度の向上と、 

 県民への普及・啓発に努めます。 
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総数 脳内出血 脳梗塞 総数 脳内出血 脳梗塞

全     国 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

岡 山 県 ９６．５ ９９．６ ９３．４ ９５．２ ９８．５ ９３．４

圏    域 ９６．０ ９６．５ ９２．８ ９２．６ １０２．６ ８５．８

津 山 市 ９６．１ ９５．３ ９５．０ ９５．１ １１１．５ ８５．８

鏡 野 町 １０８．５ ９５．７ １２０．４ １１４．４ １０７．３ １１４．６

久米南町 ９８．０ ８７．５ １０９．５ ８４．６ ８８．０ ８６．７

美 咲 町 １０３．３ １０８．７ ９７．２ ９２．８ ９８．４ ９３．１

美 作 市 ８６．８ １００．１ ６７．３ ８３．２ ９１．９ ７４．５

勝 央 町 ８５．６ ８１．４ ８７．７ ９３．７ ９３．８ ９０．４

奈 義 町 ９７．７ １１２．７ ８８．１ ９１．９ １０１．０ ８８．５

西粟倉村 ９９．２ １０９．０ ９３．６ ９２．８ ９３．３ ８９．９

（資料：厚生労働省 「人口動態統計特殊報告」）

脳血管疾患 （男性） 脳血管疾患 （女性）

４ 保健医療対策の推進  

① 健康増進・生活習慣病予防  

【現状と課題】 

○ 圏域の脳血管疾患、心疾患の標準化死亡比は岡山県や全国より高い市町村が多くなってお

り、その要因と考えられる高血圧症・糖尿病等の生活習慣病が増加しています。さらに、脳心血

管系の病気は、介護や認知症等要介護状態の主な原因となることから、生活習慣病を予防し

健康寿命を延伸するには、住民一人ひとりの健康づくり活動が大切です。 

○ 令和３（２０２１）年の県民健康調査では、平成２８（２０１６）年の調査と比べ、運動習慣のある

者の割合は増加しました。一方で、野菜と食塩の摂取量は「第２次健康おかやま２１セカンドステ

ージ」の目標値に達していません。このことから、若い時からの健康的な生活習慣の定着への働

きかけが重要です。 

○ 働き盛り世代が所属する職域保健と地域保健が、連携して行う生活習慣病予防等の活  

動の充実が望まれます。 

○ 多数の人が利用する施設の屋内は原則として全面禁煙とする必要があるとされており（健康増

進法）、岡山県においても「第２次健康おかやま２１セカンドステージ」において、受動喫煙を防止

する環境づくりとして「敷地内全面禁煙実施施設」の認定に取り組んでいます。圏域においても、

広く一般に周知啓発に取り組み、望まない受動喫煙防止対策をさらに進める必要があります。 

○ 子どものうちから、たばこの害を正しく理解し、喫煙を防止することが大切です。 

○ 令和３（２０２１）年の県民健康調査では、外食や食品を購入するときに栄養成分表示を参考  

  にする人が、約４割にとどまっており、引き続き栄養成分表示の活用方法の普及啓発や自然に 

  健康になれる環境づくりが必要です。 

 

 図 表 11-5-4-1 男 女 別 脳 血 管 疾 患 標 準 化 死 亡 比 （平 成 ２５（２０１３）～２９（２０１７）年 ） 

（全 国 ＝100）  
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総数 急性心筋梗塞 心不全 総数 急性心筋梗塞 心不全

全  　国 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

岡 山 県 ９７．９ １７２．１ １１６．５ ９７．０ １６２．１ １１０．４

圏 　 域 １１０．０ ２１６．７ １１８．５ １０３．４ ２０４．５ １０９．９

津 山 市 １０５．８ ２２３．６ １０６．０ １０３．０ １８２．５ １１７．７

鏡 野 町 １１５．３ ２０９．７ １３２．０ １０８．９ ２０６．２ １２８．５

久米南町 １０１．８ １８５．９ ９９．９ ８５．８ １５７．２ ９２．５

美 咲 町 １０８．８ １９３．５ １３７．２ ９４．８ １６０．５ ９７．９

美 作 市 １０６．４ １９８．１ １３１．１ １０３．７ １９７．２ １１４．８

勝 央 町 ９５．８ １６６．４ １０９．３ １０９．８ ２７２．５ ７６．３

奈 義 町 １０１．２ １８４．２ １２１．０ ９０．７ １９８．５ ９２．４

西粟倉村 ９９．３ １７７．６ １２４．７ １０３．６ １９７．９ １１３．７

（資料：厚生労働省 「人口動態統計特殊報告」）

心疾患 （高血圧性を除く男性） 心疾患 （高血圧性を除く女性）

(単位:施設）

区
分

保
健
・
福
祉
・

医
療
施
設

官
公
庁
施
設

教
育
関
係
機
関

文
化
・
運
動
施
設

公
共
交
通
機
関

娯
楽
施
設
等

飲
食
店
・

宿
泊
施
設
等

一
般
企
業
等

そ
の
他

合
計

津山地域 55 1 58 2 0 0 1 2 0 119

勝英地域 25 0 29 0 0 0 3 1 0 58

圏域計 80 1 87 2 0 0 4 3 0 177

県合計 651 30 335 50 0 1 21 20 7 1,115

(資料：岡山県健康推進課）

 図 表 11-5-4-2 男 女 別 心 疾 患 標 準 化 死 亡 比 （平 成 ２５（２０１３）～２９（２０１７）年 ）  

（全国＝100） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 表 11-5-4-3 「敷地内全面禁煙実施施設」認定状況（令和５（２０２３）年３月末現在） 
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【施策の方向】 

項 目  施策の方向  

地 域 に お け る 健 康  

づくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「第 ３次 健 康 お かや ま２１」計 画 に基 づき、健 康 課 題 を改 善 し、 

住 民 の健 康 寿 命 が延 伸 できるよう愛 育 委 員 や栄 養 委 員 などの 

ボランティアや市町村等の関係機関と協働して、地域の健康づくりを

推進します。 

〇市町 村健康づくり計画に基づき、市町 村が健 康や食 生活等 の課 

題を明確にし、成果の上がる施策に取り組めるよう支援します。 

○愛育委員会等と連携して特定健診等の受診率向上を図り、住民  

 が 自 分 の 健 康 状 態 を 知 り 、 早 期 に 健 康 づ く り に 取 り 組 め る よ う 

支援します。 

〇栄養 改善協議 会等の関係団体 との協 働で、「野菜一 皿プラス＆ 

 １ｇ減 塩 大 作 戦 」等 の普 及 啓 発 活 動 により健 康 的 な食 習 慣 を定 

着させ、生活習慣病を予防します。 

○地域・職域保健連携推進協議会等を開催し、職域と地域保健が 

連 携 し て 、働 き 盛 り 世 代 への 効 果 的 ・ 効 率 的 な健 康 づく り を進  

めます。 

○研修会等を通して、市町村などの関係職員の資質向上を図ります。 

健 康 づ く り の た め の 

環境整備   

 

 

 

 

 

○受動喫煙防止対策として、「敷地内全面禁煙実施施設」の増加に取

り組みます。特に、官公庁や医療機関などの第一種施設については

敷地内全面禁煙になるよう周知啓発を行います。 

〇学校や愛育委員会等と連携して、たばこの害の正しい知識を普及 

する講座を開催するなど、２０歳未満の喫煙防止対策を強化します。 

○望まない受動喫煙を防止するための健康増進法の改正（２０２０年施

行）について、引き続き周知を行います。 

○地域のスーパーマーケットや大学等と連携して、外食や中食において 

健康に配慮した食事を選択できる環境づくりを推進します。 

健 康 づ く り ボ ラ ン 

ティアの育成  

○ 健 康 づ く り 推 進 の 核 と な る 愛 育 委 員 、 栄 養 委 員 等 健 康 づ く り 

  ボランティアの育成を図ります。 
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      （資料：厚生労働省「人口動態統計」）
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② 母子保健  

ア 安全な妊娠・出産  

【現状と課題】 

○ 出産年齢の上昇等により健康管理がより必要な妊婦は増加傾向にあります。また、圏域の 

令和３（２０２１）年度の妊娠１１週以内の早期妊娠届出割合は９５．１％（岡山県９５．５％）と 

なっており横ばい状態です。 

○ 妊婦健康診査受診率は少しずつですが増加傾向にあります。母体の健康管理の促進 

とハイリスク妊 婦 の早 期 発 見 へとつなげるために、更 に受 診 券 の利 用 の促 進 を行 う必  

要があります。 

   ○ 平成３０（２０１８）年度に開始された産婦健康診査受診率は、岡山県と同様に年々増加傾

向にあります。引き続き、受診率の向上に努め、産後うつの予防や新生児への虐待予防を図

るため、産後の母子への支援体制を整備する必要があります。 

○ 産科医療機関から市町村や保健所に送付される「妊娠中からの気になる母子支援連  

絡 票 」は、ハイリスク妊 産 婦 や新 生 児 への保 健 師 の訪 問 ・相 談 等 による母 子 支 援 へと 

つながっています。リスクの種類は、圏域と岡山県は大きな差はなく「妊娠中・産後の精神  

支援が必要」「夫・家族の支援不足」「未婚」「母子手帳なし」の項目の件数が多くなっていま 

す。子育ての孤立化を防ぎ、虐待予防のためにも連絡票を効果的に活用し、産科医療機関  

や小児科医療機関、精神科医療機関と行政等が連携して、妊娠中から切れ目のない支援  

が必要です。 

○ 人工妊娠中絶率は年々減少していますが、岡山県と比較して高い状況が続いていることか

ら、望まない妊娠を防ぐためには、引き続き、若年層からの健康教育等を通じて命の大切さを

啓発していく必要があります。      

 

図 表 11-5-4-4 母 の年 齢 階 級 別 出 生 割 合 の年 次 推 移 （圏 域 ）  
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　（資料：岡山県健康推進課　「岡山県の母子保健」）
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令和元年度（2019） 2（2020） 3（2021）

受診券交付数 割合

（受診者数/交付数）%

人 ％

ア　背景因子別件数（複数回答） (単位：人)

実人数

①望まな
い妊娠(予
期しない
妊娠)

②10代の
妊娠

③未婚
④高齢妊
娠(40歳
以上)

⑤不妊症
治療

⑥不育症
治療

⑦死産の
既往

⑧身体的
疾患

⑨精神科
疾患

⑩コミュニ
ケーション
がとりにく
い

⑪外国人

⑫既往妊
娠・産後
に問題あり
(虐待・
DV・うつ)

⑬パート
ナーから
のDV(疑)

⑭夫・家
族の支援
不足

⑮極度の
潔癖症

⑯身近な
人の大き
な病気や
死

圏域 70 2 1 7 4 1 0 0 1 7 1 3 1 2 22 0 0
岡山県 388 42 38 108 32 20 6 2 9 192 14 37 24 22 138 0 5

イ　妊娠期リスク因子別件数（複数回答）

実人数
①母子手
帳なし(
週まで)

②妊婦健
診が少な
い(現在ま
で　回)

③上の子
へのネグレ
クト・虐待
(疑)

④胎児の
異常

⑤胎児へ
の愛着が
弱い

⑥妊娠中
に精神支
援が必要

⑦医療費
の未払い

⑧喫煙・
アルコー
ル

圏域 70 2 0 0 0 0 2 0 2
岡山県 388 18 17 7 9 4 18 2 10

ウ　出産時・産後リスク因子別件数（複数回答）

実人数
①飛び込
み分娩

②助産制
度

③母体合
併症

④産後の
精神支援
が必要

⑤多胎
⑥新生児
の疾患

⑦胎児・
新生児へ
の愛着

⑧生まれ
た子への
ネグレクト・
虐待(疑)

圏域 70 0 1 3 41 5 7 2 0
岡山県 388 1 17 20 379 21 26 10 6

（資料：岡山県健康推進課、美作保健所）

    （資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」）
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図 表 11-5-4-5 圏 域 の妊 婦 健 康 診 査 （医 療 機 関 委 託 ）の状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-4-6 圏 域 の産 婦 健 康 診 査 （医 療 機 関 委 託 ）の状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-4-7 妊娠中からの気になる母子連絡票（新様式）のリスク因子別件数（令和４（２０２２）年度） 
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（資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」）
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 図 表 11-5-4-8 人 工 妊 娠 中 絶 率 の推 移         （単 位 ：人 口 千 対 ）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                              

項 目  施策の方向  

安 全 ・ 安 心 な 妊 娠 ・

出産への支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

○妊 娠 ・出 産 に関 する 正 しい 知 識 を啓 発 する ために、中 高 生 を対  

象 に、 学 校 と連 携 し 、 未 来 の パパ ＆ ママを 育 てる 出 前 講 座 の推  

進や妊孕性に関する知識の普及に努めます。                 

○妊 婦 の健 康 管 理 を早 期 から行 うため、妊 娠 １１週 以 内 の届 出 の 

普及と受診券を活用して妊婦健康診査の定期的受診の促進を支  

援します。 

○産科医療機関や小児科医療機関、精神科医療機関とも連携した「妊

娠中からの気になる母子支援連絡票」「気になる親子支援連絡票（小

児科連携）」を活用して、市町村と協働し妊娠中からの切れ目ない支

援システムを推進します。 

〇管内市町村の成育医療等の提供に関する施策の実施状況を把握し

母子保健事業の均てん化、妊娠、出産、産後ケア事業等の広域調

整、医療的ケア児等への支援についても、市町村と連携し、推進しま

す。 

ハ イ リ ス ク 妊 産 婦 ・ 

新 生 児 等 の 早 期 把

握と支援  

○産 科 医 療 機 関 と連 携 した母 子 支 援 連 絡 票 でハイリスク妊 産 婦 ・ 

新生児・乳児を早期に把握し、市町村などの関係機関と連携してその

支援に努めます。 

     

イ 子どもの健やかな発達  

【現状と課題】 

○ 少 子化の進 展や地域のつながりの希 薄化で、子 ども同士、親 同士の交 流の機 会が減 

少し、子どもの健やかな発達への影響が懸念されます。 

○ １歳６カ月健診の受診者の約３割、３歳児健診では約４割が、発達障害の疑いや虐待ハイ

リスク等支援を要する子どもです。 
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（資料：「岡山県児童相談所業務概要」相談種類別・市町村別相談受付状況）

（注）養護相談とは、「児童虐待」と「その他」をいう。
　　　「児童虐待」とは、児童虐待の防止等に関する法律の第2条に規定する身体的虐待、性的虐待、
　　　保護の怠慢・拒否（ネグレクト）、心理的虐待行為に関する相談。
　　　「その他」とは、父又は母等の保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による
　　　養護困難な子ども、迷子、親権を喪失した親の子ども、後見人を持たぬ子ども等の虐待相談以外
　　　の環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。
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○ 虐待予防の視点から、乳幼児健診の未受診児についても積極的に把握し、受診勧奨  

や不安を有する保護者の支援を行っています。子どもの健やかな発育を促し、虐待を未然に

防ぐためには愛育委員、栄養委員等の健康づくりボランティアを核とする広範な子育て支援

のネットワークとともに、市町村や医療機関、児童相談所などの保健・医療・福祉等の関係機

関の緊密な連携が一層求められています。 

 

図 表 11-5-4-9 １歳 6か月 児 健 康 診 査 、3歳 児 健 康 診 査 の状 況 （令 和 ３（２０２１）年 度 ） 

（単 位 ：人 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-4-10 圏 域 の養 護 相 談 受 付 件 数                  （単 位 ：件 ）  
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【施策の方向】                                                              

項 目  施策の方向  

子 ど も の 健 や か な 

成 長 を 支 援 す る 

母子保健の推進  

○管内で実施されている乳幼児健診や療育支援体制など母子保健サ

ービスの状況を把握し、課題や対応策について市町村等と検討し、

母子保健体制の充実を図ります。 

地域 ぐるみの子育て

支援環境整備  

○地 域 ぐるみの子 育て支 援 を促 進 するため、愛育 委 員、栄 養委 員  

等 のボ ランテ ィア に対 して 、地 域 の親 子 への声 かけや 訪 問 、見  

守り等の活動を拡充する研修会等を実施します。 

健やかな発育・発達

を 育 む 支 援 体 制 整

備  

 

 

○要支援 児の割合 は、市町村により発達障 害疑いの割合に差があ 

りますが、各 市 町 村 の母 子 保 健 の状 況 を分 析 し、結 果 に応 じた 

働きかけを行います。 

○ 子 ど も の 総 合 相 談 で 要 支 援 と 判 断 さ れ た 児 に 対 し 、 早 期 に 

適切な療育につなげられるよう支援します。 

支援の必要な児・家

族 へ の 支 援 体 制 の

強化  

 

 

○子どもの総合相談で要支援となった児について、関係者間で情報共

有し必要な療育を受けられるように支援します。 

○発 達 に課 題 のある児 がスムーズに就 学 に移 行 をするために、保  

健 ・福 祉 ・教 育 等 の関 係 機 関 が情 報 共 有 し確 実 に引 き継 ぐため 

の共通の支援シートを活用した支援体制の整備を支援します。 

虐 待 防 止 活 動 の 

推進  

 

 

 

 

○ハイリスク妊 産 婦 への支 援を産 科 医 療 機 関 から地 域 保 健 につな 

げます。また、学 校 、市 町 村 、児 童 相 談 所 等 の関 係 機 関 と連 携  

し要支援家庭に対し切れ目のない支援に努めます。 

○身近な相談役として愛育委員 等による妊産婦、乳幼児への声か 

けや 訪 問 で 子 育 てを サポ ート し、地 域 での 孤 立 を 防 止 し 、地 域  

ぐるみでの子育て支援活動を支援します。 

 

 

③ 高齢者支援  

【現状と課題】 

○ 圏域の高齢化率は、図表11-5-2-4のとおり、令和４（２０２２）年１０月１日現在３５．２％で、

岡山県平均３１．１％を上回って高齢化が進んでいます。 

○ 圏域の高齢者独居世帯の割合は増加傾向にあり、令和２（２０２０）年１０月１日現在１４．５％ 

で岡山県平均１１．８％を上回っており、今後その割合はさらに増加することが予想されます。 

○ 圏域の６５歳以上の要支援・要介護認定者数は、平成２７（２０１５）年頃をピークに減少に 

転じています。 

○ 高齢 者の自立支援・重度 化防止に向けて、地域社 会での参加や活躍の場を増やすこと 

が長期的な介護予防につながります。 

○ 一人暮らし高齢者の割合が増加する中で、要介護状態等となっても、住み慣れた地域で最期  

まで尊厳を保持しながら日常生活を継続できるように、医療、介護等のサービスが切れ目なく提 

供できる体制（地域包括ケアシステム）を深化・推進させていく必要があります。  
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図 表 11-5-4-11 高 齢 独 居 世 帯 の割 合                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：総務省「国勢調査」） 

 

 

図 表 11-5-4-12 圏 域 の要 支 援 ・要 介 護 認 定 者 数 の推 移 （各 年 ３月 末 現 在 ） 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報  

令和3(2021)、5(2023)年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 
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【施策の方向】                                                             

項 目  施策の方向  

地 域 包 括 ケアシ ス テ

ムの深化・推進に向け

た支援  

 

 

 

 

 

 

 

○高齢化の進展とともに独居や認知症等の高齢者の増加が見込まれ

  る中、住み慣れた地域で日常生活を継続しながら、必要な医療と 

介護を受けられるように、地域包括ケアシステムを構築してきました。

この地域包括ケアシステムを中核的な基盤として、全ての人が地

域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる地域共生社会

の実現を目指します。 

○高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で日常生活を継続しながら、

必要な医療と介護を受けられるように、市町村が主体となって在宅

医療と介護の連携を推進する取組を支援します。 

○N PO、ボランティア団 体 等 の多 様 な主 体 が介 護 予 防 、生 活 支 

援 サービスの担 い手 となって、高 齢 者 の在 宅 生 活 を支 えること 

ができるよう市町村の取組を支援します。 

○高 齢 者 の地 域 活 動 への 参 加 を促 進 するとともに、住 民 運 営 の 

様々な通いの場が誕生 し、高齢者の居場 所と出番の創出を通じ 

た介護予防の取組が拡充するよう市町村を支援します。 

 

 

④ 歯科保健  

【現状と課題】 

○ 第３次岡山県歯科保健推進計画に基づき、歯科医師会、学校、市町村、健康ボランティア 

等関 係機関と連携して、１２０１運動や８０２０運動 ※をはじめとした取 組を推 進することで、 

乳幼児期から老年期までのライフステージを通して、総合的な口腔衛生の向上の機運を高めて 

いく必要があります。  

○ 圏域の３歳児のむし歯有病率は令和３（２０２１）年度では１１．５％で改善傾向にあります。しか

し、有病率は津山地域で９．９％、勝英地域で１６．４％と差があるため、地域に応じた乳幼児の

むし歯対策が必要です。 

○ 圏域の小学校児童のむし歯有病 率は、減少傾向ですが、岡山県 と比較して高い状況 が 

続いています。 

○ 一生自 分の歯で生活するため、むし歯予防や歯周疾患対策など早期からの歯の健康づ 

く り に 努 める 必 要 があ り ま す 。圏 域 に お い て は、 他 律 的 な 健 康 づ く り か ら 自 律 的 な 健 康  

づくりへと移行する大切な転換期である学齢期の歯科保健に歯科医師会や学校等の歯科  

保健 関 係団 体 と連携 して出 前 講 座 を開 催 する等 、地域 ぐるみの活 動を推 進 しています。 

○ 成人歯科保健対策として、市町村では妊婦歯科健診や歯周病検診等に取り組んでいま 

す。また、高 齢 者 については、加 齢 等 に伴 う口 腔 機 能 の低 下 等 により誤 嚥 性 肺 炎 が生 じ 

やすくなるため、歯と口の健康管理の重要性についての普及啓発が大切です。 

○ かかりつけ歯 科医 や保 健・介護・福 祉 関 係者と連携 体 制を構築 し、在 宅 歯科 診療の支  

援体制の強化が必要です。また、在宅療養患者が訪問歯科治療や口腔ケアの必要性を理  

解し、訪問歯科診療を利用しやすくする必要があります。 
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(単位：％）

平成29年度
（2017）

30
（2018）

令和元年度
（2019）

2
（2020）

3
（2021）

津山地域 11.3 10.8 10.5 10.2 9.9

勝英地域 15.1 11.5 6.9 18.3 16.4

12.1 11.0 9.7 12.1 11.5

16.1 15.1 13.0 12.4 11.9

(資料：岡山県健康推進課「岡山県の母子保健」）

区分

圏　 域

岡山県

(単位：％）

平成29年度
（2017）

30
（2018）

令和元年度
（2019）

2
（2020）

3
（2021）

津山地域 62.1 59.0 56.9 54.0 54.6

勝英地域 60.7 61.0 63.3 57.1 61.4

61.8 59.4 58.5 54.8 56.2

46.6 45.1 44.5 39.8 39.2

（資料：岡山県教育庁保健体育課「学校保健概要」）

圏　 域

岡山県

区分

 ※ 1201運動：１２歳児の治療が必要なむし歯の本数を１本以下にする運動 

    8020運動：８０歳になっても自分の歯を２０本以上に保つ運動  

  

図 表 11-5-4-13 ３歳 児 むし歯 有 病 率  

   

 

 

 

 

 

図 表 11-5-4-14 小 学 生 児 童 むし歯 有 病 率 （乳 歯 ＋永 久 歯 ）  

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                   

項 目  施策の方向  

予防対策の充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

○歯 科 医 師 会 などの 関 係 機 関 と連 携 し８０ ２０健 康 長 寿 社 会 づく 

りを推進します。 

○１２０１運動や８０２０運動を推進するために、ライフステージの早い 

段階、特に学齢期からの歯と口の健康に対する意識を高め、子ども 

の自律的な歯と口の健康づくりを進めます。 

○市町村による乳幼児歯科健診や成人歯科健診、歯科保健指導の 

取 組 を支 援 するとともに、歯 科 医 師 会 等 の 関 係 機 関 と連 携 し、 

かかり つけ 歯 科 医 を持 つ ことで、定 期 的 に 歯 科 健 診 を受 ける こ 

と や 子 ど も に つ い て は フ ッ 化 物 を 適 切 に 利 用 す る こ と に つ い 

て、保護者や地域の住民に啓発します。 

歯科保健活動の推進  

 

 

 

○歯科医師会、歯科衛生士会、医療機関、学校、市町村等との連  

携を強化し、地域ぐるみの歯科保健活動を進めます。 

○ 愛 育 委 員 や 栄 養 委 員 等 の 健 康 づ くり ボ ラン テ ィ ア と 協 働 して 、 

正 し い ブ ラ ッ シ ン グ 、セ ル フ ケ ア の 必 要 性 を 啓 発 し 、 地 域 全 体  

で歯科保健に取り組む気運を高めます。 

在 宅 療 養 者 等 の歯 科

保健の推進  

 

 

 

 

○在宅療養者や高齢者の歯科治療や口腔ケアを推進するなど、生  

涯を通じた歯の健康づくりに取り組みます。 

○医 科 ・歯 科 連 携 を推 進 し、歯 科 治 療 や口 腔 ケアのニーズがある 

在宅療養患者が在宅歯科診療を受けられる体制の構築を図ります。 

○歯科医師会、歯科衛生士会、市町村等の関係機関と連携し、高  

齢者の口腔ケアの重要性について住民に啓発します。 
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区　分
平成30年度

（2018）
令和元年度

（2019）
2

（2020）
3

（2021）
4

（2022）

二類感染症
　 新型コロナウイルス感染症 210 3,459 24,950
三類感染症
　 腸管出血性大腸菌感染症 7 8 4 5 5
四類感染症
　つつが虫病 1 2 4

　レジオネラ症　 7 4 1 4 6
五類感染症
　アメーバ赤痢 1 1

　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症　 5 2 1 3

　ジアルジア症 1

　侵襲性肺炎球菌感染症 5 6 1 3 1

　梅毒 6 7 5 8 16

　播種性クリプトコックス症　 1

　破傷風 1 1

　百日咳 11 76 1 3

　風しん 7 1
（資料：美作保健所） （※結核を除く）

（単位：人）

⑤ 感染症対策  

【現状と課題】 

○ 感染 症対策について、予防やまん延防止のための普及啓発等を推進し、患者発生時の 

医療体制の整備を図るなど、総合的な施策の推進を図っています。 

○ 患 者 発 生 時 には、迅 速 に積 極 的 疫 学 調 査 を実 施 し、まん延 の防 止 に努 めるとともに、 

患者等の人権を尊重した対応を行っています。 

○ 新型コロナウイルス感染症は令和４（２０２２）年度には約２５，０００人の発生があり、クラスター

対策等、高齢者の重症化予防の対応を行ってきましたが、令和５（２０２３）年５月に五類感染

症になりました。引き続き流行の状況に応じた体制整備、役割分担について各医療機関、医師

会と適宜、協議を進めていくことが必要です。 

○ 圏域では毎年、三類感染症である腸管出血性大腸菌感染症が発生しており、発生防止  

のために手洗い、食品の衛生的な取扱いに関する知識の普及啓発、発生時のまん延防止  

に努めています。 

○ 五類感染症のうち、風しんについては、先天性風しん症候群の予防や感染を防止するため、

風しん抗体検査助成事業の普及啓発、予防接種率の向上に努めています。また、梅毒の発生

も増加傾向にあり、感染予防や無料検査の利用などの普及啓発を強化する必要があります。 

 

図 表 11-5-4-15 感 染 症 発 生 数 の推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 社会福祉施設に対して研修会を開催し、施設内感染の予防及びまん延防止に努めてい 

ます。感 染症発生 時には施設に対し、迅速な疫学調査及びまん延防止を目的とした指導  

を実施しています。 

○ 岡山県の肝がん死亡率は全国と比較して高く、圏域でも同様の状況にあります。早期発見及

 び必要な医療が適切に受けられる体制を確保するため、肝炎ウイルス検査、医療費助成を実施

 するとともに、肝炎陽性者へのフォローアップ事業を実施しています。 
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区 分
平成29年度

(2017)
30

(2018)
令和元年度

(2019)
2

(2020)
3

(2021)
4

(2022)

肝炎ウイルス検査 47 54 10 12 20 24

医 療 費 助 成
※ 241 217 225 135 220 215

（資料：美作保健所） ※平成30(2018）年度から岡山県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を開始。

   当該件数含む。

平成30年度 令和元年度 2 3 4

（2018） （2019） （2020） （2021） （2022）

エイズ相談 153 100 80 88 102

HIV等検査 64 58 31 20 27

（資料：美作保健所）

図 表 11-5-4-16 肝 炎 ウイルス検 査 ・医 療 費 助 成 件 数              （単 位 ：件 ）  

  

 

 

 

 

 

○ 全国的に同性間性的接触によるエイズ患者、ＨＩＶ感染者の増加が続いており、エイズホットラ

 インを開設し相談に応じるとともに、定期的にＨＩＶ等の検査を行っています。 

○ 若 年 層 を対 象にしたエイズ出 前 講 座 、一般 の方 を対 象 にしたＨＩＶ検 査 週 間 や世 界エイ 

ズデーのキャンペーンを実 施 して、エイズや性 感 染 症 に対 する正 しい知 識 の普 及 啓 発 に 

努めています。 

 

図 表 11-5-4-17 エイズ等 普 及 啓 発 ・相 談 ・検 査 件 数              （単 位 ：件 ）  

   

 

 

 

 

 

○ 結核の新規患者数は、令和４（２０２２）年に２０人（津山地域１４人、勝英地域６人）で、圏域

 の罹患率は１１．８（津山地域１１．１、勝英地域１４．１）で岡山県の７．９を上回っています。 

○ 住民に対して、結核に対する正しい知識の普及及び住民健診の受診勧奨等、年齢階層に応

じた対策が引き続き必要です。 

○ 発見の遅れ（発病から初診、診断までの期間が３か月以上のもの）の割合を見ると、圏域では

平成２９（２０１７）年以降は全国並みか全国平均を下回る状況で推移しています 

○ 全 ての患 者 が結 核 治 療 を確 実 に完 遂 するため、ＤＯＴＳ（直 接 服 薬 確 認 療 法 ）等 によ 

る服 薬支援 が重要です。「おかやま晴れ晴れＤＯＴＳ手帳 」等を活 用し医療機 関、介 護 保  

険施設等の関係者と連携した取組を推進しています。 
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図 表 11-5-4-18 管 内 結 核 新 登 録 患 者 等 の年 次 推 移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （資料：美作保健所） 

 

 

 図 表 11-5-4-19 新 登 録 有 症 状 肺 結 核 中 発 見 の遅 れ３か月 以 上 割 合  

（単 位 ：％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料：結核研究所疫学情報センター「結核管理図2022」) 
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【施策の方向】                                                              

項  目  施策の方向  

感染症発生予防と

発生時の的確な対

応  

 

 

 

 

 

○重症熱性血小板減少症（SFTS)やデング熱など好発時期が予測される 

感染症や、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、ノロウイルス感染  

症等の流行状況など、管内においても感染症の発生や増加が予測される 

場合は、住民及び医療機関、社会福祉施設などの関係機関が適切な 

予防対策がとれるよう、適時、適切な情報提供に努めます。 

○市町村、学校、医師会等との連携等により、麻しん風しん、ヒトパピローマ 

ウイルス感染症、結核（BCG）をはじめとした定期予防接種の接種率の 

向上を図ります。 

○社会福祉施設内での感染予防を支援します。 

肝炎対策の推進  

 

○必要な医療が受けられるように、肝炎治療費助成を実施します。 

○ 肝 炎 感 染 者 の 早 期 発 見 の た め 、 肝 炎 ウ イ ル ス 検 査 ・ 相 談 を 実 施  

するとともに、肝炎陽性者へのフォローアップを実施します。 

エ イ ズ ・ 性 感 染 症

対策の推進  

 

 

○ 若 年 層 へ の 正 し い 知 識 の 普 及 啓 発 を 推 進 し 、 エ イ ズ の ま ん 延 防  

止及び患者や感染者に対する差別、偏見の解消を図ります。 

また、全国的に感染者数が急増している梅毒についても、正しい知識の普

及啓発を推進します。 

○ M S M （ 男 性 間 で 性 交 渉 を 行 う 者 ） 等 に 対 し 、 性 感 染 症 の 予 防  

及 び 感 染 者 の 早 期 発 見 、 早 期 治 療 を 進 め る た め 、 相 談 ・ 検 査 体  

制の充実を図ります。 

結核対策の充実  

 

 

 

 

○結核に関する知識の普及啓発を推進し、結核予防意識の向上を図ります

。 

○初発患者調査と接触者健康診断の徹底に努めます。 

○結核患者の治療の完遂、薬剤耐性結核の出現を防止するため、DOTSカ

ンファレンスやコホート検討会の実施、DOTS手帳やモバイルDOTSの活用

を通じ、医療機関や高齢者福祉施設等の関係者と連携して院内DOTS及

び地域DOTSの推進を図ります。 
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⑥ 難病対策  

ア 指定難病・特定疾病  

【現状と課題】 

○ 原 因 が不 明 で治 療 方 法 が確 立 されていない難 病 のうち、厚 生 労 働 大 臣 が指 定 する 

３ ３ ８ 疾 病 ※ １ に 対 し て 医 療 費 の 一 部 公 費 助 成 を 行 っ て い ま す 。 ま た 、 ス モ ン な ど ４ 

疾患に対し特定疾患治療研究事業対象として医療費の公費助成を行っています。 

令和４（２０２２）年度末現在の圏域の特定医療費（指定難病）受給者は１，４４２人です。ま 

た、特定疾患治療研究事業対象者は９人です。 

○ 圏 域 内 には専 門 医療 機 関 も少 なく、専 門 医 も限 られるため、患者 は遠 方 への受 診 を 

余儀なくされています。 

○ 申請及び更新時には、患者の治療状況や療養上の悩みについて、保健師が相談を受  

け必要な助言や指導を実施しています。 

○ 災害時における難病患者への支援方針を明確にし、医療機関、市町村等と支援体制  

整備に取り組む必要があります。 

 

 

図 表 11-5-4-20 特 定 医 療 費 （指 定 難 病 ）受 給 者  
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(単位：人）

平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

2
（2020）

3
（2021）

4
（2022）

105 99 110 89 87

83 75 87 70 71

22 24 23 19 16

(資料：岡山県医薬安全課）

勝英地域

区分

津山地域

圏 域 計

【施策の方向】                                                              

項  目  施策の方向  

安心できる在宅生活

の支援  

 

 

○難 病 患 者 やその家 族 が安 心 して療 養 生 活 を送 ることができるよ 

う難病医療福祉相談事業や在宅難病患者訪問相談・指導事業、 

在宅難病患者・家族の集い、申請及び更新時の面接、訪問等により 

在宅療養生活を支援します。 

災 害 時 支 援 体 制 の

整備  

 

○医療依存度の高い難病患者に対して「難病患者災害時要配慮者  

リスト」を作成し、災害対策基本法に基づく「市町村避難行動要支援  

者名簿」への登録を推進するため、市町村関係部署と共有します。 

○平時の備えにより、災害時には医療機関、市町村等と連携を図り支  

援できる体制を整備します。 

 

 

イ 小児慢性特定疾病医療  

【現状と課題】 

○ 小 児 の慢 性 疾 病 で、治 療 が長 期 にわたり医 療 費 面 でも負 担 が大 きくなる「小 児 慢 性  

特 定 疾 病 」のうち、厚 生 労 働 大 臣 が指 定 する７８８疾 病 （１６疾 患 群 ）に対 して医 療 費  

の 一 部 公 費 助 成 を 行 っ て い ま す 。 令 和 ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 度 末 現 在 の 圏 域 の 受 給  

者は８７人です。 

○ 対 象 となる小 児 及 び家 族 の精 神 的 負 担 は極 めて大 きなものがあり、安 全 に安 心 して 

生 活 が で き 、 そ の 負 担 が で き る 限 り 軽 減 さ れ る よ う 、 Ｑ Ｏ Ｌ の 向 上 と い う 視 点 に 立 っ 

た支援が必要になります。 

     

  図 表 11-5-4-21 小 児 慢 性 特 定 疾 患 医 療 の推 移  

  

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】 

項目  施策の方向  

ＱＯＬ(生活の質)の

向上  

 

○患 児 ・家 族 が安 心 して療 養 生 活 が送 れるように、市 町 村 と連 携  

し、 家 族 に 対 して 、 申 請 ・ 更 新 時 の 面 接 、訪 問 等 に より 在 宅 療  

養生活、適切な療育ができるよう支援します。 
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⑦ 健康危機管理対策  

【現状と課題】 

○ 健康危機とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国民の生

命、健康の安全を脅かす事態を指します。 

○ 平常時から、法令に基づく監視業務の実施、指導などによる未然防止への取組のほか、 

市町村、郡市等医師会、消防及び警察など関係機関との連携・協力体制を構築しておくことが 

重要です。 

○ 地域住民の生命と健康の安全を守るため、健康危機事案の予防 的取組をはじめ、原因  

不 明 の健 康 被 害 が発 生 した場 合 には、「健 康 危 機 管 理 初 期 対 応 マニュアル」に基 づく迅  

速かつ的確な初動対応が求められています。 

○ 発 生 後 においては、被 害 （災 ）者 への健 康 相 談 、心 のケア等 を行 うほか、疾 病 や障 害  

のある人、妊産婦、乳幼児、高齢者などの要配慮者や避難行動要支援者への支援体制の 

整備も重要です。 

 

【施策の方向】 

項  目  施策の方向  

平常時の予防的取組  

 

 

 

 

 

 

○保健衛生施設等への立入検査や改善指導、事業者による自主管  

理の推 進に加え、日 頃からの啓 発活動 等を通じて、発生の未 然 

防止に積極的に取り組みます。 

○社会 福祉 施 設 等での腸 管出 血 性 大腸 菌 やノロウイルスなどによ 

る集団感染を予防するため、研修会等により感染予防や拡大防  

止に関する知識の普及・啓発に努めます。 

○「健康 危機 管理 初期 対 応マニュアル」に基づいた初 動対応 を図  

るための関係機関等との連携充実に努めます｡ 

発生時の体制整備  

 

 

 

 

 

○「健康危機管理対策地域連絡会議」の開催を通じて、医療機関、 

消 防 、警 察 等 の関 係 機 関 ・団 体 との連 携 を図 りながら、原 因 究  

明や適正な医療の確保、健康被害の拡大防止を迅速に行うため 

の体制を強化します。 

○「健 康 危 機 管 理 マニュアル」における食 中 毒 、感 染 症 、薬 物 等  

対策で対応し、災害時には民生被害情報、広域災害・救急医療 

情報 システムを活 用した医 療機関 、市町村 等から、地域の情 報 

を収集し、必要な人的・物的資材を移入・支援するための体制整備 

を進めます。 

○健康危機発生時には、保健所所在の県民局内で機動的な人員配 

置を行うなど、部署を越えた連携を図り、健康危機に対応します。 

○健 康 危 機 発 生 後 には、被 害 （災 )者 をはじめ地 域 住 民 に対 する 

健 康 相 談 や心 のケア等 を行 います。また、要配 慮 者 それぞれの 

特 徴 を踏 まえた 支 援 が適 切 になされる よう 、市 町 村 をは じめと 

する関係機関への助言や、関係機関等が円滑に相互連携を図るこ 

とができるよう調整を行います。 
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（単位：件）

（資料：美作保健所）

　食品関係施設数

　宿泊施設数

　公衆浴場施設数

　温泉利用許可施設数

　　　４，４７４

　　　  　１９８（うち温泉利用　３１）

　　　　　　６６（うち温泉利用　４２）

　　　　　１０５

⑧ 生活衛生対策  

【現状と課題】 

○ 食中毒等の食に起因する事故を防ぐため、食品等事業者に対して衛生管理を徹底するととも

に、消費者に対する食品のリスクに関する正しい知識の普及を図る必要があります。 

また、食品流通が広域化する中、異物混入や不適正な食品表示による自主回収等が発生し 

ており、流通する食品の安全・安心を確保するとともに、正確な情報を消費者に提供する必要  

があります。 

○ 圏域には奥津及び湯郷地区 などの温泉地 があり、県内外からの利用客 が多いことから、 

特に温 泉を利 用 している公 衆 浴 場や宿 泊 施 設 等の衛 生 水 準のさらなる向 上 を図 るととも 

に、これらの施設におけるレジオネラ症発生防止や食中毒発生防止対策が重要です。 

 

図 表 11-5-4-22 圏域の生活衛生関係営業施設の状況（令和4（２０２２）年３月末現在） 

  

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向】                                                              

項 目  施策の方向  

食に起因する健康被

害の発生防止対策等

の充実      

 

 

 

 

 

 

○食品関係施設に対して、HACCPに沿った衛生管理の定着を図りなが

ら、効果的な監視指導を計画的に実施し、食中毒発生防止などの

指導を行います。 

○ジ ビ エ 関 係 農 産 加 工 品 の 衛 生 指 導 に 努 め る ととも に 、毒 キ ノコ 

などの自 然 毒 食 中 毒 や鶏 肉 の生 食 等 を原 因 とするカンピロバク 

ターによる食中毒等の発生防止を図るため啓発を行います。 

○加工食品をはじめとした県内を流通する食品について、食品添加物、

残留農薬、遺伝子組換え食品、アレルギー物質等の検査を実施す 

るとともに、食品表示法に基づく表示の点検を実施します。 

○津山食品衛生協会、勝英食品衛生協会との協働による営業者の 

自 主 管 理 の 推 進 や 消 費 者 等 と の リ ス ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 推  

進に努めます。 

レジオネラ症 発生防

止対策の充実       

  

○公衆浴場及び旅館に係る入浴施設への監視指導、浴槽水の検査  

等を継続的に実施するとともに、講習会等を通じて自主的な衛生管

理の推進とレジオネラ症感染予防に関する知識の普及啓発に努めま

す。 
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（資料：厚生労働省「令和２（２０２０）年医師・歯科医師・薬剤師統計」）
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病院・診療所 診療所のみ

（資料：厚生労働省「衛生行政報告例」）

20.2%

16.6%

18.7%

15.5%

24.0%

24.1%

22.3%
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14.7%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

岡山県

津山・英田圏域

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

５ 保健医療従事者の確保と資質の向上 

【現状と課題】 

○ 圏域では、図表2—2—3—1及び2—2—3—2、図表11—5—2—20及び11—5—2—21に示すとおり、 

保健医療従事者のうち医師、歯科医師、薬剤師、助産師が岡山県や全国に比較して、少ない 

状況にあり、人材の確保に努めることが求められています。 

○ 圏域では、図表11-5-5-1、11-5-5-2に示すとおり、医師については、６５～７４歳の年齢  

層の占める割合が高く、看護職員については５０歳代、６０歳代以上の割合が高くなっており、 

従事者の高年齢化も進行しています。 

○ 在宅 医療を推進するためには、介護との連携を図る等、保健医療従事者の資質の向上  

に努める必要があります。 

 

図 表 11-5-5-1 津山・英田圏域における医師の年齢構成（令和２（２０２０）年１２月３１日現在）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 表 11-5-5-2 津山・英田圏域における看護師、准看護師の年齢構成（令和４（２０２２）年１２月３１日現在）  
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圏　域 岡山県 全　国

352 6,290 339,623

（人口１０万対） （203.9） （334.2） （269.2）

内科医師数 150 1,866 91,242

（人口１０万対） （86.9） （98.8） （72.3）

小児科医師数 37 561 27,928

（年少人口１万対） （17.7） （24.1） （18.6）

産婦人科医師数 12 150 11,436

（出生千対） （10.0） （10.9） （13.6）

（資料：「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計」）

医師総数

区　分

（単位：人）

（１）医師  

○ 岡山県及び圏域における医師数の現状については、図表10—1—1—4及び10—1—1—5、図表 

10—1—1—10及び10—1—1—11、図表10—1—1—17及び10—1—1—18において示していますが、 

圏域における令和２年（２０２０）年末現在の医療施設に従事する医師数は、３５２人で、人口  

１０万対では、２０３．９人であり、全国２６９．２人、岡山県３３４．２人と比較し少ない状況です。 

小児科医師数、産婦人科医師数についても、全国、岡山県を下回っています。 

○ 在宅医療に対するニーズは増加していますが、診療所の医師の高齢化や閉院が増加しており

在宅医療に携わる医師の確保が重要です。 

 

図 表 11-5-5-3 医 療 施 設 に従 事 する医 師 数 （令 和 ２（２０２０）年 １２月 ３１日 現 在 ）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）歯科医師  

○ 圏域における令和２年（２０２０）年末現在の歯科医師数は、１１２人で、人口１０万対では、 

６４．９人であり、岡山県の９６．０人と比較して少ない状況です。 

○ 圏域における令和４（２０２２）年１０月１日現在の高齢化率は、３５．２％と岡山県の平均を 

上回っています。高齢者に対するかかりつけ医や在宅歯科診療に従事する歯科医師の確保が 

必要です。 

 

（３）薬剤師  

○ 圏域における令和２（２０２０）年末現在の薬剤師数は、３０８人で、人口１０万対でみると、 

１７８．４人であり、岡山県の２２７．４人と比較して少ない状況です。 

○ 患者本位の医薬分業の実現に向けて、かかりつけ薬剤師として、従来の薬剤の調製などの 

対物中心の業務から、患者・住民との関わりの度合いの高い対人業務への移行が求められて 

います。  

○ 患者に選択してもらえる薬剤師となるために専門性やコミュニケーション能力の向上が必要と 

されています。 

 

（４）看護職員                                  

○ 圏域における令和４年（２０２２）年末現在の看護職員は、２，０７９人で、人口１０万対でみると 

１，２２９．３人で岡山県の１，３２４．１人より少ない状況です。５０歳代、６０歳代以上の看護職

員の割合が高くなっており、安定的な看護の提供のためには、若い年齢層の看護職員の確保が

必要です。 
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○ 圏域では、平成２９(２０１７)年度から「美作地域の医療と看護を考える会」において、地域医  

療の維持推進のため地域で活動する看護職が現状を共有し、看護職確保について必要な取組  

を検討してきました。その成果として、「看護職確保サポートチーム」が発足し、「看護職と看護学  

生の交流会」「医療従事者（入職３年目までの従事者）交流会」「ネットを活用した看護職紹介」 

「出前！看護職体験」等の「みまさか看護の職場にきんちゃい２事業」に取り組み、離職防止・地 

域定着となる活動を行ってきました。今後も、圏域の病院や看護協会津山・勝英支部とともに、 

活動を継続していくことが重要です。 

○ 保健師においては、多様化する健康課題への対応や新興感染症等の健康危機管理対策  

の推 進 等 、地 域 の健 康 を守 り支 える活 動 は以 前 にも増 して重 要 となっています。健 康 課  

題に対応し、質の高い活動を継続していくためには、計画的な人材確保と育成が大切です。 

○ 在宅医療を推進するためには、質の高い訪問看護を提供できる看護職の育成が必要です。 

 

（５）管理栄養士・栄養士  

○ 圏域における令和４(２０２２)年末現在の管理栄養士及び栄養士は、保健所・支所や市町村  

等の行政機関、学校、病院、老人保健施設、社会福祉施設等１７２施設に３３２人が勤務して 

います。 

○ 生活習慣病を予防し健康寿命を延伸するためには、小児期からの健康的な食習慣の定着、

各種疾病に対する栄養管理・栄養指導、高齢者に対する食生活支援など、管理栄養士・栄養

士の役割は多様になっており、専門性を高めるための人材育成が重要です。 

 

（６）その他の保健医療従事者  

○ 歯科衛生士は、令和４(２０２２)年現在、１７０人が病院・診療所に従事しています。  

 誤嚥性肺炎の予防等在宅歯科医療のニーズが増加しており、在宅歯科医療に対応できる 

   人材の確保、育成が必要です。 

○ 歯 科衛生士 、歯 科 技工士 については、高度 化、多様 化する歯科 診療に対応 するため、 

高度な専門知識が必要とされています。 

○ 理 学 療 法 士 、作 業 療 法 士 、言 語 聴 覚 士 については、人 口 の高 齢 化 に伴 いリハビリテー 

ションの需要が増加してきています。 

○ 診療放射線技師、診療エックス線技師は、ＣＴやＭＲＩ等の高度医療機器の導入等をはじめ 

とした医 学 、医 療 技 術 の進 歩 、高 度 化 、また、検 診 の充 実 など により 、医 療 にお ける 業  

務の需要が増加しています。 

○ 臨床検査技師、衛生検査技師については、医学の進歩に伴う検査技術の高度化、精度の高  

  い検査が求められています。 
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【施策の方向】                                                            

項 目  施策の方向  

資質の向上  

 

○それぞれの職能団体が開催する研修会の開催に協力するなど、効果  

的に資質の向上等を進めます。 

医師の確保及び定着

促進  

 

 

○地 域 枠 の医 師 等 が地 域 に定 着 しやすいように、市 町 村 や医 療 機  

関 等 と 協 働 し て 、 住 民 と の 顔 の 見 え る 関 係 づ く り や 多 職 種 と 連  

携 した地 域 医 療 を推 進 する等 、医 師 が意 欲 を持 って働 ける 環 境  

づくりを支援します。 

看護職員の確保及び

定着促進     

          

 

 

 

 

 

○圏域の看護職員の確保について、医師会や病院協会、看護協会、 

看護師等学校養成所及び市町村等と協働して看護職員確保対策  

の推進を図り、離職防止や未就業看護師の復職支援を進めるとともに

新規就労者の確保対策等を推進します。 

○これまでに圏域で取り組んできた「みまさかの医療と看護を考える会」等

看護職員の離職防止・地域定着のための事業を継続し、圏域の病院

や看護協会津山・勝英支部と共に看護師確保対策に取り組みます。 

○岡 山 県 が委 嘱 している岡 山 県 看 護 師 等 就 業 協 力 員 と協 働 して、 

圏域の看護職員不足の現状や看護と地域の魅力を地域住民や看護

学校等に発信するとともに、中学生や高校生に出前講座を実施する 

など、圏域の看護職志望者の増加を目指します。 
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章名  １２ 計画の推進体制と評価の実施  

節名   

 

 

１ 計画の推進体制  

 

 本計画の推進に当たっては、県、市町村をはじめとして、県民や事業者等の多様な主体による一

体となった取組が必要です。このため、岡山県医療審議会等の場を通じて、県民の意向を反映させ

るとともに、関係行政機関、保健・医療・福祉関係団体等と連携を図りながら施策を推進します。 

 また、本計画は、すべての県民が生き活きとした生活を送れるよう、良質な保健医療サービスが受

けられる体制の確保を図る観点から策定していることから、「第３次健康おかやま２１」、「第９期岡山

県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」など関係する計画と調和を保ちながら関係施

策を総合的に推進します。 

 施 策 を 着 実 に 推 進 す る た め 、 あ ら か じ め 数 値 目 標 を 設 定 し 、 い わ ゆ る 「 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

（plan-do-check-action）サイクル」を取り入れながら、計画の進行管理を行います。 

 

 

 

２ 評価の実施  

 

 本計画の進捗状況については、毎年度、数値目標の年次推移や施策の取組状況を岡山県医療

審議会に報告するとともに、評価を行います。 

 また、各保健医療圏においては、地域保健医療計画の進捗状況について、毎年度、圏域保健医

療対策協議会に報告するとともに、評価を行います。 

 全県及び保健医療圏における評価の結果は、本計画の推進に反映します。 

 

 

 

３ 進捗状況及び評価結果の公表  

 本計画の進捗状況及び評価結果については、県のホームページ等において公表します。 
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４ 計画の数値目標 

（備考欄は、該当の章－節－項番号） 

 

項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 

病院における相談窓口設置割合 

 

 

 

１４７病院 ９２．５％ 

Ｒ５．３ 

（２０２３） 

 

全病院 １００％ 

 

 

 

６－１－１ 

 

 

 

病院における第三者評価（（公財）日本医療機

能評価機構又はＪＣＩ）による認定病院割合 

 

 

２８．３％（４５病院） 

Ｒ５．３ 

（２０２３） 

 

全病院の５０％ 

 

 

 

６－１－１ 

 

 

 

処方箋受取率 

 

 

 

６７．５％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

７０．０％ 

 

 

 

６－２－１ 

 

 

 

全てのがん検診受診率（国民生活基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 

胃がん    ：５１．８％ 

肺がん    ：５９．１％ 

大腸がん  ：５０．９％ 

女性 

胃がん    ：４３．４％ 

肺がん    ：５６．３％ 

大腸がん  ：４７．３％ 

子宮頸がん：４９．４％ 

乳がん    ：５２．７％ 

Ｒ４年 

（２０２２） 

 

６０．０％以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がん検診精密検査受診率（市町村実施分） 

 

 

 

 

 

 

 

胃がん    ：８５．２％ 

肺がん    ：７９．８％ 

大腸がん   ：７５．０％ 

子宮頸がん ：８３．６％ 

乳がん    ：９３．７％ 

Ｒ２年度 

(２０２０) 

 

９０．０％以上 

 

 

 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

がんの７５歳未満の年齢調整死亡率 

（人口１０万対） 

※基準人口は、昭和６０（１９８５）年モデル人

口を使用 

 

６１．４ 

（全国４位） 

Ｒ４年 

（２０２２） 

 

５６．７ 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

緩和ケア研修修了医師等数（累計） 

 

 

 

３，２００人 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

４，５００人 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

がん患者の在宅死亡割合 

（在宅＝自宅＋老人ホーム＋老健） 

 

 

２２．８％ 

Ｒ４年 

（２０２２） 

 

２７．０％ 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

 

－ 700 －



 

項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 

がん患者の専門的な看護を行う専門看護師・認

定看護師・特定認定看護師の増加 

 

 

８３人 

Ｒ４．１２ 

（２０２２） 

 

１１０人 

 
７－１－１ 

 
 

 

がん相談支援センターの相談件数 

 

 

 

１５，５２５件 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

１８，０００件 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

がん登録精度（ＤＣＩ割合） 

 

 

 

２．３％ 

Ｒ元年 

（２０１９） 

 

２．１％以下 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

がん登録精度（ＤＣＯ割合） 

 

 

 

１．３％ 

Ｒ元年 

（２０１９） 

 

１．０％以下 

 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

「岡山がんサポート情報」の閲覧件数 

 

 

４１１件／月 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

６５０件／月 

 

 

７－１－１ 

 

 

 

脳梗塞の新規入院患者（紹介入院を除く）のう

ち、 ｔ－ＰＡ療法を実施した割合 

 

 

７．３％ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

７．５％以上 

 

 

 

７－１－２ 

 

 

 

脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

 

 

 

男性９１．０ 

女性５０．９ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

男性７６．２ 

女性４５．５ 

 

 

７－１－２ 

 

 

 

 

脳梗塞の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

 

 

 

男性５１．６ 

女性２６．６ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

男性４１．７ 

女性２２．０ 

 

 

７－１－２ 

 

 

 

 

急性心筋梗塞医療連携パスの参加届出医療

機関数 

 

 

２８９機関 

Ｒ５．４．１ 

（２０２３） 

 

２８９機関 

 

 

 

７－１－３ 

 

 

 

心疾患の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

 

 

 

男性１８０．７ 

女性１１２．２ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

男性１６０．９ 

女性 ８６．０ 

 

７－１－３ 

 

 

 

 

急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（人口１０万対） 

 

 

 

男性７０．４ 

女性３１．４ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

男性６６．８ 

女性２４．２ 

 

 

７－１－３ 

 

 

 
  

－ 701 －



 

項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 

大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率 

（人口１０万対） 

 

 

男性１４．７ 

女性 ８．５ 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

男性１４．２ 

女性 ８．０ 

 

７－１－３ 

 

糖尿病が強く疑われる者の割合  

 

男性１５．５％ 

女性７．４％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

減少 

 

 

 

７－１－４ 

 

 

 

治療継続者の割合 

 

 

７０．８％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

７５％ 

 

 

７－１－４ 

 

 

 

糖尿病性腎症の新規人工透析導入患者数及

び割合 

 

 

 

２６８人 

４１．６％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

減少 

 

 

 

７－１－４ 

 

 

 

 

自殺死亡率（人口１０万対） 

 

 

 

１６．３ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

１３．０以下 

Ｒ７年 

（２０２５） 

 

７－１－５ 

 

 

 

入院後３か月時点の退院率 

 

 

 

６７％ 

Ｒ元年度 

（２０１９） 

 

６８．９％ 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－１－５ 

 

 

 

入院後６か月時点の退院率 

 

 

 

８２％ 

Ｒ元年度 

（２０１９） 

 

８４．５％ 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－１－５ 

 

 

 

入院後１２か月時点の退院率 

 

 

 

８９％ 

Ｒ元年度 

（２０１９） 

 

９１．０％ 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－１－５ 

 

退院後１年以内の地域生活における平均生

活日数 

 

 

３２０日 

Ｒ元年度 

（２０１９） 

 

３２５．３日 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－１－５ 

 

 

 

 

精神病床における慢性期（１年以上）入院患

者数 

 

 

＜６５歳以上＞ 

１，４４１人 

＜６５歳未満＞ 

６５１人 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

＜６５歳以上＞ 

１，４１８人以下 

＜６５歳未満＞ 

６０７人以下 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－１－５ 

 

 

 

 

  

－ 702 －



 

項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

     （２０２９） 

 

備 考 

 

 

ピアサポーター登録数 

 

 

 

３８人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

８０人 

 

 

 

７－１－５ 

 

 

 

認知症サポート医養成研修修了者数（累計） 

 

 

２７７人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

３６５人 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者数

（累計） 

 

 

１，９４１人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

２，２００人以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

歯科医師認知症対応力向上研修修了者数 

（累計） 

 

 

９１３人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

１，３６０人以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

薬剤師認知症対応力向上研修修了者数   

（累計） 

 

 

２，０６３人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

３，０３０人以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向

上研修修了者数（累計） 

 

 

２，２３４人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

２，９００人以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

看護職員認知症対応力向上研修修了者数（累計） 

 

 

 

５５８人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

７３０人以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

認知症疾患医療センター数 

 

 

 

９か所 

Ｒ５．４．１ 

（２０２３） 

 

二次保健医療圏 

ごとに１か所以上 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

認知症サポーター養成講座受講者数（累計） 

 

 

 

２２４，９７８人 

Ｒ５．３末 

（２０２３） 

 

２８０，０００人 

Ｒ９．３末 

（２０２７） 

 

７－１－５ 

 

 

 

災害拠点病院及び救命救急センターの耐震

化率 

 

 

９０．９％ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

１００％ 

 

 

 

７－２－２ 

 

 

 

ＤＭＡＴ隊員数 

 

 

 

２９１名 

Ｒ５年度 

（２０２３） 

 

５７０名 

 

 

 

７－２－２ 

 

 

 

ＤＰＡＴ先遣隊を有する医療機関 

 

 

 

１ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

２ 

 

７－２－２ 
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項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

     （２０２９） 

 

備 考 

 

 

義務年限終了後も県内に定着している自治医

科大学卒業医師の割合 

 

 

６０．８％ 

Ｒ５年度 

（２０２３） 

 

６２．２％ 

 

 

７－２－３ 

 

 

 

周産期死亡率（出産千対） 

 

 

 

 

２．９ 

（全国８位） 

Ｒ３ 

（２０２１） 

 

低下 

（全国１位） 

 

 

７－２－４ 

 

 

 

 

出産千人当たりの産科・産婦人科医師数 

 

 

 

１４．０人 

Ｒ２ 

（２０２０） 

 

現状維持または増加 

 

 

 

７－２－４ 

 

 

 

年少人口１万人当たりの小児科医師数 

 

 

 

１３．９人 

Ｒ２ 

（２０２０） 

 

現状維持または増加 

 

 

 

７－２－５ 

 

 

 

入院確保病床数 

 

 

－ 

 

５９０床 

 

７－２－６ 

 

発熱外来医療機関数 

 

 

－ 

 

６１７機関 

 

７－２－６ 

 

自宅・宿泊施設・高齢者施設での療養者への

医療提供を行う医療機関数 

 

 

－ 

 

１，００７機関 

 

７－２－６ 

 

後方支援医療機関数 

 

 

－ 

 

８８機関 

 

７－２－６ 

 

派遣可能な医療人材数 

 

 

 

－ 

 

医師    ９２人 

看護師  １５４人 

その他   ４１人 

 

７－２－６ 

 

内科診療所のうち在宅療養支援診療所の数

の割合 

 

 

２７．９％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

３５．０％ 

 

７－２－７ 

 

病院（精神科病院を除く）のうち在宅療養支援

病院の数の割合 

 

 

２８．９％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

３７．０％ 

 

７－２－７ 

 

内科診療所のうち機能強化型在宅療養支援

診療所の占める割合 

 

 

３．３％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

４．０％ 

 

７－２－７ 
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項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 

病院（精神科病院を除く）のうち機能強化型在

宅療養支援病院の占める割合 

 

 

９．７％ 

Ｒ２．４．１ 

（２０２０） 

 

１４．０％ 

 

７－２－７ 

 

訪問診療を実施している診療所・病院数 

 

 

５１５施設 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

５１５施設 

 

７－２－７ 

 

退院支援担当者を配置している医療機関数 

 

 

 

１１０施設 

Ｒ２年 

（２０２０） 

 

１３２施設 

 

７－２－７ 

 

訪問看護（介護給付におけるサービス利用見

込み）回／月 

 

 

６７，９００ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

８０，７１６ 

Ｒ８年度 

（２０２６） 

 

７－２－７ 

 

２４時間体制をとっている訪問看護ステーション数 

 

 

１６０施設 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

１８０施設 

 

７－２－７ 

 

人生の最終段階で受けたい医療について家族

と話し合ったことがある県民（６０歳以上）の割合 

 

４７．６％ 

Ｒ５年度 

（２０２３） 

 

５０％ 

 

７－２－７ 

 

骨髄ドナー登録者数 

 

 

 

９，５４５人 

Ｒ４年度末 

（２０２２） 

 

１０，０００人 

 

 

 

８－１－２ 

 

 

 

１歳児で麻しん・風しんの予防接種を行ってい

る割合 

 

 

 

麻しん ９７．２％ 

風しん ９７．２％ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

麻しん９５％以上を維持 

風しん９５％以上を維持 

 

８－２－１ 

 

 

 

 

小学校入学前１年間で麻しん・風しんの予防接

種を行っている割合 

 

 

 

麻しん ９３．２％ 

風しん ９３．２％ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

麻しん９５％ 

風しん９５％ 

 

 

８－２－１ 

 

 

 

 

結核罹患率（人口１０万対） 

 

 

９．８ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

７．５以下 

 

 

８－２－２ 

 

 

 

平均寿命の延伸分を上

回る健康寿命の延伸 

（平均寿命： 

男性・・・８１．９０歳、 

女性・・・８８．２９歳） 

 

 

 

日常生活に      

制限がない

期間の平均       

 

 

 

 

男性 

 

 

 

７２．２８歳 

Ｒ元年 

（２０１９） 

 

延伸 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 
９－１－１ 

 
 
 
 
 
 

 

女性 

 

 

 

７６．０４歳 

Ｒ元年 

（２０１９） 

 

延伸 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

－ 705 －



 

項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 
（２０２９） 

 

備 考 
 

 

適正体重を維持している者の増加 

 ２０～６０歳代男性の肥満者の割合 

 ４０～６０歳代女性の肥満者の割合 

２０～３０歳代女性のやせの者の割合 

 

 

 

 

２９．９％ 

１８．０％ 

１５．２％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

 

２５％未満 

１５％未満 

１１％未満 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－１ 

 

 

 

 

 

 

特定健康診査・特定保健指導の実施率の向上 

特定健康診査の実施率（受診率） 

特定保健指導の実施率（終了率） 

 

 

５３．３％ 

３１．７％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

 

７０％ 

４５％ 

 

 

 

９－１－１ 

 

 

 

 

 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の

減少 

 

 

２８．９％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

減少 

 

 

９－１－１ 

 

 

 

適正体重を維持している者の増加 

２０～６０歳代男性の肥満者の割合 

４０～６０歳代女性の肥満者の割合 

２０～３０歳代女性のやせの者の割合 

低栄養傾向の高齢者（６５歳以上ＢＭＩ２０未

満）の割合 

 

 

 

２９．９％ 

１８．０％ 

１５．２％ 

１９．４％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

 

２５％未満 

１５％未満 

１１％未満 

１３％未満 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－２ 

【一部再掲】 

 

 

 

 

 

食塩摂取量が１日７ｇ未満の者の割合の増加 

 

 

１３．２％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

増加 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－２ 

 

 

 

野菜の摂取量が１日３５０ｇ以上の者の割合の

増加 

 

 

１８％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

増加 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－２ 

 

 

 

朝食を毎日食べる児童・生徒の割合の増加 

小学生 

中学生 

 

 

８７．７％ 

８０．８％ 

Ｒ４年 

（２０２２） 

 

 

１００％ 

１００％ 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－２ 

 

 

 

 

 

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が１日２

回以上の日がほぼ毎日の者の割合 

 

 

３７．４％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

５０％ 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－１－２ 
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項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 
日常生活における歩数の増加 ２０～６４歳 
 
              ６５歳以上 
 
 

 
男性 ６，１４１歩 
女性 ５，０９５歩 
男性 ４，９６９歩 
女性 ４，３６５歩 

Ｒ３年 
（２０２１） 

 
男性 ８，０００歩 
女性 ８，０００歩 
男性 ６，０００歩 
女性 ６，０００歩 
Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－１－３ 

 
 
 
 

 
運動習慣者の割合の増加   ２０～６４歳 
 

６５歳以上 
 
 
 

 
男性 ２１．６％ 
女性 １６．７％ 
男性 ４５．６％ 
女性 ３４．０％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

 
男性 ３０％ 
女性 ３０％ 
男性 ５０％ 
女性 ５０％ 
Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－１－３ 

 
 
 
 
 

 
ストレスにうまく対応できない者の割合の減少 
 
 

 
１４．５％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 
減少 

Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－１－４ 

 
 

 
睡眠による休養を十分とれていない者の割合
の減少 
 

 
２０．３％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 
１５％ 

Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－１－４ 

 
 

 
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している
者（１日当たりの純アルコールの摂取量が男性
４０ｇ以上、女性２０ｇ以上の者）の割合の減少 
 
 

 
＜男性＞ 
１１．２％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 
＜女性＞ 
７．４％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 
＜男性＞ 
９．５％ 
Ｒ１７年 
（２０３５） 
＜女性＞ 
６．４％ 
Ｒ１７年 
（２０３５） 

 
９－１－５ 

 
 
 
 
 
 

 
２０歳未満の飲酒をなくす 
 
 
 

 
＜中学生＞ 
０．８％ 
Ｒ２年 
（２０２０） 
＜高校生＞ 
１．１％ 
Ｒ２年 
（２０２０） 

 
＜中学生＞ 

０％ 
Ｒ９年 
（２０２７） 
＜高校生＞ 

０％ 
Ｒ９年 
（２０２７） 

 
９－１－５ 

 
 
 

 
妊娠中の飲酒をなくす 
 
 

 
０．６％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 
０％ 
Ｒ９年 
（２０２７） 

 
９－１－５ 

 
 

 
２０歳以上の者の喫煙率 
（喫煙をやめたい人がやめる） 
 

 
１２．８％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 
９．１％ 
Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－１－６ 

 
 

 
２０歳未満の者の喫煙率 

 

 
０．１％ 
Ｒ２年 

（２０２０） 

 
０％ 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 
９－１－６ 
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項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 
望まない受動喫煙の機会を有する者の減少 
（家庭・職場・飲食店いずれかにおいて、望まな

い受動喫煙を月に１回以上受けた者の割合） 
※現在喫煙者は集計対象から除く 

 
２９．８％ 

Ｒ５年 

（２０２３） 

 
１４．９％ 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 
９－１－６ 

 

 

 

妊娠中の母の喫煙率 
 

 

 

２．４％ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

０％ 
 

 

 

９－２－１ 
 

 

 
妊娠中の母の飲酒率 
 

 

 
０．６％ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
０％ 

 

 

 
９－２－１ 

 

 

 

産婦健診受診率 
 
 

 

８５．２％ 
Ｒ３年度 
（２０２１） 

 

９５％ 

 

９－２－１ 

 

妊娠・出産に満足している者の割合 

 
 

 

８４．０％ 

Ｒ３年度 
（２０２１） 

 

９０％ 

 

９－２－１ 

 

全出生児数中の低体重児割合 
 

 

 

９．１％ 
Ｒ３年 

（２０２１） 

 

減少 
 

 

 

９－２－２ 
 

 

 

新生児聴覚検査受診率 
 

 

 

９２．４％ 
Ｒ３年 

（２０２１） 

 

１００％ 
 

 

９－２－２ 
 

 

 
１歳６か月児健康診査受診率 

 

 

 
９６．７％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

９７．５％ 

 
９－２－２ 

 

 

 

３歳児健康診査受診率 

 

 

 

９５．７％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 

９７．０％ 

 

９－２－２ 

 

 

 

乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によらな

い子育てをしている親の割合 
 
 

 

３・４か月児 ：９５．２％ 

１歳６か月児：８１．３％ 
３歳児     ：６６．０％ 

Ｒ３年 
（２０２１） 

 

３・４か月児 ：９５．０％ 

１歳６か月児：８５．０％ 
３歳児     ：７０．０％ 

 

９－２－２ 

 
育てにくさを感じたときに対処できる親の割合 
 

 

 
８５．１％ 
Ｒ３年 

（２０２１） 

 
９０．０％ 

 
９－２－２ 
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項       目 

 

 
現   状 

 

 
令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 
備 考 

 

 

この地域で子育てをしたいと思う親の割合 
 
 

 

９５．３％ 
Ｒ３年 
（２０２１） 

 

現状維持 

 

９－２－２ 

 
ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間があ
る保護者の割合 
 
 

 
３・４か月児 ：９０．９％ 
１歳６か月児：８１．１％ 
３歳児    ：７４．９％ 

Ｒ３年 

（２０２１） 

 
３・４か月児 ：９２．０％ 
１歳６か月児：８５．０％ 
３歳児     ：７５．０％ 

 
９－２－２ 

 
訪問看護（介護給付におけるサービス利用見
込み）回／月 

 
６７，９００ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
８０，７１６ 
Ｒ８年度 

（２０２６） 

 
９－５－１ 

 
看護小規模多機能型居宅介護の利用者数 
（１月当たり）人／月 

 

 
３１５ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
５７８ 
Ｒ８年度 

（２０２６） 

 
９－５－１ 

 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用
者数（１月あたり）人／月 

 

 
３７５ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
４６４ 
Ｒ８年度 

（２０２６） 

 
９－５－１ 

 
発達障害について身近に相談できるかかりつ

け医の数 

 
３０４人 

Ｒ５．３末 
（２０２３） 

 
４５０人 

 

 
９－７－１ 

 
 

 
妊産婦の歯科健（検）診受診率 
 

 
３１．６％ 
Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
増加 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 
９－８－２ 

 

 

 
妊産婦の歯科保健指導を受けた率 

 

 
１７．５％ 

Ｒ３年度 
（２０２１） 

 
増加 

Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－８－２ 

 
 

 
３歳児でむし歯のない児の割合 

 

 
８８．１％ 

Ｒ３年度 
（２０２１） 

 
９５．０％以上 

Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－８－２ 

 
 

 
かかりつけ歯科医を持っている３歳児の割合 

 
６７．３％ 
Ｒ３年度 
（２０２１） 

 
７０．３％以上 
Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－８－２ 

 
 

 
１２歳児でむし歯のない児の割合 

 
 

 
７４．０％ 

Ｒ３年度 
（２０２１） 

 
９５．０％以上 

Ｒ１７年度 
（２０３５） 

 
９－８－２ 

 
中・高校生で歯肉に炎症所見を有する者の割合 
 

 

 
中学生：２１．６％ 
高校生：２１．６％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 
中学生：１９．０％以下 
高校生：１９．０％以下 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 
９－８－２ 
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項       目 

 

 

現   状 

 

 

令和１１年度末目標 

（２０２９） 

 

備 考 

 

 

成人期 定期的に歯科健（検）診を受けている

者の割合 

 

 

３８．８％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

５０．０％以上 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－８－２ 

 

高齢期 健口体操を知っている者の割合 

 

 

 

５４．０％ 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

７０．０％以上 

Ｒ１７年度 

（２０３５） 

 

９－８－２ 

 

県北の保健医療圏における病院の１０万人対

医師数 

 

 

１８６．４人 

Ｒ２．１２．３１ 

（２０２０） 

 

現状維持 

 

 

１０－１－１ 

 

 

 

県内の医師不足地域の医療機関に勤務する

地域枠卒業医師の数 

 

２４人 

Ｒ５．４．１ 

（２０２３） 

 

２９人 

 

 

１０－１－１ 

 

 

 

復職を果たした女性医師数 

 

 

 

１８３人 

Ｒ５．３．３１ 

（２０２３） 

 

２８５人 

 

 

 

１０－１－１ 

 

 

 

看護職員の新規採用者の１年未満の離職率 

 

 

 

９．０％ 

Ｒ３年度 

（２０２１） 

 

７．０％ 

 

 

 

１０－４－１ 

 

 

 

専門性の高い看護師の教育機関数 

 

 

 

８カ所 

Ｒ４年度 

（２０２２） 

 

現状維持 

 

 

 

１０－４－１ 

 

 

 

専門性の高い看護師の就業者数 

 

 

 

４５８人 

Ｒ４年 

（２０２２） 

 

７５０人 

 

１０－４－１ 
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【資 料】  

 

 

現状を把握するための指標  
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【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

一般診療
所

病院

一般診療
所

病院

R4年度
（2022）
（毎年）

厚生労働省とりまとめ （人口10万対）

R5年
（2023）
（毎年）

日本がん治療
認定医機構HP

（人口10万対）

R4年
（2022）
（毎年）

日本看護協会取りまと
め

（人口10万対）

R5年
（2023）
（毎年）

日本医療薬学会取りま
とめ

（人口10万対）

R3年度
（2021）
（毎年）

がん等における新たな
緩和ケア研修等事業

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

R3.3.31
(2021)

（毎年）
診療報酬施設基準 （人口10万対）

R4年度
（2022）

厚生労働省とりまとめ （人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R3年度
（2021）

事業報告
（労働者安全機構）

（人口10万対）

R4年度
（2022）

事業報告 （人口10万対）

（人口10万対）禁煙外来を行っている医療機関数

敷地内全面禁煙をしている医療機関の割
合

61施設
（3.2施設）

13,564施設
（10.8施設）

2,594施設
（2.1施設）

91.9%

R2年
(2020)

(３年毎)

緩和的放射線治療

病院

病床

相談員研修を受講した相談員の人数

9施設
（0.5施設）

両立支援コーディネーター研修修了者数

がん専門薬剤師の数

1,036人
（0.8人）

共生

4,556人
（3.6人）

84人
（4.5人）

R2年
（2020）
(３年毎)

医療施設調査

479施設
（0.4施設）

135施設
（0.1施設）

9,498床
（7.5床）

147床
（7.8床）

2施設
（0.1施設）

8施設
（0.4施設）

50人
（2.7人）

17人
（0.9人）

区分

専門医療機関連携薬局の認定数

医療施設調査
R2年

(2020)
(３年毎)

調査年
(周期)

指標名

末期のがん患者に対して在宅医療を提供する医療
機関数

12,980施設
（10.2施設）

266施設
（14.2施設）

緩和ケア病棟を有する医
療機関数・病床数

全国

現状

岡山県

2,335人
（1.9人）

17人
（0.9人）

調査名等

452施設
（0.4施設）

9施設
（0.5施設）

259施設
（0.2施設）

2施設
（0.1施設）

医療施設調査

7施設
（0.4施設）

353人
（19.0人）

79.5%

がん診療連携拠点病院等の数

リンパ浮腫外来を設置している拠点病院

専門的疼痛治療を実施可
能な拠点病院

R4年度
（2022）
（毎年）

327施設
（0.3施設）

453施設
（0.4施設）

786人
（0.6人）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

がん専門看護師の数

神経ブロック

【がん】

218施設
（11.5施設）

90.7%

備考

199人
（10.6人）

1,776人
（1.4人）

19人
（1.0人）

82.8%

医療

がん治療認定医数
18,009人

（14.3人）

緩和ケア研修修了者数
10,404人
（8.2人）

アピアランス支援研修修了者数

１次予防・
２次予防
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【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸が
ん

乳がん

胃がん

肺がん

大腸がん

子宮頸が
ん

乳がん

男性

女性

総数

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

食塩摂取量が1日7ｇ未満
の者の割合

R3年
（2021）

県民健康調査

R3年度
（2021）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R3年度
（2021）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

R3年度
（2021）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

R3年度
（2021）

長期療養者就職支援
事業報告

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

がん診療連携拠点病院
等の現況報告書

（人口10万対）

がん検診受診率

47.4％

212,746件
（11,341.9件）

医療施設調査

8,413件
（6.7件）

17件
（0.9件）

2,102件
（111.3件）

喫煙率

1,416件
（1.1件）

国民生活基礎調査

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒し
ている者の割合

9.1%

外来化学療法の実施件数
R2年

(2020)
(３年毎)

医療施設調査

長期療養者就職支援事業を活用した就職者数

病理組織標本の作製件数
2,021,552件

（1,596.1件）

共生

35,076件
（1,870.0件）

（人口10万対）
305,410件

（242.1件）

放射線治療の実施件数
（病院）

R2年
(2020)

(３年毎)

悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定件数
13,366,827件

（10,553.8件）

57,321件
（45.4件）

（人口10万対）

1,128件
（0.9件）

200,200件
（158.7件）

46.1％

55.0％

46.9％

47.7％

49.4％

（人口10万対）

44.2％

43.7％

悪性腫瘍手術の実施件数

R1年
(2019)

(３年毎)

医療施設調査
R2年

(2020)
(３年毎)

18.2％

28.8%

現状

18.3%

国民生活基礎調査
R1年

(2019)
(３年毎)

区分 指標名

98,632人
（78.3人）

1,389人
（74.6人）

8.8%

49.6％

30件
（1.6件）

備考
全国

28.5%

7.3%

21.6％

-

17.4%

14.9% 11.2%

34.0％

7.4%

42.4％

岡山県
調査名等

調査年
(周期)

51件
（2.7件）

1,569件
（83.1件）

R3年度
（2021）

地域保健・健康増進事
業報告

84.8％ 85.2％

R3年
（2021） 県民健康調査

5,141件
（272.2件）

緩和ケア外来の年間受診患者数（のべ数）
225,897人

（179.4人）
2,560人

（137.5人）

医療

がんリハビリテーションの実施件数
6,075,630件

（4,797.0件）
104,824件

（5,588.4件）

緩和ケアチームによる介入患者数

一般診療所
（実施件数）

895,048件
（710.8件）

12,959件
（696.0件）

就労に関する相談件数

アピアランスケアの相談件数

セカンドオピニオンの提示件数

27,176件
（21.6件）

326件
（17.5件）

84,084件
（66.7件）

1,099件
（59.0件）

1,896人
（1.5人）

32人
（1.7人）

34,957件
（27.8件）

162件
（8.7件）

一般診療所

病院

組織内照射

体外照射

病院
（取扱患者延数）

がん相談支援センターにおける相談件数

がん検診精密検査受診率

83.5％ 79.8％

71.4％ 75.0％

76.7％ 83.6％

90.1％ 93.7％

１次予防・
２次予防

運動習慣のある者の割合

20～64歳
R3年

（2021） 県民健康調査

23.5％

野菜を1日350ｇ以上摂取
している者の割合

野菜
350g以上/日

-

-7g未満/日

県民健康調査

運動習慣のある
者：１回30分以
上、週２回以上の
運動を１年以上継
続している者

16．9％ 16.7％

65歳以上
41．9％ 45.6％

33．9％

17.7％

果物
100g未満/日

- 65.5％

- 65.6％

R3年
（2021）

13．2％

適正体重を維持している
者の割合

20～60歳　男性
R3年

（2021）
県民健康調査

35．1％ 29．9％

40～60歳　女性 22．5％ 18．0％

－ 714 －



【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

子宮頸がん 女性 （人口10万対）

乳がん
（女性のみ）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

乳がん 女性 （人口10万対）

子宮がん 女性 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

共生
R4年

（2022）
(毎年)

人口動態調査

区分 指標名
現状

27.7

備考
全国

調査年
(周期)

調査名等

全国がん登録

71.2

岡山県

99.0

57.5

95.2

医療
75歳未満年齢調整死亡率
（昭和60年モデル人口）

肺がん

胃がん

がん患者の在宅死亡割合 28.6％

18.4

8.7

9.9

3.9

5.8

１次予防・
２次予防

63.4

115.9

R元年
(2019)

10.8

117.1

18.0

23.1 27.2

63.0

4.5

6.4

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態統計

肝がん

大腸がん

膵がん

9.6 8.1

12.4 11.1

6.9 6.0

28.2

3.9

5.9 5.9

1.5 1.4

56.9

22.8％

4.9

7.5

5.4 5.6

58.5 65.1

年齢調整罹患率
（昭和60年モデル人口）

胃がん

肺がん

大腸がん

67.5

－ 715 －



 

－ 716 －



【脳卒中】

【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

全国 岡山県

神経内科医師数
5,758人
（4.6人）

84人
（4.4人）

脳神経外科医師
数

7,349人
（5.8人）

139人
（7.4人）

病院数
193施設

（0.2施設）
3施設

（0.2施設）

病床数
1,577床
（1.3床）

29床
（1.5床）

R3年
(2021)
(毎年)

診療報酬施設基準
201施設

（0.2施設）
3施設

（0.2施設）
（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

ナショナル
データベース

1,035施設
（0.8施設）

15施設
（0.8施設）

（人口10万対）

R4年（2022）
11月

日本脳卒中学会調
251施設

（0.2施設）
4施設

（0.2施設）
（人口10万対）

医療施設調査
100,964.5人
（80.0人）

1,736.5人
（92.0人）

（人口10万対）

医療施設調査
51,055.7人
（40.5人）

968.1人
（51.3人）

（人口10万対）

医療施設調査
17,905.4人
（14.2人）

341.9人
（18.1人）

（人口10万対）

Ｒ２年
（2020）
（2年毎）

医師・歯科医師
・薬剤師調査

2,903人
（2.3人）

52人
（2.8人）

（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

診療報酬施設基準 －
57施設
（3.0人）

（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

診療報酬施設基準 －
37施設

（2.0施設）
（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

診療報酬施設基準 －
35施設

（1.9施設）
（人口10万対）

回復期・維持期 R4.3.31時点
（独）労働者健康安全機

構の養成研修HP
12,087人
（9.6人）

222人
（11.9人）

（人口10万対）

R4.12.25時点 看護協会調
792人

（0.6人）
12人

（0.6人）
（人口10万対）

R4.12.31時点 日本歯周病学会調
973施設

（0.8施設）
29施設

（1.6施設）
（人口10万対）

Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

作業療法士の人数

言語聴覚士の人数

リハビリテーション科医師数

リハビリテーションが実施可能な医療機関数

「脳血管疾患等のリハビリテーション料(Ⅰ)」の
届出医療機関数

「脳血管疾患等のリハビリテーション料(Ⅱ)」の
届出医療機関数

「脳血管疾患等のリハビリテーション料(Ⅲ)」の
届出医療機関数

再発・重症化予
防

両立支援コーディネーター基礎研修の受講者数

脳卒中患者の重篤化を予防するためのケアに
従事している看護師数

歯周病専門医が在籍する医療機関数

調査年
（周期）

調査名等 備考

急性期

神経内科医師数、脳神経外
科医師数

Ｒ２年
（2020）
（2年毎）

医師・歯科医師
・薬剤師調査

（人口10万対）

脳卒中の専門病室（SCU）を
有する病院数・病床数

Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

医療施設（静態・動態）
調査

現状

脳卒中の相談窓口を設置している急性期脳卒
中診療が常時可能な医療機関数

（人口10万対）

脳卒中ケアユニットを有する病院数

区分 指標名

脳梗塞に対するt-PAによる脳血栓溶解療法の
実施可能な病院数

急性期・回復
期・維持期

理学療法士の人数

－ 717 －



【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

全国 岡山県

56.2% 53.3%

24.7% 31.7%

Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

患者調査 215.3人 167.5人

Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

患者調査 67.7人 63.4人

救護
R３年
(2021)
(毎年)

救急・救助の現況
269,577人
（212.8人）

3,950人
（210.6人）

（人口10万対）
（アウトカム指標

から移動）

R4年
(2022)
(毎年)

県独自調査 － 7.3%

R4年
(2022)
(毎年)

県独自調査 －
263件

（14.1件）
（人口10万対）

R4年
(2022)
(毎年)

県独自調査 －
268件

（14.4件）
（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

ナショナル
データベース

73,863,936件
（58,319.4件）

1,081,470件
（57,655.1件）

（人口10万対）

R3年
(2021)
(毎年)

ナショナル
データベース

－
1,731件
（92.3件）

（人口10万対）

【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

全国 岡山県

救護
R3年
(2021)
(毎年)

救急・救助の現況 42.8分 39.6分

男性 93.8 91.0

女性 56.4 50.9

男性 52.5 51.6

女性 29.3 26.6

急性期・回復期
Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

患者調査 － 51.1日

急性期・回復
期・維持期・再
発予防

Ｒ２年
（2020）
（3年毎）

患者調査 － 50.3%

急性期・回復
期・維持期・
再発予防

Ｒ３年
（2021）
（毎年）

日本脳卒中学会ＰＳ
Ｃ年次報告

43.8% 43.3%

急性期・回復
期・維持期・
再発予防

Ｒ３年
（2021）
（毎年）

日本脳卒中学会ＰＳ
Ｃ年次報告

32.6% 22.2%

救急要請（覚知）から医療機関への収容までに
要した平均時間

予防・救護・急
性期・回復期・
維持期・再発予
防

年齢調整死亡率
（脳血管疾患）
（人口10万対）

R2年
（2020）
(５年毎)

年齢調整死亡率
（脳梗塞）
（人口10万対）

R2年
（2020）
(５年毎)

指標名

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

調査年
（周期）

現状
備考

人口動態統計特殊報告

調査名等

人口動態統計特殊報告

調査年
（周期）

調査名等
現状

予防

特定健康診査 R3年度
(2021)
（毎年）

特定健康診査･特定保
健指導の実施状況
（厚生労働省HP）特定保健指導

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率

脂質異常症患者の年齢調整外来受療率

脳疾患による救急搬送人員

急性期

脳梗塞の新規入院患者のうち、t-PA療法を実
施した割合

脳梗塞に対するｔ－ＰＡによる血栓溶解療法の
実施件数

脳梗塞に対する脳血管内治療（経皮的脳血栓
回収術等）の実施件数

備考区分

一次脳卒中センター（ＰＳＣ）でｔ－ＰＡを
実施した患者のうち、90日ｍＲＳ0-2の割
合

一次脳卒中センター（ＰＳＣ）で血栓回収
療法を実施した患者のうち、90日ｍＲＳ
0-2の割合

指標名

急性期・回復
期・維持期

脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施
件数

退院患者平均在院日数
（脳血管疾患）

脳卒中患者における地域連携計画作成等の実
施件数

区分

－ 718 －



【心筋梗塞等の心血管疾患】

【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

循環器内科
医師数

心臓血管外科
医師数

急性期
R4

(2022)
(毎年)

救命救急センターの
評価結果

（人口10万対）

病院数

病床数

心大血管リハ
ビリテーショ
ン料Ⅰ

（人口10万対）

心大血管リハ
ビリテーショ
ン料Ⅱ

（人口10万対）

R4.3.31
（2022）

（独）労働者健康安全機
構の養成研修ホームペー

ジ
（人口10万対）

R4.12.27
（2022）

HEPT受講人数の集計デー
タ

（人口10万対）

R4.12月末
時点

（2022）
日本看護協会 （人口10万対）

R4.12月末
時点

（2022）
日本歯周病学会調 （人口10万対）

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

40〜74歳対象

男性

女性

予防
R2

(2020)
(３年毎)

患者調査

予防
R2

(2020)
(３年毎)

患者調査

救護
R3

(2021)
(毎年)

救急・救助の現況

救護 虚血性心疾患 集計値は0.1千人単位

救護 大動脈疾患

急性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース

急性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース
上段：算定回数
下段：レセプト件数

急性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース
上段：算定回数
下段：レセプト件数

急性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース
上段：算定回数
下段：レセプト件数

急性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース
上段：算定回数
下段：レセプト件数

急性期・回復期
R3

（2021）
ナショナル

データベース
上段：算定回数
下段：レセプト件数

回復期・慢性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース

上段：医療機関数
中段：算定回数
下段；レセプト件数

調査年
（周期）

調査名等
現状

207人
（11.0人）

3施設
（0.2施設）

1,584床
（1.3床）

73床
（3.9床）

258施設
（0.2施設）

6施設
（0.3施設）

222人
（11.9人）

（人口10万対）

急性期
循環器内科医師数、心臓血
管外科医師数

R2
(2020)

(２年毎)

医師・歯科医師
・薬剤師調査

救命救急センターを有する病院数
5施設

（0.3施設）

70人
（3.7人）

3,222人
（2.6人）

（人口10万対）

備考
全国 岡山県

区分 指標名

30施設
（1.6施設）

13,026人
（10.3人）

300施設
（0.2施設）

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

慢性心不全の再発を予防するためのケアに
従事している看護師数

31.7%

37人
（2.0人）

29施設
（1.6施設）

503人
（0.40人）

973施設
（0.8施設）

11人
（0.60人）

備考
全国 岡山県

R元
（2019）

国民生活基礎調査

20歳以上で「毎日吸っ
ている」「ときどき
吸っている」の
合計人数の割合

56.2% 53.3%

24.7%

1,719件 11件

急性心筋梗塞患者に対するPCI実施率 － 85.1%

67.7人 63.4人

入院血管疾患リハビリテーションの実施件
数

－
67,566件
4,949件

虚血性心疾患に対する心血管外科手術件数 －
280件
280件

大動脈疾患患者に対する手術件数
329件
329件

29件
241件
241件

回復期・慢性期

心不全緩和ケアトレーニングコース受講者
数

1,180人
（0.94人）

再発・重症化予防

歯周病専門医が在籍する医療機関数

心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数 －

心血管患者における地域連携計画作成等の
実施件数

－

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率
（標準人口）

215.3人

8.8%

R2
(2020)

(３年毎)
医療施設調査

132施設
（0.1施設）

－

28.5千人

急性期・回復期・
慢性期・再発・重
症化予防

急性期

心大血管リハビリテーショ
ン料届出医療機関数

R3.3.31
(2021)

（毎年）
診療報酬施設基準

12,087人
（9.6人）

両立支援コーディネーター基礎研修の
受講者数

1,404施設
（1.1施設）

心筋梗塞の専用病室（CCU）
を有する病院数・病床数

922件
870件

心筋梗塞に対する冠動脈再開通件数のうち
心筋梗塞に対する来院後90分以内の冠動脈
再開通件数

－
550件
513件

4,690人 217人

喫煙率

28.8% 28.2%

脂質異常症患者の年齢調整外来受療率
（人口10万対）

167.5人

7.3%

0千人

心肺機能停止傷病者全搬送人員のうち、一
般市民により除細動が実施された件数

R3年度
（2021）
（毎年）

特定健康診査・特定保健
指導の実施状況

（厚生労働省HP）

予防

虚血性心疾患及び大動脈疾
患により救急搬送された患
者数

R2
(2020)

(３年毎)
患者調査

予防 特定健康診査の実施率（受診率）

特定保健指導の実施率（終了率）

－ 719 －



調査年
（周期）

調査名等
現状

備考
全国 岡山県

区分 指標名

慢性期
R3

（2021）
ナショナル

データベース

上段：医療機関数
中段：算定回数
下段；レセプト件数

R3
（2021）

ナショナル
データベース

上段：医療機関数
中段：算定回数
下段；レセプト件数

R3
（2021）

ナショナル
データベース

上段：算定回数
下段：レセプト件数

回復期・慢性期・
再発・重症化予防

外来心血管リハビリテーションの実施件数 －
33,988件
3,904件

94件
2,463件
2,138件

心血管疾患における地域連携計画作成等の
実施件数

－
29件
241件
241件

心血管疾患における介護連携指導の実施件
数

4,214件
106,865件
98,921件

－ 720 －



【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

救護
R3

(2021)
(毎年)

救急・救助の現況

男性

女性

虚血性心疾患

心疾患

虚血性心疾患

大動脈疾患

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

心血管疾患年齢調整死亡率

190.1 180.7

109.2 112.2

66.5

48.9 53

大動脈疾患年齢調整死亡率

17.3 14.7

10.5 8.5

予防・啓発、救
護、急性期、回復
期、慢性期、再
発・重症化予防

虚血性心疾患年齢調整死亡率

R2
（2020）
（5年毎）

人口動態統計特殊報告

73 84.3

30.2 36.7

心不全年齢調整死亡率

69

24.4日 58.7日

急性期・回復期・
慢性期

在宅等生活の場に復帰した虚
血性心疾患及び大動脈疾患患
者の割合

R2
(2020)
(３年毎)

患者調査

－ 88.1%

－ 31.0%

30.2 36.7

急性期・回復期
虚血性心疾患及び心血管疾患
の退院患者平均在院日数

R2
(2020)
(３年毎)

患者調査

12.4日 44日

予防・救護・急性
期・回復期・維持
期

年齢調整死亡率
（虚血性心疾患）

R2
(2020)
(５年毎)

都道府県別
年齢調整死亡率
（人口動態統計
特殊報告）

73 84.3

救急要請（覚知）から医療機関への収容まで
に要した平均時間

42.8分 39.6分

区分 指標名
調査年
（周期）

調査名等
現状

備考
全国 岡山県

－ 721 －



 

－ 722 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

R4年度
（2022）
（毎年）

糖尿病専門医の認定状況（日
本糖尿病学会HP）

（人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

糖尿病療養指導士の状況（日
本糖尿病療養指導士認定機構
HP）

（人口10万対）

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

（人口10万対）

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

（人口10万対）

令和5年1月31日現
在

腎臓専門医県別人数（日本腎
臓学会HP）

（人口10万対）

令和4年12月31日現
在

歯周病専門医の認定状況（日
本歯周病学会HP）

（人口10万対）

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

（人口10万対）

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

（人口10万対）

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

（人口10万対）

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

R2年度
（2020）
（3年毎）

患者調査

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

糖尿病の予防
令和元年度

(2020)
(毎年(R2-3中止))

国民健康・栄養調査
岡山県データ：令
和3年度県民健康

調査

令和元年度
(2020)

(毎年(R2-3中止))
国民健康・栄養調査

岡山県データ：令
和3年度県民健康

調査

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

令和3年度
(2021)

ナショナル
データベース

R3年度
（2021）
（毎年）

我が国の透析療法の現状 （人口10万対）

男性 （人口10万対）

女性 （人口10万対）

糖尿病の治療・重症化予防

治療継続者の割合 67.6% 70.8%

糖尿病合併症の発症予防・治
療・重症化予防

15,271人
（12.2人）

268人
（14.3人）

糖尿病性腎症による新規透析導入患
者数

0.065%

重症低血糖の発生（糖尿病患者1年当
たり）

0.007% 0.004%

0.008%

0.051%

0.96%

0.12%

0.39%

0.18%

0.90%

0.006%

糖尿病の治療・重症化予防

糖尿病合併症の発症予防・治
療・重症化予防

眼底検査の実施割合

尿中アルブミン・蛋白定量検査の実
施割合

クレアチニン検査の実施割合

0.18%

0.88%

糖尿病合併症の発症予防・治
療・重症化予防

特定健診受診率

特定保健指導実施率

R3年度
（2021）
（毎年）

特定健康診査・特定保健指導
の実施状況

56.2%

24.7%

糖尿病の予防

糖尿病の治療・重症化予防

糖尿病網膜症に対する専門的治療を
行う医療機関数

糖尿病足病変に対する専門的治療を
行う医療機関数

糖尿病性腎症に対する専門的治療を
行う医療機関数

6,691
(5.3)

109
(5.8)

22 20

43 30

【糖尿病】

区分 指標名 調査年
(周期)

調査名等

現状

備考

全国 岡山県

糖尿病専門医が在籍する医療機関数 3.0人 3.7人

糖尿病療養指導士が在籍する医療機
関数

1型糖尿病に対する専門的治療を行う
医療機関数

妊娠糖尿病・糖尿病合併妊娠に対す
る専門的治療を行う医療機関数

1,273
（1.0）

21
（1.1）

26施設
（1.4施設）

6施設

糖尿病の治療・重症化予防

糖尿病合併症の発症予防・治
療・重症化予防

92.0%

腎臓専門医が在籍する医療機関数 2.3人 2.7人

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等 備考

全国 岡山県

0.96%

0.12%

0.40%

31.7%

現状

53.3%

102.7%

備考

全国 岡山県

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

現状

2.0

治療が必要な糖尿病網膜症の発生
（糖尿病患者1年当たり）

0.016% 0.018%

糖尿病の治療・重症化予防

糖尿病合併症の発症予防・治
療・重症化予防

4.1施設

年齢調整死亡率
（糖尿病）
（人口１０万対）

Ｈ27年
（2015）
（5年毎）

都道府県別年齢調整死亡率
（業務・加工統計）

5.5

2.5

糖尿病透析予防指導もしくは糖尿病
合併症管理の実施割合

外来栄養食事指導の実施割合

0.8人

糖尿病患者の年齢調整外来受療率

5.8

歯周病専門医が在籍する医療機関数

糖尿病が強く疑われる者の数
男性　19.7％
女性　10.8％

男性　15.5％
女性　7.4％

1,510施設
（1.2施設）

1.5人

HbA1cもしくはGA検査の実施割合

インスリン治療の実施割合

－ 723 －



 

－ 724 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

予防・アクセス
R4年度
(2022)
(毎年)

県とりまとめ －

病院 （人口10万対）

うち
精神科病院

（人口10万対）

一般診療所 （人口10万対）

R2年
(2020)
(３年毎)

医療施設調査 （人口10万対）

病院 （人口10万対）

一般診療所 （人口10万対）

R2年度
(2020)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

（人口10万対）

R2年度
(2020)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

R2年度
(2020)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

R2年度
(2020)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

（人口10万対）

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

（人口10万対）

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

（人口10万対）

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

（人口10万対）

病院 （人口10万対）

一般診療所 （人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（基幹型） （人口10万対）

（地域型） （人口10万対）

（連携） （人口10万対）

（人口10万対）

専門医療

児童思春期精神科入院医療管理料を算定され
た精神病床を持つ病院数

46施設
（0.0施設）

1施設
（0.1施設）

身体合併症

重度アルコール依存症入院医療管理加算を算
定された精神病床を持つ病院数

213施設
（0.2施設）

7施設
（0.38施設）

医療観察法指定通院医療機関
数

R4年度
(2022)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

603施設
（0.5施設）

9施設
（0.5施設）

94施設
（0.1施設）

1施設
（0.1施設）

21施設
（1.13施設）

精神疾患の受入体制を持つ一般病院数
（精神疾患、診療体制加算＋精神疾患患者受
入加算）

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

947施設
（0.88施設）

21施設
（1．13施設）

開設

精神科救急情報センターの開設状況 44都道府県で開設 開設

精神科救急・合併症対応施設数
46施設

（0.0施設）
0施設

（0.0施設）

身体合併症を診療している精神病床を持つ病
院数(精神科救急・合併症入院料+精神科身体
合併症管理加算）

1,015施設
（1.06施設）

精神科を標榜する施設数
R2年

(2020)
(３年毎)

医療施設調査

2,822施設
（2.2施設）

47施設
（2.5施設）

477施設
（0.4施設）

9施設
（0.5施設）

精神科救急

精神科救急医療施設数
1,207施設
（0.8施設）

12施設
（0.6施設）

精神医療相談窓口の設置状況 34都道府県で開設

【精神疾患】

区分 指標名
調査年
(周期)

調査名等

現状

備考

治療・地域生活支
援

全国 岡山県

かかりつけ医等の心の健康対応力向上研修修
了者数(累計）

928人

1,059施設
（0.8施設）

16施設
（0.8施設）

3,599施設
（2.9施設）

59施設
（3.1施設）

精神科病院で従事する医師数
（常勤換算）

9,908.3人
（7.9）

193.6人
（10.3）

精神科訪問看護を提供する施
設数

R2年
(2020)
(３年毎)

医療施設調査

729施設
（0.6施設）

9施設
（0.5施設）

1,870人
（99.7）

258人
（13.8）

0施設
（0.0施設）

8施設
（0.4施設）

1施設
（0.1施設）

「かかりつけ医認知症対応力向上研修」累計
参加者数

認知症サポート医養成研修累計修了者数

認知症

R4.3.31
(2022)
(毎年)

厚生労働省とりまとめ

類型別認知症疾患医療セン
ター数

R4.10
(2022)
(毎年)

厚生労働省とりまとめ

72,299人
（57.1）

12,370人
（9.8）

21施設
（0.0施設）

382施設
（0.3施設）

96施設
（0.1施設）

－ 725 －



【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

実人員 （人口10万対）

延人員 （人口10万対）

実人員 （人口10万対）

延人員 （人口10万対）

開催回数 （人口10万対）

延人員 （人口10万対）

実人員 （人口10万対）

延人員 （人口10万対）

実人員 （人口10万対）

延人員 （人口10万対）

R3年度
(2021)
(毎年)

診療報酬施設基準 （人口10万対）

R3年度
(2021)
(毎年)

衛生行政報告例 （人口10万対）

精神病床を有
する医療機関

（人口10万対）

精神病床を有
しない医療機
関

（人口10万対）

受診件数 （人口10万対）

入院件数 （人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

R2～R4
(2020ｰ
2022)
年度

精神保健福祉資料

（人口10万対）

（人口10万対）

身体合併症
R元年度
(2019)
（毎年）

ナショナルデータベース （人口10万対）

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

（人口10万対）
精神科入院患者で重篤な身体合併症の診療を
受けた患者数(精神科救急・合併症入院料+精
神科身体合併症管理加算）

38,725人
（34.5人）

1,018人
（54.6人）

精神保健福祉資料

12,160人
（9.6）

276人
（14.7）

身体拘束患者数
10,903人
（8.6）

33人
（1.8）

精神科入院患者のうち身体合併症の入院治療
を一般科で受けた患者数（精神疾患診療体制
加算＋精神科疾病患者等受入加算）

15,737人
（12.7）

338人
（18.2）

精神科救急

精神科救急医療機関の夜間・
休日の対応状況 R3年度

(2021)
(毎年)

精神科救急医療体制
整備事業報告

45,465人
（35.4）

844人
（43.8）

年間措置入院患者数 R3年度
(2021)
(毎年)

衛生行政報告例

5.9 2.3

年間医療保護入院患者数 147.2 189.1

医療保護入院患者１年以上入院率
17.7%

（3年平均）
15.2%

（3年平均）

20,280人
（15.8）

578人
（24.7）

精神科救急情報センターへの相談件数
68,607件
（53.4件）

3,985件
（46.5件）

保護室隔離患者数 R4年度
(2022)
（毎年）

治療・地域生活支
援

精神科地域移行実施加算届出施設数
376施設

（0.3施設）
6施設

（0.3施設）

精神障害者保健福祉手帳交付台帳搭載数
1,263,460人
（1006.7）

16,713人
（890.9）

精神科訪問看護の利用者数
※H30以降のデータ算出方法

R3年度
(2021)
（毎年）

精神保健福祉資料

48,139人
（38.0）

883人
（47.1）

10,736人
（8.5）

314人
（16.7）

347人
（18.5）

10,384人
（8.3）

3,269人
（174.3）

保健所及び市町村が実施した
精神保健福祉訪問指導の被指
導数

R3年度
(2021)
(毎年)

地域保健・健康増進
事業報告

138,055人
（109.6）

4,300人
（228.8）

346,498人
（275.2）

11,351人
（604）

予防・アクセス

保健所及び市町村が実施した
精神保健福祉相談等の被指導
数

R3年度
(2021)
(毎年)

地域保健・健康増進
事業報告

421,200人
（334.5）

16,076人
（855.4）

4,759人
（253.7）

精神保健福祉センターにおけ
る講演会等

533回
（0.4回）

9回
（0.5回）

57,454人
（45.8）

950人
（50.6）

3,349,192人
（2659.6）

76,338人
（4062.1）

精神保健福祉センターにおけ
る相談数

R3年度
(2021)
(毎年)

衛生行政報告例

19,416人
（15.5）

693人
（36.9）

101,656人
（81.0）

精神保健福祉センターにおけ
る訪問指導数

R3年度
(2021)
(毎年)

衛生行政報告例

2,465人
（2.0）

区分 指標名
調査年
(周期)

調査名等
現状

備考
全国 岡山県

－ 726 －



【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

R元年度
(2019)
（毎年）

精神保健福祉資料
ナショナルデータベース

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R4年度
(2022)
（毎年）

精神保健福祉資料
施設所在地ベース
(人口10万対)

R3年
(2021)
(毎年)

人口動態調査 （人口10万対）

すべて

1,441人
(77.4)

急性期入院患者数（65歳未満）
26,293人
(20.9)

444人
(23.8)

回復期入院患者数（65歳以上）
29,642人
(23.5)

518人
(27.8)

自殺死亡率 16.5 16.3

慢性期入院患者数（65歳未満）
55,474人
(44.1)

651人
(35.0)

入院後３ヶ月時点の退院率 64% 67%

入院後６ヶ月時点の退院率 80%

退院後1年以内の地域における平均生活日数 322 日 320 日

慢性期入院患者数（65歳以上）
104,836人
(83.3)

区分 指標名
調査年
(周期)

調査名等
現状

備考
全国 岡山県

504人
(27.1)

82%

入院後１２ヶ月時点の退院率 88% 89%

新規入院患者の平均在院日数 110日 104日

回復期入院患者数（65歳未満）

28,918人
(23.0)

13,757人
(10.9)

急性期入院患者数（65歳以上）

182人
(9.8)

－ 727 －



 

－ 728 －



【救急医療】

【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

救命士常時運用隊
の比率

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
県独自調査

令和３年 消防庁調査

（人口１０万対）
（2.9施設） （5.1施設）

（人口１０万対）

県南東部

（3.7施設）

（24.6施設）

県南西部

高梁・新見

（26.0施設）

239施設

172施設

（10.9施設） 14施設

23施設

（24.3施設）

全国 岡山県

救護

救急救命士の数
令和４年版

（２０２２）
（毎年）

救急・救助の現況
31,762人 516人

（人口１０万対）

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

備考

（25.2人） （27.7人）

普通・上級講習の
受講者数
（人口１万対）

（5.2台） （6.4台）

（37.1人） （26.8人）

救急車の稼働台数
令和４年版

（２０２２）
（毎年）

救急・救助の現況
6,549台 120台

住民の救急蘇生法講習の受
講率

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

470,152人 5,021人

地域メディカルコントロー
ル協議会の開催回数

- 27回

救急搬送人員数

2施設

（0.2施設）

1施設

県南東部

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

5,491,744人 80,284人

（人口１０万対）

（人口１０万対）

救急救命士が同乗している
救急車の割合

93.2％ 95.1％

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

（0.0施設）

（0.0施設）

入院救急医療 ２次救急医療機関の数
令和３年版

（２０２１）
（毎年）

救急医療体制調査
3,693施設 95施設

（4,336.0人） （4,280.1人）

救命医療
救命救急センターの数

令和４年版
（２０２２）

（毎年）

救命救急センターの
評価結果

300施設

5施設
（人口１０万対）

（0.3施設）

2施設

（0.3施設）

（0.2施設） 0施設

0施設

（0.6施設）

490施設

42施設

13,872施設

（26.2施設）

（53.2施設）
真庭

津山・英田

初期救急医療 初期救急医療施設の数
令和２年版

（２０２０）
（３年毎）

医療施設調査

心肺蘇生を望まない心肺停
止患者への対応方針を定め
ている消防本部の割合

61.6％ 100.0％

－ 729 －



【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

救護・救命医療
令和４年版

（２０２２）
（毎年）

救急・救助の現況

重症以上傷病者の搬送にお
いて、現場滞在時間が３０
分以上の件数

重症以上傷病者の搬送にお
いて、現場滞在時間が３０
分以上の件数の割合

重症以上傷病者の搬送にお
いて、医療機関に４回以上
受入れの照会を行った件数

重症以上傷病者の搬送にお
いて、医療機関に４回以上
受入れの照会を行った件数
の割合

救命医療
令和４年版

（２０２２）
（毎年）

救命救急センターの
評価結果

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

心原性でかつ一般市民によ
り心肺機能停止の時点が目
撃された症例の１ヶ月後生
存率

心原性でかつ一般市民によ
り心肺機能停止の時点が目
撃された症例の１ヶ月後社
会復帰率

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

平成24年から令和
3年までの10カ年
の割合

全国 岡山県

救急自動車による搬送人員
のうち軽症者の占める割合

44.8％ 42.6％

1,719件 11件

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

備考

救護
心肺機能停止傷病者全搬送
人員のうち、一般市民によ
り除細動が実施された件数

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

（1.4件） （0.6件）
（人口１０万対）

救急要請（覚知）から医療
機関への収容までに要した
平均時間

42.8分 39.6分

救護・救命医療・入院救急医
療

救急車で搬送する病院が決
定するまでに、要請開始か
ら３０分以上、あるいは４
医療機関以上に要請を行っ
た件数、全搬送件数に占め
る割合（受け入れ困難事
例）

令和４年版
（２０２２）

（毎年）

令和3年中の救急搬送
における医療機関の
受入状況等実態調査

34,709件

13.5％

29.9％

27.5％

1,133件

7.7％ 11.0％

19,174件 432件

4.3％ 4.2％

備考

全国 岡山県

心肺機能停止患者の一ヶ月
後の予後

令和４年版
（２０２２）

（毎年）
救急・救助の現況

指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

救護・救命医療・入院救急医
療・初期救急医療・救命期後

医療

一般市民が目撃した心原性
心肺機能停止傷病者のう
ち、初期心電図波形がＶＦ
又は無脈性ＶＴの１ヶ月後
社会復帰率

23.6％ 27.1％

11.1％ 9.2％

6.9％ 6.9％

34.1％

23.0％

52.3％

26.6％

区分

都道府県の救命救急セン
ターの充実度評価Ｓの割合

28.7％ 60.0％

初期救急医療
一般診療所のうち、初期救
急医療に参画する機関の割
合

令和２年版
（２０２０）
（３年毎）

医療施設調査

－ 730 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

全国 岡山県

災害拠点病院の数
R4年度

（2022年）
（毎年）

医療計画策定に係る現況
調査

765病院 11病院

災害拠点病院におけるBCP計画の策定率 R4 災害拠点病院現況調査 - 100%

EMISへの登録率 R4 災害拠点病院現況調査 100% 100%

DMATを有している病院の割合 R4 県独自調査 - 100%

複数の災害時の通信手段の確保率 R4 災害拠点病院現況調査 94.4% 100%

多数傷病者に対応可能なスペースを有する割合 R4 災害拠点病院現況調査 75.5% 81.8%

病院の耐震化率 R3年度 災害拠点病院現況調査 94.6% 90.9%

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院にいて、
BCPを策定している病院のうち浸水を想定したBCPを策定して
いる病院の割合

R4 災害拠点病院現況調査 - 57%

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院にいて、浸
水対策を講じている病院の割合

R4 災害拠点病院現況調査 - 100%

災害拠点病院以外の病院の数 R4
医療施設の浸水対策等に
関する調査

7,440病院 148病院

BCP策定率 H29
医療施設の浸水対策等に
関する調査

7.8% 13.7%

EMISへの登録率 R4
医療施設の浸水対策等に
関する調査

100 100%

自家発電機の整備率 R4
医療施設の浸水対策等に
関する調査

- 92%

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院にいて、
BCPを策定している病院のうち浸水を想定したBCPを策定して
いる病院の割合

R4
医療施設の浸水対策等に
関する調査

- 33%

浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する病院にいて、浸
水対策を講じている病院の割合

R4
医療施設の浸水対策等に
関する調査

- 74%

医療救護活動相互応援態勢に関わる応援協定等を締結してい
る都道府県数

R4 398 8県

おかやまDMATの隊員数 R4 県独自調査 - 338人

災害医療コーディネーター任命者数 R4 2007人 26人

災害時小児周産期リエゾン任命者数 R5 852人 24人

DMAT感染症研修を受講したDMAT隊員の隊員数・割合 R4 25.6% 24%

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

全国 岡山県

被災した状況を想定した災害実動訓練を実施した病院の割合
R4年度

（2022年）
（毎年）

85.6% 100%

基幹災害拠点病院における県下の災害関係医療従事者を対象
とした研修の実施回数

R4年度
（2022年）
（毎年）

県独自調査 245回 2回

災害拠点病
院及びそれ
以外の病院

EMISの操作を含む研修・訓練を実施している病院の割合
R4年度

（2022年）
（毎年）

医療施設の浸水対策等に
関する調査

92% 100%

県 医療従事者等に対する災害医療教育の実施回数 R3 7回 0回

災害時の医療チーム等の受入を想定し、都道府県災害対策本
部、都道府県保健医療福祉調整本部で関係機関（消防、警察
等、保健所、市町村等）、公共輸送機関等との連携の確認を
行う災害訓練の実施回数

R3 27回 1回

災害時の医療チーム等の受入を想定し、関係機関・団体等と
連携の上、保健所管轄区域や市町村単位等で地域災害医療対
策会議のコーディネート機能の確認を行う災害訓練の実施回
数

R3 55回 0回

広域医療搬送を想定し、都道府県災害対策本部、都道府県保
健医療福祉調整本部で関係機関（消防、警察等）、公共輸送
機関等との連携の確認を行う災害訓練の実施箇所数及び回数

R3 17回 0回

全て

災害拠点
病院

災害拠点
病院以外

県

災害拠点
病院

【災害時における医療】

備考

区分 指標名
調査年

（周期）

現状

調査名等 備考

現状

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

－ 731 －



 

－ 732 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

（人口10万対）

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

（人口10万対）

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査 （人口10万対）

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査 （人口10万対）

（人口10万対）

県南東部

県南西部

高梁・新見

真庭

津山・英田

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

【へき地の医療】

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

備考

全国 岡山県

へき地診療

へき地の数
R4年度

（2022）
（5年毎）

無医地区等調査
556地区

（0.4地区）

21地区
（1.1地区）

4地区

1地区

4地区

6地区

6地区

へき地診療所の数（歯科を除く）
R4年度

（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査
1,040施設
（0.8施設）

48施設
（2.6施設）

12施設

3施設

19施設

4施設

10施設

へき地診療所の医師数
885人

（0.7人）
85人

（4.6人）

へき地診療所の病床数
1,303床

（1.0床）
23床

（1.2床）

へき地支援医療

へき地医療拠点病院の数
R4年度

（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査
345施設

（0.3施設）

9施設
（0.5施設）

3施設

0施設

2施設

1施設

3施設

へき地医療に関して一定の実績を有するも
のとして認定を受けた社会医療法人数

73法人 4法人

行政機関等の支援

へき地医療支援機構の数 38 1

へき地医療支援機構の専任・併任担当官数 41人 1人

－ 733 －



【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

診療日数 県独自調査

巡回診療日数 へき地医療現況調査

訪問診療日数 へき地医療現況調査

訪問看護日数 へき地医療現況調査

保健活動日数 へき地医療現況調査

対象者数 へき地医療現況調査

実施回数

実施延日数

延受診患者数

派遣回数

派遣延日数

代診医派遣回数

代診医派遣延日数

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状
備考

全国 岡山県

へき地診療

へき地における診療・巡
回診療の実施日数

R4年度
（2022）
（毎年）

- 4,814日

1,884.0日 0日

へき地における訪問診
療・訪問看護の実施日数

29,581日 2,242日

30,257日 4,362日

へき地保健指導所の保健
活動日数及び対象者数

R4年度
（2022）
（毎年）

2,751日 0日

16,827人 0人

へき地支援医療

へき地医療拠点病院から
へき地への巡回診療実施
回数、延べ日数及び延べ
受診患者数

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

4,105回 3回

4,539日 3日

23,734人 46人

へき地医療拠点病院から
へき地への医師派遣実施
回数及び延べ派遣日数

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

14,077回 1,063回

13,159.5日 903.5日

へき地医療拠点病院から
へき地への代診医派遣実
施回数及び延べ派遣日数

R4年度
（2022）
（毎年）

へき地医療現況調査

3,605回 0回

3,466.5日 0日

へき地医療拠点病院の中でへき地拠点病院
の必須事業の実施回数が年間1回以上の医療
機関の割合

87.2% 88.9%

行政機関等の支援

協議会の開催回数 61回 2回

協議会等のおけるへき地の医療従事者（医
師、歯科医師、看護師、薬剤師等）確保の
検討回数

35回 2回

へき地拠点病院の中で主要3事業の年間実績
が合算で12回以上の医療機関の割合

69.9% 88.9%

遠隔医療等ICTを活用した診療支援の実施状
況

337施設 7施設

－ 734 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

産科医数＋産婦人科医数

人口10万対

出産千対

一般診療所
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

病院
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

一般診療所
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

病院
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

就業助産師数
R4年

（2022）
（2年毎）

衛生行政報告例
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

病院数
（人口10万対）

病院数
（出生千対）

病床数
（人口10万対）

病床数
（出生千対）

病院数
（人口10万対）

病院数
（出生千対）

病床数
（人口10万対）

病床数
（出生千対）

病院数
（人口10万対）

病院数
（出産千対）

病床数
（人口10万対）

病床数
（出産千対）

R4.3.31
（2022）
（毎年）

診療報酬施設基準
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

R4.3.31
（2022）
（毎年）

周産期医療体制調査

R4.3.31
（2022）
（毎年）

周産期医療体制調査

R4.3.31
（2022）
（毎年）

周産期医療体制調査

R4年
（2022）

県独自報告

R4年
（2022）

県独自調査

療養・療育支援
R3年

（2021）
福祉行政報告例

災害対応等
R4年

（2022）
（毎年）

都道府県調査

【周産期医療】

区分 指標名 調査年 調査名等

現状

備考

全国 岡山県

低リスク分娩・地域周産期母
子医療センター・総合周産期
母子医療センター

産科医及び産婦人科医の数
（人口１０万対、出産千
対）

R2年
（2020）
（2年毎）

医師・歯科医師
・薬剤師調査

11,678人 174人

9.3人  9.2人

14.6人 14.0人

分娩取扱施設に勤務する産
科医及び産婦人科医の数
（「分娩の取扱有り」の担
当医師数（常勤換算））

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

2,175.9人
（8.7人）

32.3人
（9.2人）

6,756.5人
（27.0人）

105.9人
（30.2人）

助産師数

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

6,262.8人
（25.1人）

100.5人
（28.7人）

18,821.1人
（75.3人）

302.6人
（86.3人）

38,063人
（157.8人）

560人
（158.6人）

分娩を取扱う産科又は産婦人科病院数
963施設

（3.9施設）
17施設

（4.8施設）

分娩を取扱う産科又は産婦人科診療所数
1,107施設
（4.4施設）

17施設
（4.8施設）

地域周産期母子医療セン
ター・総合周産期母子医療セ
ンター

ＮＩＣＵを有する病院数・
病床数（人口１０万人対、
出生千対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

352施設
（0.3施設）

7施設
（0.4施設）

352施設
（0.4施設）

7施設
（0.5施設）

3,394床
（2.7床）

72床
（3.8床）

3,394床
（4.0床）

72床
（5.3床）

ＧＣＵを有する病院・病床
数（人口１０万対、出生千
対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

299施設
（0.2施設）

4施設
（0.2施設）

299施設
（0.4施設）

4施設
（0.3施設）

4,090床
（3.2床）

74床
（3.9床）

4,090床
（4.9床）

74床
（5.5床）

ＭＦＩＣＵを有する病院・
病床数（人口１０万対、出
生千対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

131施設
（0.1施設）

2施設
（0.1施設）

131施設
（0.2施設）

2施設
（0.1施設）

867床
（0.7床）

12床
（0.6床）

867床
（1.0床）

12床
（0.9床）

ハイリスク分娩管理加算届出医療機関数
750施設

（3.0施設）
10施設

（3.0施設）

院内助産を行っている周産期母子医療セン
ター数

134施設 0施設

助産師外来を行っている周産期母子医療セン
ター数

289施設 3施設

NICU入院時の退院支援を専任で行う者を配置
している周産期母子医療センター数

200施設 3施設

地域支援

岡山県周産期医療協議会の開催回数 - 2回

産後ケア事業を実施する市町村数 - 26市町村

身体障害者手帳交付数（１８歳未満） 94,051件 1,094件

災害時小児周産期リエゾン任命者数 804名 24名

－ 735 －



【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

備考

R4年度
（2022）
（毎年）

都道府県調査

R4年度
（2022）
（毎年）

都道府県調査

R4年度
（2022）
（毎年）

都道府県調査

R5年度
（2023）開始

（毎年）
都道府県調査

R4年度
（2022）
（毎年）

都道府県調査

R4年度
（2022）
（毎年）

県独自報告

R4年度
（2022）
（毎年）

県独自報告

R4.1
（2022）
（毎年）

住民基本台帳に基づ
く人口、人口動態及
び世帯数調査

（人口10万対）

R4年
（2022）
（毎年）

人口動態調査

（小児10万対）

（小児10万対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査 （小児10万対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査 （小児10万対）

（小児10万対）

（小児10万対）

県南東部
保健医療圏

　（小児科
　常勤医師数）

県南西部
保健医療圏

　（小児科
　常勤医師数）

高梁・新見
保健医療圏

　（小児科
　常勤医師数）

真庭
保健医療圏

　（小児科
　常勤医師数）

津山・英田
保健医療圏

　（小児科
　常勤医師数）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

（小児1万対）

【小児医療】

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

全国 岡山県

小児救急電話相談応答率 - －

小児救急電話相談の助言・指導で解決した事
案の割合

- 34.5%

地域・相談支援等

小児救急電話相談の件数 - 11,874件

小児救急電話相談回線数 - 3回線

小児救急電話相談における深夜対応の可否 - 可

地域・相談支援等・一般小児
医療・地域小児医療セン
ター・小児中核病院

小児人口
15,035,727人

（11,939.9人）
221,886人

（11,916.5人）

出生率（人口千対） 6.3 6.8

家庭看護力向上のための出前講座等の参加者
数

- －

岡山県小児医療協議会の開催回数 - 2回

49施設
（21.0施設）

一般診療所数
3,119施設

（20.8施設）
37施設

（15.9施設）

小児歯科を標榜する歯科診療所数
43,909施設

（292.1施設）
595施設

（255.4施設）

一般小児医療

一般小児医療を標榜する病
院・診療所数

病院数 R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

2,539施設
（16.9施設）

一般小児医療・地域小児医療
センター・小児中核病院

小児科医師数
18,408.6人
（122.5人）

294.8人
（126.5人）

地域連携小児夜間・休日診
療料の届出医療機関数

地域連携小児夜
間・休日診療料
１

R4年度
（2022）
（毎年）

診療報酬施設基準

378施設
（2.5施設）

2施設
（0.9施設）

- 0施設
（0人）

- 0施設
（0人）

- 1施設
（6人）

地域連携小児夜
間・休日診療料
２

94施設
（0.6施設）

5施設
（2.3施設）

- 2施設
（23人）

- 2施設
（47人）

小児科を主たる診療科とし
ている医師数

県南東部
保健医療圏

R2年
（2020）
（2年毎）

医師・歯科医師・
薬剤師統計

-

5施設
（0.3施設）

病床数
3,394床

（2.7床）
54床

（2.9床）

2施設
（0.1施設）

12床
（0.6床）

小児中核病院
ＰＩＣＵを有する病院数・
病床数

病院数 R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

37施設
（0.03病院）

地域小児医療センター
ＮＩＣＵを有する病院数・
病床数

病院数 R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

352施設
（0.3病院）

病床数
345床

（0.3床）

一般小児医療・小児救急医療

177人
（15.7人）

県南西部
保健医療圏

- 117人
（13.2人）

高梁・新見
保健医療圏

- 6人
（11.6人）

県南西部・
高梁・新見
保健医療圏

- 123人
（13.1人）

真庭・
津山・英田
保健医療圏

- 23人
（8.9人）

真庭
保健医療圏

- 2人
（4.0人）

津山・英田
保健医療圏

- 21人
（10.0人）

小児科を主たる診療科又は
従たる診療科としている医
師数の合計

県南東部
保健医療圏

R2年
（2020）
（2年毎）

医師・歯科医師・
薬剤師統計

- 301人
（26.7人）

県南西部
保健医療圏

- 198人
（22.3人）

高梁・新見
保健医療圏

県南西部・
高梁・新見
保健医療圏

- 211人
（22.4人）

真庭・
津山・英田
保健医療圏

- 49人
（18.9人）

- 13人
（25.1人）

真庭
保健医療圏

- 12人
（24.1人）

津山・英田
保健医療圏

- 37人
（17.7人）

－ 736 －



備考

区分 指標名
調査年

（周期）
調査名等

現状

全国 岡山県

災害対応等
R4年

（2022）
（毎年）

都道府県調査

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

備考

R4年版
（2022）
（毎年）

（小児10万対）

R4年版
（2022）
（毎年）

（小児10万対）

R3年度
（2021）
（毎年）

福祉行政報告例

R3年度
（2021）
（毎年）

福祉行政報告例

R3年度
（2021）
（毎年）

福祉行政報告例

【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

地域・相談支援等
R3年度

（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

（小児10万対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出生千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （5歳未満人口千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （15歳未満人口千対）

一般小児医療・小児救急医療 小児救急地域医師研修事業

開催回数
R4年度

（2022）
（毎年）

小児救急地域医師
研修事業報告

- 8回

研修受講者数 - 401人

110件
（48.7件）

特別児童扶養手当受給者数

災害時小児周産期リエゾン任命者数 804名 24名

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

現状

全国 岡山県

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

現状

備考

全国 岡山県

254,706件 2,700件

障害児福祉手当受給者 交付数 63,372件 736件

身体障害者手帳交付数（１８歳未満） 94,051件 1,094件

一般小児医療・地域小児医療
センター・小児中核病院

小児救急搬送症例のうち受
入困難事例の件数

医療機関に受入照
会を行った回数が4
回以上

令和3年中の救急
搬送における医療
機関の受入状況等
実態調査

 7,088件
（46.3件）

112件
（49.6件）

現場滞在時間が
30分以上の件数

13,340件
（87.1件）

小児（１５歳未満）の死亡数
2,654

（0.2）
41

（0.2）

小児人口あたり
時間外外来受診回数

4,773,617
（31,161.1）

74,897
（33,146.0）

一般小児医療・地域小児医療
センター・小児中核病院

乳児死亡率 1.7 1.5

乳幼児死亡数 1,883
（0.4）

25
（0.4）

－ 737 －



【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査

一般診療所
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

病院
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

新生児（未熟児
を除く）

未熟児

人口１０万対

出生千対

R4.3.31
（2022）
（毎年）

周産期医療体制調査

（15～49歳女性
人口10万人あたり）

医療機関に受入照
会を行った回数が4
回以上

R4年版
（2022）
（毎年）

（15～49歳女性
人口10万人あたり）

現場滞在時間が30
分以上の件数

R4年版
（2022）
（毎年）

（15～49歳女性
人口10万人あたり）

療養・療育支援
R3年度
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

【アウトカム指標】　※医療サービスの結果としての住民の健康状態を測る指標

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出生千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出産千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出産10万対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出産千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （出生千対）

R3年
（2021）
（毎年）

人口動態調査 （５歳未満人口千対）

R3年
（2021）
（毎年）

周産期医療体制調査
（15～49歳女性

人口10万人あたり）

区分 指標名 調査年 調査名等

現状

備考

全国 岡山県

低リスク分娩・地域周産期母
子医療センター・総合周産期
母子医療センター

出生率（人口千対） 6.6 7.1

合計特殊出生率 1.30 1.45

低出生体重児出生率 9.4 9.1

分娩数
（帝王切開件数を含む）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

31,847件
（127.4件）

457件
（130.4件）

38,086件
（152.4件）

604件
（172.3件）

低リスク分娩
産後訪問指導を受けた割合
（出生千対）

R3年度
（2021）
（毎年）

地域保健・健康増進
事業報告

228.8 95.8

49.9 43.4

地域周産期母子医療セン
ター・総合周産期母子医療セ
ンター

ＮＩＣＵ入室児数（人口１
０万対、出生千対）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

72,530人 1,382人

57.5 73.1

86.3 102.2

妊産婦の居住する市町村の母子保健事業につ
いて、妊産婦に個別に情報提供を行っている
周産期母子医療センター数

323施設 6施設

母体・新生児搬送数
R4年版
（2022）
（毎年）

令和3年中の救急搬送
における医療機関の
受入状況等実態調査
周産期医療体制調

37,349
（148.8）

483
（140.7）

母体・新生児都道府県内搬送率 354.1 5.8

母体・新生児搬送数のうち
受け入れ困難事例の件数

令和3年中の救急搬送
における医療機関の
受入状況等実態調査
周産期医療体制調

572
（2.3）

5
（1.5）

1,366
（5.4）

5
（1.5）

退院支援を受けたNICU・GCU入院児数 15,809 171

区分 指標名 調査年 調査名等

現状

備考

全国 岡山県

低リスク分娩・地域周産期母
子医療センター・総合周産期
母子医療センター

新生児死亡率 0.8 0.7

周産期死亡率 3.4 2.9

妊産婦死亡率 2.5 0.0

死産率 19.7 18.8

療養・療育支援

乳児死亡率 1.7 1.5

乳幼児死亡率 0.4 0.4

NICU・GCU長期入院児数
307

（1.2）
0

（0.0）

－ 738 －



【新興感染症発生・まん延時における医療】

【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

全国 岡山県

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5 厚生労働省調査 8,593 151

R5 厚生労働省調査 17,173 199

R5 厚生労働省調査 4,797 104

発熱外来 R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

後方支援 R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

個人防護
具の備蓄

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5 厚生労働省調査 2,309 0

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

全国 岡山県

R5
協定締結意向調査（都道
府県調査）

ー ー

R5 診療報酬施設基準 1,272 14

R5 診療報酬施設基準 1,097 26

R5 診療報酬施設基準 2,072 48

R5 診療報酬施設基準 17,241 251

入院 R5 診療報酬施設基準 1,272 14感染対策向上加算１届出医療機関数

調査名等

年１回以上、新興感染症患者の受入研修・訓練を実施又は外部の研修・訓
練に医療従事者を参加させている割合

個人防護具を２ヶ月分以上確保している医療機関数（病院、診療所、訪問
看護事業所）

院内感染対策に関する地域のネットワークに参加している医療機関数

指標名
調査年

（周期）
調査名等

派遣可能医師数

派遣可能看護師数

現状
備考

入院

自宅・宿泊施
設・高齢者施
設での療養者
等への医療の
提供

医療人材

確保病床数

重症者の確保病床を有する医療機関における、３年以上集中治療の経験を
有する医師数

重症者の確保病床を有する医療機関における、３年以上集中治療の経験を
有する看護師数

重症者の確保病床を有する医療機関における、３年以上集中治療の経験を
有する臨床工学技士数

医療機関数

医療機関数

薬局数

訪問看護事業所数

医療機関数

指標名
調査年

（周期）

現状
備考

外来感染対策向上加算届出医療機関数

感染対策向上加算２届出医療機関数

感染対策向上加算３届出医療機関数

感染対策向上加算１届出医療機関数（再掲）

協定締結医療機関
その他の医療機関

協
定
締
結
医
療
機
関

区分

区分

協
定
締
結
医
療
機
関

－ 739 －



 

－ 740 －



【在宅医療等】

【ストラクチャー指標】 ※医療サービスを提供する物質資源、人的資源及び組織体制を測る指標

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

在宅療養支援診療所（１）
届出施設数

（人口10万対）

在宅療養支援診療所（２）
届出施設数

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

在宅療養支援病院（１）
届出施設数

（人口10万対）

在宅療養支援病院（２）
届出施設数

（人口10万対）

（人口10万対）

日常の療養支援・急変時
の対応

R4.3.31
（2022）

診療報酬施設基準 （人口10万対）

R2年
（2020）

医療施設調査 （人口10万対）

診療所数 （人口10万対）

病院数 （人口10万対）

診療所数 （人口10万対）

病院数 （人口10万対）

ナショナル
データベース

在宅患者訪問栄
養食事指導料
１、２を算定し
た患者がいる医
療機関数

介護データベース

（予防）管理栄
養士居宅療養Ⅰ1
～3、Ⅱ1～3を算
定した事業数
（人口10万対）

R3年
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

「在宅患者訪問
薬剤管理指導
料」を15歳未満
の患者に対して
算定
（人口10万対）

R2年
（2020）

医療施設調査 （人口10万対）

R2年
（2020）

医療施設調査 （人口10万対）

R2.10.1
（2020）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

保健師
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

助産師
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

准看護師
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

看護師
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

理学療法士
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

作業療法士
R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（人口10万対）

日常の療養支援

日常の療養支援・急変時の
対応・看取り

3,796施設
（3.0）

245施設
（0.2）

機能強化型在宅療養支援
診療所数、
在宅療養支援診療所数

538施設
（0.4）

医療施設調査
訪問歯科診療を実施してい
る診療所・病院数

108,501人
（85.3）

機能強化型在宅療養
支援病院数、
在宅療養支援病院数

7施設
（0.4）

1,270人
（1.0）

診療所数
223施設
（0.2）

訪問栄養食事指導を実施している診療所・病院数

病院数

187人
（9.9）

6,853人
（5.4）

400施設
（0.3）

8施設
（0.4）

現状

12施設
（0.6）

備考

全国 岡山県

4,147施設
（3.3）

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

R2年
(2020)

（3年毎）
医療施設調査

病院数

退院支援

98施設
（5.1）

退院支援担当者を配置して
いる診療所・病院数

一般診療所数

退院支援を実施している
診療所・病院数

診療所数

病院数

40施設
（2.1）

227施設
（0.2）

5施設
（0.3）

機能強化型
在宅療養支援診療所数

在宅療養支援診療所（３）
届出施設数

696施設
（0.5）

13施設
（0.7）

機能強化型
在宅療養支援病院数

6施設
（0.3）

3,569施設
（2.8）

35施設
（1.8）

11,294施設
（8.9）

269施設
（14.2）

451施設
（0.4）

7施設
（0.4）

73施設
（3.8）

在宅療養支援病院（３）
届出施設数

976施設
（0.8）

33施設
（1.7）

2,973施設
（2.3）

一般診療所数
20,187施設
（15.9）

442施設
（23.2）

4施設

訪問リハビリを
実施している医療機関数

医
療
保
険 R2年

（2020）
（3年毎）

181施設
（0.1）

8施設
（0.4）

在宅医療チームの一員とし
て小児の訪問薬剤管理指導
を実施している薬局数

薬局数
13,384施設
（10.6）

148施設
（7.8）

R3年
（2021）
（毎年）

－

訪問看護ステーションの
従業者数

5,667人
（4.5）

39人
（2.1）

訪問看護事業所数・
従事者数

診療所数

病院数

介護保険を扱う
訪問看護ステーション数

10,046施設
（8.0）

148施設
（7.9）

68,776人
（54.1）

（人口10万対）

1,406人
（74.7）

13人
（0.7）

110人
（0.09）

0人
（0）

（人口10万対）

785施設
（0.6）

15施設
（0.8）

920人
（48.9）

15,480人
（12.2）

140人
（7.4）

2,638施設
（2.1）

49施設
（2.6）

R4.3.31
（2022）
（毎年）

診療報酬施設基準

診療報酬施設基準
R5.4.1

（2023）
（毎年）

R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

180
（9.7）

医療保険を扱う訪問看護ス
テーション数（15歳未満）

R4
（2022）
（6月審査
分のみ）

訪問看護
レセプトデータ 3,938

（3.1）
54

（2.9）

医療保険を扱う
訪問看護ステーション数

14,044
（11.2）

訪問歯科衛生指導を実施している医療施設数
（医療保険）

在宅療養支援歯科診療所数

訪問診療を実施している
診療所・病院数

－

－

R2年
（2020）
(3年毎)

病院数

19施設

100施設

入退院支援加算
を算定している
施設数

1,889施設
（1.5）

8,523施設
（6.5）

142施設
（7.5）

4,707施設
（3.7）

89施設
（4.7）

10施設
（0.5）

介
護
保
険

1,870施設
（1.5）

1,819施設
（1.4）

42施設
（2.2）

45施設
（2.4）

医療施設調査

28施設
（1.5）

584施設
（0.5）

－ 741 －



現状

備考

全国 岡山県

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

0～5、5～9、10
～15歳未満の利
用者に対し、訪
問看護を実施し
ている事業所数
（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

R3.4.1
（2021）

診療報酬施設基準

R3.3.31
（2021）

届出施設数 （人口10万対）

機能強化型訪問看護
管理療養費１

R3.3.31
（2021）

届出施設数 （人口10万対）

機能強化型訪問看護
管理療養費２

R3.3.31
（2021）

届出施設数 （人口10万対）

機能強化型訪問看護
管理療養費３

R3.3.31
（2021）

届出施設数 （人口10万対）

R3年度
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

TPN輸液の調剤及び
訪問薬剤管理指導を実施し
ている薬局数

R3年度
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

R3.3.31
（2021）

診療報酬施設基準 （人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

R3年度
（2021）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（個票解析）
（人口10万対）

R4年
（2022）
（6月審査
分のみ）

訪問看護
レセプトデータ

ターミナルケア
療養費１・２を
算定している事
業所数
（人口10万対）

日常の療養支援

小児の訪問看護を
実施している
訪問看護ステーション数

小児の訪問看護を実施してい
る訪問看護ステーション数

3,938
（3.1）

うち10～14歳
2,361

（1.9）

54
（2.9）

うち0～4歳

34
（1.8）

うち5～9歳
2,361

（1.9）

R5.4.1
（2023）
（毎年）

34
（1.8）

113施設
（0.09）

2,361
（1.9）

34
（1.8）

778施設

8施設
（4.2）

1施設
（0.53）

日常の療養支援、急変時
の対応、看取り

機能強化型の
訪問看護ステーション数

機能強化型訪問看護管理
療養費届出施設数

806施設
（0.64）

14施設
（7.4）

麻薬（持続注射療法を含
む）の調剤及び訪問薬剤管
理指導を実施している
薬局数、
無菌製剤（TPN輸液を含む）
の調剤及び訪問薬剤管理指
導を実施している
薬局数

麻薬（持続注射療法を含
む）の調剤及び訪問薬剤管

理指導を実施している
薬局数

無菌製剤（TPN輸液を含む）
の調剤及び訪問薬剤管理指

導を実施している
薬局数

－

在宅患者訪問薬剤管理指導届出施設数 －

診療報酬施設基準 －

422施設
（0.33）

271施設
（0.21）

急変時の対応

往診を実施している
診療所・病院数

一般診療所数 R2年
（2020）
（3年毎）

医療施設調査

19,131施設
（15.0）

24時間体制訪問看護ステーションの従事数、
訪問看護ステーション数

R3.10.1
（2021）

介護サービス施設・
事業所調査

（個票解析）

99,188人
（78.3）

病院数
1,725施設
（1.4）

63,083人
（49.8）

作業療法士
6,227人
（4.9）

43施設
（2.3）

在宅療養後方支援病院数
420施設
（0.3）

6施設
（0.3）

181人
（9.6）

保健師
1,174人
（0.9）

13人
（0.7）

助産師

看護師
852人

（45.0）

医療保険によるターミナルケアを実施している
訪問看護ステーション数

4,240
（3.4）

54
（2.9）

24時間対応可能な薬局数

R2年
（2020）
（3年毎）

准看護師
4,920人
（3.9）

35人
（1.8）

理学療法士
14,267人
（11.3）

40施設
（2.1）

ターミナルケアに対応する訪問看護ステーション数

22,053施設
（17.4）

320施設
（16.9）

在宅看取りを実施してい
る診療所・病院数

一般診療所数

11,024施設
（8.7）

157施設
（8.2）看取り

129人
（6.8）

訪問看護ステーション数
11,975施設
（9.5）

160施設
（8.4）

医療施設調査

5,335施設
（4.2）

91施設
（4.8）

病院数
1,856施設
（1.5）

（人口10万対）

（人口10万対）

98人 0人

5施設
（2.7）

9施設

1,302人
（68.7）

11施設
（0.6）

在宅患者医療用
麻薬持続注射療
法加算を算定し
ている施設

R4
（2022）
（6月審査
分のみ）

訪問看護
レセプトデータ

380施設
（20.0）

－

58施設

－ 742 －



入退院支援加算
１の算定件数
（人口10万対）

算定件数
（人口10万対）

退院時共同指導
料２算定件数
（人口10万対）

退院後訪問指導
料算定件数
（人口10万対）

R2年
（2020）

ナショナル
データベース

（人口10万対）

R3年度
（2021）

審査支払機関提供
訪問看護

レセプトデータ
（人口10万対）

介護保険状況報告

R3年度
（2021）

審査支払機関提供
訪問看護

レセプトデータ
（人口10万対）

R3年
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

歯科訪問診療１
算定件数
（人口10万対）

R2年
（2020）
（毎年）

ナショナル
データベース

「在宅患者訪問
薬剤管理指導
料」の算定回数
（人口10万対）

R3年
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

「在宅患者訪問
薬剤管理指導
料」を算定され
た15歳未満の患
者数
（人口10万対）

ナショナル
データベース

在宅患者訪問栄
養食事指導料
１、２の算定件
数

介護データベース

（予防）管理栄
養士居宅療養Ⅰ1
～3、Ⅱ1～3の算
定件数
（人口10万対）

急変時の対応
R2年

（2020）
ナショナル

データベース
（人口10万対）

R2年
（2020）

ナショナル
データベース

在宅ターミナル
ケア加算算定回
数
（人口10万対）

R2年
（2020）

ナショナル
データベース

在宅患者訪問診
療診療料（1日に
つき）の算定回
数
（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

（人口10万対）

退院支援

172,727人
（138.2）

2,296人
（123.3）

自宅
273,265人
（218.7）

3,689人
（198.1）

R4年
（2022）
（毎年）

人口動態調査

61,594人
（49.2）

1,255人
（67.4）

老人ホーム

看取り数（死亡診断のみの場合を含む）
19,460,229

（15,306.4）
85,680

（4,601.5）

在宅死亡者数

介護医療院・
介護老人保健施設

訪問看護によるターミナルケアを受けた利用者数

R4年
（2022）
（6月審査
分のみ）

訪問看護
レセプトデータ

8,159
（6.5）

93
（5.0）

訪問看護ターミ
ナルケア療養費
１、２の算定回
数
（人口10万対）

往診を受けた患者数
（往診料算定件数）

2,552,647件
（2,007.8）

31,116件
（1,634.6）

看取り

在宅ターミナルケアを受けた患者数
146,761件
（115.4）

920件
（48.9）

短期入所療養介護
（老健）

443,117人
（348.5人）

7,199人
（382.4人）

短期入所療養介護
（介護医療院等）

14,820人
（11.7人）

606人
（32.2人）

R2.3～R3.2
サービス分
（人口10万対）

介護予防短期入所療養介護
（老健）

8,668人
（6.8人）

150人
（8.0人）

介護予防短期入所療養介護
（介護医療院等）

296人
（0.2人）

３人
（0.2人）

短期入所生活介護
3,379,370人

（2,658.0人）
66,826人

（3,550.1人）

短期入所利用者数

介護予防短期入所生活介護

R2年度
（2020）

介護保険事業
状況報告

91,655人
（72.1人）

1,856人
（98.6人）

R2.3～R3.2
サービス分
（人口10万対）

訪問リハ
1,185,823人
（932.7人）

16,205人
（860.9人）

訪問リハビリテーション
利用者数

介護予防訪問リハ
R2年度

（2020）
介護保険状況報告

256,181人
（201.5人）

3,147人
（167.2人）

小児の訪問薬剤管理指導を受けた患者数
420,033人
（330.4）

594人
（31.2）

訪問栄養食事指導を受けた患者数
R3年

（2021）
（毎年）

－ 93

5,052
（4.0）

120
（6.4）

訪問歯科衛生指
導料算定回数
（人口10万対）

訪問薬剤管理指導を受けた患者数
531,540

（418.1）
5,232

（277.9）

訪問歯科診療を受けた患者数
2,357,461件
（1,861.3）

32,627件
（1,722.8）

訪問歯科衛生指導を行った件数
R2年

（2020）
（毎年）

ナショナル
データベース

183,110件
（144.0）

2,896件
（152.1）

小児の訪問看護利用者数
293,316人
（231.6）

4,911人
（259.3）

（人口10万対）

訪問看護利用者数

訪問看護利用者数
4,678,418人
（3,693.9）

59,350人
（3,133.8）

介護予防訪問看護
R2年

（2020）
1,073,774人
（844.6人）

16,042人
（852.2人）

978件
（51.4）

退院後訪問指導を受けた患者数
16,386件
（12.9）

419件
（22.0）

日常の療養支援

訪問診療を受けた患者数（レセプト件数）
8,431,096

（6,631.4）
70,011

（3,677.8）

退院支援を受けた患者数

R2年
（2020）

ナショナル
データベース

3,139,709件
（2,469.5）

56,930件
（3,024.4）

介護支援連携指導を受けた患者数
357,725件
（281.4）

6,889件
（361.9）

退院時共同指導を受けた患者数
60,375件
（47.5）

全国 岡山県

【プロセス指標】 ※実際にサービスを提供する主体の活動や、他機関との連携体制を測る指標

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

現状

備考

－ 743 －



全国 岡山県

区分 指標名 調査年
（周期）

調査名等

現状

備考

麻薬（持続注射療法を含
む）の調剤及び訪問薬剤
管理指導を受けた患者数
（算定回数）

R3年
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

「在宅患者訪問
薬剤管理指導
料」の「麻薬管
理指導加算」の
算定回数

「調剤料」の
「無菌製剤処理
加算」の算定回
数

うち、TPN輸液の調剤及び
訪問薬剤管理指導を受けた
患者数

「調剤料」の
「無菌製剤処理
加算（中心静脈
栄養法輸液）」
の算定患者数

無菌製剤（TPN輸液を含む）の
調剤及び訪問薬剤管理指導を

受けた患者数

R3年
（2021）
（毎年）

ナショナル
データベース

－ 199

－ 91

日常の療養支援、急変時の
対応、看取り

医療 － 158

無菌製剤（TPN輸液を含
む）の調剤及び訪問薬剤
管理指導を受けた患者数

－ 744 －



在宅医療等に係る市町村別指標　　

診療所数 病院数 数
人口
10万対

数
人口
10万対

数
人口
10万対

数
人口
10万対

数
人口
10万対

数
人口
10万対

岡山市 156 14 39 5.4 6 0.8 8 1.1 33 4.6 61 8.5 327 45.4

倉敷市 55 12 16 3.4 5 1.1 2 0.4 24 5.1 32 6.7 153 32.2

津山市 18 3 7 7.0 1 1.0 0 - 6 6.0 4 4.0 69 69.2

玉野市 7 2 4 7.1 1 1.8 0 - 5 8.8 1 1.8 28 49.3

笠岡市 1 2 0 - 1 2.2 1 2.2 3 6.5 1 2.2 21 45.3

井原市 0 1 2 5.2 0 - 0 - 1 2.6 4 10.4 17 44.2

総社市 9 1 8 11.6 1 1.4 0 - 0 - 6 8.8 24 35.1

高梁市 4 0 0 - 0 - 0 - 2 6.9 6 20.6 9 30.9

新見市 2 0 1 3.6 0 - 0 - 4 14.2 4 14.4 10 36.0

備前市 4 1 0 - 1 3.1 0 - 2 6.2 4 12.4 7 21.7

瀬戸内市 9 0 3 8.3 0 - 0 - 1 2.8 6 16.8 12 33.6

赤磐市 6 0 2 4.7 0 - 0 - 1 4.7 6 14.1 16 37.7

真庭市 11 2 3 7.0 0 - 0 - 5 11.7 0 - 24 56.5

美作市 2 1 1 3.9 2 7.7 0 - 1 3.8 2 7.8 13 50.7

浅口市 1 1 1 3.1 0 - 0 - 2 6.1 3 9.1 11 33.5

和気町 3 0 1 7.3 0 - 0 - 2 14.7 1 7.4 5 37.2

早島町 3 0 1 8.1 0 - 0 - 1 8.1 2 15.9 4 31.8

里庄町 2 1 0 - 0 - 0 - 1 9.1 0 - 3 27.4

矢掛町 2 1 0 - 0 - 1 7.5 1 7.5 2 15.1 6 45.2

新庄村 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

鏡野町 4 0 0 - 0 - 0 - 1 8.3 2 16.7 2 16.7

勝央町 3 0 0 - 0 - 0 - 1 9.2 0 - 2 18.3

奈義町 1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 36.1

西粟倉村 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

久米南町 0 0 1 22.1 0 - 0 - 0 - 1 22.4 1 22.4

美咲町 1 0 1 7.7 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

吉備中央町 3 0 0 - 0 - 0 - 1 9.2 0 - 3 28.3

合　計 307 42 91 4.8 18 1.0 12 0.6 98 5.2 148 7.9 769 40.9

在宅療養支援
歯科診療所数

在宅患者訪問薬
剤管理指導届出

施設数市町村

在宅療養
支援
病院

退院支援担当者
を配置している

病院

退院支援担当者
を配置している
一般診療所

在宅看取り実施
診療所数

在宅看取り実施
病院数

在宅療養
支援
診療所

ストラクチャー指標

－ 745 －



在宅医療等に係る市町村別指標　　

数
人口
10万対

数
人口
10万対

数
人口
10万対

保健師
数

助産師
数

看護師
数

准看護
師数

作業療法
士数

理学療法
士数

介護医
療院・
介護老人
保健施設

老人
ホーム

自宅

岡山市 73 10.1 666 92.2 76 10.5 6 - 409 21 53 68 340 797 1,384

倉敷市 33 7.0 374 79.0 34 7.2 1 - 223 4 52 54 309 370 887

津山市 12 12.1 80 80.1 12 12.1 1 - 58 1 7 11 69 202 160

玉野市 4 7.2 62 111.7 4 7.2 - - 27 - 9 20 24 78 137

笠岡市 3 6.6 23 59.6 2 4.4 2 - 10 - - 0 27 50 94

井原市 1 2.6 6 15.8 1 2.6 1 - 4 - - - 26 76 93

総社市 7 10.1 56 80.6 7 10.1 - - 34 1 3 15 30 91 144

高梁市 2 7.1 15 52.9 2 7.1 - - 6 3 - - 54 43 61

新見市 3 10.9 14 50.9 2 7.3 - - 8 - 0 0 16 22 49

備前市 2 6.3 13 41.2 2 6.3 - - 10 - 1 2 22 46 49

瀬戸内市 - - - - - - - - - - - - 31 51 98

赤磐市 3 7.1 25 59.0 4 9.4 - - 12 2 2 4 15 84 75

真庭市 6 14.3 28 66.6 6 14.3 1 - 21 2 1 1 74 80 108

美作市 3 11.7 12 46.9 3 11.7 - - 11 - - - 50 56 58

浅口市 2 6.2 12 37.0 2 6.2 - - 7 1 - 5 61 34 71

和気町 - - - - - - - - - - - - 26 40 19

早島町 1 8.1 6 48.4 1 8.1 - - 1 1 0 - 7 12 30

里庄町 - - - - - - - - - - - - 13 7 19

矢掛町 1 7.6 4 30.2 1 7.6 - - 3 - - - 5 14 25

新庄村 - - - - - - - - - - - - 1 3 6

鏡野町 1 8.4 6 50.4 1 8.4 - - 4 - - - 3 32 16

勝央町 1 9.3 5 46.4 1 9.3 - - 3 - 1 0 10 12 21

奈義町 - - - - - - - - - - - - 6 19 16

西粟倉村 - - - - - - - - - - - - 2 5 2

久米南町 - - - - - - - - - - - - - 12 14

美咲町 - - - - - - - - - - - - 18 38 31

吉備中央町 - - - - - - - - - - - - 16 22 22

合　計 157 8.4 1,406 74.9 160 8.5 13 - 852 35 129 181 1,255 2,296 3,689

ストラクチャー指標については、介護サービス施設・事業所調査の情報を医政局地域医療計画課が集計しており、
－部分については、数値がない。
小数点以下については、四捨五入されているため、合計数が合わない場合がある。

プロセス指標

在宅死亡者数
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ対応
訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ数

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
従事者数

市町村

ストラクチャー指標

24時間体制訪問看護ステーション従業者数
24時間体制

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ数

－ 746 －



件数
人口
10万対

件数
人口
10万対

件数
人口
10万対

件数
人口
10万対

県南東部 398 43.8 70,011 8,030.2 2,509 287.8 17,726 2,033.2

県南西部 239 35.3 47,684 6,722.2 2,757 388.7 9,381 1,322.5

高梁・新見 19 32.1 3,380 5,857.8 - - 967 1,675.9

真庭 24 52.3 3,624 8,025.3 - - 553 1,224.6

津山・英田 89 50.0 11,346 6,435.9 178 101.0 2,489 1,411.9

合　計 769 40.4 136,045 7,183.4 - - 31,116 1,643.0

圏域名

在宅患者訪問看護・指導料算定件数については、高梁・新見圏域と真庭圏域は、NDBでは秘匿対象地域に当たる。
都道府県の合計値を示すことで、秘匿値が特定される恐れがあることから、都道府県の値についても秘匿処理を
されている。

在宅医療等に係る圏域別指標　

ストラクチャー指標

在宅訪問薬剤管理指導届
出施設数

訪問診療を受けた
患者数

（レセプト件数）

在宅患者
訪問看護・

指導料算定件数
往診料算定件数

プロセス指標

－ 747 －



 

－ 748 －


